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この便覧は、めまぐるしく変化する時代の要請とともに改正される環境基準、規制基準等

を集録し、環境保全に関する実務に携わる方々の日常の事務を円滑に進めるための一助にと

編集したものです。 

 本県の環境は、各種の環境保全対策を積極的に推進してきたことに伴い、おおむね良好な

状態に維持されていますが、近年、都市化の進展、生活様式の多様化などにより、都市・生

活型公害への対策が求められています。 

 また、化学物質による環境汚染、さらには地球の温暖化やオゾン層の破壊など地球規模の

環境問題が大きな関心を集めており、これらの環境問題の解決に向けて、なお一層の努力が

必要な状況にあります。 

 このような中で、環境の保全を図り、快適な環境を形成していくためには、県民各層にお

ける主体的な取り組みと、一人ひとりの環境にやさしい行動が求められています。 

 環境保全の推進を図る上で、本書を有効に御活用いただければ幸いです。 

    

 

令和６年３月 

 

 

 

【岩手県公式ホームページ】 

以下のＵＲＬから、本便覧及び県の環境関連のページにアクセスできます。 

トップページ→くらし・環境→環境→環境保全

（https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/index.html） 
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 の項目も一部に盛り込んでいます。 
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警 察 本 部 

教育委員会事務局 

岩手県の環境保全に関する行政機構図 
（令和６年１月１日現在） 

 

          森林審議会      （保安林の解除、林地開発の許可等環境に影響を及ぼす重要事項の審議機関） 
          環境審議会      （環境及び自然の保全に関する基本的事項の審議機関） 
          環境影響評価技術審査会（環境影響評価その他の手続に関する技術的な事項の調査審議） 
          （公害審査委員候補者 （公害の紛争処理）） 

          北上川清流化確保対策連絡会議（松尾鉱山跡からの強酸性水処理のための連絡調整組織）            
                              
                  管 財 課（グリーン庁舎） 

政 策 企 画 課（県行政の総合的企画、立案、推進、評価）                    
                  交 通 政 策 室（公共交通、バス、鉄道） 
 

                  環境生活企画室（環境生活行政の総合的企画及び調整、エネルギー対策、 
                            地球温暖化対策、環境保健研究センターの企画運営） 
                  環 境 保 全 課（大気、水質、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下、 
                         環境アセスメント、土地対策、化学物質、鉱害、 

水資源対策） 
                  資源循環推進課（廃棄物、浄化槽、リサイクル、新たな公共関与廃棄物 

処理施設の整備） 
                  自 然 保 護 課（自然環境保全、自然公園、鳥獣の保護及び管理、温泉）                              
                  県民くらしの安全課（へい獣処理、と畜場、水道） 
                               

健 康 国 保 課（毒物、劇物、公害疾病予防） 
                  商 工 企 画 室（商工労働観光行政の企画及び調整） 
                  経 営 支 援 課（県単融資、高度化資金） 
                  観光・プロモーション室（観光施設整備）                     
                  農林水産企画室（農林水産行政の企画及び調整）              県出先機関 
                  団 体 指 導 課（制度金融）                        広域振興局 
                  流 通 課（県産材活用促進、食品リサイクル、有機農産物）        ・保健福祉環境部（保健所） 
                  農 業 振 興 課（農業の多面的機能確保）                   ・農 政 部 
                  農業普及技術課（土壌保全、肥料取締、生産環境保全、農薬安全使用）     ・農 林 部 
                  農 村 計 画 課（自然・生態系に配慮した農業農村整備）           ・林 務 部 
                  農 村 建 設 課（農地地すべり防止、農地・農業用水の公害防除、農用地    ・水 産 部 

開発における環境保全）                  ・土 木 部 
                  農 産 園 芸 課（農業用廃プラスチック適正処理）              環境保健研究センター 
                  畜 産 課（畜産経営指導、畜産関係環境保全、草地開発事業におけ    農業研究センター 
                      る環境保全）                       林業技術センター 
                  林 業 振 興 課（間伐材利用促進、木材・木材製品の利用促進、林業金融）   水産技術センター 
                  森 林 整 備 課（造林、緑化、森林病害虫対策）               内水面水産技術セ ン タ ー 
                  森 林 保 全 課（森林計画、林地開発、県有林育成、保安林整備、治山）    生物工学研究所 
                  水 産 振 興 課（漁場環境保全、漁業系廃棄物、海洋資源）          病害虫防除所 
                  漁 港 漁 村 課（漁港区域公有水面埋立、漁港漁村整備、漁業集落排水）    そ の 他 
                  県土整備企画室（県土整備行政の企画及び調整、空港騒音対策） 
                  建設技術振興課（建設リサイクル） 
                  道 路 建 設 課（道路の新設・改築に伴う良好な環境の形成） 
                  道 路 環 境 課（道路環境アセス、道路の維持・修繕に伴う環境保全） 
                  河 川 課（河川区域公有水面埋立、砂利採取、河川整備、海岸整備） 
                  砂 防 災 害 課（砂防、地すべり防止、急傾斜地） 
                  都 市 計 画 課（都市計画、土地区画整理、街路公園、景観形成） 
                  下 水 環 境 課（汚水処理の企画及び調整、下水道、浄化槽、農業集落排水） 
                  建 築 住 宅 課（環境共生住宅、建築許可） 
                  港 湾 空 港 課（港湾区域公有水面埋立、港湾及び空港の管理整備） 
                  復 興 推 進 課（復興計画策定・推進） 

復興くらし再建課（生活再建） 
                           （グリーン購入）        
                  経 営 総 務 室（水力及び風力発電事業の推進） 
                  生 活 環 境 課（公害犯罪） 
                  交 通 企 画 課（自動車公害） 
                  学 校 教 育 室（環境学習の推進） 
                  生涯学習文化財課（天然記念物・文化財保護管理） 

保健福祉部 

政 策 地 域 部  

環境生活部 

総 務 部 

企 業 局 

出 納 局  

商工労働観光部 

農林水産部 

県土整備部 

（
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） 
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   環  境  保  全   
 

 

環 境 基 本 法（Ｈ5.11.19第91号） 

 
 

基 本 理 念（第３～５条） 

環 境 審 議 会 

（第41～44条） 

 

環境保全に関する基本的施策の 

策定等に係る指針（第14条） 

法制上の措置等 

（第11条） 

公 害 対 策 会 議 

（第45～46条） 

環境基本計画 

（第15条） 

 

環 境 基 準 

大気、水質、土壌、 

騒音（第16条） 

 

公害防止計画 

30地域 

（第17～18条） 

環境影響評価 

（第20条） 

 

環境影響 

評 価 法 
(1) 大気汚染 

・大気汚染防止法 

・道路運送車両法 

・道路交通法 

・電気事業法 

・ガス事業法 

・鉱山保安法 

・スパイクタイヤ粉 

 じんの発生の防止 

 に関する法律 

・自動車ＮＯｘ・Ｐ

Ｍ法 

・特定特殊自動車排

出ガスの規制等に

関する法律 

 

・港則法 

・浄化槽法 

・海洋汚染等及び海 
 上災害の防止に関 
 する法律 
・水源二法 
 

公害防止のための排 
出等の規制 
 (典型７公害) 
 (第１項第１号) 
 

公害防止のための土 
地利用等の規制 
 
（第１項第２号） 

自然環境保全のため 
の規制 
 
（第１項第３号) 

 
 
 

・鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適

正化に関する法律 
・温泉法 
・絶滅のおそれのあ 
 る野生動植物の種 
 の保存に関する法 
 律 

 

野生生物の保護等の 
ための規制 
 
（第１項第４項） 

 

・自然環境保全法 
・自然公園法 
・都市緑地法 
・都市計画法 
・都市公園法 
・森林法 
・文化財保護法 

 

・国土利用計画法 
・都市計画法 
・工場立地法 
・公有水面埋立法 
・建築基準法 
・幹線道路の沿道の 

 整備に関する法律 
・砂防法 
・地すべり等防止法 
・急傾斜地法 
・特定空港周辺航空 
 機騒音対策特別措  

 置法 

（2）水質汚濁 

・水質汚濁防止法 

・水道法 

・下水道法 

・河川法 

・湖沼水質保全特別 

 措置法 

・鉱山保安法 

・農薬取締法 

・港湾法 

（3）土壌汚染 

・土壌汚染対策法 

・農用地の土壌の汚 

 染防止等に関する 

 法律 

・土地改良法 

・農薬取締法 

 

（4）騒音 

・騒音規制法 

・道路運送車両法 

・道路交通法 

・電気事業法 

・ガス事業法 

・鉱山保安法 

・航空法 

・全国新幹線鉄道整  

 備法 

・幹線道路の沿道の 

 整備に関する法律 
・公共用飛行場周辺  
 における航空機騒  
 音による障害の防 
 止等に関する法律 
 
（5）振動 

・振動規制法 

・道路交通法 

・電気事業法 

・ガス事業法 

・鉱山保安法 
 
 
（6）地盤沈下 

・工業用水法 

・建築物用地下水の 

 採取の規制に関す 

 る法律 
 
 （7）悪臭 

・悪臭防止法 

・化製場等に関する 

 法律 

・と畜場法 
 

※ 関係する主な法律等を掲戟した。 
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概  念  図（環境基本法の体系概念図） 
 

 

 

 

 

   

 

   

 

各 主 体 の 責 務 

国 

(第６条) 

地方公共団体 

(第７条) 

事 業 者 

（第８条） 

国   民 

（第９条） 

費用負担・財政

措置等 

(第37～40条) 

 

地方公共団体の施策 

 

   (第36条) 
 

地球環境保全等に

関する国際協力等 

(第32～35条) 
 

国が講ずる環境保

全のための施策等 

(第19～31条) 

 

環境保全上の支障を防

止するための規制 

(第21条) 
 

紛争処埋・ 

被害救済 

（第31条） 

 

・特定工場におけ 
 る公害防止組織 
 の整備に関する  
 法律 
 

・公害紛争処理法  
・公害健康被害の補  
  償等に関する法律 
・船舶油濁損害賠償 
 保障法 

・鉱業法 

・地球温暖化対策の 
 推進に関する法律 
・特定物質の規制等 
 によるオゾン層の 
 保護に関する法律 
・フロン類の使用の

合理化及び管理の

適正化に関する法

律 

公害・自然環境両分 
野に係る規制 
 

(第１項第５号) 

・公害防止事業費事 
 業者負担法 
・公害の防止に関す 
 る事業に係る国の 
 財政上の特別措置 
 に関する法律 
・環境事業団法 
・租税特別措置法 
・自然環境保全法 
・自然公園法 

人の健康・生活環境 
の保全に係る規制 
 

（第２項） 

・瀬戸内海環境保全 
 特別措置法 

 

・ダイオキシン類対 
 策特別措置法 
・特定化学物質の環  
 境への排出量の把  
 握等及び管理の改 
 善の促進に関する 
 法律 

循環型社会形成推進基本法 
 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
・資源有効利用促進法 
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 
・特定家庭用機器再商品化法 
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 
・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 
・美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋

環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 
・家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 
・持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律    農業環境三法 
・肥料取締法                        



 

岩手県における環境保全体系図 

県民、事業者、県の責 
務、市町村の役割、相 

 互連携（第４条～８条） 
年次報告書 
 (第９条) 

 

基本方針 
(第10条) 

 

基本計画 
(第11条) 

 

高い環境の水準 
(第12条) 

 

 
 

岩手県環境審議会 
 

環境の保全及び創造に関する施策 
 

県民参加・ 

情報提供 

(第13条) 

環境に配慮した施策の策定、 

事業等の誘導 

   (第14条、15条) 
 

環境影響評価の推進 

(第16条) 
 

規制等の措置 

(第17条) 

 

助成等の措置 

(第18条) 
 

環境教育等の推進 

(第20条) 
 

・環境美化(第19条) 

・自発的環境保全活 

 動の促進(第21条) 

・人材等の育成 

 (第22条) 

・調査の実施、監視 

 体制整備(第23条) 

・科学技術の振興 

 (第24条) 

・文化的環境の保全 

 (第25条) 

・地球環境の保全 

 (第26条) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

水質汚濁防止法に

基づく排水基準を

定める条例（昭和

48.3.30条例第31 

号）（上乗せ条例） 

岩手県商工観

光振興資金 
 

・岩手県環境影影響評

価条例（平10.7.15 

 条例第42号） 

・技術指針 
 
環境影響評価技術審 
査会 
 

・岩手県自然環境保 
 全条例 
・自然環境保全指針 
・県民の健康で快適 
 な生活を確保する 
 ための環境の保全 
 に関する条例 
・循環型地城社会の 
 形成に関する条例 
・県外産業廃棄物の 
 搬入に係る事前協 
 議等に関する条例 

岩手県環境 
学習推進基

本方針 

基本理念（第３条） 
１ すべての県民の参加、連携及び協力による恵み豊かな環境と共生する地域社会の構築 
２ 循環型地域社会の形成、将来世代の環境の恵みの享受 
３ 地域からの行動による地球環境の保全 
 

岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例 

(平成10.3.30条例第22号) 

 

4
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県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例体系図 
                                                      (平成13.12.21条例第71号) 
    総則（１～３） 
                               （目的、定義、県等の役割） 

    生活環境の保全に関する基本的施策（４～７） 
                                 公害防止基本計画の作成 

                                 公害の状況の公表 

                                 公害に係る紛争の処理及び被害の救済 

                                 生活環境の保全に関する事業の推進 

    公害の防止に関する規制 

         大気汚染 

              ばい煙に関する規制（８～17） 
                                 廃棄物焼却炉及びオガライト製造用に供する乾燥炉 

                                 等のばい煙発生施設において発生するばい煙に関す 

                                 る規制 

              粉じんに関する規制（18～22） 
                                 鉱物・岩石等の破砕機及び動力打綿機等の粉じん発 

                                 生施設の粉じんに関する規制           

         水質汚濁（23～32） 
                                 湿式集じん施設・排ガス洗浄施設等の汚水等排出施 

                                 設の水質汚濁に関する規制、事故時の措置     

         騒音 

              騒音特定工場等に関する規制（33～42） 
                                 金属加工用旋盤・冷却塔及びバーナー等を設置する 

                                 騒音特定工場等に関する規制            

              特定建設作業に関する規制（43、44） 

              拡声機騒音等に関する規制（45、46） 
                                （基準道守義務等、夜間の静穏保持） 
         悪臭（47～51） 

    日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減 

         生活環境の保全 

              焼却行為に関する規制（52、53） 
                                （小型焼却炉の使用禁止・野外焼却の禁止） 

              投棄行為に関する規制（54、55） 
                                （空き缶等のポイ捨て禁止及び空き缶等の散乱防止） 

              生活排水対策の推進（56、57） 
                                （保管基準の遵守義務・保管施設の使用届出義務） 

              土壌及び地下水汚染の防止に関する規制(66～75) 
                                （汚染状態の測定義務・基準値超過時の届出義務等） 

              生活環境の保全上の支障の防止に関する規制(76、77) 
                                （支障の除去・被害の未然防止) 
         地球環境の保全 

              自動車等の原動機停止に関する規制（78～80） 
                                 自動車等運転者のアイドリングストップ義務・駐車 

                                 場等利用者のアイドリングストップ周知義務    

              地球温暖化の対策に関する規制（81～86） 
                                 地球温暖化対策計画の作成提出義務・実施状況届出 

                                 義務  

    相互連携等による環境の保全の推進（87、88） 
                                 事業者による情報公開・事業者と住民による合意形 

                                 成 

    雑則（89～94） 
                                 測定等、環境保全監督者、監視、立入検査、報告の 

                                 徴収       

    罰則（95～100） 
                                 計画変更命令違反､改善命令及び一時停止命令違反、 

                                 停止命令違反、措置命令違反 ばい煙・排出水の規 

                                 制基準違反及び粉じんの基準適合命令違反、汚水等 

                                 特定事業場の事故時の措置命令違反 特定施設の設 

                                 置届出等違反 立入検査拒否等 
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循環型地域社会の形成に向けた条例等の体系図 
 

                  総則（§１～６の３） 

            事業者の責務（格付け事業者の活用等）（§５） 

           県民の責務（通報努力義務）（§６）  

           土地所有者等の責務（§６の２） 

           通報に基づく調査等の義務（§６の３） 

         産業廃棄物の自県（圏）内処理の原則（§７～９） 

           産業廃棄物の自県（圏）内処理の原則（§７） 

           県外産業廃棄物の搬入事前協議義務（§８） 

           産業廃棄物の県外搬出（§９） 

         産業廃棄物の減量等に関する計画（§９の２） 

         再生利用の促進（§10～12） 

           再生資源利用認定製品（§10～12） 

         優良な産業廃棄物処理業者の育成（§13～18） 

           産業廃棄物処理業者育成センター（§13～18） 

         許可の取消し等の基準（§19） 

         廃棄物等の適正処理の促進（§20～21） 

           廃棄物等の適正保管等（§20） 

           屋外に産業廃棄物を保管する場合の記録義務等（§20の２） 

           搬入一時停止命令（§20の３） 

           建設資材廃棄物の適正処理（§21） 

         原状回復の確保等（§22、23） 

           排出事業者等の責務等（§22） 

           産業廃棄物管理責任者の設置（§22の２） 

           不適正処理関与者の責務等（§23） 

         適正な廃棄物処理施設等の設置等 

           廃棄物処理施設等の設置等事前協議（§24～28） 

           廃棄物処理施設等の構造及び維持管理基準（§29、30） 

         雑則（§31～33） 

         罰則（§34～36） 

         趣旨（§１） 

         県外産業廃棄物の搬入事前協議（§２～４の２） 

         環境保全協力金の契約（§５） 

         立入検査等（§６、７） 

         過料等（§８、９）               

ねらい：循環型地域社会の形成への制度的基盤づくり 
 

循環型地域社会の形成に関する条例（H14.12.16条例第73号) 
 位置づけ：総合的産業廃棄物対策の基本条例 
 

県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例（H14.12.16 条例第74号） 
 位置づけ：産業廃棄物の自県（圏）内処理原則の推進のための具体的制度 
 



 

 

 

 

 

 

第１章 大気汚染防止法関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



大気汚染防止法の体系図 
本法による規則                                                      

ばい煙 

ばい煙        硫黄酸化物(2.1.1)        ばい煙発生施設        届出義務 

     (2.1)    ばいじん(2.1.2)                     (2.2)             (6、7、8、11、12)      実施の制限(10) 

            有害物質(2.1.3)  

            特定有害物質(3.2.4)               排出基準(3.1)         計画変更命令等  

                                     特別排出基準(3.3)          (9、9-2) 

                    指定ばい煙(5-2.1)                      上乗せ基準(4.1) 

                                                                         事前通知(4.3)       排出の制限(13) 

                                                                          勧告(5) 

                                                                                              改善命令(14.1) 

                                                                           測定･記録･保存義務(16)         

                       季節による燃料規制地域    燃料使用基準             基準遵守勧告  基準遵守命令 

                                   (15.1)            (15.3)            (15.1)       (15.2) 

                    指定地域   特定工場等  指定ばい煙総量削減計画  総量規制基準    排出の制限   

          (5-2.1)        (5-2.1)          (5-2.1、5-3)            (5-2)           (13-2) 

                                  特別の総量規則基準   改善命令等 

                                    (5-2.3)           (14.3) 

                  特定工場等以外の         SOxに係る指定地域に                 基準遵守勧告  基準遵守命令    

                  工場 事業場             おける燃料使用基準           (15-2.1)     (15-2.2)  

                    (15-2.1)                           (15-2.3) 

            特定物質(17.1)       事故時の措置(17.1) 

                                           事故発生の通報義務(17.2) 

                  事業者の責務(17-2)       措置命令(17.3) 

                       緊急時の措置(23)     緊急時の協力要請(23.1) 

  揮発性有機                重大緊急時の措置命令(23.2) 

化合物（VOC） 

  揮発性有機               揮発性有機            届出義務（17-5～17-7、17-13） 

   化合物（VOC）                     化合物排出施設                                 実施の制限（17-9）   

(2.4)                                     (2.5)                            計画変更命令（17-8）  

                                        排出基準（17-10）    改善命令等（17-11） 

粉じん                                   測定義務（17-12） 

  粉じん      一般粉じん     一般粉じん発生施設     届出義務(18、18-2、18-13) 

   （2.7）              (2.8)                 (2.9)                   構造・使用・管理基準             基準遵守義務  基準適合命令 

                                                                                                                                                                                                  (施行規則16)             (18-3)       (18-4) 

           特定粉じん     特定粉じん発生施設     届出義務(18-6,18-7,18-13) 

           (2.8)                (2.10)                    敷地境界基準(18-5)           実施の制限(18-9、18-13) 

                      特定粉じん排出作業(2.11)   測定義務(18-12)        計画変更命令等(18-8) 

                                                                                                   基準遵守義務(18-10) 

                                                                                                   改善命令等(18-11,18-13) 

                                                                      届出義務(18-17) 

                                                                      作業基準(18-14)               計画変更命令(18-18) 

                                                  調査及び説明（18-15） 

                                                  発注者等の配慮(18-16)         基準遵守義務(18-20) 

                                                   基準適合命令等(18-21) 

水銀等  

水銀等        水銀排出施設                          届出義務（18-28～30、18-36） 

   (2.13)              (2.14)                                                       実施の制限（18-32）   

                                                                             計画変更命令（18-31）  

                                        排出基準（18-27）    改善命令等（18-34） 

         要排出抑制施設（18.37）               測定義務（18-35） 

 

  有害大気汚染物質対策の推進                      指定物質抑制基準（附則9）     勧告(附則10)       

    有害大気汚染物質(2.16)     指定物質     指定物質排出施設                      

                              （附則9）      （附則9）      報告徴収（附則11） 

   自動車排出ガス(2.17)                       許容限度(19)           測定に基づく要請(21.1) 

            

                                                                  自動車排出ガス濃度の測定（20）  測定に基づく意見(21.3) 

   特定物質(17.1)       特定施設(17.1)                         事故時の措置命令(17.3) 

   大気汚染の状況の常時監視(22)                      公表(24) 

                緊急時の措置（23）          緊急時の協力要請(23.1) 

                                                                      重大緊急時の措置命令(23.2) 

                                   重大緊急時の交通規制の要請(23.2) 

                                                                      報告及び検査(26)（附則11） 

      資料提出の要求等(28) 

 

 

注) 図中の（）書きは条文である。例えば、(2.1)は大気汚染防止法第２条第１項を意味する。 

罰 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

則 
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第１章 大気汚染防止法関係 

第１節 環境基準（環境基本法第16条） 

 １ 二酸化硫黄等 

（1） 環境基準及びその達成期間 

  （昭和48.５.８環境庁告示第25号 最近改正 平成21.９.９環境省告示第33号） 

物  質 環境上の条件（環境基準） 達 成 期 間 測 定 方 法 

二酸化硫黄 

（ＳＯ2） 

１時間値の１日平均値が0.04ppm 

以下、かつ、１時間値が0.1ppm以下 

維持又は５年以内に

おいて達成 

① 溶液導電率法 

② 紫外線蛍光法 

一酸化炭素 

（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が10ppm以

下、かつ、１時間値の８時間平均値

が20ppm以下 

維持又は早期に達成 

非分散型赤外分析計を用い

る方法 

浮   遊 

粒子状物質 

（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が0.10mg/㎥

以下、かつ、１時間値が0.20mg/㎥

以下 

維持又は早期に達成 

① ろ過捕集による重量濃

度測定方法 

② 光散乱法 

③ 圧電天びん法 

④ β線吸収法 

（②～④は、①の重量濃度と直線的

な関係を有する量が得られるもの） 

二酸化窒素 

（ＮＯ2） 

１時間値の１日平均値が0.04ppm 

から0.06ppmまでのゾーン内又は 

それ以下 

①ゾーンを越える地

域は７年以内に達成 

②その他の地域は維

持又は大きく上回ら

ないこと 

①  ザルツマン試薬を用い

る吸光光度法 

②  オゾンを用いる化学発

光法 

光 化 学 

オキシダント 

（ＯＸ） 

１時間値が0.06ppm以下 維持又は早期に達成 

①  中性ヨウ化カリウム溶

液を用いる吸光光度法又は

電量法 

②  紫外線吸収法 

③  エチレンを用いる化学

発光法 

微   小 

粒子状物質 

（ＰＭ2.5） 

１年平均値が15μg/㎥以下、かつ、 

１日平均値が35μg/㎥以下 
維持又は早期に達成 

① ろ過捕集による質量濃

度測定方法 

② ①の質量濃度と等価な

値が得られると認められる

自動測定機による方法 

 備考 １ 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適

用しない。 

２  浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒径10μｍ以下の物質をいう。 

     ３  二酸化窒素の達成期間について、本県は全てゾーン以下の地域に区分されている（昭和53.７.11環大企

第252号、昭和53.７.17環大企第262号、昭和54.８.７環大企第310号）。 

     ４ 光化学オキシダントとは、オゾン、パーアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸

化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

     ５ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μm以下の粒子を50%の割

合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

     ６ 炭化水素の環境濃度指針は、非メタン炭化水素の午前６～９時における３時間平均値0.20～0.31ppmC

（昭和51.８中公審答申）。 

     ７ カドミウムの濃度暫定基準は、0.88μｇ／ｍ3（昭和44厚生省「カドミウム暫定対策要領」）。 
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（2） 評価方法 

（昭和48.６.12環大企第143号、昭和53.７.17環大企第262号、平成21.９.９環水大発第090909001号ほか） 

区  分 適       用 

短期的評価 連続又は随時に行った測定結果について、日又は時間を個別に評価する。 

長期的評価 

ＳＯ2、ＣＯ、ＳＰＭの年間にわたる測定結果を、１日平均値の高いほうから２％の範

囲内にあたるものを除外した最高値により評価する。 

ＮＯ2、ＰＭ2.5の年間にわたる測定結果を、１日平均値の低いほうから98％目にあたる

値により評価する。ＰＭ2.5については、１年平均値も評価する。 

備考 １ １時間値の欠測が４時間を超える日の１日平均値は、評価の対象としない。 

     ２ 測定年間6,000時間（ＰＭ2.5は250日）未満の測定局は、長期的評価の対象としない。 

     ３ 長期的評価における評価値は、「２％除外値」又は「98％値」という。    

 

２ 有害大気汚染物質 

（平成９.２.４環境庁告示第４号、最近改正平成30.11.19環境省告示第100号） 

物  質 環境上の条件（環境基準） 達成期間 測定方法 

ベ ン ゼ ン １年平均値が0.003mg／ｍ3以下 維持又は早期に達成 ①キャニスター又は捕集管

により採取した試料をＧＣ

／ＭＳで測定する方法 

②①と同等以上の性能を有

すると認められる方法 

トリクロロエチレン １年平均値が0.13mg／ｍ3以下 

テトラクロロエチレン １年平均値が0.2mg／ｍ3以下 

ジクロロメタン １年平均値が0.15mg／ｍ3以下 

備考 １ 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適

用しない。 

２ １年平均値は、連続24時間のサンプリングを月１回以上実施して算出する。 

  

 （参考）環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値） 

（平成15.９.30環管総発030930004号、平成18.12.20環水大総発第061220001号、 

平成22.10.15環水大総発第101015002号・環水大大発101015004号、平成26.5.1環水大総発第1405011号、令和2.8.20環水大総発第

2008201号） 

物  質 指針値 物  質 指針値 

アクリロニトリル １年平均値が２μg／ｍ3以下 アセトアルデヒド １年平均値が120μg／ｍ3以下 

塩化ビニルモノマー １年平均値が10μg／ｍ3以下 塩化メチル １年平均値が94μg／ｍ3以下 

ク ロロホ ルム １年平均値が18μg／ｍ3以下 1,2-ジクロロエタン １年平均値が1.6μg／ｍ3以下 

水銀及びその化合物 １年平均値が0.04μgHg／ｍ3以下 ニッケル化合物 １年平均値が0.025μgNi／ｍ3以下 

ヒ素及びその化合物 １年平均値が６ngAs／ｍ3以下 1,3-ブタジエン １年平均値が2.5μg／ｍ3以下 

マンガン及びその化合物 １年平均値が0.14μgMn／ｍ3以下   

備考 １ 指針値とは、有害性評価に係るデータの科学的信頼性に制約がある場合も含めて、環境中の有害大気汚染

物質による健康リスクの低減を図るために設定されたものであり、環境基準とは性格及び位置付けが異なる。

この指針値は、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の

指標としての機能を果たすことが期待される。 

   ２ μgHg、μgNi：水銀及びその化合物、ニッケル化合物をそれぞれ水銀、ニッケルの量に換算した量 

 

 ３ ダイオキシン類 

   ダイオキシン類の基準は203ページを参照 
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第２節 排出基準等（法第３条、第18条の３、第18条の５）（条例第８条、第20条） 

重油換算は、重油10L当たりが、液体燃料は10L、ガス燃料は16㎥、固体燃料は16kgとする。 

1 硫黄酸化物（法第３条第２項第１号）（条例第８条第２項第１号）    

          （最近改正 平成２.12.１総理府令第58号（平成３.２.１施行）） 

（1）硫黄化合物の排出基準は排出口の高さに応じて定められ、次式により算出した硫黄酸化物の量であ

る。（法律、条例とも同じ。） 

                        ｑ´≦ｑであれば基準適合 

   ｑ＝Ｋ×10－３×Ｈｅ２＝Ｋ×          ｑ´＞ｑでは不適合 
 

ｑ´：硫黄酸化物の排出量（Ｎ㎥／ｈ） Ｈｅ：補正された排出口の高さ（ｍ） 

ｑ ：硫黄酸化物の排出基準（Ｎ㎥／ｈ） Ｋ ：次ページの表に示した各地域ごとのKの値 

 

（2）排出口の高さの補正算式は次式による。 

    Ｈｅ＝Ｈ0＋0.65（Ｈｍ＋Ｈｔ） 

     

    Ｈｍ＝ 

 

    Ｈｔ＝2.01×10-3・Ｑ・（Ｔ-288）・（2.30log10J＋  －１） 
    

    Ｊ＝      ・（1460－296×    ）＋１ 

 

Ｈ０ ：排出口の実の高さ（ｍ） Ｖ ：排出ガスの排出速度（ｍ／ｓ） 

Ｑ ：15℃における排出ガス量（ｍ３／ｓ） Ｔ ：排出ガスの温度（Ｋ：ケルビン＝℃＋273） 

陣笠ありの場合は（Ｈｍ+Ｈｔ）=0とみなし、Ｈｅ=Ｈ0として算定しても差し支えない。 

 

参  考  

 １ 標準パラメーター ｕ＝６ｍ／ｓ、Ｃｙ＝0.47、Ｃｚ＝0.07、ｎ＝0.25、気温15℃とした場合、最

大着地濃度（Ｃmax）とＫ値との対応はＣmax＝0.0017Ｋ（ppm）となる。 

 硫黄酸化物については、原則としてすべてのばい煙発生施設に適用※されるが、法該当施設のうち 

下記各項の適用猶予規定がある。 

※硫黄酸化物の測定義務は、硫黄酸化物排出量が10Nm3/ｈ以上のものが対象となる（８ばい煙量等

の測定方法等（１）①参照）。 

１ 小型ボイラー（伝熱面積が10ｍ2未満のもので、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50 

  L／時以上のボイラー。以下において同じ。）のうち、昭和60年９月９日までに設置されたものは 

 適用猶予 

２ 小型ボイラーのうち、昭和60年９月９日までに設置されたものの更新として、設置されたものは、

昭和63年９月９日までは、適用猶予 

３ ガスタービン、ディーゼル機関のうち、非常用施設及び昭和63年１月31日までに設置された排出

ガス量10,000Ｎ㎥/時未満のものは適用猶予 

４ ガスタービン、ディーゼル機関のうち、昭和63年１月31日までに設置された施設で上記３以外の

ものは平成３年１月31日までは適用猶予 

５ ガス機関、ガソリン機関のうち、非常用施設は適用猶予 

Ｈｅ２ 

1,000 

１ 
J 

1 

    
１＋ 
     Ｖ 

2.58 

0.795 Ｑ・Ｖ 

Ｖ 

Ｔ-288 Ｑ・Ｖ 
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   また、最大濃度着地地点（Ｘmax）は   Ｘmax＝（   ）1.1428（ｍ）となる。 

 

２ 重油使用の場合のｑ’（ＳＯＸの排出量Ｎｍ３／ｈ）の理論値は次式による。 

                         Ｓ：燃料硫黄分（重量％）  ｄ：燃料の比重 

                         Ｆ：燃料使用量（L／ｈ）  

 

（3）地域ごとのＫの値 

（施行規則第３条 別表第１ 最近改正 昭和57総理府令第32号） 

 

区分 

     

地   域   名 

 

Ｋ 値 

対 応 す る 

最大着地濃度 

（ppm） 

１ 東京都特別区等、横浜・川崎等など６地域 3.0 0.0051 

２ 川口等、千葉・市原等など２１地域 3.5 0.0060 

３ 札幌 4.0 0.0068 

４ 室蘭、日立、鹿島等、防府 4.5 0.0070 

５ 富山・高岡等、呉、東予・小松 5.0 0.0086 

６ 八戸、いわきなど９地域 6.0 0.0103 

７ 苫小牧、八王子・立川等、笠岡  6.42 0.0110 

８ 仙台等、足利等など６地域 7.0 0.0120 

９ 小樽、旭川など８地域 8.0 0.0137 

10 秋田等、金沢等など８地域  8.76 0.0150 

11 高崎Ｂ、大宮等など６地域 9.0 0.0154 

12 釧路、武生・鯖江等、静岡、佐世保 10.0 0.0171 

13 函館、石巻等など15地域 11.5 0.0197 

14 渋川、沼津・三島など６地域 13.0 0.0223 

15 青森、盛岡(旧都南村、玉山村を除く。)、宮古(旧田老町、新里

村、川井村を除く。)、釜石、山形などの20地域 

14.5 0.0248 

16 その他の地域 17.5 0.0300 

（注）１ この他に特別排出基準があるが省略   ２        の地域が本県関係 

 

参  考    

 本県における適用Ｋ値の経過 

  S43.11.30     S44.12.25     S46.12.25      S49.３.26      S51.９.28 

（S43.12.１適用）  （S45.２.１適用）  （S47.１.５施行）  （S49.４.１施行）  (S51.９.28施行） 

       地域指定規制             全国規制 

釜石  29.2        26.3        18.7        14.6        14.5  

                                 宮古 14.6        14.5  

                         22.2         17.5     盛岡 14.5  

                                           17.5    

その他  

地 域 

 ｑ’＝       ×22.4 
32×100 

Ｓ×Ｆ×ｄ 

0.07 

Ｈｅ 
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２ ばいじん（法第３条第２項第２号）（条例第８条第２項第２号） 

  重油換算は、重油10L当たりが、液体燃料は10L、ガス燃料は16㎥、固体燃料は16kgとする。 

 (1) 法の基準 

  ア ばいじんの濃度（ｇ／Ｎ㎥） Ｃ＝         ・Ｃｓ  

 

        Ｏｎ：標準酸素濃度（％）。熱源として電気を使用する施設はＯｓとする。 

      Ｏｓ：排出ガス中の酸素濃度（％）。20％を超える場合は20とする。 

      Ｃｓ：日本産業規格（以下、「JIS」という。）Z8808に定める方法により測定されたばい

じんの濃度（ｇ／Ｎ㎥） 

ただし、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出され

るばいじん(１時間につき合計６分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないも

のとする。 

ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。 

イ 「附則」の適用の期限は明記したもの以外、「当分の間」。 

ウ 「既設」とは、昭和58年９月９日までに設置された施設をいう。ただし、廃棄物焼却炉に係る 

   「既設」とは、平成10年７月１日までに設置された施設をいう。 

エ 「小型ボイラー」とは、伝熱面積が10ｍ２未満で、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L／h以

上の施設をいう。 

オ 東京都特別区など９地域に特別排出基準が設けられているが、省略。 

   （施行規則第４条 別表第２ 最近改正 平成２.12.１総理府令第58号（平成３.２.１施行）） 

規 制 対 象 施 設 排出基準値（ｇ／Nm3） Oｎ（％） 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種   類 
定格排出ガス量 

（万Nm3／h） 
本則 附 則 本則 附則 

１ 

ボ 

イ 

ラ 

ー 

   

 

ガス専焼 
４以上 0.05  

５ 

 

 

 

４未満 
0.10 

 小型ボイラー 猶 予 

液体燃料 

（黒液を除く）専焼 

ガス・液体燃料混焼 

20以上 0.05 既設 0.07 

４ 

 

４以上20未満 0.15 既設 0.18  

１以上４未満 0.25   

１未満 

0.30 

猶予 
 

 小 

型 

ボ 

イ 

ラ 

ー 

軽質液体燃料（灯油、軽油、 

Ａ重油） 

ガス・軽質液体燃料混焼 

猶 予 

その他 

S60.９.９までに 

設置された施設 

      猶予 

 

H２.９.９までに 

設置された施設          

0.50 

 

21－Ｏｎ 

21－Ｏｓ 
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規 制 対 象 施 設 排出基準値（ｇ／Nm3） Oｎ（％） 

 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種    類 
定格排出ガス量 

（万Nm3／h） 
本則 附 則 本則 附則 

１ 

ボ 
 

イ 
 

ラ 
 

ー 

黒液専焼 

黒液、ガス混焼 

黒液、液体燃料混焼 

20以上 0.15 既設 0.20 

Os 

 

４以上20未満 0.25 既設 0.35 

４未満 

0.30 

 

小型ボイラー 

S60.9.9までに設置さ

れた施設 

        猶予 

H2.9.9までに設置され

た施設 

          0.50 

 

石炭燃料 

20以上 0.10 既設 0.10  

６ ４以上20未満 0.20 既設 0.20 

４未満 0.30 既設 0.35 

 S57.5.30までに設置された低ｶﾛﾘｰ

（5,000kcal／kg以下）石炭燃料 

 
既設 0.07 

 
猶予 

小型ボイラー 0.30 

S60.9.9までに設置さ

れた施設 

          猶予 
６ 

 

H2.9.9までに設置され

た施設 

          0.50 

触媒再生塔付属 

0.20 

既設 0.30 

４ 

 

小型ボイラー 

S60.9.9までに設置さ

れた施設 

           猶予 

H2.9.9までに設置され

た施設 

           0.50 

その他 
４以上 

0.30 

 

６ 

猶予 

４未満 既設 0.40 

 

小型ボイラー 

S60.9.9までに設置さ

れた施設 

          猶予 

H2.9.9までに設置され

た施設 

          0.50 
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規 制 対 象 施 設 排出基準値（ｇ／Nm3） Oｎ（％） 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種    類 
定格排出ガス量 

（万Nm3／h） 
本則 附 則 本則 附則 

２ 
ガス発生炉 0.05  

７ 
 

加熱炉 0.10 

３ 

焙焼炉 
４以上 0.10 

Os 

４未満 0.15 

焼
結
炉 

フェロマンガン製造用 0.20 

その他 0.15 

煆焼炉 
４以上 0.20 既設 0.25 

４未満 0.25 既設 0.30 

４ 

溶鉱炉 
高 炉 0.05  

その他 0.15 

転炉 
0.10 

既設（燃焼型）0.13 

平炉 
４以上  

４未満 0.20 

５ 溶解炉 

４以上 0.10 

４未満 0.20 
アルミニウム用反射炉 

0.30 

６ 金属加熱炉 
４以上 0.10 既設 0.15 

11 猶予 
４未満 0.20 既設 0.25 

７ 石油加熱炉 

４以上 0.10  

６ 

 

４未満 0.15 

潤滑油製造用 

(１万N㎥／h未満) 

0.18 

８ 触媒再生塔 0.20 既設 0.30  

8-2 燃焼炉 0.10  8 

９ 

焼

成

炉 

石灰用 
土中釜 0.40 

15 
その他 0.30 

セメント製造用 
0.10 

10 

耐火レンガ・ 

耐火物原料製造用 

４以上 
18 

４未満 0.20 
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規 制 対 象 施 設 排出基準値（ｇ／Nm3） Oｎ（％） 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種    類 
定格排出ガス量 

（万Nm3／h） 
本則 附 則 本 則 附 則 

９ 

焼
成
炉 

その他 
４以上 0.15  

15 

猶 予 

４未満 0.25 

溶 

融 

炉 

板ガラス・ガラス繊

維・ガラス繊維製品製

造用 

４以上 0.10  

４未満 0.15 

光学ガラス・電気・ガ

ラス・フリット製造用 

４以上 0.10 
16 

４未満 0.15 既設 0.30 

その他 
４以上 0.10  

15 
４未満 0.20 

10 
反応炉 

直火炉 

４以上 0.15 

６ 猶 予 
４未満 

 

0.20 

既設（活性炭製造

反応炉１万N㎥／h

未満）   0.30 

11 

乾 

燥 

炉 

骨材用 0.50 
既設（２万N㎥／h

未満）   0.60 
16 

（直接熱

風乾燥炉

はOs） 

 

その他 

４以上 0.15  

４未満 0.20 

既設（１万N㎥／h

以上）   0.30 

既設（１万N㎥／h

未満）   0.35 

12 
電
気
炉 

合金鉄（Si40％以上）製造用 0.20  

Os 合金鉄（Si40％未満）・カーバイト製造用 0.15 

その他 0.10 

13 廃棄物焼却炉 

焼却能力4,000kg／h以上 0.04 既設 0.08 

12 
焼却能力2,000kg／h以上 

～4,000kg／h未満 
0.08 既設 0.15 

焼却能力2,000kg／h未満 0.15 既設 0.25 

14 

焙焼炉 
４以上 0.10  

Os 

４未満 

0.15 
焼結炉 

溶鉱炉 

転炉 
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規制対象施設 排出基準値（ｇ／N㎥） On（％） 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種   類 
定格排出ガス量 

（万Nm3／h） 
本則 附  則 本 則 附 則 

14 

溶解炉 
４以上 0.10 既設 

（１万N㎥／h未満）0.35 
Os 

 

４未満 0.20 

乾燥炉 
４以上 0.15 既設（気流搬送型）0.18 16 

（直接熱風乾燥炉はOs） ４未満 0.20 既設  0.30 

18 反応炉 0.30  ６  

20 電解炉 0.05 Os 

21 
焼成炉 0.15 15 

溶解炉 0.20 Os 

23 
乾燥炉 0.10 

16 

（直接熱風乾燥炉はOs） 

焼成炉 0.15 15  

24 溶解炉 
４以上 0.10 

Os 

４未満 0.20 

25 溶解炉 
４以上 0.10 

４未満 0.15 

26 

溶解炉 
４以上 0.10 

４未満 0.15 

反射炉 0.10 

反応炉（硝酸鉛の製造用を除く。） 
0.05 

６ 

 鉛酸化物製造業 Os 

28 コークス炉 0.15 ７ 

29 ガスタービン 0.05 S63.1.31までに設置され

た施設、非常用施設 猶予  

16 

30 ディーゼル機関 0.10 13 

31 ガス機関 
0.05 非常用施設 猶予 ０ 

32 ガソリン機関 
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(2) 条例の基準 

番号 施  設  名 
排出基準（ｇ／Ｎｍ３） 

H14.４.１～設置 ～H14.３.31設置 

１ 廃棄物焼却炉 0.15 0.25 

２ オガライトの製造の用に供する乾燥炉 0.2 0.35 

備考 

 

  ばいじんの濃度（ｇ／Ｎ㎥） Ｃ＝       ・Ｃｓ 

 

    Ｏｎ：廃棄物焼却炉は12、オガライトの製造の用に供する乾燥炉は16とする。 

    Ｏｓ：排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が20パーセントを超える場合にあって 

       は20パーセントとする。）（％） 

    Ｃｓ：JIS Z8808に定める方法により、測定されたばいじんの濃度（ｇ／Ｎ㎥） 

 

ただし、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばい

じん（１時間につき合計６分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとする。 

  ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、１工程の平均の量とする。                    

 

21－Ｏｎ 

21－Ｏｓ 
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３ 有害物質 （法第３条第２項第３号） 

 (1) 施行令第１条に掲げる有害物質（窒素酸化物を除く。） 

 

    塩化水素の濃度（ｍｇ／Ｎ㎥）  Ｃ＝     ・Ｃｓ （※廃棄物焼却炉に限る。） 

 

    Ｏｓ：排出ガス中の酸素濃度（％） 

    Ｃｓ：JIS K0107に定める方法により測定された塩化水素の濃度（ｍｇ／Ｎ㎥）。 

ただし、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質（１時間につき合計６

分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとする。 

有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。 

（施行規則第５条別表第３ 最近改正 昭和52.1.16総理府令第32号） 

 

有害物質名 
規則表第三 
の項番号 

施 設 名 
基準値 

（ｍｇ／Ｎｍ３） 

カドミウム 
及びその 
化 合 物 

９ 
ガラス・ガラス製品製造用焼
成炉・溶解炉 

硫化カドミウム を使用する 
炭酸カドミウム もの カドミウム

として 
1.0 

14 銅・鉛・亜鉛の精錬用 
焙焼炉・転炉・焼結炉  
溶解炉・乾燥炉・溶鉱炉 

15 カドミウム系顔料・炭酸カドミウム製造用乾燥施設 

塩素 

16 塩素化エチレン製造用塩素急速冷却施設 

塩素 
30 

17 塩化第二鉄製造用溶解槽 

18 活性炭の製造用反応炉（塩化亜鉛使用） 

19 
化学薬品製造用 
（前３項及び密閉式は除く） 

塩素反応施設・塩化水素吸収
施設・塩化水素反応施設 

塩化水素 
13 廃棄物焼却炉 

塩化水素 
700 

16～19 （塩素の欄に同じ） 
〃 
80 

弗素、弗化
水素及び
弗化珪素 

20 アルミニウムの製錬用電解炉 
排出口から出るもの 

弗素として 
3.0 

天井から出るもの 
〃 
1.0 

９ 
ガラス・ガラス製品製造用 
焼成炉・溶解炉 

ほたる石     を使用    
珪弗化ナトリウム するもの 

〃 
10 

21 燐酸製造用 反応施設・濃縮施設・溶解炉 

22 弗酸製造用 濃縮施設・吸収施設・蒸溜施設 

23 トリポリ燐酸ナトリウム製造用 
反応施設・焼成炉・乾燥炉（原
料として燐鉱石を使用するもの） 

21 

（重）過燐酸石灰製造用 反応施設 〃 
15 

燐酸質肥料製造業 
溶解炉 

電気炉 

平炉 〃 
20 焼成炉 

鉛及びそ
の化合物 

９ 
ガラス・ガラス製品製造用 
焼成炉・溶解炉 

酸化鉛を使用するもの 
鉛として 

20 

14 銅、鉛、亜鉛の精錬用 
焙焼炉・転炉・溶解炉・乾燥炉 

〃 
10 

焼結炉・溶鉱炉 
〃 
30 

24 
鉛の第二次製錬 
鉛の管・板・綿製造用 

溶解炉 

〃 
10 

25 鉛蓄電池製造用 溶解炉 

26 鉛系顔料製造用 
溶解炉・反応炉・反射炉 
乾燥施設 

 

９ 

21－Ｏｓ 
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(2) 窒素酸化物 

ア 熱源として電気を使用するものを除く。 

 
イ 窒素酸化物の濃度（容量比ppm） Ｃ＝     ・Ｃｓ 

 

    Ｏｎ：標準酸素濃度（％）。 

    Ｏｓ：排出ガス中の酸素濃度（％）。20％を超える場合は20％とする。 

    Ｃｓ：JIS K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度（容量比ppm）。 

   ただし、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。 

  ウ 経過措置及び（ ）内は附則で、適用の期限は明記したもの以外、「当分の間」。 

 エ 「燃焼」とは、専焼及び混焼をいう。 

    例えば固体燃料ボイラーのうち「石炭燃焼ボイラー」は、石炭を専焼させるもののほか、石炭と

重油又はガスを混焼させるものを含むものである。ただし、２種類以上のガス燃料（都市ガス、LPG、

LNGなど）の混焼はガス専焼として取扱う。（昭和50.12.13 環大企263号 大気保全局長通知） 

  オ 「小型ボイラー」とは、伝熱面積が10㎡未満で、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 

１時間当たり50L以上であるボイラーをいう。 

  カ 「過負荷燃焼型ボイラー」とは、炉筒煙管式又は水管式で、かつ、燃焼室負荷が50万ｋcal／㎥ｈ以

上のボイラーをいう。 

 
燃焼室負荷（ｋcal／㎥ｈ）＝ 

 

Ｇｆ：燃焼使用量（定格能力）（ｋｇ／ｈ、Ｎ㎥／ｈ） 

Ｈｅ：燃焼の低発熱量（ｋcal／kg、ｋcal ／Ｎ㎥） 

Ｖ ：燃焼室容積（㎥）         

（昭和55.１.24 環大規13号 大気規制課長通知） 

 

   （施行規則第５条別表第３の２ 最近改正 平成２.12.１総理府令第58号（平成３.２.１施行）） 

規 制 対 象 施 設 排出基準値（容量比ppm） 

On 

（％） 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種    類 

～ 

S60.９.９ 

設置 

S60.9.10 

～ 

H2.9.9設置 

H2.9.10 

～ 

設置 

１ 

小
型
ボ
イ
ラ
ー 

ガス専焼 

軽質液体燃料（灯油、軽油、Ａ重

油）専焼 

ガス・軽質液体燃料混焼 

猶    予 

 

上記以外の液体燃料燃焼  300 260 ４ 

固体燃料燃焼 350 ６ 

      

21－Ｏｎ 

21－Ｏｓ 

Ｇｆ×Ｈｅ 

Ｖ 
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規制対象施設 排出基準値（容量比ppm） 

On 

(%) 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種  類 
定格排出 

ガス量 
（Nｍ３／ｈ） 

～ 

S48.8.9設置 

S48.8.10

～

S50.12.9 

設置 

S50.12.10 

～ 

S52.6.17 

設置 

S52.6.18 

～ 

S52.9.9 

設置 

S52.9.10 

～ 

S54.8.9 

設置 

S54.8.10 

～ 

S58.9.9 

設置 

S58.9.10 

～ 

S62.3.31 

設置 

S62.4.1 

～ 

設置 

１ 

ガス専焼 

（小型ボイラー

を除く。） 

50万以上   60 

５ 

10万～50万 100 

4万～10万   

1万～4万  130 

1万 未 満  150 

固
体
燃
料
（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
） 

 
 
 
  

石
炭
（ 

5
,
0
00
k
ca

l
/h

）
燃
焼 

天井バ

ーナー

方式 

4万 以 上   480 

400 

６ 

1万～4万    

１万未満   650 

火 炉 分

割 放 射

型（火炉

熱 発 生

率 14 万

kcal ／

hm3 以

上） 

4万 以 上   480 

1万～4万 

550 

 

１万未満 

 

その他 480 

その他 

70万以上 400 
 

200 

50万～70万  

420 250 
20万～50万  

350 

      300  

4万～20万 
450 

300 

(320＊１) 

250 

(320＊１) 

5千～4万 380 350 350 

（360*２） 5千 未 満 480 380 

＊１ ４万～10万Ｎ㎥／ｈの散布式ストーカー型に適用 

＊２ S52.９.９までに設置された流動層燃焼方式に適用 
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規制対象施設 排出基準値（容量比ppm＊３） 

On 

(%) 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種   類 

定格排出 

ガ ス 量 

（Nm３／h） 

 

～ 

S48.8.9 

設 置 

S48.8.10 

～ 

S50.12.9 

設 置 

S50.12.10 

～ 

S52.6.17 

設 置 

S52.6.18 

～ 

S52.9.9 

設 置 

S52.9.10 

～ 

S54.8.9 

設 置 

S54.8.10 

～ 

設 置 

１ 

液
体
燃
料
（
ガ
ス
と
の
混
焼
を
含
む
。
） 

 

（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
） 

原
油
タ
ー
ル
燃
焼 

排 出 ガ ス 量

100万Nm３／ h

未満のボイラ

ーでＳＯｘ処

理施設が付属

しているもの 

50万以上 
210 

180 

 130 

４ 

10万～50万  

150 4万～10万 
 

 
1万～4万  

1万 未 満 280 180 

その他 

50万以上 180  130 

10万～50万  190 
 

150 4万～10万  

1万～4万 
250 

1万 未 満  180 

上記以外の排出ガ

ス量100万Nm３／h

未満のボイラーで 

ＳＯｘ処理施設が

付属しているもの 

50万～100万 
210 180 

 130 

4万～50万 
150 

1万～4万 250 

1万 未 満 280 180 

その他 

50万以上 180  130 

4万～50万 190  
150 

1万～4万 230 

1万 未 満 250 180 

＊３ S52.９.９以前に設置された過負荷燃焼型（５Ｎ㎥／ｈ未満）には、当分の間、この基準を適用しな

い。 
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規制対象施設 排出基準値（容量比ppm） 

O n 

(%) 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種   類 

定格排出ガス量 

（Nm３／h） 

 

 

～ 

S48.8.9 

設 置 

S48.8.10 

～ 

S50.12.9

設 置 

S50.12.10

～ 

S52.6.17 

設 置 

S52.6.18 

～ 

S54.8.9 

設 置 

S54.8.10 

～ 

設 置 

２ 
ガス発生炉、加熱炉 170 

150 ７ 
水素ガス製造用発生炉（天井バーナー）  360 

３ 

焼 

結 

炉 

ペレット焼成炉  
1万 以 上 

300 
  

15 

1万 未 満  

ペレット焼成

炉のうち気体

燃料を使用す

るもの 

1万 以 上 

540 

 

1万 未 満  

ペレット焼成

炉を除く焼結

炉 

10万以上 260 
220 

１万～10万  270 

1万 未 満 300  

焙焼炉 250   14 

煆
焼
炉 

アルミナ製造

用煆焼炉 

1万 以 上 350  
200 

10 1万 未 満  

その他  

４ 溶 鉱 炉 120 100 15 

５ 金属溶解炉（キュポラ適用除外）  180 12 

６ 

金
属
加
熱
炉 

ラジアト 

チューブ型 

10万以上 

     200 

          100 

11 

1万～10万  

5千～1万  150 

5千 未 満 180 

鍜接鋼管用 

10万以上  100 

1万～10万 

猶予 

180 

5千～1万 150 

5千 未 満 180 

その他 

10万以上      160      100 

1万～10万     150 130 

5千～1万 170 150 

5千 未 満 200 180 
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規制対象施設 排出基準値（容量比ppm） 

On 

(%) 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種   類 
定格排出ガス量 

（Nm３／h） 

 

～ 

S48.8.9 

設 置 

S48.8.10 

～ 

S50.12.9 

設 置 

S50.12.10 

～ 

S52.6.17 

設 置 

S52.6.18 

～ 

S54.8.9 

設 置 

 

S54.8.10 

～ 

設 置 

７ 

石 
 
 

油 
 

 

加 
 
 

熱 
 
 

炉 

排煙脱硫装置付 

4万 以 上 170 100 

６ 

1万～4万 180  150 130 

5千～1万 190 150 

5千 未 満 200 180 

エチレン分解炉 

4万 以 上 170 100 

1万～4万 180 150 130 

5千～1万  150 

5千 未 満 200 180 

エチレン分解炉 

（炉床式バーナー） 

4万 以 上 170 100 

1万～4万 280 150 130 

5千～1万 180 150 

5千 未 満 200 180 

エチレン 

独立加熱炉 

10万以上 170 
        100 

4万～10万  

180 1万～4万 150 130 

5千～1万  150 

5千 未 満 200 180 

エチレン独立加

熱炉又はメタノ

ール改質炉のう

ち空気予熱器を

有するもの 

10万以上 170 
100 

4万～10万 430 

1万～4万 180 150 130 

5千～1万   150 

5千 未 満 200 180 

その他 

4万 以 上 170      100 

1万～4万   150 130 

5千～1万 180 150 

5千 未 満 200 180 

８ 触媒再生塔 300 250 ６ 
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規制対象施設 排出基準値（容量比ppm） 

On 
の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種   類 

定格排出 

ガ ス 量 

（Nm３／h） 

 

～ 

S48.8.9 

設 置 

S48.8.10 

～ 

S50.12.9

設 置 

S50.12.10

～ 

S52.6.17 

設 置 

S52.6.18 

～ 

S54.8.9 

設 置 

S54.8.10 

～ 

設 置 

8-2 燃焼炉 
300 250 

８ 

９ 

石灰焼成炉（ガス燃料のﾛｰﾀﾘｷﾙﾝ） 15 

セメント焼成炉 

（湿式を除く） 

10万以上 480  10 

10万未満  350 

10 セメント焼成炉 

（湿式） 

10万以上    適用を猶予 250 

10万未満  350 

耐火物原料・耐火レンガ製造用焼成炉  450 400 18 

板ガラス・ガラス繊維製造用溶融炉 400 360 15 

フリット・光学ガラ

ス・電気ガラス用溶

融炉 

専ら酸素

を用いて

燃焼を行

うもの 

800 Os 

その他 900  16 

その他のガラス製造用溶融炉 500 450 
15 

その他の焼成炉・溶融炉 
200 

180 

10 

反応炉・直火炉 
6 

硝酸カリウム製造用反応炉 250 

硝酸製造用反応炉（NOx触媒） 700 180 
5 

(6 *４) 

11 乾燥炉  230 16 

13 

廃
棄
物
焼
却
炉 

連
続
炉 

特殊廃棄物 
4万 以 上 300 250 

12 

4万 未 満  700 

浮遊回転燃

焼式 

4万 以 上 900  450 

4万 未 満  

その他 
4万 以 上 

300 
 

4万 未 満  250 

その他 
4万 以 上 適用を猶予  

4万 未 満  

＊４ S52.８.９までに設置されたものに適用 
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規制対象施設 排出基準値（容量比ppm） 

On 

(%) 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種   類 

定格排出 

ガ ス 量 

（Nm３／h） 

 

～ 

S48.8.9 

設 置 

S48.8.10 

～ 

S50.12.9

設 置 

S50.12.10

～ 

S52.6.17 

設 置 

S52.6.18 

～ 

S54.8.9 

設 置 

S54.8.10 

～ 

設 置 

14 

銅
・
鉛
・
亜
鉛
の
精
錬
用
施
設 

焙焼炉 250 220 14 

焼結炉 300 220 

15 

溶鉱炉 120 
100 

亜鉛精錬溶鉱炉のうち立型蒸溜炉 230 

亜鉛精錬溶鉱炉のうち鉱滓処

理炉 

（石炭・コークスを燃料等と

するもの） 

450 

銅精錬の精製炉 

（アンモニア還元） 
330 

12 

溶解炉 

200 180 
乾燥炉 16 

18 活性炭製造用反応炉 ６ 

21 
燐・燐酸等の製造用施

設 

焼成炉 

15 溶解炉 650 600 

23 
トリポリ燐酸 

ナトリウム製造施設 

焼成炉 

200 180 

乾燥炉 16 

24 鉛の二次精錬等の溶解炉 

12 25 鉛蓄電池製造用の溶解炉 

26 

鉛
系
顔
料
製
造 

溶解炉 

鉛酸化物製造用溶解炉 Os 

反射炉 15 

反応炉 ６ 

鉛酸化物・硝酸鉛の反応炉 
Os 

27 硝酸製造施設  

28 

コ
ー
ク
ス
炉 

オットー型 
10万以上 適用を猶予  

170 ７ 
10万未満  

その他 
10万以上 350 200 

10万未満  
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規制対象施設＊５ 排出基準値（容量比ppm） 

On 

(%) 

の
項
番
号 

令
別
表
第
一 

種   類 

定格排出 

ガ ス 量 

（Nm３／h） 

～

S63.1.31

設 置 

S63.2.1 

～ 

H元.7.31 

設 置 

H元 .８ .1 

～ 

H3.1.31 

設 置 

H 3 . 2 . 1 

～ 

H6.1.31 

設 置 

 

H 6 . 2 . 1 

～ 

設 置 

29 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン 

ガスを専焼させ

るもの 

4万 5千以上 

猶予 

 

16 
4万 5千未満 90           70   

液体燃料を燃焼

させるもの 

4万 5千以上  
100  

4万 5千未満 120 

30 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関 

シリンダー内径400mm以上の

もの 
1,600 1,400 1,200 

13 

シリンダー内径400mm未満の

もの 
950 

31 ガス機関 
2,000 1,000 600 ０ 

32 ガソリン機関 

＊５ 29から32項までの非常用施設については、当分の間、この基準を適用しない。 
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４ 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）（法第17条の３） 

（施行規則第15条の２別表第５の２ 最近改正 平成17.６.10環境省令第14号（平成18.４.１施行）） 

ＶＯＣ排出施設 排出基準値（ppmC） 
令別表第１の 

２の頂番号 種  類  附則 

ｌ 
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する

乾燥施設 
600 

２ 塗装施設（吹付塗装に限る｡） 

自動車の製造の用に供する

もの 
400 700 

(既設) 

その他のもの 700 

３ 
塗装の用に供する乾燥施設（吹付塗装

及び電着塗装に係るものを除く｡） 

木材・木製品（家具を含む｡）

の製造の用に供するもの 
1,000 

その他のもの 600 

４ 

印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シー卜、はく離紙又は包装

材料（合成樹脂を積層するものに限る。）の製造に係る接着の用に供

する乾燥施設 1,400 

５ 
接着の用に供する乾燥施設（前項に掲げるもの及び木材・木製品（家

具を含む。）の製造の用に供する施設を除く。〉 

６ 印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪転印刷に係るものに限る。） 400 

７ 印刷の用に供する乾燥施設（グラビア印刷に係るものに限る。） 700 

８ 

工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設（当該洗浄施設に

おいて洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施

設を含む。） 

400 

９ 

ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃において蒸気圧が20kPa

を超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク（密閉式及び浮屋根式(内部浮

屋根式を含む｡)のものを除く｡） 

60,000 

適用猶予 
(既設かつ容量

2,000kL未満の

施設) 

(注）「附則」の適用の期限は、「当分の間」。 

(注）「既設」とは、H18.4.1において現に設置されていた施設をいう。 

(注）フレアスタック（グランドフレアを含む。）により排出ガスを燃焼処理している場合には、測定が

不可能であるため、ＶＯＣ濃度を測定する必要はなく、排出基準に適合しているものとみなす。 

 

 ５ 特定粉じん（法第18条の5～第18条の13） 

              （施行令第3条の2（別表第2の2）最近改正  平成元年12.9総理府令第329号）  

（施行規則第16条の2～3 最近改正 平成元年12.27総理府令第59号） 

（平成2.1.12環大企第37号、平成2.1.12環大規第26～27号） 

番号 施設名 敷地境界基準 

１ 解綿用機械 

大気中の石綿の濃度が10ｆ／L 

２ 混合機 

３ 紡織用機械 

４ 切断機 

５ 研磨機 

６ 切削用機械 

７ 破砕機及び摩砕機 

８ プレス（剪断加工用のものに限る。） 

９ 穿孔機 

備考 石綿を含有する製品の製造の用に供するものに限り、湿式及び密閉式の施設は除く。 
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６ 水銀排出規制基準（法第18条の22） 

 
ア 水銀等の濃度（µg／Ｎ㎥）  Ｃ＝       ・Ｃｓ 

 

        Ｏｎ：施設ごとに定める標準酸素濃度（％）（０℃、101.32kPa）。 

      Ｏｓ：排出ガス中の酸素濃度（％）。20％を超える場合は20とする。 

      Ｃｓ：排出ガス中の実測水銀濃度（０℃、101.32kPa）（µg／Ｎ㎥） 

下記表番号 施設の種類 Ｏｎ（％） 

１ 石炭燃焼ボイラー ６ 

７ セメント製造施設 10 

８、９ 廃棄物焼却炉 12 

  下記表番号３～６の非鉄金属の製造用の精錬・焙焼等の施設については、標準酸素濃度補正を行わ

ない。同様に熱源として電源を使用する施設についても、排出ガス中酸素濃度が一般大気程度の比率

であることから、標準酸素濃度補正を行わない。 

イ 「既設」とは、平成30年３月31日までに設置された施設をいう。 

ウ 既存施設であっても水銀排出量の増加を伴う大幅な改修（施設規模が５割以上増加する構造変更）を

した場合は、新規施設の排出基準が適用される。 

エ バーナー燃焼能力及び燃焼能力とは重油換算量で、重油10Lが液体燃料では10L、ガス燃料では16㎥、

固体燃料では16㎏に相当するもの。 

 

（施行規則第16条の11 別表第３の３ 最近改正 平成28.9.26環境省令第22号） 

番

号 
施設の種類 施設の使用用途等 規制対象規模 

排出基準 

µg/Nm3 

新規 

施設 
既存 

施設 

１ 
小型石炭混焼ボイラー 

   

石炭専焼を除く バーナー燃焼能力 50 L/時以上 

10万 L/時未満 

10 15 

２ 

石炭ボイラー（番号１に掲げるも

のを除く。） 

バーナー燃焼能

力10万L/時以上

または石炭専焼 

バーナー燃焼能力 50 L/時以上 ８ 10 

３ 

非
鉄
金
属
製
造
用
の
精
錬
・
焙
焼
工
程(

一
次
施
設)

 

(1)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、煆焼炉、

溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含

む。）、転炉及び平炉（番号

(3)に掲げるものを除く。） 

金属の精錬用  

（銅又は金を精

錬するものに限

る。） 

 

原料の処理能力 1 t/時以上 15 30 

(2)溶解炉（専ら粗銅、粗銀

又は粗金を原料とするもの、

こしき炉及び番号(3)に掲げ

るものを除く。） 

火格子面積   

羽口面断面積  

バーナー燃焼能力 

変圧器の定格容量 

1 m２以上 

0.5 m２以上 

50 L/時以上 

200 kVA以上 

(3)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、溶鉱炉

（溶鉱用反射炉を含む。）、

転炉、溶解炉（専ら粗銅、粗

銀又は粗金を原料とするも

のを除く。）及び乾燥炉 

原料の処理能力  

火格子面積   

羽口面断面積   

バーナー燃焼能力 

0.5 t/時以上  

0.5 m２以上 

0.2 m２以上 

20 L/時以上 

21－Ｏｎ 

21－Ｏｓ 
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番

号 
施設の種類 施設の使用用途等 規制対象規模 

排出基準 

µg/Nm3 
新規 

施設 
既存 

施設 

４ 

非
鉄
金
属
製
造
用
の
精
錬
・
焙
焼
工
程
（
一
次
施
設
） 

(1)焙焼炉、焼結炉（ペレット

焼成炉を含む。）、煆焼炉、溶

鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、

転炉及び平炉（番号(3)に掲げ

るものを除く。） 

金属の精錬用  

（鉛又は亜鉛を

精錬するものに

限る。） 

 

 

原料の処理能力 1 t/時以上 30 50 

(2)溶解炉（専ら粗鉛又は蒸留

亜鉛を原料とするもの、こしき

炉及び番号(3)に掲げるものを

除く。） 

火格子面積   

羽口面断面積  

バーナー燃焼能

力 

変圧器の定格

容量 

1 m２以上 

0.5 m２以上 

50 L/時以上 

200 kVA以上 

(3)焙焼炉、焼結炉（ペレット

焼成炉を含む。）、溶鉱炉（溶

鉱用反射炉を含む。）、転炉、

溶解炉（専ら粗鉛又は蒸留亜鉛

を原料とするものを除く。）及

び乾燥炉 

原料の処理能力 

 火格子面積   

羽口面断面積   

バーナー燃焼

能力 

0.5t/時以上 

0.5 m２以上 

0.2 m２以上 

20 L/時以上 

５ 

非
鉄
金
属
製
造
用
の
精
錬
・
焙
焼
工
程
（
二
次
施
設
） 

(1)焙焼炉、焼結炉（ペレット

焼成炉を含む。）、煆焼炉、溶

鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、

転炉及び平炉（番号 (3)及び

(5) に掲げるものを除く。） 

金属の精錬用  

（銅、鉛又は亜鉛

を精錬するもの

に限る。） 

原料の処理能力 1 t/時以上 100 400 

(2)溶解炉（専ら粗銅、粗鉛又

は蒸留亜鉛を原料とするもの、

こしき炉並びに番号(3)、(4)

及び(5)に掲げるものを除く。） 

原料の処理能力   

火格子面積   

羽口面断面積   

バーナー燃焼能

力 

1 m２以上 

0.5 m２以上 

50 L/時以上 

200 kVA以上 

(3)焙焼炉、焼結炉（ペレット

焼成炉を含む。）、溶鉱炉（溶

鉱用反射炉を含む。）、転炉、

溶解炉（専ら粗銅、粗鉛又は蒸

留亜鉛を原料とするものを除

く。）及び乾燥炉（番号(5)に

掲げるものを除く。） 

原料の処理能力  

火格子面積   

羽口面断面積   

バーナー燃焼能

力 

0.5t/時以上 

0.5 m２以上 

0.2 m２以上 

20 L/時以上 

(4)溶解炉 

 

鉛の二次精錬用

（鉛合金の製造を

含まない。） 

バーナー燃焼能

力 

10 L/時以上 

40 kVA以上 

100 400 

(5)焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、

溶解炉及び乾燥炉 

 

亜鉛の回収用（製鋼

の用に供する電気炉

から発生するばいじ

んであって、集じん

機により集められた

ものからの亜鉛の回

収に限る。） 

原料の処理能力 0.5t/時以上 

 

100 400 
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※原料とする石灰石1㎏中の水銀含有量が0.05㎎以上であるものについては、140µg/Nm3 

番

号 
施設の種類 施設の使用用途等 規制対象規模 

排出基準 

µg/Nm3 
新規 

施設 
既存 

施設 

６ 

非
鉄
金
属
製
造
用
の
精
錬
・
焙
焼
工
程
（
二
次
施
設
） 

(1)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、煆焼炉、

溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含

む。）、転炉及び平炉 

金属の精錬用  

（金を精錬する

ものに限る。） 

 

原料の処理能力 1 t/時以上 30 50 

(2)溶解炉（専ら粗銀又は粗

金を原料とするもの及びこ

しき炉を除く。） 

火格子面積   

羽口面断面積  

バーナー燃焼能力

変圧器の定格容量 

1 m２以上 

0.5 m２以上 

50 ℓ/時以上 

200 kVA以上 

７ 

セメントの製造の用に供する焼

成炉 

- 火格子面積    

バーナー燃焼能力  

変圧器定格容量 

1 m２以上 

50 ℓ/時以上 

200 kVA以上 

50 

 

80※ 

８ 

廃
棄
物
焼
却
炉 

廃棄物焼却炉（専ら自ら産

業廃棄物の処分を行う場合

であって、廃棄物処理法施

行令第7条第5号に規定する

廃油の焼却炉の許可のみを

有し、原油を原料とする精

製工程から排出された廃油

以外のものを取り扱うもの

及び番号９に掲げるものを

除く。） 

- 火格子面積 

焼却能力 

2 m２以上  

200 ㎏/時以上 

30 50 

９ 

廃
棄
物
焼
却
炉 

廃棄物焼却炉のうち、水銀

回収義務付け産業廃棄物又

は水銀含有再生資源を取り

扱うもの 

- 全て - 50 100 
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７ 指定物質抑制基準（法附則第９項） 

（施行令附則第4項 最近改正 平成11.12.27政令第434号）    

（平成９.２.６ 環境庁告示第５～６号） 

物
質 

N o . 種     別 
基 準 値 

既設 新設 適   用 

ベ
ン
ゼ
ン 

１ ベンゼン蒸発用の乾燥施設 
 200 100 1000≦Ｑ＜3000 

 100  50 3000≦Ｑ 

２ コークス炉  100 100  

３ ベンゼン回収用の蒸留施設  200 100 1000≦Ｑ 

４ ベンゼン製造用の脱アルキル反応施設  100  50  

５ ベンゼン貯蔵タンク 1500 600  

６ ベンゼンを原料とする反応施設 
 200 100 1000≦Ｑ＜3000 

 100  50 3000≦Ｑ 

Ｔ 

Ｃ 

Ｅ 

等 

７ TCE等蒸発用の乾燥施設  500 300  

８ TCE等の混合施設  500 300  

９ TCE等の精製又は回収用の蒸留施設  300 150  

10 TCE等による洗浄施設（No.11以外）  500 300  

11 PCEによるドライクリーニング機  500 300  

①ベンゼン：ベンゼン濃度が60Ｖ／Ｖ％以上のものに限る。 

②ＴＣＥ等：トリクロロエチレン（ＴＣＥ）及びテトラクロロエチレン（ＰＣＥ） 

③基 準 値：排出口濃度（ｍｇ／㎥） 

④  Ｑ  ：排出ガス量（Ｎ㎥／ｈ）  
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 ８ ばい煙量等の測定方法等（法第３条、第16条、第18条の５、第18条の12、第18条の30）(条例第89

条) 

  (1) ばい煙量等の測定方法等 

（施行規則第３条、第４条、第５条、第15条、 最近改正 平成23.３.16環境省令第３号） 

測定物質 
測定すべきばい煙 

発生施設の区分 
測 定 方 法 測定時期 

記録 

保存 

①硫黄酸化

物の排出量 

硫黄酸化物に係るばい

煙の排出量が 

10Ｎ㎥／ｈ以上の施設 

JIS K0103及びZ8808の方法により

硫黄酸化物濃度及び排出ガス量

を測定する方法またはJIS K2301、

K2541-1からK2541-7又はM8813の

方法及びJIS Z8762-1からZ8762-4

の方法等により燃料の硫黄含有

率及び燃料の使用量を測定する

方法 

２月を超えない作

業期間ごとに１回

以上 

所
定
の
記
録
表
に
記
録
し
、
三
年
間
保
存
す
る
こ
と 

特定工場等（総量規則）

に係る施設 
環境庁長官が定める方法 常時 

②ばいじん

の濃度 

ガスを専焼させる 

・ボイラー 

・ガスタービン 

・ガス機関 

・ガス発生炉のうち燃

料電池改質器 

JIS Z8808の方法により測定 

燃料の点火、灰の除去のための火

層整理又はすすの掃除を行う場

合において排出されるばいじん

（１時間につき合計６分間を超

えない時間内に排出されるもの

に限る。）は含まない。 

 

Ｃ＝    ・Csの式により算出 

 

C ：ばいじん濃度(g/Nm3) 

On：標準酸素濃度（%）。 

Os：排出ガス中の酸素濃度（当該

濃度が20%を超える場合は20

とする。）（%） 

Cs：JIS Z8808に定める方法によ

り測定されたばいじん濃度

(g/Nm3) 

５年に１回以上 

・排出ガス量40,000 

 Ｎ㎥／ｈ未満の施設 

・焼却能力が4,000kg/h  

 未満の焼却炉 

年２回以上注） 

・排出ガス量40,000 

Ｎ㎥／ｈ以上の施設 

・焼却能力が4,000kg/h

以上の焼却炉 

２月を超えない作

業期間ごとに１回

以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21－On 

21－Os 
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測定物質 
測定すべきばい煙 

発生施設の区分 
測定方法 測定時期 

記録 

保存 

③有害物質 

の濃度 
排出ガス量40,000 

Ｎ㎥／ｈ以上の施設 

＜カドミウム及び鉛並びにそれらの

化合物＞ 

JIS Z8808の方法により採取し、JIS 

K0083に定める方法によりカドミウ

ム又は鉛として測定 

＜塩素＞ 

JIS K0106に定める方法により測定 

＜塩化水素＞ 

JIS K0107に定める方法により測定 

 ただし、廃棄物焼却炉の塩化水素

は次の式により算出 

 

Ｃ＝     ・Cs  

 

 Ｃ：塩化水素の濃度（mg/Nm3） 

Os：排出ガス中の酸素濃度（%） 

Cs：JIS K0107に定める硝酸銀法に    

 より測定された塩化水素の濃度 

（mg/Nm3） 

＜弗素、弗化水素、弗化珪素＞ 

JIS K0105に定める方法により弗素と

して測定 

＜鉛及びその化合物＞ 

JIS K0083に定める方法により鉛とし

て測定 

２月を超えない作

業期間ごとに１回

以上 

所
定
の
記
録
表
に
記
録
し
、
三
年
間
保
存
す
る
こ
と 

排出ガス量40,000 

Ｎ㎥／ｈ未満の施設 

年２回以上注） 

④窒素酸化

物の濃度 
水性ガス又は油性ガス

の発生の用に供するガ

ス発生炉及び加熱炉の

うち燃料電池改質器 

＜窒素酸化物＞ 

JIS K0104に定める方法により測定 

 

Ｃ＝     ・Csの式により算出 

 

C ：窒素酸化物の濃度（容量比ppm） 

On：標準酸素濃度（%）。 

Os：排出ガス中の酸素濃度（当該濃

度が20％を超える場合は20とす

る。）（%） 

Cs：JIS K0104に定める方法により測

定された窒素酸化物の濃度（容

量比ppm） 

５年に１回以上 

排出ガス量40,000 

Ｎ㎥／ｈ未満の施設 

年２回以上注） 

排出ガス量40,000 

Ｎ㎥／ｈ以上で特定工

場等に指定されている

もの 

常時 

その他の施設 ２月を超えない作

業期間ごとに１回

以上 

 

注）１年間につき継続して休止する期間（前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する

期間が６月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。）が６月以上の場合は、年１回以上 

 

 

 

 

21－On 

21－Oｓ 

9 

21－Os 
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 (２) 揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

                             (平成17.６.10 環境省告示第61号) 

排出ガス中の気体である有機化合物（以下「揮発性有機化合物」という。）の濃度から、除外物質

濃度を差し引く方法で測定する。ただし、次の場合は除外物質の濃度を測定し、差し引く必要はない。 

 １ 揮発性有機化合物排出施設において除外物質を使用し、又は発生させていない場合 

 ２ 除外物質を含めた揮発性有機化合物の濃度が排出基準を超えない場合 

測定物質 
測 定 方 法 

測定 

時期 
記 録 保 存 

採 取 分  析 

揮発性有機化合物 捕集 

バッグ 

①触媒酸化－非分散形赤外線分析計 

（ＮＤＩＲ） 

②水素炎イオン化形分析計（ＦＩＤ） 

年
１
回
以
上 

 次の事項を明らかに

して記録し、３年間保

存すること。 

①測定の年月日及び時

刻 

②測定者 

③測定箇所 

④測定法 

⑤揮発性有機化合物排

出施設の使用状況 

除外物質（メタン） ①ＧＣ‐ＦＩＤ 

除外物質 
（ HCFC-22,HCFC-124,HCFC

-141b,HCFC-142b,HCFC-

225ca,HCFC-225cb,HFC-

43-10mee） 

①ＧＣ‐ＦＩＤ 

②ＧＣ‐ＥＣＤ 

③ＧＣ‐ＭＳ 

 

(３) 特定粉じん 

（平成元.12.27 環境庁告示第93､94号） 

測定物質 測定方法 測 定 時 期 記 録 保 存 

石綿 光学顕微鏡法  ６月を超えない作業期間毎に１回

以上。 

 ただし、常時使用する従業員の数

が20人以下の場合、当分の間、行わ

ないことができる。 

 次の事項を明らかにして記録し、 

３年間保存すること。 

①測定の年月日及び時刻 

②測定時の天候 

③測定者 

④測定箇所 

⑤測定法 

⑥特定粉じん発生施設の使用状況 

 

(４) 指定物質 

（平成９.２.６ 環境庁告示第５､６号） 

測 定 物 質 
測  定  方  法 

採  取 分   析 

ベンゼン ①捕集バック 

②真空瓶 

③キャニスター 

④捕集管 

①水素炎イオン化検出器 

②質量分析計 

ガスクロマトグラフ トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

①水素炎イオン化検出器 

②電子捕獲検出器 

③質量分析計 
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(５) 水銀 

（施行規則第16条の12 最近改正 平成28.9.26 環境省令第22号） 

測定物質 
測定すべきばい煙 

発生施設の区分 
測 定 方 法 測定時期 

記録 

保存 

全水銀（ガ

ス状水銀

及び粒子

状水銀） 

排出ガス量40,000 

Ｎ㎥／ｈ以上の施設 

バッチ測定 

＜ガス状水銀（湿式吸収―還元気化原子

吸光分析法）＞ 

JIS K0222（排ガス中の水銀分析方法）

を基本とし、排出ガス吸引量を100L程度

にSO２濃度の高い排出ガスや有機物の

多い排出ガスは、硝酸（５％）過酸化水

素水（10％）混合溶液等による洗浄に変

更。 

 

＜粒子状水銀（湿式酸分解法－還元気化

－原子吸光法又は加熱気化－原子吸光

法）＞ 

JIS Z8808（排ガス中のダスト濃度の測

定方法）に準拠して、1000L程度以上採

取。 

 

４月を超えない

作業期間ごとに

１回以上 

所
定
の
記
録
表
に
記
録
し
、
３
年
間
保
存
す
る
こ
と 

排出ガス量40,000 

Ｎ㎥／ｈ未満の施設 

６月を超えない

作業期間ごとに

１回以上 

専ら銅、鉛、亜鉛の

硫化鉱を原料とす

る乾燥炉 

年１回以上 

専ら廃鉛蓄電池又

は廃はんだを原料

とする溶解炉 

年１回以上 

※ 排出基準を上回る濃度が検出された場合、水銀排出施設の稼働条件を一定に保ったうえで、速やかに３回以

上の再測定（試料採取を含む）を実施し、初回の測定結果を含めた計４回以上の測定結果のうち、最大値及

び最小値を除くすべての測定結果の平均値により評価する。再測定は、初回の測定結果が排出基準の1.5倍を

超過していたときは、初回測定結果が得られてから30日以内、それ以外の場合は、60日以内に実施し結果を

得ること。 

※ 参考：定期測定の結果が排出基準を超過した場合のフロー図 

 

※ 粒子状水銀については、連続する連続する３年間の間継続して、以下のいずれかを満たす場合ガス状水銀の

濃度をもって全水銀の濃度とみなす（粒子状水銀濃度の測定を省略する）ことができる。この場合であって

も、３年に１度は粒子状水銀の測定は必要 

  ① 粒子状水銀濃度が、ガス状水銀の定量下限未満 

  ② 測定結果の年平均（注）が50μg/Nm3未満である施設のうち、各測定結果において、水銀濃度に対する

粒子状水銀の濃度が５%未満 

  ③ 測定結果の年平均（注）が50μg/Nm3以上である施設のうち、各測定結果において、水銀濃度に対する

粒子状水銀の濃度が５%未満、かつ、粒子状水銀の濃度が2.5μg/Nm3未満 

（注） 連続する１年の間の定期測定の結果を平均して算出した値。再測定を行った場合は、再測定の結

果（「定期測定及び３回以上の再測定」のうち、最大値・最小値を除く全ての結果の平均値）を用

いて、年平均値を算出する。 
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第３節 ばい煙発生施設等 

 

 １ ばい煙発生施設 

  (１) 法のばい煙発生施設（施行令第２条（昭和43.11.30政令第329号）別表第１） 

(最近改正 令和３.９.29政令第275号) 

No. 施  設  名 規     模 

１ 
ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電

気又は廃熱のみを使用するものを除く。） 

燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50L

以上であること。 

２ 

水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発

生炉及び加熱炉 

原料として使用する石炭又はコークスの処理

能力が１日当たり20ｔ以上であるか、又はバ

ーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当

たり50L以上であること。 

３ 

金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供

する焙
ばい

焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）

及び煆
か

焼炉（14の項に掲げるものを除く。） 

原料の処理能力が１時間当たり１ｔ以上であ

ること。 

４ 

金属の精錬の用に供する溶鉱炉（溶鉱用反射炉

を含む。）、転炉及び平炉（14の項に掲げるも

のを除く。） 

５ 

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉（こし

き炉並びに14の項及び24の項から26の項までに

掲げるものを除く。） 

火格子面積（火格子の水平投影面積をいう。

以下同じ。）が１㎡以上であるか、羽口面断

面積（羽口の最下端の高さにおける炉の内壁

で囲まれた部分の水平断面積をいう。）が0.5

㎡以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力

が重油換算１時間当たり50L以上であるか、又

は変圧器の定格容量が200kVA以上であるこ

と。 

６ 
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは、金

属製品の熱処理の用に供する加熱炉 

７ 

石油製品、石油化学製品又はコールタール製品

の製造の用に供する加熱炉 

８ 
石油の精製の用に供する流動接触分解装置のう

ち触媒再生塔 

触媒に付着する炭素の燃焼能力が１時間当た

り200kg以上であること。 

8-2 
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のう

ち燃焼炉 

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間

当たり６L以上であること。 

９ 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶解炉 火格子面積が１㎡以上であるか、バーナーの

燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50L

以上であるか、又は変圧器の定格容量が

200kVA以上であること。 

10 

無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する

反応炉（カーボンブラック製造用燃焼装置を含

む。）及び直火炉（26の項に掲げるものを除く。） 
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No. 施  設  名 規     模 

11 

乾燥炉（14の項及び23の項に掲げるものを除

く。） 

火格子面積が１㎡以上であるか、バーナーの燃

料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50L以上

であるか、又は変圧器の定格容量が200kVA以上

であること。 

12 
製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイトの製

造の用に供する電気炉 

変圧器の定格容量が1,000kVA以上であること。 

13 
廃棄物焼却炉 火格子面積が２㎡以上であるか、または焼却能

力が１時間当たり200kg以上であること。 

14 

銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼

結炉（ペレット焼結炉を含む。）、溶鉱炉（溶

鉱用反射炉を含む。）、転炉、溶解炉及び乾燥

炉 

原料の処理能力が１時間当たり0.5ｔ以上であ

るか、火格子面積が0.5㎡以上であるか、羽口

面断面積が0.2㎡以上であるか、又はバーナー

の燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり20L

以上であること。 

15 
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造

の用に供する乾燥施設 

容量が0.1㎥以上であること。 

16 
塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速

冷却施設 

原料として使用する塩素（塩化水素にあって

は、塩素換算量）の処理能力が１時間当たり

50kg以上であること。 17 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 

18 
活性炭の製造（塩化亜鉛を使用するものに限

る。）の用に供する反応炉 

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間

当たり３L以上であること。 

19 

化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩

化水素反応施設及び塩化水素吸収施設（塩素ガ

ス又は塩化水素ガスを使用するものに限り前

３項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。） 

原料として使用する塩素（塩化水素にあって

は、塩素換算量）の処理能力が１時間当たり

50kg以上であること。 

20 アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 電流容量が30kA以上であること。 

21 

燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造（原

料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用

に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解

炉 

原料として使用する燐鉱石の処理能力が１時

間当たり80kg以上であるか、バーナーの燃料の

燃焼能力が重油換算１時間当たり50L以上であ

るか、又は変圧器の定格容量が200kVA以上であ

ること。 

22 

弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及

び蒸溜施設（密閉式のものを除く。） 

環境省令で定めるところにより算定した※２伝

熱面積が10㎡以上であるか、またはポンプの動

力が１kW以上であること。 
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No. 施  設  名 規     模 

23 

トリポリ燐酸ナトリウムの製造（原料として燐

鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反

応施設、乾燥炉及び焼成炉 

原料の処理能力が１時間当たり80kg以上であ

るか、火格子面積が１㎡以上であるか、又はバ

ーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当

たり50L以上であること。 

24 

鉛の第二次精錬（鉛合金の製造を含む。）又は

鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解

炉 

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間

当たり10L以上であるか、又は変圧器の定格容

量が40kVA以上であること。 

25 

鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間

当たり４L以上であるか、又は変圧器の定格容

量が20kVA以上であること。 

26 

鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、

反応炉及び乾燥炉 

容量が0.1㎥以上であるか、バーナーの燃料の

燃焼能力が重油換算１時間当たり４L以上であ

るか、又は変圧器の定格容量が20kVA以上であ

ること。 

27 
硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及

び濃縮施設 

硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が１

時間当たり100kg以上であること。 

28 
コークス炉 原料の処理能力が１日当たり20ｔ以上である

こと。 

29 ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50L以

上であること。 30 ディーゼル機関 

31 ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり35L以

上であること。※ 32 ガソリン機関 

※重油換算は、重油10L＝液体燃料10L＝ガス燃料16㎥＝固体燃料16kgとするが、「31 ガス機関」につい

ては以下のとおりとする。 

 重油換算量（L／時）＝換算係数×気体燃料の燃焼能力（N㎥／時） 

  

 

 ただし、上式の気体燃料の発熱量は総発熱量を用いることとし、重油の発熱量は9,600kcal／Lとする 

 

(２) 条例のばい煙発生施設（平成14.３.29規則第25号 第３条 別表第１） 

No. 施   設   名 規          模 

１ 

廃棄物焼却炉 火格子面積が1.5㎡以上２㎡未満、又は焼却能力が

１時間当たり150kg以上（廃油焼却炉にあっては１

時間当たり50kg以上）200kg未満であること。 

２ 

オガライトの製造の用に供する乾燥炉 火格子面積が0.5㎡以上1㎡未満であるか、バーナ

ーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり20L

以上50L未満であること。 

換算係数＝ 
重油の発熱量（kcal／L） 

気体燃料の発熱量（kcal／㎥） 
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 ２ 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出施設 

施行令第２条の３（昭和43政令第329号）別表第１の２、（最近改正 平成17.５.27政令第189号） 

規 制 対 象 施 設 
規 模 要 件 令別表第一 

の二の項番号 
種   類 

１ 
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化

学製品の製造の用に供する乾燥施設 

送風機の送風能力が１時間当たり3,000m3以上

のもの 

２ 
塗装施設（吹付塗装を行うものに限る｡） 排風機の排風能力が１時間当たり100,000m3以

上のもの 

３ 
塗装の用に供する乾燥施設（吹付塗装及び電

着塗装に係るものを除く｡） 
送風機の送風能力が１時間当たり10,000m3以上

のもの 

４ 

印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは

粘着シーﾄ、はく離紙又は包装資材（合成樹

脂を積層するものに限る。）の製造に係る接

着の用に供する乾燥施設 

送風機の送風能力が１時間当たり5,000m3以上

のもの 

５ 

接着の用に供する乾燥施設（4の項に掲げる

もの及び木材又は木製品（家具を含む。）の

製造の用に供する施設を除く｡） 

送風機の送風能力が１時間当たり15,000m3以上

のもの 

６ 
印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪転

印刷に係るものに限る。） 
送風機の送風能力が１時間当たり7,000m3以上

のもの 

７ 
印刷の用に供する乾燥施設（グラビア印刷に

係るものに限る。） 
送風機の送風能力が１時間当たり27,000 m3以上

のもの 

８ 

工業の用に供する揮発性有機化合物による

洗浄施設（当該洗浄施設において洗浄の用に

供した揮発性有機化合物を蒸発させるため

の乾燥施設を含む。） 

洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接

する面の面積が５m2以上のもの 

９ 

ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃

において蒸気圧が20kPaを超える揮発性有機

化合物の貯蔵タンク（密閉式及び浮屋根式

(内部浮屋根式を含む｡)のものを除く｡） 

容量が1,000kL以上のもの 

 

(注）送風機の送風能力が規模要件となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模要

件とする。 

(注）「乾燥施設」とは、揮発性有機化合物を蒸発させるためのものをいう。 
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 ３ 一般粉じん発生施設 

 

  (１) 法の一般粉じん発生施設（法第18条の３） 

  施行令第３条（昭和43政令第329号）別表第２、（最近改正 平成１.12.27総理府令第59号）    

一般粉じん発生施設の内容 構造並びに使用及び管理に関する基準 

（施行規則第16条、別表第６） 番 号 施 設 名 規  模 

１ 

コークス炉 原料処理能力が 

１日当たり50ｔ以

上であること。 

１ 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装   

 炭車にフード及び集じん機を設置するか、又は 

 これらと同等以上の効果を有する装置を設置

して行うこと。 

２ 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、

及び当該フードからの一般粉じんを処理する

集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の

効果を有する装置を設置して行うこと。ただ

し、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強

度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこ

と等によりガイド車のフードを設置すること

が著しく困難である場合には、防じんカバー等

を設置して行うこと。 

３ 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター

又はこれらと同等以上の効果を有する装置を

設置して行うこと。  

２ 

鉱物（コークスを含

み、石綿を除く。以

下同じ。）又は土石

の堆積場 

面積が1,000㎡以上

であること。 

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土

石を堆積する場合は、次の各号の一に該当するこ

と。 

１ 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内

に設置されていること。 

２ 散水施設によって散水が行われていること。 

３ 防じんカバーで覆われていること。 

４ 薬剤の散布又は表層の締固めが行われてい

ること。 

５ 前各号と同等以上の効果を有する措置を講

じられていること。 
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一般粉じん発生施設の内容 構造並びに使用及び管理に関する基準 

（施行規則第16条、別表第６） 番号 施  設  名 規    模 

３ 

ベルトコンベア及び

バケットコンベア

（鉱物、土石又はセ

メントの用に供する

ものに限り、密閉式

のものを除く。） 

ベルトの幅が75㎝

以上であるか、又は

バケットの内容積

が0.03㎥以上であ

ること。 

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又

はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該

当すること。 

１ 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内

に設置されていること。 

２ コンベアの積込部及び積降部にフード及び

集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部

及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそ

れのある部分に第３号又は第４号の措置が講

じられていること。 

３ 散水設備によって散水が行われていること。 

４ 防じんカバーで覆われていること。 

５ 前各号と同等以上の効果を有する措置を講

じられていること。 

４ 

破砕機及び摩砕機

（鉱物、岩石又はセ

メントの用に供する

ものに限り、湿式の

もの及び密閉式のも

のを除く。） 

原動機の定格出力

が75kW以上である

こと。 

次の各号の一に該当すること。 

１ 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内

に設置されていること。 

２ フード及び集じん機が設置されていること。 

３ 散水設備によって散水が行われていること。 

４ 防じんカバーで覆われていること。 

５ 前各号と同等以上の効果を有する措置を講

じられていること。 

５ 

ふるい（鉱物、岩石

又はセメントの用に

供するものに限り、

湿式のもの及び密閉

式のものを除く。） 

原動機の定格出力

が15kW以上である

こと。 
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(２)条例の粉じん発生施設（規則第４条別表第２） 

粉じん発生施設の内容 構造並びに使用及び管理に関する基準 

（施行規則第16条、別表第８） 番 号 施  設  名 規   模 

１ 

鉱物（コークスを含む。

以下同じ。）、土石、

チップ又は木くずの堆

積場 

面積が鉱物又は土石

にあっては500㎡以

上1,000㎡未満、チッ

プ又は木くずにあっ

ては500㎡以上であ

ること。 

粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石、チ

ップ又は木くずを堆積する場合は、次の各号の

一に該当すること。 

１ 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設   

置されていること。 

２ 散水設備によって散水が行われているこ

と。 

３ 防じんカバーで覆われていること。 

４ 薬剤の散布又は表層の締固めが行われてい

ること。 

５ 前各号と同等以上の効果を有する措置を講

じられていること。 

２ 

破砕機及び摩砕機（鉱

物、岩石又はセメント

の用に供するものに限

り、湿式のもの及び密

閉式のものを除く。）  

原動機の定格出力が

37.5kW以上75kW 

未満であること。 

次の各号の一に該当すること。 

１ 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設

置されていること。 

２ フード及び集じん機が設置されているこ

と。 

３ 散水設備によって散水が行われているこ

と。 

４ 防じんカバーで覆われていること。 

５ 前各号と同等以上の効果を有する措置を講

じられていること 

３ 

ふるい（鉱物、岩石又

はセメントの用に供す

るものに限り、湿式の

もの及び密閉式のもの

を除く。） 

原動機の定格出力が

7.5kW以上15kW未満

であること。 

４ 

動力打綿機及び動力混

打綿機 

すべてのもの 次の各号の一に該当すること。 

１ 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設

置されていること。 

２ フード及び集じん機が設置されているこ

と。 

３ 前各号と同等以上の効果を有する措置を講

じられていること。 

５ 

木材、木製品の製造の

用に供する切断施設、

研削施設、研摩施設及

び粉砕施設（家具製造

の用に供するものを除

く。） 

原動機の定格出力が

切断施設、研削施設

又は研摩施設にあっ

ては2.25kW以上、粉

砕施設にあっては

7.5kW以上であるこ

と。 

次の各号の一に該当すること。 

１ 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設

置されていること。 

２ フード及び集じん機が設置されているこ

と。 

３ 防じんカバーで覆われていること。 

４ 前各号と同等以上の効果を有する措置を講

じられていること。 
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４ 特定粉じん 

 (1) 特定粉じんの発生施設（法第18条の６～第18条の13） 

（施行令第３条の２（別表第２の２） 最近改正 平成元年12.19政令題329号） 

（施行規則第16条の２～３ 最近改正 平成元年12.27総理府令第59号） 

（平成２.１.12環大企第37号、平成２.１.12環大規第26～27号）   

番号 施  設  名 規    模 

１ 解綿用機械 

原動機の定格出力が3.7kW以上であること。 ２ 混合機 

３ 紡織用機械 

４ 切断機 

原動機の定格出力が2.2kW以上であること。 

５ 研磨機 

６ 切削用機械 

７ 破砕機及び摩砕機 

８ プレス（剪
せん

断加工用のものに限る。） 

９ 穿 E

せん

A孔機 

 備考 石綿を含有する製品の製造の用に供するものに限り、湿式及び密閉式の施設は除く。 

 

 

 (2) 特定粉じん排出等作業（法第18条の14～第18条の23） 

（施行令第３条の４ 最近改正 平成27.11.11政令第379号） 

（施行規則第16条の４ （別表第７）最近改正 平成26.５.７環境省令第15号） 
１．公衆の見やすい場所に次に掲げる要件を備えた掲示板を設けること。 

 イ 長さ42.0cm、幅29.7cm以上又は長さ29.7cm、幅42.0cm以上であること。 

 ロ 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ

の代表者の氏名 

ハ 当該特定工事が届出対象特定工事に該当するときは、法第18条の17第１項又は第２項の届出年月日

及び届出先 

 ニ 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

ホ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

 ヘ 特定粉じん排出等作業の方法 

 

２．作業の種類ごとの作業基準は下表のとおり。 

番号 作 業 の 種 類 作  業  基  準 

１ 

特定建築材料が使用

されている建築物そ

の他工作物（以下「建

築物等」という。）

を解体する作業 

吹付け石綿及び石綿含有

断熱材等を除去する作業

（２及び５以外の作業） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用

されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以

上の効果を有する措置を講ずること。 

イ 特定建築材料の除去を行う場所（以下「作業場」という。）

を他の場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場

の出入口に前室を設置すること。 

ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に

JISZ8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置

を使用すること。 

ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定

建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する

集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所に

おいて確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装

置の補修その他の必要な措置を講ずること。 
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  ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中

断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認

し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その

他の必要な措置を講ずること。 

ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定

建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び

特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じ

ん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気

装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場

合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉

じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排

気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場

合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修そ

の他の必要な措置を講ずること。 

ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつて

は、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制

するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その

他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ

排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。 

２ 
 

特定建築材料が使用

されている建築物等

を解体する作業 

石綿含有断熱材等を除去

する作業であつて、特定

建築材料をかき落とし、

切断又は破砕以外の方法

で除去するもの（５の項

に掲げるものを除く。） 

 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使

用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上

の効果を有する措置を講ずること。 
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生する

こと。 
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建

築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するため

の薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定

粉じんの処理を行うこと。 

３ 

特定建築材料が使用

されている建築物等

を解体し、改造し、

又は補修する作業 

石綿を含有する仕上塗材

を除去する作業（５の項

に掲げるものを除く。） 

 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使

用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上

の効果を有する措置を講ずること。 

イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

（ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。） 

ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材

料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。 

 (1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生す

ること。 

 (2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化するこ

と。 

ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃する

こと。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を

解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理

を行うこと。 

４ 

特定建築材料が使用

されている建築物等

を解体し、改造し、

又は補修する作業 

石綿を含有する成形板そ

の他の建築材料（吹付け

石綿、石綿含有断熱材等

及び石綿を含有する仕上

塗材を除く。この項の下

欄において「石綿含有成

 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使

用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上

の効果を有する措置を講ずること。 

イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物

等から取り外すこと。 

ロ イの方法により特定建築材料（ハに規定するものを除く。）
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特定建築材料 

 １ 吹付け石綿 

 ２ 石綿を含有する断熱材､保温材及び耐火被覆材（吹付け石綿を除く。） 

 ３ 石綿含有成形板等 

 

 

 

形板等」という。）を除

去する作業（１の項から

３の項まで及び５の項に

掲げるものを除く。） 

を除去することが技術上著しく困難なとき又は令第三条の

四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性

質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により

湿潤化すること。 

ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生

し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める

ものにあつては、イの方法により除去することが技術上著し

く困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げる作業に該当

するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げ

る措置を講ずること。 

 (1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生す

ること。 

 (2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化するこ

と。 

ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃する

こと。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を

解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理

を行うこと。 

５ 

特定建築材料が使用

されている建築物等

を解体する作業 

人が立ち入ることが危険

な状態の建築物等を解体

する作業その他の建築物

等の解体に当たりあらか

じめ特定建築材料を除去

することが著しく困難な

作業 

 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以

上の効果を有する措置を講ずること。 

６ 

特定建築材料が使用

されている建築物等

を改造し、又は補修

する作業 

吹付け石綿及び石綿含有

断熱材等に係る作業 

 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部

分に使用されている特定建築材料を除去若しくは囲い込み等

を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずる

こと。 
イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する

場合は一の項下欄イからトまでに掲げる事項を遵守するこ

ととし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イか

らハまでに掲げる事項を遵守すること。 
ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定

建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が

著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築

材料を除去すること。 
ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い

込み等（これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限

る。）を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、

一の項下欄イからトまでの規定を準用する。この場合におい

て、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除

去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。 
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５ 水銀排出施設（法施行令第３条の５、施行規則第５条の２別表第３の３） 

（平成28.9.26環境省令第22号） 

 

 

 

番

号 
施設の種類 施設の使用用途等 規制対象規模 

大防法
令別表
第１の
項番号 

１ 
小型石炭混焼ボイラー 

   

石炭専焼を除く バーナー燃焼能

力 

50L/時以上 

10万L/時未満 

1項 

２ 

石炭ボイラー（番号の１に掲げる

ものを除く。） 

バーナー燃焼能

力10万L/時以上

または石炭専焼 

バーナー燃焼能

力 

50L/時以上 1項 

３ 

非
鉄
金
属
製
造
用
の
精
錬
・
焙
焼
工
程
（
一
次
施
設
） 

(1)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、煆焼炉、

溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含

む。）、転炉及び平炉（番号

(3)に掲げるものを除く。） 

金属の精錬用  

（銅又は金を精

錬するものに限

る。） 

 

原料の処理能力 1 t/時以上 3項 

4項 

(2)溶解炉（専ら粗銅、粗銀

又は粗金を原料とするもの、

こしき炉及び番号(3)に掲げ

るものを除く。） 

火格子面積   

羽口面断面積  

バーナー燃焼能

力 

変圧器の定格容

量 

1 mP

２
P以上 

0.5 mP

２
P以上 

50 L /時以上 

200 kVA以上 

5項 

(3)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、溶鉱炉

（溶鉱用反射炉を含む。）、

転炉、溶解炉（専ら粗銅を原

料とするものを除く。）及び

乾燥炉 

原料の処理能力 

火格子面積   

羽口面断面積   

バーナー燃焼能

力 

0.5t/時以上  

0.5mP

２
P以上 

0.2mP

２
P以上 

20L/時以上 

14項 

４ 

非
鉄
金
属
製
造
用
の
精
錬
・
焙
焼
工
程
（
一
次
施
設
） 

(1)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、煆焼炉、

溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含

む。）、転炉及び平炉（番号

(3)に掲げるものを除く。） 

金属の精錬用  

（鉛又は亜鉛を

精錬するものに

限る。） 

 

 

原料の処理能力 1t/時以上 3項 

4項 

(2)溶解炉（専ら粗鉛又は蒸

留亜鉛を原料とするもの、こ

しき炉及び番号(3)に掲げる

ものを除く。） 

火格子面積   

羽口面断面積  

バーナー燃焼能

力 

変圧器の定格容

量 

1mP

２
P以上 

0.5mP

２
P以上 

50L/時以上 

200kVA以上 

5項 

(3)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、溶鉱炉

（溶鉱用反射炉を含む。）、

転炉、溶解炉（専ら粗鉛又は

蒸留亜鉛を原料とするもの

を除く。）及び乾燥炉 

原料の処理能力  

火格子面積   

羽口面断面積   

バーナー燃焼能

力 

0.5t/時以上  

0.5mP

２
P以上 

0.2mP

２
P以上 

20L/時以上 

14項 
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番

号 
施設の種類 施設の使用用途等 規制対象規模 

大防法
令別表
第１の
項番号 

５ 

非
鉄
金
属
製
造
用
の
精
錬
・
焙
焼
工
程
（
二
次
施
設
） 

(1)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、煆焼炉、

溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含

む。）、転炉及び平炉（番号

(3)及び(5) に掲げるものを

除く。） 

金属の精錬用  

（銅、鉛又は亜鉛

を精錬するもの

に限る。） 

原料の処理能力 1 t/時以上 3項 

4項 

(2)溶解炉（専ら粗銅、粗鉛

又は蒸留亜鉛を原料とする

もの、こしき炉並びに番号 

(3)、(4)及び(5)に掲げるも

のを除く。） 

原料の処理能力  

火格子面積   

羽口面断面積   

バーナー燃焼能力 

1 mP

２
P以上 

0.5 mP

２
P以上 

50 L /時以上 

200 kVA以上 

5項 

(3)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、溶鉱炉

（溶鉱用反射炉を含む。）、

転炉、溶解炉（専ら粗銅、粗

鉛又は蒸留亜鉛を原料とす

るものを除く。）及び乾燥炉

（番号(5)に掲げるものを除

く。） 

原料の処理能力  

火格子面積   

羽口面断面積   

バーナー燃焼能力 

0.5t/時以上 

0.5 mP

２
P以上 

0.2 mP

２
P以上 

20 L /時以上 

14項 

(4)溶解炉 

 

鉛の二次精錬用

（鉛合金の製造

を含まない。） 

バーナー燃焼能力 10 L /時以上 

40 kVA以上 

24項 

(5)焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、

溶解炉及び乾燥炉 

 

亜鉛の回収用（製

鋼の用に供する電

気炉から発生する

ばいじんであっ

て、集じん機によ

り集められたもの

からの亜鉛の回収

に限る。） 

原料の処理能力 0.5t/時以上 

 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令 

別表第1 

第3号 

６ 

非
鉄
金
属
製
造
用
の
精
錬
・
焙
焼
工
程
（
二
次
施
設
） 

(1)焙焼炉、焼結炉（ペレッ

ト焼成炉を含む。）、煆焼炉、

溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含

む。）、転炉及び平炉 

金属の精錬用  

（金を精錬する

ものに限る。） 

 

原料の処理能力 1 t/時以上 3項 

4項 

(2)溶解炉（専ら粗銀又は粗

金を原料とするもの及びこ

しき炉を除く。） 

火格子面積   

羽口面断面積  

バーナー燃焼能力 

変圧器の定格容量 

1mP

２
P以上 

0.5mP

２
P以上 

50L/時以上 

200kVA以上 

5項 
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※ バーナー燃焼能力及び燃焼能力とは重油換算量で、重油10Lが液体燃料では10L、ガス燃料では16ｍ３、

固体燃料では16㎏に相当するもの。 

※ 複数の施設が1台の変圧器を共用している場合は、各施設の電力容量をもって変圧器の定格容量とする。 

(注)水銀回収義務付け産業廃棄物は廃棄物処理法で、また水銀含有再生資源は水銀環境汚染防止法で規定

されている。 

 

 

  

番

号 
施設の種類 施設の使用用途等 規制対象規模 

大防法
令別表
第１の
項番号 

７ 

セメントの製造の用に供する焼

成炉 

- 火格子面積    

バーナー燃焼能力  

変圧器定格容量 

1m２以上 

50L/時以上 

200kVA以上 

9項 

８ 

廃
棄
物
焼
却
炉 

廃棄物焼却炉（専ら自ら産業

廃棄物の処分を行う場合で

あって、廃棄物処理法施行令

第７条第５号に規定する廃

油の焼却炉の許可のみを有

し、原油を原料とする精製工

程から排出された廃油以外

のものを取り扱うもの及び

番号９に掲げるものを除

く。） 

- 火格子面積 

焼却能力 

2m２以上  

200㎏ /時以上 

13項 

９ 

廃
棄
物
焼
却
炉 

廃棄物焼却炉のうち、水銀回

収義務付け産業廃棄物又は

水銀含有再生資源を取り扱

うもの 

- 全て - （注） 



 - 49 - 

６ 指定物質排出施設（法附則第９項～第11項） 

（施行令附則第４項 最近改正 平成11.12.27政令第434号） 

（平成９.２.６環境庁告示第５～６号） 

物 質 N o . 種  別 用  件 対 象 施 設 

ベ
ン
ゼ
ン 

１ 
ベンゼン蒸発用の乾

燥施設 

送風機の送風能力が

1,000㎥／h以上 

溶媒として使用したベンゼンを蒸発させ

るための施設 

２ 

コークス炉 原料の処理能力が 

20ｔ／日以上 

装炭時の装炭口から排出ガス（装炭車集じ

ん機の排出口から排出）に適用 

開底式縦型又は装炭車に集じん機及び煙

突を設置する既設の施設を除外 

３ 
ベンゼン回収用の蒸

留施設 

常圧蒸留施設を除外 溶媒として使用したベンゼンを回収する

ための施設 

４ 
ベンゼン製造用の脱

アルキル反応施設 

非密閉式 排出ガスをフレアスタックで処理する施

設 

５ ベンゼン貯蔵タンク 容量が500kL以上 浮屋根式を除外 

６ 
ベンゼンを原料とす

る反応施設 

ベンゼンの処理能力が 

1ｔ／h以上 

排出ガスをフレアスタックで処理する施

設を除外 

Ｔ
Ｃ
Ｅ
等 

７ 
TCE等蒸発用の乾燥

施設 

送風機の送風能力が

1,000㎥／h以上 

溶媒として使用したTCE等を蒸発させるた

めの施設 

８ 
TCE等の混合施設 混合槽の容量が５kL以

上の非密閉式 

溶媒としてTCE等を使用する施設 

９ 
TCE等の精製又は回

収用の蒸留施設 

常圧蒸留施設を除外 TCE等を精製、又は原料として使用したTCE

等を回収するための施設 

10 
TCE等による洗浄施

設（No,11以外） 

TCE等が空気に接する面

積が３㎡以上 

 

11 
PCEによるドライク

リーニング機 

処理能力が30kg／回以

上 

密閉式（ノンダクト式等）を除外 

①ベンゼン：ベンゼンの濃度が60V／V     ％以上のものに限る。 

②ＴＣＥ等：トリクロロエチレン（ＴＣＥ）及びテトラクロロエチレン（ＰＣＥ） 
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第４節 その他の基準等 

１ 緊急時（法第23条、施行令第11条（昭和43.11.30政令第329号）別表第５） 

気象条件からみて、次表の状態が更に継続すると認められるときとする。 

物質名 

状          態 

法第23条第１項の政令で定める場合 

（一般緊急時） 

法第23条第４項の政令で定める場合 

（重大緊急時） 

硫黄酸化物 １. １時間値が0.2ppm以上である大気の汚染

の状態が３時間継続した場合 

２. １時間値が0.3ppm以上である大気の汚染

の状態が２時間継続した場合 

３. １時間値が0.5ppm以上である大気の汚染

の状態になった場合 

４. １時間値の48時間平均値が0.15ppm以上

である大気の汚染の状態になった場合 

１. １時間値が0.5ppm以上である大

気の汚染の状態が３時間継続した場

合 

２. １時間値が0.7ppm以上である大

気の汚染の状態が２時間継続した場

合 

浮遊粒子状 

物   質 

１時間値が2.0mg／㎥以上である大気の汚染の

状態が２時間継続した場合 

１時間値が3.0mg／㎥以上である大気

の汚染の状態が３時間継続した場合 

一酸化炭素 １時間値が30ppm以上である大気の汚染の状態

になった場合 

１時間値が50ppm以上である大気の汚

染の状態になった場合 

二酸化炭素 １時間値が0.5ppm以上である大気の汚染の状

態になった場合 

１時間値が１ppm以上である大気の汚

染の状態になった場合 

オキシダント １時間値が0.12ppm以上である大気の汚染の状

態になった場合 

１時間値が0.4ppm以上である大気の汚

染の状態になった場合 

（最近改正 昭和52.４.２ 政令第66号） 

 

２ 事故時の措置（法第17条） 

(１) 事故時の措置の対象者 

ア ばい煙発生施設の設置者 

イ 物の合成、分解その他化学的処理に伴い特定物質を発生する施設（ばい煙発生施設を除く。）

の設置者 

(２) 対象となる事故 

故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたとき 

(３) 特定物質（施行令第10条（昭和43.11.30政令第329号））（28物質） 

 

 

 

 

 

 

ア ン モ ニ ア    燐 化 水 素    ベ ン ゼ ン        クロルスルホン酸 

弗 化 水 素    塩 化 水 素    ピ リ ジ ン        黄 燐 

シアン化水素    二 酸 化 窒 素    フ ェ ノ ー ル        三 塩 化 燐  

一 酸 化 炭 素    アクロレイン    硫酸（三酸化硫黄を含む）  臭     素 

ホルムアルデヒド    二 酸 化 硫 黄    弗 化 珪 素        ニッケルカルボニル 

メ タ ノ ー ル    塩 素    ホ ス ゲ ン        五 塩 化 燐 

硫 化 水 素    二 硫 化 炭 素    二酸化セレン        メルカプタン 
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３ 燃料使用基準 

  (１) 季節による燃料使用基準（法第15条） 

燃料の種類 使用量等の基準 

（施行規則第14条） 

重油その他の石油系の燃料 

（昭和46.６.22厚生省・通商産業省告示第1号 最近改正 昭和47.11.30

環境庁告示第114号） 

１ 燃料の硫黄含有率の許容限度が0.5％以上1.2％以下の範囲内である

こと。ただし、排煙脱硫装置が設置されているばい煙発生施設に係る

ものについては、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとする。 

２ １時間当たりの使用量の許容限度が、通常使用される燃料の量に、

燃料基準として都道府県知事が定めた硫黄含有率を通常使用される燃

料の硫黄含有率で除して得た数値を乗じて得た量以下であること。 

備 考 大気汚染防止法第15条第３項に規定する基準は、第１号に掲げる基準（以下「燃料基準」という。）及び硫

黄酸化物に係るばい煙発生装置を設置する者が燃料基準に適合する燃料を確保することが著しく困難である

と認められる場合には燃料基準に換えて適用すべき第２号に掲げる燃料の使用量の基準とする。 
 

 (２) 指定地域における燃料使用基準（法第15条の２） 

省略。（昭和51.２.７環境庁告示第１号 最近改正 平成12.12.14 環境庁告示第78号） 
 

４ 総量規制基準（法第５条の２） 

関係都道府県知事が総理府令（施行規則第７条の３及び第７条の４）に定めるところにより定める。 

府令の基準は省略。 
 

５ ＰＣＢの排出許容限界 

   （排ガス中のＰＣＢ暫定排出許容限界 昭和47.12.22 環大企第141号 環境庁大気保全局長通知） 

   ＰＣＢの焼却施設から排出される燃焼排ガスに中に含まれるＰＣＢの量は次の要件を満たすこと。 

(１) 排ガス中に含まれるＰＣＢの量はいかなる場合においても0.25mg/㎥（液状のＰＣＢ焼却施設

では0.15mg/㎥）を超えないこと。 

(２) 排ガス中に含まれるＰＣＢの量は平均して0.15mg/㎥（液状のＰＣＢ焼却施設では0.10mg/㎥）

を超えないこと。 

この許容限界は環境大気中のＰＣＢ濃度が最悪の場合でも0.0005mg/㎥を超えないものとして

設定されている。 
 

６ 要排出抑制施設の自主的取り組み（法第18条の32） 

水銀等の排出量が相当程度多い施設で、その排出を抑制することが適当であるものとして位置づけ

られた「要排出抑制施設」を設置しているものは、単独で又は共同で、自らが遵守すべき基準の作成、

水銀濃度の測定、記録及び保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなくてはならない。 

要排出抑制施設（施行令第10条の２ 別表第４の２） 

項番号 施設の種類 

１ 製銑の用に供する焼結炉（ペレット焼成炉を含む。） 

２ 製鋼の用に供する電気炉 
 

７ 自動車排出ガス 

(１) 大気の汚染の限度（法第21条第１項） 

昭和46.６.23 総理府、厚生省令第２号 最近改正 平成12.８.14 総理府令第94号 

    （要請基準） 

一酸化炭素の大気中における含有率の１時間値の月間平均値100万分の10（10ppm）とする。 

なお、１時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この

場合において、当該総有効測定時間数は、480時間以上であること。 
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(２) 許容限度（法第19条第１項） 

環境大臣が自動車排出ガス量の許容限度を設定し、その許容限度を国土交通大臣が道路運送車両

法の保安基準で確保する仕組みで、ガソリン・LPG車、ディーゼル車、二輪車の3つの種別に応じて、

試験モードや規制対象成分、規制年度、規制値が定められている。 

規制値等は、省略。（昭和49.1.21 環告１号 最近改正 平成30.6.5 環告44号） 

 

 ８ 自動車燃料品質規制値 

  平成７．10.２ 環境庁告示第64号  最近改正 平成24.３.30 環境省告示第65号 

自動車燃料の種類 燃料の性状又は燃料に含まれる物質 許 容 限 度 

ガソリン 

鉛 検出されないこと 

硫黄 0.001質量パーセント以下 

ベンゼン １体積パーセント以下 

メチルターシャリーブチルエーテル（ＭＴＢＥ） ７体積パーセント以下 

酸素分 

1.3質量パーセント以下 

（バイオエタノール10体積パーセント混合ガソリ

ン及びエチル－ターシャリ－ブチルエーテル22体

積パーセント混合ガソリンにあっては、1.3質量パ

ーセントを超え3.7質量パーセント以下） 

軽油 

硫黄 0.001質量パーセント以下 

セタン指数 45以上 

90パーセント留出温度 摂氏360度以下 

 備考 

１ 「検出されないこと」とは、JIS K2255の４又は５に定める方法により測定した場合において、その結果が

当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。 

 ２ 「酸素分」とは、JIS K2536の２、４又は６に定める方法により測定した場合における数値とする。 

 ３ 「セタン指数」とは、JIS K2280に定める方法で算出した軽油の性状をいう。 

 ４ 「90パーセント留出温度」とは、JIS K2254に定める方法で測定した軽油の性状をいう。 
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９ 有害大気汚染物質の位置づけ（参考） 
 

 

・ヒ素及び無機ヒ素化合物 
・マンガン及び無機マンガン化合物 

・酸化エチレン 
・ベンゾ［ａ］ピレン 
 

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（248物質）（Ｈ22中環審中間答申） 
 

・ジクロロメタン 
 

・ホルムアルデヒド 

 
 
・アクリロニトリル 
・塩化ビニルモノマー 
・ニッケル化合物 
・1,2－ジクロロエタン 

 

 

 

・アセトアルデヒド 
・塩化メチル 
・クロロホルム 
・1,3－ブタジエン 

 
・水銀及びその化合物 
 

 

・六価クロム化合物 
・クロム及び三価クロム化合物 

・トルエン 

・その他 226物質（注） 

 

 指定物質抑制基準（３物質）   
 

 環境基準(４物質)(環境基本法に基づく告示） 

 

自主管理(12 物質)(自主管理指針） 

・ダイオキシン類（ダイオキシン法に基づき対応） 

優先取組物質(23物質)(Ｈ22中環審中間答申) 

モニタリング対象(22物質)(事務の処理基準) 

 

指針値(11物質)(H15 中環審第 7次答申、H18第 8次答申、H22第 9次答申、H26第 10次答申  

令和２年第 12次答申   

                       

・ベリリウム及びその化合物 
 

 

（注）有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質である「クロム及びその化合物」は、優先

取組み物質においては「クロム及び三価クロム化合物」及び「六価クロム化合物」の 2 つの物質

として分類されているため、優先取組み物質以外の物質数は 226 物質となる。 

 (大気汚染防止法附則に基づく告示) 

   ・ベンゼン 
   ・テトラクロロエチレン 
   ・トリクロロエチレン 
 



 - 54 - 

第５節 その他 

１ 大気汚染防止法関係規制物質等一覧 

規制項目 規制物質 発生形態 対象施設 規制基準 規制措置等 

 
 

 
 

 
 

ば
い
煙 

硫黄酸化物 SO２、SO３ 燃焼など 政令で定めるば

い煙発生施設

（ボイラー、焼

却炉など） 

K値（地域別。上乗せ

基準は可）[1-2-1] 

改善命令、

事故時の措

置命令、 

直罰など 

ばいじん 煤など 排出基準（物質及び

施設の種類ごとの濃

度）[1-2-2] 

有害物質 Cd、Pb、HF、 

Cl２、HCl、 

NOxなど 

燃焼、合

成、分解、

加圧など 

政令で定めるば

い煙発生施設

（銅、亜鉛、鉛

の精錬用焙焼

炉） 

〃 [1-2-3] 

特定有害

物質 

（未指定） 燃焼など （未指定） K値方式による量 

指定地域の

指定ばい煙

（本県該当

なし） 

SO２、SO３  特定工場等のば

い煙発生施設 

総量規制基準（特定

工場ごとに抽出総

量）[1-4-4] 

 

 
 
 
 

粉
じ
ん 

 一般粉じん   政令で定める一

般粉じん発生施

設（堆積場など） 

構造、使用・管理に

関する基準[1-3-3] 

基準適合命

令など 

特定粉じん 石綿 混合、切

削、研磨な

ど 

政令で定める特

定粉じん発生施

設（混合機など） 

敷地境界基準（濃度） 

[1-2-5] 

改善命令な

ど 

建築物等

の解体、改

造・補修 

政令で定める特

定粉じん排出等

作業 

作業基準[1-3-4] 基準適合命

令など 

揮発性有機化

合物 

（VOC） 

揮発性有機

化合物 

洗浄、印刷

等 

政令で定める揮

発性有機化合物

排出施設 

排出基準[1-2-4] 改善命令な

ど 

水銀等 

Hg 燃焼など 政令で定める水

銀排出施設（廃

棄物焼却炉な

ど） 

排出基準[1-2-6] 改善命令、

事故時の措

置命令、 

直罰など 

自動車排出ガス 

CO、HC、Pb、

NOxなど 

自動車の

運行 

環境大臣が定め

る特定の自動車 

許容限度（車種及び

物質ごとに量又は濃

度）[1-4-7(2)] 

[保安基準] 

他法による

交通規制、

整備命令な

ど 

自動車の燃料

の性状 

Pb、硫黄、 

ベンゼン、

MTBEなど 

燃料の成分 許容限度（ガソリン

及び軽油）[1-4-8] 

他法による

基準適合命

令 

特定物質 

アクロレイ

ンなど28物

質 

物の合成

などの化

学的処理

中の事故 

特定施設（ばい

煙発生施設は除

外） 

なし 事故時の措

置命令 

指定物質 
ベンゼンな

ど３物質 

洗浄、合成

など 

政令で定める指

定物質排出施設 

排出抑制基準（濃度）  

 (注)[  ]は、本文中の記載箇所を示す。例えば、[1-2-1]は第１章第２節第1項である。 
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２ 大気汚染防止法届出事項一覧 

番号 届出を必要とする場合 届出の時期 法令等条文 届出様式 

１ 

ばい煙発生施設（法又は条

例）を設置（新設、増設）

しようとする場合 

工事着手予定日

の60日以上前

（実施の制限：

法第10条、条例

第13条） 

法第６条 

条例第９条 

ばい煙発生施設設置

（使用、変更）届出書

（施行規則様式第１）

（県要綱様式第１号） 

２ 

工場・事業場に設置してあ

る施設が、法令の改正等に

より新たにばい煙発生施設

となった場合（設置の工事

中を含む） 

新たにばい煙発

生施設となった

日から30日以内 

法第７条 

条例第10条 

３ 

上記１又は２の届出をした

ばい煙発生施設の 

１.構 造 

２.使用の方法 

３.処理の方法 

を変更しようとするとき 

変更工事着手予

定日の60日以上

前（実施の制

限：法第10条、

条例第20条） 

法第８条 

条例第11条 

 

４ 

一般粉じん発生施設（条例

にあっては粉じん発生施設

（以下６まで同じ））を設

置しようとする場合 

工事着手前 法第18条第１項 

条例第18条第１項 

一般粉じん発生施設

設置（使用、変更）届

出書 

（施行規則様式第３）

（県要綱様式第５号） 

５ 

新しく一般粉じん発生施設

となった際既にその施設を

設置しているもの（設置工

事中を含む） 

新たに一般粉じ

ん発生施設とな

った日から30日

以内 

法第18条の２ 

条例第19条 

６ 

上記４又は５の届出をした

一般粉じん発生施設の 

１.構造 

２.使用及び管理の方法 

を変更しようとするとき 

工事着手前 法第18条第３項 

条例第18条第３項 

７ 

特定粉じん発生施設を設

置（新設、増設）しようと

する場合 

工事着手予定日

の60日以上前

（実施の制限：

法第13条の９） 

法第18条の６第１項 

 

特定粉じん発生施設

設置（使用・変更）届

出書 

（施行規則様式第３

の２） 

８ 

工場・事業場に設置してあ

る施設が、法令の改正等に

より新たに特定粉じん発生

施設となった場合 

（設置の工事中を含む） 

新たに特定粉じ

ん発生施設とな

った日から30日

以内 

法第18条の７第１項 特定粉じん発生施設

設置（使用、変更）届

出書 

（施行規則様式第３

の２） 

９ 

上記７又は８の届出をした

特定粉じん発生施設の 

１.構造 

２.使用の方法 

３.処理又は飛散の防止の

方法を変更しようとすると

き 

変更工事着手予

定日の60日以上

前（実施の制

限：法第18条の

４） 

 

 

法第18条の６第３項 
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番号 届出を必要とする場合 届出の時期 法令等条文 届出様式 

 

 

10 

 

 

揮発性有機化合物排出施設

を設置（新設、増設）しよ

うとする場合 

工事着手予定日

の60日以上前

（実施の制限：

法第17条の９） 

法第17条の５第１項 揮発性有機化合物排

出施設設置（使用、変

更）届出書 

（施行規則様式第２

の２） 

11 

新しく揮発性有機化合物排

出施設となった際既にその

施設を設置しているもの

（設置工事中を含む） 

新たに揮発性有

機化合物排出施

設となった日か

ら30日以内 

法第17条の６第１項 

12 

上記10又は11の届出をした

揮発性有機化合物排出施設

の 

１.構 造 

２.使用の方法 

３.処理の方法 

を変更しようとするとき 

変更工事着手予

定日の60日以上

前（実施の制

限：法第17条の

９） 

法第17条の７第１項 

13 

水銀排出発生施設を設置

（新設、増設）しようとす

る場合 

工事着手予定日

の60日以上前

（実施の制限：

法第18条の32） 

法第18条の28 水銀排出施設設置（使

用、変更）届出書 

（施行規則様式第３

の５） 

14 

工場・事業場に設置してあ

る施設が、法令の改正等に

より新たに水銀排出施設と

なった場合（設置の工事中

を含む） 

新たに水銀排出

施設となった日

から30日以内 

法第18条の29 

15 

上記13又は14の届出をした

水銀排出施設の 

１.構 造 

２.使用の方法 

３.処理の方法 

を変更しようとするとき 

変更工事着手予

定日の60日以上

前（実施の制

限：法第18条の

32） 

法第18条の30 

16 

ばい煙発生施設（揮発性有

機化合物排出施設、一般粉

じん発生施設、特定粉じん

発生施設、粉じん発生施設、

水銀排出施設）の届出に係

る 

１.氏名又は名称及び住所

並びに法人にあってはその

代表者の氏名 

２.工場又は事業場の名称

所在地に変更があったとき 

変更の日から30

日以内 

法第11条 

法第17条の13第２項 

法第18条の13第２項 

法第18条の31第２項 

条例第14条 

条例第22条 

氏名等（名称、住所、

所在地、）変更届出書

（施行規則様式第４）

（県要綱様式第２号） 

17 

届出を行ったばい煙発生施

設（揮発性有機化合物排出

施設、一般粉じん発生施設、

特定粉じん発生施設、水銀

排出施設）の使用を廃止し

たとき 

使用廃止の日か

ら30日以内 

法第11条 

法第17条の13第２項 

法第18条の13第２項 

法第18条の36第２項 

条例第14条 

条例第22条 

ばい煙発生施設（揮発

性有機化合物排出施

設、一般粉じん発生施

設、特定粉じん発生施

設、水銀排出施設）使

用廃止届出書、ばい煙

発生施設（粉じん発生

施設）使用廃止届出書

（施行規則様式第５）

（県要綱様式第３号） 
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番号 届出を必要とする場合 届出の時期 法令等条文 届出様式 

18 

届出をした者からそのばい

煙発生施設（揮発性有機化

合物排出施設、一般粉じん

発生施設、特定粉じん発生

施設、粉じん発生施設、水

銀排出施設）を譲り受け又

は借り受け、相続、合併な

どにより承継した場合 

承継の日から30

日以内 

法第12条 

法第17条の13第２項 

法第18条の13第２項 

法第18条の36第２項 

条例第15条 

条例第22条 

ばい煙発生施設（揮発

性有機化合物排出施

設、一般粉じん発生施

設、特定粉じん発生施

設、水銀排出施設）承

継届出書、ばい煙発生

施設（粉じん発生施

設）承継届出書 

（施行規則様式第６）

（県要綱様式第４号） 

19 

特定粉じん排出等作業を伴

う建設工事を施工しようと

する場合 

特定粉じん排

出等の作業の

開始予定日の

14日以上前（実

施の制限法第

18条の17） 

法第18条の17 特定粉じん排出等作

業実施届出書 

（施行規則様式第３

の４） 

20 

建築物等を解体し、改造し、

または補修する作業を伴う

建設工事を行う場合※１ 

工事着手前※２ 法第18条の15 石綿事前調査結果報

告システム 

（https://www.ishiw

ata-houkoku.mhlw.go

.jp/shinsei/） 

(注)総量規制に係わる部分は省略した。 

※１ 報告が必要な工事は以下のとおり（以下の要件に当てはまらなくても調査の実施は必要） 

・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル

以上であるもの 

・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円

以上であるもの 

・工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が

100万円以上であるもの 

※２ 建築物等の構造上、工事に着手する前に目視することができない箇所があった場合、着手後に目視

が可能となった時点で調査を行い、修正報告を行う。 
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３ 大気汚染防止法罰則一覧 

１ 
ばい煙に係る計画変更命令（廃止を含む。）又は改善命令（使用

の一時停止を含む。）に違反した場合 

１年以下の懲役又は100万

円以下の罰金（法第33条） 

２ 
揮発性有機化合物排出施設に係る計画変更命令又は改善命令に

違反した場合 

３ 
特定粉じん発生施設に係る計画変更命令（廃止を含む。）又は改

善命令（使用の一時停止を含む。）に違反した場合 

４ 
水銀排出施設に係る計画変更命令（廃止を含む。）又は改善命令

に違反した場合 

５ ばい煙排出者が排出基準に適合しないばい煙を排出した場合 ６月以下の懲役又は50万円

以下の罰金（法第33条の２） 

６ 

特定施設設置者が事故により多量に大気中に特定物質を排出さ

せた場合にその事故の拡大又は再発の防止のための措置命令に

違反した場合 

７ 
一般粉じん発生施設を設置している者が、基準適合命令又は使用

の一時停止命令に違反した場合 

８ 特定粉じん排出等作業に係る計画変更命令に違反した場合 

９ 
特定工事を施工する者が、特定粉じん排出等作業に係る作業基準

適合命令又は作業の一時停止命令に違反した場合 

10 

大気汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被

害が生ずる場合として政令で定める場合に、ばい煙量等の減少、

施設の使用制限などの知事の措置命令に違反した場合（緊急時の

措置命令違反） 

11 

過失による５の場合 ３月以下の禁錮又は30万円

以下の罰金（法第33条の２

第２項） 

12 
ばい煙発生施設設置届出若しくは変更届出をせず、又は虚偽の届

出をした場合 

３月以下の懲役又は30万円

以下の罰金（法第34条） 

13 
揮発性有機化合物排出施設設置届出若しくは変更届出をせず、又

は虚偽の届出をした場合 

14 燃料使用基準に従うべき命令に違反した場合 

15 
特定粉じん発生施設設置届出若しくは変更届出をせず、又は虚偽

の届出をした場合 

16 
特定粉じん排出等作業実施届出をせず、又は虚偽の届出をした場

合 

17 

届出対象特定工事を施工する者が、吹付け石綿並びに石綿を含有

する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業

について、定められた方法により行わなかった場合 

18 
水銀排出施設設置届出若しくは変更届出をせず、又は虚偽の届出

をした場合 
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19 

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設の使用届出、一般粉

じん発生施設、水銀排出施設の設置届出、変更届出、若しくは使

用届出、特定粉じん発生施設使用届出をせず、又は虚偽の届出を

した場合 

30万円以下の罰金（法第35

条） 

20 

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施

設又は、水銀排出施設の設置届出、若しくは変更届出後、期間短

縮許可を受けず60日を経過せず設置等を行った場合 

21 

ばい煙発生施設のばい煙量又はばい煙濃度、若しくは水銀排出施

設の水銀濃度の測定について、記録をせず、虚偽の記録をし、又

は記録を保存しなかった場合 

22 
解体等工事の施行者が、特定工事に該当するか否かの調査の結果

を報告せず、又は虚偽の報告をした場合 

23 
報告及び立入り検査において報告せず、又は虚偽の報告をし、若

しくは検査を拒み、妨げるなどした場合 

24 
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者が法人又は人の業務に関し、前記（１～23）に違反した場合 

行為者のほか、法人又は人

は各本条の罰金（法第36条） 

24 
氏名の変更等の届出又は承継届出若しくはばい煙の減少のため

の措置計画届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 

10万円以下の過料（法第37

条） 

25 

災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊

急に行う必要がある場合、特定粉じん排出等作業実施届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした場合 

(注)総量規則に係る部分は省略した。 

 

（県条例 大気関係罰則一覧） 

１ 
計画変更命令（廃止を含む。）又は改善命令（使用の一時停止を

含む。）に違反した場合 

１年以下の懲役又は30万円

以下の罰金（条例第95条） 

２ ばい煙排出者が排出基準に適合しないばい煙を排出した場合 ６月以下の懲役又は30万円

以下の罰金（条例第96条第１

項） 
３ 

粉じん発生施設を設置している者が、都道府県知事の基準適合命

令又は使用の一時停止命令に違反した場合 

４ 

過失による２の場合 ３月以下の禁錮又は15万円

以下の罰金（条例第96条第２

項） 

５ 
ばい煙発生施設設置届出若しくは変更届出をせず又は虚偽の届出

をした場合 

３月以下の懲役又は15万円

以下の罰金（条例第97条） 

６ 

ばい煙発生施設の使用届出、又は粉じん発生施設の設置届出、変

更届出若しくは使用届出をせず又は虚偽の届出をした場合 

15万円以下の罰金（条例第98

条） 

ばい煙発生施設の設置届出若しくは変更届出後、期間短縮許可を

受けず60日を経過せず設置等を行った場合 

７ 
報告及び立ち入り検査において報告せず又は虚偽の報告をし、若

しくは検査を拒み、妨げるなどした場合 

10万円以下の罰金（条例第99

条） 

８ 
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者が、法人又は人の業務に関し、前記（１～７）に違反した場合 

行為者のほか、法人又は人は

各本条の罰金（条例第100条） 
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第６節 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律関係   

 

1 指定地域 

 スパイクタイヤの使用を規制し、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するため、スパイク

タイヤ使用禁止に係わる指定地域が定められ規制が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スパイクタイヤの使用が規制されている地域 

                  指定地域（32市町村） 
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２ スパイクタイヤ使用禁止 

 使用禁止から除外される道路 使用禁止から除外される自動車 

法律 

① 舗装されていない道路 

② 積雪又は凍結している道路の部分 

③ その他政令で定める道路 

① 125ｃｃ以下の二輪車 

② その他政令で定める自動車 

施行令 

① トンネル内の道路 

② 橋の下の道路 

③ 雪覆工又は防砂のための施設で覆うもの

が設けられている道路の部分 

④ 道路の上空に建物が設けられている場合

又は道路と建物が一体的な構造である場合 

 の建物の下の道路の部分 

⑤ 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体

交差する下の部分 

① 消防用自動車又は警察用自動車等の緊急

自動車 

② 除雪車のうち公安委員会に届け出たもの 

③ 自衛隊が使用する大型特殊自動車で国土

交通大臣の指定した自動車 

④ 災害対策基本法又は大規模地震対策特別

措置法に規定する緊急輸送車両 

⑤ 環境大臣が交付する証明書を備えた緊急

自動車 

⑥ 身体障害者又は戦傷病者が運転している

自動車 

施 行 

規 則 

 ① 災害時に情報収集、避難勧告及び救助等

の緊急に行う用務を行う自動車 

② 警察法第２条第１項による警察の用務を

行う自動車 

③ 海上保安庁法第２条第１項による海上保

安庁の任務のうち海難救助、犯人の捜査な

どの用務を行う自動車 

 身体障害者及び戦傷病者の方にとっては、タイヤチェーンの脱着が困難であることから、本人が手帳を

携帯して運転する場合、スパイクタイヤ使用禁止から適用除外されます。（施行令第２条） 

  

スパイクタイヤの使用禁止から除外される身体障害者等 

施行令 

第２条 
関係法令 手  帳 障害の程度 

第６号 身体障害者福祉法 身体障害者手帳 
 第４号（肢体不自由）、第５号（心臓・じん臓・

呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓） 

第７号 戦傷病者特別援護法 戦傷病者手帳 

 肢体不自由の程度又は心臓・じん臓・呼吸器・

ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害が 

恩給法 

 別表第１号表の２ 特別項症から第６項症まで                                  

   第１号表の３ 第１款症から第３款症まで 
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第７節 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

    （通称：オフロード法） 

（平成 17年法律第 51 号） 

（最終改正 平成 29年 5月 31 日法律第 41号） 

 

１ 特定特殊自動車等 

（１）特定原動機 

特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される排出ガスの発散防止装置 

（２）特定特殊自動車 

道路運送車両法第二条第六項に規定する 「道路」以外の場所において用いられる 下記のもの 

    ※道路を走行するものは道路運送車両法で規制されている 

（法第 2条第 1項、施行令第 1条及び第 2条、平成 26年 1月 20日 経産国交環告第 1号） 

  特定特殊自動車 例 

1 

道路運送車両法第三条に規定する大型特殊

自動車及び小型特殊自動車 

【道路運送車両法施行規則 別表第一】 

ショベル・ローダ、フォーク・リフト、ロータリ除

雪自動車、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取

脱穀作業車、田植機 等 

2 

建設機械抵当法第二条に規定する建設機械

に該当する自動車（１に揚げるものを除く） 

【建設機械抵当法令 別表】 

トラクター、ブルドーザー、バックホウ 等 

3 連続式バケット掘削機 

4 くい打ち機及びくい抜き機 

5 アースオーガー  

6 タワークレーン 

7 ドリルジャンボ 

8 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示第１条に規定する車両 

除

外 

けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具及び下記のもの。 

一 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車（防衛大臣が排出ガスによる大気の

汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。）であって、次に掲げるもの 

イ 道路運送車両法 （昭和二十六年法律第百八十五号）第三条 に規定する大型特殊自動車 

ロ イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車  

二 ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車 

 

 

２ 使用の制限 

特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。

ただし、使用の開始前に主務大臣の検査を受け、確認証の交付を受けた場合を除く。（法第 17条） 
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 （１）基準適合表示 

  ①法第６条第１項により主務大臣が指定した型式指定特定原動機を搭載し、法第 10条第１項の型式

届出を行った型式届出特定特殊自動車であって、法第 11 条の義務を履行したもの 

  ②道路運送車両法の規定による下記いずれかの義務を履行した特定特殊自動車 

  ・自動車型式指定を受け、自動車型式指定規則第９条の義務を履行したもの 

  ・検査対象外軽自動車等の型式認定を受け、道路運送車両法施行規則第 62条の３第５項の義務を

履行したもの 

  ・型式指定一酸化炭素等発生防止装置を搭載し、道路運送車両法施行規則第 62 条の５第１項の義

務を履行したもの 

 （２）少数特例表示 

   法第 12条第３項に基づき主務大臣の承認を受けた少数生産の特定特殊自動車 

   （年間生産台数 30台まで。承認後類型台数 100 台まで。）    

 （３）確認証 

   法第 17条ただし書により主務大臣の確認を受けた特殊自動車（１台毎に検査申請が必要） 

※基準は特定原動機の定格出力が 19kW 以上 560kW未満であるものが適用される。 

  

 従来様式 追加様式 

基
準
適
合
表
示 

  

１）ガソリン・LPGを燃料とし、基準に

適合するもの  

２）軽油を燃料とし、法制定当初の基

準に適合するもの 

軽油を燃料とし、改正基準に適合するもの 

※表示の年は告示で定める年を表示する 

少
数
特
例
表
示 

   

１）ガソリン・LPG を燃料とし、少数 生

産車の基準に適合するもの 

２）軽油を燃料とし、法制定当初の少

数生産車の基準に適合するもの 

軽油を燃料とし、改正前

の基準による型式届出

特定特殊自動車等であ

った型式のもの 

軽油を燃料とし、改正基準

による型式届出特定特殊自

動車と同等の排出ガス性能

を有するもの 

※表示の年は告示で定める年を表示する 
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３ 技術基準（特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示） 

 製造年月日及び少数特例表示に係る承認年月日によって技術基準が異なる。 

 

１ （）内の光吸収係数は、黒煙の汚染の度合いを超えない値とみなすもの。（）内の光吸収係数を

超過した場合は、黒煙の測定を実施し技術基準適合の判断を行う。 

２ 軽油に係る D1～D5 の表示は、軽油を燃料とする特定原動機の定格出力に対する排出ガス規制区

分を示す。 

軽油を燃料とする特定原動機の定格出力 排出ガス規制区分 

19kW以上 37kW未満 D1 

37kW以上 56kW未満 D2 

56kW以上 75kW未満 D3 

75kW以上 130kW未満 D4 

130kW以上 560kW未満 D5 

 

 

 （１）基準適合表示及び法第 17条ただし書確認特定特殊自動車   

基準適合表示 燃料 技術基準適合判定基準 

型式届出期限 

(法第 17 条第 1 項ただし書

に係る製造等期限) 

製造期限 

(輸入車型式届出期限) 

 

ガソリン・LPG 
一酸化炭素 炭化水素  

1% 500ppm - - 

軽油 

  黒煙 光吸収係数  

D1 40% （1.62m-1） H25.9.30 

 

H27.8.31 

D2 35% （1.27m-1） H25.9.30 

 

H26.10.31 

D3 30% （1.01m-1） H24.9.30 

 

H26.3.31 

D4 
25% （0.80m-1） 

H24.9.30 

 

H25.10.31 

D5 H23.9.30 

 

H25.3.31 

 

軽油 

  黒煙 光吸収係数  

D1 

25% （0.80m-1） 

H28.9.30 

 

H29.8.31 

D2 H28.9.30 

 

H29.8.31 

D3 H27.9.30 

 

H29.8.31 

D4 H27.9.30 

 

H29.8.31 

D5 H26.9.30 

 

H28.8.31 

 

 

軽油 

   光吸収係数  

D1 

ブローバイ・ガス 

還元装置搭載 
0.50m-1 

- - 

D2 - - 

D3 - - 

D4 - - 

D5 - - 
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（２）少数特例表示特定特殊自動車（改正前の基準による型式届出特定特殊自動車） 

基準適合表示 燃料 技術基準適合判定基準 承認期限 製造上限 

 
ガソリン・LPG 

一酸化炭素 炭化水素   
- - - 100 台 

軽油 

  黒煙 光吸収係数   
D1 - - H25.9.30 

100 台 

D2 - - H25.9.30 

D3 - - H24.9.30 

D4 - - H24.9.30 

D5 - - H23.9.30 

 

軽油 

  黒煙 光吸収係数   
D1 40% （1.62m-1） H28.9.30 

100 台 

D2 35% （1.27m-1） H28.9.30 

D3 30% （1.01m-1） H27.9.30 

D4 
25% （0.80m-1） 

H27.9.30 

D5 H26.9.30 

 

軽油 

  黒煙 光吸収係数   
D1 

25% （0.80m-1） 

- 

100 台 

D2 - 

D3 - 

D4 - 

D5 - 

 

 （３）少数特例表示特定特殊自動車（型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するもの） 

 燃料 少数特例の基準 承認期限 製造上限 

 

軽油 

D1 Tier2、StageⅢA H25.9.30 

100 台 

D2 

Tier3、StageⅢA 

H25.9.30 

D3 H24.9.30 

D4 H24.9.30 

D5 H23.9.30 

 

軽油 

D1 - - - 

D2 - - - 

D3 

Interim Tier4、StageⅢB 

H27.9.30 

100 台 D4 H27.9.30 

D5 H26.9.30 

 

軽油 

D1 Tier4 - 

100 台 

D2 Tier4、StageⅢB - 
D3 

Tier4、StageⅣ 

- 
D4 - 

D5 - 

 備 考 

１ Tier2 及び Tier3 は、Code of Federal Regulations Title40 Chapter1 Part89（米国基準）に規定する基準をい

う。 

２ Stage III Aは、97/68/EC（EU基準）及びその改定指令に規定する基準をいう。 

３ Interim Tier4 及び Tier4 は、Code of Federal Regulations Title40 Chapter1 Part1039（以下「Part1039」と

いう。）に規定する基準をいう。ただし、次に該当するものは除く。 

イ Part1039 の§1039.102に記載の規定のうち、定格出力 56kW以上 560kW未満の Phase-outの基準 

ロ Part1039 の Subpart H に規定する the averaging, banking, and trading program（以下「ABT program」とい

う。）を適用したときに、ABT program の Emission credits が負数となる the family emission limit for the engine 

family の基準 

４ StageIIIB及び StageⅣは、97/68/EC及びその改定指令に規定する基準をいう。 
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４ 指針 

特定特殊自動車を使用する事業を所管する大臣は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るために

必要があると認めるときは、特定特殊自動車を業として使用する者が使用する特定特殊自動車の燃料の種

類その他の事項について必要な指針を定め、これを公表する。（法第 28 条第１項） 

【策定状況】 

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針 

（平成 18年国土交通省告示第 1152号） 

 

５ 特定特殊自動車の使用者等の罰則一覧 

１ 
基準適合表示及び少数特例表示をオフロード法の規定によらず無断で表

示又はこれと紛らわしい表示をした者 

50万円以下の罰金 

（法第40条） 

２ 
型式指定特定原動機に付すことができる表示をオフロード法の規定によ

らず無断で表示及びこれと紛らわしい表示をした者 

30万円以下の罰金 

（法第41条） 

３ 
法第17条ただし書による確認を受けず、基準適合表示又は少数特例表示

が付されていない特定特殊自動車を使用した者 

４ 技術基準適合命令に違反した者 

５ 
法第29条第２項に基づき知事が求めた報告をせず、又は虚偽の報告をし

た者 

６ 
法第30条第２項に基づく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

７ 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する特定特殊自動車に

関し、前記（１～６まで）の違法行為をしたとき、行為者のほか、法人

又は人 

各本条の罰金刑 

（法第43条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 水質汚濁防止法関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

水質汚濁防止法の体系図 

 

 

 

備考 

１ （  ）内の数字は法の条番号を表す。例えば、（3-2）は法第３条第２項。 

２ ※印は、罰則適用のある条文を表す。 

３ 図に掲げた項目以外に、無過失責任（19,20）、総量規制に係るもの、資料提出の要求等(24)、国の援助(25)、研究の推進等(26)、経

過措置(27)、事務の委任等(28)、条例との関係(29)などが定められている。 

※届出

（2-8）

（2-8）

【適用除外】

放射性物質の常
時監視（15-3）
水質状況公表
（17-2）

放射性物質の常
時監視（15-3）
水質状況公表
（17-2）

地下水

国の行政機関の長に要請
（23-3）

県に通知（23-4）

（国の行政機関）

※浄化措置命令

　（14の3-1）

　（14の3-2）

水質状況公表（17-1）

現特定事業場の協力

（14の3-3）

浄化基準

　（規則9の3-2）

環境基準（環境基本法）

　健康項目・生活環境項目

要監視項目

　（平成16部長通知）

生活排水対策推進計画策定

（14の9）（市町村長の義務）

指導・助言・勧告

（14の11）（市町村長の権限）

水質測定計画作成（16）

常時監視（15-1）

地方公共団体へ
技術・財政援助

※緊急時の

　措置命令（18）

生活排水対策重点

地域指定（14の8）

（平成元環告39）

※浸透制限有害物質を含む要件

勧告（4）

（環境大臣）

　健康項目・生活環境項目

※改善命令・浸透一時

要監視項目

　（平成16部長通知）

環境基準（環境基本法）公共用水域

（2-1）

水質測定計画作成（16）

常時監視（15-1）

水質状況公表（17-1）

　（12の3）（2-8）

特定地下浸透水

　停止命令（13の2）

　停止命令（13）

上乗せ排水基準設定

（3-3）

排水基準

（2-6）

有害物質（2-2-
1）に該当する物
質を含む水

生活排水

（2-9）

一般家庭等

（総理府令）

（5-3）

有害物質流出時の応急措置・届出
（14の2-1）

※基準遵守義務（12の4）

※定期点検・記録・保存（14）

鉱山保安法、電気事業法、海洋汚染防
止法の適用事業場又は施設（23-1）

・承継（11）

※立入検査・

※報告徴収（22）

※計画変更命令

　（8）（2-2）

（2-6）

・氏名等変更（10）

　の制限

※実施

　（9）

　（5-1,5-2,5-3）

・設置

　（7）

・構造等変更

・使用（6）

※排出の制限（12）

※自主測定・記録・保存（14）

※改善命令・排出一時

監視対象 基　準

排出水

特定事業場

特定施設

有害物質使用特定事業場

有害物質使用特定施設

知事等の権限 国の権限設置者等の責務

※応急措置命令

　（14の2-4）

※改善命令・使用一時

　停止命令（13の4）

指定物質流出事故時の応急措置・届
出（14の2-2）

油流出時の応急措置・届出（14の2-
3）

指定施設　　・　指定事業場

（2-4）　　　　　　（14の2-2）

貯油施設等　・　貯油事業場

（2-5）　　　　　　（14の2-3）

・廃止（10）

構造・使用方法基準

（規則8-2）

有害物質貯蔵指定施設
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第２章 水質汚濁防止法関係 

第１節 環境基準（環境基本法第16条） 

１ 公共用水域に係る環境基準 

(１) 各水域への環境基準の適用 

項目 

 

 

水域 

人の健康

の保護に 

関 す る 

環境基準 

生活環境の保全に関する環境基準 

ｐＨ 

ＤＯ 

大腸菌数 

ＳＳ ＢＯＤ ＣＯＤ 全窒素 全燐 
n-ヘキサン抽出 

物質（油分等） 

全亜鉛 
ＬＡＳ

ノニルフェノール 

底層 

溶存 

酸素量 

河 川 ◎ ○ 〇 ○     ○  

湖 沼 ◎ ○ 〇  ○ ○ ○  ○ ○ 

海 域 ◎ ○   ○ ○ ○ ○ ○ 〇 

備考 ◎：全公共用水域に適用される。 

〇：水域ごとに適切な類型を当てはめる。 

 

(２) 人の健康の保護に関する環境基準 

（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号・最近改正令和3年10月7日 環境省告示第62号） 

項        目 基  準  値 
カドミウム 0.003 mg/L以下 
全シアン 検出されないこと。 
鉛 0.01 mg/L以下 
六価クロム 0.02 mg/L以下 
砒素 0.01 mg/L以下 
総水銀 0.0005 mg/L以下 
アルキル水銀 検出されないこと。 
ＰＣＢ 検出されないこと。 
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 
四塩化炭素 0.002 mg/L以下 
1,2－ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 
1,1－ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 
シス－1,2－ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 
1,1,1－トリクロロエタン 1 mg/L以下 
1,1,2－トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 
トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 
1,3－ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 
チウラム 0.006 mg/L以下 
シマジン 0.003 mg/L以下 
チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 
ベンゼン 0.01 mg/L以下 
セレン 0.01 mg/L以下 
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 
ふっ素 0.8 mg/L以下 
ほう素 1 mg/L以下 
1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 

備 考 

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。 

２ 「検出されないこと」とは、規定の測定方法の定量限界を下回ることをいう。 

３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオン

の濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045に乗じ

たものの和とする。 

５ ダイオキシン類の環境基準については、第７章第２節を参照。 
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 (３) 生活環境の保全に関する環境基準 

（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号・最近改正令和３年10月７日 環境省告示第62号） 

 ア 河川（湖沼を除く。） 

  (ア) 利用目的の適応性に関する項目 

項
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

類
型 

基     準     値 

利用目的の適応性 
水素イオン
濃   度 
（ｐＨ） 

生物化学的  
酸素要求量  
（ＢＯＤ） 

浮遊物質量  
 

（ＳＳ） 

溶存酸素量  
 

（ＤＯ） 
大腸菌数 

ＡＡ 
6.5以上 
8.5以下 

1 mg/L 
以  下 

25 mg/L 
以  下 

7.5 mg/L 
以  上 

20ＣＦＵ 
/100mL以下 

自然環境保全 
水 道 １ 級 

 

 

 

 

 

Ａ 
6.5以上 
8.5以下 

2 mg/L 
以  下 

25 mg/L 
以  下 

7.5 mg/L 
以  上 

300ＣＦＵ
/100mL以下  

水 道 ２ 級 
水 産 １ 級 
水 浴 

Ｂ 
6.5以上 
8.5以下 

3 mg/L 
以  下 

25 mg/L 
以  下 

5 mg/L 
以  上 

1,000ＣＦＵ 
/100mL以下 

水 道 ３ 級 
水 産 ２ 級 

Ｃ 
6.5以上 
8.5以下 

5 mg/L 
以  下 

50 mg/L 
以  下 

5 mg/L 
以  上 

－ 
水 産 ３ 級 
工 業 用 水 １ 級 

Ｄ 
6.0以上 
8.5以下 

8 mg/L 
以  下 

100 mg/L 
以  下 

2 mg/L 
以  上 

－ 
工 業 用 水 ２ 級 
農 業 用 水  

Ｅ 
6.0以上 
8.5以下 

10 mg/L 
以  下 

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと 

2 mg/L 
以  上 

－ 
工 業 用 水 ３ 級 
環 境 保 全 

備 考 
１ 基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）  
２ 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。（湖沼もこれに準ずる） 
３ ＣＦＵ：コロニー形成単位（培地に現れたコロニー（集落）の数） 
４ 大腸菌数に係る基準値は90%水質値とする。（用語の解説ページの大腸菌を参照。湖沼、海域もこれに準ずる。） 
５ ＡＡ類型において、水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）について
は、大腸菌数100ＣＦＵ/100mL以下とする。 

６ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。（湖沼、海域もこれ  
 に準ずる。） 

（注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   2 水  道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

      〃  2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

      〃  3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

   3 水  産 1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 

      〃  2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 

           〃  3級：コイ、フナ等、β‐中腐水性水域の水産生物用 

   4 工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

      〃  2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

      〃  3級：特殊な浄水操作を行うもの 

   5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

  （イ）水生生物の生息状況の適応性に関する項目 
  項目 
 
 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基   準   値 

全亜鉛 ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル 
直鎖アルキルベンゼン 
スルホン酸及びその塩 
（ＬＡＳ） 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれら
の餌生物が生息する水域 

0.03 mg/L 
以  下 

0.001 mg/L 
以  下 

0.03 mg/L 
以  下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場
（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03 mg/L 
以  下 

0.0006 mg/L 
以  下 

0.02 mg/L 
以  下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生
物が生息する水域 

0.03 mg/L 
以  下 

0.002 mg/L 
以  下 

0.05 mg/L 
以  下 

生物特Ｂ 
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生
物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が
必要な水域 

0.03 mg/L 
以  下 

0.002 mg/L 
以  下 

0.04 mg/L 
以  下 

備 考  基準値は年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。） 
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イ 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上かつ水の滞留時間が４日間以上である人工湖） 
  （ア） 利用目的の適応性に関する項目（全窒素、全燐以外） 

項
目 

 
 
 
 
 

 
 

類
型 

基  準  値 

利用目的の適応性 
水素イオン

濃度 
（ｐＨ） 

化学的酸素 
要 求 量 
（ＣＯ
Ｄ） 

浮遊物質量 
 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 
 

（ＤＯ） 
大 腸 菌 数 

ＡＡ 
6.5以上 
8.5以下 

１mg/L 
以  下 

１mg/L 
以  下 

7.5 mg/L 
以  上 

20ＣＦＵ 
/100mL以下 

自然環境保全 
水 道 １ 級 
水 産 １ 級 

   

Ａ 
6.5以上 
8.5以下 

３mg/L 
以  下 

５mg/L 
以  下 

7.5 mg/L 
以  上 

300ＣＦＵ 
/100mL以下 

水道２，３級 
水 産 ２ 級 
水 浴 

Ｂ 
6.5以上 
8.5以下 

５mg/L 
以  下 

15 mg/L 
以  下 

５mg/L 
以  上 

－ 
水 産 ３ 級 
工業用水１級 
農 業 用 水 

Ｃ 
6.0以上 
8.5以下 

８mg/L 
以  下 

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと 

２mg/L 
以  上 

－ 
工業用水２級 
環 境 保 全 

備 考  

１ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 

２ ＡＡ類型において、水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）について

は、大腸菌数100ＣＦＵ/100mL以下とする。 

(注) １ 自然環境保全：自然探勝等の環境の保全 

  ２ 水  道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

      〃 ２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作､又は､前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの   

  ３ 水  産 １級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物利用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

     〃    ２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用 

     〃     ３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

  ４ 工業用水  １級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

     〃     ２級：薬品注入などによる高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

  ５ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩道等を含む。）において不快感を生じない限度   

 

  （イ）利用目的の適応性に関する項目（全窒素、全燐） 

項目 

類型 

基  準  値 
利用目的の適応性 

全窒素 全燐 

Ⅰ 0.1 mg/L 
以  下 

0.005 mg/L 
以  下 

自 然 環 境 保 全  

 
 

 
Ⅱ 

0.2 mg/L 
以  下 

0.01 mg/L 
以  下 

水道１、２、３級（特殊なものを除く。） 
水 産 １ 種 
水 浴 

Ⅲ 0.4 mg/L 
以  下 

0.03 mg/L 
以  下 

水道３級（特殊なもの） 

Ⅳ 
0.6 mg/L 
以  下 

0.05 mg/L 
以  下 

水 産 ２ 種 

Ⅴ １ mg/L 
以  下 

0.1 mg/L 
以  下 

水 産 ３ 種 
工 業 用 水 
農 業 用 水 
環 境 保 全 

備 考 
 １ 基準値は、年間平均とする。 
 ２ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

     水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

     水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可 

          能な特殊な浄水操作を行うものをいう。） 

   ３ 水産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用 

     水産２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

     水産３種：コイ、フナ等の水産生物用 

４ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を感じない限度 
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  （ウ）水生生物の生息状況の適応性に関する項目 

  項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基   準   値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベンゼン 

スルホン酸及びその塩 

（ＬＡＳ） 

生物Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生息する

水域 

0.03 mg/L 

以  下 

0.001 mg/L 

以  下 

0.03 mg/L 

以  下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げ

る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚

仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03 mg/L 

以  下 

0.0006 mg/L 

以  下 

0.02 mg/L 

以  下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03 mg/L 

以  下 

0.002 mg/L 

以  下 

0.05 mg/L 

以  下 

生物特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂ

の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03 mg/L 

以  下 

0.002 mg/L 

以  下 

0.04 mg/L 

以  下 

備 考   

基準値は、年間平均値とする。 

 

  （エ）水生生物の生息・再生産する場の適応性に関する項目 

  項目 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基  準  値 

底層溶存酸素量 

生物１ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の

低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

4.0 mg/L以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生

物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階にお

いて貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産で

きる場を保全・再生する水域 

3.0 mg/L以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高

い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生

物域を解消する水域 

2.0 mg/L以上 

備 考   

１ 基準値は、日間平均値とする。 

２ 底面付近で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 

 

 

 

 

 

 



 

  - 71 - 

ウ 海域 

（ア）利用目的の適応性に関する項目（全窒素、全燐以外） 

項
目 

 
 
 

類
型 

 

    基  準  値 

利用目的の適応性 水素イオン 
濃   度 
（ｐＨ） 

化学的酸素 
要求量 

（ＣＯＤ） 

溶存酸素量 
 

（ＤＯ） 
大腸菌数 

ｎ－ヘキサン 
抽出物質 
（油分等） 

Ａ 
7.8以上 

8.3以下 

２mg/L 

以  下 

7.5 mg/L 

以  上 

300ＣＦＵ 
/100mL以下 

検    出
されないこと。 

自然環境保全 
水 産 １ 級 
水 浴 

 

 

Ｂ 
7.8以上 

8.3以下 

３mg/L 

以  下 

５mg/L 

以  上 
－ 

検    出

されないこと。 

水 産 ２ 級 

工 業 用 水 

Ｃ 
7.0以上 

8.3以下 

８mg/L 

以  下 

２mg/L 

以  上 
－ － 環 境 保 全 

備 考 

 Ａ類型において、自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20ＣＦＵ/100mL以下とする。 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

     ２ 水 産 １ 級 ：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

       水 産 ２ 級 ：ボラ、ノリ等の水産生物用 

     ３ 環 境 保 全 ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 ４ ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）の定量限界は0.5 mg/L 

 

（イ）利用目的の適応性に関する項目（全窒素、全燐） 

項
目 

 

類
型 

基準値 
利用目的の適応性 

全 窒 素 全  燐 

Ⅰ 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L以下 自 然 環 境 保 全  

 
Ⅱ 0.3 mg/L以下 0.03 mg/L以下 

水 産 １ 種 
水 浴 

Ⅲ 0.6 mg/L以下 0.05 mg/L以下 水 産 ２ 種 

Ⅳ １mg/L以下 0.09 mg/L以下 
水 産 ３ 種 

生物生息環境保全 
工 業 用 水 

備 考 

 基準値は、年間平均値とする。 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２ 水 産 １種  ：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

        ２種 ：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

        ３種 ：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

   ３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 
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（ウ）水生生物の生息状況の適応性に関する項目 

  項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基   準   値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベンゼン 

スルホン酸及びその塩 

（ＬＡＳ） 

生物Ａ 水生生物の生息する水域 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L以下 0.01 mg/L以下 

生物特Ａ 

生物Aのうち水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特に保

全が必要な水域 

0.01 mg/L以下 0.0007 mg/L以下 0.006 mg/L以下 

備 考 

  基準値は、年間平均値とする。 

 

  （エ）水生生物の生息・再生産する場の適応性に関する項目 

  項目 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基  準  値 

底層溶存酸素量 

生物１ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の

低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

4.0 mg/L以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生

物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階にお

いて貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産で

きる場を保全・再生する水域 

3.0 mg/L以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高

い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生

物域を解消する水域 

2.0 mg/L以上 

備 考   

１ 基準値は、日間平均値とする。 

２ 底面付近で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 
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 (４) 要監視項目 

（ア）人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値   

     （平成16年３月31日水環境部長通知 環水企第040331003号・環水土発第040331005号、 

最近改正令和２年５月28日水・大気環境局長通知 環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号） 

項   目 指 針 値 項   目 指 針 値 

クロロホルム 0.06 mg/L以下 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L以下 

トランス－1,2－ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 イプロベンホス（IBP） 0.008 mg/L以下 

1,2-ジクロロプロパン 0.06 mg/L以下 クロルニトロフェン（CNP）   － 

ｐ－ジクロロベンゼン 0.2  mg/L以下 トルエン 0.6 mg/L以下 

イソキサチオン 0.008 mg/L以下 キシレン 0.4 mg/L以下 

ダイアジノン 0.005 mg/L以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 mg/L以下 

フェニトロチオン（MEP） 0.003 mg/L以下 ニッケル   － 

イソプロチオラン 0.04 mg/L以下 モリブテン 0.07 mg/L以下 

オキシン銅（有機銅） 0.04 mg/L以下 アンチモン 0.02 mg/L以下 

クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L以下 塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L以下 

プロピザミド 0.008 mg/L以下 エピクロロヒドリン 0.0004mg/L以下 

ＥＰＮ 0.006 mg/L以下 全マンガン 0.2   mg/L以下 

ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L以下 ウラン 0.002 mg/L以下 

  ペルフルオロオクタンスルホン酸

（PFOS）及びペルフルオロオクタ

ン酸（PFOA）※ 

0.00005 mg/L以

下（暫定） 

備 考  

 指針値は、年間平均値とする。 

 ※PFOS 及びPFOA の指針値（暫定）については、PFOS 及びPFOA の合計値とする。 

 

（イ）水生生物保全に係る要監視項目の水域類型及び指針値 

        （平成15年11月５日水環境部長通知 環水企第031105001号・環水管発第031105001号、   

最近改正平成25年３月27日水・大気環境局長通知 環水大水発第1303272号） 

 
 

項
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 

類
型 

指     針     値 

クロロホルム フェノール 
ホルムアルデ

ヒド 
4-ｔ-オクチ
ルフェノール 

アニリン 
2,4-ジクロロ
フェノール 

河川 
湖沼 

生物A 
0.7 mg/L 
以  下 

0.05 mg/L 
以  下 

1 mg/L 
以  下 

0.001 mg/L 
以  下 

0.02 mg/L 
以  下 

0.03 mg/L 
以  下 

生物特A 
0.006 mg/L 
以  下 

0.01 mg/L 
以  下 

1 mg/L 
以  下 

0.0007 mg/L 
以  下 

0.02 mg/L 
以  下 

0.003 mg/L 
以  下 

生物B 
3 mg/L 
以  下 

0.08 mg/L 
以  下 

1 mg/L 
以  下 

0.004 mg/L 
以  下 

0.02 mg/L 
以  下 

0.03 mg/L 
以  下 

生物特B 
3 mg/L 
以  下 

0.01 mg/L 
以  下 

1 mg/L 
以  下 

0.003 mg/L 
以  下 

0.02 mg/L 
以  下 

0.02 mg/L 
以  下 

海域 

生物A 
0.8 mg/L 
以  下 

2 mg/L 
以  下 

0.3 mg/L 
以  下 

0.0009 mg/L 
以  下 

0.1 mg/L 
以  下 

0.02 mg/L 
以  下 

生物特A 
0.8 mg/L 
以  下 

0.2 mg/L 
以  下 

0.03 mg/L 
以  下 

0.0004 mg/L 
以  下 

0.1 mg/L 
以  下 

0.01 mg/L 
以  下 

備 考 

  指針値は、年間平均値とする。 



 

  - 74 - 

（５）公共用水域における環境基準の達成状況の評価について 

  （平成13年５月31日環水企第92号 最近改正平成27年３月31日環水大水発第1503311・環水大土発第01503312）    

   ア ＢＯＤ、ＣＯＤ及び水生生物保全 

   （ア） ＢＯＤ、ＣＯＤ 

       類型指定された水域におけるＢＯＤ及びＣＯＤの環境基準の達成状況の年間評価については、

環境基準点において、以下の方法により求めた「75％水質値」※が当該水域が当てはめられた類型

の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。 

※75％水質値：年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×n番目

(nは日間平均値のデータ数)のデータ値をもって75％水質値とする。(0.75×nが整数でない

場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。) 

   （イ） 水生生物保全（全亜鉛、ノニルフェノール、LAS） 

当該水域の環境基準点において、年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適

合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。なお、当該水域におけ

る検出状況が、明らかに人為的原因のみならず自然的原因も考えられる場合や、河川の汽水域に

おいて海生生物が優占して生息する情報がある場合には、これらのことを踏まえて判断するこ

と。 

   （ウ） 複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基

準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。 

イ 湖沼における全窒素及び全燐 

   （ア） 当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基

準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。 

   （イ） 複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基

準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。 

   ウ 海域における全窒素及び全燐 

   （ア） 当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基

準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。 

   （イ） 複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均

値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、当該

水域が環境基準を達成しているものと判断する。 
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 （６）環境基準（生活環境項目）の類型指定状況 

ア 利用目的の適応性に関する項目 

（昭和47年4月18日県告示第558号 最近改正令和５年３月17日県告示第139号） 

水 域 

区 分 
数 

環境基準（利用目的の適応性に関する項目）の類型別指定内訳 

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

河 川 

湖 沼 

海 域 

93 

11 

15 

30 

１ 

－ 

61 

 10 

15 

1 

０ 

０ 

1 

０ 

０ 

０ 

－ 

－ 

０ 

－ 

－ 

計 117 30 85 ０ ２ ０ ０ 

（注）湖沼のうち世増ダム貯水池、綱取ダム貯水池、田瀬ダム貯水池、四十四田ダム貯水池にはＡ類型のほか
全燐のⅢ類型、御所ダム貯水池、早池峰ダム貯水池、豊沢ダム貯水池、入畑ダム貯水池には全燐のⅡ類型
が、海域は宮古湾、山田湾、船越湾、大槌湾、釜石湾（甲）、越喜来湾、大船渡湾（甲）、広田湾にＡ類型
のほか全窒素及び全燐のⅡ類型が指定されている。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※北上川本流については、松川合流点から北上川橋までの間ｐＨに関する基準を適用しない。 
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イ 水生生物の生息状況の適応性に関する項目 

（国関係：平成18年６月30日環境省告示第93号） 

（県関係：平成22年３月31日県告示第309号 最近改正令和５年３月17日県告示第140号） 

水 域 

区 分 
数 

環境基準（水生生物の生息状況の適応性に関する項目）の類型別指定内訳 

生物Ａ 生物特Ａ 生物Ｂ 生物特Ｂ 

河 川 

湖 沼 

海 域 

74 

11 

０ 

74 

11 

０ 

０ 

 ０ 

０ 

０ 

０ 

－ 

０ 

０ 

－ 

計 85 85 ０ ０ ０ 
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（７）公共用水域の水質の測定方法 

（昭和46年12月28日環境庁告示第59号、最近改正令和５年３月13日号外環境省告示第６号） 

項  目 測  定  方  法 報告下限値 

カドミウム JIS K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法  0.0003 mg/L 
全シアン JIS K0102の38.1.2（JIS K0102の38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定め 

る方法、JIS K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、JIS K0102の38.1.2及び38.5に 
定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について） 
付表1に掲げる方法 

※0.1 mg/L 

鉛 JIS K0102の54に定める方法 0.002 mg/L 
六価クロム JIS K0102の65.2（65.2.2 及び 65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の１か

ら３までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から３までに定めるところによる。） 
１  JIS K0102の65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収セ
ルを用いること。 
２  JIS K0102の65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合（65の備考11
の b）による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するよ
うに六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70～120％であること
を確認すること。 
３  JIS K0102の65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合  ２に定め
るところによるほか、JIS K0170－７の７の a）又は b）に定める操作を行うこと。 

0.01 mg/L 

砒素 JIS K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法 0.002 mg/L 
総水銀 付表２に掲げる方法 ※0.0005 mg/L 
アルキル水銀 付表３に掲げる方法 ※0.0005 mg/L 
ＰＣＢ 付表４に掲げる方法 ※0.0005 mg/L 
ジクロロメタン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 0.002 mg/L 
四塩化炭素 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法  0.0002 mg/L 
1,2－ジクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 0.0004 mg/L 
1,1－ジクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 0.002  mg/L 
シス－1,2－ジクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 0.002  mg/L 
1,1,1－トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法  0.0005 mg/L 
1,1,2－トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法  0.0006 mg/L 
トリクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法  0.001  mg/L 
テトラクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法  0.0005 mg/L 
1,3－ジクロロプロペン JIS K0125の5.1、5.2、又は5.3.1に定める方法 0.0002 mg/L 
チウラム 付表５に掲げる方法 0.0006 mg/L 
シマジン 付表６の第１又は第２に掲げる方法 0.0003 mg/L 
チオベンカルブ 付表６の第１又は第２に掲げる方法 0.002  mg/L 
ベンゼン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法  0.001  mg/L 
セレン JIS K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 0.002  mg/L 
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 硝酸性窒素にあってはJIS K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方

法、亜硝酸性窒素にあってはJIS K0102の43.1に定める方法 
硝酸性窒素0.1 mg/L 
亜硝酸性窒素0.1 mg/L 

ふっ素 JIS K0102の34.1(JIS K0102の34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質と
してハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっ
ては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム
10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用
い、JIS K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法
又はJIS K0102の34.1.1ｃ）（注（2）第三文及びJIS K0102の34の備考１を除く。）に
定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないこ
とを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び付表７に掲げる
方法 

0.1 mg/L 

ほう素 JIS K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 0.1 mg/L 
1,4－ジオキサン 付表８に掲げる方法 0.005 mg/L 
水素イオン濃度（pH） JIS K0102の12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置※※によ

りこれと同程度の計測結果が得られる方法 
 

生物化学的酸素要求量(BOD) JIS K0102の21に定める方法 ※0.5 mg/L 
浮遊物質量（SS） 付表９に掲げる方法 ※１  mg/L 
溶存酸素量（DO） JIS K0102の32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監

視測定装置※※によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 
※0.5 mg/L 

大腸菌数 付表10に掲げる方法 ※１ CFU/100mL 
化学的酸素要求量（COD） （湖沼）JIS K0102の17に定める方法 

（海域）JIS K0102の17に定める方法(ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうち
ノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法)  

※0.5 mg/L 

ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）  付表14に掲げる方法 ※0.5 mg/L 

全窒素 
（湖沼）JIS K0102の45.2、45.3、45.4 又は45.6（JIS K0102の45 の備考３を除
く。）に定める方法 
（海域）JIS K0102の45.4又は45.6に定める方法. 

※0.05 mg/L 

全燐 （湖沼）JIS K0102の46.3（JIS K0102の46 の備考９を除く。）に定める方法 
（海域）JIS K0102の46.3(JIS K0102の45 の備考３を除く。)に定める方法 

※0.003 mg/L 

全亜鉛 JIS K0102の53に定める方法  ※0.001 g/L 

ノニルフェノール 付表11に掲げる方法 ※0.00006 mg/L 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（ＬＡＳ） 付表12に掲げる方法 ※0.0006 mg/L 

底層溶存酸素量 JIS K0102の32に定める方法又は付表13に掲げる方法 0.5 mg/L 

備 考  ※印は国で指定、※※は用語の解説ページを参照 
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２ 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

（平成９年３月13日 環境庁告示第10号、最近改正令和３年10月７日 環境省告示第63号） 

項   目 基 準 値 測  定  方  法 

カドミウム 0.003mg/L以下 JIS K0102の55.2､55.3又は55.4に定める方法 

全シアン 検出されないこと。 JIS K0102の38.1.2（JIS K0102 の 38 の備考 11 を除く。以下同じ。） 及び 38.2 

に定める方法 、 JIS K0102の38.1.2 及び 38.3 に定める方法 、JIS K0102 の
38.1.2 及び 38.5 に定める方法 又は昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号（水質
汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表１に掲げる

方法 

鉛 0.01mg/L以下 JIS K0102の54に定める方法 

六価クロム 

0.02mg/L以下 

JIS K0102の65.2（65.2.2 及び 65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の１
から３までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から３までに定めるところによ
る。） 

１  JIS K0102の65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収
セルを用いること。 
２  JIS K0102の65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合（65の備考

11の b）による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加す
るように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70～120％であ
ることを確認すること。 

３  JIS K0102の65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合  
２に定めるところによるほか、JIS K0170－７の７のa）又はb）に定める操作を行
うこと。 

砒素 0.01mg/L以下 JIS K0102の61.2､61.3又は61.4に定める方法 

総水銀 0.0005mg/L以下 公共用水域告示付表２に掲げる方法 

アルキル水銀 検出されないこと。 公共用水域告示付表３に掲げる方法 

ＰＣＢ 検出されないこと。 公共用水域告示付表４に掲げる方法 

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 JIS K0125の5.1､5.2又は5.3.2に定める方法 

四塩化炭素 0.002mg/L以下 JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

クロロエチレン（別名塩化ビニ

ル又は塩化ビニルモノマー） 

0.002mg/L以下 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 

1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L以下 JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1又は5.3.2に定める方法 

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 JIS K0125の5.1､5.2又は5.3.2に定める方法 

1,2－ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 シス体にあってはJIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっ
ては、JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 

1,1,1－トリクロロエタン 1mg/L以下 JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006mg/L以下 JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

1,3－ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 

チウラム 0.006mg/L以下 公共用水域告示付表５に掲げる方法 

シマジン 0.003mg/L以下 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ 0.02mg/L以下 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

ベンゼン 0.01mg/L以下 JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

セレン 0.01mg/L以下 JIS K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 

硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 

10mg/L以下 
 

硝酸性窒素にあってはJIS K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方
法、亜硝酸性窒素にあってはJIS K0102の43.1に定める方法 

ふっ素 0.8mg/L以下 
 

JIS K0102の34.1(JIS K0102の34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質
としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合に
あっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナト

リウム10gを溶かした溶液とグリセリン250ｍLを混合し、水を加えて1,000mLとした
ものを用い、JIS K0170-6の6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追記する。）
に定める方法又はJIS K0102の34.1.1ｃ）（注（2）第三文及びJIS K0102の34の備考

１を除く。）に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質
が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及
び公共用水域告示付表７に掲げる方法 

ほう素 1mg/L以下 JIS K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 

1,4－ジオキサン 0.05mg/L以下 公共用水域告示付表８に掲げる方法 

備 考 
  1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

  2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることを
いう。 

  3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係

数0.2259を乗じたものとJIS K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算数0.3045を乗じたものの和とする。 
    4  1,2-ジクロロエチレンの濃度は、JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度とJIS K0125の5.1、5.2又は、5.3.1に

より測定されたトランス体の濃度の和とする。 

 ※ 地下水に関する要監視項目及び指針値は、第２章第１節１（４）（ア）の公共用水域に関する要監視項目及び指針値のうち、トランス-
1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーの項目を除いたものである。 
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第２節 排水基準等 

 １ 有害物質に係る排水基準及び特定地下浸透水が有害物質を含む要件 

 排水基準（法第３条第２項）（昭和46年６月21日総理府令第35号別表第１ 最近改正令和６年１月25日省令４） 

     （条例第23条第２項）（平成13年規則第140号別表第９ 最近改正予定令和６年３月） 

 有害物質を含む要件（法第８条、第12条の３）（平成元年８月21日環告39 最近改正令和６年２月５日環告４） 

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度 有害物質を含む要件 

カドミウム及びその化合物 カドミウム 0.03  mg/L  0.001    mg/L 

シアン化合物 シアン    1     mg/L 0.1      mg/L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチ

ルジメトン及びＥＰＮに限る） 

      1     mg/L 0.1      mg/L 

 

鉛及びその化合物 鉛        0.1  mg/L 0.005    mg/L 

六価クロム化合物 六価クロム 0.2  mg/L 0.01    mg/L 

砒素及びその化合物 砒素      0.1  mg/L 0.005    mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀     0.005 mg/L 0.0005   mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005   mg/L 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L 0.0005   mg/L 

トリクロロエチレン 0.1  mg/L 0.002    mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1  mg/L 0.0005   mg/L 

ジクロロメタン 0.2  mg/L 0.002    mg/L 

四塩化炭素  0.02  mg/L 0.0002   mg/L 

1,2－ジクロロエタン  0.04  mg/L 0.0004   mg/L 

1,1－ジクロロエチレン 1    mg/L 0.002    mg/L 

1,2－ジクロロエチレン シス体    0.4  mg/L シス体にあっては0.004 mg/L 
トランス体にあっては
0.004mg/L 

1,1,1－トリクロロエタン 3    mg/L 0.0005   mg/L 

1,1,2－トリクロロエタン  0.06  mg/L 0.0006   mg/L 

1,3－ジクロロプロペン  0.02  mg/L 0.0002   mg/L 

チウラム  0.06  mg/L 0.0006   mg/L 

シマジン  0.03  mg/L 0.0003   mg/L 

チオベンカルブ 0.2   mg/L 0.002    mg/L 

ベンゼン 0.1   mg/L 0.001    mg/L 

セレン及びその化合物 セレン   0.1   mg/L 0.002    mg/L 

ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出さ

れるもの   ほう素10 mg/L 
海域に排出されるもの 
     ほう素230  mg/L 

 0.2      mg/L 

ふっ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出さ
れるもの   ふっ素８ mg/L 
海域に排出されるもの 

     ふっ素15 mg/L 

0.2      mg/L 

 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物 

アンモニア性窒素に0.4を乗じた
もの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒

素の合計量     100 mg/L 

アンモニア又はアンモニウム
化合物にあってはアンモニア

性窒素0.7mg/L、亜硝酸化合物
にあっては亜硝酸性窒素
0.2mg/L、硝酸化合物にあって

は硝酸性窒素0.2mg/L 

塩化ビニルモノマー ― 0.0002   mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L  0.005    mg/L 

備 考 １ 「検出されないこと」とは、府令第２条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出量の汚

染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

    ２ 砒素及びその化合物についての排出基準は政令一部改正施行（昭和49.12.１）の際現に湧出して

いる温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

    ３ 「有害物質を含む要件」に該当する特定地下浸透水を地下に浸透させてはならない。 

    ４ 六価クロムは電気めっき業のみ暫定排水基準0.5mg/Lが令和６年４月１日から３年間適用される。 
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ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準              （令和７年６月30日まで） 

有害物質の種類 業 種 そ の 他 の 区 分 許 容 限 度 

ほう素及びその化合物 

（単位 ほう素の量に関

して、１リットルにつき

１ミリグラム） 

ほうろう鉄器製造業（海域以外の公共用水域に排出水を排出

するものに限る。） 
40  

電気めっき業（海域以外の公共用水域に排出水を排出するも

のに限る。） 
30 

下水道業（旅館業（温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第

2条第1項に規定するものをいう。）以下同じ。）を利用する

ものに限る。）に属する特定事業場から排出される水を受け

入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出す

るものであって、一定の条件に該当するものに限る。） 

40 

金属鉱業（海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに

限る。） 
100 

旅館業（１リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を

利用するものに限る。） 
300 

旅館業（１リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉

を利用するものに限る。） 
500 

ふっ素及びその化合物 

（単位 ふっ素の量に関

して、１リットルにつき

ミリグラム） 

ほうろう鉄器製造業（海域以外の公共用水域に排出水を排出

するものに限る。） 
12 

電気めっき業（１日当たりの平均的な排出水の量が50立方メ

ートル以上であり、海域以外の公共用水域に排出水を排出す

るものに限る。） 

15 

旅館業（水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363

号。以下「改正政令」という。）の施行の際現に湧出してい

なかった温泉を利用するものであって、１日当たりの平均的

な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外

の公共用水域に排出水を排出するものに限る。） 

15 

 

電気めっき業（１日当たりの平均的な排出水の量が50立方メ

ートル未満であるものに限る。） 
40 

旅館業（温泉（自然に湧出しているもの（掘削により湧出さ

せたものを除く。以下同じ。）を除く。以下この欄において

同じ。）を利用するものであって１日当たりの平均的な排出

水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行

の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。） 

30 

旅館業（温泉（自然に湧出しているものに限る。以下この欄

において同じ。）を利用するものであって１日当たりの平均

的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政

令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。） 

50 

アンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物

及び硝酸化合物（単位 

アンモニア性窒素に0.4 

を乗じたもの、亜硝酸性

窒素及び硝酸性窒素の合

畜産農業（水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）

別表第１第１号の二ロに掲げる施設を有するものに限

る。）  

300 

畜産農業（水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）

別表第１第１号の二イに掲げる施設を有するものに限

る。）  

400 
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計量に関して、１リット

ルにつきミリグラム） 

ジルコニウム化合物製造業 350 

モリブデン化合物製造業 1,300 

バナジウム化合物製造業 1,650 

貴金属製造・再生業 2,800 

※ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が10 を

超えることをいう。 

ΣＣｉ・Ｑｉ／Ｑ 

この式において、Ｃｉ、Ｑｉ及びＱは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｃｉ  当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及び

その化合物による汚染状態の通常の値（単位ほう素の量に関して、１リットルにつきミリグラム） 

Ｑｉ  当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量

（単位１日につき立方メートル） 

Ｑ   当該下水道から排出される排出水の通常の量（単位１日につき立方メートル） 

※ほう素及びその化合物の下水道業及び旅館業、ふっ素及びその化合物の旅館業における適用期間は、当分

の間。 
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２ 生活環境に係る排水基準 

     （法第３条第２項）（昭和46年6月21日総理府令第35号別表第２ 最近改正令和６年１月25日省令４） 

     （条例第23条第２項）（平成13年規則第140号別表第10 最近改正予定令和６年３月） 

項       目 単位 許  容  限  度 

水素イオン濃度〔ｐＨ〕 

（水素指数） 

－ 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上 

8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 

生物化学的酸素要求量〔ＢＯＤ〕 

（河川等に排水する場合適用） 

mg/L 160（日間平均120） 

化学的酸素要求量〔ＣＯＤ〕 

（湖沼、海域に排水する場合適用） 

〃 160（  〃   120） 

浮遊物質量〔ＳＳ〕 〃 200（  〃  150） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（鉱油類含有量） 

〃  ５  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（動植物油脂類含有量） 

〃  30 

フェノール類含有量 〃  ５ 

銅含有量 〃  ３ 

亜鉛含有量 〃  ２ 

溶解性鉄含有量 〃 10 

溶解性マンガン含有量 〃 10 

クロム含有量 〃  ２ 

大腸菌群数 

大腸菌数 

個／cm3 

CFU／mL 

日間平均3,000 

日間平均800 

窒素含有量 mg/L 120（日間平均60） 

燐含有量 〃 16（ 〃  ８） 

備 考 １ 「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

   ２ この表に掲げる排水基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に

係る排出水について適用する。 

    ３ 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱

業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

    ４ 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量について

の排水基準は、政令一部改正施行（昭和49.12.１）の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場

に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

    ５ 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適

用し、化学的酸素要求量についての排出基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

    ６ 窒素含有量についての排出基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼と

して環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水

の塩素イオン含有量が１リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定

める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

    ７ 燐含有量についての排水基準は燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として

環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定め

る海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。  

   ８ 項目「大腸菌群数」は令和７年３月31日まで。令和７年４月１日より「大腸菌数」を適用する予定。 
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 窒素・燐に係る暫定排水基準（海域関係）                （令和10年９月30日まで） 

項   目 業         種 許  容  限  度 

窒素含有量 
（単位１リット

ルにつき１ミリ

グラム） 

天然ガス鉱業 160（日間平均  150） 

畜産農業（面積が50ｍ²以上の豚房施設を有するものに限る。） 130（日間平均  110） 

酸化コバルト製造業 200（日間平均   100） 

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 4,100（日間平均 3,100） 

燐含有量 
（単位１リット

ルにつき１ミリ

グラム） 

畜産農業（面積が50ｍ²以上の豚房施設を有するものに限る。） 22（日間平均   18） 

 

亜鉛含有量に係る暫定排水基準                      （令和６年12月10日まで） 

項           目 業  種 許  容  限  度 

亜鉛含有量 

（単位１リットルにつき 

１ミリグラム） 

 

電気めっき業 ４ 
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 参考
（１）窒素含有量又は燐含有量の排水基準が適用される湖沼とその流域
　　　　（昭和60.5.30環境庁告示第27号）

窒素 燐
1 高松池 ○
2 綱取ダム貯水池 ○
3 御所ダム貯水池 ○
4 四十四田ダム貯水池 ○
5 外山ダム貯水池 ○
6 豊沢ダム貯水池（豊沢湖） ○
7 入畑ダム貯水池 ○
8 滝ダム貯水池 ○
9 古川沼 ○ ○
10 一方井ダム貯水池 ○
11 岩洞ダム貯水池（岩洞湖） ○
12 山王海ダム貯水池 ○
13 煙山ダム貯水池 ○
14 葛丸ダム貯水池 ○ ○
15 田瀬ダム貯水池 ○
16 湯田ダム貯水池（錦秋湖） ○
17 千貫石ダム貯水池 ○
　　　　　　（千貫石ため池）

18 胆沢ダム貯水池 ○
19 瀬月内ダム貯水池 ○
20 遠野ダム貯水池 ○ ○
21 日向ダム貯水池 ○ ○
22 鶯宿ダム貯水他 ○
23 外桝沢ダム貯水池 ○
24 矢櫃ダム貯水他 ○
25 レン滝ダム貯水池 ○
26 荒沢一号ダム貯水他 ○
27 〃　三　　〃 ○
28 〃　二　　〃 ○
29 衣川三号ダム貯水池 ○
30 衣川一号ダム(増沢)貯水池 ○
31 衣川二号ダム貯水池 ○
32 雪谷川防災ダム貯水池 ○
33 綾里川ダム貯水池 ○
34 早池峰ダム貯水池 ○
35 根石ダム貯水池 ○
36 相川ダム貯水池 ○
37 普代ダム貯水池 ○
38 大野ダム貯水池 ○
39 大志田ダム貯水池 ○
40 世増ダム貯水池（岩手県側） ○
　 世増ダム貯水池（青森県側） ○ ○
41 金越沢ダム貯水池 ○ 海域に係る窒素と燐の排水基準が適用される地域

燐の排水基準適用対象湖沼地域

窒素と燐の排水基準適用対象湖沼地域

（２）窒素含有量及び燐含有量についての排水基準に係る

　　海域を定める件（平成5.8.27環境庁告示第67号）

名称

備考 

湖沼の名称
適用項目

範囲
岩手県宮古市閉伊崎北端と同市姉ヶ崎東端を結ぶ線

及び陸岸により囲まれた海域

岩手県釜石市鎧島先端と同市鷲ノ巣崎を結ぶ線及び

陸岸により囲まれた海域

岩手県釜石市御箱崎と上閉伊郡大槌町野島鮫鼻を結

ぶ線、同島南端から236度に引いた線及び陸岸により

囲まれた海域

船越湾

岩手県上閉伊郡大槌町野島鮫鼻から18度に引いた

線、同島南端から236度に引いた線及び陸岸により囲

まれた海域

山田湾

岩手県宮古市根滝三角点（北緯39度31分17秒東経142

度3分40秒）と下閉伊郡山田町小根が崎を結ぶ線及び

陸岸により囲まれた海域

岩手県大船渡港湾口防波堤両先端を結ぶ線、同防波

堤及び陸岸により囲まれた海域

気仙沼湾

岩手県気仙郡三陸町大塩崎と同町脚崎を結ぶ線及び

陸岸により囲まれた海域越喜来湾

大槌湾

広田湾

釜石湾

宮古湾

大船渡湾

　海域の範囲又は位置は、平成５年10月１日における行政区画そ

の他の区域又は陸岸、防波堤その他のものによって表示されたも

のとする。

岩手県陸前高田広田崎南端と宮城県本吉郡唐桑町字

高石浜396番地東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた

海域

宮城県本吉郡唐桑町上鮪立278番地西端と気仙沼市恵

比寿鼻を結ぶ線、同市龍舞崎と同市岩井崎を結ぶ線

及び陸岸により囲まれた海域
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３ 上乗せ排水基準 
 （法第３条第３項・第４項）  
 （水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例昭和48年3月30日条例第31号、最近改正昭和54年条例24） 

  〔項目の単位はｐＨ以外 mg/L〕 

規

制

水

域 

日

平

均

排

水

量 

          項  目 

 

 

 
工場・事業場 
の区分 
（施設は政令別表 
第１の号番号） 

水素イオ
ン濃度 
（ｐＨ） 

 
 

 
(海域に
排出さ
れるも
の） 

生物化学的 
酸素要求量 
（ＢＯＤ） 
（河川等に
排出される
もの） 

化学的酸素 
要求量 

（ＣＯＤ） 
（湖沼、海
域に排出さ
れるもの） 

化学的酸素 
要求量 

（ＣＯＤ） 
（河川等に
排出される
もの） 

浮遊物質量 
（ＳＳ） 

ノルマル
ヘキサン
抽出物質
含有量
（動植物
油脂類
含有量） 

ノルマル
ヘキサン
抽出物質
含有量
（鉱油類
含有量） 

フェノ 
ール類 
含有量 

銅
含
有
量 

法に定め
る生活環
境に係る
一律排水
基準値の
適用 

最大 日間平均 最大 日間平均 最大 日間平均 最大 日間平均 最大 最大 最大 最大 

新 
 

井 
 

田 
 

川 
 

河 
 

口 
 

水 
 

域 

5 0

㎥

以

上 

第２号から第18号まで掲げる施設

（第10号の蒸留酒・混成酒製造業

用を除く。）を設置するもの 

－ 150 120 － － － － 150 120 10 － － － 

左 

記 

項 

目 

以 

外 

全 

部 

第10号施設で蒸留酒・混成酒製造

業用を設置するもの 
－ － － － － － － 150 120 － － － － 

第23号施設を設置するもの － － － － － － － 110 90 － － － － 

第24号施設を設置するもの － － － － － － － 60 50 － － － － 

第61号及び第63号（金属製品製造

業に限る。）施設を設置するもの 
－ － － － － － － 40 30 － － － － 

第62号施設を設置するもの － － － － － － － 40 30 － － － － 

第64号（ガス供給業に限る。）施設

を設置するもの。 
－ 30 20 － － － － － － － － 1 － 

第69号施設を設置するもの。 － 80 60 － － － － － － － － － － 

第72号施設を設置するもの。 － 40 30 － － － － 80 60 － － － － 

各号（第１号（鉱業に係る部分に限る。以下同

じ。）、第１号の２、第60号及び第74号を除く。）

施設のうち前各項の施設以外を設置するもの 

－ 60 50 － － － － 80 60 － － 1 － 

5 0
㎥
未
満 

第72号施設を設置するもの － 40 30 － － － － 80 60 － － － － 

全

て 

第１号及び第60号施設を設置する

もの 
－ － － － － － － － － － － － － 全部 

釜 
 

石 
 

湾 
 

水 
 

域 

4 0

㎥

以

上 

下水道整備地域に各号の施設を設

置するもの 
5.8以上 

8.6以下 
25 20 25 20 － － 90 70 － 2 1 － 

 
 
 
 
 

左 
 

記 
 

項 
 

目 
 

以 
 

外 
 

全 
 

部 

下
水
道
整
備
地
域
以
外
の
地
域
に
所
在
す
る
も
の 

第１号施設を設置するも

の 

5.8以上 

8.6以下 
－ － － － － － 120 100 － － － 0.2 

第２号から第18号までの

施設を設置するもの 

5.8以上 

8.6以下 
－ － 120 100 － － 120 100 － － － － 

第61号の施設を設置する

もの 

5.8以上 

8.6以下 
－ － 20 15 20 15 50 40 － 2 1 － 

第72号の施設を設置する

もの 

5.8以上 

8.6以下 
40 30 40 30 － － 90 70 － － － － 

第73号の施設を設置する

もの 

5.8以上 

8.6以下 
25 20 25 20 － － 90 70 － 2 1 － 

各号（第１号の２、第60

号及び第74号を除く。）

施設のうち前各項の施設

以外を設置するもの 

5.8以上 

8.6以下 
50 40 50 40 － － 90 70 － 2 1 － 

4 0

㎥

未

満 

下水道整備地域に第１号、第72号

及び第60号の施設を設置 

5.8以上 

8.6以下 
25 20 25 20 － － 90 70 － 2 1 － 

下水道整備地域

以外の地域に所

在するもの 

第１号施設を

設置するもの 

5.8以上 

8.6以下 
－ － － － － － 120 100 － － － 0.2 

第72号施設を

設置するもの 

5.8以上 

8.6以下 
40 30 40 30 － － 90 70 － － － － 

全

て 

下水道整備地域

以外の地域に所

在するもの 

第60号施設

を設置する

もの 

5.8以上 

8.6以下 
－ － － － － － － － － － － － 全部 

・政令別表第1の業種名、施設名は「第３節 特定施設等 １ 法の特定施設」を参照 

 

 



                                        －   － 86 

備考１ 新井田川河口水域について 

 (1)「新井田川河口水域」とは、相坂川河口左岸（青森県上北郡おいらせ町宇新田18の４番４号地先）から鮫   

   岬北端（青森県八戸市大字鮫町字小舟渡手10番地先）に至る陸岸の地先海域に流入する公共用水域のうち 

   岩手県の区域をいう。 

 (2) 72号に掲げる施設を設置する工場又は事業場に係る排出水については、１日当たりの平均的な排出水の 

   量が50m3未満の場合についても、この表に掲げる上乗せ排水基準のほか、水質汚濁防止法第３条第１項 

   の規定により定められた排水基準（以下「法第３条第１項の排水基準」という｡）を適用する。   

  (3) 第１号又は第60号に掲げる施設を設置する工場又は事業場に係る排出水については、１日当たりの平均 

     的な排出水の量が50m3未満の場合についても、法第３条第１項の排水基準を適用する。 

  (4) 一の工場又は事業場が同時に２以上の業種に属し、又は２以上の施設を設置する場合において、これら 

   の業種又は施設につき異なる許容限度の上乗せ排水基準又は法第３条第１項の排水基準が定められてい  

   るときは、これらの基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。 

  (5) 第１第74号に掲げる施設を設置する事業場に係る排出水については、当該事業場を当該事業場に汚水又 

   は廃液を排出する工場又は事業場の属する業種に属するものとみなし、当該工場又は事業場に係る上乗せ 

     排水基準又は法第３条第１項の排水基準を適用する。この場合において、汚水又は廃液を排出する工場又 

     は事業場が属する業種又は設置する施設につき異なる許容限度の上乗せ排水基準又は法第３条第１項の 

排水基準が定められているときは、備考１(4)の規定を準用する。 

 

                                             

 

 

 

備考２ 釜石湾水域について 
(1) ｢釜石湾水域」とは、釜石市箱崎町第４ 

   地割75番の３地先オイデ崎と釜石市大  
   字平田第８地割 117番の１地先尾崎を結 
   んだ直線及び陸岸により囲まれた海域 
   並びに水海川並びにこれらに流入する 
   公共用水域をいう。 

(2) 「下水道整備地域」とは、下水道法  
   （昭和33年法律第79号）第２条第８号   
   に規定する処理区域をいう。 
  (3) この表に掲げる上乗せ排水基準及び法第 
   ３条第１項の排水基準は、１日当たりの  
   平均的な排出水の量が40㎥以上である工 
   場又は事業場に係る排出水について適用 
   する。ただし、第１第１号、第60号又は 
   第72号に掲げる施設を設置する工場又は 
   事業場に係る排出水については、１日当 
   たりの平均的な排出水の量が40㎥未満の 
   場合についても適用する。 

(4) 第61号に掲げる施設を設置する工場又は 
   事業場に係る排出水については、海域及 
   び湖沼以外の公共用水域に排出する場合 
   についても、化学的酸素要求量について 
   の上乗せ排水基準を適用する。 

(5) 備考１の（4）及び（5）の規定は、釜 
   石湾水域に係る工場又は事業場に係る排 
   出水について準用する。 
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４ 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 

（昭和49年９月30日環境庁告示第64号 最近改正令和６年２月５日号外環境省告示第４号） 

項   目 測  定  方  法 

カドミウム及びその化合物 JIS K0102の55に定める方法（ただし、JIS K0102の55.1に定める方法にあってはJIS 

K0102の55の備考１に定める操作を行うものとする。） 

シアン化合物 JIS K0102の38.1.2（JIS K0102の38の備考11を除く。以下同じ。）及び38・2に定める

方法、JIS K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、JIS K0102の38.1.2及び38.5に定め

る方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以

下「公共用水域告示」という。）付表１に掲げる方法 

有機燐化合物 付表１に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPN にあってはJIS 

K0102の31.1に定める方法（ガスクロマトグラフ法を除く。）、メチルジメトンにあっ

ては付表２に掲げる方法 

鉛及びその化合物 JIS K0102の54に定める方法（ただし、54.1に定める方法にあってはJIS K0102の54の

備考１に定める操作を、JIS K0102の54.3に定める方法にあってはJIS K0102の52の備

考９に定める操作を行うものとする。） 

六価クロム化合物 JIS K0102-3の24.3.1に定める方法（着色している試料又は六価クロムを還元する物

質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、JIS K0102-3の24.3.3.4及びJIS 

K0102-3の24.2に定める方法）又はJIS K0102-3の24.3.2に定める方法（ただし、塩分

の濃度の高い試料を検定する場合にあっては、JIS K0170-7の7 のａ)又はｂ)に定め

る操作を行うものとする。） 

砒素及びその化合物 JIS K0102の61に定める方法 

水銀及びアルキル水銀その他の水

銀化合物 

公共用水域告示付表２に掲げる方法 

アルキル水銀化合物 公共用水域告示付表３に掲げる方法及び付表３に掲げる方法 

ポリ塩化ビフェニル JIS K0093に定める方法又は告示付表４に掲げる方法 

トリクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法 

テトラクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法 

ジクロロメタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

四塩化炭素 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法 

1,2－ジクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

1,1－ジクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

シス－1,2－ジクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

1,1,1－トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法 

1,1,2－トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法 

1,3－ジクロロプロペン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

チウラム 公共用水域告示付表５に掲げる方法（ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、

固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。） 

シマジン 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法（ただし、前処理における試料の

量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。） 

チオベンカルブ 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法（ただし、前処理における試料の

量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。） 

ベンゼン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.2に定める方法 

セレン及びその化合物 JIS K0102の67に定める方法 

ほう素およびその化合物 JIS K0102の47に定める方法 
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ふっ素及びその化合物 JIS K0102の34.1（JIS K0102の34の備考1を除く。）、34.2若しくは34.4（妨害となる

物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場

合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、

りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250

ミリリットルを混合し、水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い、JIS K0170-6

の6 図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又はJIS K0102

の34.1.1 c）（注(2)第三文及びJIS K0102の34の備考１を除く。）に定める方法及び告

示付表７に掲げる方法 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜

硝酸化合物及び硝酸化合物 

アンモニア又はアンモニウム化合物にあってはJIS K0102の42.2、42.3、42.5、42.6

又は42.7に定める方法（ただし、42.2、42.6又は42.7に定める方法により測定する場

合において、JIS K0102の42.1 c）の蒸留操作を行うときは、JIS K0102の42の備考２

及び備考３に規定する方法を除く。）により検定されたアンモニウムイオンの濃度に

換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあっ

てはJIS K0102の43.1に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数

0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあってはJIS K0102

の43.2.5又は43.2.6に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数

0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法(ただし、亜硝酸化合物及び硝酸化合

物にあっては、当該方法に代えてJIS K0102の43.2.1(c)12)及びc)13)の式中「－C×

1.348」を除く。)又は43.2.3(c)7)及びc)8)を除く。）に定める方法により検定された

亜硝酸イオン及び硝酸イオンの合計の硝酸イオン相当濃度に換算係数0.2259を乗じ

て亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を検出する方法とすることができる。） 

1,4－ジオキサン 公共用水域告示付表８に掲げる方法 

水素イオン濃度 JIS K0102の12.1に定める方法 

生物化学的酸素要求量 JIS K0102の21に定める方法 

化学的酸素要求量 JIS K0102の17に定める方法 

浮遊物質量 公共用水域告示付表９に掲げる方法 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 付表４に掲げる方法 

フェノール類含有量 JIS K0102の28.1（JIS K0102の28の備考2及び備考3並びにJIS K0102の28.1.3のただ

し書以降を除く。）に定める方法 

銅含有量 JIS K0102の52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法 

亜鉛含有量 JIS K0102の53に定める方法 

溶解性鉄含有量 JIS K0102の57.2、57.3又は57.4に定める方法 

溶解性マンガン含有量 JIS K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法 

クロム含有量 JIS K0102の65.1に定める方法 

大腸菌群数 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年(／厚生省／建設省／令第１号)に規定

する方法 

窒素含有量 JIS K0102の45.1、45.2又は45.6（JIS K0102の45の備考３を除く。）に定める方法 

燐含有量 JIS K0102の46.3（JIS K0102の46の備考９を除く。）に定める方法 
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５ 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定方法等 （法第14条、規則第９条）（条例第89条） 

項 目 内    容 

測定項目 排出水については、排水基準（上乗せ排水基準を含む。）が定められている事項のうち、排水口

ごとに届け出られている項目。特定地下浸透水については、届け出られている有害物質。 

測定頻度  １年に１回以上。ただし、旅館業（温泉を利用するものに限る。）からの排出水のうち、一部項

目（砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含

有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量並びにクロム含有量）については３年

に１回以上。 

測定時期 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取。 

測定方法 排出水については、「環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める件」（昭和49年９月30

日環境庁告示第64号）による。特定地下浸透水については、「水質汚濁防止法施行規則第６条の２

に基づき環境庁長官が定める検定方法」（平成元年８月21日環境庁告示第39号）による。  

外部に分析を依頼する場合は計量証明事業者に委託することが望ましい。 

記録・保存 省令様式第８又は県規則様式第17号に記録し、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又

は計量証明書とともに３年間保存。なお、計量証明書を保存する場合は、様式第８又は様式第17

号への転記を要しない。 
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第３節 特定施設等 

１ 法の特定施設 

     （法第２条第２項）（令第１条・別表第１（昭和46政令第188号） 最近改正令和元年政令44号） 

令別表の 

号 番 号 
施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

１ 

 

 

 
イ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロ 

 

 

 

 

 
ハ 

 

 

 
ニ 

 

鉱業又は水洗炭業の用に供するものであって、

次に掲げるもの 
 
選鉱施設  

【採掘した鉱石（石炭、亜炭、石油および天然

ガスを除く。）の選別、品位向上のための処理を

行う湿式の施設のうち、金属鉱物の処理におけ

る重液選鉱機、比重選鉱機および浮遊選鉱機な

らびに非金属鉱物の処理における水を使用する

篩分施設 

 （注）粘土鉱業の用に供する選鉱施設の概念

は、水洗式分別機を含む。】 

選炭施設 

【採掘した石炭または亜炭（原炭）および水洗

炭業におけるぼたの選別、品位向上等の処理を

行う施設のうち、石炭または亜炭（原炭）の処

理における重液洗炭機およびジグ、浮遊洗炭機

ならびにぼたの処理における水洗施設】 

坑水中和沈でん施設  

【鉱物の採掘にともなって坑口より排出される

坑水の処理を行う施設のうち、中和装置および

沈殿処理施設（沈殿のみを行うものを含む。）】 

掘削用の泥水分離施設 

【石油（可燃性天然ガスを含む。）坑を屈削する

際使用する循環泥水から捨石を分離除去する装

置のうち、シェルシェーカー、デサンダー、デ

シルターおよび泥だめ】 

051 金属鉱業  

052 石炭・亜炭鉱業  

053 原油・天然ガス鉱業  

055 窯業原料用鉱物鉱業  

059 その他の鉱業  

 
（注）非鉄金属の精錬および

精製に係る事業場は鉱業法お

よび鉱山保安法の適用を受け

るものであっても、本法によ

る特定施設に関しては非鉄金

属製造業として、令別表第2

第62号によるものとする  

 

  



  - 91 - 

令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

1の2 

 

 

 
イ 

 
ロ 

 
ハ 

畜産農業又はサービス業の用に供する施設で

あって、次に掲げるもの 
 
豚房施設（豚房の総面積が50m2未満の事業場に

係るものを除く。） 

牛房施設（牛房の総面積が200m2未満の事業場

に係るものを除く。） 

馬房施設（馬房の総面積が500m2未満の事業場

に係るものを除く。） 

012 畜産農業 
0134 畜産サービス業 
741 獣医業 
8032 競馬場 
8035 競馬きゅう舎 
805 公園、遊園地 
8041 乗馬クラブ 
8711 農業協同組合 
812～814 小学校～高等学          

校、中等教育学校 
816 農業大学校等 
8214 動物園等 
711 自然科学研究所 
973 動物検疫所  

昭和47.10.1政

令に追加。 

２ 

 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 
 
 
 
ハ 

畜産食料品製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【肉製品製造業における解凍槽、脱血施設およ

び塩づけ槽ならびに食鳥処理加工業における放

血施設および湯づけ施設】 
洗浄施設（洗びん施設を含む。） 
【食鳥処理加工業における体洗浄機ならびに乳

製品製造業における洗びん機、洗缶機および自

動洗浄機】 
湯煮施設 
【畜肉製品製造業における湯煮槽】 

091 畜産食料品製造業   

３ 
 

 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 
 
 
 
 
 
ハ 
 
 

水産食料品製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
水産動物原料処理施設 
【水産動物の頭、内臓、骨等を処理する解体処

理機、冷凍品の解凍を行う解凍槽（マナイタ、

包丁等の器具類を除く。）】 
洗浄施設 
【原料を水づけまたは水洗により洗浄する施設

のうち、寒天製造業における水づけ槽および注

水により凍結寒天を解凍する解凍装置ならびに

水産ねり製品製造業または冷凍および生すり身

製造業における魚肉洗浄機および水晒タンク】 
脱水施設 
【脱水または脱汁を行う施設のうち、寒天製造

業、すり身製造業または水産ねり製品製造業に

おける遠心分離機、スクリュープレスおよび圧

搾施設】 

092 水産食料品製造業  
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

 ニ 
 
 
ホ 

ろ過施設 
【寒天製造業における煮熟後の原料寒天を各種

フィルターを用いてろ過する施設 
湯煮施設 
【原料を湯煮により加熱処理する施設 
（蒸煮施設を除く。）】 

  

４ 

 
 
 
イ 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 
 
 
 
 
ハ 
 
 
ニ 

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業

の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【果実の剥皮、身割、除核、または野菜の剥皮

を行う施設（剥皮機、身割機器等） 
アスパラガス缶詰製造業におけるりん片除去

機、みかん缶詰製造業における酸またはアルカ

リ処理施設、もも缶詰製造業におけるスティー

ムブランチャーおよびマッシュポテト製造業に

おけるプレッシャースティーマー】 
洗浄施設 
【原料に付着する土砂、農薬、微生物等を水洗

除去（噴射によるものを含む）する施設および

塩蔵原料の脱塩または脱臭を行うための水洗施

設】 
圧搾施設 
【野菜つけ物製造業における塩蔵原料の脱水を

目的とする圧搾機】 
湯煮施設 
【果実かん詰製造業におけるブランチャーなら

びにマッシュポテト製造業におけるプレクッカ

ーおよびクッカー】 

093 野菜缶詰・果実缶詰・

農業保存食料品製造業

の業種のうち、ジュース

原液製造業（10号に該当

する。）を除いたものお

よびマッシュポテト製

造業 

 

５ 

 
 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
 
 
ハ 

みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン

酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供

する施設であって、次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【トマトケチャップ製造業におけるパルパー及

びフィニッシャー】 
洗浄施設 
【しょう油、食酢またはソース製造業における

洗びん機、マヨネーズ製造業における洗卵機、

みそ製造業における米または大豆の洗浄機およ

びしょう油製造業におけるろ布の洗濯機】 
湯煮施設  
【みそ製造業における浸せき後の原料大豆を湯

煮する施設】 

094 調味料製造業のうち

0949（その他の調味料

製造業）を除いたもの  

 



  - 93 - 

令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

 ニ 
 
 
 
 
ホ 
 
 
 
ヘ 

濃縮施設 
【加熱減圧等による濃縮施設のうち、グルタミ

ン酸ソーダ製造業における母液の真空濃縮機な

らびにトマトソース製造業における濃縮釜およ

び真空濃縮機】 
精製施設 
【グルタミン酸ソーダ製造業における活性炭、

活性白土、イオン交換樹脂等を使用する精製分

離施設】 
ろ過施設 
【グルタミン酸ソーダ製造業におけるフィルタ

ーにより固体と液体に分離する施設】 

  

６ 
 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設  

【調質工程前のウォッシャー】 
0962 小麦粉製造業   

７ 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
 
ハ 
 
 
ニ 
 
ホ 

砂糖製造業の用に供する施設であって、次に

掲げるもの 
 
原料処理施設 
【てん菜糖製造業における糖液浸出施設（ディ

ヒュージョンタワー）】 
洗浄施設（流送施設を含む。） 
【てん菜糖製造業における原料てん菜貯留槽か

らてん菜洗浄機までの流送施設およびてん菜洗

浄施設】 
ろ過施設 
【各種フィルターを用いて溶液と固体とを分離

する施設】 
分離施設 
【遠心分離機】 
精製施設 
【イオン交換樹脂、粒状炭吸着塔、活性炭混和

槽および骨炭塔】 

095 糖類製造業のうち0953
（ぶどう等、水あめ、

異性化糖製造業）を除

いたもの  

 

８ 

 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用

に供する粗製あんの沈でんそう 
【あん汁を攪拌、自然沈降によりあんと上澄液

を分離する施設（あん汁または上澄液の濃縮水

洗分離を行うノズル型セパレーターを含む。）】 

097 パン・菓子製造業の 
  うち0974（米菓製造業、 
  9号に該当する）を除い 
  たもの 
0994 製あん業 

 

９ 

 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗

米機 
【原料米を洗浄する施設（動力を使用するもの

に限る。）】 

0974 米菓製造業 
0999 他に分離されない食 
   料品製造業のうち、 
   こうじ製造業および 
   種こうじ製造業 

 



  - 94 - 

令別表の 
号 番 号 施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

10 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
 
ハ 
 
 
ニ 
 
ホ 
 
ヘ 

飲料製造業の用に供する施設であって、次に

掲げるもの 
 
原料処理施設 
【蒸りゅう酒製造業における原料糖みつの清澄

施設】 
洗浄施設（洗びん施設を含む。） 
【清涼飲料、ビールまたはジュース製造業にお

ける洗びん施設ならびに清酒製造業における洗

米機および洗びん施設】 
搾汁施設 
【ジュース製造業におけるジュースエキストラ

クター】 
ろ過施設 
【清酒製造業におけるろ過施設】 
湯煮施設 
【３のホと同じ】 
蒸留施設  
【蒸留酒または飲用アルコール製造業における

蒸留施設】 

101 清涼飲料製造業 
102 酒類製造業 
103 茶・コーヒー製造業 
  （清涼飲料を除く。） 
093 野菜缶詰・果実缶詰・ 
   農産保存食料品製造 
   業）のうちジュース原 
   液製造業 

 

11 

 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 
 
 
ハ 
 
 
 
ニ 
 
 
ホ 

動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供

する施設であって、次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【魚粉食料製造業における原料貯蔵施設および

羽毛粉飼料製造業における羽毛を高圧加熱処理

する圧力釜】 
洗浄施設 
【原料を洗浄する施設（動力を使用するものに

限る。）】 
圧搾施設 
【魚粉食料製造業における煮熟した魚体等を圧

搾して魚汁または魚油とケーキに分離する施

設】 
真空濃縮施設 
【フィッシュソリュブルの製造における真空濃

縮施設】 
水洗式脱臭施設 
【油かすまたはフィッシュミールの製造過程に

おいて発生する悪臭を水洗式により除去する施

設】 

1061 配合飼料製造業のう

ち動物性原料を使用す

る飼料の製造業  
1062 単体飼育製造業のう

ち動物性原料を使用す

る飼料の製造業  
1063 有機質肥料製造業 

 

12 

 
 
 

イ 

動植物油脂製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【動物油脂製造業における動物原料煮沸施設】 

098 動植物油脂製造業  
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

 

ロ 
 
 
ハ 
 
 
ニ 

洗浄施設 
【脱酸のためのアルカリ処理後の油脂を温湯で

洗浄する施設】 
圧搾施設 
【原料を煮沸後圧縮して煮汁と煮かすに分離す

る施設】 
分離施設 
【動物油脂製造業における遠心分離機、抽出お

よび静置分離機】 

  

13 

 
 
 
イ 
 
ロ 
 
ハ 

イースト製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【原料糖みつの清澄機】 
洗浄施設 
【菌体分離後のクリーム洗浄施設】 
分離施設 
【菌体分離のための遠心分離機】 

0999 他に分類されない食

料品製造業のうちイー

スト製造業 

 

14 

 
 
 
イ 
 
ロ 
 
 
ハ 
 
 
 
 
 
ニ 

でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する

施設であって、次に掲げるもの 
 
原料浸せき施設 
【コーンスターチ製造業における亜硫酸浸漬槽】 
洗浄施設（流送施設を含む。） 
【原料いもの洗浄機および原料を貯蔵庫から洗

浄機まで流送する施設】 
分離施設 
【脱汁機、デカンター、ふるい分機ノズルセパ

レーター、すり込み沈殿槽、寄せ込み沈殿槽、

テーブルならびにコーンスターチ製造業におけ

る洗浄濃縮機、遠心分離機およびオリバーフィ

ルター】 
渋だめ及びこれに類する施設 
【濃厚汁液貯留池および土肉だめ】 

0991 でん粉製造業 
1699 他に分類されない化

学工業製品製造業の

うちデキストリン製

造業（化工でん粉製造

業を含む。） 

 

15 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
ハ 

ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施

設であって、次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【原料でん粉乳液そう、動力ふるい機、遠心分

離機およびオリバーフィルター】 
ろ過施設 
【７のハと同じ】 
精製施設 
【イオン交換樹脂塔】 

0953 ぶどう糖、水あめ・ 
異性化糖製造業  
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

16 
 麺類製造業の用に供する湯煮施設  

【生めんのゆで釜】 
0992 めん類製造業  

17 
 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 

【原料豆（粉砕されたものを含む）を煮沸する

施設】 

0993 豆腐・油揚製造業 
0996 そう（惣）菜製造業の

うち煮豆製造業 

 

18 
 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽

出施設 
【コーヒーの成分を抽出する施設】 

1032 コーヒー製造業のう

ちインスタントコーヒ

ー製造業 

 

18の2 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
ハ 

冷凍調理食品製造業の用に供する施設であっ

て、次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
 【解凍施設、切割処理施設、剥皮機、身割機、

プレッシャースティーマーおよびカッター】 
湯煮施設  
 【原料を湯煮により加熱処理する施設 】 
洗浄施設   
【原料を水づけ又は水洗により洗浄する施設お

よび施設又は機器を洗浄する施設】 

0995 冷凍調理食品製造業 昭和57.1.1政
令に追加。 

18の3 

 
 
 
イ 
ロ 

たばこ製造業の用に供する施設であって、次

に掲げるもの 
 
水洗式脱臭施設 
洗浄施設 

105  たばこ製造業  昭和57.1.1政
令に追加。 

19 

 
 
 
イ 
ロ 
 
 
 
ハ 
 
ニ 
 
 
 
 
 
ホ 
 
 
へ 
 

紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業

の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
 
まゆ湯煮施設 
副蚕処理施設 
【生糸を繰り終わった後のくず繭または薄皮を

熱湯に浸せきし、鉄櫛で削り、繭層部分と蛹を

分離する施設】 
原料浸せき施設 
【原料を浸せき、煮沸または水洗する施設】 
精錬機及び精錬そう 
【天然繊維中の不純物、製造工程中の糸または

布に付着した油分等を除去するためカ性ソー

ダ、ソーダ灰および助剤としてのアニオンまた

は非イオン系界面活性剤を使用して煮沸蒸解す

る施設】 
シルケット機 
【原皮に光沢と染着性を付与するため原皮をア

ルカリ液に浸せきし、脱液する施設】 
漂白機及び漂白そう 
【繊維中の色素を漂白剤を用いて脱色する施設】 

11 繊維工業の業種から 
    20号の業種を除いたもの  
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令別表の 
号 番 号 施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

 ト 
 
 
チ 
 
 
リ 

染色施設 
【染色槽、染色機、図柄、印捺施設、不要の染

料、糊等を洗い落とす施設】 
薬液浸透施設 
【織物の樹脂加工施設および各種薬剤または糊

剤を使用して仕上げを行う施設】 
のり抜き施設 

  

20 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 

洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げ

るもの 
 
洗毛施設 
【羊毛またはその他の獣毛を各種洗剤を用いて

洗毛する施設（再洗機を含む。）】 
洗化炭施設 
【羊毛またはその他の獣毛を洗毛、かつ、化炭

（不純物を希硫酸に浸し、炭粉にして払い落と

すこと。）する施設】 

1116 毛紡績業のうち洗毛を

行うもの 
1156 整毛業 

 

21 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
 
ハ 

化学繊維製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
湿式紡糸施設 
【紡糸原液を凝固浴中に吐出して繊維を形成す

るための施設】 
リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 
【アルカリで蒸煮したリンターを薬液で処理し

精製する施設および紡糸後の繊維を薬液で処理

して精練する施設】 
原料回収施設 
【レーヨン製造業におけるカ性ソーダおよび二

硫化炭素の回収装置、ナイロンまたはアクリル

繊維製造業における未反応モノマーの洗浄装置

ならびにポリエステル繊維製造業におけるエス

テル交換時のメタノール、エチレン、グリコー

ルおよびテレフタル酸の回収装置】 

1112 化学繊維製造業  

21の2 
 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供す

る湿式バーカー 
【高圧水を使用する木材皮剥機】 

1211 一般製材業 

1213 木材チップ製造業 

昭和57.1.1政

令に追加。 

21の3 
 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 

【単板に接着剤を塗布する接着機を洗浄する施

設】 

1222 合板製造業  

 

昭和57.1.1政

令に追加。 

21の4 

 
 
 
イ 
 
ロ 

パーティクルボード製造業の用に供する施設

であって、次に掲げるもの 
 
湿式バーカー 
【高圧水を使用する木材皮剥機】 
接着機洗浄施設 
【木片に接着剤を塗布する接着機を洗浄する施

設】 

1225 パーティクルボード

製造業 

昭和57.1.1政

令に追加。 
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令別表の 
号 番 号 施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

22 

 
 
 
イ 
 
ロ 

木材薬品処理業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
湿式バーカー 
【高圧水を使用する木材皮剥機】 
薬液浸透施設 
【薬液加工浸透、薬液木口圧入等により防腐剤

を木材に浸透させる設備】 

1291 木材薬品処理業  

23 

 
 
 
イ 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 
 
ハ 
 
ニ 
 
 
ホ 
ヘ 
 
 
 
 
ト 
 
 
チ 
 
 
リ 
 
 
ヌ 
 
 
ル 
 
 

パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供す

る施設であって、次に掲げるもの 
 
原料浸せき施設 
【冷ソーダ法CGP製造用チップ浸せき施設、古

紙処理施設のうちの故紙解離施設（パルパー

等）、セロファン製造施設のうちのパルプのカ性

ソーダ浸せき施設、バルカナイズドファイバー

製造施設のうちの塩化亜鉛溶液浸せき施設およ

びこうぞまたはみつまたの黒皮を剥離するため

の水づけ施設】 
湿式バーカー 
【22のイと同じ】 
砕木機  
【木材を破砕する施設（RGP製造施設含む。）】 
蒸解施設 
【木材その他の原料に係るチップ等を蒸煮する

施設】 
蒸解廃液濃縮施設 
チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 
【チップに付着する泥等を洗浄するための水槽

または加圧放水装置および蒸解後のパルプを洗

浄する施設ならびに上記の洗浄施設に付属する

スクリュープレスおよびディスクプレス】 
漂白施設 
【漂白塔、漂白槽、およびそれらに付属する洗

浄施設】 
抄紙施設（抄造施設を含む。） 
【パルプマシンおよびウエットマシン（乾燥工

程以降の施設を除く。）】 
セロハン製膜施設 
【セロハン膜の製造に係る施設（乾燥工程以降

の施設を除く。）】 
湿式繊維板成型施設 
【水を使用して製造する繊維板の製造に係るホ

ットプレス】 
廃ガス洗浄施設 
【製造工程中に排出される不要ガス中の有害ガ

ス、粉じん等を水等を使用して除去する施設】 

14 パルプ・紙・紙加工品製

造業 
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号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

23の2 

 
 
 
イ 
ロ 

新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供

する施設であって、次に掲げるもの 
 
自動式フイルム現像洗浄施設 
自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設 
【感光膜付印刷版（PS版）の現像および洗浄施

設であって、現像および洗浄の操作を全て自動

式で行うもの】 

151 印刷業 
152 製版業 
413 新聞業 
414 出版業 

昭和57.1.1政
令に追加。 

24 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
 
 
ハ 
 
 
 
ニ 
 
ホ 

化学肥料製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
ろ過施設 
【薬品処理後の燐鉱石から燐酸を分解した後の

粗石膏をフィルターを用いて水洗精製する施設】 
分離施設 
【アンモニア肥料製造業における原料ガス中の

炭酸ガスをペトロコーク法により除去するため

に循環使用する脱炭酸ガス溶液から不純物を除

去する施設】 
水洗式破砕施設 
【熔成燐肥製造業において溶融した鉱石に水を

加え急速に冷却することにより砂状の製品とす

るための施設】 
廃ガス洗浄施設 
【23のルと同じ】 
湿式集じん施設 
【水を使用して粉じんを除去する施設】 

161 化学肥料製造業  

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［削除］ ［削除］ 水銀による環

境の汚染の防

止の関する法

律施行令（平成

29年８月16日
施行）附則によ

る改正 

26 

 
 
 
イ 

無機顔料製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
洗浄施設 
【顔料または中間原料の洗浄施設】 

1622 無機顔料製造業  
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施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

 ロ 
 
 
 
ハ 
 
ニ 
 
ホ 

ろ過施設 
【酸化チタン製造業におけるオリバーフィルタ

ーおよびリーフィルターならびに群青製造業に

おけるフィルタープレス】 
カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分

離機【遠心力により物質を分解する施設】 
群青製造施設のうち、水洗式分別施設 
【群青製造業における水ひ槽】  
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 

  

27 

 
 
 
 
イ 
ロ 
ハ 
ニ 
 
ホ 
 
 
へ 
ト 
 
 
 
チ 
 
リ 
ヌ 
ル 

前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品

製造業の用に供する施設であって、次に掲げ

るもの 
 
ろ過施設【７のハと同じ】 
遠心分離機【26のハと同じ】 
硫酸製造施設のうち亜硫酸ガス冷却洗浄施設 
活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄

施設 
無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 
【粗製活性炭を塩酸で洗浄するための洗浄槽ま

たは粗製二硫化炭素を水洗する洗浄槽】  
青酸製造施設のうち、反応施設 
よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 
【樹脂法よう素製造施設のうちの吸着塔および

よう素銅法よう素製造施設のうちのドルシック

ナー】 
海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 
【水酸化マグネシウムを沈殿させるシックナー】 
バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 
湿式集じん施設【24のホと同じ】  

162 無機化学工業品製造業

の業種（25号および26号
を除き、無機農薬原体製

造業（原体と製剤が同一

である場合を含む。）を含

む。） 

 

28 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
ハ 
 
ニ 
ホ 
ヘ 

カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に

供する施設であって、次に掲げるもの 
 
湿式アセチレンガス発生施設 
【カーバイトに水を加えアセチレンガスを発生

させる施設】 
酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸

留施設 
ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチル

アルコール蒸留施設  
アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設  
塩化ビニルモノマー洗浄施設 
クロロプレンモノマー洗浄施設 

1632 脂肪族系中間物製造

業のうちの塩化ビニル

モノマーまたはアセチ

レン法によるプロロプ

レンモノマー製造業 
1635 プラスチック製造業

のうちのポリビニルア

ルコール製造業（エチ

レン酢酸ビニルモノマ

ーを原料とするものに

限る。）およびアセチレ

ン製造業（カーバイト

を原料にするものに限

る。） 
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

29 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
ハ 

コールタール製品製造業の用に供する施設で

あって、次に掲げるもの 
 
ベンゼン類硫酸洗浄施設 
【ベンゼン等芳香族油を硫酸に直接接触させて

洗浄する施設】 
静置分離器 
【コールタール製品製造工程中で油と水を分離

する施設】 
タール酸ソーダ硫酸分解施設 
【タール酸ソーダ水溶液を硫酸に接触させてタ

ール酸と硫酸ソーダ水溶液を分離する施設】 

1639 その他の有機化学工

業製品製造業のうちコ

ールタール製品製造業 

 

30 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
ハ 
 
 
ニ 

発酵工業の用に供する施設であって、次に掲

げるもの  
 
原料処理施設 
【原料の洗浄、蒸煮から発酵槽へ仕込み前まで

の工程における施設】 
蒸留施設 
【アルコール発酵法によるアセトン等の蒸留施

設】 
遠心分離機 
【発酵槽から取り出したものから水溶液を分離

するための遠心分離機（26のハと同じ）】 
ろ過施設 
【７のハと同じ】 

1633 発酵工業ただし、 
   第5号、第10号及び第 
   15号の業種を除く。 

 

31 

 
 
 
イ 
 
ロ 
ハ 

メタン誘導品製造業の用に供する施設であっ

て、次に掲げるもの 
 
メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設の

うち、蒸留施設  
ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設  
フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過

施設 

1639 その他の有機化学工 
   業品製造業のうち 
   メタン誘導品製造業 

 

32 

 
 
 
イ 
ロ 
 
 
 
ハ 
ニ 

有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する

施設であって、次に掲げるもの 
 
ろ過施設【７のハと同じ】 
顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施

設 
【反応によって生成された物質から水その他の

液体を用いて不要成分を洗い流す施設】 
遠心分離機【26のハと同じ】 
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 

1634 環式中間物・合成染

料・有機顔料製造業の

うち有機顔料製造業お

よび合成染料製造業

（原料として用いられ

る環式中間部角製造業

を除く。） 
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令別表の 
号 番 号 施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

33 

 
 
 
イ 
 
 
 
 
ロ 
 
 
ハ 
ニ 
 
 
ホ 
 
 
 
ヘ 
ト 
 
チ 
リ 
ヌ 

合成樹脂製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
縮合反応施設 
【フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、

不飽和ポリエステル樹脂等を製造するため縮合

反応工程において使用する反応釜およびコンデ

ンサー】 
洗浄施設 
【不純物、付着物を取り除くため中間製品を水

で洗浄する施設（直接水冷式の押出機を含む。）】 
遠心分離機【26のハと同じ】 
静置分離機 
【液液分離または固液分離に使用するデカンタ

ー】 
弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及

び蒸留施設 
【塩化水素ガスを除去するための洗浄塔および

精製工程における蒸留塔】 
ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設 
中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設

のうち、溶剤回収施設 
ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 
湿式集じん施設【24のホと同じ】 

1635 プラスチック製造業 旧分類2037が
1735に変更さ

れる。（平成14
年） 

34 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
ハ 
 
 
ニ 
ホ 

合成ゴム製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
ろ過施設 
【７のハと同じ（凝固工程または洗浄工程で用

いる振動篩型の分類施設を含む。）】 
脱水施設 
【蒸留またはろ過以外の方法により脱水する施

設】 
水洗施設 
【SBR製造施設における水洗タンク等重合物を

水洗する施設】 
ラテツクス濃縮施設 
スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジ

エンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設の

うち、静置分離器 

1636 合成ゴム製造業 旧分類2038が
1736に変更さ

れる。（平成14
年） 
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

35 

 
 
 
イ 
 
ロ 
 
 
ハ 

有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であっ

て、次に掲げるもの 
 
蒸留施設  
【精製工程において使用する蒸留施設】 
分離施設 
【遠心分離機等の反応により精製された物質か

ら汚水を分離する施設】 
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 

1639 その他の有機化学工

業製品製造業のうちの

天然ゴムまたは各種合

成ゴムの品質改良加工

に使用する有機合成化

合物の製造業 

 

36 

 
 
 
イ 
 
 
 
 
ロ 
 
 
 
ハ 

合成洗剤製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
廃酸分離施設 
【ABSの原料であるアルキルベンゼン、アルコ

ールまたはアルコールの酸化エチレン縮合物を

スルホン化または硫酸化する際における過剰の

硫酸を水で洗浄分離する施設】 
廃ガス洗浄施設 
【23のルと同じ（硫酸ミスト、廃ガス等を捕集

するミストセパレーター、アシドスクラバー、

アルカリスクラバー、コットレル）】 
湿式集じん施設【24のホと同じ】  

1642 石けん・合成洗剤製造

業の業種のうちの家庭

用または工業用合成洗

剤製造業 

 

37 

 
 
 
イ 
ロ 
 
 
 
ハ 
ニ 
 
ホ 
 
 
ヘ 
 
ト 
 
チ 
 
リ 
 
 
ヌ 

前６号に掲げる事業以外の石油化学工業の用

に供する施設であって、次に掲げるもの 
 
洗浄施設【33のロと同じ】 
分離施設 
【気液分離、液液分離または固液分離に使用す

る蒸留塔、抽出設備等の水分を分離する施設（ハ

の施設を除く。）】 
ろ過施設【７のハと同じ】 
アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及

び蒸留施設 
アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、

テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設

のうち、蒸留施設 
アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアル

カリによる処理施設 
イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留

施設及び硫酸濃縮施設 
エチレンオキサイド又はエチレングリコールの

製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設 
２―エチルヘキシルアルコール又はイソブチル

アルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及

び蒸留施設 
シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアル

カリによる処理施設 

1631 石油化学系基礎製品

製造業（一貫して製造

される誘導品を含む。） 
1632 脂肪族系中間物製造

業（脂肪族系溶剤を含

む。）のうちの石油化学

系製品製造業 
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

 ル 
 
ヲ 
 
 
ワ 
 
カ 
 
ヨ 
 
タ 

トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の

製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設 
ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はア

ルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸

留施設 
プロピレンオキサイド又はプロピレングリコー

ルのけん化器 
メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝

縮施設 
メチルメタアクリレートモノマー製造施設のう

ち、反応施設及びメチルアルコール回収施設 
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 

  

38 

 
 
 
イ 
 
ロ 

石けん製造業の用に供する施設であって、次

に掲げるもの 
 
原料精製施設 
【原料油中の不純物の沈降、吸着施設】 
塩析施設 
【アルカリ塩析、食塩塩析または仕上塩析を行

う施設】 

1642 石けん・合成洗剤製造

業の業種のうちの浴用

石けん、洗濯石けんま

たはその他の用途の製

造業 

 

38の2 
 界面活性剤製造業の用に供する反応施設

（1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗

浄装置を有しないものを除く。） 

 平成25.5.25政
令に追加 

39 

 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 

硬化油製造業の用に供する施設であって、次

に掲げるもの 
 
脱酸施設 
【遊離脂肪酸を除去するためアルカリで中和

し、生じた石けん（フーツ）を除去する施設およ

びそれを温水で洗浄する施設】 
脱臭施設 
【白土処理後の硬化油の脱臭を行うための真空

脱臭缶】 

1641 脂肪酸・硬化油・グリ

セリン製造業のうちの

工業用または食用の硬

化油製造業 

 

40 

 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設 
【脱色単蒸留、高純度品を得るための分別蒸留

等のための蒸留塔】 

1641 脂肪酸・硬化油・グリ

セリン製造業のうちの

脂肪酸製造業および精

製脂肪酸製造業 
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施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

41 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 

香料製造業の用に供する施設であって、次に

掲げるもの 
 
洗浄施設 
【不純物の除去のための工程中の香料を洗浄す

る施設】 
抽出施設 
【動植物原料から香料の成分を溶媒により抽出

する施設】 

1693 香料製造業  

42 

 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 
ハ 

ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施

設であって、次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【写真用のゼラチンの製造に用いる塩酸槽なら

びに写真用以外の用途のゼラチンおよびにかわ

の製造に用いる酸づけ槽】 
石灰づけ施設 
洗浄施設 
【水洗施設および水づけ施設】 

1694 ゼラチン・接着剤製造

業の業種のうちのゼラ

チンまたはにかわ製造

業 

 

43 

 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄

施設 
【感光乳剤の感光度の向上のため可溶性の塩類

を溶出する水洗施設】 

1695 写真感光材料製造業  

44 

 
 
 
イ 
 
ロ 

天然樹脂製品製造業の用に供する施設であっ

て、次に掲げるもの 
 
原料処理施設 
【ステックラックを洗浄し、脱水する施設】 
脱水施設  
【白ラックの製造のための脱水施設】 

1696 天然樹脂製品・木材化

学製品製造業の業種の

うちの天然樹脂製品製

造業  

 

45 

 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留

施設 
【フルフラールを含む水蒸気を粗留するストリ

ッパー】 

1696（天然樹脂製品・木材化

学製品製造業）の業種

のうちの木材化学製品

製造業 
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46 

 
 
 
 
イ 
 
ロ 
 
ハ 
ニ 

第28号から前号までに掲げる事業以外の有機

化学工業製品製造業の用に供する施設であっ

て、次に掲げるもの  
 
水洗施設 
【副生不純物を水で洗い流す施設】 
ろ過施設 
【７のハと同じ】 
ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 
廃ガス洗浄施設 
【23のルと同じ】 

28号から45号までの種類以

外の有機化学工業製品の製

造業（合成染料、有機顔料の

原料として用いられる環式

中間物、フタル酸系可塑剤、

脂肪酸系可塑剤、人工甘味剤

等の製造業、アシリン、ベタ

ノコトール、ドビアス酸、無

水マイレン酸等の製造業お

よび有機農薬原体製造業(原
体と製剤が同一である場合

を含む。) 

 

47 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
ハ 
ニ 
 
 
 
 
 
ホ 

医薬品製造業の用に供する施設であって、次

に掲げるもの 
 
動物原料処理施設 
【動物原料を磨砕、破砕浸せき、湯煮または蒸

煮する施設】 
ろ過施設【７のハと同じ】 
分離施設【35のロと同じ】 
混合施設 
【令第２条の各号に掲げる物質（以下「有害物

質」という。）を含有する医薬品原料を混合する

施設（稼働中に水が排出されないのであっても、

洗浄等によって結果的に水が排出されるものを

含む。）】 
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 

165 医薬品製造業  

48 

 火薬製造業の用に供する洗浄施設 
【ニトログリセリン製造用の洗浄槽、ニトロセ

ルロール製造用の煮洗槽精洗槽】 

1691 火薬類製造業   

49 

 農薬製造業の用に供する混合施設 
【有害物質を含有する農薬原体を混合する施設

（稼働中に水が排出されない場合であっても洗

浄等によって結果的に水が排出されるものを含

む。）】 

1692 農薬製造業の業種（無

機または有機農薬原体

製造業（原体と製剤が

同一である場合を含

む。）を除く。）  

 

50  有害物質を含有する試薬の製造施設の総体 1697 試薬製造業  
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施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

51 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
ハ 
 
 
ニ 
 
 
ホ 

石油精製業（潤滑油再生業を含む。）の用に供

する施設であって、次に掲げるもの 
 
脱塩施設 
【原油中に含まれる塩類を原油の蒸留前に化学

的または電気的に除去する施設】 
原油常圧蒸留施設 
脱硫施設 
【揮発油、灯油、軽油または重油留分中に含ま

れるいおう分を除去する施設】 
揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 
【揮発油、灯油または軽油中に含まれている不

純物を化学薬品を用いて除去する精製設備】 
潤滑油洗浄施設 
【潤滑油中に含まれている不純物を化学薬品を

用いて除去する精製設備】 

171 石油精製業  

51の2 

 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの

製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品

製造業（防振ゴム製造業を除く。）、更生タイ

ヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接

加硫施設 
【成型されたゴムを直接蒸気または温水により

加熱し加硫を行う施設】 

1911 自動車タイヤ・チュー

ブ製造業 
1932 ゴムホース製造業 
1933 工業用ゴム製品製造

業 
1994 更正タイヤ製造業 
1999 他に分類されないゴ

ム製品製造業のうちゴ

ム板製造業 

昭和57.1.1政
令に追加。 

51の3 

 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴ

ム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド

製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施

設 

1992 医療・衛生用ゴム製品

製造業 
1999 他に分類されないゴ

ム製品製造業のうちの

ゴム手袋製造業、糸ゴ

ム製造業、ゴムバンド

製造業  

昭和57.1.1政
令に追加。 
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

52 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
ハ 
 
 
 
ニ 
 
ホ 

皮革製造業の用に供する施設であって、次に

掲げるもの 
 
洗浄施設 
 革または毛皮の製造に用いる原皮の水洗施設

および革の製造に用いる脱灰施設 
石灰付け施設 
【石灰づけドラム（パドルを含む。）】 
タンニンづけ施設 
【タンニンづけ槽（ロッカー、レヤー槽、リタ

ンネーデ再鞣槽およびドラムを含む。）および渋

はき槽】 
クロム浴施設 
【クロムなめし用ドラム（パドルを含む。）】 
染色施設 
【革の製造に用いる中和・染色（漂白を含む。）・

加脂ドラムおよび毛皮の製造に用いる染色ドラ

ム】 

201 なめし革製造業 
208 毛皮製造業 

 

53 

 
 
 
イ 
 
 
 
 
ロ 

ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する

施設であって、次に掲げるもの 
 
研磨洗浄施設 
【硅石、金剛砂、べんがら等を水とともにグラ

インダーにかけて磨加工を行い合わせて洗浄す

る施設およびワイヤーブラシ等で水洗する施設

（フロスト加工設備は65号に該当する。）】 
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 

211 ガラス・同製品製造業 
2753 光学機械用レンズ・プ

リズム製造業 
3297 眼鏡製造業（枠を含

む。）（枠のみを製造す

るものを除く。） 

 

54 

 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 
 
ハ 

セメント製品製造業の用に供する施設であっ

て、次に掲げるもの 
 
抄造施設 
【丸鋼式シリンダーで石綿とセメントをろ過

し、フィルムにしてフェルトにのせメーキング

ロールに巻きつける装置】 
成型機【加圧または遠心力によりセメント製品

を成型する施設】 
水養生施設（蒸気養生施設を含む。） 
【適当な温度と湿度を与えてセメント及び同製

品を硬化熟成させる施設】 

212 セメント・同製品製造 
  業 
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令別表の 
号 番 号 施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

55 

 生コンクリート製造業の用に供するバッチヤ

ープラント 
【生コンクリートを製造するプラントの総体

（コンクリートミキサー車を除く。）】 

06 総合工事業 
07 職別工事業（設備工事 
  を除く。） 
08 設備工事業で生コンク 
  リートを製造するもの 
2122 生コンクリート製造業 

 

56 

 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 

【顔料、有機溶剤等の原料を混合するバッチ式

ミキサー】 
 

合成樹脂エマルジョンに 
顔料、骨材等を加え、これ 
を混合攪拌して有機質砂壁 
材を製造する業種 

 

57 
 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 

【冷却槽を附帯している成型機】 
2161 炭素質電極製造業の

うち黒鉛電極製造業 
 

58 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
 
ハ 
 
 
ニ 

窯業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業の用

に供する施設であって、次に掲げるもの 
 
水洗式破砕施設 
【湿式クラッシャー（破砕機）、湿式ミル等水を

使用しつつ原料を破砕する施設】 
水洗式分別施設 
【湿式トロンメル、湿式振動ふるい、クラッシャ

ーファイアー、サイクロン、水簸等水を利用して原料

を分別、分級する施設】 
酸処理施設 
【窯業原料用の原石中に含まれる鉄分等を酸液

により溶解除去する施設】 
脱水施設【フィルターおよびフィルタープレス】 

055 窯業原料用鉱物鉱業 
2148 陶磁器用はい土製造 
   業 
2199 他に分類されない窯 
   業・土石製品製造業  
   のうちうわ薬製造業  

 

59 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 

砕石業の用に供する施設であって、次に掲げ

るもの 
 
水洗式破砕施設 
【散水しながらクラッシャーにより原石の破砕

を行う施設】 
水洗式分別施設 
【原石を循環水または新水により洗浄しつつ分

別、分級する施設】 

2181 砕石製造業 
2186 鉱物・土石粉砕等処 
   理業 

 

60  砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 
【59のロと同じ】 

0548 砂・砂利・玉石採取業  
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

61 

 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 
 
 
 
 
 
 
ハ 
 
 
 
ニ 
 
 
 
ホ 

鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げ

るもの 
 
タール及びガス液分離施設 
【三連槽、加圧分離槽、デカンタ、デターラ、

セパレーター等コークス炉ガス中のタール分お

よびガス液を分離する施設】 
ガス冷却洗浄施設 
【コークス炉ガスからベンゾール類を捕集する

工程において水とコークスを直接接触させ冷却

洗浄する施設、高炉から発生する高炉ガス中の

ダストを分離除去するための施設及び非燃焼式

転炉から発生する転炉ガス中のダストを分離除

去するための施設】 
圧延施設 
【分塊、厚板、薄板、条鋼、錬材、鋼管等の製

造における熱間圧延施設、冷間圧延施設および

引枝機】 
焼入れ施設 
【金属熱処理のために使用する焼入れ槽および

焼入れ装置（浸炭焼入れに使用する焼入れ槽を

含む。）】 
湿式集じん施設【24のホと同じ】 

22 鉄鋼業  
 

 

62 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
 
ハ 
 
 
ニ 
 
 
 
ホ 
ヘ 

非鉄金属製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 
 
還元そう 
【セレン等の精製工程において金属酸化物を還

元する施設】 
電解施設（溶融塩電解施設を除く。） 
【電解そうおよびこれに付属する施設（溶融状

態における非鉄金属の塩類の電解に係る施設を

除く。）】 
焼入れ施設 
【金属熱処理のために使用する焼入れ槽および

焼入れ装置】 
水銀精製施設 
【空気の吹込みによる不純物の酸化、化学薬品

による不純物の溶出等により低純度の水銀中の

不純物を除去する施設】 
廃ガス洗浄施設【23のルと同じ】 
湿式集じん施設【24のホと同じ】 

23  非鉄金属製造業   
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

63 

 
 
 
 
イ 
ロ 
 
 
 
 
 
ハ 
 
 
 
ニ 
 
ホ  

金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製

造業を含む。）の用に供する施設であって、次

に掲げるもの 
 
焼入れ施設【61のニと同じ】 
電解式洗浄施設 
【航空機部品、自動車部品等のメッキの前処理

のための電解式による脱脂施設、電解式による

これら部品の酸洗施設、電解式による鋼材、鋼

板等のさび取り施設（電気メッキ施設に付属し

ているものは、66号の施設に該当する。）】 
カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 
【カドミウムまたは鉛を含む電極材料に電気的

化学特性を付加するための化成槽およびこれに

付帯する水洗施設（乾燥施設を除く。）】 
水銀精製施設 
【62のニと同じ】 
廃ガス洗浄施設 
【23のルと同じ（塗装ブースから吸引した大気

の洗浄槽を含む。）】 

24 金属製品製造業 
25 はん用機械器具製造業

26 生産用機械器具製造業 
27 業務用機械器具製造業 
28 電子部品・デバイス・ 

電子回路製造業 
29 電気機械器具製造業 
30 情報通信機械器具製造業 
31 輸送用機械器具製造業 
32 その他の製造業 

 

63の2 
 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施

設 
5361 空瓶・空缶等空容器卸

売業のうち空瓶卸売業 
昭和57.1.1政
令に追加。 

63の3 
 石炭を燃料とする火力発電施設の廃ガス洗浄

施設 
3311 発電所のうち火力発電

所 
平成13.7.1政
令に追加。 

64 

 
 
 
イ 
 
ロ 

ガス供給業又はコークス製造業の用に供する

施設であって、次に掲げるもの 
 
タール及びガス液分離施設 
【61のイと同じ】 
ガス冷却洗浄施設（脱硫化水素施設を含む。）

【水封器、スクラバー、湿式脱硫化水素施設お

よび湿式脱シアン塔】 

3411 ガス製造工業 
173 コークス製造業 

 

64の2 

 
 
 
 
 
 
 
 
イ 
ロ 

水道施設（水道法第３条第８項に規定するも

のをいう。）、工業用水道施設（工業用水道事

業法第２条第６項に規定するものをいう。）ま

たは自家用工業用水道（同法21条第１項に規

定するものをいう。）の施設のうち、浄水施設

であって、次に掲げるもの（これらの浄水能

力が10,000m3/日未満の事業場に係るものを

除く。） 

沈殿施設 
ろ過施設 

 昭和51.1.1政
令に追加。 
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

65 

 酸又はアルカリによる表面処理施設 
【金属製品およびプラスチック製品の酸または

アルカリによる洗浄施設（陽極酸化処理施設、

酸またはアルカリを使用する化成被膜施設、エ

ッチング施設、ガラス製品の弗酸による洗浄施

設、フェノール類による塗料はく離施設および

ドラム缶のアルカリ洗浄施設）】 

  

66 

 電気めっき施設 
【電気化学的に金属めっきを行う施設の総体

（前処理または後処理工程における洗浄、脱脂、

酸洗、中和または水洗のための施設ならびにめ

っき工程中のめっき浴回収、濃縮、ろ過、酸洗、

または水洗（フォッグスプレーを含む。）のため

の施設を含む。）】 

  

66の2 
 エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混

合施設（前各号に該当するものを除く。） 
 平成24.5.25政

令に追加。 

66の3 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
ハ 

旅館業の用に供する施設であって、次に掲げ

るもの  
 
ちゅう房施設 
【調理用の設備、器具が配置され、その施設内

において調理が行われる施設】 
洗濯施設 
【洗濯機、脱水機等が配置され、その施設内に

おいて専ら洗濯が行われる施設】 
入浴施設 
【浴槽を設け、人を入浴させる施設】 

－ 旅館業（旅館業法第２条

第１項に規定するもの

（住宅宿泊事業法第２条

第３項に規定する住宅宿

泊事業に該当するもの及

び旅館業法第２条第４項

に規定する下宿営業を除

く。）をいう。） 

昭和49.12.1政
令に追加。 

66の4 

 共同調理場に設置されるちゅう房施設 
（業務の用に供する部分の総床面積が500m2

未満の事業場に係るものを除く。） 

－  共同調理場（学校給食

法（昭和29年法律第

160号）第６条に規定

する施設 

昭和63.10.1政
令に追加。 

66の5 

 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅ

う房施設 
（業務の用に供する部分の総床面積が360m2

未満の事業場に係るものを除く。） 

772 配達飲食サービス業の 
    うち仕出し料理・弁当屋 

0997 すし・弁当・調理パン

製造業のうち弁当製造

業 

昭和63.10.1政
令に追加。 

66の6 

 飲食店（次号及び第66号の８に掲げるものを

除く。）に設置されるちゅう房施設 
（業務の用に供する部分の総床面積が420m2

未満の事業場に係るものを除く。） 

761 食堂・レストラン   
      

昭和63.10.1政
令に追加。 

  



  - 113 - 

令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

66の7 

 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店そ

の他の通常主食と認められる食事を提供しな

い飲食店に設置されるちゅう房施設 
（業務の用に供する部分の総床面積が630m2

未満の事業場に係るものを除く。） 

763（そば・うどん店） 
764（すし店） 
767（喫茶店） 
769（その他の飲食店） 

昭和63.10.1政
令に追加。 

66の8 

 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその

他これらに類する飲食店で設備を設けて客の

接待をし、又は客にダンスをさせるものに設

置されるちゅう房施設 
（業務の用に供する部分の総床面積が

1,500m2未満の事業場に係るものを除く。） 

7622 料亭 
766 バー、キャバレー、ナ 
     イトクラブ 

昭和63.10.1政
令に追加。 

67 

 洗濯業の用に供する洗浄施設 
【洗濯機（ドライクリーニング用のものを含

む。コインオペレーションクリーニング営業施

設に設置されるものを除く。）】 

781 洗たく業 
 

 

68 

 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像

洗浄施設 
【写真フィルムの現像および洗浄施設であっ

て、現像および洗浄の操作をすべて自動式で行

うもの】 

746  写真業のうち写真現像

業 
 

68の2 

 
 
 
イ 
 
 
ロ 
 
 
 
ハ 

病院で病床数が300以上であるものに設置さ

れる施設であって、次に掲げるもの  
 
ちゅう房施設 
【調理用の設備、器具が配置され、その施設内

において調理が行われる施設】 
洗浄施設 
【機械、器具、検体、衣類等の洗浄を行う施設

（写真フィルム現像洗浄施設、検査専用の廃ガ

ス洗浄施設を含む。）】 
入浴施設 
【浴槽を設け、人を入浴させる施設】 

－ 病院（医療法第１条の 
    ５第１項に規定するも 
    のをいう。）で病床数が 
    300以上であるもの  

昭和54.5.1政
令に追加。 

69 

 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体

施設 
【獣畜または死亡獣畜を解体するための施設の

総体】 

と畜場法第３条第２項でいう

と畜場または化成場等に関す

る法律第１条第３項でいう死

亡獣畜取扱場に該当する952
（と畜場）および8891（死亡

獣畜取扱業） 
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令別表の 
号 番 号 

施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

69の2 

 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 

中央卸売市場に設置される施設であって、次

に掲げるもの（水産物に係るものに限る。） 
 
卸売場 
【卸売市場法第15条第１項の規定により農林水

産大臣の許可を受けた卸売業者が卸売業務を行

う施設】 
仲卸売場 
【卸売市場法第33条第１項により開設者の許可

を受けた仲卸の業務を行う施設】 

－ 中央卸売市場（卸売市場

法第２条第３項に規定す

るものをいう。） 
 
 
 
 

昭和51.6.1政
令に追加。 

69の3 

 
 
 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 

地方卸売市場に設置される施設であって、次

に掲げるもの（水産物に係るものに限り、こ

れらの総面積が1,000m2未満の事業場に係る

ものを除く。）  
 
卸売場 
【卸売市場法第58条第１項の規定により都道府

県知事の許可を受けた卸売業者が卸売業務を行

う施設】 
仲卸売場  
【卸売市場法第68条の規定に基づく都道府県条

例により仲卸売業者が仲卸の業務を行う施設】 

－ 地方卸売市場（卸売市場

法第２条第４項に規定す

るもの（卸売市場法施行

令第２条第２号に規定す

るものを除く。）をいう。） 

昭和57.7.1政
令に追加。 

70 

 海洋汚染防止法第３条第14号に規定する廃油

処理施設 
（船舶内において生じた不要な油を処理する

施設をいい、港湾の付属施設として設けられ

るものの他、精油所等の内部に設けられるも

のも含まれる。） 

  

70の2 

 自動車特定整備事業の用に供する洗車施設 
（屋内作業場の総面積が800m2未満の事業場

に係るものおよび71号に掲げるものを除く。） 
【道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令

第74号）第57条第１号の屋内作業場】 

－ 道路運送車両法（昭和26
年法律第185号）第77条
に規定する自動車特定整

備事業 

昭和57.7.1政
令に追加。 

71 

 自動式車両洗浄施設 
【洗浄ブラシが自動となっているもの、または

スプレー式の自動式車輌洗浄施設（ガソリンス

テーション、旅客、貨物運輸業等に係る事業場

に設置されているものもこれに該当する。）】 

  

  



  - 115 - 

令別表の 
号 番 号 施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

71の2 

 
 
 
 
 
イ 
 
 
 
ロ 

科学技術に関する研究、試験、検査又は専門

教育を行う事業場で環境省令で定めるものに

設置されるそれらの業務の用に供する施設で

あって、次に掲げるもの 
 
洗浄施設 
【機械、器具、検体等の洗浄を行う施設（写真

フィルム現像洗浄施設、実験専用の廃ガス洗浄

施設等を含む。）】 
焼入れ施設 
【金属熱処理のために使用する焼入槽及び焼入

装置（浸炭焼入れに使用する焼入槽を含む。）】 

－ 科学技術（人文科学のみ

に係るものを除く。）に関

する研究、試験、検査ま

たは専門教育を行う事

業場で環境省令で定め

るもの 

昭和49.12.1政 
令に追加。 

71の3 
 一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理および清

掃に関する法律第８条第１項に規定するもの

をいう。）である焼却施設 

 昭和54.5.10政
令に追加。 

71の4 

 
 
 
 
イ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第15条第１項に規定するもの

をいう。）のうち、次に掲げるもの 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７

条第１号、第３号から第６号まで、第８号又は

第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方

公共団体又は産業廃棄物処理業者が設置するも

の 
 
 
 
 
 
 
 

 昭和57.1.1政
令に追加。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

水質汚濁防止法施行規則第 1 条の２ 
1 国または地方公共団体の試験研究機関（人文

学科のみに係るものを除く。）  
2 大学およびその附属試験研究機関（人文学科

のみに係るものを除く。）  
3 学術研究（人文学科のみに係るものを除く。）

または製品の製造もしくは技術の改良、考案

もしくは発明に係る試験研究を行う研究所

（前２号に該当するものを除く。）   
4 農業、水産または工業に関する学科を含む専

門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修

学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練

施設  
5 保健所  
6 検疫所  
7 動物検疫所  
8 植物検疫所  
9 家畜保健衛生所  
10 検査業に属する事業場  
11 商品検査業に属する事業場  
12 臨床検査業に属する事業場  
13 犯罪鑑識施設 

１ 汚泥の脱水施設（処理能力10㎥／日超） 
３ 汚泥（ＰＣＢ処理物除く。）の焼却施設（処

理能力５㎥／日超）   
４ 廃油の油水分離施設 
  （処理能力10㎥／日超）※海洋汚染防止法

§３⑭の廃油処理施設を除く 
５ 廃油（廃ＰＣＢ等除く。） 
  の焼却施設（処理能力１㎥／日超）※海洋

汚染防止法§３⑭の廃油処理施設を除く 
６ 廃酸・廃アルカリの中和施設（処理能力 

50㎥／日超） 
８ 廃プラスチック類 
 （ＰＣＢ汚染物除く。）の焼却施設（処理能力 
  0.1ｔ／日超） 
11 汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン   
  化合物の分解施設 
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令別表の 
号 番 号 施設の種類【主要例】 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

 ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7
条第12号から13号までに掲げる産業廃棄物処

理施設（第12号に掲げるものにあっては、湿式

排ガス洗浄施設を有するものに限る。） 

 平成10.6.17政
令に追加。 

71の5 

 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレ

ン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各

号に該当するものを除く。） 
【機械や金属に付着した油等をトリクロロエチ

レン等によって洗浄する施設等】 

 平成3.10.1政

令に追加。 

平成11.3.1ジ

クロロメタン

追加。 

71の6 

 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該

当するものを除く。） 
【洗浄等に使用後、油等が混じったトリクロロ

エチレン等を蒸留して再使用可能なトリクロロ

エチレン等を抽出する施設等】 

 平成3.10.1政

令に追加。 

平成11.3.1ジ

クロロメタン

追加。 

72 

 し尿処理施設 
【し尿浄化槽以外のし尿処理施設および建築基

準法施行令第32条第１項の表に規定する算定方

法により算定した処理対象人員が501人以上の

し尿浄化槽（し尿処理を専業とするものに限

らず、事業場、団地等に併設されるものを含

む。）】 

  

73 
 下水道終末処理場（下水道法第２条第６号に

規定する施設） 
  

74 

 特定事業場から排出される水（公共用水域に

排出されるものを除く。）の処理施設 
【複数の特定事業場から排出される水の共同処

理施設及び特定事業場から排出される水を別の

事業場において処理する場合の処理施設（前二

号に掲げるものを除く）】 

  

（参考：日本標準産業分類（昭和24年制定、平成25年最終改正） 

 

 

 

 

  

12 廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物

の焼却施設 
12の２ 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設 
13 ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設 
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２ 条例の汚水等排出施設 

 （法第29条）（条例第２条第９号、規則第５条・別表第３ 昭和47年規則58号） 

規則別表号番号 施設の種類 産業分類・適用業種等 沿 革 等 

１ 
湿式集じん施設又は廃ガス洗浄施

設 
水質汚濁防止法施行令別表第一

各号に掲げる業に用いる以外の

もの 

 

 

３ 法の有害物質貯蔵指定施設 

（法第５条第３項）（令第４条の４） 
有害物質（令第２条に規定する物質）を含む液状の物を貯蔵する指定施設をいう。 

 

４ 構造等に関する基準及び定期点検の方法 

（法第12条の４、第14条第５項）（規則第８条の２、第９条２の２） 

（条例第29条の２）（規則第89条第２項） 

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設（条例に定める健康有害物質使用汚水等排出施設

を含む。）を設置している者は、当該施設について有害物質を含む水の地下への浸透の防止のために遵

守すべき構造、設備及び使用の方法に関する基準を遵守しなければならない。 
また、これを定期に点検し、その結果を記録し、保存しなければならない。（構造等に関する基準及

び定期点検方法については次表参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表１-１ ～ １-２ 床面及び周囲にかかる基準 
表２-１ ～ ２-２ 施設本体にかかる基準 
表３-１ ～ ３-２ 施設本体に付帯する配管等にかかる基準（地上配管） 
表４-１ ～ ４-２ 施設本体に付帯する配管等にかかる基準（地下配管） 
表５-１ ～ ５-２ 施設本体に接続する排水溝等 
表６-１ ～ ６-２ 地下貯蔵施設 
表７        使用の方法 
 
〈参考〉（129～130ページ）     
  有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び定期点検の方法の整理表 
 

なお、適用される基準は、以下のとおり２つに区分されている。（当該施設が水質汚濁防止法

改正の施行時点（平成 24 年 6 月 1 日）で設置済み又は設置中である場合に既設と判断） 
A 基準：新設の施設を対象とした措置 
B 基準：既設の施設を対象とした措置 

 
ただし、条例で規定する施設については、改正条例の施行時点（平成 25 年 10 月 1 日）で既

存対象施設が存在しなかったことから、Ａ基準が適用される。 
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表１－１ 床面及び周囲（新設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の３  有害物質使用特定施設又は

有害物質貯蔵指定施設の本体（第８条の

６に規定する地下貯蔵施設を除く。以下

「施設本体」という。）が設置される床

面及び周囲は、有害物質を含む水の地下

への浸透及び施設の外への流出を防止す

るため、次の各号のいずれかに適合する

ものであることとする。ただし、施設本

体が設置される床の下の構造が、床面か

らの有害物質を含む水の漏えいを目視に

より容易に確認できるものである場合に

あっては、この限りでない。 

１ 次のいずれにも適合すること。 

イ 床面は、コンクリート、タイルその

他の不浸透性を有する材料による

構造とし、有害物質を含む水の種

類又は性状に応じ、必要な場合は、

耐薬品性及び不浸透性を有する材

質で被覆が施されていること。 

ロ 防液堤、側溝、ためます若しくはス

テンレス鋼の受皿又はこれらと同

等以上の機能を有する装置（以下

「防液堤等」という。）が設置さ

れていること。 

２ 前号に掲げる措置と同等以上の効果

を有する措置が講じられていること。 

第９条の２の２  法第14条第５項の規定による有害物質使

用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当

該施設の設備に関する点検は、別表第１の上欄に掲げる有

害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構

造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄

に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うも

のとする。ただし、第８条の３第２号、第８条の４第２号

ハ、第８条の５第２号、第８条の６第２号に適合する場合

は、講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行

うものとする。 

別表第１（第９条の２の２関係）（抜粋） 
 

有害物質使用特定施

設若しくは有害物質

貯蔵指定施設の構造

又は当該施設の設備 

点検を行う事項 点検の回数 

１ 施設本体が設置

される床面及び周囲

（第８条の３ただし

書に規定する場合を

除く。） 

床面のひび割れ、

被覆の損傷その他

の異常の有無 

１年に１回 

以上 

防液堤等のひび割

れその他の異常の

有無 

１年に１回 

以上 

２ 施設本体が設置

される床面及び周囲

（第８条の３ただし

書に規定する場合に

限る。） 

床の下への有害物

質を含む水の漏え

いの有無 

１月に１回

以上 
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表１－２ 床面及び周囲（既設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の３に適合すること 第９条の２の２の規定に基づく点検 

Ｂ基準 （附則）第３条 施設本体（この省令の施

行の際現に存するものに限る。）が設

置されている床面及び周囲のうち新規

則第８条の３に定める基準に適合しな

いものに係る基準については、同条の

規定は、当該床面及び周囲が次の各号

のいずれかに適合している場合に限

り、適用しない。 

 

 

１ 次のいずれにも適合すること。 

イ 施設本体が床面に接して設置さ

れ、かつ、施設本体の下部に点検

可能な空間がなく、施設本体の接

する床面が新規則第８条の３第１

号イの基準に適合しない場合であ

って、施設本体の下部以外の床面

及び周囲について新規則第８条の

３に規定する基準に適合するこ

と。 

ロ 施設本体からの有害物質を含む

水の漏えい等を確認するため、漏

えい等を検知するための装置を適

切に配置すること又はこれと同等

以上の措置が講じられているこ

と。 

２ 施設本体が、有害物質を含む水の漏

えいを目視により確認できるよう床

面から離して設置され、かつ、施設

本体の下部の床面が新規則第８条の

３第１号イの基準に適合しない場合

であって、施設本体の下部以外の床

面及び周囲について新規則第８条の

３に規定する基準に適合すること。 

 

（附則）第３条（左欄からの続き） 

２ 前項の場合において、水質汚濁防止法の一部を改正する

法律（平成23年法律第71号）による改正後の水質汚濁防

止法（以下「新法」という。）第14条第５項の規定によ

る点検は、新規則別表第１の１の項から３の項までの規

定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特

定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施

設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事

項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。 

有害物質使用特

定施設若しくは

有害物質貯蔵指

定施設又は当該

施設の設備 

点検を行う事

項 

点検の 

回数 

１ 施設本体が設

置される床面及

び周囲 

床面のひび割

れ、被覆の損傷

その他の異常

の有無 

１年に１回以上 

防液堤等のひ

び割れその他

の異常の有無 

１年に１回以上 

２ 施設本体 施設本体のひ

び割れ、亀裂、

損傷その他の

異常の有無 

１年に１回以上 

施設本体から

の有害物質を

含む水の漏え

い等の有無 

１月に１回以上。た

だし、目視又は漏え

い等を検知するた

めの装置の適切な

配置以外の方法に

よる施設本体から

の有害物質を含む

水の漏えい等の有

無の点検を行う場

合にあっては、当該

方法に応じ、適切な

回数で行うものと

する。 
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表２－１ 施設本体（新設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 基準なし （点検事項及び回数） 

第９条の２の２ 法第14条第５項の規定による有害物質使用

特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該

施設の設備に関する点検は、別表第１の上欄に掲げる有害

物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造

又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に

掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うもの

とする。ただし、第８条の３第２号、第８条の４第２号ハ、

第８条の５第２号、第８条の６第２号に適合する場合は、

講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行うも

のとする。 

別表第１（第９条の２の２関係）（抜粋） 

有害物質使用特

定施設若しくは

有害物質貯蔵指

定施設又は当該

施設の設備 

点検を行う事項 点検の回数 

３ 施設本体 施設本体のひび

割れ、亀裂、損傷

その他の異常の

有無 

１年に１回以上 

 施設本体からの

有害物質を含む

水の漏えいの有

無 

１年に１回以上 

 

 

表２－２ 施設本体（既設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 基準なし ※表２－１ 施設本体（新設）を参照。 

Ｂ基準 基準なし ※表１－２ 床面及び周囲（既設）を参照。 
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表３－１ 施設本体に付帯する配管等（地上配管）（新設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の４  有害物質使用特定施設又は

有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、

継類、フランジ類、バルブ類及びポンプ

設備（有害物質を含む水が通る部分に限

る。以下「配管等」という。）は、有害

物質を含む水の漏えい若しくは地下への

浸透（以下「漏えい等」という。）を防

止し、又は漏えい等があつた場合に漏え

い等を確認するため、次の各号のいずれ

かに適合するものであることとする。 

１ 配管等を地上に設置する場合は、次の

イ又はロのいずれかに適合すること。 

イ 次のいずれにも適合すること。 

(1) 有害物質を含む水の漏えいの防

止に必要な強度を有すること。 

(2) 有害物質により容易に劣化する

おそれのないものであること。 

(3) 配管等の外面には、腐食を防止

するための措置が講じられてい

ること。ただし、配管等が設置さ

れる条件の下で腐食するおそれ

のないものである場合にあって

は、この限りでない。 

ロ 有害物質を含む水の漏えいが目視

により容易に確認できるように床面

から離して設置されていること。 

２ 略 

第９条の２の２ 法第14条第５項の規定による有害物質使用

特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該

施設の設備に関する点検は、別表第１の上欄に掲げる有害

物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造

又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に

掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うもの

とする。ただし、第８条の３第２号、第８条の４第２号ハ、

第８条の５第２号、第８条の６第２号に適合する場合は、

講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行うも

のとする。 

 

別表第１（第９条の２の２関係）（抜粋） 

有害物質使用特

定施設若しくは

有害物質貯蔵指

定施設又は当該

施設の設備 

点検を行う事項 点検の回数 

４ 配管等（地上

に設置されてい

る場合に限る。） 

配管等の亀裂、損

傷その他の異常

の有無 

１年に１回以上 

配管等からの有

害物質を含む水

の漏えいの有無 

１年に１回以上 
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表３－２ 施設本体に付帯する配管等（既設地上配管）（既設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の４第１号に適合すること 第９条の２の２の規定に基づく点検 

Ｂ基準 （附則）第４条 有害物質使用特定施

設又は有害物質貯蔵指定施設に接

続している配管等（この省令の施行

の際現に存するものに限る。）のう

ち新規則第８条の４に定める基準

に適合しないものに係る基準につ

いては、同条の規定は、当該配管等

が次の各号のいずれかに適合して

いる場合に限り、適用しない。 

１ 配管等を地上に設置する場合

は、有害物質を含む水の漏えいを

目視により確認できるように設

置されていること。 

２ 略 

（附則）第４条（左欄の続き） 

２ 前項の場合において、新法第14条第５項の規定による点検は、

新規則別表第１の４の項から６の項までの規定にかかわらず、

次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質

貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞ

れ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で

行うものとする。 

有害物質使用特

定施設若しくは

有害物質貯蔵指

定施設又は当該

施設の設備 

点検を行う事項 点検の回数 

１ 配管等（地上

に設置されてい

る場合に限る。） 

配管等の亀裂、損傷その他

の異常の有無 

６月に１回

以上 

配管等からの有害物質を含

む水の漏えいの有無 

６月に１回

以上 
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表４－１ 施設本体に付帯する配管等（地下配管）（新設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の４ 有害物質使用特定施設又

は有害物質貯蔵指定施設に接続す

る配管、継手類、フランジ類、バル

ブ類及びポンプ設備（有害物質を含

む水が通る部分に限る。以下「配管

等」という。）は、有害物質を含む

水の漏えい若しくは地下への浸透

（以下「漏えい等」という。）を防

止し、又は漏えい等があつた場合に

漏えい等を確認するため、次の各号

のいずれかに適合するものである

こととする。 

１ 略 

２ 配管等を地下に設置する場合

は、次のいずれかに適合するこ

と。 

イ 次のいずれにも適合するこ

と。 

(1) トレンチの中に設置され

ていること。 

(2) (1)のトレンチの底面及び

側面は、コンクリート、タイ

ルその他の不浸透性を有す

る材料によることとし、底面

の表面は、有害物質を含む水

の種類又は性状に応じ、必要

な場合は、耐薬品性及び不浸

透性を有する材質で被覆が

施されていること。 

ロ 次のいずれにも適合するこ

と。 

(1)有害物質を含む水の漏えい

の防止に必要な強度を有す

ること。 

(2)有害物質により容易に劣化

するおそれのないものであ

ること。 

(3)配管等の外面には、腐食を

防止するための措置が講じ

第９条の２の２ 法第14条第５項の規定による有害物質使用特定

施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備

に関する点検は、別表第１の上欄に掲げる有害物質使用特定施

設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の

種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の

下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、第８条の３第２

号、第８条の４第２号ハ、第８条の５第２号、第８条の６第２

号に適合する場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項

及び回数で行うものとする。 

別表第１（第９条の２の２関係）（抜粋） 

有害物質使用特

定施設若しくは

有害物質貯蔵指

定施設又は当該

施設の設備 

点検を行う事項 点検の回数 

５ 配管等（地下

に設置され、か

つ、トレンチの中

に設置されてい

る場合に限る。） 

配管等の亀裂、損傷

その他の異常の有無 

１年に１回以上 

配管等からの有害物

質を含む水の漏えい

の有無 

１年に１回以上 

トレンチの側面及び

底面のひび割れ、被

覆の損傷その他の異

常の有無 

１年に１回以上 

６ 配管等（地下

に設置され、か

つ、トレンチの中

に設置されてい

る場合を除く。） 

配管等の内部の気体

の圧力若しくは水の

水位の変動の確認又

はこれと同等以上の

方法による配管等か

らの有害物質を含む

水の漏えい等の有無 

１年（※）に１回以上。

ただし、配管等の内

部の気体の圧力又

は水の水位の変動

の確認以外の方法

による配管等から

の有害物質を含む

水の漏えい等の有

無の点検を行う場

合にあっては、当該

方法に応じ、適切な

回数で行うことと

する。 

※ 危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）第62

条の５の３に規定する地下埋設配管であって消防法（昭和23年法
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られていること。ただし、配

管等が設置される条件の下

で腐食するおそれのないも

のである場合にあっては、こ

の限りでない。 

ハ イ又はロに掲げる措置と同等

以上の効果を有する措置が講

じられていること。 

律第186号）第11条第５項に規定する完成検査を受けた日から15

年を経過していないものである場合又は配管等からの有害物質を

含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における

有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配

置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措

置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を１月

（有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合

にあっては、１月）に１回以上行う場合にあっては、３年 

 

表４－２ 施設本体に付帯する配管等（既設地下配管）（既設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の４第２号 第９条の２の２の規定に基づく点検 

Ｂ基準 （附則）第４条 有害物質使用特定施

設又は有害物質貯蔵指定施設に

接続している配管等（この省令の

施行の際現に存するものに限

る。）のうち新規則第８条の４に

定める基準に適合しないものに

係る基準については、同条の規定

は、当該配管等が次の各号のいず

れかに適合している場合に限り、

適用しない。 

１ 略 

２ 配管等を地下に設置する場合

は、有害物質を含む水の漏えい等

を確認するため、次のいずれかに

適合すること。 

イ トレンチの中に設置されてい

ること。 

ロ 配管等からの有害物質を含む

水の漏えい等を検知するため

の装置又は配管等における有

害物質を含む水の流量の変動

を計測するための装置を適切

に配置することその他の有害

物質を含む水の漏えい等を確

認できる措置が講じられてい

ること。 

ハ イ又はロと同等以上の効果を

有する措置が講じられている

こと。 

（附則）第４条（左欄からの続き） 

２ 前項の場合において、新法第14条第５項の規定による点検は、

新規則別表第１の４の項から６の項までの規定にかかわらず、

次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質

貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞ

れ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で

行うものとする。ただし、前項第２号ハに適合する場合は、講

じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。 

有害物質使用特定施

設若しくは有害物質

貯蔵指定施設又は当

該施設の設備 

点検を行う事項 点検の回数 

２ 配管等（地下に設

置され、かつ、トレ

ンチの中に設置され

ている場合に限る。） 

配管等の亀裂、損

傷その他の異常の

有無 

６月に１回以上 

配管等からの有害

物質を含む水の漏

えいの有無 

６月に１回以上 

トレンチの側面及

び底面のひび割

れ、被覆の損傷そ

の他の異常の有無 

６月に１回以上 

３ 配管等（地下に設

置され、かつ、トレ

ンチの中に設置され

ている場合を除く。） 

配管等からの有害

物質を含む水の漏

えい等の有無 

１月（有害物質の

濃度の測定により

漏えい等の有無の

点検を行う場合に

あっては、３月）

に１回以上 
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表５－１ 排水溝等（新設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の５ 有害物質使用特定施設

又は有害物質貯蔵指定施設に接続

する排水溝、排水ます及び排水ポ

ンプ等の排水設備（有害物質を含

む水が通る部分に限る。以下「排

水溝等」という。）は、有害物質

を含む水の地下への浸透を防止す

るため、次の各号のいずれかに適

合するものであることとする。 

１ 次のいずれにも適合すること。 

イ 有害物質を含む水の地下への

浸透の防止に必要な強度を有す

ること。 

ロ 有害物質により容易に劣化す

るおそれのないものであるこ

と。 

ハ 排水溝等の表面は、有害物質を

含む水の種類又は性状に応じ、

必要な場合は、耐薬品性及び不

浸透性を有する材質で被覆が施

されていること 

２ 前号に掲げる措置と同等以上の

効果を有する措置が講じられてい

ること。 

 

 

第９条の２の２ 法第14条第５項の規定による有害物質使用特定施

設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備に

関する点検は、別表第１の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若

しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類

ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に

掲げる回数で行うものとする。ただし、第８条の３第２号、第８

条の４第２号ハ、第８条の５第２号、第８条の６第２号に適合す

る場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行

うものとする。 

 

別表第１（第９条の２の２関係）（抜粋） 

有害物質使用特定

施設若しくは有害

物質貯蔵指定施設

又は当該施設の設

備 

点検を行う事項 点検の回数 

７ 排水溝等 排水溝等のひび割

れ、被覆の損傷その

他の異常の有無 

１年（※）に１回以

上 

※ 排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するた

めの装置若しくは排水溝等における有害物質を含む水の流量の

変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害

物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ、か

つ、有害物質を含む水の地下への浸透の点検を１月（有害物質の

濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっ

ては、３月）に１回以上行う場合にあっては、３年 
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表５－２ 排水溝等（既設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の５に適合すること 第９条の２の２の規定に基づく点検 

Ｂ基準 （附則）第５条 有害物質使用特定施

設又は有害物質貯蔵指定施設に

接続している排水溝等（この省

令の施行の際現に存するものに

限る。）のうち新規則第８条の

５に定める基準に適合しないも

のに係る基準については、同条

の規定は、当該排水溝等が次の

各号のいずれかに適合している

場合に限り、適用しない。 

１ 排水溝等からの有害物質を含

む水の地下への浸透を検知する

ための装置又は排水溝等におけ

る有害物質を含む水の流量の変

動を計測するための装置を適切

に配置することその他の有害物

質を含む水の地下への浸透を確

認できる措置が講じられている

こと。 

２ 前号と同等以上の効果を有す

る措置が講じられていること。 

（附則）第５条（左欄からの続き） 

２ 前項の場合において、新法第14条第５項の規定による点検は、

新規則別表第１の７の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲

げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構

造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げ

る事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただ

し、前項第２号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切

な事項及び回数で行うものとする。 

 

有害物質使用特定

施設若しくは有害

物質貯蔵指定施設

又は当該施設の設

備 

点検を行う事項 点検の回数 

排水溝等 排水溝等のひび割

れ、被覆の損傷その

他の異常の有無 

６月に１回以上 

排水溝等からの有

害物質を含む水の

地下への浸透の有

無 

１月（有害物質の濃

度の測定により地

下への浸透の有無

の点検を行う場合

にあっては、３月）

に１回以上 
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表６－１ 地下貯蔵施設（新設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の６ 有害物質貯蔵指定施

設のうち地下に設置されて

いるもの（以下「地下貯蔵施

設」という。）は、有害物質

を含む水の漏えい等を防止

するため、次の各号のいずれ

かに適合するものであるこ

ととする。１ 次のいずれに

も適合すること。 

イ タンク室内に設置されて

いること、二重殻構造であ

ることその他有害物質を含

む水の漏えい等を防止する

措置を講じた構造及び材質

であること。 

ロ 地下貯蔵施設の外面には、

腐食を防止するための措置

が講じられていること。た

だし、地下貯蔵施設が設置

される条件の下で腐食する

おそれのないものである場

合にあつては、この限りで

ない。 

ハ 地下貯蔵施設の内部の有

害物質を含む水の量を表示

する装置を設置することそ

の他の有害物質を含む水の

量を確認できる措置が講じ

られていること。 

２ 前号に掲げる措置と同等

以上の効果を有する措置が

講じられていること。 

 

第９条の２の２ 法第14条第５項の規定による有害物質使用特定施設若し

くは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備に関する点検は、

別表第１の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指

定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に

掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、

第８条の３第２号、第８条の４第２号ハ、第８条の５第２号、第８条の

６第２号に適合する場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項及

び回数で行うものとする。 

 

別表第１（第９条の２の２関係）（抜粋） 

有害物質使用特定

施設若しくは有害

物質貯蔵指定施設

又は当該施設の設

備 

点検を行う事項 点検の回数 

８ 地下貯蔵施設 地下貯蔵施設の内

部の気体の圧力若

しくは水の水位の

変動の確認又はこ

れと同等以上の方

法による地下貯蔵

施設からの有害物

質を含む水の漏え

い等の有無 

１年（※）に１回以上とす

る。ただし、地下貯蔵施設

の内部の気体の圧力又は水

の水位の変動の確認以外の

方法による地下貯蔵施設か

らの有害物質を含む水の漏

えい等の有無の点検を行う

場合にあっては、当該方法

に応じ、適切な回数で行う

こととする。 

※ 危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）第13条第１項に

規定する地下貯蔵タンク又は同条第２項に規定する二重殻タンクであ

つて消防法第11条第５項に規定する完成検査を受けた日から15年を経

過していないものである場合又は地下貯蔵施設からの有害物質を含む

水の漏えい等を検知するための装置若しくは地下貯蔵施設における有

害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置する

ことその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じら

れ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を１月（有害物質の濃

度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、３月）

に１回以上行う場合にあっては、３年 

※地下貯蔵施設本体に接続する配管等 → 表3-1 又は4-1 を参照 
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表６－２ 地下貯蔵施設（既設） 

 構造及び設備に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の６に適合すること 第９条の２の２の規定に基づく点検 

Ｂ基準 （附則）第６条 地下貯蔵施設（この

省令の施行の際現に存するもの

に限る。）のうち新規則第８条

の６に定める基準に適合しない

ものに係る基準については、同

条の規定は、当該地下貯蔵施設

が次の各号のいずれかに適合し

ている場合に限り、適用しない。 

１ 次のいずれにも適合すること。 

イ 新規則第８条の６第１号ハ

に適合すること。 

ロ 地下貯蔵施設からの有害物

質を含む水の漏えい等を検

知するための装置又は地下

貯蔵施設における有害物質

を含む水の流量の変動を計

測するための装置を適切に

配置することその他の有害

物質を含む水の漏えい等を

確認できる措置が講じられ

ていること。 

２ 次のいずれにも適合すること。 

イ 新規則第８条の６第１号ハ

に適合すること。 

ロ 有害物質を含む水の漏えい

等を防止するため、内部にコ

ーティングが行われている

こと。 

３ 前２号と同等以上の効果を有

する措置が講じられているこ

と。 

（附則）第６条（左欄からの続き） 

２ 前項の場合において、新法第14条第５項の規定による点検は、新規

則別表第１の８の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物

質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の

設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下

欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第３号に適合する場合

は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。 

 

有害物質使用特定

施設若しくは有害

物質貯蔵指定施設

又は当該施設の設

備 

点検を行う 

事項 

点検の回数 

１ 地下貯蔵施設

（２の項に掲げる

ものを除く。） 

地下貯蔵施設か

らの有害物質を

含む水の漏えい

等の有無 

１月（有害物質の濃度の測

定により漏えい等の有無の

点検を行う場合にあって

は、３月）に１回以上 

２ 地下貯蔵施設

（前項第２号に適

合するもの及び前

項第３号に適合す

るもの（第２号と

同等以上の効果を

有する措置が講じ

られているものに

限る。）に限る。） 

地下貯蔵施設の

内部の気体の圧

力若しくは水の

水位の変動の確

認又はこれと同

等以上の方法に

よる地下貯蔵施

設からの有害物

質を含む水の漏

えい等の有無 

１年に１回以上。ただし、

地下貯蔵施設の内部の気体

の圧力又は水の水位の変動

の確認以外の方法による地

下貯蔵施設からの有害物質

を含む水の漏えい等の有無

の点検を行う場合にあって

は、当該方法に応じ、適切

な回数で行うこととする 

 

※地下貯蔵施設本体に接続する配管等 → 表3-2 又は4-2 を参照 
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表７ 使用の方法 

 使用の方法に関する基準 定期点検の方法 

Ａ基準 第８条の７ 有害物質使用特定施設又は有害物質貯

蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれ

にも適合することとする。 

１ 次のいずれにも適合すること。 

イ 有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分

配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、

有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地

下に浸透しない方法で行うこと。 

ロ 有害物質を含む水の補給状況及び設備の作

動状況の確認その他の施設の運転を適切に

行うために必要な措置を講ずること。 

ハ 有害物質を含む水が漏えいした場合には、

直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとと

もに、当該漏えいした有害物質を含む水を回

収し、再利用するか、又は生活環境保全上支

障のないよう適切に処理すること。 

２ 前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に

関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が

明確に定められていること。 

第９条の２の２ （略） 

２ 法第14条第５項の規定による使用の方法に関する点

検は、第８条の７第２号に規定する管理要領からの逸

脱の有無及びこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流

出又は地下への浸透の有無について、１年に１回以上

点検を行うものとする。 

Ｂ基準 ※Ａ基準を参照 ※Ａ基準を参照 
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第４節 その他の基準等 

 
１ 緊急時の措置（法第18条、令第６条） 

  都道府県知事が、排出水の量の減少等の措置命令などを発動する場合は、次の場合である。 

  異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質

環境基準において定められた水質の汚濁の程度の２倍に相当する程度（人の健康に係る物質による水質の

汚濁にあっては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度）を

超える状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。 

 

２ 事故時の措置（法14条の２） 

 （１） 事故時の措置の対象者  

  ア 特定事業場の設置者   イ 指定事業場の設置者   ウ 貯油施設等の設置者 

 
（２） 対象となる事故の種類 

  ア 特定事業場の設置者   有害物質を含む水若しくはその汚染状態が生活環境項目について排水基 

準に適合しないおそれがある水の公共用水域への流出、又は地下浸透 

  イ 指定事業場の設置者   有害物質又は指定物質を含む水の公共用水域への流出、又は地下浸透 

  ウ 貯油施設等の設置者   油を含む水の公共用水域への流出、又は地下浸透 

 
 （３） 指定物質（60物質）（令第３条の３） 

ホルムアルデヒド ヒドラジン ヒドロキシルアミン 過酸化水素 
塩化水素 水酸化ナトリウム アクリロニトリル 水酸化カリウム 
アクリルアミド アクリル酸 次亜塩素酸ナトリウム 二硫化炭素 

酢酸エチル ＭＴＢＥ 硫酸 ホスゲン 
1,2-ジクロロプロパン クロルスルホン酸 塩化チオニル クロロホルム 
硫酸ジメチル クロルピクリン ジクロルボス又はＤＤＶＰ オキシデプロホス又はＥＳＰ 
トルエン エピクロロヒドリン スチレン キシレン 
p-ジクロロベンゼン フエノブカルブ又はＢＰＭＣ プロピザミド クロロタロニル又はＴＰＮ 
フエニトロチオン又はＭＥＰ イプロベンホス又はＩＢＰ イソプロチオラン ダイアジノン 
イソキサチオン クロルニトロフエン又はＣＮＰ クロルピリホス フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 
アラニカルブ クロルデン 臭素 アルミニウム及びその化合物 
ニッケル及びその化合物 モリブデン及びその化合物 アンチモン及びその化合物 塩素酸及びその塩 
臭素酸及びその塩 クロム及びその化合物（六価クロムを除く。） マンガン及びその化合物 鉄及びその化合物 
銅及びその化合物 亜鉛及びその化合物 フェノール類及びその塩類 ヘキサメチレンテトラミン 
ペルフルオロオクタン酸及びその塩

（PFOA） 
ペルフルオロ（オクタン-１-スルホン酸）及びその塩  
（PFOS） 

アニリン 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 

 
（４） 貯油施設等（令第３条の５） 

  ア 油を貯蔵する貯油施設    イ 油を含む水を処理する油水分離施設 

 
（５） 対象となる油の種類（令第３条の４） 

  ア 原油  イ 重油  ウ 潤滑油  エ 軽油  オ 灯油  カ 揮発油  キ 動植物油 



  - 133 - 

３ 生活排水対策 

  水質汚濁防止法の一部改正（平成２年法律第38号、平成２.６.22公布、平成２.９.22施行）により、生

活排水対策を総合的に推進していくための枠組みが設定された。その概要は次のとおり。 

新しく設けられた生活排水対策に関する規定の概要 法律条文 
１ 目的規定の改正 
● 水質汚濁防止法の目的に、生活排水対策の実施を推進することを加える 

２ 生活排水の定義 
● 「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水をいう

こととした。 
３ 生活排水対策に係る行政及び国民の責務の明確化 
（行政の責務） 
●  市町村は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、生活排水処

理施設の整備及び生活排水対策の啓発等の実施に努めなければならない。 
●  都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施設の実施及び市町村が行う生活排水対策

の総合調整に努めなければならない。  
●  国は、生活排水の排出による公共用水域の水質汚濁に関する知識の普及を図るとともに、

地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するための技術上及び財政上の援助に努

めなければならない。 
（国民の責務等） 
● 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用

等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協

力しなければならない。 
● 生活排水を排出する者は、生活排水の処理に資する設備の整備に努めなければならない。 

４ 生活排水対策の計画的推進 
 （生活排水対策重点地域） 
● 都道府県は、水質環境基準が確保されていない等生活排水対策の実施が特に必要であると

認められる地域を「生活排水対策重点地域」に指定する。 
（生活排水対策推進計画の策定） 
● 生活排水対策重点地域に指定された場合は、当該地域内の市町村は、生活排水処理施設の

整備、啓発事業の進め方等に関して生活排水推進計画を定める。   

 

１条 

 

２条９項 

 

 

 

14条の５ １項 

 

同条 ２項 

 

同条 ３項 

 

 

 

14条の６ 

 

 

14条の７ 

 

 

14条の８ 

 

 

14条の９ 
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第５節 その他 

 

１ 水質汚濁防止法届出事項一覧 

番
号 届出等を必要とする場合 届出等の期間 法令等条文 届出等様式 

１ 

特定施設、有害物質使用特定施設、

有害物質貯蔵指定施設（法）又は

汚水等排出施設（条例）を設置（新

設、増設）しようとするとき 

実施の制限があるの

で、工事着工予定日

の少なくとも60日前

（法第９条） 

（条例第28条） 

法第５条第１項、第

２項 

法第５条第３項 

条例第24条 

特定施設設置届出書 
（省令様式第１） 
汚水等排出施設設置届出書

（県要綱様式第６号） 

２ 

事業場に設置してある施設が、法

令の改正等により新たに特定施

設、有害物質使用特定施設、有害

物質貯蔵指定施設（又は汚水等排

出施設）として指定されたとき（設

置工事中を含む。） 

新たに特定施設、有

害物質使用特定施

設、有害物質貯蔵指

定施設（又は汚水等

排出施設）となった

日から30日以内 

法第６条第１項 

条例第25条 

３ 

上記１，２の届出をした特定施設、

有害物質使用特定施設、有害物質

貯蔵指定施設（又は汚水等排出施

設）の次の事項を変更しようとす

るとき 

(1) 構造 

(2) 設備(有害物質関係施設のみ)  

(3) 使用の方法 

(4) 汚水等の処理の方法 (有害物

質貯蔵指定施設除く) 

(5) 排出水(特定地下浸透水)の汚

染状態及び量(有害物質貯蔵指定

施設除く) 

(6) 浸透の方法(特定地下浸透水

がある場合のみ) 

(7) 用水、排水の系統 

実施の制限があるの

で、工事着工予定日

の少なくとも60日前

（法第９条） 

（条例第28条） 

法第７条 

条例第26条 

４ 

届出書に記載した 

(1) 届出者の住所、名称又は代表

者氏名 

(2) 工場、事業場の名称又は所在

地に変更があったとき 

変更後30日以内 法第10条 

条例第28条第２項 

氏名変更等届出書 
（省令様式第５） 
（県要綱様式第２号） 

５ 

届出をした特定施設、有害物質使

用特定施設、有害物質貯蔵指定施

設（又は汚水等排出施設）の使用

を廃止したとき 

使用廃止後30日以内 法第10条 

条例第28条第２項 

使用廃止届出書 
（省令様式第６） 
（県要綱様式第３号） 

６ 

届出をした者から特定施設、有害

物質使用特定施設、有害物質貯蔵

指定施設（又は汚水等排出施設）

を譲り受け、借り受け、又は相続、

合併により承継したとき 

承継後30日以内 法第11条第３項 

条例第28条第２項 

承継届出書 
（省令様式第７） 
（県要綱様式第４号） 
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番
号 届出等を必要とする場合 届出等の期間 法令等条文 届出等様式 

７ 

事故が発生し、有害物質を含む水

が当該特定事業場から公共用水域

に排出され、又は地下に浸透した

ことにより人の健康又は生活環境

に係る被害を生ずるおそれのある

とき 

直ちに 法第14条の２第１項 定めはない 

８ 

事故が発生し、指定物質を含む水

が当該指定事業場から公共用水域

に排出され、又は地下に浸透した

ことにより人の健康又は生活環境

に係る被害を生ずるおそれのある

とき 

直ちに 法第14条の２第２項 定めはない 

９ 

事故が発生し、油を含む水が、貯

油事業場等から公共用水域に排出

され又は地下浸透したことにより

生活環境に係る被害を生ずるおそ

れのあるとき 

直ちに 法第14条の２第３項 定めはない 

（注）総量規制に関わる部分は省略した。 

 
２ 水質汚濁防止法罰則一覧 

（最近改正平成23年６月22日） 

１ 

特定施設、有害物質使用特定施設若しくは有害物質

貯蔵指定施設の設置若しくは変更届出に対する計

画変更命令（廃止を含む。）又は特定施設、有害物

質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施 

設の構造、設備(有害物質関係施設のみ) 、使用の

方法若しくは汚水等の処理の方法等に対する改善

命令（排水若しくは特定地下水の浸透又は有害物質

貯蔵指定施設の使用の一時停止を含む。）に違反し

た者（第８条、第13条第１項、第13条の２第１項、

第13条の３第１項） 

１年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

（法第30条） 

２ 
地下水の浄化命令に違反した者 

（第14条の３第１項、第２項） 

３ 
排水基準に適合しない排出水を排出した者 

（第12条第１項） 

６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 

（法第31条第１項） 

４ 
事故時における措置命令に違反した者 

（第14条の２第４項） 

５ 
緊急時における排水量の削減等の措置命令に違反

した者（第18条） 
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６ 
３に同じ（過失の場合） ３月以下の禁錮又は30万円以下の罰金 

（法第31条第２項） 

７ 

特定施設、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵

指定施設の設置若しくは変更届出をせず、又は虚偽

の届出をした者 

（第５条、第７条） 

３月以下の懲役又は30万円以下の罰金 

（法第32条） 

８ 

特定施設、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵

指定施設使用届出をせず、又は虚偽の届出をした者

（第６条） 

30万円以下の罰金（法第33条） 

９ 
実施制限期間の短縮許可を受けることなく、届出受

理後60日以前に工事に着手した者（第９条第１項） 

10 

排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の記録をせ

ず、又は、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなか

った者（第14条第１項） 

11 

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設

の点検の記録をせず、又は、虚偽の記録をし、又は

記録を保存しなかった者（第14条第５項） 

12 

法第22条に基づき知事が求めた報告をせず若しく

は虚偽の報告をし、又は、立入検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避した者 

13 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人、その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、

前記（１～12）に違反した者 

行為者のほか、法人又は人は各条項の罰金 

（法第34条） 

14 

氏名等変更の届出（廃止を含む：第10条）又は承継

届（法第11条第３項）をせず、又は虚偽の届出をし

た者 

10万円以下の過料（法第35条） 

（注）総量規制に関わる部分は省略した。 
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３ 底質の暫定除去基準 

 （昭和50年10月28日環水管第119号 最近改正平成24年８月８日 環水大水発120725002号） 

項目 暫 定 除 去 基 準 備     考 

水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀 

 水銀を含む底質の暫定除去基準値（底質の乾

燥重量当たり）は、海域においては次式により

算出した値（Ｃ）以上とし、河川及び湖沼にお

いては25ppm以上とする。 

 ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部にお

いては海域に準ずるものとし、沿岸流の強い海

域においては河川及び湖沼に準ずるものとする。  

 
C＝0.18・   ・   (ppm) 

 
  △H＝平均潮差（ｍ） 

   J＝溶出率 

   S=安全率 

 

(1) 平均潮差（ｍ）は、当該水域の平均潮差とす

る。ただし、潮汐の影響に比して副震動の影響を

強く受ける海域においては、平均潮差に代えて次

式によって算出した値とする。 

                 
△H＝副震動の平均振巾（ｍ）× 

 
(2) 溶出率は、当該水域の比較的高濃度に汚染さ

れていると考えられる４地点以上の底質につい

て、「底質調査方法」の溶出試験により溶出率を

求め、その平均値を当該水域の底質の溶出率とす

る。 

(3) 安全率は、当該水域及びその周辺の漁業の実

態に応じて、次の区分により定められた数値とす

る。なお、地域の食習慣等の特殊事情に応じて安

全率を見込むことは差し支えない。 

 １）漁業が行われていない水域においては、10

とする。 

 ２）漁業が行われている水域で、底質及び底質に

付着している生物を採取する魚介類（エビ、カ

ニ、シャコ、ナマコ、ボラ、巻貝類等）の漁獲

量の総漁獲量に対する割合がおおむね１／２

以下である水域においては、50とする。 

３）２）の割合がおおむね１／２を超える水域に

おいては、100とする。 

Ｐ
Ｃ
Ｂ 

 ＰＣＢを含む底質の暫定除去基準値（底質の

乾燥重量あたり）は、10ppm以上とする。 

 魚介類のＰＣＢ汚染の推移をみてさらに問題が

あるような水域においては、地域の実情に応じたよ

り厳しい基準値を設定するよう配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 
△H 

S 
1 

12×60（分） 

平均周期（分） 
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４ 地下水の浄化基準 

  水質汚濁防止法第14条の３に基づく地下水質の浄化命令の基準 

   （施行規則別表第２：平成８年７月５日総理府令第38号 最近改正平成27年９月18日省令33号) 

有 害 物 質 の 種 類 基 準 値（mg/L） 

カドミウム及びその化合物 カドミウム             0.003 

シアン化合物 検出されないこと。 
有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びＥＰＮに限る。） 検出されないこと。 

鉛及びその化合物 鉛                     0.01 

六価クロム化合物 六価クロム             0.02 

砒素及びその化合物 砒素                   0.01 

水銀及びアルキル水銀その他の化合物 水銀                   0.0005 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。 

トリクロロエチレン 0.01 

テトラクロロエチレン 0.01 

ジクロロメタン 0.02 

四塩化炭素 0.002 

1,2－ジクロロエタン 0.004 

1,1－ジクロロエチレン 0.1 
1,2－ジクロロエチレン シス、トランス合計量 

1,1,1－トリクロロエタン 1 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006 

1,3－ジクロロプロペン 0.002 

チウラム 0.006 

シマジン 0.003 

チオベンカルブ 0.02 

ベンゼン 0.01 

セレン及びその化合物 セレン                 0.01 

ほう素及びその化合物 ほう素                 1 

ふっ素及びその化合物 ふっ素                 0.8 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 
10 

塩化ビニルモノマー 0.002 
1,4-ジオキサン 0.05 
注）分析方法は、「水質汚濁防止施行規則９条の４の規定に基づき、環境大臣が定める測定方法」 
  （平成８年９月19日環境庁告示55号 最近改正平成31年３月20日環告53）による。 

0.04 
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５ 水浴場の水質判定基準（環境省通知） 

（１）判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。 

 ア ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、 

  「不適」な水浴場とする。 

 イ 「不適」ではない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ及び透明度によって、 

    「水質ＡＡ」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」あるいは「水質Ｃ」を判定し、「水質ＡＡ」及び「水質Ａ」である 

    ものを「適」、「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」であるものを「可」とする。 

      ・各項目の全てが「水質ＡＡ」である水浴場を「水質ＡＡ」（水質が特に良好な水浴場）とする。 

      ・各項目の全てが「水質Ａ」以上である水浴場を「水質Ａ」（水質が良好な水浴場）とする。 

   ・各項目の全てが「水質Ｂ」以上である水浴場を「水質Ｂ」とする。    

   ・これ以外のものを「水質Ｃ」とする。 

区  分 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 ＣＯＤ 透明度 

適 
水質ＡＡ 不検出 

(検出下限２個／100mL） 油膜が認められない ２mg/L以下 
（湖沼は３mg/L以下）  

全透 
（水深１ｍ以上） 

水質Ａ 100個／100mL以下 油膜が認められない ２mg/L以下 
（湖沼は３mg/L以下）  

全透 
（水深１ｍ以上） 

可 
水質Ｂ 400個／100mL以下 常時は油膜が認められない  ５mg/L以下 水深１ｍ未満～50cm以上  

水質Ｃ 1,000個／100mL以下  常時は油膜が認められない ８mg/L以下 水深１ｍ未満～50cm以上  

不   適 1,000個／100mLを超

えるもの 常時油膜が認められる ８mg/L超 50cm未満＊ 

 （注）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。 

    「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。 

    透明度（＊の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。 

 
（２）「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。 

  ア 「水質Ｃ」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個／100mLを超える測定値が１

以上あるもの。 

  イ 油膜が認められたもの。 

 
６ 遊泳用プールの衛生基準（厚生労働省） 

項   目 基    準 
水素イオン濃度 5.8以上8.6以下 
濁度 ２度以下 
過マンガン酸カリウム
消費量 12mg/L以下 
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であること。 

また、1.0mg/L以下が望ましいこと。 
二酸化塩素濃度 
（二酸化塩素により消
毒を行う場合） 

0.1mg/L以上 
0.4mg/L以下であること。 
（亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。） 

大腸菌 検出されないこと。 
一般細菌 200CFU/mL以下 
総トリハロメタン 暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましい。 
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７ トリクロロエチレン等に適用される主な関係法令等 

関係法令等 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律  

第２種特定化学物質 
該  当 

 
適  用 

 
 
 
 

 
第２種特定化学物質 

該  当 
 

適  用 
 
 

適  用 

・区分 
・環境汚染防止のための措置に関する容器、包装等 
 の表示 
・トリクロロエチレン又はクリーニング営業者以外  

の事業に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防

止装置に関する技術上の指針 
・クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン

の環境汚染防止措置に関する技術上の指針 
環境基本法  

0.01mg/L以下 
 

0.01mg/L以下 ・水質汚濁に関する環境基準 
水質汚濁防止法 

禁  止 
0.1mg/L 
該  当 
該  当 

禁  止 
0.1mg/L 
該  当 
該  当 

・有害物質を含む地下浸透水の地下への浸透 
・排水基準（許容限界） 
・構造、設備及び使用の方法に関する基準 
・特定施設（洗浄施設、蒸留施設）の設置及び変更

の届出 
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律  

 
水質関係第1種公害防止管理者  
水質関係第2種公害防止管理者  

 
 
水質関係第1種公害防止管理者  
水質関係第2種公害防止管理者  

・公害防止管理者及び代理者の選任 
 汚水等排出施設で排出水量が1万㎥／日以上の工場 
 汚水等排出施設で排出水量が1万㎥／日未満の工場 

下水道法  
0.1mg/L以下 

 
0.1mg/L以下 ・水質基準 

水道法  
0.01mg/L以下 

 
0.01mg/L以下 ・水道水質基準 

トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの大

気中への排出に係る暫定対策ガイドライン（環境省） 
250μg／㎥ 

（25℃、1気圧で47ppb） 
230μg／㎥ 

（25℃、1気圧で34ppb） 
・大気環境指針（暫定値）（年平均値） 
労働安全衛生法  

該  当 
第１種有機溶剤 

50ppm 

 
該  当 

第２種有機溶剤 
50ppm 

・名称等を表示すべき有毒物 
・有機溶剤中毒予防規則 
・作業環境評価基準（管理濃度） 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 

運搬又は処理・処分を外部に委託する場合には、都道府県

知事などの許可を受けた特別管理廃棄物処理業者に委託 
・有害物質 
・特別管理産業廃棄物 
・特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 
・特別管理産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 

該  当 
該  当 
該  当 
該  当 

該  当 
該  当 
該  当 
該  当 
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８ ゴルフ場使用農薬に係る指導指針 

通  知  名 基  準  等 
「ゴルフ場で使用され

る農薬による水質汚濁

の防止及び水産動植物

被害の防止に係る指導

指針の策定について」 
環境省水・大気環境局長

通知 
〔令和２年３月27日付

け環水大土発第2003271

号、最終改正：令和５年

10月12日〕 

ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度の指針値 
ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度は、排水口（排出水がゴルフ場の区域から

場外の水域に流出する地点）において、次に掲げる水濁指針値及び水産指針値を

超えないこととする。 

また、この値を下回る場合においても、農薬の流出を極力低減させるよう努め

るものとする。 

 (1) 水濁指針値 

  ① 農薬取締法第４条第１項第９号に基づく、水質汚濁に係る農薬登録保留基準

（平成20年環境省告示第60号に定められているもの。以下「水濁基準値」と

いう。）が設定されている農薬については、その値の10倍値 

  ② 別表に掲げる農薬については、同表右欄の値（暫定指導指針値） 

 (2) 水産指針値 

   農薬取締法第４条第１項第９号に基づく、水産動植物被害に係る農薬登録保

留基準（平成18年環境省告示第143号に定められているもの。以下「水産基準値」

という。）が設定されている農薬について、その値の10倍値 
 
＜水濁基準値及び水産基準値の確認方法＞ 
 以下の環境省ホームページに掲載されている。 
※改定される場合もあるので、随時確認すること。 

 （水濁基準値）https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.html 
 （水産基準値）https://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun.html 
 
別表（暫定指導指針値） 

農薬名 水濁指針値（mg/L） 
【殺虫剤】  
ダイアジノン        0.02 
チオジカルブ        0.2 
トリクロルホン（DEP）        0.05 
ペルメトリン        1 
べンスルタップ        0.42 
【殺菌剤】  
イプロジオン        3 
イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩 0.061 

（ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝとして） 
シプロコナゾール        0.3 
チウラム（チラム）        0.2 
チオファネートメチル        3 
テトラコナゾール        0.1 
トルクロホスメチル        1.7 
バリダマイシン        9.5 
ヒドロキシイソキサゾール（ヒメキサゾール）        1 
ベノミル        0.2 
【除草剤】  
シクロスルファムロン        0.8 
シマジン（CAT）        0.03 
トリクロピル        0.06 
ナプロパミド        0.3 
フラザスルフロン        0.34 
ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩及びＭＣＰＡナトリウム塩     0.051 

（MCPAとして） 
注１：表に記載の指針値は以下の式から算出している。 
   指針値＝{ADI(mg/kg体重/日)×53.3(kg)×0.1(ADIの10%配分)／2(L/人/日)}×10  
注２：表に掲げた農薬の指針値についても、今後新たに水濁基準値が設定された場合には、

その値の10倍値を指針値とする。 
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９ 公共用水域等における農薬の水質評価指針 

（平成６.４.15 水質保全局長通知 環水土第86号） 

農  薬  名 種     類 評価指針値（mg/L） 

イプロジオン 殺 菌 剤 0.3以下 

イミダクロプリド 殺 虫 剤 0.2以下 

エトフェンプロックス 殺 虫 剤 0.08以下 

エスプロカルブ 除 草 剤 0.01以下 

エディフェンホス（EDDP） 殺 菌 剤 0.006以下 

カルバリル（NAC） 殺 虫 剤 0.05以下 

クロルピリホス 殺 虫 剤 0.03以下 

ジクロフェンチオン（ECP） 殺 虫 剤 0.006以下 

シメトリン 除 草 剤 0.06以下 

トルクロホスメチル 殺 菌 剤 0.2以下  

トリクロルホン 殺 虫 剤 0.03以下 

トリシクラゾール 殺 菌 剤 0.1以下 

ピリダフェンチオン 殺 虫 剤 0.002以下 

フサライド 殺 菌 剤 0.1以下 

ブタミホス 除 草 剤 0.004以下 

ブプロフェジン 殺 虫 剤 0.01以下 

プレチラクロール 除 草 剤 0.04以下 

プロベナゾール 殺 菌 剤 0.05以下 

ブロモブチド 除 草 剤 0.04以下 

フルトラニル 殺 菌 剤 0.2以下 

ペンシクロン 殺 菌 剤 0.04以下 

ベンスリド（SAP） 除 草 剤 0.1以下 

ペンディメタリン 除 草 剤 0.1以下 

マラチオン（マラソン） 殺 虫 剤 0.01以下 

メフェナセット 除 草 剤 0.009以下 

メプロニル 殺 菌 剤 0.1以下 

モリネート 除 草 剤 0.005以下 

（以上、27農薬） 
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10 参考 

（１）水産用水基準（(社)日本水産資源保護協会2018年版） 

         水 域 
 
 
項 目 

淡  水  域 

海  域 
河  川 湖  沼 

一 般 
サケ・マス 
ア   ユ 

一 般 
サケ・マス 
ア   ユ 

１
有
機
物
・
栄
養
塩
類 

有機物 
自然繁殖条件 （BOD） 

3mg／L以下 
（BOD） 

2mg／L以下 
（CODMn） 
4mg／L以下 

（CODMn） 
2mg／L以下 

（CODOH） 
1mg／L以下 
（ノリ養殖場や閉鎖

性内湾の沿岸では
2mg／L以下） 

成 育 条 件 （BOD） 
5mg／L以下 

（BOD） 
3mg／L以下 

（CODMn） 
5mg／L以下 

（CODMn） 
3mg／L以下 

全       燐 - 
コイ・フナ 
0.1mg／L
以 下 

ワカサギ 
0.05mg／ 

L 以下 
サケ科・アユ 
0.01mg／L 以下  

水産第1種0.03mg／L以下 
水産第2種0.05mg／L以下 
水産第3種0.09mg／L以下 
ノリ養殖の最低必要濃度＝

0.007～0.014（無機態リン）

㎎／L 

全   窒   素 - 
コイ・フナ 
1.0mg／L
以 下 

ワカサギ 
0.6mg／L
以 下 

サケ科・
アユ 

0.2mg／L 
以 下 

水産第1種0.3mg／L以下 
水産第2種0.6mg／L以下 
水産第3種1.0mg／L以下 

ノリ養殖の最低必要濃度＝

0.07～0.1（無機態窒素） 
㎎／L 
ワカメ養殖の最低必要濃度

＝0.028（無機態窒素） 
㎎／L 

２ 溶 存 酸 素（DO） 6mg／L以上 7mg／L以上 6mg／L以上 7mg／L以上 6mg／L以上（内湾漁場の夏

季低層4.3mg／L以上 

３ ｐH※１ 6.7～7.5 7.8～8.4 

４ 懸 濁 物 質（SS） 

25mg／L以下 
（人為的増加5mg／L以下） 

（温水性魚類） 
3.0mg／L以下 

（サケ・マス・アユ） 
1.4mg／L以下 

（人為的増加分） 
2mg／L以下 

忌避行動などの反応を起こさせる原
因とならないこと。日光の透過を妨
げ、水産植物の繁殖、成長に影響を

及ぼさないこと。 

透明度 
1.0ｍ以上 

透明度 
4.5ｍ以上 

海藻類の繁殖に適した水深

において必要な照度が保持

され、その繁殖と生長に影

響を及ぼさないこと。 

５ 着       色 光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。忌避行動の原因とならないこと。 
６ 水       温 水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化のないこと。 
７ 大 腸 菌 群 数 MPN1,000／100ｍL以下（ただし、生食カキ飼育は70／100ｍL以下） 
８ 油       分 水中には油分が含まれないこと。水面には油膜が認められないこと。 
９ 有 害 物 質 有害物質の基準値は、別表に掲げる物質ごとに同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

10 底       質 

河川、湖沼では有機物などによる汚泥

床、みずわたなどの発生をおこさないこ

と。 

乾泥として 
CODOH（アルカリ性法） 20mg／g乾泥以下 
硫化物      0.2mg／g乾泥以下 
油分※２      0.1%以下 

微細な懸濁物が岩面又は、礫、砂利などに付着し、種苗の着生あるいはその発育等を妨げないこと。 
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験により得られた検液中の有害物質

のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、基準値の10倍を下回ること。ただ

しカドミウム、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の定量下限値

を下回ること。ダイオキシン類の濃度は150pgTEQ／gを下回ること。 

備考 １ ※１ 生息する生物に悪影響を及ぼすほどのpHの急激な変化がないこと。 

     ※２ ノルマルヘキサン抽出物 

   ２ 蓄積の可能性のある成分については人体に対する安全性を考慮した水産動植物中の許容含有量の決定をまって基準値を定める。 

   ３ 放射性物質については関係法規に定められた基準に従う。 

   ４ 分析方法は環境庁告示の公定法によるほか、海洋観測指針第１部（1999）、水質汚濁調査指針（1980）、沿岸環境調査マニュアル

（底質・微生物篇）（1990）、環境測定分析法註解（1985）による。 
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項目名 単位 
基準値 

淡水域 海域 

カドミウム mg/L 0.003 0.003 

全シアン mg/L 0.005 0.001 
鉛 mg/L 0.003 0.003 
六価クロム mg/L 0.0002 0.01 
砒素 mg/L 0.01 0.01 
総水銀 mg/L 0.0002 0.0001 
アルキル水銀 mg/L 検出されないこと 0.001 
ＰＣＢ mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
ジクロロメタン mg/L 0.02 0.02 
四塩化炭素 mg/L 0.002 0.002 
1,2－ジクロロエタン mg/L 0.004 0.004 
シス－1,2－ジクロロエチレン mg/L 0.04 0.04 
1,1－ジクロロエチレン mg/L 0.1 0.1 
1,1,1－トリクロロエタン mg/L 0.5 0.5 
1,1,2－トリクロロエタン mg/L 0.006 0.006 
トリクロロエチレン mg/L 0.01 0.01 
テトラクロロエチレン mg/L 0.01 0.002 
1,3－ジクロロプロペン mg/L 0.002 0.002 
チウラム mg/L 0.006 - 
シマジン mg/L 0.003 - 
チオベンカルブ mg/L 0.001 0.02 
ベンゼン mg/L 0.01 0.01 
セレン mg/L 0.002 0.01 
硝酸態窒素 mg/L 9 7 
亜硝酸態窒素 mg/L 0.03 0.06 
ふっ素 mg/L 0.8 1.4 
ほう素 mg/L 1 4.5 
亜鉛 mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
クロロホルム mg/L 0.05 0.06 
トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 0.04 
１,２－ジクロロプロパン mg/L 0.06 0.06 
ｐ－ジクロロベンゼン mg/L 0.1 0.07 
イソキサチオン mg/L 0.008 0.008 
ダイアジノン mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
フェニトロチオン（MEP） mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
イソプロチオラン mg/L 0.04 0.04 
オキシン銅（有機銅） mg/L 0.006 － 
クロロタロニル（TPN） mg/L 0.001 0.002 
プロピザミド mg/L 0.008 － 
EPN mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
ジクロロボス（DDVP） mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
フェノブカルブ（BPMC） mg/L 検出されないこと 0.003 
イプロベンホス（IBP） mg/L 検出されないこと 0.008 
クロルニトロフェン（CNP） mg/L 0.0009 0.08 
トルエン mg/L 0.6 0.3 
キシレン mg/L 0.4 － 
フタル酸ジエチルヘキシル mg/L 0.001 0.06 
ニッケル mg/L 0.004 0.007 
モリブデン mg/L 0.07 0.07 
アンチモン mg/L 0.008 0.4 
マンガン mg/L 0.2 0.2 
ダイオキシン類 pg-TEQ/L 1 1 
アンモニア態窒素 mg/L 0.01 0.03 
残留塩素 mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
硫化水素 mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
銅 mg/L 0.0009 検出されないこと 
アルミニウム mg/L 検出されないこと 0.1 
鉄 mg/L 0.09 0.2 
陰イオン界面活性剤 mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
非イオン界面活性剤 mg/L 検出されないこと 検出されないこと 
ベンゾ（ａ）ピレン mg/L 検出されないこと 0.00001 
トリブチルスズ化合物 mg/L 0.000007 0.000002 
トリフェニルスズ化合物 mg/L - 検出されないこと 
フェノール類 mg/L 0.008 0.2 
ホルムアルデヒド mg/L 0.5 0.04 
注：－は基準値が設定されていない。 

（別表） 
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（２）農業（水稲）用水基準 

項    目 
取水点における 

基 準 値 
備    考 

水素イオン濃度（pH） 6.0～7.5 １ 農林省公害研究会の基準である。 

２ 数値はかんがい用水の取水点における 

 許容濃度である。 

３ 重金属の数値は水耕液中の濃度により 

 定めた。現地では、土壌中への蓄積活性 

 化率等を考慮して適用する必要がある。 

４ ここに示した濃度に対する水稲の感受 

性は天候、品種、栽培法、土壌等によっ 

て異なり、また汚濁水中に含まれる成分 

相互の相乗作業、拮抗作用などによって 

変わるものである。したがってこの基準値 

を利用する際には現地の諸条件を考慮し 

利用する必要がある。  

化学的酸素要求量（COD） 6mg/L以下 

浮遊物質量（SS） 100mg/L以下 

溶存酸素量（DO） 5mg/L以上 

全窒素（T－N） 1mg/L以下 

電気伝導度 0.3mS/cm以下 

重
金
属 

砒素（As） 0.05mg/L以下 

亜鉛（Zn） 0.5mg/L以下 

銅（Cu） 0.02mg/L以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 



 

 

 

 

 

 

第３章 土壌汚染対策法関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 - 147 - 

第３章 土壌汚染対策法関係 

第１節 環境基準（環境基本法第16条） 

１ 土壌の汚染に係る環境基準 

          （平成３年８月23日環境庁告示第46号、最近改正令和２年４月２日環境省告示第44号） 
項    目 環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

カドミウム 検液1Lにつき0.003mg以下であり､かつ､
農用地においては､米1kgにつき0.4mg以
下であること｡ 

環境上の条件のうち､検液中濃度に係るものにあっては､JIS 
K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法､農用地に係るものにあ
っては､昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 

全シアン 検液中に検出されないこと｡ JIS K0102の38に定める方法（JIS K0102の38.1.1及び38の備考11
に定める方法を除く。）又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表１
に掲げる方法 

有機燐 検液中に検出されないこと｡ 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又はJIS K0102
の31.1に定める方法のうちｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法以外のもの(ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝに
あっては､昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) 

鉛 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡ JIS K0102の54に定める方法 
六価クロム 検液1Lにつき0.05mg以下であること｡ JIS K0102の65.2（JIS K0102の65.2.7を除く。）に定める方法（た

だし、JIS K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試
料を測定する場合にあっては、JIS K0170-7の7のa)又はb)に定め
る操作を行うものとする｡） 

砒素 検液1Lにつき0.01mg以下であり､かつ､農
用地（田に限る｡）においては､土壌1kgに
つき15mg未満であること｡ 

環境上の条件のうち､検液中濃度に係るものにあっては､JIS 
K0102の61に定める方法､農用地に係るものにあっては､昭和50年4
月総理府令第31号に定める方法 

総水銀 検液1Lにつき0.0005mg以下であること｡ 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 
アルキル水銀 検液中に検出されないこと｡ 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示

第64号付表3に掲げる方法 
ＰＣＢ 検液中に検出されないこと｡ 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 
銅 農用地（田に限る｡）において､土壌1kgに

つき125mg未満であること｡ 
昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 

ジクロロメタン 検液1Lにつき0.02mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2又は5.3.2に定める方法 
四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 
クロロエチレン（別名塩化ビニ  
ル又は塩化ビニルモノマー） 

検液1Lにつき0.002mg以下であること｡ 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 

1,2－ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1又は5.3.2に定める方法 
1,1－ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2又は5.3.2に定める方法 
1,2－ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.04mg以下であること｡ シス体にあってはJIS K0125 の5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方

法、トランス体にあってはJIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に
定める方法 

1,1,1－トリクロロエタン 検液1Lにつき1mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 
1,1,2－トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 
トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 
テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 
1,3－ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2又は5.3.1に定める方法 
チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること｡ 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 
シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること｡ 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 
チオベンカルブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること｡ 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 
ベンゼン 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡ JIS K0125の5.1､5.2又は5.3.2に定める方法 
セレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡ JIS K0102の67.2､67.3又は67.4に定める方法 
ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること｡ JIS K0102の34.1（JIS K0102の34の備考１を除く。）若しくは34.4

（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多
量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液とし
て、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを
溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLと
したものを用い、JIS K0170－６の６図２注記のアルミニウム溶液
のラインを追加する。）に定める方法又はJIS K0102の34.1.1c)（注
(2)第３文及びJIS K0102の34の備考１を除く｡）に定める方法（懸
濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しな
いことを確認した場合にあっては、これを省略することができ
る｡）及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表７に掲げる方法 

ほう素 検液1Lにつき1mg以下であること｡ JIS K0102の47.1､47.3又は47.4に定める方法 
1,4－ジオキサン 検液1Lにつき0.05mg以下であること｡ 昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 
備考 
 １ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 
 ２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、

汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１Lにつき0.003mg、 
  0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1 Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、

0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。 
 ３ 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を 
  下回ることをいう。 
 ４ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 
 ５ １，２－ジクロロエチレンの濃度は、JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度とJIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1

により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

※付表は省略  
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第２節 土壌汚染対策法関係 

 

１ 土壌汚染対策法の体系図（平成14年法律第53号）（最近改正 平成29.6.2法律第45号 平成31.4.1施行） 
 
土壌汚染状況調査 

・ 水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用の廃止時（法第３条第１項） 
・ 一時免除中の土地における形質の変更※1時（法第３条第７項） 
 ※1 900㎡以上 
・ 一定規模以上の土地の形質の変更※2時、汚染のおそれがあると認めるとき（法第４条） 
 ※2 一時免除申請中の土地: 900㎡以上、左記以外の土地: 3,000㎡以上 
・ 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認めるとき（法第５条） 

 
                         土地所有者等（所有者、管理者または占有者） 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚染の除去等の措置の費用を助成し、助言、普及啓発等を行

う指定支援法人を指定し、基金を設置（法第44条～53条）  

指定及び公示 
 

要措置区域等の管理 

調査・報告 指定調査機関による調査 

 
する 要措置区域又は形質変更時要届出区域

（以下、要措置区域等）の指定なし 
 

土壌汚染の指定基準適合 

都道府県が指定・公示する（法第６条）とともに、 
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧（法第 15条） 

要措置区域 
 

【汚染除去等の実施措置】 
 
・ 要措置区域の土壌汚染により健康披害が生

ずるおそれがあると認めるときは、都道府県

等が汚染原因者（汚染原因者が不明等の場合

は土地所有者等）に対し、汚染の除去等の計

画の提出を指示・命令（法第７条） 
《直接摂取によるリスク》 

立入禁止、舗装、盛土 
土壌入替え、土壌汚染の除去 

《地下水等の摂取によるリスク》 
地下水の水質の測定、不溶化 
封じ込め（原位置、遮水工、遮断工） 
土壌汚染の除去、地下水汚染の拡大の防止 

・ 土地の所有者等が除去等の措置を講じた場

合、汚染原因者に対して措置に要した費用を

請求することができる（法第８条） 
 

【土地の形質の変更の制限】 

 

・ 要措置区域内において土地の形質の変更をし

てはならない（法第９条） 

・ 形質変更時要届出区域において土地の形質の

変更をしようとする者は、都道府県知事に計画

を届出（法第 12条） 

・ 適切でない場合は、都道府県知事が計画の変

更を命令（法第 12条） 

 土壌汚染の除去が行われた場合には要措置区

域等の指定を解除・公示 (法第６条・11条) 

 

形質変更時要届出区域 
 

健康被害のおそれがない 
 

健康被害のおそれがある 
 

自主的な土壌調査・ 
指定の申請（法第 14条） 

しない 

指定支援法人 
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２ 対象物質（特定有害物質）とその基準（指定基準） 

  法の対象となる物質（特定有害物質、法第２条）は、「それが土壌に含まれることに起因して人の健康

に係る被害を生ずるおそれがあるもの」であり、 

・地下水等の摂取によるリスク 

・直接摂取によるリスク 

 の２種類のリスクから選定されている。 

  具体的には、地下水等の摂取の観点から定められた土壌の汚染に係る環境基準における溶出基準項目

を対象物質とし、そのうち、人が摂取する可能性のある表層土壌中に高濃度の状態で蓄積し得ると考え

られる重金属等を、直接摂取によるリスクの観点からの対象物質としている。 

  これらの物質によって汚染されている区域を指定する基準（指定基準、法第６条）は土壌含有量基準、 

土壌溶出量基準として、表１のように定められている。 

 

表１ 対象物質（特定有害物質）とその基準（指定基準） 

 
特定有害物質 

（法第２条） 

指定基準（法第６条） (参考) （参考） 

自然的原因によ 

る含有量値の上 

限の目安   

（ｍｇ／kg） 

直接摂取によるリス

ク 

土壌含有量基準 

（ｍｇ／kg） 

地下水の摂取による

リスク 

土壌溶出量基準 

（ｍｇ／Ｌ） 

第二溶出量基準 

（ｍｇ／Ｌ） 

第
一
種
特
定
有
害
物
質(

揮
発
性
有
機
化
合
物) 

四塩化炭素  0.002 0.02  

1,2－ジクロロエタン  0.004 0.04  

1,1-ジクロロエチレン  0.1 1  

1,2-ジクロロエチレン  0.04 0.4  

1,3－ジクロロプロペン  0.002 0.02  

ジクロロメタン  0.02 0.2  

テトラクロロエチレン  0.01 0.1  

1,1,1－トリクロロエタン  1 3  

1,1,2－トリクロロエタン  0.006 0.06  

トリクロロエチレン  0.01 0.1  

ベンゼン  0.01 0.1  

クロロエチレン  0.002 0.02  

第
二
種
特
定
有
害
物
質
（
重
金
属
等
） 

カドミウム及びその化合物 45 0.003 0.09 1.4 

六価クロム化合物 250 0.05 1.5 － 

シアン化合物 50(遊離シアン 

として） 

検液中に検出され

ないこと 

1 

 

 

水銀及びその化合物 15 0.0005 0.005 1.4 

 アルキル水銀 検液中に検出され

ないこと 

検液中に検出され

ないこと 

セレン及びその化合物 150 0.01 0.3 2.0 

鉛及びその化合物 150 0.01 0.3 140 

砒素及びその化合物 150 0.01 0.3 39 

ふっ素及びその化合物 4,000 0.8 24 700 

ほう素及びその化合物 4,000 1 30 100 

第
三
種
特
定
有
害
物
質(

農
薬
等) 

シマジン  0.003 0.03  

チウラム  0.006 0.06  

チオベンカルブ  0.02 0.2  

ＰＣＢ  検液中に検出され

ないこと 

0.003  

有機りん化合物  検液中に検出され

ないこと 

1  
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３ 調査の対象地と対象物質 

土壌汚染調査の対象となる土地と物質は、表２のとおりである。 

 

表２ 土壌汚染状況調査の対象となる土地と物質 

土   地 物   質 

使用が廃止された、有害物質使用特定施設（水質汚濁

防止法第２条）に係る工場または事業場の敷地であっ

た土地（法第３条第１項） 

施設において使用等していた物質 

有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷

地であった土地で土壌汚染状況調査を一時免除され

た土地において、土地の形質変更の届出を受けた土地

（法第３条第７項） 

施設において使用等していた物質 

土地の形質の変更の届出を受けた場合において、土壌

汚染のおそれがあると都道府県知事が認める土地（法

第４条） 

都道府県知事が特定した物質 

土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都

道府県知事が認める土地（法第５条） 
都道府県知事が特定した物質 

 

４ 必要な調査 

 土壌汚染調査には、土壌ガス調査、土壌溶出量調査、土壌含有量調査があり、物質の分類ごとに表３に示

されるように実施することが定められている。 

 

表３ 物質ごとに必要な調査 

特定有害物質 

（法第２条） 
土壌ガス調査 土壌溶出量調査 土壌含有量調査 

揮発性有機化合物 

（第１種特定有害物質） 
○ 

○ 

土壌ガス調査で特定有害

物質が検出された場合 

 

重金属等 

（第２種特定有害物質） 

 

 

 

○ ○ 

農薬等 

（第３種特定有害物質） 

 

 

 

○  

 

５ 調査地点 

土壌ガス調査、土壌溶出量調査、土壌含有量調査のいずれも、調査地点を100㎡に１地点の割合で調査区

域内均等に選定する（図１中の①）。ただし、汚染が存在するおそれの少ないと認められる区域（図１中の

②）（就業中の従業員が出入りまたは利用する事務所、通路、駐車場、中庭等）では900㎡に１地点の割合

とし、汚染が存在するおそれがないと認められる区域（図１中の③）（グラウンド、従業員用居住施設、山

林等）では採取を行わなくともよい。 
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  ６ 汚染の除去等の措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 土壌汚染のおそれの分類 

凡 例 

①土壌汚染が存在するおそれがある土地 

②土壌汚染が存在するおそれが少ない土地 

③土壌汚染が存在するおそれがない土地 

② 

土壌汚染の存在する土地の判断ケース（工場又は事業場、その１） 

：排水の流れ 

有害物質使用特定施設 

② 

建屋 

（有害物質使用特定施設なし） 

③ 

公
道
等 

①（配管周辺） ①（配管周辺） 

：排水の流れ 

土壌汚染の存在する土地の判断ケース（工場又は事業場、その２） 

土壌汚染の存在する土地の判断ケース（大学等） 

① 建屋 

講 

義 

棟 

講 

義 

棟 

③ 

 グラウンド 

② ③ 

③ 

 職員駐車場 

③ 武道場 

有害物質使用特定施設 

① 実験棟 

①（配管周辺） 

③ 

 グラウンド 

① 建屋 

有害物質使用特定施設 
③ 

従業員用駐車場 

（作業用は除く） 

② 
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第３節 土壌及び地下水汚染防止に関する規制（県条例関係） 
 

１ 規制対象者 

  次に定める施設で、健康有害物質を取扱う施設を設置している者 

      ①汚水等排出施設（規則別表第３（第５条、第20条、第43条関係）） 

      ②水質汚濁防止法施行令別表第１に掲げる施設 

③廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の４第１項の規定による許可を受けている者が設置し

ている当該許可に係る廃棄物の積替え若しくは保管の場所又は同条第６項の規定により許可を受

けている者が設置している当該許可に係る廃棄物の保管場所 

 

２ 土壌又は地下水の届出に係る基準 

土壌の基準（規則第 33条、第 35条関係 別表 16） 
番

号 
健康有害物質の種頚 基準値 測  定  方  法 

１ 
カドミウム及びその化

合物 

検液１リットルにつき0.003ミリグ

ラム 

JIS K0102の55・２、55・３又は55・４に定める方法 

２ 

シアン化合物 検液中に検出されないこと JIS K0102の38に定める方法（JIS K0102の38・１・

１及び38の備考11に定める方法を除く。）又は水質汚

濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告示第

59号）付表１に掲げる方法 

３ 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和49

年環境庁告示第64号）付表１に掲げる方法又はJIS 

K0102の31・１に定める方法のうちガスクロマトグラ

フ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、環境

大臣が定める排水基準に係る検定方法付表２に掲げ

る方法） 

４ 
鉛及びその化合物 検液１リットルにつき0.01ミリグ

ラム 

JIS K0102の54に定める方法 

５ 

６価クロム化合物 検液１リットルにつき0.05ミリグ

ラム 

JIS K0102の65・２（JIS K 0102の65・２・７を除く。）

に定める方法（ただし、JIS K0102の65・２・６に定

める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場

合にあっては、JIS K0170―７の７のａ）又はｂ）に

定める操作を行うものとする。） 

６ 
ひ素及びその化合物 検液１リットルにつき0.01ミリグ

ラム 

JIS K0102の61に定める方法 

７ 
水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物 

検液１リットルにつき0.0005ミリ

グラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表２に掲げる方

法 

８ 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと 水質汚濁に係る環境基準について付表３及び環境大

臣が定める排水基準に係る検定方法付表３に掲げる

方法 

９ 
ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと 水質汚濁に係る環境基準について付表４に掲げる方

法 

10 
トリクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラ

ム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・４・

１又は５・５に定める方法 

11 
テトラクロロエチレン 検液１リットルにつき0.01ミリグ

ラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・４・

１又は５・５に定める方法 

12 
ジクロロメタン 検液１リットルにつき0.02ミリグ

ラム 

JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・２に定める

方法 

13 
四塩化炭素 検液１リットルにつき0.002ミリグ

ラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・４・

１又は５・５に定める方法 

14 
1,2－ジクロロエタン 検液１リットルにつき0.004ミリグ

ラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１又は５・３・

２に定める方法 

15 
1,1－ジクロロエチレン 検液１リットルにつき0.1ミリグラ

ム 

JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・２に定める

方法 
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16 

1,2―ジクロロエチレン 検液１リットルにつき0.04ミリグ

ラム 

シス体にあってはJIS K0125の５・１、５・２又は５・

３・２に定める方法、トランス体にあってはJIS K 

0125の５・１、５・２又は５・３・１に定める方法 

17 
1,1,1－トリクロロエタ

ン 

検液１リットルにつき１ミリグラ

ム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・４・

１又は５・５に定める方法 

18 
1,1,2－トリクロロエタ

ン 

検液１リットルにつき0.006ミリグ

ラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・４・

１又は５・５に定める方法 

19 
1,3－ジクロロプロペン 検液１リットルにつき0.002ミリグ

ラム 

JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・１に定める

方法 

20 チウラム 検液１リットルにつき0.006ミリグ

 

水質汚濁に係る環境基準について付表５に掲げる方

法 
21 

シマジン 検液１リットルにつき0.003ミリグ

ラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表６の第１又は

第２に掲げる方法 

22 
チオベンカルブ 検液１リットルにつき0.02ミリグ

ラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表６の第１又は

第２に掲げる方法 

23 
ベンゼン 検液１リットルにつき0.01ミリグ

ラム 

JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・２に定める

方法 

24 
セレン及びその化合物 検液１リットルにつき0.01ミリグ

ラム 

JIS K0102の67・２、67・３又は67・４に定める方法 

25 
ほう素及びその化合物 検液１リットルにつき１ミリグラ

ム 

JIS K0102の47・１、47・３又は47・４に定める方法 

26 

ふっ素及びその化合物 検液１リットルにつき0.8ミリグラ

ム 

JIS K0102の34・１（JIS K0102の34の備考１を除く。）

若しくは34・４（妨害となる物質としてハロゲン化

合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測

定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約

200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60

ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かし

た溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を

加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、JIS 

K0170－６の６図２注記のアルミニウム溶液のライ

ンを追加する。）に定める方法又はJIS K0102の34・

１・１ｃ）（注（２）第３文及びJIS K0102の34の備

考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンク

ロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないこと

を確認した場合にあっては、これを省略することが

できる。）及び水質汚濁に係る環境基準について付表

７に掲げる方法 

27 
塩化ビニルモノマー 検液１リットルにつき0.002ミリグ

ラム 

地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９

年環境庁告示第10号）付表に掲げる方法 

28 
1,4―ジオキサン 検液１リットルにつき0.05ミリグ

ラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表８に掲げる方

法 

備考 

１ 検液中濃度は付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 

２ カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、６価クロム化合物、ひ素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀そ

の他の水銀化合物、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物の検液中濃度に係る値

にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ

地下水１リットルにつき 0.003ミリグラム、0.01ミリグラム、0.05ミリグラム、0.01ミリグラム、0.0005ミリグラム、

0.01ミリグラム、１ミリグラム及び 0.8ミリグラムを超えていない場合には、それぞれ検液１リットルにつき 0.009ミ

リグラム、0.03ミリグラム、0.15ミリグラム、0.03ミリグラム、0.0015ミリグラム、0.03ミリグラム、３ミリグラム

及び 2.4ミリグラムとする。 

３ 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果 

 が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

４ 有機りん化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

５ 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・２より測定されたシス体の濃度と JIS 

K0125の５・１、５・２又は５・３・１により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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地下水の基準（規則第33条、第35条関係 別表17） 

番号 健康有害物質の種類 基準値 測  定  方  法 

１ 
カドミウム及びその化合

物 

１リットルにつきカドミ

ウム0.003ミリグラム 

JIS K 0102の55・２、55・３又は55・４に定

める方法 

２ 

シアン化合物 検出されないこと。 JIS K0102の38・１・２（JIS K0102の38の備

考11を除く。以下同じ。）及び38・２に定め

る方法、JIS K0102の38・１・２及び38・３に

定める方法、JIS K0102の38・１・２及び38・

５に定める方法又は水質汚濁に係る環境基

準について付表１に掲げる方法 

３ 
鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛0.01

ミリグラム 

JIS K0102の54に定める方法 

４ 

６価クロム化合物 １リットルにつき６価ク

ロム0.02ミリグラム 

JIS K0102の65.2（65.2.2 及び 65.2.7 を除く。） 

に定める方法（ただし、 次の１から３までに掲げ

る場合にあっては、それぞれ１から３までに定め

るところによる。） 

１  JIS K0102の65.2.1 に定める方法による場合 

原則として光路長50mmの吸収セルを用いること 。 

２  JIS K0102の65.2.3 、65.2.4 又は65.2.5 に

定める方法による場合（65．の備考11の b）によ

る場合に限る。） 試料に、その濃度が基準値相当

分(0.02mg/Ｌ) 増加するように六価クロム標準液

を添加して添加回収率を求め、その値が70～120％

であることを確認すること 。 

３  JIS K0102の65.2.6に定める方法により塩分

の濃度の高い試料を測定する場合 ２に定めると

ころによるほか、JIS K0170－７の７のa）又はb）

に定める操作を行うこと。 

５ 
ひ素及びその化合物 １リットルにつきひ素

0.01ミリグラム 

JIS K0102の61・２、61・３又は61・４に定め

る方法 

６ 
水銀及びアルキル水銀そ

の他の水銀化合物 

１リットルにつき水銀

0.0005ミリグラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表２に

掲げる方法 

７ 
アルキル水銀化合物 検出されないこと 水質汚濁に係る環境基準について付表３に

掲げる方法 

８ 
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 水質汚濁に係る環境基準について付表４に

掲げる方法 

９ 
トリクロロエチレン １リットルにつき0.01ミ

リグラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・

４・１又は５・５に定める方法 

10 
テトラクロロエチレン １リットルにつき0.01ミ

リグラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・

４・１又は５・５に定める方法 

11 
ジクロロメタン １リットルにつき0.02ミ

リグラム 

JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・２に

定める方法 

12 
四塩化炭素 １リットルにつき0.002

ミリグラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・

４・１又は５・５に定める方法 

13 
1，2－ジクロロエタン １リットルにつき0.004

ミリグラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１又は

５・３・２に定める方法 

14 
1，1－ジクロロエチレン １リットルにつき0.1ミ

リグラム 

JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・２に

定める方法 

15 

1，2－ジクロロエチレン １リットルにつき0.04ミ

リグラム 

シス体にあってはJIS K0125の５・１、５・２

又は５・３・２に定める方法、トランス体に

あってはJIS K0125の５・１、５・２又は５・

３・１に定める方法 
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16 
1，1，1－トリクロロエタ

ン 

１リットルにつき１ミリ

グラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・

４・１又は５・５に定める方法 

17 
1，1，2－トリクロロエタ

ン 

１リットルにつき0,006

ミリグラム 

JIS K0125の５・１、５・２、５・３・１、５・

４・１又は５・５に定める方法 

18 
1，3－ジクロロプロペン １リットルにつき0.002

ミリグラム 

JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・１に

定める方法 

19 
チウラム １リットルにつき0.006

ミリグラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表５に

掲げる方法 

20 
シマジン １リットルにつき0.003

ミリグラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表６の

第１又は第２に掲げる方法 

21 
チオベンカルブ １リットルにつき0.02ミ

リグラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表５の

第１又は第２に掲げる方法 

22 
ベンゼン １リットルにつき0.01ミ

リグラム 

JIS K0125の５・１、５・２又は５・３・２に

定める方法 

23 
セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン

0.01ミリグラム 

JIS K0102の67・２、67・３又は67・４に定め

る方法 

24 
ほう素及びその化合物 １リットルにつきほう素

１ミリグラム 

JIS K0102の47・１、47・３又は47・４に定め

る方法 

25 

ふっ素及びその化合物 １リットルにつきふっ素

0.8ミリグラム 

JIS K0102の34・１（JIS K0102の34の備考１

を除く。）若しくは34・４（妨害となる物質

としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素

が多量に含まれる試料を測定する場合にあ

っては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリ

リットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミ

リリットル及び塩化ナトリウム10グラムを

溶かした溶液とグリセリン250ミリリットル

を混合し、水を加えて1,000ミリリットルと

したものを用い、JIS K0170－６の６図２注記

のアルミニウム溶液のラインを追加する。）

に定める方法又はJIS K0102の34・１・１ｃ）

（注（２）第３文及びJIS K0102の34の備考１

を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオ

ンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共

存しないことを確認した場合にあっては、こ

れを省略することができる。）及び水質汚濁

に係る環境基準について付表７に掲げる方 

26 

アンモニア、アンモニウム

化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物 

１リットルにつき亜硝酸

性窒素及び硝酸性窒素の

合計10ミリグラム 

亜硝酸化合物にあってはJIS K0102の43・１に

定める方法により測定された亜硝酸イオン

の濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性

窒素の量を測定する方法、硝酸化合物にあっ

てはJIS K0102の43・２・１、43・２・３、43・

２・５又は43・２・６に定める方法により測

定された硝酸イオンの濃度に換算係数

0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を測定する

方法 

27 
塩化ビニルモノマー １リットルにつき0.002

ミリグラム 

地下水の水質汚濁に係る環境基準について

付表に掲げる方法 

28 
1,4－ジオキサン １リットルにつき0.05ミ

リグラム 

水質汚濁に係る環境基準について付表８に

掲げる方法 

備考 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当 

  該方法の定量限界を下回ることをいう。 
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  ３ その他 

   (1) 測定等の義務及び届出等に関する事項一覧 

① 健康有害物質の使用状況等の調査を年１回実施。 

② 土壌又は地下水の測定を年１回以上実施。 

  ③ 測定結果が２に掲げる基準値を超えたときは知事に届出。 

  ④ 基準値を超えたときは必要な措置を講ずること。 

⑤ 譲渡又は貸与する時は記録を引継ぐこと。 

 
   (2) 土壌又は地下水汚染に関する罰則等一覧 
 

１ 
土壌又は地下水の汚染が判明したにもかかわら

ず、必要な措置を講じていないことに対する措置

命令に違反した場合 

１年以下の懲役又は30万円以下の罰金

(条例第95条) 

２ 
土壌又は地下水の汚染が判明したにもかかわら

ず、必要な措置を講じていないことに対する勧告

に従わなかった場合 

公表 

（条例第73条第２項） 
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 ４ 土壌汚染対策指針について（平成18年４月１日施行、平成31年３月14日改正（平成31年４月１日施行）） 

   ★指針の概要★ 

  １ 土壌汚染対策指針とは 

 この指針は、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例（以下 

「条例」という。）に基づいて実施する土壌調査の実施方法、土壌汚染があった場合の汚染土壌の

処理方法について示したものです。 

 
  ２ 内容                                       

   (1) 土壌調査の実施方法 

     健康有害物質を取扱う事業者は、１年に１回以上、土壌又は地下水のどちらかの測定が必要です。

また、工場を廃止した時には、工場敷地内の土壌の汚染状態の測定が必要です。事業者の方は、次

により必要な調査の実施方法を判断してください。 

    なお、条例に基づき工場を廃止した時の土壌の汚染状態の測定の義務が生じている土地が、土壌

汚染対策法（平成 14年法律第 53号）第３条に規定する土壌汚染状況調査の対象となる場合は、同

条に基づく調査の実施（同条ただし書に定める調査義務の猶予を含む。）を優先してください。 

 

地下水の測定を実施する場合 

 敷地内に井戸等がある場合はその井戸を、敷地内に井戸がない場合は、地下水の流動の状況を勘案し、 
地下水の汚染状況を的確に把握できる敷地周辺の地点の井戸で実施してください。 

土壌の測定を実施する場合 

土壌調査の実施方法 

揮発性有機化合物 

・１年に１回以上の定期測定 

・工場の廃止時の調査 

土壌ガス調査 

（簡易測定法） 

土壌溶出量調査 

（揮発性有機化合物） 

工場の廃止時のみ 

重金属、農薬等 

詳しくは 

別図を参照 
使用している有害物質 

土壌溶出量調査 

（重金属、農薬等） 

○調査実施機関 

  できるだけ、土壌汚染対策法に定める指定調査機関に調査を依頼してください。 

○土壌汚染対策法に基づいて実施した測定結果の活用 

  土壌汚染対策法第３条第１項に規定する土壌汚染状況調査又はそれと同等以上の調査を実施した場合 

 には、当該土壌調査の結果を条例に基づく土壌汚染状態測定の結果とすることができます。 
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  (2) 土壌汚染があった場合の汚染の拡散防止措置 

     土壌汚染があった場合には、下表に定める方法により汚染の拡散防止措置を行ってください。

また、土地の汚染の状況に応じて､汚染の拡散防止を行う区域からの汚染土壌又は健康有害物質

の飛散、揮散又は流出の防止のための応急的な対策を、事前に講じてください。 

 揮発性有機化合物 重金属等 農薬等 

第二溶出基準 

適合or不適合 

 

 

汚染拡散防止措置 

適 合 不適合 適 合 不適合 適 合 不適合 

地下水の水質の測定  ○※ ×  ○※ ×  ○※ × 

原位置封じ込め ○ △ ○ △ ○ × 

遮水工封じ込め ○ △ ○ △ ○ × 

遮断工封じ込め × × ○ ○ ○ ○ 

不溶化 × × ○ × × × 

土壌汚染の除去 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地下水汚染の拡大の防止 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
※：土壌の特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量以下であり、地下水の汚染状態が目標地下水濃度以下である場合に限る。 
△：基準不適合土壌を第二溶出基準に適合させた上で、原位置封じ込め又は遮水工封じ込めを行うことが必要。 
 
 

 

 (3)  地下水・土壌汚染に係る県民への情報提供 

    土壌汚染が発覚した時は，「地下水・土壌汚染に係る情報提供指針（平成 17年４月１日施行）」   

に定める公表の基準に従って公表について判断してください。 

 

① 詳細調査の実施 
  ２(1)の調査を実施した結果、土壌汚染が発覚した場合は、土壌汚染対策法に定める方法により実  

 施してください。 

 

② 指定調査機関 
  土壌汚染対策法に定める指定調査機関に調査や汚染除去を依頼してください。 
 
③ 汚染土壌管理票の利用 
  掘削した汚染土壌を工場等の敷地の外へ搬出する場合には、できるだけ汚染土管理票を使用して  
 ください。 
  
④ 汚染の拡散防止措置の開始及び終了の時期を明確に 
  汚染の拡散防止措置の開始及び終了の時期を明らかにするとともに、主要な工事の実施時期を示  
 してください。 
 
⑤ 汚染の拡散防止措置の期間中の環境保全対策 
  汚染の拡散防止措置の実施期間中は、周辺環境に支障を及ぼすことがないよう、必要に応じて環  
 境保全上の対策を講じてください。（詳しくは、指針本文を参照） 
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土壌溶出量調査 

（重金属、農薬等） 

同じ重量 

混合する 

 

土壌溶出量調査 

（揮発性有機化合物） 

それぞれの土壌を 

検体とする 

土壌ガス調査 

（揮発性有機化合物） 

条例規則第 33 条第 1 項第 2 号に定める測定方法により、指針第２(1) で選

定した調査実施地点において測定を実施すること（ただし、条例69条第1項及

び第 2 項に基づく測定を実施する場合には、指針第２(1) で選定した調査実施

地点を中心として数地点とすること）。 

なお、調査実施地点での試料採取が著しく困難な場合は、試料採取が可能

であって調査実施地点に最も近い地点を試料採取地点とすること。検知管式

ガス測定器による測定方法により土壌ガスを測定し、健康有害物質が検出さ

れた場合には改めて指針第２(3) の方法により測定すること。 

別  図 

土壌ガスを吸引 

① 試料の採取を行う地点（以下「試料採取地点」という。）は、指針第２(1) で選

定した調査実施地点を中心として数地点とすること。なお、調査実施地点での試

料採取が著しく困難な場合は、試料採取が可能であって調査実施地点に最も近

い地点を試料採取地点とすること。 

② ①で定めた試料採取地点において、表層の土壌（地表から深さ 5 センチメー

トルまでの土壌をいう。以下同じ。）、深さ 5 センチメートルから 50 センチメートル

までの土壌及び深さ 1メートルから 10メートルまでの 1メートルごとの土壌（深さ

10 メートル以内に帯水層の底面がある場合にあっては、当該底面より深い位置

にあるものを除く。）を採取すること。 

5～50 センチメートル 

① 試料採取地点は、指針第２(1) で選定した調査実施地点及び調査実施地点

から四方位に5メートルから 10メートルまで離れた各地点とすること。なお、これ

らの地点のうち、試料採取が著しく困難な地点があった場合は、試料採取が可

能であって当該地点に最も近い地点を試料採取地点とすること。 

② ①で定めた各試料採取地点において、表層の土壌及び深さ5センチメートル

から 50 センチメートルまでの土壌を採取すること。 

③ ②の規定により採取された表層の土壌と、深さ 5 センチメートルから 50 セン

チメートルまでの土壌とを同じ重量混合すること。 

④ ③の規定により混合された各試料採取地点の土壌をそれぞれ同じ重量混合

すること。 

5～50 センチメートル 

5～10 メートル 
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第４節 地下水・土壌汚染に係る情報提供に関する指針（平成17年４月１日施行） 

 

 

岩手県環境生活部  公表の基準  

土壌汚染対策法又は県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例に定

める基準に適合しない土壌の存在（以下「土壌汚染」という。）が確認されたときは、以下により公表

について判断します。 

（ケース１） 

ア 土壌汚染が存在する土地の周辺（敷地内外問わず）で、地下水汚染が生じ、かつ、周辺

で地下水の飲用利用がある場合は、周辺で地下水を飲用することにより人への健康被害が

生ずるおそれが非常に高いことから、県（広域振興局等）が公表すること。 

ただし、当該事業者等が、自主的に公表することを妨げるものではない。 

（ケース２） 

イ 土壌汚染が存在する工場敷地内に観測井戸を設けていないなど、工場敷地内・周辺の地

下水汚染の状況が不明であり、かつ、周辺で地下水の飲用利用がある場合は、汚染が工場

敷地を超えて拡散している可能性があり、人への健康被害が生ずるおそれが否定できない

ことから、県（広域振興局等）が公表すること。 

ただし、当該事業者等が、自主的に公表することを妨げるものではない。 

（ケース３） 

ウ 土壌汚染が存在する土地の周辺（敷地内外問わず）で、現に地下水汚染が生じているも

のの、周辺で地下水の飲用利用がない場合は、周辺で地下水を飲用することにより、人へ

の健康被害が生ずるおそれが低いことから、高濃度の汚染、広範囲の汚染並びに社会的に

注目を集めるようなＰＣＢ及びダイオキシン類等による汚染がある場合など、個別の状況

に応じ、県（広域振興局等）が公表すること。 

ただし、当該事業者等が、自主的に公表することを妨げるものではない。 

（ケース４） 

エ 土壌汚染が存在する土地の工場敷地内で、地下水の汚染が留まっている場合は、周辺で

地下水を飲用することにより、人への健康被害が生ずるおそれが低いことから、当該事業

者等は自主的に公表することが望ましい。 

（ケース５） 

オ 地下水汚染が認められない場合は、土壌汚染が存在するのみであるため、人への健康被

害が生ずるおそれが極めて低いことから、公表を要しないが、当該事業者等は自主的に公

表することが望ましい。 

なお、アからオにより難いときやご不明な点があるときには、管轄する広域振興局等と個別に相

談してください。 
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第４章 騒音規制法関係 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



騒音規制法の体系図 

 

(注)１ 図に掲げた項目以外に、経過措置(７)、小規模の事業者に対する配慮(13)、立入検査(20)、事務の委任(25)、条例との関係(27)等 

について定めている。 

２ 図中の(   ) 書きは条文である。例えば(２．１)は法第２条第１項を意味する。 
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第４章 騒音規制法関係 

 

 
各種の騒音から生活環境を保全し、健康の保護に資するため、次表のとおりそれぞれの基準が定められて

いる。 

 
各種騒音と基準との対応表 

（令和６年３月現在） 

騒音の種類 

環境基準 規制基準 
その他の 

規 制 等 種  類 指定地域 種  類 
指定地域 

(規制地域) 

工場・事業場騒音 騒音環境基準 25市町村 
特定工場等の規制

基準 
25市町村  

建 設 作 業 騒 音 
  特定建設作業の規

制基準 
25市町村 

 

自 動 車 騒 音 騒音環境基準 25市町村 
自動車騒音の限度

（要請限度） 
25市町村 

 

航 空 機 騒 音 
航空機騒音環境

基準 

花巻市の一

部 

   

新 幹 線 鉄 道 騒 音 
新幹線鉄道騒音

環境基準 

沿線地域の

一定地域 

   

夜間における近隣騒音 騒音環境基準 25市町村 
  夜間の静穏

の保持義務 

商業宣伝の拡声機騒音 騒音環境基準 25市町村 
  拡声機の使

用基準 
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第１節 環境基準（環境基本法第16条） 

 
 １ 騒音環境基準（平成10年９月30日環境庁告示第64号） 

 一般の騒音に適用されるもので、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。 

（平成24年３月30日 県告示第246号） 

地 域 類 型 環 境 基 準 値 

 当てはめ地域 

（用途地域との原則的対応） 
地域の区分 

昼間（午前６時 

から午後10時） 

夜間（午後10時から翌

日の午前６時） 

ＡＡ 特に静穏を要する地域  50デシベル以下 40デシベル以下 

Ａ 

専ら住居の用に供される地域 

 第１種低層住居専用地域 

 第２種低層住居専用地域 

 第１種中高層住居専用地域 

 第２種中高層住居専用地域 

 田園住居地域 

一般の地域 55デシベル以下 45デシベル以下 

２車線以上の車線

を有する道路に面

する地域 

60デシベル以下 55デシベル以下 

Ｂ 

主として住居の用に供される

地域 

 第１種住居地域 

 第２種住居地域 

 準住居地域 

一般の地域 55デシベル以下 45デシベル以下 

２車線以上の車線

を有する道路に面

する地域 

65デシベル以下 60デシベル以下 

Ｃ 

相当数の住居と併せて商業、

工業等の用に供される地域 

 近隣商業地域 

商業地域 

 準工業地域 

 工業地域 

一般の地域 60デシベル以下 50デシベル以下 

車線を有する道路

に面する地域 

65デシベル以下 60デシベル以下 

 

特例 

 

幹線交通を担う道路に近接す

る空間 

 高速自動車国道 

 一般国道 

 県道 

 ４車線以上の市町村道 

 自動車専用道路 

２車線以下の道路

の端から15ｍ 

 

 

２車線を超える道

路の端から20ｍ 

70デシベル以下 65デシベル以下 

備考 

 個別の住居等において騒音の影響を受けや

すい面の窓を主として閉めた生活が営まれて

いると認められるときは、屋内へ透過する騒

音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以

下、夜間にあっては40デシベル以下）による

ことができる。 

備考 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車 

道部分をいう。 
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参考 騒音環境基準の評価方法 

 (1) 道路に面する地域 

   道路に面する地域の評価は、評価範囲（原則道路端から50m）内の近接空間／非近接空間区分及び 

  環境基準に係る地域の類型ごとの騒音レベル別住居等戸数を算定し、道路に面する地域の環境基準を超 

  過する住居等の戸数及び割合を算出すること（いわゆる「面的評価」）により行う。 

（近接空間：２車線以下の道路においては道路端から15ｍ、２車線を超える道路においては道路端か 

ら20ｍ。） 

 (2) 一般地域（道路に面する地域以外の地域） 

   一般地域における騒音環境基準の達成状況の地域としての評価は、原則として一定の地域ごとに当該 

  地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して行う。 

   環境基準の達成状況は、地域の類型ごとに概ね一定の面積となるように評価区域を設定し、その地点 

  数の割合をもって達成割合を把握することが考えられる。 

 

 

 
２ 航空機騒音環境基準（昭和48年12月27日環境庁告示第154号） 

花巻空港における航空機騒音環境基準の地域指定は次のとおりである。 

                             （昭和60年10月11日県告示第1019号） 

                              
※ 別図は岩手県環境生活部環境保全課及び花巻市役所に備え、縦覧に供する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

環 境 基 準 

地 域 の 類 型 を 当 て は め る 地 域 地域の 

類 型 
基 準 値 

Ⅰ 57デシベル以下 

別図に示す区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に

掲げる第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用

地域、第２種中高層住居専用地域及び田園住居地域並びにこれらの地域に準じて生

活環境を保全する必要のある地域として別図に示す地域（以下「住専地域等」とい

う。） 

Ⅱ 62デシベル以下 

別図に示す区域のうち、住専地域等以外の地域。ただし、国土利用計画法（昭和49

年法律第92号）第９条第２項第３号に規定する森林地域、河川法（昭和39年法律第

167号）第６条第１項に規定する河川区域及び花巻空港の敷地である区域を除く。 
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 ３ 新幹線鉄道騒音環境基準（昭和50年７月29日環境庁告示第46号） 

岩手県における新幹線鉄道騒音環境基準の地域指定は次のとおりである。 

（昭和52年９月30日県告示第1221号） 

環境基準 
地 域 の 類 型 を 当 て は め る 地 域 

地域の類型 基 準 値 

Ⅰ 70デシベル以下 

 沿線区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第

１号に掲げる第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１

種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域、準住居地域及び田園住居地域 

Ⅱ 75デシベル以下 

 沿線区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる近隣商業地

域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに同法の規定による用途地

域の定めのない地域であって住居等が存在する地域 

備考 １ 「沿線区域」とは、別に定められた東北新幹線に係る工事実施計画による東京起点から軌道中心 

線に沿って八戸側に500ｍごとに軌道中心線から300ｍの線に囲まれた区域で岩手県内にあるものを

いう。 

   ２ 「住居等」とは、人が居住して日常生活に用いる家屋等の場所をいう。 

   ３ 沿線区域のうち、トンネルの出入り口から中央部方向へ150ｍ以上奥の地域及び河川法（昭和39年

法律第167号）第６条第１項に定める河川区域は、当てはめる地域から除く。 

 

 

 

例 

 
住居の存在しない地域 

300ｍ 300ｍ 

500ｍ 

150ｍ 

軌 道 

Ⅰ類型地域 

Ⅱ類型地域 

除外地域 

住居 

トンネル （河川） 

住居地域 
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第２節 規制基準等 

 

 １ 地域の指定（法第３条第１項、条例第33条第１項） 

特定工場等（法第２条第２項）、騒音特定工場等（条例第33条第１項）、特定建設作業（法第２条第３項及

び自動車（法第２条第４項）から発生する騒音を規制する地域を指定した市町村は、次表のとおりである。 

指定(告示) 

年 月 日 
施行年月日 市  町  村  名 

昭和48.３.30 昭和48.４.１ 
盛岡市（旧告示45.２.27）、釜石市、宮古市、一関市、奥州市、花巻市（以

上旧告示46.２.26）、大船渡市、久慈市、遠野市 

  48.10.30   48.11.１ 滝沢市、矢巾町、金ケ崎町、平泉町、大槌町、野田村 

  49.３.18   49.４.１ 北上市、二戸市 

  49.12.14   50.１.１ 岩泉町 

  53.３.10   53.４.１ 山田町 

  54.３.16   54.４.１ 岩手町 

  55.３.14   55.４.１ 雫石町、一戸町 

  62.３.13   62.４.１   紫波町 

平成５.３.23 平成５.４.１ 八幡平市 

令和３.４.１ 令和３.７.１ 陸前高田市 

合   計 14市10町１村 

 

 指定地域（騒音規制地域）の区域の区分は、原則として次表のとおり都市計画法第８条第１項第１号によ

る用途地域の区分による。（都市計画法による用途地域の区分は、各市町村において定める。） 

 地域の指定は、各市町村において定められた用途地域の区分に基づき、市の区域内の地域については市長

が、それ以外の地域については岩手県知事が行う。 

 

区 域 の 区 分 用  途  地  域  の  区  分 

第 １ 種 区 域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、田園住居地域 

第 ２ 種 区 域 
第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第

２種住居地域、準住居地域 

第 ３ 種 区 域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

第 ４ 種 区 域 工業地域 

備考 地域の指定については法では「指定地域」、条例では「騒音規制地域」という用語を使用しているが地

域の範囲は同一である。 
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指定地域（騒音規制地域）を有する市町村   
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 ２ 特定工場等及び騒音特定工場等の規制基準（法第４条第１項、条例第34条第１項） 

指定地域（騒音規制地域）内の特定工場等及び騒音特定工場等における騒音の規制基準は次表のとおりで

ある。 

昭和43年11月27日 厚農通運告示第１号 

昭和48年３月30日 県告示第423号 平成14年３月26日 県告示第306号 

区 域 の 区 分 基 準 値（単位：デシベル） 

 
当 て は め 地 域 ６ 朝 ８ 昼間 18 夕 22 夜間 ６ 

      

第１種区域 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

田 園 住 居 地 域 

 45 50 45 40  

第２種区域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第 １ 種 住 居 地 域 

第 ２ 種 住 居 地 域 

準 住 居 地 域 

 50 55 50 45  

第３種区域 

近 隣 商 業 地 域 

商 業 地 域 

準 工 業 地 域 

 60 65 60 50    

第４種区域 工 業 地 域  65 70 65 55    

 

備 考  下記施設敷地の周囲50ｍ区域内は同表の各欄（第１種区域は除く。）の値から５デシベルを減じた

値とする。 

   (１) 学校教育法第１条に規定する学校 

   (２) 児童福祉法第７条に規定する保育所 

   (３) 医療法第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診療所のうち患者を入院

させるための施設を有するもの。 

   (４) 図書館法第２条第１項に規定する図書館 

   (５) 老人福祉法第５条の３に規定する特別養護老人ホーム 

(６) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第 

77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園 
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 ３ 特定建設作業の規制基準（法第15条第１項） 

 指定地域内の特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準は次表のとおりである。 

 

（昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第１号） 

（１号基準） 

騒音基準 

（２号基準） 

 

作業禁止時間 

（３号基準） 

※１日の作業 

限度時間 

（４号基準） 

 

連続作業限度期間 

（５号基準） 

 

作業禁止日 
１号区域 ２号区域 １号区域 ２号区域 １号区域 ２号区域 

85デシベル 

午後７時

から翌日

の午前７

時まで 

午後10時

から翌日

の午前６

時まで 

10時間 14時間 ６日 
日曜日その他

の休日 

（注）１．基準値は特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。 

   ２．基準値を超えている場合、騒音の防止の方法のみならず、１日の作業時間を※欄に定める時間未

満４時間以上の間をおいて短縮させることを勧告又は命令できる。 

   ３．２号基準から５号基準については、災害等非常事態発生の場合、人命身体の危険防止の場合はこ

の限りではないこと。 

 

 区域の区分は次のとおりである。 

（昭和48年３月30日 県告示第424号） 

第 １ 号 区 域 

指定地域のうち、次の区域とする。 

(１) 第１種区域（第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域及び田

園住居地域） 

(２) 第２種区域（第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、 

  第１種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域） 

(３) 第３種区域（近隣商業地域、商業地域及び準工業地域） 

(４) 第４種区域（工業地域）に所在する学校、保育所、病院、診療所、 

  図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80ｍ

区域内 

第 ２ 号 区 域 指定区域のうち上に掲げる区域以外の区域 
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 ４ 自動車騒音の限度（要請限度）（法第17条第１項） 

 市町村長は自動車騒音が次表の基準を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれている

と認めるときは、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるよう要請できる。 

 

（平成12年３月２日 総理府令第15号） 

（平成12年３月14日 県告示 第214号） 

区 域 の 区 分 

車  線 

基準値（単位：デシベル） 

 
あ て は め 地 域 

昼間（午前６時から

午後10時） 

夜間（午後10時から

翌日の午前６時） 

ａ区域 

専ら住居の用に供される地域 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

田園住居地域 

１車線 

 

２車線以上 

65デシベル以下 

 

70デシベル以下 

55デシベル以下 

 

65デシベル以下 

ｂ区域 

主として住居の用に供される

地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

１車線 

 

２車線以上 

65デシベル以下 

 

75デシベル以下 

55デシベル以下 

 

70デシベル以下 

ｃ区域 

相当数の住居と併せて商業、工

業等の用に供される地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

車線を有する 

道路 
75デシベル以下 70デシベル以下 

特  例 

幹線交通を担う道路に近接す

る空間 

 高速自動車国道 

 一般道路 

 県道 

 ４車線以上の市町村道 

 自動車専用道路  

２車線以下の 

道路の端から 

15ｍ 

 

２車線を超え

る道路の端か

ら20ｍ 

75デシベル以下 70デシベル以下 

  

備考 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部

分をいう。 

上表にかかわらず、学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は幹線

交通を担う道路区間の全部又は一部に面する区域に係る限度は、都道府県知事が公安委員会と協議して

限度値を定めることができる。 
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第３節 施設等 

 １ 特定施設（法第２条第１項） 

指定地域内において次表に掲げる特定施設を有する工場・事業場は特定工場等となり、騒音規制法により

その所在地を管轄する市町村長への届出が必要となる。 

番号 施  設  名 規  模  等 

１ 

金属加工 

機械 

(イ)圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5ｋＷ以上のものであること。 

(ロ)製管機械 すべてのもの。 

(ハ)ベンディングマシン 
ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75ｋＷ以上

のものであること。 

(ニ)液圧プレス 矯正プレスを除く。 

(ホ)機械プレス 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものであること。 

(ヘ)せん断機 原動機の定格出力が3.75ｋＷ以上のものであること。 

(ト)鍛造機 すべてのもの。 

(チ)ワイヤーフォーミン 

グマシン 
すべてのもの。 

(リ)ブラスト タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。 

(ヌ)タンブラー すべてのもの。 

(ル)切断機 といしを用いるものであること。 

２ 空気圧縮機 ※及び送風機 

原動機の定格出力が7.5ｋＷ以上のものであること。 
３ 

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふ

るい及び分級機 

４ 織  機 原動機を用いるものであること。 

５ 

建設用資

材製造機

械 

(イ)コンクリートプラント 
気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45
㎥以上のものであること。 

(ロ)アスファルトプラント 混練機の混練重量が200kg以上のものであること。 

６ 穀物用製粉機 
ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5ｋＷ以上
のものであること。 

７ 

木材加工

機械 

(イ)ドラムバーカー すべてのもの。 

(ロ)チッパー 原動機の定格出力が2.25ｋＷ以上のものであること。 

(ハ)砕木機 すべてのもの。 

(ニ)帯のこ盤 製材用のもにあっては原動機の定格出力が15ｋＷ以上のも
の、木工用にあっては原動機の定格出力が2.25ｋＷ以上のも
のであること。 (ホ)丸のこ盤 

(ヘ)かんな盤 原動機の定格出力が2.25ｋＷ以上のものであること。 

８ 抄紙機 すべてのもの。 

９ 印刷機械 原動機を用いるものであること。 

10 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの。 

11 鋳型造型機 ジョルト式のものであること。 

                      
※ 空気圧縮機については、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するも

のを除く。（ただし、当便覧編集時点において発生する騒音が生活環境保全上問題ないと評価できる機器
は存在しない。） 
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２ 騒音発生施設（条例第２条第11号） 

 騒音規制地域内において次表に掲げる騒音発生施設を有する工場・事業場は、騒音特定工場等となり、県

条例によりその所在地を管轄する市町村長への届出が必要となる。 

番号 施  設  名 規      模 

１ 
金属加工用の旋盤 

（ベルト駆動式のものであること） 
すべてのもの。 

２ 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が3.75ｋＷ以上7.5ｋＷ未満であること。 

３ 
コンクリート製品製造用のコンクリート

プラント 

気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45

㎥未満であること。 

４ 

木
材
加
工
機
械 

(１)チッパー 原動機の定格出力が2.25ｋＷ未満であること。 

(２)製材用帯のこ盤及び丸のこ盤 原動機の定格出力が7.5ｋＷ以上15ｋＷ未満であること。 

(３)木工用帯のこ盤及び丸のこ盤 
原動機の定格出力が1.5ｋＷ以上2.25ｋＷ未満であること。 

(４)かんな盤 

５ 冷  凍  機 原動機の定格出力が3.75ｋＷ以上であること。 

６ 冷  却  塔 原動機の定格出力が0.75ｋＷ以上であること。 

７ バ ー ナ ー 燃料の消費能力が１時間当たり50L以上であること。 

備考 冷凍機は空調装置を含む。 

 

 

 ３ 特定建設作業（法第２条第３項） 

 次表に掲げる特定建設作業は、法によりその作業地を管轄する市町村長への届出が必要になる。 

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。 

番号 作  業  の  種  類 

１ 
くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用す

る作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 

２ びょう打機を使用する作業 

３ 
さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係る

２地点間の最大距離が50ｍを超えない作業に限る。） 

４ 
空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15ｋＷ以上のものに

限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 

５ 

コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。）又はアスファルトプラント（混

練機の混練重量が200kg以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するためコンクリート

プラントを設けて行う作業を除く。） 

６ 
バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除

き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 

７ 
トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定する

ものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 

８ 
ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを

除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 

備考 ６バックホウ、７トラクターショベル及び８ブルドーザーは、平成９年10月１日から。 
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第４節 その他の基準等 

 

 １ 在来線鉄道の新線又は大規模改良に際しての騒音対策の指針 

（平成７年12月20日環大一第174号 大気保全局長通知） 

在来鉄道の新線又は大規模改良に際して、生活環境を保全し、騒音問題が生じることを未然に防止する上

で目標となる当面の指針は次のとおりである。 

新    線 

等価騒音レベル（LAeq）として、昼間（７～22時）については60dB(Ａ)以下、夜間（22～翌

日７時）については55dB(Ａ)以下とする。なお、住居専用地域等住居環境を保護すべき地

域にあっては、一層の低減に努めること。 

大規模改良線 騒音レベルの状況を改良前より改善すること。 

新線：鉄道事業法第８条又は軌道法第５条の公示の施行認可を受けて公示を施行する区間 

大規模改良線：複線化、複々線化、道路との立体交差化又はこれに準ずる立体交差化（以下「高架化」という）

を行うため、鉄道事業法第12条の鉄道施設の変更認可又は軌道法施行規則（大正12年内務・鉄

道省令）第11条の線路及び工事方法書の記載事項変更認可を受けて公示を施行する区間 

なお、平成７年12月19日以前に既に新線又は大規模改良線として公示が認可申請されている区間は、指針の

適用対象外とする。 

 

２ 拡声機騒音に関する規制（条例第45条第1項） 

  商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、次の基準を守らなければならない。 

１ 店頭又は街頭に設置して使用する場合 

 (１) 拡声機の使用時間は、午前８時から午後７時までの間とすること。 

  (２) 拡声機の１回の連続放送時間は１時間をこえないものとし、かつ、放送時間１時間につき連続15分 

    以上の休止時間をおくこと。 

 (３) 拡声機の設置場所は、地上10メートル以下とすること。 

 (４) ２以上の拡声機を同時に使用する場合の間隔は、50メートル以上とすること。 

  (５) 地上５メートル以上の位置で使用するときは拡声機の中心の延長が道路又は広場に落ちるよう

にし、その位置は拡声機の直下から10メートル以内であること。 

 (６) 幅員８メートル未満の道路においては、拡声機を設置しないこと。 

 (７) 特定工事等において発生する騒音の規制に関する基準（昭和43年厚生省、農林水産省、通商産業

省、運輸省告示第１号）第１条ただし書に規定する施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内

においては、使用しないこと。 

 (８) 放送音量の基準は、音源直下の地点から10メートルの距離における地上1.2メートルの高さで70デシ 

    ベル以下とすること。 

２ 自動車に設置して使用する場合 

 (１) 拡声機の使用時間は、午前８時から午後７時までの間とすること。 

 (２) 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第１条ただし書に規定する施設の敷地の周囲 

    おおむね50メートルの区域内においては、使用しないこと。 

 (３) 放送音量の基準は、音源直下の地点から10メートルの距離における地上1.2メートルの高さで70デシ 

    ベル以下とすること。 
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  (４) １地点における１回の連続放送時間は、10分（幅員６メートル未満の道路上では５分）をこえない

こと。 

３ 航空機に設置して使用する場合 

 (１)拡声機の使用時間は、午前９時から午後５時までとすること。 

  (２)同一地域の上空での施回は、２回までとすること。 

  (３)放送音量の基準は、地上において65デシベル以下とすること。 

 

３ 夜間における近隣騒音に関する事項 

夜間における近隣騒音に関する具体的な規制はないが、条例では次のとおり夜間の静穏の保持を義務付け

ている。 

 １ 何人も、夜間（午後10時から翌日の午前６時までの間をいう。以下次項について同じ。）においては、

道路その他の公共の場において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。（条例第46条第

１項） 

 ２ 飲食店営業その他の規則で定める営業を営む者は、夜間においては、当該営業を営む場所において、

付近の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。（条例第46条第２項） 

  夜間の静穏を保持すべき営業（条例第46条第２項） 

  (１)食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第35条第１号に規定する飲食店営業 

  (２)ボーリング場営業 

  

［参 考］ 

   風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例（昭和59年条例第50号）における近隣騒音

等の規制 

  ① 風俗営業に係る騒音及び振動の規制（第８条第１項） 

    法律15条の条例で定める騒音に係る数値は、別表第２の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲

げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定めるとおりとする。 

法律15条の条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。 

  ② 深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制（第８条第１項） 

    法第32条第２項において準用する法第15条の条例で定める騒音に係る数値は、別表第２の左欄に掲

げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄（深夜に係る部分に限る。）に定めるとおりとする。 

 

  別表第２（第７条、第14条関係） 

区      分 
数      値 

昼   間 夜    間 深    夜 

第 １ 種 低 層 住 居 専 用 地 域 等 50デシベル 45デシベル 40デシベル 

商 業 地 域 65デシベル 60デシベル 50デシベル 

第１種低層住居専用地域及び商業地域 

以外の地域 
60デシベル 55デシベル 50デシベル 

備  考 １「昼間」とは、午前６時後午後６時前の時間をいう。 

     ２「夜間」とは、午後６時から翌日の午前零時前の時間をいう。 
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４ 騒音測定方法 

区   分 測 定 機 器 
聴感補正

回  路 
動 特 性 測定地点等 

騒 音 環 境 基 準 

 昭和46.５.25 

 閣議決定 

平成10年９月30日 

環境庁告示第64号 

最近改正 平成17.５.26 

計量法第71条の条件

に合格した騒音計 
Ａ特性 

原則として 

速（ＦＡＳＴ） 

屋外で測定する。道路に面する地

域では建物から道路側1～2ｍ地点

で、道路に接している場合は道路

端で行う。 

 ただし、工場、事業場、建設作

業場、飛行場、鉄道等の敷地は

除く。 

新 幹 線 鉄 道 騒 音 

環 境 基 準 

 昭和50.7.29 

 環境庁告示第４６号 

 最近改正 平成5.10.28 

計量法第71条の条件

に合格した騒音計 
Ａ特性 遅(ＳＬＯＷ ） 

屋外において地上1.2ｍの高さで

測定する。 

 軌道中心から概ね25ｍの地点に

測定点を設定する。 

航 空 機 騒 音 

環 境 基 準 

 昭和48.12.27 

 環境庁告示第１５４号 

 最近改正 平成5.10.28 

計量法第71条の条件

に合格した騒音計 
Ａ特性 遅(ＳＬＯＷ ) 屋外で測定する。 

特 定 工 場 等 の 

規 制 基 準 

 昭和43.11.27 

 厚・農・通・運告示第１号 

 最近改正 平成5.10.28 計量法第71条の条件

に合格した騒音計 
Ａ特性 速（ＦＡＳＴ） 敷地境界線において測定する。 

特 定 建 設 作 業 の 

規 制 基 準 

 昭和46.6.22 

 厚・建告示第１号 

 最近改正 平成5.10.28 

自 動 車 騒 音 の 

要 請 基 準 

 平成12.3.2 

 総理府令第１５号 

計量法第71条の条件

に合格した騒音計 

（簡易騒音計の使用は

適当ではない） 

原則と

して 

Ａ特性 

速（ＦＡＳＴ） 

道路に面した建物に到達する騒音

の大きさを測定できる地点で計測

する。道路に接している場合は車

道端で行う。 

備考 １ 騒 音 計（ＪＩＳ Ｃ 1509）   簡易騒音計（ＪＩＳ Ｃ 1503） 

   ２  エネルギー平均 

     ｎ個の測定値（Ｌ１Ｌ２Ｌ３･････Ｌｎ）のエネルギー平均Ｌ
―

は次により求められる。 

     Ｌ
―

＝10log10{10 +10 +10 ･･････････････+10 }－10log10ｎ 

 

  

10 

L1 

10 

L2 

10 

L3 

10 

Ln 
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測 定 期 間・回 数 測 定 値 の 評 価 

朝・夕それぞれ１回以上 

昼間・夜間それぞれ２回以上の測定を行う。 

当面は観測時間を１時間とし、１時間毎、１

日24時間（昼間16時間、夜間８時間）の測定

を行う。 

原則として等価騒音レベル（LAeq） 

上り・下りの列車を合わせて原則として連続

して通過する20本の列車について測定を行

う。 

ピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のもののエネ

ルギー平均値 

原則として連続する７日間について測定を

行う。 

個々の航空機騒音の単発騒音曝露レベルＬAEに昼・夕・夜の時

間帯補正を加えてエネルギー加算し、時間平均を取って１日ご

とのＬdenを算出し、全測定日数のエネルギー平均からＬdenを算

出する。 

特に定めはない。 (１)指示値が変動しないか、少ないときはその指示値とする。 

(２)指示値が周期的又は間欠的に変動し、その最大値がおおむ  

 ね一定の場合は、その変動毎の最大指示値の平均値とする。 

(３)指示値が不規則かつ大幅に変動するときは測定値の90％ 

 レンジの上端値とする。 

(４)指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値 

 が一定でない場合、その変動ごとの指示値の90％レンジの 

 上端値とする。 

連続する７日間のうち、当該地域の騒音を代

表すると認める３日間について行う。 

時間の区分ごとに全時間を通じたエネルギー平均値 

 ３ Ldenの詳細は参考資料を参照 

 

等価騒音レベル（LAeq）： ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表した

もの。 
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第５節 その他 

 １ 騒音規制法届出事項一覧 

番号 届 出 の 種 類 提 出 者 届 出 の 期 限 

１ 特定施設の設置の届出 

設 置 者 

設置工事開始の日の30日前まで 

２ 経過措置に伴う届出（使用の届出） 
指定地域となった日又は特定施設となっ

た日から30日以内 

３ 
特定施設の種類ごとの数の変更の 

届出 

 

特定施設の設置又

は使用の届出者 

変更に係る工事開始の日の30日前まで 

４ 騒音防止の方法の変更の届出 

５ 氏名の変更等の届出 変更の日から30日以内 

６ 
特定施設のすべての使用の廃止の 

届出 
使用廃止の日から30日以内 

７ 承継の届出 承 継 者 承継の日から30日以内 

８ 特定建設作業の実施の届出 
施 工 者 

（元請負人） 

開始の日の７日前まで 

（災害等緊急に行う場合はすみやかに届

け出る） 
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届 出 者 の 様 式 添 付 書 類 罰   則 受理書 根拠条項 

特定施設設置届出書 

      （様式第１） 

①特定施設の配置図 

②特定工場等及びその付近 

 の見取り図 

無届及び虚偽の届出の場合 

５万円以下の罰金 

交付 

法６①､30 

特定施設使用届出書 

     （様式第２） 

無届及び虚偽の届出の場合 

３万円以下の罰金 

法７①､31 

特定施設の種類ごとの数

変更届出書 

（様式第３） 

法８①､31 

騒音の防止の方法変更届

出書 

（様式第４） 

氏名（名称、住所、所在地） 

変更届出書 

（様式第６） 

不  要 
無届及び虚偽の届出の場合 

１万円以下の過料 

なし 

法10､33 

特定施設使用全廃届出書 

（様式第７） 

承継届出 

（様式第８） 
法11③､33 

特定建設作業実施届出書 

（様式第９） 

①特定建設作業の工程を明 

 示した工事工程表 

②特定建設作業の場所の付 

 近の見取り図 

無届及び虚偽の届出の場合 

３万円以下の罰金 
法14①､31 
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２ 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例届出事項一覧 

番号 届 出 の 種 類 提 出 者 届 出 の 期 限 

１ 騒音発生施設の設置の届出 

設 置 者 

設置工事開始の日の30日前まで 

２ 
経過措置に伴う届出 

（使用の届出） 

騒音規制地域となった日又は騒音発

生施設となった日から30日以内 

３ 
騒音発生施設の種類ごとの数の変更 

の届出 

騒音発生施設の設置 

又は使用の届出者 

変更に係る工事開始の日の30日前ま

で 

４ 騒音防止の方法の変更の届出 

５ 氏名の変更等の届出 変更の日から30日以内 

６ 
騒音発生施設のすべての使用の廃止

の届出 
使用廃止の日から30日以内 

７ 承継の届出 承 継 者 承継の日から30日以内 

８ 
環境保全監督者の選任又は解任の届

出 
設 置 者 すみやかに 
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届 出 書 の 様 式 添 付 書 類 罰   則 受理書 根拠条項 

騒音発生施設設置（使用）届

出書 

（様式第７号） 

①騒音発生施設の配置図 

②騒音特定工場等及びそ

の付近の見取り図 

無届及び虚偽の届出の場合

15万円以下の罰金 

交付 

条例36①､98 

無届及び虚偽の届出の場合

10万円以下の罰金 

条例37①､99 

騒音発生施設の種類ごとの

数変更届出書 

（様式第８号） 

条例38①､99 

騒音の防止の方法変更届出

書 

（様式第９号） 

氏名（名称、住所、所在地）

変更届出書 

（様式第２号） 

不   要 な   し なし 

条例40 

騒音発生施設使用廃止届出

書 

（様式第３号） 

承継届出書 

（様式第４号） 

環境保全監督者選任（解任）

届出書 

（様式第18号） 

条例90② 
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[参考] 音の大きさのめやす 

 

音の大きさ（デシベル）     40    50      60    70    80      90    100  

日
常
生
活
の
い
ろ
い
ろ 

家
庭
用
設
備 

エアコン 

温風ヒーター 

換気扇 

風呂又は給排水管 

        

家
庭
用
機
器 

洗濯機 

掃除機 

目覚まし時計 

電話のベル音 

        

音
響
機
器 

ピアノ 

エレクトーン 

ステレオ 

テレビ 

        

そ
の
他 

犬の鳴き声 

子供のかけ足 

ふとんをたたく音 

ドア、窓の開閉音 

車のアイドリング 

人の話し声 

   

 

 

     

「生活騒音の現状と今後の課題」（昭和58年環境庁）から作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音の影響 

１）うるささ                      ３）作業能率の低下 
騒音によってイライラするといったように不愉快な感    騒音のため作業能率が低下することがあります。複雑  

じを覚えることがあります。               な思考、記憶を必要とする作業をしているときほど妨害 
 これについては、騒音の性状、個人と発生源との関係、  されます。 
生活環境、心身の状態などに左右されます。 
 
２）聴取妨害                      ４）睡眠妨害 
 騒がしいところでは、会話が妨げられたり、電話やテ    騒音によって就眠が妨げられたり、眠りが浅くなった 
レビの声が聞こえない、と言ったことをしばしば経験し   り、あるいは、目が覚めたりすることがあります。 
ます。 
 これはいくつかの音が重なって、聞きたい音が聞こえに 
くくなるためです。 
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(注)１ 図に掲げた項目以外に、報告徴収・立入検査(17)、事務の委任(23)、条例との関係(24)等について定めている。 

２ 図中の(   ) 書きは条文である。例えば(2.1)は法第２条第１項を意味する。 
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第５章 振動規制法関係 

 各種の振動から生活環境を保全し、健康の保護に資するため、次表のとおりそれぞれの基準などが定

められている。 

 各種振動と基準等との対応表 

（令和６年３月現在） 

振動の種類 

規 制 基 準 

その他の規制等 
種   類 

指定地域 

（規制地域） 

工場・事業場振動 特定工場等の規制基準 25市町村  

建設作業振動 特定建設作業の規制基準 25市町村  

道路交通振動 
道路交通振動の限度 

（要請基準） 
25市町村  

新幹線鉄道振動   新幹線鉄道振動対策指針 

 

第１節 規制基準等 

 

 １ 地域の指定（法第３条第１項） 

 特定工場等(法第２条第２項)及び特定建設作業(法第２条第３項)から発生する振動を規制する地域を

指定した市町村は、次表のとおりである。 

指定（告示） 

年 月 日 
施行年月日 市    町    村    名 

昭和53.３.10 昭和53.４.１ 盛岡市､宮古市､大船渡市､奥州市､花巻市､北上市､一関市､釜石市 

  54.３.16   54.４.１ 二戸市､久慈市､遠野市､滝沢市、矢巾町､金ケ崎町､平泉町 

  55.３.14   55.４.１ 岩手町､大槌町､山田町､岩泉町､野田村 

  56.３.13   56.４.１ 雫石町､一戸町 

  62.３.13   62.４.１ 紫波町 

平成５.３.23 平成５.４.１ 八幡平市 

令和３.４.１ 令和３.７.１ 陸前高田市 

合  計 14市10町１村 

（現在、騒音の指定地域を有する市町村と同じである。） 
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指定地域を有する市町村   
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 指定地域の区域の区分は、原則として次表のとおり都市計画法第８条第１項第１号による用途地域の

区分による。（都市計画法による用途地域の区分は、各市町村において定める。） 

 地域の指定は、各市町村において定められた用途地域の区分に基づき、市の区域内の地域については

市長が、それ以外の地域については岩手県知事が行う。 

区 域 の 区 分 用 途 地 域 の 区 分 

第 １ 種 区 域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用

地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住

居地域、田園住居地域 

第 ２ 種 区 域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

 

２ 特定工場等の規制基準（法第４条第１項） 

指定地域内の特定工場等における振動の規制基準は、次のとおりである。 

（平成24年３月30日 県告示第245号） 

区 域 の 区 分 基 準 値（単位：デシベル） 

 当 て は め 地 域 ７     昼間    20    夜間     ７ 

第 １ 種 区 域 第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第 １ 種 住 居 地 域 

第 ２ 種 住 居 地 域 

準 住 居 地 域 

田 園 住 居 地 域 

60 55 

第 ２ 種 区 域 近 隣 商 業 地 域 

商 業 地 域 

準 工 業 地 域 

工 業 地 域 

65 60 

 備 考 １ 区域の区分は、原則として都市計画法第８条第１項第１号の用途地域の区分による。 

     ２ 下記施設敷地の周囲50ｍ区域内は、同表の各欄の値から５デシベルを減じた値とする。 

      (１) 学校教育法第１条に規定する学校 

      (２) 児童福祉法第７条第１項に規定する保育所 

      (３) 医療法第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診療所のうち、患

者を入院させるための施設を有するもの 

      (４) 図書館法第２条第１項に規定する図書館 

      (５) 老人福祉法第５条の３に規定する特別養護老人ホーム 

      (６) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第７

項に規定する幼保連携型認定こども園 
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 ３ 特定建設作業の規制基準（法第15条第１項）  

指定地域内の特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準は、次表のとおりである。 

（施行規則第11条） 

（１号基準） 

振 動 基 準 

（２号基準） 

作業禁止時間 

※（３号基準） 

１日の作業限度時間 

（４号基準） 

連続作業 

限度期間 

（５号基準） 

作業禁止日 
１号区域 ２号区域 １号区域 ２号区域 

75デシベル 

午後７時か

ら翌日の午

前７時まで 

午後10時か

ら翌日の午

前６時まで 

10時間 14時間 ６日 
日曜日その

他の休日 

(注)１ 基準値は特定建設作業の場所の敷地の境界線での値 

  ２ 75dB を超える大きさの振動を発生する場合に改善勧告又は命令を行うにあたり、１日の作業時

間を※欄に定める時間未満４時間以上の間において短縮させることができる。 

３ 災害等非常事態発生の場合、人命身体の危険防止の場合はこの限りではない。 

区域の区分は、次のとおりである。 

第１号区域 

（昭和53年３月10日 

県告示第335号） 

指定地域のうち、次の区域とする。 

(1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専

用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域 

(2)第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 

(3)近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

(4)工業地域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老

人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80ｍ区域内 

第 ２ 号 区 域 指定地域のうち上に掲げる区域以外の区域 

 

 ４ 道路交通振動の限度（要請限度）（法第16条第１項） 

 市町村長は道路交通振動が次表の限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれ

ていると認めるときは、道路管理者に道路の舗装、維持、修繕を都道府県公安委員会に道路交通法の規

定による措置をとるよう要請できる。 

(施行規則第12条)  

区 域 の 区 分 限 度（単位：デシベル） 

 当 て は め 地 域 ７    昼間    20    夜間    ７ 

第1種区域 第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第 １ 種 住 居 地 域 

第 ２ 種 住 居 地 域 

準 住 居 地 域 

田 園 住 居 地 域 

65 60 

第２種区域 近 隣 商 業 地 域 

商 業 地 域 

準 工 業 地 域 

工 業 地 域 

70 65 

備考 岩手県における地域の区分は、特定工場等の規制基準の区域の区分に同じ。 
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第２節 施設等 

 １ 特定施設（法第２条第１項） 

 指定地域内において次表に掲げる特定施設を有する工場・事業場は、特定工場となり、振動規制法に

よりその所在地を管轄する市町村長への届出が必要である。 

番号 施  設  名 規        模 

1 
金属加工

機械 

(イ)液圧プレス 矯正プレスを除く。 

(ロ)機械プレス すべてのもの 

(ハ)せん断機 原動機の定格出力が１ｋＷ以上のものに限る。 

(ニ)鍛造機 すべてのもの 

(ホ)ワイヤーフォーミングマシン  原動機の定格出力が37.5ｋＷ以上のものに限る。 

２ 

 

圧 縮 機 

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないもの

として環境大臣が指定するものを除き、原動機の定

格出力が7.5ｋＷ以上のものに限る。 

３ 
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、 

ふるい及び分級機 
原動機の定格出力が7.5ｋＷ以上のものに限る。 

４ 織   機 原動機を用いるものに限る。 

５ 

(１)コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の 合計 が2.95ｋＷ以上のものに限る。 

(２)コンクリート管製造機械及び 

コンクリート柱製造機械 

原動機の定格出力の 合計 が10ｋＷ以上のものに限

る。 

６ 
木 材 加 

工 機 械 

(イ)ドラムバーカー すべてのもの 

(ロ)チッパー 
原動機の定格出力が2.2ｋＷ以上のものに限る。 

７ 印 刷 機 械 

８ ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 
カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力

が30ｋＷ以上のものに限る。 

９ 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの 

10 鋳型造型機 ジョルト式のものに限る。 

 

 ２ 特定建設作業（法第２条第３項） 

 次表に掲げる特定建設作業は、法によりその作業地を管轄する市町村長への届出が必要となる。 

番号 作  業  の  種  類 

１ 
くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はく

い打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 

２ 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

３ 
舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当

該作業に係る２地点間の最大距離が50ｍを超えない作業に限る。） 

４ 
ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっ

ては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が50ｍを超えない作業に限る。） 
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第３節 その他の基準等 

 

 １ 新幹線鉄道振動対策指針 

新幹線鉄道による振動対策として、次の指針が出されている。 

  環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告）の抜粋 

    （昭和51年３月12日付け 環大特第32号 環境庁長官から運輸大臣あて）  

 

Ⅰ 指針 

 (１) 新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが、70デシベルを超える地域について緊急に振動源及び障

害防止対策を講ずること。 

 (２) 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をすると

ともに、可及的速やかに措置すること。 

 

 ２ 振動測定方法 

区  分 測 定 機 器 振動感覚補正回路 動 特 性 

 

特定工場等の規制基準 

昭和51.11.10 環境庁告示第90号  

最近改正 平成13.3.5 

 

計量法第71条の条件に

合格した振動レベル計 

鉛直振動特性 

（Ｚ方向） 

遅 

（Ｓｌｏｗ） 

 

特定建設作業の規制基準 

(振動規制法施行規則第11条（別表第１）)  

 

 

道路交通振動の要請基準 

振動規制法施行規則第12条 

（別表第２） 

最近改正平成5.10.28 

 

 

新幹線鉄道振動の指針 

 昭和51.3.12 環大特第32号 

 環境庁長官から運輸大臣あて  

 

 

特に限定しない 
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測定地点及び測定条件 測 定 回 数 等 測 定 値 の 評 価 

敷地境界線において測定

を行う。 

振動ピックアップの設置

場所は、次のとおりとす

る。 

(１) 緩衝物がなく、か

つ、十分踏み固め等の

行われている堅い場

所 

(２) 傾斜及び 凹凸 E

おうとつ

Aがな

い水平面を確保でき

る場所 

(３) 温度、電気、磁気等

の外囲条件の影響を

受けない場所 

特になし 

(１) 指示値が変動せず、又は変動が

少ない場合は、その指示値 

(２) 指示値が周期的又は間欠的に

変動する場合は、その変動ごとの

指示値の最大値の平均値 

(３) 指示値が不規則かつ大幅に変

動する場合は、５秒間隔100個、

又はこれに準ずる間隔、個数の測

定値の80％レンジの上端値 

 

当該地域の振動を代表すると認め

る１日について昼間、夜間の区分

ごとに１時間当たり１回以上の測

定を４時間以上行う。 

 

５秒間隔100個又はこれに準ずる間隔

個数の測定値の80％レンジの上端値

を昼間及び夜間の区分ごとにすべて

について平均した数値 

測定地点は特に限定しな

いが、振動ピックアップの

設置場所は、上に同じ 

 

上り及び下りの列車を合わせて、

原則として連続して通過する20本

の列車について、当該通過列車ご

との振動のピークレベルを読み取

る。 

ピークレベルのうちレベルの大きさ

が上位半数のものの算術平均値 
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第４節 その他 

 １ 振動規制法届出事項一覧 

番号 届 出 の 種 類 提 出 者 届 出 の 期 限 

１ 特定施設の設置の届出 

設 置 者 

設置工事開始の日の30日前まで 

２ 
経過措置に伴う届出 

（使用の届出） 

指定地域となった日又は特定施

設となった日から30日以内 

３ 
特定施設の種類及び能力ごとの数

の変更の届出 

特定施設の設置又は

使用の届出者 

変更に係る工事開始の日の30日

前まで 
４ 特定施設の使用方法の変更の届出 

５ 振動防止の方法の変更の届出 

６ 氏名の変更等の届出 変更の日から30日以内 

７ 
特定施設のすべての使用の廃止の

届出 
使用廃止の日から30日以内 

８ 承継の届出 承 継 者 承継の日から30日以内 

９ 特定建設作業の実施の届出 
施 工 者 

（元請負人） 

開始の日の７日前まで 

（災害等緊急に行う場合はすみ

やかに届け出る） 

 

  



 - 191 - 

 

 

届出書の様式 添 付 書 類 罰   則 受理書 
根拠 

条項 

特定施設設置届出書 

（様式第１） 

①特定施設の設置図 

②特定工場等及びその付

近の見取図 

無届及び虚偽の届出の場合 

30万円以下の罰金 

交付 

法６① 

法26 

特定施設使用届出書 

（様式第２） 

無届及び虚偽の届出の場合 

10万円以下の罰金 

法７① 

法27 

特定施設の種類及び能力

ごとの数変更届出書 

（様式第３） 

法８① 

法27 

特定施設の使用の方法変

更届出書 

（様式第４） 

振動の防止の方法変更届

出書 

（様式第４） 

氏名（名称、住所、所在地）

変更届出書 

（様式第６） 

不  要 
無届及び虚偽の届出の場合 

３万円以下の過料 

なし 

法10 

法29 

特定施設使用全廃届出 

（様式第７） 

承継届出書 

（様式第８） 

法11③ 

法29 

特定建設作業実施届出書 

（様式第９） 

①特定建設作業の工程を

明示した工事工程表 

②特定建設作業の場所の

付近の見取図 

無届及び虚偽の届出の場合 

10万円以下の罰金 

法14① 

法27 
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第６章 悪臭防止法関係 

 
第１節 規制基準等 

事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質から生活環境を保全し、健康の保護に資するため、

以下のとおりの規制が行われる。 

 
１ 地域の指定（法第３条） 

事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域を指定した市町は、次表

のとおりである。 

なお、花巻市及び奥州市では、条例でも規制をかけている。 

（令和６年３月現在） 

指定（告示）年月日 施 行 年 月 日 市 町 村 名 

昭和49.３.18 昭和49.４.１ 北上市 

49.12.14 50.１.１ 盛岡市、宮古市、釜石市、大船渡市 

61.３.14 61.４.１ 花巻市、久慈市 

63.３.15 63.４.１ 奥州市 

平成６.３.25 平成６.４.１ 矢巾町 

合    計 ８市１町 
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規制地域を有する市町 

特定悪臭物質による規制地域： 

臭気指数による規制地域： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 規制基準 

（１）敷地境界線上における規制基準（法第４条第１項第１号、法第４条第２項第１号）（第１号規制） 

  知事（市の区域内の地域については、市長。）は、六段階臭気強度表示法（においの強さを０から５

の６段階で評価する方法。）による臭気強度2.5から3.5の範囲において、大気中の特定悪臭物質の濃度

の許容限度を定めることとなっている。（臭気強度については第２節を参照のこと。） 

また、特定悪臭物質による規制では十分な規制効果が見込まれない区域に対しては、臭気指数による

規制を行うことができる。（同一の区域には、特定悪臭物質濃度の規制又は臭気指数の規制のいずれか

一方が適用される。）臭気指数は、臭気強度2.5から3.5に対応する臭気指数（10から21）の範囲におい

て定めることとなっている。 

知事及び市長が定めた規制基準を基礎として、排出口における規制基準、事業場の敷地外における排

出水の規制基準が定められることになっている。 

田野畑村

岩泉町

山田町

宮古市

大槌町

釜石市

住田町

陸前高田市

大船渡市

一戸町

九戸村

軽米町

二戸市

野田村

普代村

洋野町

久慈市

滝沢市

紫波町

岩手町

葛巻町

雫石町

八幡平市

矢巾町

盛岡市

平泉町

金ケ崎町

西和賀町
遠野市

一関市

奥州市

北上市

花巻市
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岩手県は、臭気指数による規制を導入しており、岩手県知事が定めた規制地域内における事業場の敷

地境界線の地表における規制基準は、次表のとおりである。 

なお、県が定める規制基準が適用されるのは、当便覧編集時点において、矢巾町のみである。 

（平成24年３月30日 県告示第244号）  

規制地域の区分 臭気指数 

第１種区域 
(規制地域のうち第２種区域以外の区域) 

12 

第２種区域 
(規制地域のうち都市計画法の工業地域 
及び工業専用地域) 

15 

   
（２）排出口における規制基準（第２号規制） 

 ①特定悪臭物質濃度による規制を導入している場合（法第４条第１項第２号） 

  特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プ

ロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。）の規制基準は、敷地境界線上に

おける規制基準値をもとに次の式により算出した悪臭物質の種類ごとの流量とする。 

   ｑ＝0.108×Ｈｅ2・Ｃｍ 

     ｑ：流量（Ｎｍ３／ｈ）     排出口の高さの補正算式は硫黄酸化物 

     He：有効煙突高さ（ｍ）     の基準の補正算式に同じ・・・９ページ参照 

     Cm：敷地境界線上の基準値（ppm） 

  ただし、Heが５ｍ未満となる場合には、この式は適用しないものとする。 

 
 ②臭気排出強度又は臭気指数による規制を導入している場合（法第４条第２項第２号） 

  臭気排出強度又は臭気指数の規制基準は、敷地境界線上における規制基準値をもとに、排出口の高さ

の区分ごとに次の式により算出した値とする。 

  イ 排出口の実高さが15ｍ以上の施設 

次の式により算出した臭気排出強度とする。 

ｑｔ＝（60×10Ａ）／（Ｆｍａｘ） 

Ａ＝（Ｌ）／（10）－0.2255 

ｑｔ：排出ガスの臭気排出強度 

Ｆｍａｘ：規則別表第三に定める式により算出されるＦ(ｘ)の最大値。ただし、Ｆ(ｘ)の最大値

として算出される値が、一を排出ガスの流量（Ｎｍ３／s）で除した値を超えるときは、

一を排出ガスの流量で除した値とする。 

Ｌ：敷地境界線上の基準値 

 

  ロ 排出口の実高さが15ｍ未満の施設 

次の式により算出した臭気指数とする。 

Ｉ＝10×ｌｏｇＣ 

Ｃ＝Ｋ×Ｈｂ
２×10Ｂ 

Ｂ＝（Ｌ）／（10） 
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Ｉ：排出ガスの臭気指数 

Ｋ：次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口

の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の

直径とする。 

排出口の口径が 0.6ｍ未満の場合 0.69 

排出口の口径が 0.6ｍ以上 0.9ｍ未満の場合 0.20 

排出口の口径が 0.9ｍ以上の場合 0.10 

      Ｈｂ：周辺最大建物の高さ（ｍ）。ただし、算出される値が 10 未満である場合又は 10 以上で

あって排出口の実高さ（ｍ）の値の 1.5倍以上である場合には、第一欄に掲げる算出され

る値の大きさ及び第二欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第三欄に掲げる式によ

り算出される高さ（ｍ）とする。 

10 未満 
6.7ｍ以上 10ｍ 

6.7ｍ未満 排出口の実高さの 1.5 倍 

10 以上であって排出口の実

高さ（ｍ）の値の 1.5 倍以上 
 排出口の実高さの 1.5 倍 

Ｌ：敷地境界線上の基準値 

 
（３）排出水中における規制基準（第３号規制） 

 ①特定悪臭物質濃度による規制を導入している場合（法第４条第１項第３号） 

  特定悪臭物質（ただし、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルに限る。）の規

制基準は、次の式により算出した排出水中の濃度とする。 

  ＣＬｍ＝ｋ×Ｃｍ 

    ＣＬｍ：排出水中の濃度（ｍｇ／Ｌ） 

    ｋ：下表の値 

    Ｃｍ：敷地境界線上における規制基準値（ppm） 

悪 臭 物 質 
流   量    Q（㎥／秒） 

Q≦0.001 0.001＜Q≦0.1 0.1＜Q 

メチルメルカプタン 16 3.4 0.71 

硫 化 水 素 5.6 1.2 0.26 

硫 化 メ チ ル 32 6.9 1.4 

二 硫 化 メ チ ル 63 14 2.9 

（注）メチルメルカプタンについては、0.002mg／Ｌを規制基準の下限とする。 

 
 ②臭気指数規制を導入している場合（法第４条第２項第３号） 

臭気指数の規制基準は、敷地境界線上における規制基準値をもとに次の式により算出した値とする。 

Ｉｗ＝Ｌ＋16 

Ｉｗ：排出水の臭気指数 

Ｌ：敷地境界線上の基準値 
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第２節 臭気強度等 

 １ 臭気物質の濃度と臭気強度の関係             （臭気物質濃度 単位：ｐｐｍ） 
 

物 質 名 

臭  気  強  度 

１ 

やっと感知

できるにお

い 

２ 

何のにおいであるかわかる

弱いにおい 

２．５ ３ 

らくに感知

できるにお

い 

３．５ ４ 

強いにおい 

５ 

強烈なにお

い 

含
硫
黄
化
合
物 

硫化水素 

メチルメルカプタン 

エチルメルカプタン 

硫化メチル 

硫化エチル 

二硫化メチル 

0.0005 

0.00012 

0.000017 

0.00012 

0.00039 

0.00028 

0.0056 

0.00065 

0.00029 

0.0023 

0.0033 

0.0029 

0.019 

0.0016 

0.0012 

0.01 

0.0095 

0.0092 

0.063 

0.0041 

0.005 

0.044 

0.028 

0.03 

0.21 

0.01 

0.021 

0.19 

0.08 

0.096 

0.72 

0.026 

0.086 

0.83 

0.23 

0.31 

8.1 

0.16 

1.5 

16 

2.0 

3.2 

含
酸
素
化
合
物 

ア
ル
デ
ヒ
ド
類 

ホルムアルデヒド 

アセトアルデヒド 

アクロレイン 

プロピオンアルデヒド 

ｎ－ブチルアルデヒド 

イソブチルアルデヒド 

ｎ－バレルアルデヒド 

イソバレルアルデヒド 

0.41 

0.0015 

0.03 

0.0015 

0.00032 

0.0009 

0.00071 

0.00019 

1.9 

0.015 

0.14 

0.015 

0.0029 

0.0079 

0.0038 

0.0011 

3.9 

0.047 

0.29 

0.046 

0.0089 

0.023 

0.009 

0.0025 

8.4 

0.14 

0.63 

0.14 

0.027 

0.069 

0.021 

0.0059 

18 

0.46 

1.4 

0.45 

0.082 

0.21 

0.049 

0.014 

38 

1.4 

2.9 

1.4 

0.25 

0.61 

0.11 

0.032 

170 

14 

13 

13 

2.3 

5.3 

0.62 

0.18 

ケ
ト
ン
類 

アセトン 

メチルエチルケトン 

メチルイソブチルケトン 

30 

2.9 

0.17 

110 

10 

0.68 

210 

13 

1.4 

400 

35 

2.8 

760 

64 

5.5 

1400 

120 

11 

5200 

410 

45 

エ
ス
テ
ル
類 

酢酸メチル 

酢酸エチル 

アクリル酸メチル 

アクリル酸エチル 

メタアクリル酸メチル 

酢酸ｎ－ブチル 

アクリル酸ｎ－ブチル 

7.3 

0.25 

0.0029 

0.0002 

0.15 

0.066 

0.00028 

21 

1.4 

0.017 

0.0013 

0.47 

0.5 

0.0027 

36 

3.2 

0.041 

0.0032 

0.82 

1.4 

0.0087 

61 

7.4 

0.1 

0.008 

1.4 

3.8 

0.027 

 100 

17 

0.24 

0.02 

2.5 

10 

0.087 

180 

40 

0.59 

0.05 

4.4 

29 

0.27 

510 

220 

3.5 

0.31 

14 

220 

2.7 

脂
肪
酸
類 

プロピオン酸 

ｎ－酪酸 

イソ酪酸 

ｎ－吉草酸 

イソ吉草酸 

0.0024 

0.000068 

0.0014 

0.0001 

0.000053 

0.013 

0.00041 

0.007 

0.00045 

0.00044 

0.03 

0.001 

0.016 

0.00093 

0.0013 

0.069 

0.0024 

0.035 

0.0019 

0.0037 

0.16 

0.006 

0.078 

0.004 

0.011 

0.37 

0.015 

0.18 

0.0082 

0.03 

1.9 

0.087 

0.88 

0.035 

0.25 

ア
ル
コ
ー
ル
類 

脂

肪

族 

メチルアルコール 

エチルアルコール 

イソブタノール 

（イソブチルアルコール）  

57 

0.36 

0.012 

200 

6.1 

0.22 

374 

25 

0.93 

700 

100 

4.0 

1300 

410 

17 

2500 

1700 

74 

8600 

28000 

1400 

ア
ル
コ
ー
ル
類 

芳

香

族 

フェノール 

ｏ－クレゾール 

ｍ－クレゾール 

ｐ－クレゾール 

0.012 

0.00038 

0.00013 

0.000042 

0.059 

0.0061 

0.0024 

0.0019 

0.13 

0.025 

0.01 

0.013 

0.3 

0.099 

0.044 

0.086 

0.68 

0.4 

0.19 

0.58 

1.5 

1.6 

0.81 

3.9 

7.7 

26 

15 

180 

 アンモニア 

メチルアミン 

ジメチルアミン 

トリメチルアミン 

ジエチルアミン 

0.15 

0.00095 

0.00077 

0.00011 

0.03 

0.59 

0.0089 

0.013 

0.0014 

0.3 

1.2 

0.027 

0.055 

0.0052 

0.95 

2.3 

0.084 

0.23 

0.019 

3.0 

4.6 

0.26 

0.94 

0.067 

9.5 

9.2 

0.79 

3.9 

0.24 

30 

37 

7.4 

66 

3.0 

300 

芳

香

族

炭

化

水

素

類 

トルエン 

スチレン 

キシレン（ｏ：ｍ：ｐ＝１：２：１） 

ｏ－キシレン 

ｍ－キシレン 

ｐ－キシレン 

イソプロピルベンゼン 

1,2,4－トリメチルベンゼン 

1,3,5－トリメチルベンゼン 

0.92 

0.033 

0.11 

0.18 

0.12 

0.12 

0.015 

0.028 

0.036 

4.8 

0.17 

0.52 

0.72 

0.56 

0.52 

0.11 

0.22 

0.29 

11 

0.38 

1.1 

1.4 

1.2 

1.1 

0.29 

0.6 

0.81 

25 

0.84 

2.3 

2.9 

2.7 

2.3 

0.79 

1.7 

2.3 

56 

1.9 

4.9 

5.7 

6.5 

4.7 

2.1 

4.6 

6.5 

130 

4.3 

10 

11 

13 

9.8 

5.7 

13 

18 

660 

22 

47 

46 

63 

42 

42 

98 

150 

そ
の
他 

（配合ブテン） 

イソブテン 

テトラクロロエチレン 

1.1 

6.5 

1.8 

4.2 

20 

8.0 

8.1 

35 

17 

16 

62 

35 

31 

110 

72 

60 

190 

150 

230 

590 

640 

注）下線を付した物質は、現在悪臭防止法において臭気強度2.5～3.5に対応する濃度範囲内で規制基準が設定されている。 
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２ 悪臭物質と主要発生源事業場 

物 質 名 化 学 式 に お い 主 な 発 生 源 

アンモニア ＮＨ３ し尿のようなにおい 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 

メチルメルカプタン ＣＨ３ＳＨ 腐ったたまねぎのようなにおい パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等  

硫化水素 Ｈ２Ｓ 腐った卵のようなにおい 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 

硫化メチル （ＣＨ３）２Ｓ 

腐ったキャベツのようなにおい パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 

二硫化メチル ＣＨ３ＳＳＣＨ３ 

トリメチルアミン （ＣＨ３）３Ｎ 腐った魚のようなにおい 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等  

アセトアルデヒド ＣＨ３ＣＨＯ 刺激的な青ぐさいにおい 化学工場、魚腸骨処理場、たばこ製造工場等 

プロピオンアルデヒド ＣＨ３ＣＨ２ＣＨＯ 

刺激的な甘酸っぱい焦げたにお

い 

焼付け塗装工程を有する事業場等 

ノルマルブチルアルデヒド ＣＨ３（ＣＨ２）２ＣＨＯ 

イソブチルアルデヒド （ＣＨ３）２ＣＨＣＨＯ 

ノルマルバレルアルデヒド ＣＨ３（ＣＨ２）３ＣＨＯ むせるような甘酸っぱい焦げた

におい イソバレルアルデヒド （ＣＨ3）2ＣＨＣＨ２ＣＨＯ 

イソブタノール （ＣＨ３）２ＣＨＣＨ２ＯＨ 刺激的な発酵したにおい 塗装工程を有する事業場等 

酢酸エチル ＣＨ３ＣＯＯＣ２Ｈ５ 
刺激的なシンナーのようなにお

い 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等  メチルイソブチルケトン 
ＣＨ３ＣＯＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）

２ 

トルエン Ｃ６Ｈ５ＣＨ３ ガソリンのようなにおい 

スチレン Ｃ６Ｈ５ＣＨ＝ＣＨ２ 都市ガスのようなにおい 化学工場、化粧合板製造工場等 

キシレン Ｃ６Ｈ４（ＣＨ３）２ ガソリンのようなにおい 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等  

プロピオン酸 ＣＨ３ＣＨ２ＣＯＯＨ 刺激的な酸っぱいにおい 脂肪酸製造工場、染色工場等 

ノルマル酪酸 ＣＨ３（ＣＨ２）２ＣＯＯＨ 汗くさいにおい 

畜産事業場、化製場、でん粉工場等 ノルマル吉草酸 ＣＨ３（ＣＨ２）３ＣＯＯＨ 

むれた靴下のようなにおい 

イソ吉草酸 （ＣＨ３）２ＣＨＣＨ２ＣＯＯＨ 
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 ３ 業種別悪臭の臭気強度と臭気指数の関係 

業       種 
各臭気強度に対応する臭気指数 

2.5 3.0 3.5 

畜産農業 養豚業 

養牛業 

養鶏業 

12 

11 

11 

15 

16 

14 

18 

20 

17 

飼料・肥料製造業 魚腸骨処理場 

獣骨処理場 

複合肥料製造工場 

13 

13 

11 

15 

15 

13 

18 

17 

15 

食料品製造工場 水産食品製造工場 

油脂系食料品製造工場 

でんぷん製造工場 

調理食料品製造工場 

コーヒー製造工場 

その他 

13 

14 

15 

13 

15 

12 

15 

18 

17 

15 

18 

14 

18 

21 

19 

17 

21 

17 

化学工場 化学肥料製造工場 

無機化学工業製品製造工場 

プラスチック工場 

石油化学工場 

油脂加工品製造工場 

アスファルト製造工場 

クラフトパルプ製造工場 

その他のパルプ・紙工場 

その他 

11 

10 

12 

14 

11 

12 

14 

11 

14 

14 

12 

14 

16 

16 

16 

16 

14 

16 

17 

14 

17 

18 

20 

19 

17 

16 

18 

その他の製造工場 繊維工場 

印刷工場 

塗装工場 

窯業・土石製品製造工場 

鋳物工場 

輸送用機械器具製造工場 

その他 

11 

12 

14 

14 

11 

10 

14 

16 

13 

16 

17 

14 

13 

17 

20 

15 

19 

21 

16 

15 

20 

サービス業・その他 廃棄物最終処分場 

ごみ焼却場 

下水処理場 

し尿処理場 

クリーニング店・洗濯工場 

飲食店 

その他 

14 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

17 

13 

13 

14 

17 

17 

15 

20 

15 

16 

17 

21 

21 

18 

最    大    値 15 18 21 

最    小    値 10 12 14 
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 第３節 測定方法等 

 １ 特定悪臭物質の測定方法 

（昭和47年５月30日環境庁告示第９号 最近改正 令和２年１月23日環境省告示第８号） 

別表 悪 臭 物 質 区   分 採 取 法 濃縮法 

第１ アンモニア 敷地境界 ほう酸溶液捕集 

ＪＩＳＫ００９９ 

排出口   

第２ メチルメルカプタン 

硫化水素 

硫化メチル 

二硫化メチル 

敷地境界 

排出口（硫化水素のみ） 

試料採取袋 低温濃縮 

排水口 試料採取瓶  

第３ トリメチルアミン 敷地境界 

排出口 

硫酸溶液捕集 低温濃縮 

第４ アセトアルデヒド 

プロピオンアルデヒド 

ノルマルブチルアルデヒド 

イソブチルアルデヒド 

ノルマルバレルアルデヒド 

イソバレルアルデヒド 

敷地境界 

排出口（アセトアルデヒド

を除く） 

試料採取袋 ＤＮＰＨ捕集 

常温吸着 

 

 

 

ＤＮＰＨ捕集 

 

第５ イソブタノール 敷地境界 

排出口 

試料採取袋 低温濃縮 

第６ 酢酸エチル 

メチルイソブチルケトン 

敷地境界 

排出口 

試料採取袋 低温濃縮 

常温吸着 

第７ トルエン 

スチレン 

キシレン 

敷地境界 

排出口 

試料採取袋 低温濃縮 

常温吸着 

第８ プロピオン酸 

ノルマル酪酸 

ノルマル吉草酸 

イソ吉草酸 

敷地境界 常温吸着（直接採取） 

（ガラスビーズ） 

第９ イソブタノール 

酢酸エチル 

メチルイソブチルケトン 

トルエン 

キシレン 

敷地境界 

排出口 

試料採取袋 常温吸着 

第10 イソブタノール 

酢酸エチル 

メチルイソブチルケトン 

トルエン 

キシレン 

スチレン 

敷地境界 

排出口 

試料採取袋 常温吸着 
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標 準 採 取 量 測 定 法 使 用 機 器 

50L 吸光光度法（インドフェノール法） 分光光度計又は光電光度計 

20L イオンクロマトグラフ法 イオンクロマトグラフ 

ＪＩＳＺ８８０８に定める方法により測定した排出ガス量に、ＪＩＳＫ００９９に定める方法により

測定した排出ガス中のアンモニアの濃度を乗じて算出する。 

５L ガスクロマトグラフ法 炎光光度検出器（FPD）付きガスクロマト

グラフ分析装置 

500mL～１L(満水) ヘッドスペース法 

50L 

 

ガスクロマトグラフ法 水素炎イオン化検出器（FID）付きガスク

ロマトグラフ分析装置 

30L ガスクロマトグラフ法 アルカリ熱イオン化検出器（FTD）付き又

は同等の性能を有するガスクロマトグラ

フ分析装置 

５L ガスクロマトグラフ質量分析法 電子衝撃イオン化法（EI法）が可能で選択

イオン検出法又はこれと同等の性能を有

する測定が可能なガスクロマトグラフ質

量分析装置 

30L 高速液体クロマトグラフ法 吸光光度検出器付き高速液体クロマトグ

ラフ分析装置 

５L ガスクロマトグラフ法 水素炎イオン化検出器（FID）付きガスク

ロマトグラフ分析装置 

５L 

 

ガスクロマトグラフ法 水素炎イオン化検出器（FID）付きガスク

ロマトグラフ分析装置 

５L 

 

ガスクロマトグラフ法 水素炎イオン化検出器（FID）付きガスク

ロマトグラフ分析装置 

25L 

 

 

ガスクロマトグラフ法 水素炎イオン化検出器（FID）付きガスク

ロマトグラフ分析装置 

10L ガスクロマトグラフ法 水素炎イオン化検出器（FID）付きガスク

ロマトグラフ分析装置 

10L ガスクロマトグラフ質量分析法 電子衝撃イオン化法（EI法）が可能で選択

イオン検出法又はこれと同等の性能を有

する測定が可能なガスクロマトグラフ質

量分析装置 
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２ 臭気指数算定方法（平成７年９月 13日 環境庁告示第 63号） 
 臭気指数とは、嗅覚測定法（三点比較式臭袋法）により、あらかじめ嗅覚が正常であることの検査（嗅

覚検査）に合格した被検者（パネル）が臭気を感じなくなるまで試料を希釈倍率（臭気濃度）を求め、そ

の常用対数値に10を乗じた数値をいうものである。 

             臭気指数＝10×log[臭気濃度] 

 

         選定試験は５年に１回（40才以上は３年に１回） 

 

         法 §４．２．１ 敷地境界の線の基準 

         規則§６     臭気指数の範囲10～21 

 

         試料の採取当日または翌日に判定試験を行い、臭気指数を求める。臭気指数の測定を

委託する際は、臭気判定士が判定に関わっている測定機関を選ぶ。 

         判定試験の方法は、環境試料と排出口の試料で下記のとおりとなる。  

環 境 試 料 排 出 口 試 料 
最初にオペレータが当初希釈倍数を設定する。その希釈倍数で、におい袋３つ１組のセットをパネル全員に配り、試験

を始める。  

これを同じ希釈倍数で３回行う。 

この１回目の試験で正解率が0.58以下であれば、

試験を終了する。正解率が0.58以上であれば、さら

に10倍高い希釈倍数で同様に試験を行う。この試験

では、全員の正解率が0.58以下になるまで試験を続

ける。 

 0.58の正解率は、そのにおいの値を示す値と規定

しており、これが0.58以上であればにおいを感知で

きていると判定するものである。 

【環境試料における臭気指数算出方法の一例】 
① 算定式 

 Ｙ＝10×log（Ｍ×10（r1－0.58）／（r1－r0）） 

 Ｙ：臭気指数 

 Ｍ：最初の試験の希釈倍数   正解に  1.00 

 r1：最初の試験の平均正解率  不正解に 0.00 

 r0：２回目の試験の平均正解率 不明に  0.33 

 

② 試験結果の例 

最初の試験結果     ２回目の試験結果 

パ ネ ル 100倍希釈 

A ○ × × 

B ○ ○ × 

C × △ × 

D ○ × ○ 

E × ○ × 

F × × ○ 

パ ネ ル 10倍希釈 

A ○ ○ × 

B ○ ○ △ 

C × ○ × 

D ○ ○ ○ 

E ○ × ○ 

F △ ○ ○ 

 この結果、誤った解答を行ったパネルについては試

験を終了し、正しい解答者にはさらに約３倍高い希釈

倍数のにおい袋セットについて試験を行う。このよう

にして順次希釈倍数を上げて、パネル全員(又は１名を

除いて全員)が不正解になるまで試験を続行する。 

 この方法では、値の最も高い人及び最も低い人の値

を除いて臭気指数を計算することとされている。 

【排出口試料における臭気指数算出方法の一例】 

① 算定式 
 

Ｘi= 

 

Ｘｉ：パネルｉの閾値（常用対数表） 

Ｍ1i：パネルｉの回等が正解である最大の希釈倍数 

Ｍ0i：パネルｉの回等が不正解又は不明である最大の希釈倍

数 

 

Ｘ= 

 

 臭気指数Ｙ＝10Ｘ 

②試験結果の例 

希釈倍数 30 100 300 1000 3000 1万 各パネル 

の閾値 

最大・最小

ｶｯﾄ 
対数値 1.48 2.00 2.48 3.00 3.48 4.00 

パ 

ネ 

ル 

Ａ ／ ／ ○ ○ ×  3.24  

Ｂ ／ ／ ○ ×    ｶｯﾄ 

Ｃ ／ ／ ○ ○ ○ ○  ｶｯﾄ 

Ｄ ／ ／ ○ ○ ○ × 3.74  

Ｅ ／ ／ ○ ○ ×  3.24  

Ｆ ／ ／ ○ ○ ○ × 3.74  

③計算 

  r1=                        =0.70 

 

 r0=                        =0.41     

 

Ｙ＝10×log（10×10（0.70－0.58）／（0.70－0.41））＝14 

（小数点以下四捨五入） 

③計算 

Ｘ=                     =3.49 

 

Ｙ= 10×3.49＝34.9＝35 

（小数点以下四捨五入） 

 

 

logM1i+logM0i 

X1+X2+X3+X4 
4 

（パネルの数が６人の場合） 

18 

1.00×12+0.00×4+0.33×2 

18 
1.00×7+0.00×10+0.33×1 

4 

3.24+3.74+3.24+3.74 

パネルの選定 

試料採取 

判定試験 

2 
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ダイオキシン類対策特別措置法の体系図 

 

本法による規制等 

 

    耐容一日摂取量(6) 

              ・大気 

              ・公共用水域    常時監視(26-1)    環境大臣への報告(26-2) 

    環境基準(7)       ・底質 

              ・地下水                 公表(27) 

・土壌 

 

                         対策地域の指定(29) 

                              土壌汚染対策計画の策定(31) 

 

 

                                   環境大臣への報告(23-4) 

                                    

               事故時の措置(23-1)   通報(23-2)    措置命令(23-3) 

 

             届出   ・設置(12)      実施の制限(17)   計画変更命令(15) 

                  ・構造等変更(14) 

                  ・使用(13) 

                  ・廃止(18) 

                  ・氏名等の変更(18)  

                  ・承継(19) 

 

                                   報告徴収・立入検査(34) 

 

 

                  排出基準(8)   排出の制限(20)  改善命令 

                  （省令）              排出一時停止命令(22) 

 

                
       ばいじん等       設置者による測定(28-1)   報告(28-3)    公表（28-4） 

 

 
 

                                   県に通知 

                                    （国の行政機関） 

 
 
                                   国の行政機関の長に要請 

 

 

 

 

 

 

・鉱山（鉱山保安法に定めるもの） 
・電気工作物（電気事業法に定めるもの） 
・ガス工作物（ガス事業法に定めるもの） 
・廃油処理施設（海洋汚染等及び海上災害の防止法

に定めるもの） 
・海洋施設等（海洋汚染等及び海上災害の防止法に

定めるもの） 

適用除外 

(35) 

排出ガス 
排出水 

特定事業場 

(2-4) 

 

 

 

特定施設(2-2) 
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第７章 ダイオキシン類対策特別措置法 

 

第１節 耐容一日摂取量（法第６条、令第２条） 

耐容一日摂取量 ４pg-TEQ／kg／日 

参  考 

   ダイオキシン類とは、次に掲げるものをいい、測定されたダイオキシン類の量を2,3,7,8－四塩化

ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ）の毒性に換算し、毒性等量（ＴＥＱ）により評価する。 

   １ ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ） 

   ２ ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ） 

   ３ コプラナ－ポリ塩化ビフェニル（ｃｏ－ＰＣＢ） 

 

第２節 環境基準（法第７条） 

（平成11年12月27日環境庁告示第68号 最終改正令和４年11月25日環境省告示第89号） 

媒 体 基 準 値 測  定  方  法 

大  気 0.6pg-TEQ／m3以下 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取

り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能

ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 

水  質 

（水質の底質を除く） 
 １pg-TEQ／Ｌ以下 JIS K0312に定める方法 

水底の底質 150pg-TEQ／g以下 

水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー

抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測

定する方法 

土  壌  1,000pg-TEQ／g以下 

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、

高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する

方法（ポリ塩化ジベンゾフラン等（ポリ塩化ジベンゾフラ

ン及びポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンをいう。以下

同じ。）及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測

定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン

等を２種類以上のキャピラリーカラムを併用して測定す

るものに限る。） 

備考 １ 基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

３ 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガス

クロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラ

フタンデム質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以

下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に２を乗じ

た値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に

掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

４ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量

が250pg－TEQ／g以上の場合（簡易測定方法により測定する場合にあっては、簡易測定値に２

を乗じた値が250pg－TEQ／g以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 
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第３節 排出基準（法第８条） 

１ 大気基準適用施設に係る許容限度 

 （規則第１条の２ 別表第１） 

（規則附則第２条第１項 附則別表第２） 

規制対象施設 
大気排出基準 

（ng-TEQ/m3N） 

令別表 

第一の 

号番号 

特定施設の種類 施設規模要件 

新設施設 既設施設 

H12年１月 

16日以降に 

設置 

H12年１月 

15日までに 

設置済 

１ 
焼結鉱の製造の用に供す

る焼結炉 
原料の処理能力１t／時以上 0.1 1 

２ 製鋼用電気炉 変圧器の定格容量1,000kVA以上 0.5 5 

３ 亜鉛回収施設 

焙焼炉 

原料の処理能力0.5t／時以上 １ 10 

焼結炉 

溶鉱炉 

溶解炉 

乾燥炉 

４ 
アルミニウム合

金製造施設 

焙焼炉 
原料の処理能力0.5t／時以上 

１ ５ 乾燥炉 

溶解炉 容量１t以上 

５ 廃棄物焼却炉 

焼却能力４ｔ／時以上 0.1 １ 

焼却能力２ｔ／時以上～４ｔ／時未満 １ ５ 

焼却能力２t／時未満 ５ 10 

注）１ 排出ガスを測定する場合は、JIS K0311に定める方法（高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計

を用いる方法）によること（規則第２条第１項）。 

注）２ 法第28条の規定による「設置者による測定」のうち、廃棄物焼却炉からの「排出ガス」（焼却能

力2,000kg／時未満）及び「ばいじん及び焼却灰その他燃え殻」の測定は、下記の簡易測定方法に

より行うことができる（規則第２条第１項第４号、第２項第２号）。 

     イ ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法（生物検定法） 

  ロ ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法（生物検定法） 

  ハ ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法（機器分析法） 

※詳細は「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第２条第１項第４号の規定に基づき環境大臣

が定める方法（平成17年９月14日環境省告示第92号 最近改正平成22年３月31日環境省告示第26

号）」参照 

注）３ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において、原則４時間以上採取すること（規則

第２条第１項）。 

注）４ 許容限度は、温度が零度で圧力１気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする（規則第２

条第１項）。 

注）５ 平成９年12月２日以降に設置工事が着手された廃棄物焼却炉（火格子面積が２㎡以上又は焼却

能力200kg／時以上）及び製鋼用電気炉の許容限度は、新設施設の許容限度を適用する（規則附則

第２条第１項）。 
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 ２ 水質基準対象施設に係る許容限度 

（規則第１条の２ 別表第２） 

規制対象施設 水質排出基準(pg-TEQ/L) 

令別表 

第二の 

号番号 

特定施設の種類 
新設 

施設 

既設 

施設 

１ クラフトパルプ又はサルファイトパルプの製造用の塩素系漂白施設 

10 10 

２ カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設 

３ 硫酸カリウムの製造用施設のうち、廃ガス洗浄施設 

４ アルミナ繊維の製造用施設のうち、廃ガス洗浄施設 

５ 
担体付き触媒の製造（塩素及び塩素化合物を使用するもの）用焼成炉の排ガ

ス処理施設のうち、廃ガス洗浄施設 

６ 塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設 

７ 
カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用す

るもの）用施設のうち 

硫酸濃縮施設 

シクロヘキサン分離施設 

廃ガス洗浄施設 

８ 
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造用

施設のうち 

水洗施設 

廃ガス洗浄施設 

９ 
4－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造用施設

のうち 

ろ過施設 

乾燥施設 

廃ガス洗浄施設 

10 
2,3－ジクロロ－1,4－ナフトキノンの製造用施

設のうち 

ろ過施設 

廃ガス洗浄施設 

11 

8,18－ジクロロ－5,15－ジエチル－5,15－ジヒ

ドロジインドロ－［3,2－ｂ‥3′,2′－ｍ］トリ

フェノジオキサジン（別名ジオキサジンバイオレ

ット）の製造用施設のうち 

ニトロ化誘導体分離施設

及び還元誘導体分離施設 

ニトロ化誘導体洗浄施設

及び還元誘導体洗浄施設 

ジオキサジンバイオレッ

ト洗浄施設 

熱風乾燥施設 

12 
アルミニウム・同合金の製造用培焼炉、溶解炉又

は乾燥炉の排ガス処理施設のうち 

廃ガス洗浄施設 

湿式集じん施設 

13 

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生す

るばいじんであって、集じん機により集められた

ものからの亜鉛の回収に限る。)用施設のうち 

精製施設 

廃ガス洗浄施設 

湿式集じん施設 

14 
担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの

金属回収用施設のうち 

ろ過施設 

精製施設 

廃ガス洗浄施設 

15 廃棄物焼却炉（大気基準適用施設） 

廃ガス洗浄施設 

湿式集じん施設 

汚水等を排出する灰の貯留施設 

16 
廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設 

ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設又は分離施設 

17 
フロン類の破壊（環境省令で定める方法のもの）

用施設のうち 

プラズマ反応施設 

廃ガス洗浄施設 

湿式集じん施設 

18 上記の施設に係る汚水等を含む下水を処理する下水道終末処理施設 

19 上記の施設を設置する事業場から排出される水の処理施設   

注）排出水を測定する場合は、JIS K0312に定める方法で行うものとする。  
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第４節 特定施設（法第２条第２項） 

１ 大気基準適用施設 

（令第１条 別表第１） 

No 施 設 名 規 模 

１ 
焼結鉱（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の

用に供する焼結炉 

原料の処理能力が１時間当たり１

トン以上のもの 

２ 
製鋼の用に供する電気炉（鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供

するものを除く。） 

変圧器の定格容量が1,000kVA以上

のもの 

３ 

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばい

じんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛

の回収に限る。）の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶

解炉及び乾燥炉 

原料の処理能力が１時間当たり

0.5トン以上のもの 

４ 

アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニ

ウムくず（当該アルミニウム合金の製造を行う工

場内のアルミニウムの圧延工程において生じたも

のを除く。）を使用するものに限る。）の用に供す

る 

焙焼炉及

び乾燥炉 

原料の処理能力が１時間当たり

0.5トン以上のもの 

溶解炉 容量が１トン以上のもの 

５ 廃棄物焼却炉 

火床面積0.5ｍ２以上又は焼却能

力（※）50kg／時以上のもの 

※廃棄物の焼却施設に２以上の廃棄

物焼却炉が設置されている場合にあ

っては、それらの焼却能力の合計 
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２ 水質基準対象施設 

（令第１条 別表第２） 

令別表 

第二の 

号番号 

特定施設の種類 産業分類・適用業種等 

１ 塩素又は塩素化合物による漂白施設 
硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サル

ファイトパルプ）の製造業 

２ アセチレン洗浄施設 カーバイド法アセチレンの製造業 

３ 廃ガス洗浄施設 硫酸カリウムの製造業 

４ 廃ガス洗浄施設 アルミナ繊維の製造業 

５ 廃ガス洗浄施設 
担体付き触媒の製造業 

（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。） 

６ 二塩化エチレン洗浄施設 塩化ビニルモノマーの製造業 

７ 

イ 硫酸濃縮施設 
カプロラクタムの製造業 

（塩化ニトロシルを使用するものに限る。） ロ シクロヘキサン分離施設 

ハ 廃ガス洗浄施設 

８ 
イ 水洗施設 

クロロベンゼンまたはジクロロベンゼンの製造業 
ロ 廃ガス洗浄施設 

９ 

イ ろ過施設 

4－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造業 ロ 乾燥施設 

ハ 廃ガス洗浄施設 

10 
イ ろ過施設 

2,3－ジクロロ－1,4－ナフトキノンの製造業 
ロ 廃ガス洗浄施設 

11 

イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導 

体分離施設 8,18－ジクロロ－5,15－ジエチル－5,15－ジヒドロジイ

ンドロ［3,2－ｂ‥3′,2′－ｍ］トリフェノジオキサジン（別

名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジ

ンバイオレット」という。）の製造業 

ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導 

体洗浄施設 

ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 

ニ 熱風乾燥施設 

12 
イ 廃ガス洗浄施設 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶

解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設 ロ 湿式集じん施設 

13 

イ 精製施設 亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじ

んであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回

収に限る。）の用に供する施設 
ロ 廃ガス洗浄施設 

ハ 湿式集じん施設 

14 

イ ろ過施設 担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回

収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリ

により抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。)に

よるものを除く。)の用に供する施設 

ロ 精製施設 

ハ 廃ガス洗浄施設 

15 

イ 廃ガス洗浄施設 

令別表第１第５号に掲げる廃棄物焼却炉 
ロ 湿式集じん施設 

廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設

（汚水又は廃液を排出するもの） 

16 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第７条第12号の２及び第13号に掲げる施設 

 

17 

イ プラズマ反応施設  フロン類（特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関

する法律施行令別表第１の１の項、３の項及び６の項に掲げ

る特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方

法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に

供する施設 

ロ 廃ガス洗浄施設 

ハ 湿式集じん施設 

18 下水道終末処理施設 
第１号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又

は廃液を含む下水を処理するものに限る。 

19 

第１号から第17号までに掲げる施設を設置

する工場又は事業場から排出される水の処理

施設  
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第５節 その他の規定 

１ 事故時の措置（法第23条） 

（１）事故時の措置の対象者 

    特定施設の設置者 

（２）対象となる事故の種類 

    特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量

に排出された場合 

（３）事故の対応 

    設置者は応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧するように努めるとともに、直ちに事故の状

況を都道府県知事に通報する。 

 

２ 排出基準に係る毒性等価係数（法第８条第２項第１号） 

2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性への換算表 

（規則第３条 別表第３） 

種類 異     性     体 係 数 
ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ 

 

 

パ
ラ 

ジ
オ
キ
シ
ン 

2,3,7,8－四塩化ジベンゾ-パラ－ジオキシン 1 

1,2,3,7,8－五塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 1 

1,2,3,4,7,8－六塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.1 

1,2,3,6,7,8－六塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.1 

1,2,3,7,8,9－六塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.1 

1,2,3,4,6,7,8－七塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.01 

八塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 0.0003 

ポ 

リ 

塩 

化 

ジ 

ベ 

ン 

ゾ 

フ 

ラ 

ン 

2,3,7,8－四塩化ジベンゾフラン 0.1 

1,2,3,7,8－五塩ジベンゾフラン 0.03 

2,3,4,7,8－五塩化ジベンゾフラン 0.3 

1,2,3,4,7,8－六塩化ジベンゾフラン 0.1 

1,2,3,6,7,8－六塩化ジベンゾフラン 0.1 

1,2,3,7,8,9－六塩化ジベンゾフラン 0.1 

2,3,4,6,7,8－六塩化ジベンゾフラン 0.1 

1,2,3,4,6,7,8－七塩化ジベンゾフラン 0.01 

1,2,3,4,7,8,9－七塩化ジベンゾフラン 0.01 

八塩化ジベンゾフラン 0.0003 

コ
プ
ラ
ナ 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル 

3,4,4',5－四塩化ビフェニル 0.0003 

3,3',4,4'－四塩化ビフェニル 0.0001 

3,3',4,4',5－五塩化ビフェニル 0.1 

3,3',4,4',5,5'－六塩化ビフェニル 0.03 

2',3,4,4',5－五塩化ビフェニル 0.00003 

2,3',4,4',5－五塩化ビフェニル 0.00003 

2,3,3',4,4'－五塩化ビフェニル 0.00003 

2,3,4,4',5－五塩化ビフェニル 0.00003 

2,3',4,4',5,5'－六塩化ビフェニル 0.00003 

2,3,3',4,4',5－六塩化ビフェニル 0.00003 

2,3,3',4,4',5'－六塩化ビフェニル 0.00003 

2,3,3',4,4',5,5'－七塩化ビフェニル 0.00003 
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３ 廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準 

                    (法第24条第１項、令第４条第２項、規則第７条の２第１項)                               

   ばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準：３ng-TEQ ／g 

  ※ 平成12年１月15日までに設置工事が着手されている廃棄物焼却炉から発生するばいじん及び焼

却灰その他燃え殻については、次の方法により処分された場合は、上記基準を適用しない（規則附

則第２条第３項）。 

   １ セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分

な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生

して固化する方法 

２ 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に

安定した状態にする方法 

３ 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属

を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態

にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法 

 

第６節 その他 

１ ダイオキシン類対策特別措置法届出・報告事項一覧 

 

番号 届出・報告を必要とする場合 届出の時期 法令条文 届出様式 

１ 特定施設を設置しようとする場合 

工事着手予定日の60日

以上前（実施の制限:法

第17条） 

法第12条 

特定施設設置（使用､

変更）届出書 

（規則様式第１） 

２ 

工場・事業場に設置している施設が法令

の改正等により新たに特定施設となっ

た場合（設置の工事中を含む｡） 

新たに特定施設となっ

た日から30日以内 
法第13条 

３ 

上記１又は２の届出をした特定施設の 

 １ 構造 

 ２ 使用方法 

 ３ 発生ガス、汚水等の処理方法 

を変更しようとするとき 

変更工事着手予定日の

60日以上前（実施の制

限：法第17条） 

法第14条 

４ 

特定施設の届出に係る 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法 

  人にあってはその代表者 

２ 特定事業場の名称及び所在地 

  に変更があったとき 

変更の日から30日以内 法第18条 
氏名等変更届出書 

（規則様式第３） 

５ 
届出に係る特定施設の使用を廃止した

とき 

使用廃止した日から30

日以内 
法第18条 

特定施設使用廃止届

出書 

（規則様式第４） 

６ 

届出をした者から特定施設を譲り受け

又は借り受け、相続、合併又は分割によ

り承継した場合 

承継した日から30日以

内 
法第19条 

承継届出書 

（規則様式第５） 
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番号 届出・報告を必要とする場合 届出の時期 法令条文 届出様式 

７ 

大気基準適用施設又は水質基準適用事

業場の設置者が排出ガス又は排出水の

汚染状況について測定を行ったとき 

 法第28条第３項 

ダイオキシン類測定

結果報告書 

（規則様式第６） 

８ 

廃棄物焼却炉である特定施設から排出

されたばいじん等の汚染状況について

測定を行ったとき 

 法第28条第３項 

ダイオキシン類測定

結果報告書 

（規則様式第６） 

 注 総量規制に係る部分は省略した。 

 

２ ダイオキシン類対策特別措置法罰則一覧 

 

１ 
特定施設に係る計画変更命令（計画の廃止を含む｡）、改善命

令又は使用の一時停止命令に違反した場合 

１年以下の懲役又は100万円以

下の罰金（法第44条） 

２ 
排出者が排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出

した場合 
６月以下の懲役又は50万円以

下の罰金（法第45条） 
３ 

特定施設の設置者が事故によりダイオキシン類を大気中又

は公共用水域に多量に排出させたときに、その事故の拡大又

は再発防止のための措置命令に違反した場合 

４ 過失による２の場合 
３月以下の懲役又は30万円以

下の罰金（法第45条、第46条） ５ 
特定施設設置届出若しくは変更届出をせず、又は虚偽の届

出をした場合 

６ 特定施設使用届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 

20万円以下の罰金（法第47条） 
７ 

特定施設の設置又は変更に係る実施の制限期間に違反した

場合 

８ 
報告徴収及び立入検査において報告せず、若しくは虚偽の

報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 

９ 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業員が法人又は人の業務に関し、法第44～47条の違反行

為をしたとき 

行為者を罰するほか、法人又は

人に対して各本条の罰金（法第48

条） 

10 

水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際の使用届

出、大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際の使用

届出、若しくは氏名の変更等の届出又は承継届出をせず、又

は虚偽の届出をした場合 

10万円以下の過料（法第49条） 
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第８章 環境影響評価 

 

   環境影響評価法（H９.６.13法律第81号） 

岩手県環境影響評価条例（H10.７.15条例第42号） 

 

 

 環境影響評価とは、事業の実施が環境に及ぼす影響について、環境の構成要素に係る項目ごとに調査、

予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検

討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。（法第２条第１項、

条例第２条第１項） 

 

１ 該当する事業 

(１) 第１種事業（法第２条第２項、条例第２条第２項） 

規模（形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される

事業の規模をいう。）が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして、必

ず環境影響評価を実施するもの（法：別表１、条例：別表２） 

(２) 第２種事業（法第２条第３項、条例第２条第３項） 

第１種事業に準ずる規模を有するものと、条例の場合は、加えて環境の保全上特に配慮が必要と

認められる地域において実施されるものについて、法では免許等許認可権を有する大臣が、条例で

は知事が、環境影響評価を行う必要があるかどうかを判定するもの（法：別表１、条例：別表２） 

 ○ 特に配慮が必要と認められる地域 

次のア及びイに掲げる地域等をいう。 

ア 特別地域 

① 自然公園法による国立公園又は国定公園の特別地域 

② 自然環境保全法による自然環境保全地域の特別地区 

③ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区の特別保護地区 

④ 県立自然公園条例による県立自然公園の特別地域 

⑤ 岩手県自然環境保全条例による自然環境保全地域の特別地区 

イ 普通地域（事業が特別地域にわたって実施される場合は、その部分も算入） 

① 自然公園法による国立公園又は国定公園の普通地域 

② 自然環境保全法による自然環境保全地域の普通地区 

③ 県立自然公園条例による県立自然公園の普通地域 

④ 岩手県自然環境保全条例による自然環境保全地域の普通地区 

(３) 準用事業（条例第38条） 

別表２に掲げる事業のうち、第１種事業及び第２種事業に該当しない事業を実施しようとする

者が、環境影響評価等の手続の実施を知事に申し出たもの 
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２ 手続 

  法は図１のとおり、条例は図２のとおり 

 

３ 調査・予測・評価の項目の選定、手法の選定及び環境保全措置の指針 

(１) 法の対象事業の場合 

 対象事業の免許等大臣が事業ごとに定めている。 

(２) 条例の対象事業の場合（図３） 

 岩手県環境影響評価技術指針（平成11年１月14日告示第19号の３）を定めている。 
 

別表１  環境影響評価法の対象事業一覧 

 区   分 第一種事業 第二種事業 

 １ 道路 

＊ 

＊ 

 

 

 高速自動車道 

 首都高速道路等 

 一般国道 

 林道 

すべて 

４車線以上のもの 

４車線以上・長さ10km 以上 

幅員6.5ｍ以上・長さ20km以上 

     － 

     － 

４車線以上・長さ7.5km以上10km未満 

幅員6.5ｍ以上・長さ15km以上20km未満 

 ２ 河川 

 

 

＊ 

 

 ダム 

 堰 

 湖沼水位調節施設 

 放水路 

貯水面積100ha以上 

湛水面積100ha以上 

改変面積100ha以上 

改変面積100ha以上 

貯水面積75ha以上100ha未満 

湛水面積75ha以上100ha未満 

改変面積75ha以上100ha未満 

改変面積75ha以上100ha未満 

 ３ 鉄道 

＊ 

 

 

 新幹線鉄道（規格新線含む） 

 普通鉄道 

 軌道（普通鉄道相当） 

すべて 

長さ10km 以上 

長さ10km 以上 

     － 

長さ7.5km以上10km未満 

長さ7.5km以上10km未満 

＊ ４ 飛行場 滑走路長2,500ｍ以上 滑走路長1,875ｍ以上2,500ｍ未満 

 ５ 発電所                              － 

＊ 

 

＊ 

＊ 

＊ 

 水力発電所 

 火力発電所 

 地熱発電所 

 原子力発電所 

 風力発電所 

 太陽電池発電所 

出力３万 kW 以上 

出力15万 kW 以上 

出力１万 kW 以上 

すべて 

出力５万 kW 以上 

出力４万 kW 以上 

出力2.25万 kW以上３万 kW未満 

出力11.25万 kW 以上15万 kW 未満 

出力7,500kW 以上１万 kW未満 

     － 

出力3.75万 kW以上５万 kW未満 

出力３万 kW 以上４万 kW未満 

 ６ 廃棄物最終処分場 面積30ha 以上 面積25ha 以上30ha 未満 

＊ ７ 埋立、干拓 面積50ha 超 面積40ha 以上50ha 以下 

 ８ 土地区画整理事業 面積100ha以上 面積75ha 以上100ha未満 

 ９ 新住宅市街地開発事業 面積100ha以上 面積75ha 以上100ha未満 

＊ 10 工業団地造成事業 面積100ha以上 面積75ha 以上100ha未満 

 11 新都市基盤整備事業 面積100ha以上 面積75ha 以上100ha未満 

 12 流通業務団地造成事業 面積100ha以上 面積75ha 以上100ha未満 

 13 宅地の造成の事業 ※１ 面積100ha以上 面積75ha 以上100ha未満 

   港湾計画 ※２ 埋立・掘込み面積 300ha以上 

＊印は、県条例で対象としていない。 

※１：住宅地以外にも工場用地なども含まれる。 

  ※２：港湾環境アセスメントの対象  
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別表２ 岩手県環境影響評価条例の対象事業一覧 

 区   分 第一種事業 第二種事業 

 １ 道路 

＊ 
 

一般国道 － 
４車線以上・長さ５km 以上7.5km 未満又は 

特別地域で車道の幅３ｍ以上・長さ２km以上 

＊ 県道、市町村道、農道 
４車線以上・長さ10km

以上 

４車線以上・長さ５km 以上10km未満又は 

特別地域で車道の幅３ｍ以上・長さ２km以上 

＊ 林道（法の対象事業） － 
幅員6.5m 以上・長さ10km以上15km 未満又は 

特別地域で車道の幅３ｍ以上・長さ２km以上 

 林道（法の対象事業以外） 
幅員6.5ｍ以上・長さ

20km以上 

幅員6.5m 以上・長さ10km以上20km 未満又は 

特別地域で車道の幅３ｍ以上・長さ２km以上 

 ２ 河川 

＊ 
 

ダム（法の対象事業） － 
貯水面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)

以上75ha 未満 

 ダム（法の対象事業以外） 貯水面積100ha以上 
貯水面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)

以上100ha未満 

＊ 堰（法の対象事業） － 
湛水面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)

以上75ha 未満 

 堰（法の対象事業以外） 湛水面積100ha以上 
湛水面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)

以上100ha未満 

＊ 放水路（法の対象事業） － 
改変面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)

以上75ha 未満 

 放水路（法の対象事業以外） 改変面積100ha以上 
改変面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)

以上100ha未満 

 
３ 鉄道 

 

＊ 
 

普通鉄道・軌道 － 
長さ５km 以上7.5km未満 又は 

特別地域で長さ２km以上 

 

鉄道等（懸垂式鉄道、跨

座式鉄道、鋼索鉄道、浮

上式鉄道、索道） 

長さ10km 以上 
長さ５km 以上10km 未満 又は 

特別地域で長さ2km 以上 

 ４ 電気工作物 

＊ 火力発電所 － 出力３万 kW 以上11.25万 kW 未満 

＊ 太陽電池発電所（注３） 面積50ha 以上 
面積20ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

50ha未満 

＊ 風力発電所 出力0.75万 kW － 

 送電線路 － 特別地域で50万Ｖ以上・長さ２km以上 

 ５  廃棄物処理施設 

＊  廃棄物最終処分場 － 面積５ha 以上25ha 未満 

 
ごみ処理施設（焼却によ

る処理をするもの） 
処理能力４ｔ／時以上 処理能力２ｔ／時以上４ｔ／時未満 
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 区   分 第一種事業 第二種事業 

 し尿処理施設 処理能力４kL／時以上 処理能力２kL／時以上４kL／時未満 

 

産業廃棄物中間処理施

設（焼却施設又は中和等

施設） 

焼却能力４ｔ／時以上 

又は 

処理能力４㎥／時以上 

焼却能力２ｔ／時以上４ｔ／時未満 

又は 

処理能力２㎥／時以上４㎥／時未満 

 ６ 土地区画整理事業 

＊ 
 

法の対象事業 － 
面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

75ha未満 

 
 

法の対象事業以外 面積100ha以上 
面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

100ha 未満 

＊ ７ 新住宅市街地開発事業 － 
面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

75ha未満 

＊ ８ 新都市基盤整備事業 － 
面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

75ha未満 

＊ ９ 流通業務団地造成事業 － 
面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

75ha未満 

 10 宅地その他の用地の造成事業 

＊ 
 

法の対象事業 － 
面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

75ha未満 

 
法の対象事業以外(注１) 面積100ha以上 

面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

100ha 未満 

 11 スポーツ・レクリエーシ

ョン施設(注２) 
面積100ha以上 

面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

100ha 未満 

12 岩石等の採取 面積50ha 以上 
面積25ha(特別地域１ha、普通地域５ha)以上

50ha未満 

13 鉱物の採掘 面積100ha以上 
面積50ha(特別地域１ha、普通地域10ha)以上

100ha 未満 

14 工場又は事業場(注３) 

（製造工場、ガス供給業、

熱供給業） 

排出ガス量 

20万㎥／時以上 又は 

排水量 

１万㎥／日以上 

排出ガス量 

10万㎥／時以上20万㎥／時未満 又は 

排水量 

5,000㎥／日以上１万㎥／日未満 

15 下水道終末処理場 排水量１万㎥／日以上 排水量5,000㎥／日以上１万㎥／日未満 

16 畜産農業施設 排水量1,000㎥／日以上 排水量500㎥／日以上1,000㎥／日未満 

17 建築物(注３) 
高さ100m 以上 又は 

延べ面積10万㎡以上 

高さ50m以上100m未満 又は 

延べ面積５万㎡以上10万㎡未満 

18 その他、上記１から17と類似したものであって規則で定める事業（当面なし） 

(注１) 住宅団地、工業団地、農用地（草地含む）、石油貯蔵施設、自動車テストコース、変電所、

水道施設、大規模店舗、駐車場、墓地、競輪場、競馬場、自動車競走場、学校、研究所又は卸

売市場の用地造成 

(注２) キャンプ場、遊園地、野球場、陸上競技場、サッカー場、テニスコート、ゴルフ場、スキー

場、弓場、乗馬場、植物園、動物園、射撃場、都市公園のいずれかの開発事業、又は、関連施

設を含んで一団として行われるこれらの複合事業 

(注３) 造成済の工業専用区域において行われる事業については、第２種事業 

(注) 「特別地域」とは、自然公園法等で特別地域等として指定している地域 

(注) 「普通地域」とは、自然公園法等で普通地域として指定している地域 

＊印は、法対象の事業規模以下のもの  
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公表・送付 
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図２ 岩手県環境影響評価条例の手続概要               （数字は条例の条番号） 

（注） ・第１種事業：必ず環境影響評価を実施する事業 

・第２種事業：環境影響評価の実施の要否を知事が判定する事業 

・準用事業 ：第１種事業及び第2種事業に満たない規模の事業であって、事業者の申し出により環境影響評価を実施する事業 
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 図３ 条例の環境影響評価手続と告示内容との関係 
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第９章 浄化槽法 

（昭和58年法律第43号） 

第１節 浄化槽（法第２条） 

 便所と連結して、し尿を又はし尿と併せて雑排水（工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。）を

処理し、下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第６号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外

に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第６条第１項の規定により定められた計画に従って、

市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。 

 

 
第２節 浄化槽に関する基準（法第４条） 

 １ 浄化槽の構造基準及び性能（建築基準法施行令第32条） 

     

 
処理対象人員 

（単位 人） 

性    能 
建設省告示 

第 1292号の区分 
ＢＯＤ除去率 

（％） 

放流水のＢＯＤ 

（mg/L） 

特定行政庁が衛生上特に

支障があると認めて規則

で指定する区域 

50 以下 
65 以上 

（90以上） 

90 以下 

（20以下） 

第１ 

( )は合併処理 

浄化槽の場合 

51 以上 500以下 70 以上 60 以下 第２ 

501以上 85 以上 30 以下 第３ 

備 考 １ この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣の定める方法により行うものとする。 

    ２ この表において、ＢＯＤ除去率とは、浄化槽への流入水のＢＯＤの数値から、浄化槽から

の放流水のＢＯＤの数値を減じた数値を浄化槽への流入水のＢＯＤの数値で除して得た割合

をいうものとする。 

  

処理対象人員 
浄化槽を 
設ける区域 
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 ２ 浄化槽の保守点検及び清掃（法第８条、第９条） 

※浄化槽の保守点検回数（施行規則第６条） 

 通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに１回以上行う必要がある。 

  
単独処理 
   処理対象人員 
    （単位 人） 
 
処理方式 

20以下 
21以上 
300以下 

301以上 備   考 

 

全 ば つ 気 方 式 

 

３月 ２月 １月 この表における処理対象人員の算定は、

日本産業規格「建築物の用途別によるし

尿浄化槽の処理対象人員算定基準

（JISA3302）」に定めるところによるも

のとする。 

ただし、１未満の端数は、切り上げるも

のとする。 

分離接触ばつ気方式 

分 離 ば つ 気 方 式 

単 純 ば つ 気 方 式 

４月 ３月 ２月 

散 水 ろ 床 方 式 

平 面 酸 化 床 方 式 

地 下 砂 ろ 過 方 式 

６月 

 

 
合併処理 

  処理対象人員 

    (単位 人) 

 

 

 

処理方式 

20以下 
21以上 

50以下 

①砂ろ過装置、

活性炭吸着装

置又は凝集槽

を有する浄化

槽 

② ス ク リ ー

ン 及 び 流 量

調 整 タ ン ク

又 は 流 量 調

整 槽 を 有 す

る浄化槽（①

を除く） 

①、②

以外の

浄化槽 

備  考 

分離接触ばつ気方式  

嫌気ろ床接触ばつ気方式  

脱室ろ床接触ばつ気方式  

４月 ３月 

 この表における処理対 

象人員の算定は、日本 

産業規格「建築物の用 

途別によるし尿浄化槽 

の処理対象人員算定基 

準（JISA3302）」に定め 

るところによるものと

する。 

ただし、１未満の端数

は、切り上げるものと

する。 

活 性 汚 泥 方 式 １週 

回 転 板 接 触 方 式 

接 触 ば つ 気 方 式 

散 水 ろ 床 方 式 

 

１週 ２週 ３月 
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第３節 浄化槽の水質に関する検査 

 
  １ 設置後等の水質検査（法第７条） 

  新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後３

月を経過した日から５月間に、当該浄化槽管理者は、指定検査機関の行う水質検査を受けなければな

らない。 

 
  ２ 定期検査（法第11条） 

  浄化槽管理者は、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて、毎年１回指定検査機

関の行う水質検査を受けなければならない。（ただし、使用の休止の届出があった浄化槽を除く。） 

  水質検査の各検査項目の望ましい範囲 

水素イオン濃度 

 

汚泥沈澱率      単独処理 

 

           合併処理 

 

溶存酸素量      単独処理 

 

           合併処理 

 

透視度 

 

 

 

 

 

塩素イオン濃度    単独処理 

 

残留塩素     

 

ＢＯＤ 

5.8～8.6 

 

10％以上60％以下 

 

10％以上 

 

0.3 mg/L 以上 

 

1.0mg/L以上 

 

ＢＯＤの処理目標水質 

90 mg/L以下   ７度以上 

60  〃    10  〃 

30    〃    15 〃 

20  〃    20 〃 

 

90 mg/L～140 mg/L 

 

検出されること。 

 

処理目標水質以下であること。 

 

 
 第４節 浄化槽の放流水の目標水質 

  浄化槽の放流水の水質については、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が20mg/L以下である

こと、BOD 除去率が90％以上であること（合併処理浄化槽の場合。環境省関係浄化槽法施行規則第１条

の２）。 
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 第５節 特定既存単独処理浄化槽（法附則第11条） 

 
  既存単独処理浄化槽であって、法第11条の検査の結果その他の情報から判断してそのまま放置すれば

生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものを特定既

存単独処理浄化槽といい、都道府県知事は、特定既存単独処理浄化槽に係る管理者に対し、当該特定既

存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言・指導、

勧告・命令をすることができる。 

 



 
 
 
 
 
 
第10章 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
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第10章 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 
（昭和45年法律第137号） 

 
１ 一般廃棄物処理施設の種類（法第８条第１項） 

一般廃棄物処理施設の種類 設置にあたり許可が必要となる規模 

ごみ処理施設（焼却施設以外） 一日当たりの処理能力が5ｔ以上 

ごみ処理施設（焼却施設） 
一時間当たりの処理能力が200kg 以上 

又は火格子面積が2㎡以上 

し尿処理施設 （全て） 

一般廃棄物の最終処分場 （全て） 

 

 
２ 産業廃棄物処理施設の種類（法第15条第１項） 

産業廃棄物処理施設の種類 設置にあたり許可が必要となる規模 

汚泥の脱水施設 一日当たりの処理能力が10㎥超 

汚泥の乾燥施設（天日乾燥以外） 

       （天日乾燥） 

一日当たりの処理能力が10㎥超 

一日当たりの処理能力が100㎥超 

汚泥の焼却施設 （次のいずれか） 

一日当たりの処理能力が５㎥超 

一時間当たりの処理能力が200kg 以上 

火格子面積が２㎡以上 

廃油の油水分離施設 一日当たりの処理能力が10㎥超 

廃油の焼却施設 （次のいずれか） 

一日当たりの処理能力が１㎥超 

一時間当たりの処理能力が200kg 以上 

火格子面積が２㎡以上 

廃酸又は廃アルカリの中和施設 一日当たりの処理能力が50㎥超 

廃プラスチック類の破砕施設 一日当たりの処理能力が5ｔ超 

廃プラスチック類の焼却施設 （次のいずれか） 

一日当たりの処理能力が100kg超 

火格子面積が２㎡以上 
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産業廃棄物処理施設の種類 設置に当たり許可が必要となる規模 

木くず又はがれき類の破砕施設 一日当たりの処理能力が５ｔ超 

有害物質を含む汚泥のコンクリー

ト固型化施設 
（全て） 

水銀又はその化合物を含む汚泥の

ばい焼施設 
（全て） 

廃水銀等の硫化施設 （全て） 

汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれ

るシアン化合物の分解施設 
（全て） 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物

の溶融施設 
（全て） 

廃ポリ塩化ビフェニル（以下 PCB）

等、PCB 汚染物又は PCB処理物の焼

却施設 

（全て） 

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 （全て） 

PCB汚染物又は PCB処理物の洗浄施

設又は分離施設 
（全て） 

産業廃棄物（汚泥、廃油、廃プラス

チック類及び PCBを除く）の焼却施

設 

（次のいずれか） 

一時間当たりの処理能力が200kg 以上 

火格子面積が２㎡以上 

遮断型最終処分場（有害な産業廃棄

物の埋立地） 
（全て） 

安定型最終処分場（廃プラスチック

類、金属くず、ゴムくず、ガラスく

ず、コンクリートくず及び陶磁器く

ず、がれき類の埋立地） 

 

（全て） 

管理型最終処分場（有害な産業廃棄

物及び安定型産業廃棄物以外の廃

棄物の埋立地） 

 

（全て） 
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 ３ 産業廃棄物の種類と処分の例 

業
種 

N o .

 

産 業 廃 棄 物 
処 分 の 例 

種  類 具 体 例 

全
て
の
業
種
が
対
象 

1 廃プラスチック類 
廃タイヤ、発泡スチロール、廃農業用 

フィルム等の全ての廃プラスチック類 

溶融 → 再利用 

15cm以下に破砕・焼却後→埋立→ 

※ 自動車等破砕物等は管理型埋立 

〔焼却灰は管理型埋立〕 安
定
型
処
分
場 

2 ゴ ム く ず 天然のゴムくず（切断くずなど） 

3 金 属 く ず 鉄くず、空き缶などの全ての金属くず 破砕等 → 再利用 

大きいものは破砕後 → 埋立 → 

 

※ 廃石膏ボード、自動車等 

破砕物等は管理型埋立 

4 

ガラスくず、コン

クリートくず及

び陶磁器くず 

ガラス、陶磁器くず、レンガなどのくず、 

コンクリートくずは、工作物の新

築、改築又は除去に伴って生じた

ものを除く 

5 が れ き 類 
工作物の除去に伴って生じたコン

クリートの破片等の各種廃材 

6 燃 え 殻 焼却残灰、石炭がら等の焼却残渣 無害を確認後 → 埋立 → 管
理
型
処
分
場 

7 汚 泥 
製造業、工業廃水等の処理後に残

る泥状のもの 

無害を確認 → 再利用 

  焼却・脱水後 → 埋立 → 

8 廃 油 
鉱物性油及び動植物性油に係る全

ての廃油、廃溶剤 

無害を確認 → 再利用 → 

焼却（タールピッチ類を除く） →埋立→ 

9 廃 酸 
廃硫酸、廃塩酸などの全ての酸性

廃液 

 

中和・イオン交換等 

     → 蒸発、焼却等 

         〔埋立禁止〕 
10 廃 ア ル カ リ 

廃ソーダ液などの全ての廃アルカ

リ性廃液 

11 鉱 さ い 電気炉からの残さい、廃鋳物砂  

飛散防止措置後 → 埋立 → 

管 

理 

型 

処 

分 

場 

12 ば い じ ん 
ばい煙発生施設等の集じん捕集ダ

スト 

限
定
し
た
業
種
が
対
象 

13 紙 く ず 

紙製品製造業、出版業等の紙くず、 

建設業（工作物の新築、改築又は除去）の紙くず

（包装材、段ボール、壁紙くず等）  

 

 

 → 再利用 

 

焼却後 → ｢燃え殻｣ →埋立→ 

14 木 く ず 

木材・木製品製造業の木くず、建設業 

（工作物の新築、改築又は除去）の木くず（型枠、足場材等、 

内装・建具工事等残材、抜根、伐採材、解体木材等）、 

物品賃貸業、貨物の流通のために

使用したパレット ※等 

15 繊 維 く ず 

繊維工業等の天然繊維くず、 

建設業（工作物の新築、改築又は除去）の  

繊維くず（廃ウエス、縄、ロープ等） 

16 動植物性残さ 
食料品製造業、医薬品の製造業及

び香料製造業の動植物性残さ 

→ 再利用 

焼却・脱水等    → 埋立 → 

17 動物系固形不要物 
と畜場、食鳥処理場からの固形不

要物 

 → 再利用（制限あり） 

焼却        → 埋立 → 

18 動物のふん尿 畜産農業から出る牛、豚等のふん

尿又は死体 

 → 再利用 

焼却・脱水等    → 埋立 → 19 動 物 の 死 体 

 20 
１～19までの産業廃棄物を処分するために処理し

たもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの 

無害の確認 

          → 埋立 → 
※貨物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む）については、業

種の限定がありません。 



 - 226 - 

 ４ 特別管理産業廃棄物の種類 

特別管理産業廃棄物の種類 性 状 及 び 具 体 例 

廃 油 

産業廃棄物である揮発油類、灯油類及び軽油類（引火点70℃未満のもの）（タ

ールピッチ類及びその他の廃油を除く。） 

〔関連事業〕紡績、新聞、香料製造、医薬品製造、石油精製、電気めっき、

洗濯、科学技術研究、その他 

廃 酸 水素イオン濃度指数（ｐH）が2.0以下の著しい腐食性を有する廃酸 

廃 ア ル カ リ 

水素イオン濃度指数（ｐH）が12.5以上の著しい腐食性を有する廃アルカリ 

〔関連事業〕カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製

造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化

学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 

感 染 性 産 業 廃 棄 物 

感染性病原体が含まれ、若しくはそのおそれのある産業廃棄物 

（血液の付着した注射針、採血管など） 

〔関連事業〕病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 

特 

定 

有 
害 

産 

業 

廃 

棄 

物 

廃ポリ塩化ビフェニル等 廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル汚染物を含む廃油 

ポリ塩化ビフェニル汚染物 

汚泥のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの、紙くずのうち、ポリ塩

化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの、木くずのうち、ポリ塩化ビ

フェニルが染み込んだもの、繊維くずのうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込

んだもの、廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封

入されたもの、金属くずのうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入さ

れたもの、陶磁器くずのうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの、がれき

類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの 

ポリ塩化ビフェニル処理物  
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処

理したもの 

廃 水 銀 等 

○特定の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 

○水銀若しくはその化合物が含まれている物（一般廃棄物を除く。）又は水銀

使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 

廃 石 綿 等 

○建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹きつけ石綿・石綿含有保温

材・断熱材・耐火被覆材及び除去工事から排出されるプラスチックシートな

どで、石綿が付着しているおそれのあるもの 

○大気汚染防止法の特定粉じん発生装置を有する事業所の集じん装置で集め

られたものなど 

そ の 他 の 有 害 廃 棄 物 

燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん等の産業廃棄物で特定

施設等から排出されるもので有害物質を判定基準を超えて含むもの 

〔有害物質〕アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はそ

の化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又は

その化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、

1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタ

ン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、

チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4－ジオキサン、ダイ

オキシン類 
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５ 特別管理産業廃棄物の判定基準 

有害物質（金属等）の名称 
汚泥、鉱さい、燃え殻、ばいじん 廃酸、廃アルカリ 

溶出試験（ｍｇ／Ｌ） 含有量試験（ｍｇ／Ｌ） 

アルキル水銀化合物 不検出 不検出 

水銀又はその化合物 0.005  以下 0.05  以下 

カドミウム又はその化合物 0.09  以下 0.3   以下 

鉛又はその化合物 0.3     以下 1     以下 

有機燐化合物 1       以下 1       以下 

六価クロム化合物 1.5     以下 5       以下 

砒素又はその化合物 0.3     以下 1       以下 

シアン化合物 1       以下 1       以下 

ポリ塩化ビフェニル       ＊ 0.003   以下 0.03    以下 

トリクロロエチレン       ＊ 0.1     以下 1       以下※ 

テトラクロロエチレン      ＊ 0.1     以下 1       以下※ 

ジクロロメタン         ＊ 0.2     以下 2       以下※ 

四塩化炭素           ＊ 0.02    以下 0.2     以下※ 

1,2－ジクロロエタン      ＊ 0.04    以下 0.4     以下※ 

1,1－ジクロロエチレン     ＊ 1      以下 10       以下※ 

シス－1,2－ジクロロエチレン  ＊ 0.4     以下 4       以下※ 

1,1,1－トリクロロエタン    ＊  3       以下 30       以下※ 

1,1,2－トリクロロエタン    ＊  0.06    以下 0.6     以下※ 

1,3－ジクロロプロペン        ＊ 0.02    以下 0.2     以下※ 

チウラム 0.06    以下 0.6     以下 

シマジン 0.03    以下 0.3     以下 

チオベンカルブ         0.2     以下  2       以下 

ベンゼン            ＊ 0.1     以下 1       以下※ 

セレン又はその化合物 0.3     以下 1       以下 

1,4－ジオキサン        ＊ 0.5     以下 5       以下※ 

注１） ＊印の有害物質を含む廃油は、特別管理産業廃棄物となります。（ポリ塩化ビフェニルのみ、0.5㎎/㎏が 

    基準値であり、その他は※印のある廃酸、廃アルカリの判定基準と同じ） 

注２） ダイオキシン類対策特別措置法に規定する「特定施設」から発生した「汚泥」、「燃え殻」、「ばいじん」等のう

ち、ダイオキシン類を試料１グラムあたり３ナノグラム以上含むものも、特別管理産業廃棄物になります。 
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第11章 循環型地域社会の形成に関する条例関係 

 第１節 循環型地域社会の形成に関する条例         （平成14年岩手県条例第73号） 

１ 岩手県再生資源利用認定製品品質基準 

品質及び安全性 

に関する基準 

１ 次のいずれかの規格等に適合していること。 

 (1) 産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第１項の日本産業規格 

 (2) 公益財団法人日本環境協会が定めるエコマーク商品認定基準 

 (3) 建築工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に定める規格

等 

 (4) 岩手県土木工事共通仕様書に定める規格等 

 (5) その他認定製品の規格等として知事が適当と認めるもの 

２ １の(3)から(5)までの規格等に適合する製品にあっては、次の要件を満たし

ていること。 

 (1) 廃棄物処理法第２条第３項の特別管理一般廃棄物又は同条第５項の特別

管理産業廃棄物を原材料としていないこと。 

 (2) 土壌に溶出する可能性のあるものについては、溶出試験結果が環境基本法

（平成５年法律第91号）第16条第１項の土壌の汚染に係る環境基準に適合

していること。 

 (3) その他当該製品について適用される関係法令等を遵守していること。 

再生資源の配合率 １ エコマーク商品認定基準に定めのある製品については、エコマーク商品認定

基準で定める配合率の基準をおおむね満たしていること（エコマーク商品認定

基準で定める配合率の基準が岩手県グリーン購入基本方針（平成14年３月26

日岩手県環境生活部制定）で定める配合率の基準を下回る場合を除く。）。 

２ エコマーク商品認定基準に定めのない製品であって岩手県グリーン購入基

本方針に定めのある製品及びエコマーク商品認定基準で定める配合率の基準

が岩手県グリーン購入基本方針で定める配合率の基準を下回る製品について

は、岩手県グリーン購入基本方針で定める配合率の基準を満たしていること。 

３ エコマーク商品認定基準及び岩手県グリーン購入基本方針のいずれにも定

めのない製品については、学識経験を有する者等の意見を聴いて知事が適当と

認める再生資源の配合率の基準を満たしていること。  
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 ２ 行政処分基準（第19条、規則第12条） 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 

違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

無許可営業 

第７条第１項 
許可を受けないで一般廃棄物の収集又は運搬を

業として行った場合 
100 

第７条第６項 
許可を受けないで一般廃棄物の処分を業として

行った場合 
 

第14条第１項 
許可を受けないで産業廃棄物の収集又は運搬を

業として行った場合 
 

第14条第６項 
許可を受けないで産業廃棄物の処分を業として

行った場合 
 

第14条の４第１項 
許可を受けないで特別管理産業廃棄物の収集又

は運搬を業として行った場合 
 

第14条の４第６項 
許可を受けないで特別管理産業廃棄物の処分を

業として行った場合 
 

不正手段による営業

許可取得 

第７条第１項 不正の手段により、一般廃棄物の収集若しくは

運搬又は処分の営業許可を受けた場合 

 
第７条第２項  
第７条第６項  
第７条第７項   
第14条第１項 不正の手段により、産業廃棄物の収集若しくは

運搬又は処分の営業許可を受けた場合 

 
第14条第２項  
第14条第６項  
第14条第７項   
第14条の４第１項 不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集

若しくは運搬又は処分の営業許可を受けた場合 

 
第14条の４第２項  
第14条の４第６項  
第14条の４第７項   

無許可変更 

第７条の２第１項 
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業

者が許可を受けずに事業の範囲を変更した場合 
 

第14条の２第１項 
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業

者が許可を受けずに事業の範囲を変更した場合 
 

第14条の５第１項 

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理

産業廃棄物処分業者が許可を受けずに事業の範

囲を変更した場合 

 

不正手段による変更

許可取得 

第７条の２第１項 
不正の手段により、一般廃棄物の収集若しくは

運搬又は処分の事業範囲変更許可を受けた場合 
 

第14条の２第１項 
不正の手段により、産業廃棄物の収集若しくは

運搬又は処分の事業範囲変更許可を受けた場合 
 

第14条の５第１項 

不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集

若しくは運搬又は処分の事業範囲変更許可を受

けた場合 

 

事業の停止命令等違

反 

第７条の３ 

法又は法に基づく処分に違反した一般廃棄物収

集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に出された

事業停止命令等に違反した場合 

 

第14条の３ 

法又は法に基づく処分に違反した産業廃棄物収

集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に出された

事業停止命令等に違反した場合 

 

第14条の６ 

法又は法に基づく処分に違反した特別管理産業

廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処

分業者に出された事業停止命令等に違反した場

合 
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違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

措置命令違反 

第19条の４第１項 
一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処
理基準に適合しない処分を行い、生活環境の保
全上出された措置命令に違反した場合 

 

第19条の４の２第１項 
一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処
理基準に適合しない処分を行い、生活環境の保
全上出された措置命令に違反した場合 

 

第19条の５第１項 
産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処
理基準に適合しない処分を行い、生活環境の保
全上出された措置命令に違反した場合 

 

第19条の６第１項 

排出事業者等が産業廃棄物処理基準又は特別管
理産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行
い、生活環境の保全上出された措置命令に違反
した場合 

 

委託基準違反 

第６条の２第６項 事業者が一般廃棄物の委託基準に違反した場合  
第12条第５項 事業者が産業廃棄物の委託基準に違反した場合  

第12条の２第５項 
事業者が特別管理産業廃棄物の委託基準に違反
した場合 

 

名義貸しの禁止 

第７条の５ 

一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業
者が自己の名義をもって他人に一般廃棄物の収
集若しくは運搬又は処分を業として行わせた場
合 

 

第14条の３の３ 

産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業
者が自己の名義をもって他人に産業廃棄物の収
集若しくは運搬又は処分を業として行わせた場
合 

 

第14条の７ 

特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理
産業廃棄物処分業者が自己の名義をもって他人
に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は
処分を業として行わせた場合 

 

処理施設の無許可設
置 

第８条第１項 
一般廃棄物処理施設の設置に当たって許可を受
けなかった場合 

 

第15条第１項 
産業廃棄物処理施設の設置に当たって許可を受
けなかった場合 

 

不正手段による処理
施設の設置許可取得 

第８条第１項 
不正の手段により、一般廃棄物処理施設の設置
許可を受けた場合 

 

第15条第１項 
不正の手段により、産業廃棄物処理施設の設置
許可を受けた場合 

 

処理施設の構造等の
無許可変更 

第９条第１項 
一般廃棄物処理施設の処理能力、構造等の変更
に当たって許可を受けなかった場合（省令で定
める軽微な変更であるときを除く。） 

 

第15条の２の６第１項 
産業廃棄物処理施設の処理能力、構造等の変更
に当たって許可を受けなかった場合（省令で定
める軽微な変更であるときを除く。） 

 

不正手段による処理
施設の構造等の変更
許可取得 

第９条第１項 
不正の手段により、一般廃棄物処理施設の処理
能力、構造等の変更許可を受けた場合 

 

第15条の２の６第１項 
不正の手段により、産業廃棄物処理施設の処理
能力、構造等の変更許可を受けた場合 

 

廃棄物の輸出確認違
反 

第10条第１項 
環境大臣の確認を受けないで、一般廃棄物を輸
出した場合 

 

第15条の４の７第１項 
環境大臣の確認を受けないで、産業廃棄物を輸
出した場合 

 

受託禁止違反 
第14条第15項 

許可を受けないで、産業廃棄物の収集若しくは
運搬又は処分を受託した場合 

 

第14条の４第15項 
許可を受けないで、特別管理産業廃棄物の収集
若しくは運搬又は処分を受託した場合 

 

投棄禁止違反 第16条 廃棄物をみだりに捨てた場合  
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違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

焼却禁止違反 第16条の２ 
廃棄物を焼却した場合（第16条の２に掲げる方

法による場合を除く。） 
 

指定有害廃棄物の処

理禁止違反 
第16条の３ 

指定有害廃棄物を保管、収集、運搬又は処分し

た場合（第16条の３に掲げる方法による場合を

除く。） 

 

廃棄物の輸出確認違

反未遂 

第10条第１項 
環境大臣の許可を受けないで、一般廃棄物を輸

出する行為に着手した場合 
 

第15条の４の７第１項 
環境大臣の許可を受けないで、産業廃棄物を輸

出する行為に着手した場合 
 

投棄禁止違反未遂 第16条 廃棄物をみだりに捨てる行為に着手した場合  

焼却禁止違反未遂 第16条の２ 
廃棄物を焼却する行為に着手した場合（第16条

の２に掲げる場合を除く。） 
 

委託基準違反、再委

託禁止違反 

第６条の２第７項 

事業者が一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委

託する場合に、政令で定める基準に従わない場

合 

 

第７条第14項 

一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業

者が収集若しくは運搬又は処分を他人に委託し

た場合 

 

第12条第６項 

事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委

託する場合に、政令で定める基準に従わない場

合 

 

第12条の２第６項 

事業者が特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を

他人に委託する場合に、政令で定める基準に従

わない場合 

 

第14条第16項 

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業

者が収集若しくは運搬又は処分を他人に委託し

た場合（政令で定める再委託処理基準に従って

委託する場合その他省令で定める場合を除く。） 

 

第14条の４第16項 

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理

産業廃棄物処分業者が収集若しくは運搬又は処

分を他人に委託した場合（政令で定める再委託

処理基準に従って委託する場合その他省令で定

める場合を除く。） 

 

処理施設改善命令等

違反 

第９条の２ 
一般廃棄物処理施設の改善命令等に従わない場

合 
 

第15条の２の７ 
産業廃棄物処理施設の改善命令等に従わない場

合 
 

改善命令違反 第19条の３ 事業者又は処理業者が改善命令に従わない場合  

事業を廃止した者等

に対する措置命令違

反 

第19条の10第１項 

事業を廃止した者等が一般廃棄物処理基準又は

特別管理一般廃棄物処理基準に適合しない保管

を行い、生活環境の保全上出された措置命令に

違反した場合 
 

第19条の10第２項 

事業を廃止した者等が産業廃棄物処理基準又は

特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない保管

を行い、生活環境の保全上出された措置命令に

違反した場合 

処理施設の無許可譲

受け等 

第９条の５第１項 
許可を受けないで、一般廃棄物処理施設の譲受

け、又は借受けを行った場合 
 

第15条の４ 
許可を受けないで、産業廃棄物処理施設の譲受

け、又は借受けを行った場合 
 

国外廃棄物の輸入禁

止違反 
第15条の４の５第１項 

環境大臣の許可を受けないで、産業廃棄物を輸

入した場合 
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違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

輸入許可条件違反 第15条の４の５第４項 
産業廃棄物の輸入許可に付された生活環境の保

全上必要な条件に違反した場合 
 

投棄禁止違反目的収

集運搬 
第16条 

廃棄物をみだりに捨てる目的で、収集又は運搬

をした場合 
 

焼却禁止違反目的収

集運搬 
第16条の２ 

廃棄物を焼却する目的で、収集又は運搬をした

場合（第16条の２に掲げる方法による場合を除

く。） 

 

廃棄物の輸出確認違

反予備 

第10条第１項 
環境大臣の確認を受けないで、一般廃棄物を輸

出する目的で準備をした場合 
 

第15条の４の７第１項 
環境大臣の確認を受けないで、産業廃棄物を輸

出する目的で準備をした場合 
 

産業廃棄物管理票

（以下「管理票」と

いう。）未交付等 

第12条の３第１項 管理票を交付せず、又は法定事項を記載せず、

若しくは虚偽の記載をして交付した場合 
90 

第15条の４の７第２項 

第12条の３第３項前段 

運搬受託者が管理票交付者に管理票の写しを送

付せず、又は法定事項を記載せず、若しくは虚

偽の記載をして管理票の写しを送付した場合 

 

第12条の３第３項後段 
運搬受託者が処分委託者に管理票を回付しなか

った場合 
 

第12条の３第４項 処分受託者が管理票の写しを管理票交付者に送

付せず、又は法定事項を記載せず、若しくは虚

偽の記載をして管理票の写しを送付した場合 

 第12条の３第５項 

第12条の５第６項 

管理票保存義務違反 

第12条の３第２項 
管理票交付者がその交付した管理票の写しを保

存しなかった場合 
 

第12条の３第６項 
管理票交付者が送付された管理票の写しを保存

しなかった場合 
 

第12条の３第９項 
運搬受託者が管理票又はその写しを保存しなか

った場合 
 

第12条の３第10項 処分受託者が管理票を保存しなかった場合  

管理票の虚偽記載等 第12条の４第１項 

産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業
廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者若
しくは特別管理産業廃棄物処分業者が受託して
いないものについて、虚偽の記載をして管理票
を交付した場合 

 

受取禁止違反 第12条の４第２項 
管理票の交付を受けないで産業廃棄物の引渡し

を受けた場合 
 

虚偽管理票写し送

付・虚偽報告 

第12条の４第３項 

運搬受託者又は処分受託者が受託した産業廃棄
物の運搬又は処分を終了していないものについ
て管理票交付者に管理票の写しを送付し、又は
情報処理センターに報告をした場合 

 

第12条の４第４項 

処分受託者が受託した産業廃棄物の処分に係る
中間処理産業廃棄物の最終処分が終了した旨の
管理票の写しの送付又は通知を受けていないも
のについて管理票交付者に管理票の写しを送付
し、又は情報処理センターに報告をした場合 

 

虚偽登録等 

第12条の５第１項 
電子情報処理組織使用義務者が情報処理センタ

ーに虚偽の登録をした場合 
 

第12条の５第２項 
電子情報処理組織使用事業者が情報処理センタ

ーに虚偽の登録をした場合 
 

第12条の５第３項 
運搬受託者又は処分受託者が情報処理センター

に報告せず、又は虚偽の報告をした場合 
 

第12条の５第４項 
処分受託者が情報処理センターに報告せず、又

は虚偽の報告をした場合 
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違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

虚偽登録等 第15条の４の７第２項 
国外廃棄物を輸入した者が情報処理センターに

虚偽の登録をした場合 
 

管理票に係る勧告に

係る措置命令違反 
第12条の６第３項 

管理票に係る勧告に係る措置命令に違反した場

合 
 

土地形質変更の計画

変更命令・措置命令

違反 

第15条の19第４項 

廃棄物が地下にある土地で知事が指定した区域
（以下「指定区域」という。）における土地形
質変更届出に関して出された計画変更命令に違
反した場合 

 

第19条の11第１項 
指定区域における土地形質変更届出に関して生
活環境の保全上出された措置命令に違反した場
合 

 

非常災害に係る一般

廃棄物処理施設の設

置の特例に係る変更

命令等違反 

第９条の３の３第３項 

市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分
の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設の設置
に係る届出（変更の届出を含む。）に対する変
更命令等に違反した場合 

 

第９条の３の３第３項 
市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分
の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設に対す
る改善命令等に違反した場合 

 

事故時の応急措置命

令違反 
第21条の２第２項 

特定処理施設の設置者が当該特定処理施設の事
故に関して生活環境の保全上出された措置命令
に違反した場合 

 

処理施設使用開始前

受検義務違反 

第８条の２第５項 
一般廃棄物処理施設に係る検査を受ける前に施
設を使用した場合 

60 

第９条第２項 
処理能力や構造等を変更した一般廃棄物処理施
設に係る検査を受ける前に当該施設を使用した
場合 

 

第15条の２第５項 
産業廃棄物処理施設に係る検査を受ける前に当

該施設を使用した場合 
 

第15条の２の６第２項 

処理能力、構造等を変更した産業廃棄物処理施

設に係る検査を受ける前に当該施設を使用した

場合 

 

定期検査受検義務違

反 

第８条の２の２第１項 
一般廃棄物処理施設の定期検査を拒み、妨げ、

又は忌避した場合 
 

第15条の２の２第１項 
産業廃棄物処理施設の定期検査を拒み、妨げ、

又は忌避した場合 
 

非常災害に係る一般

廃棄物処理施設の設

置の特例に係る届出

義務違反 

第９条の３の３第１項 
市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分
の委託を受けた者が届出をせず、又は虚偽の届
出をした場合 

30 

第９条の３の３第３項 
市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分
の委託を受けた者が変更の届出をせず、又は虚
偽の届出をした場合 

 

事業場外保管事前届

出義務違反 

第12条第３項 
産業廃棄物を生ずる事業場の外に保管するとき

に、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 
 

第12条の２第３項 

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外に保管

するときに、届出をせず、又は虚偽の届出をし

た場合 

 

土地形質変更事前届

出義務違反 
第15条の19第１項 

指定区域において届出をせずに土地形質を変更

し、又は虚偽の届出をした場合 
 

通知義務違反 第14条第13項 

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業

者が収集、運搬又は処分が困難になったときに、

通知せず、又は虚偽の通知をした場合 
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違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

通知義務違反 

第14条の２第４項 

産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業

の全部又は一部を廃止した者であって当該事業

に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了

していないものが通知せず、又は虚偽の通知を

した場合 

 

第14条の３の２第３項 

産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の
許可を取り消された者であって当該許可に係る
産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了してい
ないものが通知せず、又は虚偽の通知をした場
合 

 

第14条の４第13項 

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理
産業廃棄物処分業者が収集、運搬又は処分が困
難になったときに、通知せず、又は虚偽の通知
をした場合 

 

第14条の５第４項 

特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処
分の事業の全部又は一部を廃止した者であって
当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運
搬又は処分を終了していないものが通知せず、
又は虚偽の通知をした場合 

 

第14条の６ 

特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産
業廃棄物処分業の許可を取り消された者であっ
て当該許可に係る特別管理産業廃棄物の収集、
運搬又は処分を終了していないものが通知せ
ず、又は虚偽の通知をした場合 

 

通知保存義務違反 

第14条第14項 
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業
者が通知の写しを保存しなかった場合 

 

第14条の２第５項 

産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業
の全部又は一部を廃止した者であって当該事業
に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了
していないものが通知の写しを保存しなかった
場合 

 

第14条の３の２第４項 

産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の
許可を取り消された者であって当該許可に係る
産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了してい
ないものが通知の写しを保存しなかった場合 

 

第14条の４第14項 
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理
産業廃棄物処分業者が通知の写しを保存しなか
った場合 

 

第14条の５第５項 

特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処
分の事業の全部又は一部を廃止した者であって
当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運
搬又は処分を終了していないものが通知の写し
を保存しなかった場合 

 

第14条の６ 

特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産
業廃棄物処分業の許可を取り消された者であっ
て当該許可に係る特別管理産業廃棄物の収集、
運搬又は処分を終了していないものが通知の写
しを保存しなかった場合 

 

帳簿備付け保存等義
務違反 

第７条第15項 事業者及び廃棄物処理業者が帳簿を備えず、若
しくは帳簿に法定事項を記載せず、若しくは虚
偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合 

 
第７条第16項  
第12条第13項  
第12条の２第14項  
第14条第17項   
第14条の４第18項   
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違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

処理業廃止、変更届
出義務違反 

第７条の２第３項 

一般廃棄物処理業者がその事業の全部若しくは
一部を廃止したとき、又は住所その他省令で定
める事項を変更したときに、変更の届出をせず、
又は虚偽の届出をした場合 

 

第14条の２第３項 産業廃棄物処理業者がその事業の全部若しくは
一部を廃止したとき、又は住所その他省令で定
める事項を変更したときに、変更の届出をせず、
又は虚偽の届出をした場合 

 

第14条の５第３項  

処理施設の廃止等届

出義務違反 

第９条第３項 
一般廃棄物処理施設の廃止、休止若しくは再開

の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 
 

第15条の２の６第３項 
産業廃棄物処理施設の廃止、休止若しくは再開

の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 
 

最終処分場埋立処分

終了届出義務違反 

第９条第４項 
一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了の届出を

せず、又は虚偽の届出をした場合 
 

第15条の２の６第３項 
産業廃棄物最終処分場の埋立処分終了の届出を

せず、又は虚偽の届出をした場合 
 

処理施設の相続届出

義務違反 

第９条の７第２項 
一般廃棄物処理施設の相続の届出をせず、又は

虚偽の届出をした場合 
 

第15条の４ 
産業廃棄物処理施設の相続の届出をせず、又は

虚偽の届出をした場合 
 

処理施設の維持管理

事項記録等違反 

第８条の４ 一般廃棄物処理施設（無害化処理の用に供する

施設を含む。）の維持管理に関し省令で定める

事項を記録せず、若しくは備え置かず、又は閲

覧させない場合 

 
第９条の10第８項 

第15条の２の４ 産業廃棄物処理施設（無害化処理の用に供する
施設を含む。）の維持管理に関し省令で定める
事項を記録せず、若しくは備え置かず、又は閲
覧させない場合 

 
第15条の４の４第３項 

処理責任者等設置義

務違反 

第12条第８項 
産業廃棄物処理施設が設置されている事業場に
産業廃棄物処理責任者を置かない場合 

 

第12条の２第８項 
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場に特別管理
産業廃棄物管理責任者を置かない場合 

 

報告義務違反 

第18条第１項 

事業者、一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理
業者、一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄
物処理施設設置者が求められた報告をせず、又
は虚偽の報告をした場合 

 

第18条第２項 
産業廃棄物の輸出又は輸入に関して求められた

報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 
 

立入検査拒否妨害忌

避 

第19条第１項 
都道府県又は市町村職員の行う立入検査又は収

去を拒み、妨げ、又は忌避した場合 
 

第19条第２項 
国の職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、

又は忌避した場合 
 

技術管理者設置義務

違反 
第21条第１項 

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に

技術管理者を置かない場合 
 

事業場外保管事後届

出義務違反 

第12条第４項 
産業廃棄物を生ずる事業場の外に保管したとき

に、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 
10 

第12条の２第４項 
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外に保管
したときに、届出をせず、又は虚偽の届出をし
た場合 

 

土地形質変更事後届

出義務違反 
第15条の19第２項 

指定区域内において既に土地の形質変更に着手
しているときに、届出をせず、又は虚偽の届出
をした場合 
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違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

土地形質変更事後届

出義務違反 
第15条の19第３項 

非常災害時に指定区域内において土地の形質変
更をしたときに、届出をせず、又は虚偽の届出
をした場合 

 

処理計画提出義務違

反 

第12条第９項 

産業廃棄物の多量排出事業者が処理計画を提出

せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した場

合 

 

第12条の２第10項 

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が処理計

画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提

出した場合 

 

処理計画実施状況報

告義務違反 

第12条第10項 
産業廃棄物の多量排出事業者が処理計画の実施

状況の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 
 

第12条の２第11項 

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が処理計

画の実施状況の報告をせず、又は虚偽の報告を

した場合 

 

名称使用禁止違反 第20条の２第３項 
登録を受けずに登録廃棄物再生事業者という名

称を用いた場合 
 

基準不適合 

第14条第５項第１号 産業廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理業者又

は特別管理産業廃棄物処理業者の能力が法に定

める基準に適合せず、改善が困難と認められる

場合 

100 

第14条第10項第１号  
第14条の４第５項第１

号 
 

第14条の４第10項第１

号 
  

欠格要件該当 第14条第５項第２号 
産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処

理業者が欠格要件に該当する場合 
100 

許可条件違反 

第14条第11項 
産業廃棄物処理業の許可に付された生活環境の

保全上必要な条件に違反した場合 
30 

第14条の４第11項 
特別管理産業廃棄物処理業の許可に付された生

活環境の保全上必要な条件に違反した場合 
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２ 循環型地域社会の形成に関する条例違反 
違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

措置命令等違反 

第20条第７項 廃棄物等の保管等又は放置に関して出された措
置命令に違反した場合 

80 

第20条の３第１項 廃棄物等の保管等又は放置がされている場所へ
の廃棄物等の搬入停止命令に違反した場合 

 

第23条第３項 不適正処理関与者に対する命令に違反した場合  

報告義務違反・虚偽報
告 

第20条第２項 
廃棄物等の保管等又は放置に関して求められた
報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 

30 

第20条第６項 
廃棄物等の保管等又は放置に関して出された調
査命令の結果の報告をせず、又は虚偽の報告を
した場合 

 

第31条第１項 

再生資源を利用した製品の製造、廃棄物等の処
理、廃棄物処理施設等の構造若しくは維持管理
又は施設設置者における事故防止等措置若しく
は周辺居住者等への説明の状況等に関して求め
られた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 

 

立入検査等拒否妨害忌
避 

第20条第２項 職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又
は忌避した場合 

 
第31条第１項  

改善命令等違反 

第20条第５項 
廃棄物等の保管等又は放置に関して出された調
査命令に違反した場合 

 

第21条第６項 
建設資材廃棄物の適正処理に関して出された措
置命令に違反した場合 

 

第29条第２項 
条例に定める廃棄物処理施設等の構造基準に関
する改善命令に違反した場合 

 

第30条第２項 
条例に定める廃棄物処理施設等の維持管理に関
する改善命令に違反した場合 
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３ 盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例違反 

違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

措置命令等違反 

第21条の２第７項 廃棄物等の保管等又は放置に関して出された措
置命令に違反した場合 

80 

第21条の４第１項 廃棄物等の保管等又は放置がされている場所へ
の廃棄物等の搬入停止命令に違反した場合 

 

第21条の７第３項 不適正処理関与者に対する命令に違反した場合  

報告義務違反・虚偽報
告 

第21条の２第２項 廃棄物等の保管等又は放置に関して求められた
報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 

30 

第21条の２第６項 廃棄物等の保管等又は放置に関して出された調
査命令の結果の報告をせず、又は虚偽の報告を
した場合 

第30条の４ 廃棄物等の処理、廃棄物処理施設等の構造若し
くは維持管理又は施設設置者における事故防止
等措置若しくは周辺居住者等への説明の状況等
に関して求められた報告をせず、又は虚偽の報
告をした場合 

立入検査等拒否妨害忌
避 

第21条の２第２項 職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又
は忌避した場合 

 
第31条第１項 

改善命令等違反 

第21条の２第５項 廃棄物等の保管等又は放置に関して出された調
査命令に違反した場合 

第21条の５第６項 建設資材廃棄物の適正処理に関して出された措
置命令に違反した場合 

 

第21条の13第２項 条例に定める廃棄物処理施設等の構造基準に関
する改善命令に違反した場合 

第21条の14第２項 条例に定める廃棄物処理施設等の維持管理に関
する改善命令に違反した場合 

 

 
４ 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例違反 

違反行為等 該当条項 違反行為等の内容 点数 

立入検査等拒否妨害忌
避 

第６条第１項 職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避
した場合 

30 

 
 

許可の取消し等の基準 

基準点数 ９点以下 10～29点 30～59点 60～89点 90～99点 100点以上 

処分内容 なし 事業停止10日 事業停止30日 事業停止60日 事業停止90日 許可取消 
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３ 事前協議書に添付する書類及び図面 

番号 項   目 

新規 変更 譲受け又は借受け 

積替 

保管 

施設 

中間 

処理 

施設 

最終 

処分 

場 

積替 

保管 

施設 

中間 

処理 

施設 

最終 

処分 

場 

積替 

保管 

施設 

中間 

処理 

施設 

最終 

処分 

場 

【様式】 

１ 事業計画書 様式第８号（1） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 排出事業者名簿 様式第８号（2） ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ 

３ 処理委託先処理業者名簿 様式第８号（3） ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ 

４ 廃棄物処理施設等設置等事前説明結果書 様式第９号 ○ ● ○ ■ ■ ■ ○ ● ○ 

５ 周辺生活環境調査結果書 様式第10号（1） ○ ● ○ ■ ■ ■ ○ ● ○ 

６ 生活環境の保全上留意すべき事項等 様式第10号（2） ○ ● ○ ■ ■ ■ ○ ● ○ 

７ 廃棄物処理施設等変更設備等対照表 様式第11号 － － － ○ ○ ○ － － － 

８ 積替え・積替えのための保管施設計画書 様式第12号 ○ － － ※ － － － － － 

９ 中間処理施設計画書 様式第13号 － ○ － － ※ － － － － 

10 最終処分場計画書 様式第14号 － － ○ － － ※ － － － 

11 出入口への表示立札 様式第17号 ○ ○ － ※ ※ － － － － 

【図面】 

12 位置図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

13 見取図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14 構造図 ○ ○ ○ ※ ※ ※ － － － 

15 土地の登記事項証明書 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ 

16 公図 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ 

17 施設設置事業場用地の現況写真 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 求積図 ○ ○ ○ ※ ※ ※ － － － 

19 賃貸借契約書の写し ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ 

20 施設設置事業場平面図 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ 

21 施設設置事業場縦横断図 ○ ○ ○ ※ ※ ※ － － － 

22 処理工程図 ○ ○ ○ ※ ※ ※ － － － 

23 現況平面図 － － ○ － － ※ － － － 

24 配置平面図 － － ○ － － ※ － － － 

25 埋立平面図 － － ○ － － ※ － － － 

26 横断図 － － ○ － － ※ － － － 

27 縦断図 － － ○ － － ※ － － － 

28 地質調査報告書（地質柱状図、透水係数計算書を含む｡） － － ○ － － ※ － － － 

29 事業計画工程書 － － ○ － － ※ － － － 

30 設計計算書・仕様書 ○ ○ ○ ※ ※ ※ － － － 

31 管理体制系統図 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ 

32 運転管理仕様書 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ 

33 保管計画図 ○ ○ － ※ ※ － － － － 

34 保管面積・保管容量計算書 ○ ○ － ※ ※ － － － － 

35 実証試験結果及びその評価 ◇ ◇ ◇ ※ ※ ※ － － － 

36 標準作業書 ▲ ▲ － ※ ※ － ▲ ▲ － 

 備考１ 事前協議の内容及び廃棄物処理施設等の種類に応じて、○印の付された書類等を添付すること。 
  ２ ※印の付された書類等については、内容に変更がある場合に限り、添付すること。 
  ３ ●印の付された書類等については、移動式施設に係る事前協議においては添付を要しないこと。 
  ４ ■印の付された書類等については、第16条第10項(事前説明不要)の場合には添付を要しないこと。 
  ５ 廃棄物処理施設等を譲り受け、又は借り受ける場合にあっては、廃棄物処理施設等の許可証（廃棄物処理条第８条第

１項及び第15条第１項の許可を要する場合に限る。）、産業廃棄物処理業の許可証、譲渡契約書等の写しを添付すること。 
  ６ 解体業の用に供する自動車リサイクル施設については積替保管施設に、破砕業の用に供する自動車リサイクル施設に

ついては中間処理施設に準じて書類等を添付すること。 
  ７ 施設設置事業場縦横断図については、土木工事（造成工事）がある場合に限り、添付すること。 
  ８ ◇印の付された書類等については、これまで岩手県内において廃棄物の処理に用いられたことがない構造、処理方法

により廃棄物を処理する場合に限り、添付すること。 
  ９ ▲印の付された書類等については、自動車リサイクル施設に係る事前協議である場合に限り、添付すること。 
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４ 住民説明を要する変更の内容 
自 動

車ﾘｻ

ｲ ｸ ﾙ

施設 

１ 処理能力に係る変更であって、当該変更により当該処理能力が10パーセント以上変更されるに至

るもの 

２ 主要な設備（破砕業の施設に係る保管設備を除く。）に係る変更又は設計計算上達成することので

きる排ガスの性状、放流水の水質その他生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への

負荷を増大させることとなる変更  
 
 
  
 
  
 
  

そ

の

他

処

理

施

設 

１ 処理能力に係る変更であって、当該変更により当該処理能力が10パーセント以上変更されるに至

るもの 

２ 位置又は処理方式 

３ 構造及び設備に係る変更であって、次の(１)から(14)までに掲げるその他処理施設の種類に応じ、

(１)から(14)までに掲げる設備に係るもの又は設計計算上達成することのできる排ガスの性状、放

流水の水質その他生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させること

となる変更 

 （１）汚泥の脱水施設であって、１日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの 脱水機 

 （２）汚泥の乾燥施設であって、１日当たりの処理能力が10立方メートル（天日乾燥施設にあって

は100立方メートル）以下のもの 乾燥設備 

 （３）汚泥（ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。）の焼却施設であって、次のいずれにも

該当しないもの 燃焼室 

   ア １日当たりの処理能力が５立方メートルを超えるもの 

   イ １時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの 

   ウ 火格子面積が２平方メートル以上のもの 

 （４）廃油の油水分離施設であって、１日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの（海洋汚

染及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）第３条第14号の廃油処理施設を除

く。）  

    油水分離設備 

 （５）廃油（廃ポリ塩化ビフェニル等を除く）の焼却施設であって、次のいずれにも該当しないも

の（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第３条第14号の廃油処理施設を除く。） 燃焼室 

   ア １日当たりの処理能力が１立方メートルを超えるもの 

   イ １時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの 

   ウ 火格子面積が２平方メートル以上のもの 

 （６）廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、１日当たりの処理能力が50立方メートル以下のも

の 

    中和槽 

 （７）廃プラスチック類の破砕施設であって、１日当たりの処理能力が５トン以下のもの 破砕機 

 （８）廃プラスチック類（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを

除く。）の焼却施設であって、次のいずれにも該当しないもの 燃焼室 

   ア １日当たりの処理能力が100キログラムを超えるもの 

   イ 火格子面積が２平方メートル以上のもの 

 （９）産業廃棄物の焼却施設((３)、(５)及び(８)に掲げるものを除く。）であって次のいずれにも

該当しないもの 燃焼室 

   ア １時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの 

   イ 火格子面積が２平方メートル以上のもの 

 （10）木くずの破砕施設であって、１日当たりの処理能力が５トン以下のもの 破砕機 

 （11）工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片の破砕施設であって、１日当たりの処理能

力が５トン以下のもの 破砕機 

 （12）工作物の除去に伴って生じたアスファルトの熱解砕施設 熱解砕機 

 （13）動物のふん尿及び有機汚泥の堆肥化施設 発酵設備 

 （14）(１)から(13)までに掲げる施設以外の処理施設 主要な設備（中間処理施設に係る保管設備

を除く。）  

４ 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量（排出の方法又は量の増大に係る変更の場合に限る。）又は

処理方法（排出の方法（排出口の位置、排出先等を含む。）を含む。） 

５ 維持管理に関する計画に係る事項 

 （１）排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとし

た数値（当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを

行う場合を除く。） 

 （２）排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項 

 （３）（１）及び（２）のほか、維持管理に関する事項 
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５ 切土ののり面 勾
こ う

配 
地 山 の 土 質 切 土 高 勾 E

こ う

A   配 

硬    岩 

中  硬  岩 

一段 

５メートル以下 

１：1.0以上 

軟  岩 

砂 

砂 質 土 

砂利又は岩塊まじりの砂質土（玉石） 

粘 性 土 等 

岩塊又は玉石まじりの粘性土 

１：1.5以上 

備考１ のり面は無処理又は植生工程度の保護工を前提としたものであること。 

  ２ 土質構成などにより単一 勾
こ う

配としないときは、勾
こ う

配の変化点には小段を設けること。 

  ３ 小段には若干の 勾
こ う

配を設けること。 

 
第２節 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 

（平成14年岩手県条例第74号） 

１ 県外産業廃棄物の処理方法等の基準 

 (1) 県内に搬入しようとする県外産業廃棄物が次のいずれかに該当するものであること。 

  ア 専ら製品の製造又はエネルギー回収のため原材料又は燃料として循環的に利用する

ためのものであること（原材料又は燃料として県内で循環的に利用するために中間処理

を行うものを含む。）。 

  イ 貴金属の回収を行うためのものであること。 

  ウ 循環型地域社会の形成に関する条例（平成14年岩手県条例第73号）第７条第１項の規

則で定める圏域から搬入されるものであること（規則で定める圏域…青森県及び秋田県

の区域）。 

  エ その他本県で処理せざるを得ない特殊事情があると知事が認めるものであること。 

 (2) 県内に搬入しようとする県外産業廃棄物の排出事業場から搬入施設までの当該県外産

業廃棄物の運搬の経路が明確であること。 

 (3) 県内に搬入しようとする県外産業廃棄物の運搬に伴う当該県外産業廃棄物の飛散及び

流出並びに悪臭、騒音及び振動の発生の防止その他の生活環境の保全のための必要な措

置を講じていること。 

 
２ 環境保全協力金の金額の目安 

(1) 搬入後埋立て等最終処分を行う場合 搬入量１トンにつき500円 

(2) 搬入後破砕、焼却等中間処理を行う場合 搬入量１トンにつき200円 

(3) 搬入後再生利用等を行う場合 搬入量１トンにつき50円 

 

 



 

 

 

 

 

 

第12章 県民の健康で快適な生活を確保 

     するための環境の保全に関する条例 
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第12章 県民の健康で快適な生活を確保するための 

         環境の保全に関する条例（通称：生活環境保全条例） 
（平成13年岩手県条例第71号） 

（最終改正 平成28年11月18日 条例第67号） 

 

１ 焼却行為に関する規制（条例第52条、第53条） 

  １ 次の廃棄物焼却炉の使用を禁止する。 

   (1) 工場又は事業場に設置される廃棄物焼却炉（火床面積0.5平方メートル未満であって焼却能力 

    が１時間当たり50キログラム未満のもの（注1の施設を除く。）に限る。） 

     (注１) ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）第10条第１項に規定する大  

         気基準適用施設であるもの、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137 

        号）第15条第１項に規定する産業廃棄物処理施設であるもの 

   (2) 工場又は事業場以外の場所に設置される火格子がある廃棄物焼却炉（火格子面積２平方メ 

    ートル未満であって焼却能力が１時間当たり200キログラム未満のものに限る。） 

   (3) 工場又は事業場以外の場所に設置される火格子がない廃棄物焼却炉（焼却能力が１時間当た 

    り200キログラム未満のものに限る。） 

 

     ただし、次の各号を全て満たす場合は使用が許される。 

   (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）第１条の７に規定 

    する構造を有すること。 

   (2) 環境大臣の定める焼却の方法（平成９年厚生省告示第178号）に規定する焼却の方法により焼 

    却すること。 

   (3) 煙突の先端から排出される排出ガスに含まれるダイオキシン類の量が５ng－TEQ／Ｎ㎥以下 

    であること。 

      （備考）  

        １ ng－TEQ／Ｎ㎥とは、温度が零度であって、圧力が１気圧の状態に換算した排出ガ

ス１立方メートル中に含まれるダイオキシン類の量（単位ナノグラム。ただし、次

号に規定する方法により測定されるダイオキシン類の量を2，3，7，8－四塩化ジベ

ンゾーパラージオキシンの毒性に第３号の規定により換算した量）をいう。 

        ２ 測定方法は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年総理府令第67号）

第２条第１号に定める方法によるものとする。 

        ３ 2，3，7，8－四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性への換算は、ダイオキシ

ン類対策特別措置法施行規則第３条に定めるところによるものとする。 

 

  ２ 野外焼却は次を除き禁止する。 

   (1) 法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 

   (2) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物（廃プラスチック類、ゴム 

    くず、廃油、皮革を除く。以下同じ）の焼却 

   (3) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物 

    の焼却 
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   (4) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 

   (5) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 

   (6) 学校教育又は社会教育活動を行うために必要な廃棄物の焼却 

   (7) 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な廃棄物の焼却 

 

  ３ 罰則一覧 

焼却行為の停止命令に違反した場合 １年以下の懲役又は30万円以下の罰金（条例第95号） 

 

２ 土壌及び地下水汚染防止に関する規制（条例第66条～第75条）（再掲） 

 

  １ 規制対象者 

    次に定める施設で、健康有害物質を取扱う施設を設置している者 

    ①汚水等排出施設（条例施行規則別表第３：湿式集じん施設又は廃ガス洗浄施設（水質汚濁防   

     止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１各号に掲げる業に用いるものを除く。） 

    ②水質汚濁防止法施行令別表第１に掲げる施設 

    ③廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の４第１項の規定による許可を受けている者が設

置している当該許可に係る廃棄物の積替え若しくは保管の場所又は同条第６項の規定により

許可を受けている者が設置している当該許可に係る廃棄物の保管場所 

  

  ２ 土壌又は地下水の届出に係る基準：第３章参照 

 

  ３ その他  

   (1) 測定等の義務及び届出等に関する事項一覧 

     ①健康有害物質の使用状況等の調査を年１回実施。 

     ②土壌又は地下水の測定年１回以上実施。 

     ③測定結果が２に掲げる基準値を超えたときは知事に届出。 

     ④基準値を超えたときは必要な措置を講ずること。 

     ⑤譲渡又は貸与する時は記録を引継ぐこと。 

 

   (2) 土壌又は地下水汚染に関する罰則等一覧 

1 

土壌又は地下水の汚染が判明したにもかかわら

ず、必要な措置を講じていないことに対する措

置命令に違反した場合 

１年以下の懲役又は30万円以下の罰金 

(条例第95条) 

2 

土壌又は地下水の汚染が判明したにもかかわら

ず、必要な措置を講じていないことに対する勧

告に従わなかった場合 

公表 

(条例第73条第３項) 
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３ 自動車等の原動機停止（アイドリングストップ）に関する規制(条例第78条～第80号) 

  １ 規制対象施設 

   自動車等の駐車の用に供する部分の面積500㎡以上の次の施設 

   (1) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第２条第１号に規定する路上駐車場及び同条第２号

に規定する路外駐車場をいう。) 

   (2) 自動車ターミナル（自動車ターミナル法(昭和43年法律第136号)第２条第４項に規定する自動

車ターミナルをいう。） 

   (3) 道路法(昭和27年法律第180号)第２条第２項第６号に規定する自動車駐車場 

   (4) 店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は従業員のために設置さ

れる駐車施設 

   (5) 特定の者の自動車の保管のために設置される駐車施設 

   (6) 客待ち又は貨物の積卸しのため自動車が駐車するために設置される駐車施設 

 

  ２ 規制内容 

   規制対象施設の駐車場等管理者は、看板、放送、書面等により原動機の停止を周知しなければな

らない。 

 

４ 地球温暖化の対策に関する規制(条例第81条～第86条) 

  １ 規制対象事業者(二酸化炭素排出事業者) 

   二酸化炭素の排出量が相当程度多い事業者である二酸化炭素排出事業者に対して、計画的に排出

抑制等のための措置を講ずるよう促すための仕組みとして、特に条例で地球温暖化対策計画書の

作成・提出を義務付けるものである。 

   (1) 二酸化炭素の排出量が相当程度多い工場又は事業場を設置する者 

・県内に設置しているすべての工場等におけるエネルギー使用量の合計が原油換算で

1500キロリットル／年以上 

・フランチャイズチェーンであって、県内に設置しているすべての店舗におけるエネ

ルギー使用量の合計が原油換算で1500キロリットル／年以上 

 (2) 自動車を一定台数以上使用する事業者 

・40台以上の自動車  

 

  ２ 地球温暖化対策計画書 

   次に掲げる事項を含むものであること。 

   (1) 二酸化炭素の排出の状況 

   (2) 二酸化炭素の排出の抑制のための措置 

   (3) その他の地球温暖化の対策に関する事項 

 

  ３ その他 

   (1) 地球温暖化の対策に関する届出等事項一覧 

番号 届出などを必要とする事項 提出等の期間 条  文 届出等様式 

1 

二酸化炭素排出事業者に該当す

ることとなった場合に、地球温

暖化対策計画書を知事に提出 

二酸化炭素排出事業者

に該当することとなっ

た年度の翌年度の６月

末日までに 

第82条第１項 様式第14号 

2 

１で提出した地球温暖化対策計

画書の内容を変更したとき変更

計画書を知事に提出 

変更後速やかに 第82条第２項 様式第14号 

3 
地球温暖化の対策の実施の状況

を知事に提出 

次年度の６月末までに 第83条 様式第15号 
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 (2) 地球温暖化対策に関する指導助言等規定 

1 
地球温暖化対策計画書が地球温暖化対策指針に照らして

不十分であると認めるとき 

指導助言 

2 
地球温暖化の対策の実施状況が地球温暖化対策計画書に

照らして不十分であると認めるとき 

指導助言 

3 地球温暖化対策計画書を提出しないとき 勧告 

 

５ 地球温暖化対策指針(条例第84条第１項) 平成14年３月22日 県告示第225号 

   第１ 趣旨 

     この指針は、条例第84条第１項の規定により、条例第82条第１項に規定する地球温暖化対策

計画の的確な作成に資するための指針を定めるものとする。 

   第２ 地球温暖化対策計画の記載事項 

    １ 二酸化炭素の排出の状況に関する事項 

      事業者は、燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給されたものに限る。)又は電気の年

間使用実績(条例第82条第１項に規定する地球温暖化対策計画の初年度の前年度(４月１日か

ら３月31日まで)の使用実績をいう。)を基に二酸化炭素の排出量を算定すること。 

    ２ 二酸化炭素の排出の抑制のための措置 

     (1) 事業者は、生産計画、販売計画等を含む事業の見通しを踏まえて、二酸化炭素の排出抑

制の対策を自主的に定めること。 

       また、対策を定めるに当たっては、できるだけ具体的な目標を設定することが望ましい

ものであること。 

     (2) 記載に当たっては、次に掲げる例を参考としながら、業態や業務内容に応じて取組事項

を具体的に記載すること。 

      ア 条例第82条第１項の規則で定める二酸化炭素の排出量が相当程度多い工場又は事業場

を設置している者の取組例 

       (ア) エネルギーの使用の合理化(冷暖房の適正な温度管理、製造工程等における熱効率

の向上等) 

       (イ) 省エネルギー型の設備及び機器の導入 

       (ウ) 環境負荷の少ないエネルギー(太陽エネルギー、風力エネルギー、地熱エネルギー

等)の利用 

      イ 条例第82条第１項の規則で定める台数以上の自動車を使用している者の取組例 

       (ア) 自動車の運転方法の配慮(駐車時の原動機の停止、急発進及び急加速の抑制等) 

       (イ) 輸送方法の合理化(共同輸送等) 

       (ウ) 低公害車(低燃費車、ハイブリッド車等)の導入 

    ３ その他の地球温暖化の対策に関する事項 

     (1) 事業者は、２(2)ア及びイに掲げる例のほか、地球温暖化の対策に資する取組を行おうと 

      する場合は、次に掲げる例を参考としながら、業態及び業務内容に応じて取組事項を具体 

      的に記載すること。 

      ア 廃棄物の排出抑制、リサイクル及び適正処理 

      イ 水の有効利用 

      ウ 環境に配慮した物品の購入 

      エ 二酸化炭素の排出削減に配慮した製品の開発及び製造等 

      オ 緑化及び森林保全の推進並びに木材製品の利用 
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第13章 その他の関係法 

第１節 航空法 (昭和27年法律第231号) 

 １ 航空機の騒音基準等 

(1) 騒音の基準 

 ア－１ 航空機（ターボジェット又はターボファン発動機を装備する飛行機であって、その形式の設

計について最初の型式証明等の申請の受理等が 2006年１月１日前になされたものに限る。）の

騒音の基準は下記の左に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ右に掲げるとおりとする。 

航 空 機 の 区 分 

（最大離陸重量別） 

騒音の基準（単位 ＥＰＮｄＢ） 

側 方 測 定 点 に お け る 

離 陸 中 の 騒 音 値 

進 入 測 定 点 に お け る 

着 陸 中 の 騒 音 値 

離 陸 測 定 点 に お け る 

離 陸 中 の 騒 音 値 

35,000kg 以下の 

航 空 機 
94以下であること。 98以下であること。 

次の算式により得られる

値以下であること。ただ

し、この値が89以下であ

る場合は、89以下である

こと。 

Ａ－ 

  

 ×log10 

35,000kg を超え 

280,000kg以下の 

航 空 機 

次の算式により得られる

値以下であること。 

 

      × 

次の算式により得られる

値以下であること 

 

＋98 

280,000kgを超え 

385,000kg以下の 

航 空 機 

105以下であること。 
385,000kgを超え 

400,000kg以下の 

航 空 機 Ａ以下であること。 

400,000kgを超える 

航 空 機 
103以下であること。 

備考 １ 航空機の騒音値は、国際民間航空条約の附属書16に定める方法により測定されたものとし、単位はＥＰＮｄＢ

とする。 

   ２ 側方測定点とは、滑走路の縦方向の中心線及びその延長線から450ｍの距離にある滑走路を含む平面上の直線上

当該航空機の離陸中に最大の騒音値が得られる点をいう。 

   ３ 進入測定点とは、滑走路の縦方向の中心線の延長線上で当該航空機が着陸する側の滑走路の末端から進入方向

と逆方向に2,000ｍの距離にある点をいう。 

   ４ 離陸測定点とは、滑走路の縦方向の中心線又はその延長線上で当該航空機が離陸のための滑走を開始する点か

ら離陸方向に6,500ｍの距離にある点をいう。 

   ５ Ｗは、当該航空機の最大離陸重量（単位 kg）とする。 

   ６ Ａは、当該航空機の発動機の数が、２基以下の場合にあっては101、３基の場合にあっては104、４基以上の場

合にあっては106とする。 

 

ア－２ 側方測定点、進入測定点又は離陸測定点のうちいずれか１又は２の測定点における騒音値がア

－１の表の備考のそれぞれの測定点における騒音値の上限を超える場合であって、次に掲げる要

件のいずれにも適合するときは、ア－１の基準にかかわらず、当該航空機の騒音は基準に適合す

るものとみなす。 

①  その超える騒音値の当該超える部分がいずれも２ＥＰＮｄＢ以下であること。 

②  その超える騒音値の当該超える部分を合計して得た値が３ＥＰＮｄＢ以下であること。 

③  それぞれの測定点における騒音値を合計して得た値がア－１の表の備考のそれぞれの測

定点における騒音値の上限を合計して得た値以下であること。 

log10 

9 

80 

7 

log10 
35,000 

W 

 

＋94 

7 

3log102 
×log10 35,000 

W 

4 

 
385,000 

W 

log102 
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イ－１ 航空機（最大離陸重量が 55,000kg以上のターボジェット又はターボファン発動機を装備する飛

行機であって、その形式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が 2006 年１月１日以後

2017 年 12 月 31 日前になされたもの若しくは最大離陸重量が 55,000kg 未満のターボジェット又

はターボファン発動機を装備する飛行機であって、その形式の設計について最初の形式証明等の

申請の受理等が 2006年１月１日以後 2020年 12 月 31 日前になされたものに限る。）の騒音の基準

は上記ア－１の表に定めるとおりとする。 

 

イ－２ イ－１に掲げる航空機は次に掲げる基準に適合しなければならない。 

    ① 側方測定点、進入測定点及び離陸測定点における騒音値とア‐１の表の備考のそれぞれの

測定点における騒音値の上限との差を合計して得た値が 10ＥＰＮｄＢ以上であること。 

    ② 側方測定点、進入測定点又は離陸測定点のうちいずれの２の測定点における騒音値とア－

１の表の備考のそれぞれに対応する２の測定点における騒音値の上限との差を合計して得た

値が２ＥＰＮｄＢ以上であること。 

イ－３ ア－１に掲げる航空機であってイ－1 の適用を受けようとするものにあっては、イ－２の基準

に適合しなければならない。 

 

ウ－１ 航空機（最大離陸重量が 55,000kg以上のターボジェット又はターボファン発動機を装備する飛

行機であって、その形式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が 2017 年 12 月 31

日以後になされたもの若しくは最大離陸重量が 55,000kg 未満のターボジェット又はターボフ

ァン発動機を装備する飛行機であって、その形式の設計について最初の型式証明等の申請の受

理等が 2020年 12月 31 日以後になされたものに限る。）の騒音の基準は下記の左に掲げる航空

機の区分に応じ、それぞれ右に掲げるとおりとする。 

 

航 空 機 の 区 分 

（最大離陸重量別） 

騒音の基準（単位 ＥＰＮｄＢ） 

側 方 測 定 点 に お け る 

離 陸 中 の 騒 音 値 

進 入 測 定 点 に お け る 

着 陸 中 の 騒 音 値 

離 陸 測 定 点 に お け る 

離 陸 中 の 騒 音 値 

2,000kg以下の 

航 空 機 
88.6以下であること。 93.1以下であること。 80.6以下であること。 

2,000kgを超え 

8,618kg以下の 

航 空 機 

次の算式により得られる

値以下であること。 

      × 

次の算式により得られる

値以下であること。 

      × 

次の算式により得られる

値以下であること。 

89－ 

  

 ×log10 

8,618kgを超え 

35,000kg 以下の 

航 空 機 

94以下であること。 98以下であること。 

次の算式により得られる

値以下であること。ただ

し、この値が89以下であ

4,309 

1,000 

2,000 

5log10 

27 

log10 W 

 

＋88.6 
8,618 

W 

log102 4,309 

1,000 

2,000 

10log10 

49 

log10 W 

 

＋93.1 

4 
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35,000kg を超え 

280,000kg以下の 

航 空 機 

次の算式により得られる

値以下であること。 

       

       × 

次の算式により得られる

値以下であること。       

       × 

る場合は、89以下である

こと。 

Ａ－ 

  

 ×log10 

280,000kgを超え 

385,000kg以下の 

航 空 機 

105以下であること。 385,000kgを超え 

400,000kg以下の 

航 空 機 Ａ以下であること。 

400,000kgを超える 

航 空 機 
103以下であること。 

備考 １ 航空機の騒音値は、国際民間航空条約の附属書16に定める方法により測定されたものとし、単位はＥＰＮｄＢ

とする。 

   ２ 側方測定点とは、滑走路の縦方向の中心線及びその延長線から450ｍの距離にある滑走路を含む平面上の直線上

当該航空機の離陸中に最大の騒音値が得られる点をいう。 

   ３ 進入測定点とは、滑走路の縦方向の中心線の延長線上で当該航空機が着陸する側の滑走路の末端から進入方向

と逆方向に2,000ｍの距離にある点をいう。 

   ４ 離陸測定点とは、滑走路の縦方向の中心線又はその延長線上で当該航空機が離陸のための滑走を開始する点か

ら離陸方向に6,500ｍの距離にある点をいう。 

   ５ Ｗは、当該航空機の最大離陸重量（単位 kg）とする。 

   ６ Ａは、当該航空機の発動機の数が、２基以下の場合にあっては101、３基の場合にあっては104、４基以上の場

合にあっては106とする。 

 

ウ－２ ウ－１に掲げる航空機は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 

    ① 側方測定点、進入測定点及び離陸測定点における騒音値とウ－１の表の備考のそれぞれの

測定点における騒音値の上限との差を合計して得た値が 17ＥＰＮｄＢ以上であること。 

    ② 側方測定点、進入測定点及び離陸測定点における騒音値とウ－１の表の備考のそれぞれの

測定点における騒音値の上限との差がいずれも１ＥＰＮｄＢ以上であること。 

 

ウ－３ ア－１、イ－１に掲げる航空機であってウ－1 の適用を受けようとするものにあっては、ウ－

２の基準に適合しなければならない。 

 

 

                       ◎ 

  

◎                                                              

 

 

 

6,500ｍ 

離陸測定地点 
側方測定地点 
450ｍ 

騒音測定地点図 

80 

7 

35,000 

log10 

9 

log10 
W 

 

＋94 

385,000 

W 

log102 

35,000 

3log102 

7 

log10 
W 

 

＋98 

◎ 

4 

滑走開始地点 

2,000ｍ 

進入測定地点 
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第２節 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和45年法律第139号） 

 

 １ 対策地域の指定要件（法第３条第１項） 

(1) 農用地土壌汚染対策地域の指定要件（昭和46年 政令第204号） 

（最近改正 平成22.６.16） 

特定有害物質 指  定  要  件 

カドミウム（Cd） 

及 び そ の 化 合 物 

１ 米１kg につきカドミウムの量が0.4mg を超えると認め

られる地域 

２ １の近傍地域のうち、イ、ロの要件に該当する地域で

あって、米１kg当たりの Cd の量が0.4mgを超えるおそれ

が著しいと認められる地域 

イ １の地域内の農用地の土壌に含まれる Cdの量と同程度

以上であること。 

ロ １の地域内の農用地の土性とおおむね同一であること 

米について 

0.4ppm超過 

銅 ( C u )及 び その 

化合物 
田の土壌１kgにつき銅の量が125mg以上と認められる地域 

土壌について 

125ppm以上 

砒素 (As)及びその

化合物 

田の土壌１kg につき砒素の量が15mg（特別の場合、都道府

県知事が土壌１kgにつき10mg～20mgの範囲内で定める別の

値）以上と認められる地域 

土壌について 

15ppm 以上 

 

(2) 土性の分類基準（次官通達昭和46.6.30 農政第3341号） 

土 性 区 分 分  類  基  準 

１ 微 粒 質 土層（作土０～５cm）の粘土含量25％以上 

２ 細 粒 質        〃       15～25％ 

３ 中 粒 質 
       〃 
（ただし、砂含量85％以下）  0～15％ 

４ 粗 粒 質 
       〃 
（ただし、砂含量85％以上）  0～15％ 

（注） この表中の粘土および砂の定義ならびにそれらの含量の測定方法は、国際土壌学会の定めた方法による。 

 

２ 対策地域の指定状況 

現在、対策地域の指定はありません 

 

 ３ 参考 

 農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準値（昭和59.11.8 環水土第149号環境庁

水質保全局長通知） 

 土壌（乾土）１kgにつき亜鉛120mg 
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第３節 下水道法（昭和33年法律第79号） 

 １ 処理施設の構造の技術上の基準（法第７条第１項の政令で定めるもの） 

(1) 水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質の区分に応じて、それぞれ同表に掲げる方法（当

該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。）により下水を処理する構造と

すること。                                      

（最近改正 平成24.４.１） 

計画放流水質 

方   法 
生物化学的 
酸素要求量 
〔BOD〕 

(mg/L５日間) 

窒素含有量 
 

〔N〕 
（mg／L） 

燐含有量 
 

〔P〕 
（mg／L） 

10以下 10以下 0.5以下 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法（凝集剤を添加して処

理するものに限る。）又は嫌気無酸素好気法（有機物及び凝

集剤を添加して処理するものに限る。）に急速濾過法を併用

する方法 

0.5を超え 

１以下 

循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法（凝集剤を添加して処

理するものに限る。）、嫌気無酸素好気法（有機物及び凝集

剤を添加して処理するものに限る。）に急速濾過法を併用す

る方法又は循環式硝化脱窒法（有機物及び凝集剤を添加し

て処理するものに限る。）に急速濾過法を併用する方法 

１を超え 

３以下 

循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法（凝集剤を添加して処

理するものに限る。）、嫌気無酸素好気法（有機物を添加し

て処理するものに限る。）に急速濾過法を併用する方法又は

循環式硝化脱窒法（有機物及び凝集剤を添加して処理する

ものに限る。）に急速濾過法を併用する方法 

 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法、嫌気無酸素好気法（有

機物を添加して処理するものに限る。）に急速濾過法を併用

する方法又は循環式硝化脱窒法（有機物を添加して処理す

るものに限る。）に急速濾過法を併用する方法 

10を超え 

20以下 

１以下 嫌気無酸素好気法（凝集剤を添加して処理するものに限

る。）に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法

（凝集剤を添加して処理するものに限る。）に急速濾過法を

併用する方法 

１を超え 

３以下 

嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は循環式

硝化脱窒法（凝集剤を添加して処理するものに限る。）に急

速濾過法を併用する方法 

 嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は循環式

硝化脱窒法に急速濾過法を併用する方法 

 １以下 嫌気無酸素好気法（凝集剤を添加して処理するものに限

る。）に急速濾過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法

（凝集剤を添加して処理するものに限る。）に急速濾過法を

併用する方法 

１を超え 

３以下 

嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は嫌気好

気活性汚泥法に急速濾過法を併用する方法 

 標準活性汚泥法に急速濾過法を併用する方法 
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計画放流水質 

方   法 

生物化学的 

酸素要求量 

〔BOD〕 

(mg/L５日間) 

窒素含有量 

 

〔N〕 

（mg／L） 

燐含有量 

 

〔P〕 

（mg／L） 

10を超え 

15以下 

 

20以下 ３以下 嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法（凝集剤を添加し

て処理するものに限る。） 

 嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法 

 
３以下 嫌気無酸素好気法又は嫌気好気活性汚泥法 

 標準活性汚泥法 

(2) 前項の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐

含有量に係る水質であって、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮し

て、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるもの

をいう。 

 

 

  ２ 放流水の水質の技術上の基準（法第８条の政令で定めるもの） 

（最近改正 平成27.７.19） 

(1) 法第８条に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の

基準は、雨水の影響の少ない時において、次の表のとおりとする。検定方法は、国土交通省令・

環境省令で定める方法による。 

水素イオン濃度 

 

〔ｐH〕 

（水素指数） 

大腸菌群数 

 

（個／cm３） 

浮遊物質量 

 

〔ＳＳ〕 

（mg／L） 

生物化学的酸素要求量、 

窒素含有量及び燐含有量 

〔BOD〕〔N〕〔P〕 

（mg／L） 

5.8以上 

8.6以下 
3,000以下 40以下 

１の２）に規定する計画 

放流水質に適合する数値 

 

(2) 合流式の下水道からの放流水についての技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降

雨による雨水の影響が大きい時において、合流式の下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物

化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値

が、１リットルにつき５日間に40ミリグラム以下であることとする。 

(3) 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定による環境省令により、又は同

条第３項の規定による条例その他の条例により、第１項各号に掲げる項目について同項各号に定

める基準より厳しい排水基準が定められ、又は同項各号に掲げる項目以外の項目についても排水

基準が定められている放流水については、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に

係る水質の基準とする。 

(4) 前３項の規定によるもののほか、ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）第

８条第１項の規定による環境省令により、又は同条第３項の規定による条例により、水質排出基

準が定められている放流水については、その水質排出基準を同条第１項に規定するダイオキシン

類の量に係る水質の基準とする。 
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  ３ 下水道法の規定に基づく下水排除基準 

                        

対象者対象物質又は項目 

終末処理場を設置している公共下水道の使用者 

備考 特定事業場 
非特定事業場 

排水量（㎥／日） 50㎥/日以上 50㎥/日未満 

条
例
で
定
め
る
基
準 

環
境
項
目
等 

温                度 45℃（40℃）未満 45℃（40℃）未満 45℃（40℃）未満 注5 

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 380（125）未満 380（125）未満 380（125）未満 注5,7 

水 素 イ オ ン 濃 度 （ ｐ Ｈ ） 
5を超え9未満 

(5.7を超え8.7未満) 

5を超え9未満 
(5.7を超え8.7未満) 

5を超え9未満 
(5.7を超え8.7未満) 

注5,10 

生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ） 600（300）未満 600（300）未満 600（300）未満 注5,10 

浮  遊  物  質  量  （ Ｓ Ｓ ） 600（300）未満 600（300）未満 600（300）未満 注5,10 

沃   素   消   費   量 220未満 220未満 220未満  

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

鉱 油 類 含 有 量 5以下 5以下 5以下 
注10 

動植物油類含有量 30以下 30以下 30以下 

窒   素   含   有   量 240（150）未満 240（150）未満 240（150）未満 注4,5,6,10 

燐    含    有    量 32（20）未満 32（20）未満 32（20）未満 注4,5,6,10 

政
令
の
基
準 

フ  ェ  ノ  ー  ル  類 5以下 5以下 5以下 注8,9 

銅  及  び  そ  の  化  合  物 3以下 3以下    3以下 注8,9 

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 2以下 2以下 2以下 注8,9 

鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 ） 10以下 10以下 10以下 注8,9 

マンガン及びその化合物（溶解性） 10以下 10以下 10以下 注8,9 

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 2以下 2以下 2以下 注8,9 

健
康
項
目 

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.03以下 0.03以下 0.03以下 注8 

シ ア ン 化 合 物 1以下 1以下 1以下 注8 

有 機 燐 化 合 物 1以下 1以下 1以下 注8 

鉛 及 び そ の 化 合 物 0.1以下 0.1以下 0.1以下 注8 

六  価  ク  ロ  ム  化  合  物 0.2以下 0.2以下 0.2以下 注8 

砒 素 及 び そ の 化 合 物 0.1以下 0.1以下 0.1以下 注8 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005以下 0.005以下 0.005以下 注8 

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 注8 

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 0.003以下 0.003以下 0.003以下 注8 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1以下 0.1以下 0.1以下 注8 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン O.1以下 O.1以下 O.1以下 注8 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.2以下 0.2以下 0.2以下 注8 

四   塩   化   炭    素 0.02以下 0.02以下 0.02以下 注8 

１,２－ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.04以下 0.04以下 0.04以下 注8 

１ , １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 1以下 1以下 1以下 注8 

シ ス － １ ,２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.4以下 0.4以下 0.4以下 注8 

１ , １ , １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 3以下 3以下 3以下 注8 

１ , １ , ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.06以下 0.06以下 0.06以下 注8 

１ , ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.02以下 0.02以下 0.02以下 注8 

チ ウ ラ ム 0.06以下 0.06以下 0.06以下 注8 

シ マ ジ ン 0.03以下 0.03以下 0.03以下 注8 

チ  オ  ベ  ン  カ  ル  ブ 0.2以下 0.2以下 0.2以下 注8 

ベ    ン    ゼ    ン O.1以下 O.1以下 O.1以下 注8 

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.1以下 0.1以下 0.1以下 注8 

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 10（230）以下 10（230）以下 10（230）以下 注8,11 

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 8（15）以下 8（15）以下 8（15）以下 注8,11 

１ , ４ － ジ オ キ サ ン 0.5以下 0.5以下 0.5以下 注8 

ダ  イ  オ  キ  シ  ン  類 10pg-TEQ/L以下 10pg-TEQ /L以下 10pg-TEQ /L以下 注8 

生物化学的酸素要求量に類似した項目及び大腸菌群数を除き、都道府県の横出し条例で終末処理場からの放流水に基準が定められている場

合、その項目と数値を下水排除基準として条例で定められる。 

 

注１ 単位は、水素イオン濃度及びダイオキシン類以外はすべて㎎／L で示す。 

 ２   内は直罰対象の排除基準、   内は除害施設の義務づけに係る排除基準を示す。 

 ３ 「条例で定める基準」は条例で定める排除基準の限度、「政令の基準」は政令で定められた一律の排除基準を示す。 

 ４ 窒素含有量、燐含有量は、放流水がこれらの項目について規制を受ける下水道に排除される下水についてのみ定められる。 

 ５ 温度、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、窒素含有量、燐含有量の括狐内は、製造業又

はガス供給業から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の1/4以上であるとき等の場合は条例に定める排除基準が限度となる。 

 ６ 窒素含有量､燐含有量は､水質汚濁防止法に基づく上乗せ基準が定められているときはその基準値の２倍(括弧内は1.25倍)の値を基準とする。 

 ７ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量は、水質汚濁防止法に基づく上乗せ基準が定められているきはその基準値の3.8倍(括弧内は1.25倍)の値を基

準とする。 

 ８ フェノール類からダイオキシン類までの項目は、水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法に基づく上乗せ条例が定められているときは、その値が基準にな

る。 

 ９ フェノール類からクロム及びその化合物までの項目は、水質汚濁防止法に基づく上乗せ条例により裾切りが縮小されている場合は、50m3/日未満の事業場も直罰の対

象となる。 

 10 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、窒素含有量、燐含有量についての直罰に係る基準は、水質汚濁防止法によ

り特例（ゆるやかな基準）が認められているときは、その基準が限度となる。 

 11 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物に係る基準は、河川（括弧内は海域）を放流先とする公共下水道へ排除する場合を示す。 
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 ４ 下水汚泥等の埋立処分（法第21条の２第１項の政令で定めるもの） 

（処理施設のスクリーン、沈砂池又は沈殿池から除去した発生汚泥等の埋立処分） 

（最近改正 平成17.11.1） 

 埋  立  処  分  方  法 

１ 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

８ 

９ 

地中にある空間を利用する処分の方法以外の方法によること。 

埋立処分の場所（以下「埋立地」という。）には、周囲に囲いを設けるとともに、下水汚泥等の

処分の場所であることを表示すること。 

埋立地からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染することのないように必要な措置を

講ずること。 

沈殿池から除去した汚泥の埋立処分（水面埋立処分を除く。）を行う場合には、当該汚泥をあら

かじめ、熱しゃく減量15％以下に焼却し、又は含水率85％以下にすること。 

沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しゃく減

量15％以下に焼却し、又は消化設備を用いて消化し、若しくは有機物の含有量が消化設備を用い

て消化したものと同程度以下のものとすること。 

下水汚泥等（熱しゃく減量15％以下に焼却したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下この

号において同じ。）の埋立処分を行う場合には、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむ

ね３ｍ（沈殿池から除去した汚泥であって、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量

が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあっては、おおむね0.5ｍ）

以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね0.5ｍ覆うこと。ただし、埋立地の面

積が1万㎡以下又は埋立容量が5万㎡以下の埋立処分（次号において「小規模埋立処分」という。）

を行う場合は、この限りでない。 

沈殿池から除去した汚泥（熱しゃく減量15％以下に焼却したもの、消化設備を用いて消化したも

の及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。）の埋立処

分を行う場合には、通気装置を設けて、埋立地から発生するガスを排除すること。ただし、小規

模埋立処分を行う場合は、この限りでない。 

埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 

埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 

 

 

 ５ 有害物質を含む汚泥の処理の基準 

（最近改正 平成17.11.1） 

 法第21条の２第１項に規定する有害物質の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた

汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有害物質（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46政

令第300号）別表第３の３に掲げる物質及びダイオキシン類とする。）の拡散を防止することが必要であ

るとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥について、同令第６条の５第１項の基準のうち汚泥

に係るものの例によるものとする。 
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第４節 水道法（昭和32年法律第177号） 

 １ 水質基準（平成15.５.30 厚生労働省令第101号、最終改正：令和２.４.１施行） 

番号 項 目 名 基 準 

1 一般細菌 １mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 

2 大腸菌 検出されないこと。 

3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003 mg／L 以下であること。 

4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005 mg／L以下であること。 

5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01 mg／L以下であること。 

6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01 mg／L以下であること。 

7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01 mg／L以下であること。 

8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02 mg／L以下であること。 

9 亜硝酸態窒素 0.04mg／L以下であること。 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01 mg／L以下であること。 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg／L 以下であること。 

12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8 mg／L 以下であること。 

13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0 mg／L 以下であること。 

14 四塩化炭素 0.002 mg／L 以下であること。 

15 1,4－ジオキサン 0.05 mg／L以下であること。 

16 
シス－1,2－ジクロロエチレン及び 

トランス－1,2－ジクロロエチレン 
0.04 mg／L以下であること。 

17 ジクロロメタン 0.02 mg／L以下であること。 

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg／L以下であること。 

19 トリクロロエチレン 0.01 mg／L以下であること。 

20 ベンゼン 0.01 mg／L以下であること。 

21 塩素酸 0.6 mg／L以下であること。 

22 クロロ酢酸 0.02 mg／L以下であること。 

23 クロロホルム 0.06 mg／L以下であること。 

24 ジクロロ酢酸 0.03 mg／L以下であること。 

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg／L以下であること。 

26 臭素酸 0.01 mg／L以下であること。 

27 

総トリハロメタン（クロロホルム、ジ
ブロモクロロメタン、ブロモジクロロ
メタン及びブロモホルムのそれぞれ
の濃度の総和） 

0.1 mg／L以下であること。 

28 トリクロロ酢酸 0.03 mg／L以下であること。 

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg／L以下であること。 

30 ブロモホルム 0.09 mg／L以下であること。 
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番号 項 目 名 基 準 

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg／L以下であること。 

32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0 mg／L以下であること。 

33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2 mg／L 以下であること。 

34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3 mg／L 以下であること。 

35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0 mg／L 以下であること。 

36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200 mg／L以下であること。 

37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05 mg／L 以下であること。 

38 塩化物イオン 200 mg／L以下であること。 

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg／L以下であること。 

40 蒸発残留物 500 mg／L以下であること。 

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg／L以下であること。 

42 
(４S,４aS,８aR）－オクタヒドロ－
４,８a－ジメチルナフタレン－４a 
(２H）－オール（別名：ジェオスミン） 

0.00001 mg／L以下であること。 

43 
1,2,7,7－テトラメチルビシクロ
[2,2,1]ヘプタン－２－オール（別
名：2-メチルイソボルネオール） 

0.00001 mg／L以下であること。 

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg／L以下であること。 

45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005 mg／L以下であること。 

46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） ３ mg／L 以下であること。 

47 ｐH値 5.8以上、8.6以下であること。 

48 味 異常でないこと。 

49 臭気 異常でないこと。 

50 色度 ５度以下であること。 

51 濁度 ２度以下であること。 
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 ２ 水質管理目標設定項目（平成15.10.10 健発第1010004号、最終改正：令和２.４.１適用） 

番号 項 目 名 目 標 値 

1 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02 mg／L以下 

2 ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002 mg／L以下（暫定） 

3 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02 mg／L 以下 

4 1,2－ジクロロエタン 0.004 mg／L 以下 

5 トルエン 0.4 mg／L以下 

6 フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） 0.08 mg／L以下 

7 亜塩素酸 0.6 mg／L以下 

8 二酸化塩素 0.6 mg／L以下 

9 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg／L以下（暫定） 

10 抱水クロラール 0.02 mg／L以下（暫定） 

11 農薬類 検出値と目標値の比の和として、１以下※ 

12 残留塩素 １ mg／L 以下 

13 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10 mg／L 以上 100 mg／L以下 

14 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01 mg／L 以下 

15 遊離炭酸 20 mg／L 以下 

16 1,1,1－トリクロロエタン 0.3 mg／L以下 

17 メチル－ｔ－ブチルエーテル 0.02 mg／L以下 

18 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ３ mg／L 以下 

19 臭気強度（TON） ３以下 

20 蒸発残留物 30 mg／L 以上 200 mg／L以下 

21 濁度 １度以下 

22 ｐH値 7.5程度 

23 腐食性（ランゲリア指数） -１程度以上とし、極力０に近づける 

24 従属栄養細菌 １ mL の検水で形成される集落数が2,000以下（暫定） 

25 1,1－ジクロロエチレン 0.1 mg／L以下 

26 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1 mg／L 以下 

27 

ペルフルオロオクタンスルホン酸

（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸

（PFOA） 

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフル

オロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下

（暫定） 

※総農薬方式 

     ＤＩが１を超えないこと    ＤＩ＝Σ         

                              

 

ＤＶｉ 

ＧＶｉ 

ＤＶｉ：農薬ｉの検出値 

ＧＶｉ：農薬ｉの目標値 
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農薬類（水質管理目標設定項目15）の対象農薬リスト         （令和４.４.１適用） 

番号 農 薬 名 用途 目標値（mg／L）  

1 1,3－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）注１） 殺虫剤 0.05 

2 2,2－ＤＰＡ（ダラポン） 除草剤 0.08 

3 2,4－Ｄ（2,4－ＰＡ） 除草剤 0.02 

4 ＥＰＮ 注２） 殺虫剤 0.004 

5 ＭＣＰＡ 除草剤 0.005 

6 アシュラム 除草剤 0.9 

7 アセフェート 殺虫剤、殺菌剤 0.006 

8 アトラジン 除草剤 0.01 

9 アニロホス 除草剤 0.003 

10 アミトラズ 殺虫剤 0.006 

11 アラクロール 除草剤 0.03 

12 イソキサチオン 注２） 殺虫剤 0.005 

13 イソフェンホス 注２） 殺菌剤 0.001 

14 イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） 殺虫剤 0.01 

15 イソプロチオラン（ＩＰＴ） 
殺虫剤、殺菌剤、

植物成長調整剤 
0.3 

16 イプフェンカルバゾン 除草剤 0.002 

17 イプロベンホス（ＩＢＰ） 殺菌剤 0.09 

18 イミノクタジン 殺虫剤、殺菌剤 0.006 

19 インダノファン 除草剤 0.009 

20 エスプロカルブ 除草剤 0.03 

21 エトフェンプロックス 殺虫剤、殺菌剤 0.08 

22 エンドスルファン（ベンゾエピン） 注３） 殺虫剤 0.01 

23 オキサジクロメホン 除草剤 0.02 

24 オキシン銅（有機銅） 殺虫剤、殺菌剤 0.03 

25 オリサストロビン 注４） 殺虫剤、殺菌剤 0.1 

26 カズサホス 殺虫剤 0.0006 

27 カフェンストロール 殺虫剤、除草剤 0.008 

28 カルタップ 注５） 
殺虫剤、殺菌剤、

除草剤 
0.08 

29 カルバリル（ＮＡＣ） 殺虫剤 0.02 

30 カルボフラン 代謝物 0.0003 

31 キノクラミン（ＡＣＮ） 除草剤 0.005 

32 キャプタン 殺菌剤 0.3 

33 クミルロン 除草剤 0.03 

34 グリホサート 注６） 除草剤 2 

35 グルホシネート 
除草剤、 

植物成長調整剤 
0.02 

36 クロメプロップ 除草剤 0.02 

37 クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 注７） 除草剤 0.0001 

38 クロルピリホス 注２） 殺虫剤 0.003 

39 クロロタロニル（ＴＰＮ） 殺虫剤、殺菌剤 0.05 

40 シアナジン 除草剤 0.001 

41 シアノホス（ＣＹＡＰ） 殺虫剤 0.003 

42 ジウロン（ＤＣＭＵ） 除草剤 0.02 

43 ジクロベニル（ＤＢＮ） 除草剤 0.03 

44 ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 殺虫剤 0.008 

45 ジクワット 除草剤 0.01 

46 ジスルホトン（エチルチオメトン） 殺虫剤 0.004 

47 ジチオカルバメート系農薬 注８） 殺虫剤、殺菌剤 

0.005 

（二硫化炭

素として） 
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番号 農 薬 名 用途 目標値（mg／L）  

48 ジチオピル 除草剤 0.009 

49 シハロホップブチル 除草剤 0.006 

50 シマジン（ＣＡＴ） 除草剤 0.003 

51 ジメタメトリン 除草剤 0.02 

52 ジメトエート 殺虫剤 0.05 

53 シメトリン 除草剤 0.03 

54 ダイアジノン 注２） 殺虫剤、殺菌剤 0.003 

55 ダイムロン 
殺虫剤、殺菌剤、

除草剤 
0.8 

56 ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソシアネート 注９） 殺菌剤 0.01 

57 チアジニル 殺虫剤、殺菌剤 0.1 

58 チウラム 殺虫剤、殺菌剤 0.02 

59 チオジカルブ 殺虫剤 0.08 

60 チオファネートメチル 殺虫剤、殺菌剤 0.3 

61 チオベンカルブ 除草剤 0.02 

62 テフリルトリオン 除草剤 0.002 

63 テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） 除草剤 0.02 

64 トリクロピル 除草剤 0.006 

65 トリクロルホン（ＤＥＰ） 殺虫剤 0.005 

66 トリシクラゾール 
殺虫剤、殺菌剤、

植物成長調整剤 
0.1 

67 トリフルラリン 除草剤 0.06 

68 ナプロパミド 除草剤 0.03 

69 パラコート 除草剤 0.005 

70 ピペロホス 除草剤 0.0009 

71 ピラクロニル 除草剤 0.01 

72 ピラゾキシフェン 除草剤 0.004 

73 ピラゾリネート（ピラゾレート） 除草剤 0.02 

74 ピリダフェンチオン 殺虫剤 0.002 

75 ピリブチカルブ 除草剤 0.02 

76 ピロキロン 殺虫剤、殺菌剤 0.05 

77 フィプロニル 殺虫剤、殺菌剤 0.0005 

78 フェニトロチオン（ＭＥＰ） 注２） 
殺虫剤、殺菌剤、

植物成長調整剤 
0.01 

79 フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 殺虫剤、殺菌剤 0.03 

80 フェリムゾン 殺虫剤、殺菌剤 0.05 

81 フェンチオン（ＭＰＰ） 注10） 殺虫剤 0.006 

82 フェントエート（ＰＡＰ） 殺虫剤、殺菌剤 0.007 

83 フェントラザミド 除草剤 0.01 

84 フサライド 殺虫剤、殺菌剤 0.1 

85 ブタクロール 除草剤 0.03 

86 ブタミホス 注２） 除草剤 0.02 

87 ブプロフェジン 殺虫剤、殺菌剤 0.02 

88 フルアジナム 殺菌剤 0.03 

89 プレチラクロール 除草剤 0.05 

90 プロシミドン 殺菌剤 0.09 

91 プロチオホス 注２） 殺虫剤 0.007 

92 プロピコナゾール 殺菌剤 0.05 

93 プロピザミド 除草剤 0.05 

94 プロベナゾール 殺虫剤、殺菌剤 0.03 

95 ブロモブチド 殺虫剤、除草剤 0.1 

96 ベノミル 注11） 殺菌剤 0.02 

97 ペンシクロン 殺虫剤、殺菌剤 0.1 
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番号 農 薬 名 用途 目標値（mg／L）  

98 ベンゾビシクロン 除草剤 0.09 

99 ベンゾフェナップ 除草剤 0.005 

100 ベンタゾン 除草剤 0.2 

101 ペンディメタリン 
除草剤、 

植物成長調整剤 
0.3 

102 ベンフラカルブ 殺虫剤、殺菌剤 0.02 

103 ベンフルラリン（ベスロジン） 除草剤 0.01 

104 ベンフレセート 除草剤 0.07 

105 ホスチアゼート 殺虫剤 0.005 

106 マラチオン（マラソン） 注２） 殺虫剤 0.7 

107 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 0.05 

108 メソミル 殺虫剤 0.03 

109 メタラキシル 殺虫剤、殺菌剤 0.2 

110 メチダチオン（ＤＭＴＰ） 注２） 殺虫剤 0.004 

111 メトミノストロビン 殺虫剤、殺菌剤 0.04 

112 メトリブジン 除草剤 0.03 

113 メフェナセット 除草剤 0.02 

114 メプロニル 殺虫剤、殺菌剤 0.1 

115 モリネート 除草剤 0.005 

注１） 1,3－ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ）の濃度は、異性体であるシス－1,3－ジクロロプロペン及びトランス－
1,3－ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。 

注２） 有機リン系農薬のうち、ＥＰＮ、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フ
ェニトロチオン（ＭＥＰ）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（ＤＭＴ
Ｐ）の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体そ
れぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。 

注３） エンドスルファン（ベンゾエピン）の濃度は、異性体であるα－エンドスルファン及びβ－エンドスルフ
ァンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート（ベンゾエピンスルフェート）も測定し、α－エンドスルフ
ァン及びβ－エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート（ベンゾエピンスルフェート）の濃度を原体に換
算した濃度を合計して算出すること。 

注４） オリサストロビンの濃度は、代謝物である（５Z）―オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度とその
代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。 

注５） カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。 

注６） グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸（ＡＭＰＡ）も測定し、原体の濃度とアミノメ
チルリン酸（ＡＭＰＡ）の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。 

注７） クロルニトロフェン(ＣＮＰ)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に
換算した濃度を合計して算出すること。 

注８） ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マン
ゼブ（マンコゼブ）及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。 

注９） ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとし
て測定すること。 

注10） フェンチオン（ＭＰＰ）の濃度は、酸化物であるＭＰＰスルホキシド、ＭＰＰスルホン、ＭＰＰオキソン
、ＭＰＰオキソンスルホキシド及びＭＰＰオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン（ＭＰＰ）の原体
の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。 

注11） ベノミルの濃度は、メチル－2－ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し、ベノミルに換
算して算出すること。 
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第５節 公害紛争処理法（昭和45年法律第108号） 

 １ 公害紛争処理制度における紛争解決のための手続き  

   公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決に多くの時間と費用がかかる

など被害者の救済の面で問題があったことから生まれた制度です。このため、この制度には、   

民事訴訟に比べて、①迅速な解決が図られる ②費用が安い ③専門的な知識が活用できるといっ

た特色があります。 

   公害紛争解決のための手続きとしては、次のものがあり、岩手県公害審査委員や総務省の公害等

調整委員会が担当します。このうち、重大事件や広域的事件、損害賠償や因果関係の問題（裁定手

続）は公害等調整委員会が担当します。 

 

仲裁 
●裁判所において裁判を受ける権利を放棄して
解決を公害等調査委員会や都道府県公害審査
会等にゆだね、その判断に従うことを合意し
（仲裁契約）、その判断によって解決を図るも
のです。 

あっせん 
●公害等調整委員会や都道府県公害審査会等
が当事者の自主的解決を援助、促進する目的
で、その間に入って仲介し、解決を図ります。 

調停 
●当事者の話合いを積極的にリードして双方
に譲歩させ、それに基づく合意によって解
決を図る手続きで、一番多く利用されます。 

裁定 
●損害賠償責任の有無・賠償額に関する法律的
判断（責任裁定）や、被害と公害との間の因
果関係に関する法律的判断（原因裁定）をす
ることにより解決を図ります。 

公害紛争処理の流れ 

対立が激しいときや公害を発生さ

せている人がなかなか対策をとっ

てくれないとき。 

重大事件や広域的事件に発展する可

能性がある。または損害賠償責任の有

無や因果関係を解明したいとき。 

①重大事件：（大気汚染、水質汚濁により現に著しい被害が生じ、

かつ、被害が相当多数の者に及び、または及ぶおそ

れのある事件） 

(１)（人の健康被害に係るものであって）生命、身体に重大な

被害が生じる事件 

(２)（動植物またはその生育環境に係る）被害の総額が５億円

以上の事件 

②広域的事件：新幹線、飛行機騒音に関するもの 

③県際事件：２つ以上の都道府県にまたがるもの 

④責任裁定：公害に係る被害についての損害賠償責任の有無およ

び賠償額に関する事件 

 原因裁定：公害に係る被害が発生した場合の因果関係の存否に

係る事件 

※③は、連合審査会の協議が関係都道府県で整わなかった場合に

公害等調査委員会に送付されます。 

 

申請 申請 

都道府県公害審査会等 

あっせん、調停、仲裁 

公害等調整委員会 

あっせん、調停、仲裁。特に④については裁定 

公害紛争処理制度による解決 
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２ 手数料 

公害紛争処理の手続きに要する費用等に関する条例（昭和45年条例第48号）第３条 

                              （最近改正 平成19.10.19） 

区分 調停又は仲裁を求める事項の価額 金     額 

調停 

（1）100万円以下の場合 1,000円 

（2）100万円を超え1,000万円以下の場合 
1,000円に100万円を超える部分が10,000円に達す

るごとに7円を加えた金額 

（3）1,000万円を超え1億円以下の場合 
7,300円に1,000万円を超える部分が10,000円に達

するごとに6円を加えた金額 

（4）1億円を超える場合 
61,300円ごとに1億円を超える部分が10,000円に

達するごとに5円を加えた金額 

仲裁 

（1）100万円以下の場合 2,000円 

（2）100万円を超え1,000万円以下の場合 
2,000円に100万円を超える部分が10,000円に達す

るごとに20円を加えた金額 

（3）1,000万円を超え1億円以下の場合 
20,000円に1,000万円を超える部分が10,000円に

達するごとに15円を加えた金額 

（4）1億円を超える金額 
155,000円に1億円を超える部分が10,000円に達す

るごとに10円を加えた金額 

法第23条の4第1項の規定による調停の手続きへの

参加 
調停の申請の項により算出して得た金額 

調停打ち切り等の後引き続き仲裁を求める場合 
仲裁の申請の項により算出して得た金額から調停

の申請に際して納付した手数料を差し引いた金額 
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３ 公害苦情相談と公害紛争処理のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 公害苦情処理事務の流れ 

 

市  町  村 

苦情相談員又  

は公害担当課 

環境保全課 

広域振興局 
土木部等 
関係出先 
機  関 （処理協力） 

 

関係各課 
（処理協力）  

（処理の依頼・協力・報告等） 
公
害
苦
情
の
申
立 

 相
談
・
調
査
・
立
入
・
指
導
・
助
言
・
措
置 

解
決 

解
決
困
難 

解  決 

岩手県公害審査委員

(あっせん・調停・仲裁) 

窓口：環境保全課 

公害等調整委員会の

管轄以外のもの 

(公害紛争処理の申請)

 

(公害紛争処理の申請) 

○著しい被害が生じ、かつ

相当多数の者に被害が

及んでいる等の場合 

○２つ以上の県にわたる

もの 

公害等調整委員会 

（あっせん・調停・仲

裁・裁定） 

広域振興局 

保健福祉環境部等 

関 

係 

機 

関 

連 絡 苦 情 受 付 

事 情 聴 取 
      申立人 
      発生源者 
      付近住民等 
現地調査 協 力 

公害防止、改善対策の検討 協 議 

発 生 源 改 善 指 導 協 力 

申立人への処理経過説明 

解 決 

処 理 記 録 作 成 

事 後 確 認 

受   付 

事案の把握 

原因の究明 

解決策の検討 

発生源に対する改善指導 

解  決 

アフターケア 
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第６節 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和46年法律第107号） 

 

 １ 対象工場（特定工場）及び施設区分による公害防止管理者の種類 

対象工場（特定工場）及び施設の区分 

左欄に掲げる業種に属し、かつ右欄に掲げる施設を設置している工場を対

象とする。 規   模 

業  種 施 設 の 種 類 

製造業（物品

の 加工業 を

含む。） 

電気供給業 

ガス供給業 

熱供給業 

（法第２条、 

令第１条） 

ばい煙発生施設 

（法第２条第１号） 

有害物質（窒素酸化物を除く。）を発

生する施設 

（令第２条第２項第１号、令第７条

第１項第１号） 

排
ガ
ス
量 

４万Ｎｍ３／ｈ以上 

４万Ｎｍ３／ｈ未満 

上記施設以外のばい煙発生施設 

（令第２条第２項第２号、令第７条

第１項第２号） 

排
ガ
ス
量 

４万Ｎｍ３／ｈ以上 

 

４万Ｎｍ３／ｈ未満 

１万Ｎｍ３／ｈ以上 

汚水等排出施設 

（法第２条第２号） 

有害物質を排出するもの 

（令第３条第２項第１号、令第７条 

第２項第１号、令別表第１） 

 

排
出
水
量 

１万㎥／ｄ以上 

 

１万㎥／ｄ未満 

有害物質を排出しないもの 

（令第３条第２項第２号、令第７条

第２項第２号） 

排
出
水
量 

１万㎥／ｄ以上 

 

１万㎥／ｄ未満 

1,000㎥／ｄ以上 

騒音発生施設 

（法第２条第３号） 

機械プレス（令第４条第１号） 
呼び加圧能力が980ｷﾛﾆｭｰﾄ

ﾝ以上のものに限る。 

鍛造機（令第４条第２号） 
落下部分の重量が１ｔ以

上のハンマーに限る。 

特定粉じん発生施設 

（法第２条第４号） 

大気汚染防止法で規定する特定粉じん発生施設  

（令第４条の２）（大防法令別表第２の２） 
すべてのもの 

一般粉じん発生施設 

（法第２条第５号） 

大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設

（令第５条）（大防法令別表第２） 

振動発生施設 

（法第２条第６号） 

液圧プレス（矯正プレスを除く。） 

（令第５条の２第１） 

呼び加圧能力が2941ｷﾛﾆｭｰ

ﾄﾝ以上のものに限る。 

機械プレス 

（令第５条の２第２号） 

呼び加圧能力が980ｷﾛﾆｭｰﾄ

ﾝ以上のものに限る。 

鍛造機 

（令第５条の２第３号） 

落下部分の重量が１ｔ以

上のハンマーに限る。 

ダイオキシン類 

発生施設 

（法第２第７号） 

ダイオキシン類対策特別措置法に規
定する特定施設 
(令第５条の３)(ダイ特法令別表第１第

１号から第４号まで、同令別表第２第１

号から第14号まで) 

すべてのもの 
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※ 平成16年12月１日の政令の改正により、騒音関係及び振勤関係については、二つの区分を統合し、新たに 

 ｢騒音・振動関係公害管理者｣となった。ただし、すでに騒音関係公害防止管理者又は振動関係公害防止管埋者 

 の資格を有している者は、改正後もそれぞれ騒音発生施設に係る公害防止管理者又は振動発生施設に係る公害 

 防止管理者に選任される資格を有する。                     （平成18年４月１日施行） 

 選任できる資格者の種類（○印のいずれかを有する者） 

備考 選任すべき公害防止

管理者の種類 

大気関係 水質関係 特
定
粉
じ
ん 

関

係 

一
般
粉
じ
ん 

関

係 

騒
音
・
振
動

関

係 
ダ
イ
オ
キ
シ 

ン

類

関

係 

一
種 

二
種 

三
種 

四
種 

一
種 

二
種 

三
種 

四
種 

大気関係第１種 

公害防止管理者 
○             

大気関係第２種 

公害防止管理者 
○ ○            

大気関係第３種 

公害防止管理者 
○  ○           

大気関係第４種 

公害防止管理者 
○ ○ ○ ○          

水質関係第１種 

公害防止管理者 
    ○         

水質関係第２種 

公害防止管理者 
    ○ ○        

水質関係第３種 

公害防止管理者 
    ○  ○       

水質関係第４種 

公害防止管理者 
    ○ ○ ○ ○      

 

騒音･振動関係 

公害防止管理者 

 

          ○   

特定粉じん関係 

公害防止管理者 
○ ○ ○ ○     ○     

一般粉じん関係 

公害防止管理者 
○ ○ ○ ○     ○ ○    

 

騒音・振動関係 

公害防止管理者 

 

          ○   

ダイオキシン類関 

係公害防止管理者 
           ○ 
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２ 公害防止管理者の業務 

 業       務 

公害防止統括者 次の業務を統括管理すること（法第３条第１項、規則第３条） 

 １ ばい煙発生施設その他の公害発生施設の使用方法の監視 

 ２ ばい煙処理施設その他の公害防止施設の維持・使用 

 ３ ばい煙の量又は排出水若しくは特定地下浸透水の汚染状態の

測定・記録 

 ４ ばい煙又は排出水に係る緊急時の措置 

 ５ 大気汚染防止法又は水質汚濁防止法の事故時の措置等 

 

公害防止管理者 次の技術的事項を管理すること（法第４条第１項、規則第６条） 

 １ 燃料、原材料の検査 

 ２ ばい煙発生施設その他の公害発生施設の点検 

 ３ ばい煙処理施設その他の公害発生施設の操作・点検・補修 

 ４ ばい煙量・ばい煙濃度・排出水の汚染状態又は排出ガス若し

くは排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施・結果

の記録 

 ５ 測定器の点検・補修 

 ６ ばい煙又は排出水に係る緊急時における必要な措置の実施 

 ７ 大気汚染防止・水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別

措置法の事故時における応急措置の実施等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公害防止主任管理者 

 

 排出ガス量が１時間当 

たり４万ｍ3以上であり、 

かつ、排出水量が１日当 

たり１万ｍ3以上の特定工 

場においては選任しなけ 

ればならない。 

 

 

 

大気関係及び水質関係の公害防止管理者の業務に係る技術的事項

について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮するこ

と（法第５条） 

公害防止統括者、公害防止管理

者、又は公害防止主任管理者の代

理者 

 

公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が、旅

行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合

に、それぞれの職務を代理して行う（法第６条） 
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資   格 選 任 手 続 等 備   考 

 特定資格は規定されていな

いが、当該特定工場における事

業の実施を統括管理する者（す

なわち工場長に相当する者）で

あることを要する 

（法第３条第２項） 

 選任事由が発生してから30日以

内に選任し、選任した日から30日以

内に管轄都道府県知事に届け出る

こと（法第３条第１項、第３項、規

則第２条） 

 解任、死亡の場合も同様 

 

 

 常時使用従業員20人以下の事

業者は、公害防止統括者の選任義

務を免除（法第３条第１項、令第

６条） 

① 公害防止管理者試験合格 

者 

② 資格認定講習を終了した

者（法第７条第１項第１号、

令第10条）  

 選任事由が発生した日から60日

以内に選任し、選任した日から30

日以内に管轄都道府県知事に届け

出ること（法第４条第１項、第３項、

規則第５条） 

 解任、死亡の場合も同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公害防止管理者は、施設の区分ご

とに、資格を有する者を選任しなけ

ればならない 

（法第４条第１項、第２項、令第７

条、第８条） 

 二つ以上の工場について同一の公

害防止管理者を選任してはならな

い。ただし、同一社ではあるが同一

敷地内にない複数の工場において、

同一人を選任する場合、親子会社等

の関係にあるものが同一敷地内に設

置する複数の工場において同一人を

選任する場合、事業協同組合等で同

一都道府県内の組合員（常時使用従

業員50人以下）が共同で公害防止業

務を行う際に同一人を選任する場

合、及び近隣の同業種の中小企業者

が共同で公害防止業務を行う際に同

一人を選任する場合は、兼務できる

（規則第５条） 

① 公害防止主任管理者試験

合格者 

② 資格認定講習を終了した

者（法第７条第１項第２号、

令第１１条） 

③ 大気関係第１種又は第３

種有資格者であり、かつ、水

質関係第１種又は、第３種有

資格者である者（法第７条第

１項第１号、令第１１条） 

 

同    上 

（法第５条第１項、第３項、規則第

８条） 

 排出ガス量が４万Ｎｍ３／ｈ以上

で、かつ排出水量１万ｍ3／ｄ以上の

特定工場のみ選任を必要とする（令

第９条）。ただし、ばい煙並びに汚水

及び廃液が確実に処理できる場合に

は、公害防止主任管理者の選任を免

除することができる（令第９粂）。 

 二つ以上の工場について同一の公

害防止主任管理者を選任してはなら

ない（規則第8条） 

 

 それぞれ公害防止統括者、公

害防止管理者、又は公害防止主

任管理者の資格と同じ資格が

必要（法第６条第２項） 

 

 それぞれ公害防止統括者、公害防

止管理者、又は公害防止主任管理者

の選任手続き等と同じ手続 

（法第６条第２項） 
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３ 資格認定講習受講資格（公害防止主任管理者は省略） 

                   公害防止管理者の種別 

 

 

 受験資格の区分 

大 気 水 質 騒
音
・
振
動 

粉

じ

ん 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン 

１種 ２種 ３種 ４種 １種 ２種 ３種 ４種 

技

術

資

格 

技
術
士 

化学部門（全選択科目） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○ 

金属部門 

（非鉄冶金、鋼鉄生産システム、非鉄生産システム） ○ ○                   

環境部門（環境保全計画、環境測定） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

機械部門（動力エネルギー、熱工学）     ○ ○               

金属部門（鉄鋼生産システム、非鉄生産システム）     ○ ○               

衛生工学部門（大気管理）     ○ ○           ○   

応用理学部門（物理及び化学）     ○ ○     ○ ○ ○     

上下水道部門（全科目選択）         ○ ○ ○ ○       

衛生工学部門（水質管理）         ○ ○ ○ ○       

農業部門（農芸化学）             ○ ○       

機械部門 

（機械加工及び加工機、加工・ファクトリー 

オートメーション及び産業機械、機械力学・制御）                 ○     

化学部門（化学装置及び設備）                   ○   

環境計量士（濃度） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

環境計量士（騒音・振動）                 ○     

衛生工学衛生管理者（１年以上その職務に従事したもの）   ○       ○     ○ ○ ○ 

毒物劇物取扱責任者（１年以上その職務に従事したもの）   ○       ○         ○ 

保安技術管理者等有資格者   ○ ○     ○ ○       ○ 

鉱害防止係員有資格者   ○ ○      ○ ○        ○ 

薬剤師   ○     ○ ○ ○ ○     ○ 

エネルギー管理士（熱管理士を含む）     ○ ○               

甲種ガス主任技術者     ○ ○   ○           

乙種ガス主任技術者       ○   ○           

特級ボイラー技士免許     ○ ○               

一級ボイラー技士免許       ○               

第１種、第２種電気主任技術者     ○ ○               

第１種、第２種ボイラー･タービン主任技術者     ○ ○               

採石業務管理者（同実務１年以上）               ○   ○   

生物由来製品製造管理者（同実務１年以上）               ○       

再生医療等製品製造管理者（同実務１年以上）               ○       

第１種作業環境測定士                   ○ ○ 

大気関係第１種又は第２種公害防止管理者有資格者であり、か

つ、水質関係第１種又は第２種公害防止管理者有資格者 
                    

○ 

学
歴
及
び
実
務
経
験
資
格 

実
務
の
経
験
年
数 

1 大学又は旧大学令に基づく大学卒業者 

（薬学、工学、化学） 
  3 5 3         3 3 3 

2 大学又は旧大学令に基づく大学卒業者 

（薬学、工学、化学、農学）※水産学含み農業経済学除く 
        3 5 3       

3 短期大学又は旧専門学校例に基づく専門学校卒業者 

（薬学、工学、化学） 
 5 7 5        5 5 5 

4 短期大学又は旧専門学校例に基づく専門学校卒業者 

（薬学、工学、化学、農学）※水産学含み農業経済学除く 
        5 7 5       

5 高等学校又は旧中学校令に基づく中学校卒業者  7 9 7  7 9 7 7 7 7 

6 1,3,5のいずれにも該当しない場合  10 12 10        10 10 10 

7 2,4,5のいずれにも該当しない場合         10 12 10       

備考）実務とはそれぞれ管理者種別に対応するばい煙、汚水、騒音など発生施設、処理、防止施設の維持及び管理

の業務である。 
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律体系図
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則 
(2) 

(6) (6) 

(7) (13) 

(8) (12) 

(10) (9) (15の２～19) 

注１ 図に掲げた項目以外に、試験事務の委任（８の２～８の 18）、事務の委任(14)等について定めて

いる。 

 ２ 図中の( )内数字は条文を示す。例えば(2)は法第２条を意味する。 

(5) 
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第７節 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 

（昭和48年法律第117号） 
（最終改正 令和５年12月13日号外法律第84号） 

    １ 化学物質の主な規制内容 

区 分 第一種特定化学物質 第二種特定化学物質 

定 義 

① 難分解性のあるもの 
自然的作用による化学変化を生じにくいもの 

② 高蓄積性のあるもの 
生物の体内に蓄積されやすいもの 

③ 長期毒性のあるもの 
継続的に摂取される場合には、人の健康を損
なうおそれのあるもの、又は、高次捕食動物
の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれが
あるもの 

④ 自然的作用による化学変化により、容易  
 に①、②及び③に該当する物質を生成する 
 もの 

① 人への長期毒性又は、生活環境動植物へ 
の長期毒性のあるもの 
 

② 自然的作用による化学変化により、容易  
 に①に該当する物質を生成するもの 

 
上記①又は②のいずれかに該当し、かつ相

当広範囲の地域の環境において当該化学物質
が相当程度残留しているか、又は近くその状
況に至ることが確実であると見込まれること
により、人の健康にかかる被害又は生活環境
動植物の生息もしくは生育に係る被害を生じ
るおそれがあると認められるもの  

指 定 政令（第１条） 政令（第２条） 

該 当 

化 学 

物 質 
 

ＰＣＢ、ＰＣＮ（塩素数が２以上のもの）、ＨＣ
Ｂ、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、Ｄ
ＤＴ、クロルデン類、ビス（トリブチルスズ）＝
オキシド、N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミ
ン、N-トリル-N'-キシリル-パラ-フェニレンジア
ミン又はN,N'-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミ
ン、2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール、
トキサフェン、マイレックス、2,2,2-トリクロロ-
1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタ
ノール又は2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス（4-クロロ
フェニル）エタノール、ヘキサクロロブタ-1,3-ジ
エン、2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-
4,6-ジ-ターシャリ-ブチルフェノール、ＰＦＯＳ
又はその塩、ＰＦＯＳＦ、ペンタクロロベンゼ
ン、α－ヘキサクロロシクロヘキサン、β－ヘキ
サクロロシクロヘキサン、γ－ヘキサクロロシク
ロヘキサン、クロルデコン、ヘキサブロモビフェ
ニル、テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタ
ブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテ
ル、エンドスルファン又はベンゾエピン、ヘキサ
ブロモシクロドデカン、ペンタクロロフェノール
又はその塩若しくはエステル、ポリ塩化直鎖パラ
フィン（炭素数が十から十三までのものであつ
て、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを
超えるものに限る。）、デカブロモジフェニルエ
ーテル,ＰＦＯＡ又はその塩、ＰＦＨｘＳ若しくは
その異性体又はこれらの塩 
 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
四塩化炭素、トリフェニルスズ化合物（７
種）、トリブチルスズ（13種） 

規 制 

製造・輸入業者及び使用者に対する規制（第17条
～第34条） 
 製造・輸入の許可、用途制限等（製造・輸入及
び使用の事実上の禁止） 
 政令指定製品の輸入禁止等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造又は輸入する者に対する規制 
① 製造又は輸入予定数量等の届出と予定数量

の遵守（第35条第1項・第3項） 
② 製造又は輸入予定数量の変更命令と変更数

量の遵守（第35条第5項） 
③ 製造又は輸入数量等の届出（第35条第6

項） 
取扱事業者に対する規制 
① 主務大臣は、環境汚染防止のための技術上

の指針を公表し、必要と認めるときは適切
な勧告をする（第36条） 

② 容器、包装又は送り状に環境汚染防止のた
めの措置に関する指示（第37条） 

③ 主務大臣は、製造・運搬・使用等取扱いの
方法に関して指導・助言を行う（第39条） 
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監視化学物質 優先評価化学物質 

① ①第一種特定化学物質の定義①及び②に該当
するものであり、かつ、③に該当するかどう
か明らかでないもの 

② 自然的作用による化学変化により、容易に①
に該当する物質を生成するもの 

 

① ①第二種特定化学物質の①又は②に該当する疑いのあ
るもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣による指定 

（第２条第４項）                   （第２条第５項）           

酸化水銀（Ⅱ）等 37物質 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二硫化炭素等 88物質 

製造又は輸入した者に対する規制 
① 製造又は輸入数量等の届出（第13条第１項） 
② 有害性の調査とその結果報告（第14条） 
取扱事業者に対する規制 
 主務大臣は、製造・運搬・使用等取扱いの方法に
関して指導・助言を行う（第39条） 

製造又は輸入した者に対する規制 
① 製造又は輸入数量等の届出（第9条第１項） 
② 有害性の調査とその結果報告（第10条第１項） 
取扱事業者に対する規制 
 主務大臣は、製造・運搬・使用等取扱いの方法に関し
て指導・助言を行う（第39条） 
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２ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律体系図 
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第８節  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

      （通称：化管法） 

 

 １ 法律の目的と概要 

  ① 人の健康を損なうおそれのある等の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置 

    （ＰＲＴＲ：Pollutant Release and Transfer Register） 

   ・ 事業者は、指定化学物質（第一種指定化学物質）の事業所からの排出量を、自ら把握し都道府県

知事を経して、国に報告 

   ・ 国は報告されたデータを集計し公表、また個別の事業所データを請求に基づき開示 

  ② 事業者による特定の化学物質の性状及び取扱に関する情報の提供に関する措置 

    （ＳＤＳ： Safety Data Sheet） 

   ・ 指定化学物質（第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質）を取り扱う事業者は、化学物質

の譲渡提供の相手方事業者に対して、化学物質の性状等を記録した文書の交付を促進し、環境の

保全上の支障を未然に防止すること 

 

 図１ ＰＲＴＲによる排出量及び移動量の把握 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ：排出   ：移動    ：移動（製品等） 

事業所Ｂ 

移動量 

(廃棄物の処理に伴い 
事業場外に移動する 
対象化学物質の量） 

事業所Ａ 

対象化学物質の環境（大気・水域・土壌）への排出量 

処理 
届出対象以外の排出量 

（家庭、農地等） 

図２ 化学物質の性状及び取扱いに関する情報提供（ＳＤＳ）の交付の仕組み 

流 通 使用(二次製造等) 卸 売 小売 

一般消費者 

Ｓ Ｄ Ｓ 

製 造 
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２ 化学物質の排出量等の措置（ＰＲＴＲ）実施の手順 

 

 

 

○化管法では、さらに国や地方公共団体が支援措置に努めるよう定めています。 

 ① 化学物質の有害性などの科学的知見の充実 

 ② 化学物質の有害性などのデータベースの整備と利用の促進 

 ③ 事業者に対する技術的な助言 

 ④ 化学物質の排出や管理の状況などについての国民理解の増進 

 ⑤ ③や④のための人材の育成 

 

対象化学物質 
有害性があり、広範囲な地域の環境

中に継続的に存すると認められる物  

        質（政令で指定） 

対象事業者 
対象化学物質の製造従事者等 

（業種、規模を政令で指定） 

 

 

都道府県（経由） 

国：届出データファイル化 

国：個別事業所データの
請求があれば開示 

対象従事者： 

化学物質等安全データシート 

（ＳＤＳ）の提供 

都道府県への送付 

都道府県：ニーズに応じ
た集計・公表 

国：家庭、農地、自動車な
どから排出量を推計・集計 

国：届出と推計を合わせ  
  て集計・公表 

営業秘密情報は

国に直接届出 

※届出先は事業所管大臣です。

電子ファイル化や集計は 

経済産業大臣と環境大臣が行

います。 

国：化学物質管理指針の策定・公表 

(事業者が自主的管理を進める上でのガイドライン) 

 

※個別事業所データは経済産業省、

環境省のホームページからダウン

ロードすることが可能です。 
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３ 届出の対象となる事業者 

  (１) 対象事業者の判定フロー   

  

＊１ 年間取扱量とは、年度１年間（年度初め４月～年度末３月）の取扱量を意味します。 

＊２ 本フロー図では、届出対象事業者の判定用に対象物質の年間取扱量の算出方法を簡略化して示してお

ります。 

＊３ 政令で定める特定第一種指定化学物質は0.5トン／年 

＊４ 政令で定める特定第一種指定化学物質0.1質量％ 

対象業種に該当する 
事業を営んでいますか？ 

事業者が常時使用する従業員
の数は、21人以上ですか？ 

対象物質の取扱いの有無の確認と年間取扱量※１）の算出※２） 

取り扱う原材料、資材等に政
令で定める製品の要件を満た
しているものがありますか？ 

その原材料、資材等に 
対象物質は１質量％※４）以
上含まれていますか？ 

その対象物質の年間取扱量は 
１トン／年※１）以上ですか？ 

 
 
 
 
 
特別用件
を満たす
施設が 
あります
か？ 

対象物質を１トン／年※３以上製造 
（●生成を含む）していますか？ 

排出量、移動量の届出対象事業者となります。 

排
出
量
、
移
動
量
を
届
け
出
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

すべての排出量、移動量の届出対象物質を判定してください。 

No 

Yes 

Yes 

No 

No 

 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

事
業
者
全
体 

個
々
の
事
業
所
ご
と 



 

 - 276 - 

 (２) 届出対象業種 

   対象となる事業者の要件のうち対象業種は以下に掲げる業種です。これらの一つでも該当する事業を

営んでいる場合は、対象業種の要件を満たします。 

 

対象業種 

 １ 金属鉱業                ７ 下水道業 

 ２ 原油・天然ガス鉱業           ８ 鉄道業 

 ３ 製造業                 ９ 倉庫業(農作物を保管する場合又は貯 

  ａ 食料品製造業               蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する 

  ｂ 飲料・たばこ・飼料製造業         場合に限る） 

  ｃ 繊維工業               10 石油卸売業 

  ｄ 衣服・その他の繊維製品製造業     11 鉄スクラップ卸売業＊） 

  ｅ 木材・木製品製造業            ＊）自動車用エアコンディショナーに封入 

  ｆ 家具・装備品製造業             された物質を取り扱うものに限る 

  ｇ パルプ・紙・紙加工品製造業      12 自動車卸売業＊） 

  ｈ 出版・印刷・同関連産業          ＊）自動車用エアコンディショナーに封入 

  ｉ 化学工業                  された物質を取り扱うものに限る 

  ｊ 石油製品・石炭製品製造業       13 燃料小売業 

  ｋ プラスチック製品製造業        14 洗濯業 

  ｌ ゴム製品製造業            15 写真業 

  ｍ なめし革・同製品・毛皮製造業     16 自動車整備業 

  ｎ 窯業・土石製品製造業         17 機械修理業 

  ｏ 鉄鋼業                18 商品検査業 

  ｐ 非鉄金属製造業            19 計量証明業（一部計量証明業を除く） 

  ｑ 金属製品製造業            20 一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る） 

  ｒ 一般機械器具製造業          21 産業廃棄物処分業（特別管理産業廃棄物 

  ｓ 電気機械器具製造業            処理業を含む） 

  ｔ 輸送用機械器具製造業         22  医療業 

  ｕ 精密機械器具製造業           23 高等教育機関（付属施設を含み、人文科 

  ｖ 武器製造業                    学のみに係るものを除く） 

  ｗ その他の製造業            24 自然科学研究所 

 ４ 電気業                      注：公務はその行う業務によりそれぞれの業 

 ５ ガス業                   種に分類して扱い、分類された業種が上 

 ６ 熱供給業                  記の対象業種であれば、同様に届出対象。  

                                    

 (３) 特別要件施設 

   ① 金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営む事業者にあっては、鉱山保安法第８条第１項に規定する

建設物、工作物その他の施設 

   ② 下水道業を営む事業者にあっては、下水道終末処理施設 

   ③ ごみ処分業、又は産業廃棄物処分業を営む事業者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第８条第１項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第１項に規定する産業廃棄物処理施

設 

   ④ ダイオキシン類対策特別措置法第２条第２項に規定する特定施設 
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 ４ ＰＲＴＲ及びＳＤＳ対象化学物質 

 (１) 令和３年10月の政令改正による対象化学物質の変更 

  ・対象物質数の概況 

 

 

※構造が類似する物質等の統合、「有機スズ化合物」の分離により、最終的に515物質となる。 

 

 (２) 管理番号 

  令和３年10月の政令改正により、指定化学物質の政令番号の変更による事業者の負担を軽減するため、

現行指定化学物質及び新規指定化学物質に、政令番号（※１）とは異なる管理番号（※２）が付与された。

ＰＲＴＲ制度においては、令和６年度の届出から、現在の政令番号に代わって管理番号が使用される方針

である。ＳＤＳへの指定化学物質の政令番号及び管理番号の記載は必須ではないが、記載する場合は、１

指定化学物質に固有の１番号が維持される管理番号の記載を推奨する。 

 

※１ 政令番号とは、政令改正毎に指定化学物質に１から順番に番号をつけたもので、政令改正の前と後で 

   同じ物質でも政令番号が変わる場合がある。 

※２ 化管法の政令改正により今後指定化学物質が追加・削除されても、１指定化学物質に対応する固有の 

   １番号となる管理番号は原則維持される。 
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2021年（令和３年）政令改正後の指定化学物質リスト 
2008（H20）改正指定化学物質（今回の見直しで種別変更となる物質、除外される物質もそのまま記載） 
管
理 
番
号 
※1 

CAS 
登録 
番号 
※2 

2021 
改正 
物質名 
※3 

2021 
改正 
別名 
※4 

2021 
改正 
政令 
番号 
※5 

2021 
改正 
種別 
※6 

2008 
改正 
物質名 
※7 

2008 
改正 
種別 
※8 

1   亜鉛の水溶性化合物   1-001 第一 亜鉛の水溶性化合物 第一 
2 79-06-1 アクリルアミド   1-003 第一 アクリルアミド 第一 
3 140-88-5 アクリル酸エチル   1-004 第一 アクリル酸エチル 第一 
4   アクリル酸及びその水溶性塩   1-006 第一 アクリル酸及びその水溶性塩 第一 

5 2439-35-2 アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチ
ル 

  1-007 第一 アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチ
ル 

第一 

6 818-61-1 アクリル酸２－ヒドロキシエチル   2-001 第二 アクリル酸２－ヒドロキシエチル 第一 
7 141-32-2 アクリル酸ブチル   1-009 第一 アクリル酸ノルマル－ブチル 第一 
8 96-33-3 アクリル酸メチル   1-010 第一 アクリル酸メチル 第一 
9 107-13-1 アクリロニトリル   1-011 第一 アクリロニトリル 第一 

10 107-02-8 アクロレイン   1-012 第一 アクロレイン 第一 

11 26628-22-8         アジ化ナトリウム 第一 

12 75-07-0 アセトアルデヒド   1-017 特定
第一 

アセトアルデヒド 第一 

13 75-05-8         アセトニトリル 第一 
14 75-86-5 アセトンシアノヒドリン   1-018 第一 アセトンシアノヒドリン 第一 
15 83-32-9 アセナフテン   1-019 第一 アセナフテン 第一 
16 78-67-1         ２，２’－アゾビスイソブチロニトリル 第一 
17 90-04-0         オルト－アニシジン 第一 
18 62-53-3 アニリン   1-020 第一 アニリン 第一 
19 82-45-1 １－アミノ－９，１０－アントラキノン   2-003 第二 １－アミノ－９，１０－アントラキノン 第一 
20 141-43-5 ２－アミノエタノール   1-021 第一 ２－アミノエタノール 第一 

21 1698-60-8 ５－アミノ－４－クロロ－２－フェニル
ピリダジン－３（２Ｈ）－オン クロリダゾン 1-022 第一 

５－アミノ－４－クロロ－２－フェニル
ピリダジン－３（２Ｈ）－オン（別名ク
ロリダゾン） 

第一 

22 
120068-
37-3 

５－アミノ－１－［２，６－ジクロロ－
４－（トリフルオロメチル）フェニル］
－３－シアノ－４－［（トリフルオロメ
チル）スルフィニル］ピラゾール 

フィプロニル 1-023 第一 

５－アミノ－１－［２，６－ジクロロ－
４－（トリフルオロメチル）フェニル］
－３－シアノ－４－［（トリフルオロメ
チル）スルフィニル］ピラゾール（別名
フィプロニル） 

第一 

23 123-30-8 パラ－アミノフェノール   1-025 第一 パラ－アミノフェノール 第一 
24 591-27-5         メタ－アミノフェノール 第一 

25 
21087-64-
9 

４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－
３－メチルチオ－１，２，４－トリアジ
ン－５（４Ｈ）－オン 

メトリブジン 1-026 第一 

４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－
３－メチルチオ－１，２，４－トリアジ
ン－５（４Ｈ）－オン（別名メトリブジ
ン） 

第一 

26 107-11-9         ３－アミノ－１－プロペン 第一 

27 41394-05-2 

４－アミノ－３－メチル－６－フェニル
－１，２，４－トリアジン－５（４Ｈ）
－オン 

メタミトロン 1-027 第一 
４－アミノ－３－メチル－６－フェニル
－１，２，４－トリアジン－５（４Ｈ）
－オン（別名メタミトロン） 

第一 

28 107-18-6 アリルアルコール   1-028 第一 アリルアルコール 第一 

29 106-92-3 
１－アリルオキシ－２，３－エポキシプ
ロパン   1-029 第一 

１－アリルオキシ－２，３－エポキシプ
ロパン 第一 

30   
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びそ
の塩（アルキル基の炭素数が１０から１
４までのもの及びその混合物に限る。） 

  1-045 第一 
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びそ
の塩（アルキル基の炭素数が１０から１
４までのもの及びその混合物に限る。） 

第一 

31   アンチモン及びその化合物   1-048 第一 アンチモン及びその化合物 第一 
32 120-12-7 アントラセン   1-049 第一 アントラセン 第一 

33 1332-21-4 石綿   1-051 特定
第一 石綿 特定

第一 

34 4098-71-9 
３－イソシアナトメチル－３，５，５－
トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネ
ート 

  1-053 第一 
３－イソシアナトメチル－３，５，５－
トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネ
ート 

第一 

35 78-84-2         イソブチルアルデヒド 第一 
36 78-79-5 イソプレン   1-054 第一 イソプレン 第一 

37 80-05-7 ４，４’－イソプロピリデンジフェノー
ル 

ビスフェノール
Ａ 

1-055 第一 ４，４’－イソプロピリデンジフェノー
ル（別名ビスフェノールＡ） 

第一 

38 4162-45-2         
２，２’－｛イソプロピリデンビス
［（２，６－ジブロモ－４，１－フェニ
レン）オキシ］｝ジエタノール 

第一 

39 22224-92-
6 

        
Ｎ－イソプロピルアミノホスホン酸Ｏ－
エチル－Ｏ－（３－メチル－４－メチル
チオフェニル）（別名フェナミホス） 

第一 

40 149877-
41-8 

イソプロピル＝２－（４－メトキシビフ
ェニル－３－イル）ヒドラジノホルマー
ト 

ビフェナゼート 1-059 第一 
イソプロピル＝２－（４－メトキシビフ
ェニル－３－イル）ヒドラジノホルマー
ト（別名ビフェナゼート） 

第一 

41 
66332-96-
5 

３’－イソプロポキシ－２－トリフルオ
ロメチルベンズアニリド フルトラニル 1-060 第一 

３’－イソプロポキシ－２－トリフルオ
ロメチルベンズアニリド（別名フルトラ
ニル） 

第一 

42 96-45-7 ２－イミダゾリジンチオン   2-006 第二 ２－イミダゾリジンチオン 第一 

43 
13516-27-
3 

１，１’－［イミノジ（オクタメチレ
ン）］ジグアニジン イミノクタジン 2-007 第二 

１，１’－［イミノジ（オクタメチレ
ン）］ジグアニジン（別名イミノクタジ
ン） 

第一 

44   インジウム及びその化合物   1-062 第一 インジウム及びその化合物 第一 
45 75-08-1         エタンチオール 第一 
46 76578-14-エチル＝２－［４－（６－クロロ－２－ キザロホップエ 1-064 第一 エチル＝２－［４－（６－クロロ－２－ 第一 
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8 キノキサリニルオキシ）フェノキシ］プ
ロピオナート 

チル キノキサリニルオキシ）フェノキシ］プ
ロピオナート（別名キザロホップエチ
ル） 

47 36335-67-8 

Ｏ－エチル＝Ｏ－（６－ニトロ－メタ－
トリル）＝セカンダリ－ブチルホスホル
アミドチオアート 

ブタミホス 1-068 第一 
Ｏ－エチル＝Ｏ－（６－ニトロ－メタ－
トリル）＝セカンダリ－ブチルホスホル
アミドチオアート（別名ブタミホス） 

第一 

48 2104-64-5 Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝
フェニルホスホノチオアート 

ＥＰＮ 1-069 第一 
Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝
フェニルホスホノチオアート（別名ＥＰ
Ｎ） 

第一 

49 40487-42-
1 

Ｎ－（１－エチルプロピル）－２，６－
ジニトロ－３，４－キシリジン 

ペンディメタリ
ン 

1-070 第一 
Ｎ－（１－エチルプロピル）－２，６－
ジニトロ－３，４－キシリジン（別名ペ
ンディメタリン） 

第一 

50 2212-67-1 
Ｓ－エチル＝ヘキサヒドロ－１Ｈ－アゼ
ピン－１－カルボチオアート モリネート 1-071 第一 

Ｓ－エチル＝ヘキサヒドロ－１Ｈ－アゼ
ピン－１－カルボチオアート（別名モリ
ネート） 

第一 

51 149-57-5         ２－エチルヘキサン酸 第一 

52 83130-01-
2 

エチル＝（Ｚ）－３－［Ｎ－ベンジル－
Ｎ－［［メチル（１－メチルチオエチリ
デンアミノオキシカルボニル）アミノ］
チオ］アミノ］プロピオナート 

アラニカルブ 1-072 第一 

エチル＝（Ｚ）－３－（Ｎ－ベンジル－
Ｎ－｛［メチル（１－メチルチオエチリ
デンアミノオキシカルボニル）アミノ］
チオ｝アミノ）プロピオナート（別名ア
ラニカルブ） 

第一 

53 100-41-4 エチルベンゼン   1-073 第一 エチルベンゼン 第一 

54 98886-44-
3 

Ｏ－エチル＝Ｓ－１－メチルプロピル＝
（２－オキソ－３－チアゾリジニル）ホ
スホノチオアート 

ホスチアゼート 1-074 第一 

Ｏ－エチル＝Ｓ－１－メチルプロピル＝
（２－オキソ－３－チアゾリジニル）ホ
スホノチオアート（別名ホスチアゼー
ト） 

第一 

55 151-56-4         エチレンイミン 第一 

56 75-21-8 エチレンオキシド   1-075 特定
第一 

エチレンオキシド 特定
第一 

57 110-80-5 エチレングリコールモノエチルエーテル   1-076 第一 エチレングリコールモノエチルエーテル 第一 
58 109-86-4 エチレングリコールモノメチルエーテル   1-078 第一 エチレングリコールモノメチルエーテル 第一 
59 107-15-3 エチレンジアミン   1-079 第一 エチレンジアミン 第一 
60 60-00-4         エチレンジアミン四酢酸 第一 

61 12427-38-2 
Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバ
ミン酸）マンガン マンネブ 1-081 第一 Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバ

ミン酸）マンガン（別名マンネブ） 第一 

62 8018-01-7 

Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバ
ミン酸）マンガンとＮ，Ｎ’－エチレン
ビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化
合物 

マンコゼブ又は
マンゼブ 

1-082 第一 

Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバ
ミン酸）マンガンとＮ，Ｎ’－エチレン
ビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化
合物（別名マンコゼブ又はマンゼブ） 

第一 

63 85-00-7 
１，１’－エチレン－２，２’－ビピリ
ジニウム＝ジブロミド 

ジクアトジブロ
ミド又はジクワ
ット 

1-083 第一 
１，１’－エチレン－２，２’－ビピリ
ジニウム＝ジブロミド（別名ジクアトジ
ブロミド又はジクワット） 

第一 

64 80844-07-1 

２－（４－エトキシフェニル）－２－メ
チルプロピル＝３－フェノキシベンジル
エーテル 

エトフェンプロ
ックス 1-085 第一 

２－（４－エトキシフェニル）－２－メ
チルプロピル＝３－フェノキシベンジル
エーテル（別名エトフェンプロックス） 

第一 

65 106-89-8 エピクロロヒドリン   1-086 第一 エピクロロヒドリン 第一 
66 106-88-7 １，２－エポキシブタン   1-087 第一 １，２－エポキシブタン 第一 
67 556-52-5 ２，３－エポキシ－１－プロパノール   2-011 第二 ２，３－エポキシ－１－プロパノール 第一 

68 75-56-9 １，２－エポキシプロパン 酸化プロピレン 1-088 第一 １，２－エポキシプロパン（別名酸化プ
ロピレン） 

第一 

69 122-60-1         
２，３－エポキシプロピル＝フェニルエ
ーテル 第一 

70 155569-
91-8 

エマメクチン安息香酸塩 

エマメクチンＢ
１ａ安息香酸塩
及びエマメクチ
ンＢ１ｂ安息香
酸塩の混合物 

2-012 第二 
エマメクチン安息香酸塩（別名エマメク
チンＢ１ａ安息香酸塩及びエマメクチン
Ｂ１ｂ安息香酸塩の混合物） 

第一 

71 7705-08-0         塩化第二鉄 第一 

72 
85535-84-
8 

塩化パラフィン（炭素数が１０から１３
までのもの及びその混合物に限る。）   1-089 第一 

塩化パラフィン（炭素数が１０から１３
までのもの及びその混合物に限る。） 第一 

73 111-87-5 １－オクタノール   1-094 第一 １－オクタノール 第一 

74 1806-26-4 パラ－アルキルフェノール（アルキル基
の炭素数が８のものに限る。）   1-043 第一 パラ－オクチルフェノール 第一 

75   カドミウム及びその化合物   1-099 特定
第一 

カドミウム及びその化合物 特定
第一 

76 105-60-2         イプシロン－カプロラクタム 第一 
77 156-62-7         カルシウムシアナミド 第一 
78 105-67-9 ２，４－キシレノール   1-101 第一 ２，４－キシレノール 第一 
79 576-26-1 ２，６－キシレノール   1-102 第一 ２，６－キシレノール 第一 
80 1330-20-7 キシレン   1-103 第一 キシレン 第一 
81 91-22-5 キノリン   1-104 第一 キノリン 第一 
82   銀及びその水溶性化合物   1-105 第一 銀及びその水溶性化合物 第一 
83 98-82-8 クメン   1-106 第一 クメン 第一 
84 107-22-2 グリオキサール   1-107 第一 グリオキサール 第一 
85 111-30-8 グルタルアルデヒド   1-109 第一 グルタルアルデヒド 第一 
86 1319-77-3 クレゾール   1-110 第一 クレゾール 第一 
87   クロム及び三価クロム化合物   1-111 第一 クロム及び三価クロム化合物 第一 

88   六価クロム化合物   1-112 特定
第一 六価クロム化合物 特定

第一 
89 95-51-2 クロロアニリン   1-113 第一 クロロアニリン 第一 
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90 1912-24-9 
２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イ
ソプロピルアミノ－１，３，５－トリア
ジン 

アトラジン 1-115 第一 
２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イ
ソプロピルアミノ－１，３，５－トリア
ジン（別名アトラジン） 

第一 

91 21725-46-
2 

２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－
１，３，５－トリアジン－２－イル）ア
ミノ－２－メチルプロピオノニトリル 

シアナジン 1-116 第一 

２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－
１，３，５－トリアジン－２－イル）ア
ミノ－２－メチルプロピオノニトリル
（別名シアナジン） 

第一 

92 129558-
76-5 

４－クロロ－３－エチル－１－メチル－
Ｎ－［４－（パラトリルオキシ）ベンジ
ル］ピラゾール－５－カルボキサミド 

トルフェンピラ
ド 

1-117 第一 

４－クロロ－３－エチル－１－メチル－
Ｎ－［４－（パラトリルオキシ）ベンジ
ル］ピラゾール－５－カルボキサミド
（別名トルフェンピラド） 

第一 

93 51218-45-2 

２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－
メトキシ－１－メチルエチル）－６’－
メチルアセトアニリド 

メトラクロール 1-118 第一 

２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－
メトキシ－１－メチルエチル）－６’－
メチルアセトアニリド（別名メトラクロ
ール） 

第一 

94 75-01-4 クロロエチレン 塩化ビニル 1-120 特定
第一 

クロロエチレン（別名塩化ビニル） 特定
第一 

95 
79622-59-
6 

３－クロロ－Ｎ－（３－クロロ－５－ト
リフルオロメチル－２－ピリジル）－ア
ルファ，アルファ，アルファ－トリフル
オロ－２，６－ジニトロ－パラ－トルイ
ジン 

フルアジナム 1-121 第一 

３－クロロ－Ｎ－（３－クロロ－５－ト
リフルオロメチル－２－ピリジル）－ア
ルファ，アルファ，アルファ－トリフル
オロ－２，６－ジニトロ－パラ－トルイ
ジン（別名フルアジナム） 

第一 

96 119446-
68-3 

１－［［２－［２－クロロ－４－（４－
クロロフェノキシ）フェニル］－４－メ
チル－１，３－ジオキソラン－２－イ
ル］メチル］－１Ｈ－１，２，４－トリ
アゾール 

ジフェノコナゾ
ール 

1-122 第一 

１－（｛２－［２－クロロ－４－（４－
クロロフェノキシ）フェニル］－４－メ
チル－１，３－ジオキソラン－２－イ
ル｝メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリ
アゾール（別名ジフェノコナゾール） 

第一 

97 611-19-8         
１－クロロ－２－（クロロメチル）ベン
ゼン 第一 

98 79-11-8 クロロ酢酸   1-123 第一 クロロ酢酸 第一 
99 105-39-5         クロロ酢酸エチル 第一 

100 51218-49-
6 

２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ
－（２－プロポキシエチル）アセトアニ
リド 

プレチラクロー
ル 

1-124 第一 
２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ
－（２－プロポキシエチル）アセトアニ
リド（別名プレチラクロール） 

第一 

101 15972-60-
8 

２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ
－（メトキシメチル）アセトアニリド 

アラクロール 1-125 第一 
２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ
－（メトキシメチル）アセトアニリド
（別名アラクロール） 

第一 

102 97-00-7         １－クロロ－２，４－ジニトロベンゼン 第一 

103 75-68-3 １－クロロ－１，１－ジフルオロエタン ＨＣＦＣ－１４
２ｂ 1-129 第一 １－クロロ－１，１－ジフルオロエタン

（別名ＨＣＦＣ－１４２ｂ） 第一 

104 75-45-6 クロロジフルオロメタン ＨＣＦＣ－２２ 1-130 第一 
クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ
－２２） 第一 

105 2837-89-0 ２－クロロ－１，１，１，２－テトラフ
ルオロエタン 

ＨＣＦＣ－１２
４ 1-137 第一 ２－クロロ－１，１，１，２－テトラフ

ルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１２４） 第一 

106   クロロトリフルオロエタン 
ＨＣＦＣ－１３
３ 1-138 第一 

クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦ
Ｃ－１３３） 第一 

107 75-72-9         クロロトリフルオロメタン（別名ＣＦＣ
－１３） 第一 

108 93-65-2 （ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－
トリルオキシ）プロピオン酸 メコプロップ 1-139 第一 

（ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－
トリルオキシ）プロピオン酸（別名メコ
プロップ） 

第一 

109 95-49-8 オルト－クロロトルエン   2-020 第二 オルト－クロロトルエン 第一 
110 106-43-4 パラ－クロロトルエン   2-021 第二 パラ－クロロトルエン 第一 
111 121-87-9         ２－クロロ－４－ニトロアニリン 第一 
112 88-73-3         ２－クロロニトロベンゼン 第一 

113 122-34-9 ２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミ
ノ）－１，３，５－トリアジン 

シマジン又はＣ
ＡＴ 

1-140 第一 
２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミ
ノ）－１，３，５－トリアジン（別名シ
マジン又はＣＡＴ） 

第一 

114 133220-30-1 

（ＲＳ）－２－［２－（３－クロロフェ
ニル）－２，３－エポキシプロピル］－
２－エチルインダン－１，３－ジオン 

インダノファン 2-023 第二 

（ＲＳ）－２－［２－（３－クロロフェ
ニル）－２，３－エポキシプロピル］－
２－エチルインダン－１，３－ジオン
（別名インダノファン） 

第一 

115 158237-07-1 

４－（２－クロロフェニル）－Ｎ－シク
ロヘキシル－Ｎ－エチル－４，５－ジヒ
ドロ－５－オキソ－１Ｈ－テトラゾール
－１－カルボキサミド 

フェントラザミ
ド 1-144 第一 

４－（２－クロロフェニル）－Ｎ－シク
ロヘキシル－Ｎ－エチル－４，５－ジヒ
ドロ－５－オキソ－１Ｈ－テトラゾール
－１－カルボキサミド（別名フェントラ
ザミド） 

第一 

116 
78587-05-
0 

（４ＲＳ，５ＲＳ）－５－（４－クロロ
フェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－４－
メチル－２－オキソ－１，３－チアゾリ
ジン－３－カルボキサミド 

ヘキシチアゾク
ス 2-024 第二 

（４ＲＳ，５ＲＳ）－５－（４－クロロ
フェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－４－
メチル－２－オキソ－１，３－チアゾリ
ジン－３－カルボキサミド（別名ヘキシ
チアゾクス） 

第一 

117 107534-96-3 

（ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－
４，４－ジメチル－３－（１Ｈ－１，
２，４－トリアゾール－１－イルメチ
ル）ペンタン－３－オール 

テブコナゾール 1-145 第一 

（ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－
４，４－ジメチル－３－（１Ｈ－１，
２，４－トリアゾール－１－イルメチ
ル）ペンタン－３－オール（別名テブコ
ナゾール） 

第一 

118 88671-89-
0 

２－（４－クロロフェニル）－２－（１
Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イ
ルメチル）ヘキサンニトリル 

ミクロブタニル 2-028 第二 

２－（４－クロロフェニル）－２－（１
Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イ
ルメチル）ヘキサンニトリル（別名ミク
ロブタニル） 

第一 
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119 
114369-
43-6 

（ＲＳ）－４－（４－クロロフェニル）
－２－フェニル－２－（１Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－１－イルメチル）ブ
チロニトリル 

フェンブコナゾ
ール 2-030 第二 

（ＲＳ）－４－（４－クロロフェニル）
－２－フェニル－２－（１Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－１－イルメチル）ブ
チロニトリル（別名フェンブコナゾー
ル） 

第一 

120 95-57-8         オルト－クロロフェノール 第一 
121 106-48-9 パラ－クロロフェノール   1-146 第一 パラ－クロロフェノール 第一 
122 598-78-7         ２－クロロプロピオン酸 第一 
123 107-05-1 ３－クロロプロペン 塩化アリル 1-147 第一 ３－クロロプロペン（別名塩化アリル） 第一 

124 
99485-76-
4 

１－（２－クロロベンジル）－３－（１
－メチル－１－フェニルエチル）尿素 クミルロン 1-148 第一 

１－（２－クロロベンジル）－３－（１
－メチル－１－フェニルエチル）ウレア
（別名クミルロン） 

第一 

125 108-90-7 クロロベンゼン   1-149 第一 クロロベンゼン 第一 

126 76-15-3 クロロペンタフルオロエタン ＣＦＣ－１１５ 1-150 第一 クロロペンタフルオロエタン（別名ＣＦ
Ｃ－１１５） 

第一 

127 67-66-3 クロロホルム   1-151 第一 クロロホルム 第一 
128 74-87-3 クロロメタン 塩化メチル 1-154 第一 クロロメタン（別名塩化メチル） 第一 
129 59-50-7         ４－クロロ－３－メチルフェノール 第一 

130 94-74-6         （４－クロロ－２－メチルフェノキシ）
酢酸（別名ＭＣＰ又はＭＣＰＡ） 

第一 

131 563-47-3 ３－クロロ－２－メチル－１－プロペン   2-033 第二 ３－クロロ－２－メチル－１－プロペン 第一 
132   コバルト及びその化合物   1-156 第一 コバルト及びその化合物 第一 

133 111-15-9 酢酸２－エトキシエチル 

エチレングリコ
ールモノエチル
エーテルアセテ
ート 

1-157 第一 
酢酸２－エトキシエチル（別名エチレン
グリコールモノエチルエーテルアセテー
ト） 

第一 

134 108-05-4 酢酸ビニル   1-158 第一 酢酸ビニル 第一 

135 110-49-6 酢酸２－メトキシエチル 

エチレングリコ
ールモノメチル
エーテルアセテ
ート 

1-160 第一 
酢酸２－メトキシエチル（別名エチレン
グリコールモノメチルエーテルアセテー
ト） 

第一 

136 90-02-8         サリチルアルデヒド 第一 
137 420-04-2 シアナミド   2-036 第二 シアナミド 第一 

138 139920-
32-4 

（ＲＳ）－２－シアノ－Ｎ－［（Ｒ）－
１－（２，４－ジクロロフェニル）エチ
ル］－３，３－ジメチルブチラミド 

ジクロシメット 2-037 第二 

（ＲＳ）－２－シアノ－Ｎ－［（Ｒ）－
１－（２，４－ジクロロフェニル）エチ
ル］－３，３－ジメチルブチラミド（別
名ジクロシメット） 

第一 

139 
66841-25-
6 

（Ｓ）－アルファ－シアノ－３－フェノ
キシベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）－２，２
－ジメチル－３－（１，２，２，２－テ
トラブロモエチル）シクロプロパンカル
ボキシラート 

トラロメトリン 2-040 第二 

（Ｓ）－アルファ－シアノ－３－フェノ
キシベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）－２，２
－ジメチル－３－（１，２，２，２－テ
トラブロモエチル）シクロプロパンカル
ボキシラート（別名トラロメトリン） 

第一 

140 
39515-41-
8 

（ＲＳ）－アルファ－シアノ－３－フェ
ノキシベンジル＝２，２，３，３－テト
ラメチルシクロプロパンカルボキシラー
ト 

フェンプロパト
リン 2-041 第二 

（ＲＳ）－アルファ－シアノ－３－フェ
ノキシベンジル＝２，２，３，３－テト
ラメチルシクロプロパンカルボキシラー
ト（別名フェンプロパトリン） 

第一 

141 57966-95-
7 

トランス－１－（２－シアノ－２－メト
キシイミノアセチル）－３－エチル尿素 

シモキサニル 1-162 第一 
トランス－１－（２－シアノ－２－メト
キシイミノアセチル）－３－エチルウレ
ア（別名シモキサニル） 

第一 

142 615-05-4         ２，４－ジアミノアニソール 第一 
143 101-80-4 ４，４’－ジアミノジフェニルエーテル   1-163 第一 ４，４’－ジアミノジフェニルエーテル 第一 

144   
無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩
を除く。）   1-164 第一 

無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩
を除く。） 第一 

145 100-37-8         ２－（ジエチルアミノ）エタノール 第一 

146 
29232-93-
7 

Ｏ－２－ジエチルアミノ－６－メチルピ
リミジン－４－イル＝Ｏ，Ｏ－ジメチル
＝ホスホロチオアート 

ピリミホスメチ
ル 1-167 第一 

Ｏ－２－ジエチルアミノ－６－メチルピ
リミジン－４－イル＝Ｏ，Ｏ－ジメチル
＝ホスホロチオアート（別名ピリミホス
メチル） 

第一 

147 28249-77-
6 

Ｎ，Ｎ－ジエチルチオカルバミン酸Ｓ－
４－クロロベンジル 

チオベンカルブ
又はベンチオカ
ーブ 

1-168 第一 
Ｎ，Ｎ－ジエチルチオカルバミン酸Ｓ－
４－クロロベンジル（別名チオベンカル
ブ又はベンチオカーブ） 

第一 

148 
125306-
83-4 

Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－（２，４，６－
トリメチルフェニルスルホニル）－１Ｈ
－１，２，４－トリアゾール－１－カル
ボキサミド 

カフェンストロ
ール 1-169 第一 

Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－（２，４，６－
トリメチルフェニルスルホニル）－１Ｈ
－１，２，４－トリアゾール－１－カル
ボキサミド（別名カフェンストロール） 

第一 

149 56-23-5 四塩化炭素   1-171 第一 四塩化炭素 第一 
150 123-91-1 １，４－ジオキサン   1-173 第一 １，４－ジオキサン 第一 
151 646-06-0         １，３－ジオキソラン 第一 

152 
15263-53-
3 

１，３－ジカルバモイルチオ－２－
（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－プロパン カルタップ 1-174 第一 

１，３－ジカルバモイルチオ－２－
（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－プロパン
（別名カルタップ） 

第一 

153 7696-12-0 

シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカ
ルボキシイミドメチル＝（１ＲＳ）－シ
ス－トランス－２，２－ジメチル－３－
（２－メチルプロパ－１－エニル）シク
ロプロパンカルボキシラート 

テトラメトリン 1-175 第一 

シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカ
ルボキシイミドメチル＝（１ＲＳ）－シ
ス－トランス－２，２－ジメチル－３－
（２－メチルプロパ－１－エニル）シク
ロプロパンカルボキシラート（別名テト
ラメトリン） 

第一 

154 108-91-8 シクロヘキシルアミン   1-178 第一 シクロヘキシルアミン 第一 

155 
17796-82-
6 

Ｎ－（シクロヘキシルチオ）フタルイミ
ド   2-045 第二 

Ｎ－（シクロヘキシルチオ）フタルイミ
ド 第一 

156 27134-27-ジクロロアニリン   1-180 第一 ジクロロアニリン 第一 
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6 
157 107-06-2 １，２－ジクロロエタン   1-181 第一 １，２－ジクロロエタン 第一 

158 75-35-4 １，１－ジクロロエチレン 塩化ビニリデン 1-182 第一 １，１－ジクロロエチレン（別名塩化ビ
ニリデン） 

第一 

159 156-59-2         シス－１，２－ジクロロエチレン 第一 

160 101-14-4 
３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミ
ノジフェニルメタン   1-186 

特定
第一 

３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミ
ノジフェニルメタン 第一 

161 75-71-8 ジクロロジフルオロメタン ＣＦＣ－１２ 1-187 第一 ジクロロジフルオロメタン（別名ＣＦＣ
－１２） 第一 

162 23950-58-5 
３，５－ジクロロ－Ｎ－（１，１－ジメ
チル－２－プロピニル）ベンズアミド プロピザミド 1-188 第一 

３，５－ジクロロ－Ｎ－（１，１－ジメ
チル－２－プロピニル）ベンズアミド
（別名プロピザミド） 

第一 

163   ジクロロテトラフルオロエタン ＣＦＣ－１１４ 1-189 第一 
ジクロロテトラフルオロエタン（別名Ｃ
ＦＣ－１１４） 第一 

164 306-83-2 ２，２－ジクロロ－１，１，１－トリフ
ルオロエタン 

ＨＣＦＣ－１２
３ 

1-190 第一 ２，２－ジクロロ－１，１，１－トリフ
ルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１２３） 

第一 

165 95-73-8         ２，４－ジクロロトルエン 第一 
166 99-54-7         １，２－ジクロロ－４－ニトロベンゼン 第一 
167 89-61-2         １，４－ジクロロ－２－ニトロベンゼン 第一 

168 36734-19-7 

３－（３，５－ジクロロフェニル）－Ｎ
－イソプロピル－２，４－ジオキソイミ
ダゾリジン－１－カルボキサミド 

イプロジオン 1-194 第一 

３－（３，５－ジクロロフェニル）－Ｎ
－イソプロピル－２，４－ジオキソイミ
ダゾリジン－１－カルボキサミド（別名
イプロジオン） 

第一 

169 330-54-1 ３－（３，４－ジクロロフェニル）－
１，１－ジメチル尿素 

ジウロン又はＤ
ＣＭＵ 

1-197 第一 
３－（３，４－ジクロロフェニル）－
１，１－ジメチル尿素（別名ジウロン又
はＤＣＭＵ） 

第一 

170 112281-
77-3 

（ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェ
ニル）－３－（１Ｈ－１，２，４－トリ
アゾール－１－イル）プロピル＝１，
１，２，２－テトラフルオロエチル＝エ
ーテル 

テトラコナゾー
ル 

2-049 第二 

（ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェ
ニル）－３－（１Ｈ－１，２，４－トリ
アゾール－１－イル）プロピル＝１，
１，２，２－テトラフルオロエチル＝エ
ーテル（別名テトラコナゾール） 

第一 

171 60207-90-
1 

（２ＲＳ，４ＲＳ）－１－［２－（２，
４－ジクロロフェニル）－４－プロピル
－１，３－ジオキソラン－２－イルメチ
ル］－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール
及び（２ＲＳ，４ＳＲ）－１－［２－
（２，４－ジクロロフェニル）－４－プ
ロピル－１，３－ジオキソラン－２－イ
ルメチル］－１Ｈ－１，２，４－トリア
ゾールの混合物 

プロピコナゾー
ル 

1-198 第一 

（２ＲＳ，４ＲＳ）－１－［２－（２，
４－ジクロロフェニル）－４－プロピル
－１，３－ジオキソラン－２－イルメチ
ル］－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール
及び（２ＲＳ，４ＳＲ）－１－［２－
（２，４－ジクロロフェニル）－４－プ
ロピル－１，３－ジオキソラン－２－イ
ルメチル］－１Ｈ－１，２，４－トリア
ゾールの混合物（別名プロピコナゾー
ル） 

第一 

172 
153197-
14-9 

３－［１－（３，５－ジクロロフェニ
ル）－１－メチルエチル］－３，４－ジ
ヒドロ－６－メチル－５－フェニル－２
Ｈ－１，３－オキサジン－４－オン 

オキサジクロメ
ホン 1-199 第一 

３－［１－（３，５－ジクロロフェニ
ル）－１－メチルエチル］－３，４－ジ
ヒドロ－６－メチル－５－フェニル－２
Ｈ－１，３－オキサジン－４－オン（別
名オキサジクロメホン） 

第一 

173 
50471-44-
8         

（ＲＳ）－３－（３，５－ジクロロフェ
ニル）－５－メチル－５－ビニル－１，
３－オキサゾリジン－２，４－ジオン
（別名ビンクロゾリン） 

第一 

174 330-55-2 ３－（３，４－ジクロロフェニル）－１
－メトキシ－１－メチル尿素 

リニュロン 1-200 第一 
３－（３，４－ジクロロフェニル）－１
－メトキシ－１－メチル尿素（別名リニ
ュロン） 

第一 

175 94-75-7 ２，４－ジクロロフェノキシ酢酸 ２，４－Ｄ又は
２，４－ＰＡ 1-201 第一 ２，４－ジクロロフェノキシ酢酸（別名

２，４－Ｄ又は２，４－ＰＡ） 第一 

176 1717-00-6 １，１－ジクロロ－１－フルオロエタン 
ＨＣＦＣ－１４
１ｂ 1-202 第一 

１，１－ジクロロ－１－フルオロエタン
（別名ＨＣＦＣ－１４１ｂ） 第一 

177 75-43-4 ジクロロフルオロメタン ＨＣＦＣ－２１ 1-204 第一 ジクロロフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ
－２１） 第一 

178 78-87-5 １，２－ジクロロプロパン   1-206 
特定
第一 １，２－ジクロロプロパン 第一 

179 542-75-6 １，３－ジクロロプロペン Ｄ－Ｄ 1-207 第一 １，３－ジクロロプロペン（別名Ｄ－
Ｄ） 第一 

180 91-94-1         ３，３’－ジクロロベンジジン 第一 
181 95-50-1 ジクロロベンゼン   1-208 第一 ジクロロベンゼン 第一 

182 71561-11-0 

２－［４－（２，４－ジクロロベンゾイ
ル）－１，３－ジメチル－５－ピラゾリ
ルオキシ］アセトフェノン 

ピラゾキシフェ
ン 1-209 第一 

２－［４－（２，４－ジクロロベンゾイ
ル）－１，３－ジメチル－５－ピラゾリ
ルオキシ］アセトフェノン（別名ピラゾ
キシフェン） 

第一 

183 
58011-68-
0 

４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－
１，３－ジメチル－５－ピラゾリル＝４
－トルエンスルホナート 

ピラゾレート 1-210 第一 

４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－
１，３－ジメチル－５－ピラゾリル＝４
－トルエンスルホナート（別名ピラゾレ
ート） 

第一 

184 1194-65-6 ２，６－ジクロロベンゾニトリル ジクロベニル又
はＤＢＮ 1-211 第一 ２，６－ジクロロベンゾニトリル（別名

ジクロベニル又はＤＢＮ） 第一 

185   ジクロロペンタフルオロプロパン ＨＣＦＣ－２２
５ 

1-212 第一 ジクロロペンタフルオロプロパン（別名
ＨＣＦＣ－２２５） 

第一 

186 75-09-2 ジクロロメタン 塩化メチレン 1-213 第一 ジクロロメタン（別名塩化メチレン） 第一 

187 3347-22-6 
２，３－ジシアノ－１，４－ジチアアン
トラキノン ジチアノン 1-215 第一 

２，３－ジシアノ－１，４－ジチアアン
トラキノン（別名ジチアノン） 第一 

188 101-83-7 Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン   1-216 第一 Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン 第一 
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189 4979-32-2 
Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシル－２－ベンゾ
チアゾールスルフェンアミド   2-051 第二 

Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシル－２－ベンゾ
チアゾールスルフェンアミド 第一 

190 77-73-6 ジシクロペンタジエン   1-217 第一 ジシクロペンタジエン 第一 

191 50512-35-
1 

１，３－ジチオラン－２－イリデンマロ
ン酸ジイソプロピル 

イソプロチオラ
ン 

1-218 第一 
１，３－ジチオラン－２－イリデンマロ
ン酸ジイソプロピル（別名イソプロチオ
ラン） 

第一 

192 17109-49-
8 

        
ジチオりん酸Ｏ－エチル－Ｓ，Ｓ－ジフ
ェニル（別名エディフェンホス又はＥＤ
ＤＰ） 

第一 

193 298-04-4 
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－
（２－エチルチオエチル） 

エチルチオメト
ン又はジスルホ
トン 

2-052 第二 
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－
（２－エチルチオエチル）（別名エチル
チオメトン又はジスルホトン） 

第一 

194 2310-17-0         

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－
［（６－クロロ－２，３－ジヒドロ－２
－オキソベンゾオキサゾリニル）メチ
ル］（別名ホサロン） 

第一 

195 
34643-46-
4 

ジチオりん酸Ｏ－２，４－ジクロロフェ
ニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル プロチオホス 1-219 第一 

ジチオりん酸Ｏ－２，４－ジクロロフェ
ニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名
プロチオホス） 

第一 

196 950-37-8 

ジチオりん酸Ｓ－（２，３－ジヒドロ－
５－メトキシ－２－オキソ－１，３，４
－チアジアゾール－３－イル）メチル－
Ｏ，Ｏ－ジメチル 

メチダチオン又
はＤＭＴＰ 

1-220 第一 

ジチオりん酸Ｓ－（２，３－ジヒドロ－
５－メトキシ－２－オキソ－１，３，４
－チアジアゾール－３－イル）メチル－
Ｏ，Ｏ－ジメチル（別名メチダチオン又
はＤＭＴＰ） 

第一 

197 121-75-5 ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－１，
２－ビス（エトキシカルボニル）エチル 

マラソン又は
マラチオン 

1-221 第一 
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－
１，２－ビス（エトキシカルボニル）エ
チル（別名マラソン又はマラチオン） 

第一 

198 60-51-5 ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－
［（Ｎ－メチルカルバモイル）メチル］ 

ジメトエート 1-222 第一 
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－
［（Ｎ－メチルカルバモイル）メチル］
（別名ジメトエート） 

第一 

199 16090-02-
1 

ジナトリウム＝２，２’－ビニレンビス
［５－（４－モルホリノ－６－アニリノ－
１，３，５－トリアジン－２－イルアミ
ノ）ベンゼンスルホナート］ 

ＣＩフルオレ
スセント２６
０ 

1-226 第一 

ジナトリウム＝２，２’－ビニレンビス
［５－（４－モルホリノ－６－アニリノ
－１，３，５－トリアジン－２－イルア
ミノ）ベンゼンスルホナート］（別名Ｃ
Ｉフルオレスセント２６０） 

第一 

200 
25321-14-
6 ジニトロトルエン   1-227 第一 ジニトロトルエン 第一 

201 51-28-5 ２，４－ジニトロフェノール   1-228 第一 ２，４－ジニトロフェノール 第一 
202 1321-74-0         ジビニルベンゼン 第一 
203 122-39-4 ジフェニルアミン   1-229 第一 ジフェニルアミン 第一 
204 101-84-8 ジフェニルエーテル   2-055 第二 ジフェニルエーテル 第一 
205 102-06-7 １，３－ジフェニルグアニジン   2-056 第二 １，３－ジフェニルグアニジン 第一 

206 55285-14-8 

Ｎ－ジブチルアミノチオ－Ｎ－メチルカル
バミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメ
チル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル 

カルボスルフ
ァン 1-231 第一 

Ｎ－ジブチルアミノチオ－Ｎ－メチルカ
ルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－
ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル
（別名カルボスルファン） 

第一 

207 128-37-0 ２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－ク
レゾール 

  1-232 第一 ２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－
クレゾール 

第一 

208 96-76-4         
２，４－ジ－ターシャリ－ブチルフェノ
ール 第一 

209 124-48-1 ジブロモクロロメタン   1-236 第一 ジブロモクロロメタン 第一 

210 10222-01-2 
２，２－ジブロモ－２－シアノアセトアミ
ド   1-237 第一 ２，２－ジブロモ－２－シアノアセトア

ミド 第一 

211   ジブロモテトラフルオロエタン 
ハロン－２４
０２ 1-238 第一 

ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハ
ロン－２４０２） 第一 

212 30560-19-
1 

（ＲＳ）－Ｏ，Ｓ－ジメチル＝アセチルホ
スホルアミドチオアート 

アセフェート 1-241 第一 
（ＲＳ）－Ｏ，Ｓ－ジメチル＝アセチル
ホスホルアミドチオアート（別名アセフ
ェート） 

第一 

213 127-19-5 Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド   1-242 第一 Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド 第一 
214 95-68-1         ２，４－ジメチルアニリン 第一 
215 87-62-7         ２，６－ジメチルアニリン 第一 
216 121-69-7 Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン   2-058 第二 Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン 第一 

217 
31895-21-
3 

５－ジメチルアミノ－１，２，３－トリチ
アン チオシクラム 1-243 第一 

５－ジメチルアミノ－１，２，３－トリ
チアン（別名チオシクラム） 第一 

218 124-40-3 ジメチルアミン   1-245 第一 ジメチルアミン 第一 
219 624-92-0 ジメチルジスルフィド   1-250 第一 ジメチルジスルフィド 第一 
220           ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩 第一 

221 82560-54-1 

２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－１
－ベンゾフラン－７－イル＝Ｎ－［Ｎ－
（２－エトキシカルボニルエチル）－Ｎ－
イソプロピルスルフェナモイル］－Ｎ－メ
チルカルバマート 

ベンフラカル
ブ 1-251 第一 

２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－
１－ベンゾフラン－７－イル＝Ｎ－［Ｎ
－（２－エトキシカルボニルエチル）－
Ｎ－イソプロピルスルフェナモイル］－
Ｎ－メチルカルバマート（別名ベンフラ
カルブ） 

第一 

222 62850-32-2         
Ｎ，Ｎ－ジメチルチオカルバミン酸Ｓ－
４－フェノキシブチル（別名フェノチオ
カルブ） 

第一 

223 112-18-5 Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン   1-252 第一 Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン 第一 

224 1643-20-5 
Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オ
キシド   1-253 第一 

Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－
オキシド 第一 

225 52-68-6 ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１－
ヒドロキシエチルホスホナート 

トリクロルホ
ン又はＤＥＰ 

1-254 第一 ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１
－ヒドロキシエチルホスホナート（別名

第一 
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トリクロルホン又はＤＥＰ） 
226 57-14-7         １，１－ジメチルヒドラジン 第一 

227 1910-42-5 
１，１’－ジメチル－４，４’－ビピリジ
ニウム＝ジクロリド 

パラコート又
はパラコート
ジクロリド 

1-255 第一 
１，１’－ジメチル－４，４’－ビピリ
ジニウム＝ジクロリド（別名パラコート
又はパラコートジクロリド） 

第一 

228 91-97-4         ３，３’－ジメチルビフェニル－４，
４’－ジイル＝ジイソシアネート 

第一 

229 23564-05-
8 

ジメチル＝４，４’－（オルト－フェニレ
ン）ビス（３－チオアロファナート） 

チオファネー
トメチル 

1-257 第一 
ジメチル＝４，４’－（オルト－フェニ
レン）ビス（３－チオアロファナート）
（別名チオファネートメチル） 

第一 

230 793-24-8 Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－
フェニル－パラ－フェニレンジアミン   1-260 第一 Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’

－フェニル－パラ－フェニレンジアミン 第一 

231 119-93-7         
３，３’－ジメチルベンジジン（別名オ
ルト－トリジン） 第一 

232 68-12-2 Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド   1-264 第一 Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド 第一 

233 2597-03-7 ２－［（ジメトキシホスフィノチオイル）
チオ］－２－フェニル酢酸エチル 

フェントエー
ト又はＰＡＰ 

1-270 第一 
２－［（ジメトキシホスフィノチオイ
ル）チオ］－２－フェニル酢酸エチル
（別名フェントエート又はＰＡＰ） 

第一 

234 7726-95-6 臭素   2-065 第二 臭素 第一 
235   臭素酸の水溶性塩   2-066 第二 臭素酸の水溶性塩 第一 

236 3861-47-0 ３，５－ジヨード－４－オクタノイルオキ
シベンゾニトリル 

アイオキシニ
ル 1-271 第一 

３，５－ジヨード－４－オクタノイルオ
キシベンゾニトリル（別名アイオキシニ
ル） 

第一 

237   水銀及びその化合物   1-272 第一 水銀及びその化合物 第一 

238 
61788-32-
7 水素化テルフェニル   1-273 第一 水素化テルフェニル 第一 

239           有機スズ化合物 第一 
240 100-42-5 スチレン   1-275 第一 スチレン 第一 

241 4016-24-4         ２－スルホヘキサデカン酸－１－メチル
エステルナトリウム塩 第一 

242   セレン及びその化合物   1-277 第一 セレン及びその化合物 第一 

243   ダイオキシン類   1-278 特定
第一 

ダイオキシン類 特定
第一 

244 533-74-4 ２－チオキソ－３，５－ジメチルテトラヒ
ドロ－２Ｈ－１，３，５－チアジアジン ダゾメット 1-282 第一 

２－チオキソ－３，５－ジメチルテトラ
ヒドロ－２Ｈ－１，３，５－チアジアジ
ン（別名ダゾメット） 

第一 

245 62-56-6 チオ尿素   1-284 第一 チオ尿素 第一 
246 108-98-5         チオフェノール 第一 

247 77458-01-6         
チオりん酸Ｏ－１－（４－クロロフェニ
ル）－４－ピラゾリル－Ｏ－エチル－Ｓ
－プロピル（別名ピラクロホス） 

第一 

248 333-41-5 
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（２－
イソプロピル－６－メチル－４－ピリミジ
ニル） 

ダイアジノン 1-286 第一 
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（２
－イソプロピル－６－メチル－４－ピリ
ミジニル）（別名ダイアジノン） 

第一 

249 2921-88-2 チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（３，
５，６－トリクロロ－２－ピリジル） 

クロルピリホ
ス 

1-287 第一 
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－
（３，５，６－トリクロロ－２－ピリジ
ル）（別名クロルピリホス） 

第一 

250 18854-01-
8 

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（５－
フェニル－３－イソオキサゾリル） 

イソキサチオ
ン 

1-288 第一 
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（５
－フェニル－３－イソオキサゾリル）
（別名イソキサチオン） 

第一 

251 122-14-5 
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－
メチル－４－ニトロフェニル） 

フェニトロチ
オン又はＭＥ
Ｐ 

1-289 第一 
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３
－メチル－４－ニトロフェニル）（別名
フェニトロチオン又はＭＥＰ） 

第一 

252 55-38-9 
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－
メチル－４－メチルチオフェニル） 

フェンチオン
又はＭＰＰ 1-290 第一 

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３
－メチル－４－メチルチオフェニル）
（別名フェンチオン又はＭＰＰ） 

第一 

253 41198-08-7 
チオりん酸Ｏ－４－ブロモ－２－クロロフ
ェニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル 

プロフェノホ
ス 2-067 第二 

チオりん酸Ｏ－４－ブロモ－２－クロロ
フェニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル
（別名プロフェノホス） 

第一 

254 26087-47-8 
チオりん酸Ｓ－ベンジル－Ｏ，Ｏ－ジイソ
プロピル 

イプロベンホ
ス又はＩＢＰ 1-291 第一 

チオりん酸Ｓ－ベンジル－Ｏ，Ｏ－ジイ
ソプロピル（別名イプロベンホス又はＩ
ＢＰ） 

第一 

255 1163-19-5 デカブロモジフェニルエーテル   1-295 第一 デカブロモジフェニルエーテル 第一 
256 334-48-5         デカン酸 第一 

257 112-30-1 
アルカノール（炭素数が１０のものに限
る。） デカノール 1-034 第一 デシルアルコール（別名デカノール） 第一 

258 100-97-0 １，３，５，７－テトラアザトリシクロ
［３．３．１．１（３，７）］デカン 

ヘキサメチレ
ンテトラミン 

1-296 第一 
１，３，５，７－テトラアザトリシクロ
［３．３．１．１（３，７）］デカン
（別名ヘキサメチレンテトラミン） 

第一 

259 97-77-8 テトラエチルチウラムジスルフィド ジスルフィラ
ム 

1-297 第一 テトラエチルチウラムジスルフィド（別
名ジスルフィラム） 

第一 

260 1897-45-6 テトラクロロイソフタロニトリル 
クロロタロニ
ル又はＴＰＮ 1-298 第一 

テトラクロロイソフタロニトリル（別名
クロロタロニル又はＴＰＮ） 第一 

261 
27355-22-
2 

４，５，６，７－テトラクロロイソベンゾ
フラン－１（３Ｈ）－オン フサライド 1-299 第一 

４，５，６，７－テトラクロロイソベン
ゾフラン－１（３Ｈ）－オン（別名フサ
ライド） 

第一 

262 127-18-4 テトラクロロエチレン   1-301 第一 テトラクロロエチレン 第一 

263           テトラクロロジフルオロエタン（別名Ｃ
ＦＣ－１１２） 

第一 

264 118-75-2         
２，３，５，６－テトラクロロ－パラ－
ベンゾキノン 第一 
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265 
11070-44-
3 テトラヒドロメチル無水フタル酸   1-303 第一 テトラヒドロメチル無水フタル酸 第一 

266 79538-32-
2 

２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メ
チルベンジル＝（Ｚ）－３－（２－クロロ
－３，３，３－トリフルオロ－１－プロペ
ニル）－２，２－ジメチルシクロプロパン
カルボキシラート 

テフルトリン 1-306 第一 

２，３，５，６－テトラフルオロ－４－
メチルベンジル＝（Ｚ）－３－（２－ク
ロロ－３，３，３－トリフルオロ－１－
プロペニル）－２，２－ジメチルシクロ
プロパンカルボキシラート（別名テフル
トリン） 

第一 

267 59669-26-
0 

３，７，９，１３－テトラメチル－５，１
１－ジオキサ－２，８，１４－トリチア－
４，７，９，１２－テトラアザペンタデカ
－３，１２－ジエン－６，１０－ジオン 

チオジカルブ 1-308 第一 

３，７，９，１３－テトラメチル－５，
１１－ジオキサ－２，８，１４－トリチ
ア－４，７，９，１２－テトラアザペン
タデカ－３，１２－ジエン－６，１０－
ジオン（別名チオジカルブ） 

第一 

268 137-26-8 テトラメチルチウラムジスルフィド 
チウラム又は
チラム 1-309 第一 

テトラメチルチウラムジスルフィド（別
名チウラム又はチラム） 第一 

269 505-32-8         
３，７，１１，１５－テトラメチルヘキ
サデカ－１－エン－３－オール（別名イ
ソフィトール） 

第一 

270 100-21-0 テレフタル酸   1-312 第一 テレフタル酸 第一 
271 120-61-6 テレフタル酸ジメチル   1-313 第一 テレフタル酸ジメチル 第一 
272   銅水溶性塩（錯塩を除く。）   1-314 第一 銅水溶性塩（錯塩を除く。） 第一 

273 112-53-8 １－ドデカノール 
ノルマル－ド
デシルアルコ
ール 

1-315 第一 １－ドデカノール（別名ノルマル－ドデ
シルアルコール） 

第一 

274 25103-58-6         ターシャリ－ドデカンチオール 第一 

275 151-21-3 ドデシル硫酸ナトリウム   1-318 第一 ドデシル硫酸ナトリウム 第一 

276 112-57-2 
３，６，９－トリアザウンデカン－１，１
１－ジアミン 

テトラエチレ
ンペンタミン 2-069 第二 

３，６，９－トリアザウンデカン－１，
１１－ジアミン（別名テトラエチレンペ
ンタミン） 

第一 

277 121-44-8 トリエチルアミン   1-321 第一 トリエチルアミン 第一 
278 112-24-3 トリエチレンテトラミン   2-070 第二 トリエチレンテトラミン 第一 
279 71-55-6 １，１，１－トリクロロエタン   1-323 第一 １，１，１－トリクロロエタン 第一 
280 79-00-5 １，１，２－トリクロロエタン   1-324 第一 １，１，２－トリクロロエタン 第一 

281 79-01-6 トリクロロエチレン   1-325 特定
第一 トリクロロエチレン 第一 

282 76-03-9         トリクロロ酢酸 第一 

283 108-77-0         ２，４，６－トリクロロ－１，３，５－
トリアジン 

第一 

284   トリクロロトリフルオロエタン 
ＣＦＣ－１１
３ 1-326 第一 

トリクロロトリフルオロエタン（別名Ｃ
ＦＣ－１１３） 第一 

285 76-06-2 トリクロロニトロメタン クロロピクリ
ン 

1-327 第一 トリクロロニトロメタン（別名クロロピ
クリン） 

第一 

286 
55335-06-
3 

（３，５，６－トリクロロ－２－ピリジ
ル）オキシ酢酸 トリクロピル 1-328 第一 

（３，５，６－トリクロロ－２－ピリジ
ル）オキシ酢酸（別名トリクロピル） 第一 

287 88-06-2 ２，４，６－トリクロロフェノール   1-329 第一 ２，４，６－トリクロロフェノール 第一 

288 75-69-4 トリクロロフルオロメタン ＣＦＣ－１１ 1-330 第一 トリクロロフルオロメタン（別名ＣＦＣ
－１１） 第一 

289 96-18-4 １，２，３－トリクロロプロパン   1-331 第一 １，２，３－トリクロロプロパン 第一 

290 12002-48-
1 

トリクロロベンゼン   1-332 第一 トリクロロベンゼン 第一 

291 2451-62-9 
１，３，５－トリス（２，３－エポキシプ
ロピル）－１，３，５－トリアジン－２，
４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン 

  2-071 第二 

１，３，５－トリス（２，３－エポキシ
プロピル）－１，３，５－トリアジン－
２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリ
オン 

第一 

292 102-82-9 トリブチルアミン   1-335 第一 トリブチルアミン 第一 

293 1582-09-8 
アルファ，アルファ，アルファ－トリフル
オロ－２，６－ジニトロ－Ｎ，Ｎ－ジプロ
ピル－パラ－トルイジン 

トリフルラリ
ン 

1-336 第一 

アルファ，アルファ，アルファ－トリフ
ルオロ－２，６－ジニトロ－Ｎ，Ｎ－ジ
プロピル－パラ－トルイジン（別名トリ
フルラリン） 

第一 

294 118-79-6 ２，４，６－トリブロモフェノール   2-074 第二 ２，４，６－トリブロモフェノール 第一 

295 3452-97-9 ３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノー
ル 

  2-076 第二 ３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノ
ール 

第一 

296 95-63-6         １，２，４－トリメチルベンゼン 第一 
297 108-67-8         １，３，５－トリメチルベンゼン 第一 

298 26471-62-
5 

トリレンジイソシアネート   1-345 第一 トリレンジイソシアネート 第一 

299 95-53-4 トルイジン   1-346 特定
第一 トルイジン 第一 

300 108-88-3 トルエン   1-347 第一 トルエン 第一 

301 25376-45-
8  

トルエンジアミン   2-077 第二 トルエンジアミン 第一 

302 91-20-3 ナフタレン   1-352 第一 ナフタレン 第一 

303 3173-72-6         
１，５－ナフタレンジイル＝ジイソシア
ネート 第一 

304 7439-92-1         鉛 第一 

305           鉛化合物 特定
第一 

306 13048-33-
4 

二アクリル酸ヘキサメチレン   2-078 第二 二アクリル酸ヘキサメチレン 第一 
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307 7699-43-6         二塩化酸化ジルコニウム 第一 
308 7440-02-0 ニッケル   1-354 第一 ニッケル 第一 

309   ニッケル化合物   1-355 特定
第一 

ニッケル化合物 特定
第一 

310 139-13-9         ニトリロ三酢酸 第一 
311 91-23-6         オルト－ニトロアニソール 第一 
312 88-74-4 オルト－ニトロアニリン   1-357 第一 オルト－ニトロアニリン 第一 
313 55-63-0         ニトログリセリン 第一 
314 100-00-5 パラ－ニトロクロロベンゼン   1-358 第一 パラ－ニトロクロロベンゼン 第一 
315 88-72-2 オルト－ニトロトルエン   2-080 第二 オルト－ニトロトルエン 第一 
316 98-95-3 ニトロベンゼン   1-359 第一 ニトロベンゼン 第一 
317 75-52-5 ニトロメタン   1-360 第一 ニトロメタン 第一 
318 75-15-0 二硫化炭素   1-361 第一 二硫化炭素 第一 

319 143-08-8 １－ノナノール 
ノルマル－ノ
ニルアルコー
ル 

1-362 第一 
１－ノナノール（別名ノルマル－ノニル
アルコール） 第一 

320 25154-52-
3 

アルキルフェノール（アルキル基の炭素数
が９のものに限る。） 

  1-042 第一 ノニルフェノール 第一 

321   バナジウム化合物   1-363 第一 バナジウム化合物 第一 

322 3618-72-2         

５’－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセチルオ
キシエチル）アミノ］－２’－（２－ブ
ロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）
－４’－メトキシアセトアニリド 

第一 

323 1014-70-6 ２，４－ビス（エチルアミノ）－６－メチ
ルチオ－１，３，５－トリアジン シメトリン 1-367 第一 

２，４－ビス（エチルアミノ）－６－メ
チルチオ－１，３，５－トリアジン（別
名シメトリン） 

第一 

324 101-90-6         
１，３－ビス［（２，３－エポキシプロ
ピル）オキシ］ベンゼン 第一 

325 10380-28-
6 

ビス（８－キノリノラト）銅 オキシン銅又
は有機銅 

1-369 第一 ビス（８－キノリノラト）銅（別名オキ
シン銅又は有機銅） 

第一 

326 74115-24-5         
３，６－ビス（２－クロロフェニル）－
１，２，４，５－テトラジン（別名クロ
フェンチジン） 

第一 

327 782-74-1         １，２－ビス（２－クロロフェニル）ヒ
ドラジン 第一 

328 137-30-4 ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン
酸）亜鉛 

ジラム 1-370 第一 ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミ
ン酸）亜鉛（別名ジラム） 

第一 

329 
64440-88-
6 

ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン
酸）Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（チオカルバ
モイルチオ亜鉛） 

ポリカーバメ
ート 1-371 第一 

ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミ
ン酸）Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（チオカ
ルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバ
メート） 

第一 

330 80-43-3 
ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）
＝ペルオキシド   2-083 第二 

ビス（１－メチル－１－フェニルエチ
ル）＝ペルオキシド 第一 

331 
95465-99-
9 

Ｓ，Ｓ－ビス（１－メチルプロピル）＝Ｏ
－エチル＝ホスホロジチオアート カズサホス 1-377 第一 

Ｓ，Ｓ－ビス（１－メチルプロピル）＝
Ｏ－エチル＝ホスホロジチオアート（別
名カズサホス） 

第一 

332   砒素及びその無機化合物   1-378 特定
第一 

砒素及びその無機化合物 特定
第一 

333 302-01-2 ヒドラジン   1-379 第一 ヒドラジン 第一 
334 99-76-3 ４－ヒドロキシ安息香酸メチル   2-087 第二 ４－ヒドロキシ安息香酸メチル 第一 

335 103-90-2         
Ｎ－（４－ヒドロキシフェニル）アセト
アミド 第一 

336 123-31-9 ヒドロキノン   1-381 第一 ヒドロキノン 第一 
337 100-40-3 ４－ビニル－１－シクロヘキセン   1-382 第一 ４－ビニル－１－シクロヘキセン 第一 
338 100-69-6 ２－ビニルピリジン   2-088 第二 ２－ビニルピリジン 第一 
339 88-12-0         Ｎ－ビニル－２－ピロリドン 第一 
340 92-52-4 ビフェニル   1-383 第一 ビフェニル 第一 
341 110-85-0 ピペラジン   1-384 第一 ピペラジン 第一 
342 110-86-1 ピリジン   1-386 第一 ピリジン 第一 
343 120-80-9 ピロカテコール カテコール 1-387 第一 ピロカテコール（別名カテコール） 第一 
344 96-09-3         フェニルオキシラン 第一 
345 100-63-0         フェニルヒドラジン 第一 
346 90-43-7 ２－フェニルフェノール   1-388 第一 ２－フェニルフェノール 第一 
347 941-69-5 Ｎ－フェニルマレイミド   1-389 第一 Ｎ－フェニルマレイミド 第一 
348 95-54-5 フェニレンジアミン   1-390 第一 フェニレンジアミン 第一 
349 108-95-2 フェノール   1-391 第一 フェノール 第一 

350 52645-53-
1 

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－
ジクロロビニル）－２，２－ジメチルシク
ロプロパンカルボキシラート 

ペルメトリン 1-392 第一 

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２
－ジクロロビニル）－２，２－ジメチル
シクロプロパンカルボキシラート（別名
ペルメトリン） 

第一 

351 106-99-0 １，３－ブタジエン   1-393 
特定
第一 １，３－ブタジエン 

特定
第一 

352 131-17-9 フタル酸ジアリル   2-092 第二 フタル酸ジアリル 第一 
353 84-66-2 フタル酸ジエチル   2-094 第二 フタル酸ジエチル 第一 
354 84-74-2 フタル酸ジブチル   1-395 第一 フタル酸ジ－ノルマル－ブチル 第一 
355 117-81-7 フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）   1-396 第一 フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） 第一 
356 85-68-7 フタル酸ブチル＝ベンジル   1-397 第一 フタル酸ノルマル－ブチル＝ベンジル 第一 

357 
69327-76-
0 

２－ターシャリ－ブチルイミノ－３－イソ
プロピル－５－フェニルテトラヒドロ－４
Ｈ－１，３，５－チアジアジン－４－オン 

ブプロフェジ
ン 1-399 第一 

２－ターシャリ－ブチルイミノ－３－イ
ソプロピル－５－フェニルテトラヒドロ
－４Ｈ－１，３，５－チアジアジン－４

第一 
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－オン（別名ブプロフェジン） 

358 112410-23-8 

Ｎ－ターシャリ－ブチル－Ｎ’－（４－エ
チルベンゾイル）－３，５－ジメチルベン
ゾヒドラジド 

テブフェノジ
ド 1-401 第一 

Ｎ－ターシャリ－ブチル－Ｎ’－（４－
エチルベンゾイル）－３，５－ジメチル
ベンゾヒドラジド（別名テブフェノジ
ド） 

第一 

359 2426-08-6 ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテ
ル 

  2-097 第二 ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプ
ロピルエーテル 

第一 

360 17804-35-
2 

Ｎ－［１－（Ｎ－ブチルカルバモイル）－
１Ｈ－２－ベンゾイミダゾリル］カルバミ
ン酸メチル 

ベノミル 1-402 第一 

Ｎ－［１－（Ｎ－ノルマル－ブチルカル
バモイル）－１Ｈ－２－ベンゾイミダゾ
リル］カルバミン酸メチル（別名ベノミ
ル） 

第一 

361 122008-
85-9 

ブチル＝（Ｒ）－２－［４－（４－シアノ
－２－フルオロフェノキシ）フェノキシ］
プロピオナート 

シハロホップ
ブチル 

1-403 第一 

ブチル＝（Ｒ）－２－［４－（４－シア
ノ－２－フルオロフェノキシ）フェノキ
シ］プロピオナート（別名シハロホップ
ブチル） 

第一 

362 80060-09-9 

１－ターシャリ－ブチル－３－（２，６－
ジイソプロピル－４－フェノキシフェニ
ル）チオ尿素 

ジアフェンチ
ウロン 1-404 第一 

１－ターシャリ－ブチル－３－（２，６
－ジイソプロピル－４－フェノキシフェ
ニル）チオ尿素（別名ジアフェンチウロ
ン） 

第一 

363 19666-30-
9 

５－ターシャリ－ブチル－３－（２，４－
ジクロロ－５－イソプロポキシフェニル）
－１，３，４－オキサジアゾール－２（３
Ｈ）－オン 

オキサジアゾ
ン 

1-407 第一 

５－ターシャリ－ブチル－３－（２，４
－ジクロロ－５－イソプロポキシフェニ
ル）－１，３，４－オキサジアゾール－
２（３Ｈ）－オン（別名オキサジアゾ
ン） 

第一 

364 
134098-
61-6 

ターシャリ－ブチル＝４－［［［（１，３
－ジメチル－５－フェノキシ－４－ピラゾ
リル）メチリデン］アミノオキシ］メチ
ル］ベンゾアート 

フェンピロキ
シメート 2-103 第二 

ターシャリ－ブチル＝４－（｛［（１，
３－ジメチル－５－フェノキシ－４－ピ
ラゾリル）メチリデン］アミノオキシ｝
メチル）ベンゾアート（別名フェンピロ
キシメート） 

第一 

365 25013-16-
5 

        ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨ
Ａ） 

第一 

366 75-91-2 ターシャリ－ブチル＝ヒドロペルオキシド   2-105 第二 
ターシャリ－ブチル＝ヒドロペルオキシ
ド 第一 

367 89-72-5         オルト－セカンダリ－ブチルフェノール 第一 
368 98-54-4 ４－ターシャリ－ブチルフェノール   2-106 第二 ４－ターシャリ－ブチルフェノール 第一 

369 2312-35-8 
２－（４－ターシャリ－ブチルフェノキ
シ）シクロヘキシル＝２－プロピニル＝ス
ルフィット 

プロパルギッ
ト又はＢＰＰ
Ｓ 

1-413 第一 

２－（４－ターシャリ－ブチルフェノキ
シ）シクロヘキシル＝２－プロピニル＝
スルフィット（別名プロパルギット又は
ＢＰＰＳ） 

第一 

370 96489-71-
3 

２－ターシャリ－ブチル－５－（４－ター
シャリ－ブチルベンジルチオ）－４－クロ
ロ－３（２Ｈ）－ピリダジノン 

ピリダベン 2-107 第二 

２－ターシャリ－ブチル－５－（４－タ
ーシャリ－ブチルベンジルチオ）－４－
クロロ－３（２Ｈ）－ピリダジノン（別
名ピリダベン） 

第一 

371 119168-
77-3 

Ｎ－（４－ターシャリ－ブチルベンジル）
－４－クロロ－３－エチル－１－メチルピ
ラゾール－５－カルボキサミド 

テブフェンピ
ラド 

2-108 第二 

Ｎ－（４－ターシャリ－ブチルベンジ
ル）－４－クロロ－３－エチル－１－メ
チルピラゾール－５－カルボキサミド
（別名テブフェンピラド） 

第一 

372 95-31-8 Ｎ－（ターシャリ－ブチル）－２－ベンゾ
チアゾールスルフェンアミド 

  2-109 第二 Ｎ－（ターシャリ－ブチル）－２－ベン
ゾチアゾールスルフェンアミド 

第一 

373 88-60-8         ２－ターシャリ－ブチル－５－メチルフ
ェノール 

第一 

374   ふっ化水素及びその水溶性塩   1-414 第一 ふっ化水素及びその水溶性塩 第一 
375 4170-30-3 ２－ブテナール   1-415 第一 ２－ブテナール 第一 

376 23184-66-
9 

Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，
６’－ジエチルアセトアニリド 

ブタクロール 1-417 第一 
Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－
２’，６’－ジエチルアセトアニリド
（別名ブタクロール） 

第一 

377 110-00-9 フラン   2-110 第二 フラン 第一 

378 12071-83-
9 

Ｎ，Ｎ’－プロピレンビス（ジチオカルバ
ミン酸）と亜鉛の重合物 

プロピネブ 1-419 第一 
Ｎ，Ｎ’－プロピレンビス（ジチオカル
バミン酸）と亜鉛の重合物（別名プロピ
ネブ） 

第一 

379 107-19-7         ２－プロピン－１－オール 第一 

380 353-59-3 ブロモクロロジフルオロメタン ハロン－１２
１１ 1-420 第一 ブロモクロロジフルオロメタン（別名ハ

ロン－１２１１） 第一 

381 75-27-4 ブロモジクロロメタン   1-423 第一 ブロモジクロロメタン 第一 

382 75-63-8 ブロモトリフルオロメタン ハロン－１３
０１ 

1-424 第一 ブロモトリフルオロメタン（別名ハロン
－１３０１） 

第一 

383 314-40-9 
５－ブロモ－３－セカンダリ－ブチル－６
－メチル－１，２，３，４－テトラヒドロ
ピリミジン－２，４－ジオン 

ブロマシル 1-425 第一 

５－ブロモ－３－セカンダリ－ブチル－
６－メチル－１，２，３，４－テトラヒ
ドロピリミジン－２，４－ジオン（別名
ブロマシル） 

第一 

384 106-94-5 １－ブロモプロパン   1-427 第一 １－ブロモプロパン 第一 

385 75-26-3 ２－ブロモプロパン   1-428 特定
第一 

２－ブロモプロパン 特定
第一 

386 74-83-9 ブロモメタン 臭化メチル 1-429 第一 ブロモメタン（別名臭化メチル） 第一 

387 13356-08-6         
ヘキサキス（２－メチル－２－フェニル
プロピル）ジスタノキサン（別名酸化フ
ェンブタスズ） 

第一 

388 115-29-7 

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロ
ロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ－ヘキサ
ヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベ
ンゾジオキサチエピン＝３－オキシド 

エンドスルフ
ァン又はベン
ゾエピン 

1-430 第一 

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサク
ロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ－ヘ
キサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，
３－ベンゾジオキサチエピン＝３－オキ

第一 
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シド（別名エンドスルファン又はベンゾ
エピン） 

389 112-02-7 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝ク
ロリド   1-431 第一 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝

クロリド 第一 

390 124-09-4 ヘキサメチレンジアミン   1-434 第一 ヘキサメチレンジアミン 第一 
391 822-06-0 ヘキサメチレン＝ジイソシアネート   1-435 第一 ヘキサメチレン＝ジイソシアネート 第一 
392 110-54-3 ヘキサン   1-436 第一 ノルマル－ヘキサン 第一 
393 135-19-3 ベタナフトール   1-440 第一 ベタナフトール 第一 

394   ベリリウム及びその化合物   1-444 特定
第一 ベリリウム及びその化合物 特定

第一 
395   ペルオキソ二硫酸の水溶性塩   1-445 第一 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 第一 

396 1763-23-1 ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン
酸） 

ＰＦＯＳ 1-447 第一 ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン
酸）（別名ＰＦＯＳ） 

第一 

397 98-07-7 ベンジリジン＝トリクロリド   1-448 
特定
第一 ベンジリジン＝トリクロリド 

特定
第一 

398 100-44-7 ベンジル＝クロリド 塩化ベンジル 1-450 第一 ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジ
ル） 

第一 

399 100-52-7 ベンズアルデヒド   1-451 第一 ベンズアルデヒド 第一 

400 71-43-2 ベンゼン   1-452 
特定
第一 ベンゼン 

特定
第一 

401 552-30-7 １，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，
２－無水物   1-453 第一 １，２，４－ベンゼントリカルボン酸

１，２－無水物 第一 

402 73250-68-7 
２－（２－ベンゾチアゾリルオキシ）－Ｎ
－メチルアセトアニリド 

メフェナセッ
ト 1-455 第一 

２－（２－ベンゾチアゾリルオキシ）－
Ｎ－メチルアセトアニリド（別名メフェ
ナセット） 

第一 

403 119-61-9 ベンゾフェノン   1-456 第一 ベンゾフェノン 第一 

404 87-86-5 ペンタクロロフェノール   1-457 
特定
第一 ペンタクロロフェノール 第一 

405   ほう素化合物   1-458 第一 ほう素化合物 第一 

406 1336-36-3 ポリ塩化ビフェニル ＰＣＢ 1-459 特定
第一 ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣＢ） 第一 

407   
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテ
ル（アルキル基の炭素数が１２から１５ま
でのもの及びその混合物に限る。） 

  1-460 第一 
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエー
テル（アルキル基の炭素数が１２から１
５までのもの及びその混合物に限る。） 

第一 

408 9036-19-5 
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニ
ルエーテル（アルキル基の炭素数が８のも
のに限る。） 

  1-461 第一 ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェ
ニルエーテル 第一 

409 9004-82-4 
ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテ
ル硫酸エステルナトリウム   1-463 第一 

ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエー
テル硫酸エステルナトリウム 第一 

410 9016-45-9 
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニ
ルエーテル（アルキル基の炭素数が９のも
のに限る。） 

  1-462 第一 
ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニ
ルエーテル 第一 

411 50-00-0 ホルムアルデヒド   1-464 特定
第一 

ホルムアルデヒド 特定
第一 

412   マンガン及びその化合物   1-465 第一 マンガン及びその化合物 第一 
413 85-44-9 無水フタル酸   1-467 第一 無水フタル酸 第一 
414 108-31-6 無水マレイン酸   2-119 第二 無水マレイン酸 第一 
415 79-41-4 メタクリル酸   1-468 第一 メタクリル酸 第一 
416 688-84-6         メタクリル酸２－エチルヘキシル 第一 
417 106-91-2 メタクリル酸２，３－エポキシプロピル   2-120 第二 メタクリル酸２，３－エポキシプロピル 第一 

418 2867-47-2         メタクリル酸２－（ジメチルアミノ）エ
チル 第一 

419 97-88-1 メタクリル酸ブチル   2-121 第二 メタクリル酸ノルマル－ブチル 第一 
420 80-62-6 メタクリル酸メチル   1-469 第一 メタクリル酸メチル 第一 
421 674-82-8         ４－メチリデンオキセタン－２－オン 第一 

422 89269-64-
7 

（Ｚ）－２’－メチルアセトフェノン＝
４，６－ジメチル－２－ピリミジニルヒド
ラゾン 

フェリムゾン 1-470 第一 
（Ｚ）－２’－メチルアセトフェノン＝
４，６－ジメチル－２－ピリミジニルヒ
ドラゾン（別名フェリムゾン） 

第一 

423 74-89-5         メチルアミン 第一 
424 556-61-6 メチル＝イソチオシアネート   1-471 第一 メチル＝イソチオシアネート 第一 

425 2631-40-5         
Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピ
ルフェニル（別名イソプロカルブ又はＭ
ＩＰＣ） 

第一 

426 1563-66-2 
Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ
－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フ
ラニル 

カルボフラン 1-475 第一 
Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒド
ロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ
［ｂ］フラニル（別名カルボフラン） 

第一 

427 63-25-2 Ｎ－メチルカルバミン酸１－ナフチル カルバリル又
はＮＡＣ 1-476 第一 Ｎ－メチルカルバミン酸１－ナフチル

（別名カルバリル又はＮＡＣ） 第一 

428 3766-81-2 Ｎ－メチルカルバミン酸２－セカンダリ－
ブチルフェニル 

フェノブカル
ブ又はＢＰＭ
Ｃ 

1-477 第一 
Ｎ－メチルカルバミン酸２－セカンダリ
－ブチルフェニル（別名フェノブカルブ
又はＢＰＭＣ） 

第一 

429 
100784-
20-1 

メチル＝３－クロロ－５－（４，６－ジメ
トキシ－２－ピリミジニルカルバモイルス
ルファモイル）－１－メチルピラゾール－
４－カルボキシラート 

ハロスルフロ
ンメチル 2-122 第二 

メチル＝３－クロロ－５－（４，６－ジ
メトキシ－２－ピリミジニルカルバモイ
ルスルファモイル）－１－メチルピラゾ
ール－４－カルボキシラート（別名ハロ
スルフロンメチル） 

第一 

430 173584-44-6         

メチル＝（Ｓ）－７－クロロ－２，３，
４ａ，５－テトラヒドロ－２－［メトキ
シカルボニル（４－トリフルオロメトキ
シフェニル）カルバモイル］インデノ

第一 



 

 - 289 - 

管
理 
番
号 
※1 

CAS 
登録 
番号 
※2 

2021 
改正 
物質名 
※3 

2021 
改正 
別名 
※4 

2021 
改正 
政令 
番号 
※5 

2021 
改正 
種別 
※6 

2008 
改正 
物質名 
※7 

2008 
改正 
種別 
※8 

［１，２－ｅ］［１，３，４］オキサジ
アジン－４ａ－カルボキシラート（別名
インドキサカルブ） 

431 
131860-
33-8 

メチル＝（Ｅ）－２－［２－［６－（２－
シアノフェノキシ）ピリミジン－４－イル
オキシ］フェニル］－３－メトキシアクリ
ラート 

アゾキシスト
ロビン 1-478 第一 

メチル＝（Ｅ）－２－｛２－［６－（２
－シアノフェノキシ）ピリミジン－４－
イルオキシ］フェニル｝－３－メトキシ
アクリラート（別名アゾキシストロビ
ン） 

第一 

432 
33089-61-
1 

３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリ
ル）－１，３，５－トリアザペンタ－１，
４－ジエン 

アミトラズ 2-123 第二 
３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシ
リル）－１，３，５－トリアザペンタ－
１，４－ジエン（別名アミトラズ） 

第一 

433 144-54-7 Ｎ－メチルジチオカルバミン酸 カーバム 1-479 第一 Ｎ－メチルジチオカルバミン酸（別名カ
ーバム） 

第一 

434 
23135-22-
0 

メチル－Ｎ’，Ｎ’－ジメチル－Ｎ－
［（メチルカルバモイル）オキシ］－１－
チオオキサムイミデート 

オキサミル 2-127 第二 

メチル－Ｎ’，Ｎ’－ジメチル－Ｎ－
［（メチルカルバモイル）オキシ］－１
－チオオキサムイミデート（別名オキサ
ミル） 

第一 

435 136191-
64-5 

        

メチル＝２－（４，６－ジメトキシ－２
－ピリミジニルオキシ）－６－［１－
（メトキシイミノ）エチル］ベンゾアー
ト（別名ピリミノバックメチル） 

第一 

436 98-83-9 アルファ－メチルスチレン   1-482 第一 アルファ－メチルスチレン 第一 
437 3268-49-3         ３－メチルチオプロパナール 第一 
438 1321-94-4 メチルナフタレン   1-486 第一 メチルナフタレン 第一 
439 108-99-6 ３－メチルピリジン   1-488 第一 ３－メチルピリジン 第一 

440 80-15-9 １－メチル－１－フェニルエチル＝ヒドロ
ペルオキシド   2-129 第二 １－メチル－１－フェニルエチル＝ヒド

ロペルオキシド 第一 

441 88-85-7         ２－（１－メチルプロピル）－４，６－
ジニトロフェノール 

第一 

442 55814-41-
0 

２－メチル－Ｎ－［３－（１－メチルエト
キシ）フェニル］ベンズアミド 

メプロニル 1-493 第一 
２－メチル－Ｎ－［３－（１－メチルエ
トキシ）フェニル］ベンズアミド（別名
メプロニル） 

第一 

443 16752-77-
5 

Ｓ－メチル－Ｎ－（メチルカルバモイルオ
キシ）チオアセトイミダート 

メソミル 1-494 第一 
Ｓ－メチル－Ｎ－（メチルカルバモイル
オキシ）チオアセトイミダート（別名メ
ソミル） 

第一 

444 
141517-
21-7 

メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ－［２－
［［［［（Ｅ）－１－［３－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］エチリデン］アミ
ノ］オキシ］メチル］フェニル］アセター
ト 

トリフロキシ
ストロビン 1-495 第一 

メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ－（２
－｛［（｛（Ｅ）－１－［３－（トリフ
ルオロメチル）フェニル］エチリデン｝
アミノ）オキシ］メチル｝フェニル）ア
セタート（別名トリフロキシストロビ
ン） 

第一 

445 143390-89-0 

メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ［２－
（オルト－トリルオキシメチル）フェニ
ル］アセタート 

クレソキシム
メチル 1-496 第一 

メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ［２－
（オルト－トリルオキシメチル）フェニ
ル］アセタート（別名クレソキシムメチ
ル） 

第一 

446 101-77-9 ４，４’－メチレンジアニリン   1-497 第一 ４，４’－メチレンジアニリン 第一 

447 5124-30-1         メチレンビス（４，１－シクロヘキシレ
ン）＝ジイソシアネート 第一 

448 101-68-8 
メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジ
イソシアネート   1-498 第一 

メチレンビス（４，１－フェニレン）＝
ジイソシアネート 第一 

449 13684-63-
4 

３－メトキシカルボニルアミノフェニル＝
３’－メチルカルバニラート 

フェンメディ
ファム 

1-502 第一 
３－メトキシカルボニルアミノフェニル
＝３’－メチルカルバニラート（別名フ
ェンメディファム） 

第一 

450 88678-67-5 

Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－Ｎ
－メチルチオカルバミン酸Ｏ－３－ターシ
ャリ－ブチルフェニル 

ピリブチカル
ブ 1-503 第一 

Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－
Ｎ－メチルチオカルバミン酸Ｏ－３－タ
ーシャリ－ブチルフェニル（別名ピリブ
チカルブ） 

第一 

451 120-71-8         ２－メトキシ－５－メチルアニリン 第一 
452 149-30-4 ２－メルカプトベンゾチアゾール   2-132 第二 ２－メルカプトベンゾチアゾール 第一 
453   モリブデン及びその化合物   1-505 第一 モリブデン及びその化合物 第一 

454 95-32-9         
２－（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾ
ール 第一 

455 110-91-8         モルホリン 第一 

456 20859-73-8 りん化アルミニウム   1-508 第一 りん化アルミニウム 第一 

457 62-73-7 りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル ジクロルボス
又はＤＤＶＰ 

1-510 第一 りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニ
ル（別名ジクロルボス又はＤＤＶＰ） 

第一 

458 78-42-2 りん酸トリス（２－エチルヘキシル）   1-511 第一 りん酸トリス（２－エチルヘキシル） 第一 
459 115-96-8 りん酸トリス（２－クロロエチル）   1-512 第一 りん酸トリス（２－クロロエチル） 第一 
460 1330-78-5 りん酸トリトリル   1-513 第一 りん酸トリトリル 第一 
461 115-86-6 りん酸トリフェニル   1-514 第一 りん酸トリフェニル 第一 
462 126-73-8 りん酸トリブチル   1-515 第一 りん酸トリ－ノルマル－ブチル 第一 
463 60-35-5         アセトアミド 第二 
464 104-94-9         パラ－アニシジン 第二 

465 
181587-
01-9         

５－アミノ－１－（２，６－ジクロロ－
４－トリフルオロメチルフェニル）－４
－エチルスルフィニル－１Ｈ－ピラゾー
ル－３－カルボニトリル（別名エチプロ
ール） 

第二 

466 61-82-5         ３－アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリア
ゾール（別名アミトロール） 

第二 
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467 6375-47-9         
３’－アミノ－４’－メトキシアセトア
ニリド 第二 

468 93-15-2 ４－アリル－１，２－ジメトキシベンゼン   1-031 第一 ４－アリル－１，２－ジメトキシベンゼ
ン 第二 

469 68955-20-4         
アルキル硫酸エステルナトリウム（アル
キル基の炭素数１６から１８までのもの
及びその混合物に限る。） 

第二 

470 51-79-6         ウレタン 第二 
471 103-69-5         Ｎ－エチルアニリン 第二 

472 834-12-8         
２－エチルアミノ－４－イソプロピルア
ミノ－６－メチルチオ－１，３，５－ト
リアジン（別名アメトリン） 

第二 

473 13684-56-5         
エチル＝３－フェニルカルバモイルオキ
シカルバニラート（別名デスメディファ
ム） 

第二 

474 82558-50-
7 

        

Ｎ－［３－（１－エチル－１－メチルプ
ロピル）－１，２－オキサゾール－５－
イル］－２，６－ジメトキシベンズアミ
ド（別名イソキサベン） 

第二 

475 2593-15-9         
５－エトキシ－３－トリクロロメチル－
１，２，４－チアジアゾール（別名エク
ロメゾール） 

第二 

476 
26447-14-
3 

１，２－エポキシ－３－（トリルオキシ）
プロパン   2-010 第二 

１，２－エポキシ－３－（トリルオキ
シ）プロパン 第二 

477 80-51-3 ４，４’－オキシビスベンゼンスルホニル
ヒドラジド 

  1-093 第一 ４，４’－オキシビスベンゼンスルホニ
ルヒドラジド 

第二 

478 107-20-0         クロロアセトアルデヒド 第二 

479 
116714-
46-6 

（ＲＳ）－１－［３－クロロ－４－（１，
１，２－トリフルオロ－２－トリフルオロ
メトキシエトキシ）フェニル］－３－
（２，６－ジフルオロベンゾイル）尿素 

ノバルロン 2-018 第二 

（ＲＳ）－１－［３－クロロ－４－
（１，１，２－トリフルオロ－２－トリ
フルオロメトキシエトキシ）フェニル］
－３－（２，６－ジフルオロベンゾイ
ル）ウレア（別名ノバルロン） 

第二 

480 126-07-8         

（１’Ｓ－トランス）－７－クロロ－
２’，４，６－トリメトキシ－６’－メ
チルスピロ［ベンゾフラン－２（３
Ｈ），１’－シクロヘキサ－２’－エ
ン］－３，４’－ジオン（別名グリセオ
フルビン） 

第二 

481 90-13-1         １－クロロナフタレン 第二 
482 140-11-4 酢酸ベンジル   2-035 第二 酢酸ベンジル 第二 
483 94-59-7         サフロール 第二 

484 66230-04-
4 

        

（Ｓ）－アルファ－シアノ－３－フェノ
キシベンジル＝（Ｓ）－２－（４－クロ
ロフェニル）－３－メチルブチラート
（別名エスフェンバレレート） 

第二 

485 
68359-37-
5 

アルファ－シアノ－４－フルオロ－３－フ
ェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロ
ロビニル）－２，２－ジメチルシクロプロ
パンカルボキシラート 

シフルトリン 2-042 第二 

アルファ－シアノ－４－フルオロ－３－
フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジ
クロロビニル）－２，２－ジメチルシク
ロプロパンカルボキシラート（別名シフ
ルトリン） 

第二 

486 156-60-5         トランス－１，２－ジクロロエチレン 第二 
487 79-43-6         ジクロロ酢酸 第二 

488 83121-18-
0 

１－（３，５－ジクロロ－２，４－ジフル
オロフェニル）－３－（２，６－ジフルオ
ロベンゾイル）尿素 

テフルベンズ
ロン 

2-046 第二 

１－（３，５－ジクロロ－２，４－ジフ
ルオロフェニル）－３－（２，６－ジフ
ルオロベンゾイル）尿素（別名テフルベ
ンズロン） 

第二 

489 118-52-5 
１，３－ジクロロ－５，５－ジメチルイミ
ダゾリジン－２，４－ジオン   2-047 第二 

１，３－ジクロロ－５，５－ジメチルイ
ミダゾリジン－２，４－ジオン 第二 

490 
82692-44-
2 

２－［４－（２，４－ジクロロ－メタ－ト
ルオイル）－１，３－ジメチル－５－ピラ
ゾリルオキシ］－４－メチルアセトフェノ
ン 

ベンゾフェナ
ップ 1-193 第一 

２－［４－（２，４－ジクロロ－メタ－
トルオイル）－１，３－ジメチル－５－
ピラゾリルオキシ］－４－メチルアセト
フェノン（別名ベンゾフェナップ） 

第二 

491 611-06-3         ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン 第二 

492 56-75-7         

２，２－ジクロロ－Ｎ－［２－ヒドロキ
シ－１－（ヒドロキシメチル）－２－
（４－ニトロフェニル）エチル］アセト
アミド（別名クロラムフェニコール） 

第二 

493 126833-
17-8 

Ｎ－（２，３－ジクロロ－４－ヒドロキシ
フェニル）－１－メチルシクロヘキサンカ
ルボキサミド 

フェンヘキサ
ミド 

2-048 第二 

Ｎ－（２，３－ジクロロ－４－ヒドロキ
シフェニル）－１－メチルシクロヘキサ
ンカルボキサミド（別名フェンヘキサミ
ド） 

第二 

494 
60168-88-
9         

２，４’－ジクロロ－アルファ－（５－
ピリミジニル）ベンズヒドリル＝アルコ
ール（別名フェナリモル） 

第二 

495 79983-71-
4 

        

２－（２，４－ジクロロフェニル）－１
－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－
１－イル）－２－ヘキサノール（別名ヘ
キサコナゾール） 

第二 

496 120-83-2         ２，４－ジクロロフェノール 第二 

497 120-36-5         （ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェ
ノキシ）プロピオン酸（別名ジクロルプ

第二 
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ロップ） 
498 96-23-1 １，３－ジクロロ－２－プロパノール   1-205 第一 １，３－ジクロロ－２－プロパノール 第二 

499 103055-
07-8 

（ＲＳ）－１－［２，５－ジクロロ－４－
（１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオ
ロプロポキシ）フェニル］－３－（２，６
－ジフルオロベンゾイル）尿素 

ルフェヌロン 2-050 第二 

（ＲＳ）－１－［２，５－ジクロロ－４
－（１，１，２，３，３，３－ヘキサフ
ルオロプロポキシ）フェニル］－３－
（２，６－ジフルオロベンゾイル）ウレ
ア（別名ルフェヌロン） 

第二 

500 612-83-9         ３，３’－ジクロロベンジジン二塩酸塩 第二 

501 1937-37-7 

ジナトリウム＝４－アミノ－３－［４’－
（２，４－ジアミノフェニルアゾ）－１，
１’－ビフェニル－４－イルアゾ］－５－
ヒドロキシ－６－フェニルアゾ－２，７－
ナフタレンジスルホナート 

ＣＩダイレク
トブラック３
８ 

2-053 第二 

ジナトリウム＝４－アミノ－３－［４’
－（２，４－ジアミノフェニルアゾ）－
１，１’－ビフェニル－４－イルアゾ］
－５－ヒドロキシ－６－フェニルアゾ－
２，７－ナフタレンジスルホナート（別
名ＣＩダイレクトブラック３８） 

第二 

502 6459-94-5         

ジナトリウム＝８－（３，３’－ジメチ
ル－４’－｛４－［（パラ－トリル）ス
ルホニルオキシ］フェニルアゾ｝－１，
１’－ビフェニル－４－イルアゾ）－７
－ヒドロキシ－１，３－ナフタレンジス
ルホナート（別名ＣＩアシッドレッド１
１４） 

第二 

503 97-02-9         ２，４－ジニトロアニリン 第二 

504 27478-34-
8 

        ジニトロナフタレン 第二 

505 99-65-0         メタ－ジニトロベンゼン 第二 

506 51-52-5         
２，３－ジヒドロ－６－プロピル－２－
チオキソ－４（１Ｈ）－ピリミジノン
（別名プロピルチオウラシル） 

第二 

507 106-93-4 １，２－ジブロモエタン 二臭化エチレ
ン又はＥＤＢ 1-235 第一 １，２－ジブロモエタン（別名ＥＤＢ又

は二臭化エチレン） 第二 

508 110-52-1         １，４－ジブロモブタン 第二 
509 96-13-9         ２，３－ジブロモ－１－プロパノール 第二 
510 109-64-8         １，３－ジブロモプロパン 第二 
511 103-50-4 ジベンジルエーテル   1-240 第一 ジベンジルエーテル 第二 
512 87-59-2         ２，３－ジメチルアニリン 第二 

513 569-64-2         

（４－｛［４－（ジメチルアミノ）フェ
ニル］（フェニル）メチリデン｝シクロ
ヘキサ－２，５－ジエン－１－イリデ
ン）（ジメチル）アンモニウム＝クロリ
ド（別名マラカイトグリーン塩酸塩） 

第二 

514 79-44-7         ジメチルカルバモイル＝クロリド 第二 

515 3761-41-9         

Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－
４－メチルスルフィニルフェニル）－チ
オホスフェイト（別名メスルフェンホ
ス） 

第二 

516           
臭素化ビフェニル（臭素数が２から５ま
でのもの及びその混合物に限る。） 第二 

517 148-79-8         ２－（１，３－チアゾール－４－イル）
－１Ｈ－ベンゾイミダゾール 

第二 

518 62-55-5         チオアセトアミド 第二 

519 21564-17-0         
２－（チオシアナートメチルチオ）－
１，３－ベンゾチアゾール（別名ＴＣＭ
ＴＢ） 

第二 

520 119-12-0         

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（６
－オキソ－１－フェニル－１，６－ジヒ
ドロ－３－ピリダジニル）（別名ピリダ
フェンチオン） 

第二 

521 5598-13-0         
チオりん酸Ｏ－３，５，６－トリクロロ
－２－ピリジル－Ｏ，Ｏ－ジメチル（別
名クロルピリホスメチル） 

第二 

522 79-34-5 １，１，２，２－テトラクロロエタン 
四塩化アセチ
レン 1-300 第一 １，１，２，２－テトラクロロエタン 第二 

523 2429-74-5         

テトラナトリウム＝３，３’－［（３，
３’－ジメトキシ－４，４’－ビフェニ
リレン）ビス（アゾ）］ビス（５－アミ
ノ－４－ヒドロキシ－２，７－ナフタレ
ンジスルホナート）（別名ＣＩダイレク
トブルー１５） 

第二 

524 558-13-4         テトラブロモメタン 第二 
525 84-15-1         オルト－テルフェニル 第二 

526 72-43-5         
１，１，１－トリクロロ－２，２－ビス
（４－メトキシフェニル）エタン（別名
メトキシクロル） 

第二 

527 14484-64-
1 

        トリス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバ
メート）鉄（別名ファーバム） 

第二 

528 75-25-2 トリブロモメタン ブロモホルム 1-337 第一 トリブロモメタン（別名ブロモホルム） 第二 

529 1694-09-3         

ナトリウム＝３－（｛Ｎ－［４－（［４
－（ジメチルアミノ）フェニル］［４－
｛Ｎ－エチル－Ｎ－［（３－スルホナト
フェニル）メチル］アミノ｝フェニル］
メチレン）－２，５－シクロヘキサジエ

第二 
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ン－１－イリデン］－Ｎ－エチルアンモ
ニオ｝メチル）ベンゼンスルホナート
（別名ＣＩアシッドバイオレット４９） 

530 132-27-4 
ナトリウム＝１，１’－ビフェニル－２－
オラート   1-351 第一 

ナトリウム＝１，１’－ビフェニル－２
－オラート 第二 

531 99-09-2         メタ－ニトロアニリン 第二 
532 86-30-6         Ｎ－ニトロソジフェニルアミン 第二 
533 99-08-1         メタ－ニトロトルエン 第二 
534 100-02-7         パラ－ニトロフェノール 第二 

535 
12174-11-
7         

パリゴルスカイト（別名アタパルジャイ
ト） 第二 

536 77-09-8         

３，３－ビス（４－ヒドロキシフェニ
ル）－１，３－ジヒドロイソベンゾフラ
ン－１－オン（別名フェノールフタレイ
ン） 

第二 

537 553-26-4         ４，４’－ビピリジル 第二 

538 55179-31-
2 

        

１－（４－ビフェニリルオキシ）－３，
３－ジメチル－１－（１Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－１－イル）－２－ブタ
ノール（別名ビテルタノール） 

第二 

539 156-43-4         パラ－フェネチジン 第二 
540 84-61-7         フタル酸ジシクロヘキシル 第二 
541 1120-71-4         １，３－プロパンスルトン 第二 

542 
67747-09-
5         

Ｎ－プロピル－Ｎ－［２－（２，４，６
－トリクロロフェノキシ）エチル］イミ
ダゾール－１－カルボキサミド（別名プ
ロクロラズ） 

第二 

543 106-95-6         ３－ブロモ－１－プロペン（別名臭化ア
リル） 第二 

544 67-72-1         ヘキサクロロエタン 第二 
545 77-47-4         ヘキサクロロシクロペンタジエン 第二 

546 115-28-6         

１，４，５，６，７，７－ヘキサクロロ
ビシクロ［２．２．１］－５－ヘプテン
－２，３－ジカルボン酸（別名クロレン
ド酸） 

第二 

547 57-09-0         ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝
ブロミド 第二 

548 10453-86-
8 

        

５－ベンジル－３－フリルメチル＝（１
ＲＳ）－シス－トランス－２，２－ジメ
チル－３－（２－メチルプロパ－１－エ
ニル）シクロプロパンカルボキシラート
（別名レスメトリン） 

第二 

549 106-51-4         パラ－ベンゾキノン 第二 

550 82-68-8         
ペンタクロロニトロベンゼン（別名キン
トゼン又はＰＣＮＢ） 第二 

551 3825-26-1         ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニ
ウム 

第二 

552 100-61-8         Ｎ－メチルアニリン 第二 

553 2439-01-2 
６－メチル－１，３－ジチオロ［４，５－
ｂ］キノキサリン－２－オン   2-125 第二 

６－メチル－１，３－ジチオロ［４，５
－ｂ］キノキサリン－２－オン 第二 

554 99-55-8         ２－メチル－５－ニトロアニリン 第二 
555 60-34-4         メチルヒドラジン 第二 

556 82657-04-3         

２－メチル－１，１’－ビフェニル－３
－イルメチル＝（Ｚ）－３－（２－クロ
ロ－３，３，３－トリフルオロ－１－プ
ロペニル）－２，２－ジメチルシクロプ
ロパンカルボキシラート（別名ビフェン
トリン） 

第二 

557 10605-21-7 
メチル＝ベンゾイミダゾール－２－イルカ
ルバマート 

カルベンダジ
ム 1-491 第一 メチル＝ベンゾイミダゾール－２－イル

カルバマート（別名カルベンダジム） 第二 

558 101-61-1         ４，４’－メチレンビス（Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアニリン） 

第二 

559 6864-37-5         ４，４’－メチレンビス（２－メチルシ
クロヘキサンアミン） 第二 

560 10034-93         硫酸ヒドラジン 第二 

561 1241-94-7         りん酸（２－エチルヘキシル）ジフェニ
ル 

第二 

562 2528-36-1 りん酸ジブチル＝フェニル   1-509 第一 りん酸ジ－ノルマル－ブチル＝フェニル 第二 
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563 13189-00-9 亜鉛＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）   1-002 第一 
564 103-11-7 アクリル酸２－エチルヘキシル   1-005 第一 
565   アクリル酸重合物   1-008 第一 
566 25212-19-5 アジピン酸、（Ｎ－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン又はＮ，Ｎ’－ビ

ス（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン）と２－（クロロメチル）オキシラ
ンの重縮合物 

  1-013 第一 

567 103-23-1 アジピン酸ジ－２－エチルヘキシル   1-014 第一 
568 123-54-6 アセチルアセトン   1-015 第一 
569 337458-27-

2 
１－アセチル－１，２，３，４－テトラヒドロ－３－［（３－ピリジルメチル）アミ
ノ］－６－［１，２，２，２－テトラフルオロ－１－（トリフルオロメチル）エチル］
キナゾリン－２－オン 

ピリフルキナ
ゾン 

1-016 第一 

570 95-55-6 オルト－アミノフェノール   1-024 第一 
571 27605-76-1 ３－アリルオキシ－１，２－ベンゾイソチアゾール－１，１－ジオキシド プロベナゾー

ル 
1-030 第一 

572 123-68-2 アリル＝ヘキサノアート   1-032 第一 
573 142-19-8 アリル＝ヘプタノアート   1-033 第一 
574   ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの

構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１
８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミ
ド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 

  1-035 第一 

575   （３－アルカンアミドプロピル）（メチル）［２－（アルカノイルオキシ）エチル］ア
ンモニウム＝クロリド（アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該ア
ルカン及び当該アルカノイルのそれぞれの炭素数が１４、１６又は１８のもの及びその
混合物に限る。） 

  1-036 第一 

576   アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が
８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オク
タデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン
－１－アミン並びにこれらの混合物 

  1-037 第一 

577 61791-26-2 アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が
８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重
付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９
Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混
合物 

  1-038 第一 

578   アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（ア
ルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が
１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ
（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの
及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれ
らの混合物 

  1-039 第一 

579 154518-36-
2 

アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキ
シ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該
アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０
のものを主成分とするものに限る。）に限る。） 

  1-040 第一 

580   アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素
数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満の
ものに限る。） 

  1-041 第一 

581   アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から
１６までのもの及びその混合物に限る。） 

  1-044 第一 

582 39148-24-8 アルミニウム＝トリス（エチル＝ホスホナート） ホセチル又は
ホセチルアル
ミニウム 

1-046 第一 

583 120-51-4 安息香酸ベンジル   1-047 第一 
584 84-65-1 アントラセン－９，１０－ジオン アントラキノ

ン 
1-050 第一 

585 9016-87-9 アルファ－（イソシアナトベンジル）－オメガ－（イソシアナトフェニル）ポリ［（イ
ソシアナトフェニレン）メチレン］ 

  1-052 第一 

586 101-21-3 イソプロピル＝３－クロロカルバニラート クロルプロフ
ァム又はＩＰ
Ｃ 

1-056 第一 

587 103-95-7 ３－（４－イソプロピルフェニル）－２－メチルプロパナール   1-057 第一 
588 3228-02-2 ４－イソプロピル－３－メチルフェノール   1-058 第一 
589 57520-17-9 １，１’－（イミノジオクタメチレン）ジグアニジン＝トリアセタート イミノクタジ

ン酢酸塩 
1-061 第一 

590 16219-75-3 エチリデンノルボルネン   1-063 第一 
591 1678-91-7 エチルシクロヘキサン   1-065 第一 
592 14698-29-4 ５－エチル－５，８－ジヒドロ－８－オキソ－［１，３］ジオキソロ［４，５－ｇ］キ

ノリン－７－カルボン酸 
オキソリニッ
ク酸 

1-066 第一 

593   Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩   1-067 第一 
594 111-76-2 エチレングリコールモノブチルエーテル ブチルセロソ

ルブ 
1-077 第一 

595 60-00-4 エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩   1-080 第一 
596 105024-66-

6 
（４－エトキシフェニル）［３－（４－フルオロ－３－フェノキシフェニル）プロピ
ル］ジメチルシラン 

シラフルオフ
ェン 

1-084 第一 

597   塩化直鎖パラフィン（炭素数が１４から１７までのもの及びその混合物に限る。）   1-090 第一 
598 7790-93-4 塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩   1-091 第一 
599 106-02-5 オキサシクロヘキサデカン－２－オン   1-092 第一 
600 32536-52-0 オクタブロモジフェニルエーテル   1-095 第一 
601 556-67-2 オクタメチルシクロテトラシロキサン   1-096 第一 
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602   過塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、マグネシウム塩及び
リチウム塩 

  1-097 第一 

603 79-21-0 過酢酸   1-098 第一 
604 3699-30-7 カリウム＝ジエチルジチオカルバマート   1-100 第一 
605   グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナト

リウム塩 
  1-108 第一 

606 122548-33-
8 

１－（２－クロロイミダゾ［１，２－ａ］ピリジン－３－イルスルホニル）－３－
（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イル）尿素 

イマゾスルフ
ロン 

1-114 第一 

607 87392-12-
9, 178961-
20-1*16 

２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－［（１Ｓ）－２－メトキシ－１－メチルエチル］－
６’－メチルアセトアニリド及び２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－［（１Ｒ）－２－メ
トキシ－１－メチルエチル］－６’－メチルアセトアニリドの混合物（２－クロロ－
２’－エチル－Ｎ－［（１Ｓ）－２－メトキシ－１－メチルエチル］－６’－メチルア
セトアニリドの含有率が８０重量パーセント以上のものに限る。） 

Ｓ－メトラク
ロール 

1-119 第一 

608 110956-75-
7 

３－（４－クロロ－５－シクロペンチルオキシ－２－フルオロフェニル）－５－イソプ
ロピリデン－１，３－オキサゾリジン－２，４－ジオン 

ペントキサゾ
ン 

1-126 第一 

609 3380-34-5 ５－クロロ－２－（２，４－ジクロロフェノキシ）フェノール トリクロサン 1-127 第一 
610 123572-88-

3 
（ＲＳ）－５－クロロ－Ｎ－（１，３－ジヒドロ－１，１，３－トリメチルイソベンゾ
フラン－４－イル）－１，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド 

フラメトピル 1-128 第一 

611 223580-51-
6 

３’－クロロ－４，４’－ジメチル－１，２，３－チアジアゾール－５－カルボキサニ
リド 

チアジニル 1-131 第一 

612 87674-68-8 （ＲＳ）－２－クロロ－Ｎ－（２，４－ジメチル－３－チエニル）－Ｎ－（２－メトキ
シ－１－メチルエチル）アセトアミド 

ジメテナミド 1-132 第一 

613 163515-14-
8 

（Ｓ）－２－クロロ－Ｎ－（２，４－ジメチル－３－チエニル）－Ｎ－（２－メトキシ
－１－メチルエチル）アセトアミド 

ジメテナミド
Ｐ 

1-133 第一 

614 868680-84-
6 

３－クロロ－Ｎ－（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イルカルバモイル）－１－メ
チル－４－（５－メチル－５，６－ジヒドロ－１，４，２－ジオキサジン－３－イル）
ピラゾール－５－スルホンアミド 

メタゾスルフ
ロン 

1-134 第一 

615 153719-23-
4 

３－（２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イルメチル）－５－メチル－Ｎ－ニトロ
－１，３，５－オキサジアジナン－４－イミン 

チアメトキサ
ム 

1-135 第一 

616 210880-92-
5 

（Ｅ）－１－（２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イルメチル）－３－メチル－２
－ニトログアニジン 

クロチアニジ
ン 

1-136 第一 

617 135410-20-
7 

トランス－Ｎ－（６－クロロ－３－ピリジルメチル）－Ｎ’－シアノ－Ｎ－メチルアセ
トアミジン 

アセタミプリ
ド 

1-141 第一 

618 138261-41-
3 

１－（６－クロロ－３－ピリジルメチル）－Ｎ－ニトロイミダゾリジン－２－イリデン
アミン 

イミダクロプ
リド 

1-142 第一 

619 111988-49-
9 

３－（６－クロロピリジン－３－イルメチル）－１，３－チアゾリジン－２－イリデン
シアナミド 

チアクロプリ
ド 

1-143 第一 

620 473278-76-
1 

２－［２－クロロ－４－メシル－３－［（テトラヒドロフラン－２－イルメトキシ）メ
チル］ベンゾイル］シクロヘキサン－１，３－ジオン 

テフリルトリ
オン 

1-152 第一 

621 156963-66-
5 

３－（２－クロロ－４－メシルベンゾイル）－４－フェニルスルファニルビシクロ
［３．２．１］オクタ－３－エン－２－オン 

ベンゾビシク
ロン 

1-153 第一 

622 799247-52-
2 

（Ｅ）－Ｎ－［２－クロロ－５－［１－（６－メチルピリジン－２－イルメトキシイミ
ノ）エチル］ベンジル］カルバミン酸メチル 

ピリベンカル
ブ 

1-155 第一 

623 142-92-7 酢酸ヘキシル   1-159 第一 
624 119-36-8 サリチル酸メチル   1-161 第一 
625 38640-62-9 ジイソプロピルナフタレン   1-165 第一 
626 111-42-2 ジエタノールアミン   1-166 第一 
627 112-34-5 ジエチレングリコールモノブチルエーテル   1-170 第一 
628 105-95-3 １，４－ジオキサシクロヘプタデカン－５，１７－ジオン   1-172 第一 
629 110-82-7 シクロヘキサン   1-176 第一 
630 10461-98-0 シクロヘキシリデン（フェニル）アセトニトリル   1-177 第一 
631 110-83-8 シクロヘキセン   1-179 第一 
632 156-59-2, 

156-60-5 
１，２－ジクロロエチレン   1-183 第一 

633 64359-81-5 ４，５－ジクロロ－２－オクチルイソチアゾール－３（２Ｈ）－オン   1-184 第一 
634 224049-04-

1 
３，４－ジクロロ－２’－シアノ－１，２－チアゾール－５－カルボキサニリド イソチアニル 1-185 第一 

635 106917-52-
6 

２’，４－ジクロロ－アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－４’－ニトロ－
メタ－トルエンスルホンアニリド 

フルスルファ
ミド 

1-191 第一 

636 57018-04-9 Ｏ－（２，６－ジクロロ－パラ－トリル）＝Ｏ，Ｏ－ジメチル＝ホスホロチオアート トルクロホス
メチル 

1-192 第一 

637 212201-70-
2 

１－（２，４－ジクロロフェニル）－Ｎ－（２，４－ジフルオロフェニル）－Ｎ－イソ
プロピル－５－オキソ－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－４－カ
ルボキサミド 

イプフェンカ
ルバゾン 

1-195 第一 

638 32809-16-8 Ｎ－（３，５－ジクロロフェニル）－１，２－ジメチルシクロプロパン－１，２－ジカ
ルボキシミド 

プロシミドン 1-196 第一 

639 41205-21-4 ２，３－ジクロロ－Ｎ－４－フルオロフェニルマレイミド フルオルイミ
ド 

1-203 第一 

640 84496-56-0 ２－（２，４－ジクロロ－３－メチルフェノキシ）プロピオンアニリド クロメプロッ
プ 

1-214 第一 

641 81103-11-9 （３Ｒ，４Ｓ，５Ｓ，６Ｒ，７Ｒ，９Ｒ，１１Ｒ，１２Ｒ，１３Ｓ，１４Ｒ）－４－
［（２，６－ジデオキシ－３－Ｃ－メチル－３－Ｏ－メチル－アルファ－Ｌ－リボ－ヘ
キソピラノシル）オキシ］－１４－エチル－１２，１３－ジヒドロキシ－７－メトキシ
－３，５，７，９，１１，１３－ヘキサメチル－６－［［３，４，６－トリデオキシ－
３－（ジメチルアミノ）－ベータ－Ｄ－キシロ－ヘキソピラノシル］オキシ］オキサシ
クロテトラデカン－２，１０－ジオン 

クラリスロマ
イシン 

1-223 第一 

642   ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩   1-224 第一 
643 426821-53-

6 
四ナトリウム＝５，８－ビス（カルボジチオアト）－２，５，８，１１，１４－ペンタ
アザペンタデカンビス（ジチオアート） 

  1-225 第一 

644 57-41-0 ５，５－ジフェニル－２，４－イミダゾリジンジオン   1-230 第一 
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645 131341-86-
1 

４－（２，２－ジフルオロ－１，３－ベンゾジオキソール－４－イル）－１Ｈ－ピロー
ル－３－カルボニトリル 

フルジオキソ
ニル 

1-233 第一 

646 52888-80-9 Ｎ，Ｎ－ジプロピルチオカルバミン酸＝Ｓ－ベンジル プロスルホカ
ルブ 

1-234 第一 

647 130000-40-
7 

２’，６’－ジブロモ－２－メチル－４’－トリフルオロメトキシ－４－トリフルオロ
メチル－１，３－チアゾール－５－カルボキサニリド 

チフルザミド 1-239 第一 

648 79-57-2 （４Ｓ，４ａＲ，５Ｓ，５ａＲ，６Ｓ，１２ａＳ）－４－（ジメチルアミノ）－３，
５，６，１０，１２，１２ａ－ヘキサヒドロキシ－６－メチル－１，１１－ジオキソ－
１，４，４ａ，５，５ａ，６，１１，１２ａ－オクタヒドロテトラセン－２－カルボキ
サミド 

オキシテトラ
サイクリン 

1-244 第一 

649 4849-32-5 ３－（３，３－ジメチルウレイド）フェニル＝ターシャリ－ブチルカルバマート カルブチレー
ト 

1-246 第一 

650 105-87-3 （２Ｅ）－３，７－ジメチルオクタ－２，６－ジエニル＝アセタート 酢酸ゲラニル 1-247 第一 
651 124-28-7 Ｎ，Ｎ－ジメチルオクタデシルアミン   1-248 第一 
652 78-69-3 ３，７－ジメチルオクタン－３－オール   1-249 第一 
653   ジメチル（１－フェニルエチル）ベンゼン   1-256 第一 
654 283594-90-

1 
３，３－ジメチルブタン酸＝３－メシチル－２－オキソ－１－オキサスピロ［４．４］
ノナ－３－エン－４－イル 

スピロメシフ
ェン 

1-258 第一 

655 183675-82-
3 

（ＲＳ）－Ｎ－［２－（１，３－ジメチルブチル）－３－チエニル］－１－メチル－３
－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド 

ペンチオピラ
ド 

1-259 第一 

656 494793-67-
8 

２’－［（ＲＳ）－１，３－ジメチルブチル］－５－フルオロ－１，３－ジメチルピラ
ゾール－４－カルボキサニリド 

ペンフルフェ
ン 

1-261 第一 

657 560121-52-
0 

２，２－ジメチルプロパン酸＝（Ｅ）－２－（４－ターシャリ－ブチルフェニル）－２
－シアノ－１－（１，３，４－トリメチルピラゾール－５－イル）ビニル 

シエノピラフ
ェン 

1-262 第一 

658 85785-20-2 Ｎ－（１，２－ジメチルプロピル）－Ｎ－エチルチオカルバミン酸Ｓ－ベンジル エスプロカル
ブ 

1-263 第一 

659 79-92-5 ２，２－ジメチル－３－メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタン カンフェン 1-265 第一 
660 272451-65-

7 
Ｎ’－［１，１－ジメチル－２－（メチルスルホニル）エチル］－３－ヨード－Ｎ－
［２－メチル－４－［１，２，２，２－テトラフルオロ－１－（トリフルオロメチル）
エチル］フェニル］フタルアミド 

フルベンジア
ミド 

1-266 第一 

661 110-71-4 １，２－ジメトキシエタン   1-267 第一 
662 83055-99-6 アルファ－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルカルバモイルスルファモイル）－

オルト－トルイル酸メチル 
ベンスルフロ
ンメチル 

1-268 第一 

663 135186-78-
6 

（ＲＳ）－７－（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イルチオ）－３－メチル－２－
ベンゾフラン－１（３Ｈ）－オン 

ピリフタリド 1-269 第一 

664   有機スズ化合物（ビス（トリブチルスズ）＝オキシドを除く。）   1-274 第一 
665   セリウム及びその化合物   1-276 第一 
666   タリウム及びその化合物   1-279 第一 
667   炭化けい素   1-280 第一 
668 554-13-2 炭酸リチウム   1-281 第一 
669 1111-67-7 チオシアン酸銅（Ⅰ）   1-283 第一 
670 2636-26-2 チオりん酸Ｏ－４－シアノフェニル－Ｏ，Ｏ－ジメチル シアノホス又

はＣＹＡＰ 
1-285 第一 

671 57-92-1 １，１’－［（１Ｒ，２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ，５Ｒ，６Ｓ）－４－［［５－デオキシ－２－
Ｏ－［２－デオキシ－２－（メチルアミノ）－アルファ－Ｌ－グルコピラノシル］－３
－Ｃ－ホルミル－アルファ－Ｌ－リキソフラノシル］オキシ］－２，５，６－トリヒド
ロキシシクロヘキサン－１，３－ジイル］ジグアニジン 

ストレプトマ
イシン 

1-292 第一 

672 168316-95-
8 

（２Ｒ，３ａＳ，５ａＲ，５ｂＳ，９Ｓ，１３Ｓ，１４Ｒ，１６ａＳ，１６ｂＲ）－２
－［（６－デオキシ－２，３，４－トリ－Ｏ－メチル－アルファ－Ｌ－マンノピラノシ
ル）オキシ］－１３－［［４－（ジメチルアミノ）－２，３，４，６－テトラデオキシ
－ベータ－Ｄ－エリトロ－ヘキソピラノシル］オキシ］－９－エチル－１４－メチル－
２，３，３ａ，５ａ，５ｂ，６，９，１０，１１，１２，１３，１４，１６ａ，１６ｂ
－テトラデカヒドロ－１Ｈ－ａｓ－インダセノ［３，２－ｄ］オキサシクロドデシン－
７，１５－ジオン（別名スピノシンＡ）及び（２Ｓ，３ａＲ，５ａＳ，５ｂＳ，９Ｓ，
１３Ｓ，１４Ｒ，１６ａＳ，１６ｂＳ）－２－［（６－デオキシ－２，３，４－トリ－
Ｏ－メチル－アルファ－Ｌ－マンノピラノシル）オキシ］－１３－［［４－（ジメチル
アミノ）－２，３，４，６－テトラデオキシ－ベータ－Ｄ－エリトロ－ヘキソピラノシ
ル］オキシ］－９－エチル－４，１４－ジメチル－２，３，３ａ，５ａ，５ｂ，６，
９，１０，１１，１２，１３，１４，１６ａ，１６ｂ－テトラデカヒドロ－１Ｈ－ａｓ
－インダセノ［３，２－ｄ］オキサシクロドデシン－７，１５－ジオン（別名スピノシ
ンＤ）の混合物 

スピノサド 1-293 第一 

673 112-31-2 デカナール デシルアルデ
ヒド 

1-294 第一 

674 109-99-9 テトラヒドロフラン   1-302 第一 
675 116-14-3 テトラフルオロエチレン   1-304 第一 
676 22898-01-7 ２，２，３，３－テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム テトラピオン

又はフルプロ
パネートナト
リウム塩 

1-305 第一 

677   テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド   1-307 第一 
678 32388-55-9 １－［（１Ｒ，２Ｒ，５Ｓ，７Ｒ）－２，６，６，８－テトラメチルトリシクロ［５．

３．１．０（１，５）］ウンデカ－８－エン－９－イル］エタノン 
  1-310 第一 

679   テルル及びその化合物   1-311 第一 
680 112-55-0 ドデカン－１－チオール   1-316 第一 
681 683-10-3 ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート   1-317 第一 
682 108-78-1 １，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン メラミン 1-319 第一 
683 122-20-3 トリイソプロパノールアミン   1-320 第一 
684 1116-76-3 トリオクチルアミン   1-322 第一 
685 133-06-2 Ｎ－（トリクロロメチルチオ）－１，２，３，６－テトラヒドロフタルイミド キャプタン 1-333 第一 
686 68912-13-0 トリシクロ［５．２．１．０（２，６）］デカ－４－エン－３－イル＝プロピオナート   1-334 第一 
687 75-50-3 トリメチルアミン   1-338 第一 
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688   トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩   1-339 第一 
689 79-77-6 （Ｅ）－４－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサ－１－エン－１－イル）ブタ－３

－エン－２－オン 
  1-340 第一 

690   Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩   1-341 第一 
691 95-63-6, 

108-67-8, 
526-73-8, 
25551-13-7 

トリメチルベンゼン   1-342 第一 

692 97593-00-5 ２，４，４－トリメチルペンタ－１－エン及び２，４，４－トリメチルペンタ－２－エ
ンの混合物 

  1-343 第一 

693 2530-83-8 トリメトキシ－［３－（オキシラン－２－イルメトキシ）プロピル］シラン   1-344 第一 
694   ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及び

その混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの
炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 

  1-348 第一 

695 3811-73-2 ナトリウム＝１－オキソ－１ラムダ（５）－ピリジン－２－チオラート   1-349 第一 
696 88380-00-1 ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート   1-350 第一 
697   鉛及びその化合物   1-353 特定

第一 
698 139-13-9 ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩   1-356 第一 
699 30525-89-4 パラホルムアルデヒド   1-364 第一 
700   ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、か

つ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物
に限る。） 

  1-365 第一 

701 7287-19-6 ２，４－ビス（イソプロピルアミノ）－６－メチルチオ－１，３，５－トリアジン プロメトリン 1-366 第一 
702 142-16-5 ビス（２－エチルヘキシル）＝（Ｚ）－ブタ－２－エンジオアート   1-368 第一 
703 14915-37-8 ビス（２－スルフィドピリジン－１－オラト）銅   1-372 第一 
704 13463-41-7 （Ｔ－４）－ビス［２－（チオキソ－カッパＳ）－ピリジン－１（２Ｈ）－オラト－カ

ッパＯ］亜鉛（Ⅱ） 
  1-373 第一 

705 52829-07-9 ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）＝セバケート   1-374 第一 
706 56-35-9 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド   1-375 特定

第一 
707   Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であ

り、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びそ
の混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９
－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデ
カ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 

  1-376 第一 

708   （１－ヒドロキシエタン－１，１－ジイル）ジホスホン酸並びにそのカリウム塩及びナ
トリウム塩 

  1-380 第一 

709 120-57-0 ピペロナール ヘリオトロピ
ン 

1-385 第一 

710 117-84-0 フタル酸ジオクチル   1-394 第一 
711 28159-98-0 ２－ターシャリ－ブチルアミノ－４－シクロプロピルアミノ－６－メチルチオ－１，

３，５－トリアジン 
  1-398 第一 

712 3006-82-4 ターシャリ－ブチル＝２－エチルペルオキシヘキサノアート   1-400 第一 
713 88-41-5 ２－ターシャリ－ブチルシクロヘキシル＝アセタート   1-405 第一 
714 32210-23-4 ４－ターシャリ－ブチルシクロヘキシル＝アセタート   1-406 第一 
715 34014-18-1 １－（５－ターシャリ－ブチル－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）－１，３－

ジメチル尿素 
テブチウロン 1-408 第一 

716 400882-07-
7 

２－（４－ターシャリ－ブチルフェニル）－２－シアノ－３－オキソ－３－（２－トリ
フルオロメチルフェニル）プロパン酸＝２－メトキシエチル 

シフルメトフ
ェン 

1-409 第一 

717 18127-01-0 ３－（４－ターシャリ－ブチルフェニル）プロパナール   1-410 第一 
718 80-54-6 ３－（４－ターシャリ－ブチルフェニル）－２－メチルプロパナール   1-411 第一 
719 88-18-6 ２－ターシャリ－ブチルフェノール   1-412 第一 
720 7580-85-0 ２－ターシャリ－ブトキシエタノール   1-416 第一 
721 98-01-1 フルフラール   1-418 第一 
722 122453-73-

0 
４－ブロモ－２－（４－クロロフェニル）－１－エトキシメチル－５－（トリフルオロ
メチル）ピロール－３－カルボニトリル 

クロルフェナ
ピル 

1-421 第一 

723 500008-45-
7 

３－ブロモ－Ｎ－［４－クロロ－２－メチル－６－（メチルカルバモイル）フェニル］
－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド 

クロラントラ
ニリプロール 

1-422 第一 

724 348635-87-
0 

３－（３－ブロモ－６－フルオロ－２－メチルインドール－１－イルスルホニル）－
Ｎ，Ｎ－ジメチル－１，２，４－トリアゾール－１－スルホンアミド 

アミスルブロ
ム 

1-426 第一 

725 4719-04-4 ヘキサヒドロ－１，３，５－トリス（２－ヒドロキシエチル）－１，３，５－トリアジ
ン 

  1-432 第一 

726 1222-05-5 ４，６，６，７，８，８－ヘキサメチル－１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロシク
ロペンタ［ｇ］イソクロメン 

  1-433 第一 

727 1071-93-8 ヘキサンジヒドラジド   1-437 第一 
728 6259-76-3 ヘキシル＝２－ヒドロキシベンゾアート   1-438 第一 
729 592-41-6 １－ヘキセン   1-439 第一 
730 1024-57-3 １，４，５，６，７，８，８－ヘプタクロロ－２，３－エポキシ－２，３，３ａ，４，

７，７ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン 
ヘプタクロル
エポキシド 

1-441 第一 

731 142-82-5 ヘプタン   1-442 第一 
732 104-67-6 ５－ヘプチルオキソラン－２－オン   1-443 第一 
733   ペルフルオロオクタン酸（別名ＰＦＯＡ）及びその塩   1-446 第一 
734 101-86-0 ２－ベンジリデンオクタナール   1-449 第一 
735 1205-17-0 ３－（１，３－ベンゾジオキソール－５－イル）－２－メチルプロパナール   1-454 第一 
736 108-24-7 無水酢酸   1-466 第一 
737 108-10-1 メチルイソブチルケトン   1-472 第一 
738 24851-98-7 メチル＝２－（３－オキソ－２－ペンチルシクロペンチル）アセタート   1-473 第一 
739 110-25-8 ２－［メチル－［（Ｚ）－オクタデカ－９－エノイル］アミノ］酢酸 オレオイルザ

ルコシン 
1-474 第一 
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740 137-42-8 Ｎ－メチルジチオカルバミン酸ナトリウム メタムナトリ
ウム塩 

1-480 第一 

741 7396-58-9 Ｎ－メチルジデカン－１－イルアミン   1-481 第一 
742 22936-75-0 ２－メチルチオ－４－エチルアミノ－６－（１，２－ジメチルプロピルアミノ）－ｓ－

トリアジン 
ジメタメトリ
ン 

1-483 第一 

743 111-82-0 メチル＝ドデカノアート   1-484 第一 
744 127-51-5 （Ｅ）－３－メチル－４－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサ－２－エン－１－イ

ル）ブタ－３－エン－２－オン 
  1-485 第一 

745 165252-70-
0 

（ＲＳ）－１－メチル－２－ニトロ－３－（テトラヒドロ－３－フリルメチル）グアニ
ジン 

ジノテフラン 1-487 第一 

746 872-50-4 Ｎ－メチル－２－ピロリドン   1-489 第一 
747 75-66-1 ２－メチルプロパン－２－チオール   1-490 第一 
748   ３－メチルペンタ－３－エン－２－オンと３－メチリデン－７－メチルオクタ－１，６

－ジエンの反応生成物であって、１－（２，３，８，８－テトラメチル－１，２，３，
４，５，６，７，８－オクタヒドロ－２－ナフチル）エタノン、１－（２，３，８，８
－テトラメチル－１，２，３，４，６，７，８，８ａ－オクタヒドロ－２－ナフチル）
エタノン及び１－（２，３，８，８－テトラメチル－１，２，３，５，６，７，８，８
ａ－オクタヒドロ－２－ナフチル）エタノンの混合物を８０重量パーセント以上含有す
るもの 

  1-492 第一 

749 536-90-3 ３－メトキシアニリン   1-499 第一 
750 133408-50-

1 
（Ｅ）－２－メトキシイミノ－Ｎ－メチル－２－（２－フェノキシフェニル）アセトア
ミド 

メトミノスト
ロビン 

1-500 第一 

751 111-77-3 ２－（２－メトキシエトキシ）エタノール   1-501 第一 
752 111-96-6 １－メトキシ－２－（２－メトキシエトキシ）エタン   1-504 第一 
753 68515-88-8 硫化（２，４，４－トリメチルペンテン）   1-506 第一 
754 77-78-1 硫酸ジメチル   1-507 第一 
755 999-61-1 アクリル酸２－ヒドロキシプロピル   2-002 第二 
756 2797-51-5 ２－アミノ－３－クロロ－１，４－ナフトキノン ＡＣＮ 2-004 第二 
757 81510-83-0 イソプロピルアンモニウム＝（ＲＳ）－２－（４－イソプロピル－４－メチル－５－オ

キソ－２－イミダゾリン－２－イル）ニコチナート 
イマザピル又
はイマザピル
イソプロピル
アミン塩 

2-005 第二 

758 1338-23-4 エチルメチルケトンペルオキシド   2-008 第二 
759 91-53-2 ６－エトキシ－１，２－ジヒドロ－２，２，４－トリメチルキノリン エトキシキン 2-009 第二 
760 98-88-4 塩化ベンゾイル   2-013 第二 
761 111-65-9 オクタン   2-014 第二 
762 111-88-6 オクタン－１－チオール   2-015 第二 
763 999-81-5 （２－クロロエチル）トリメチルアンモニウム＝クロリド   2-016 第二 
764 542-18-7 クロロシクロヘキサン   2-017 第二 
765 101463-69-

8 
１－［４－［２－クロロ－４－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－２－フルオロフ
ェニル］－３－（２，６－ジフルオロベンゾイル）尿素 

フルフェノク
スロン 

2-019 第二 

766 150824-47-
8 

（Ｅ）－Ｎ－［（６－クロロ－３－ピリジル）メチル］－Ｎ－エチル－Ｎ’－メチル－
２－ニトロエテン－１，１－ジアミン 

ニテンピラム 2-022 第二 

767 88402-43-1 Ｎ－（４－クロロフェニル）－１－シクロヘキセン－１，２－ジカルボキシミド クロルフタリ
ム 

2-025 第二 

768 35367-38-5 １－（４－クロロフェニル）－３－（２，６－ジフルオロベンゾイル）尿素 ジフルベンズ
ロン 

2-026 第二 

769 110488-70-
5 

４－［３－（４－クロロフェニル）－３－（３，４－ジメトキシフェニル）アクリロイ
ル］モルホリン 

ジメトモルフ 2-027 第二 

770 116-29-0 ４－クロロフェニル＝２，４，５－トリクロロフェニル＝スルホン テトラジホン 2-029 第二 
771 134074-64-

9 
［２－［３－（４－クロロフェニル）プロピル］－２，４，４－トリメチル－１，３－
オキサゾリジン－３－イル］（１Ｈ－イミダゾール－１－イル）メタノン 

  2-031 第二 

772 96-24-2 ３－クロロ－１，２－プロパンジオール   2-032 第二 
773 688046-61-

9 
（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルピリジン－３－イル）（２，３，４－トリメ
トキシ－６－メチルフェニル）メタノン 

ピリオフェノ
ン 

2-034 第二 

774 102851-06-
9 

（ＲＳ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝Ｎ－（２－クロロ－アルフ
ァ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－パラ－トリル）－Ｄ－バリナート 

フルバリネー
ト 

2-038 第二 

775 52315-07-8 アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート 

シペルメトリ
ン 

2-039 第二 

776 136849-15-
5 

１－［２－（シクロプロピルカルボニル）アニリノスルホニル］－３－（４，６－ジメ
トキシピリミジン－２－イル）尿素 

シクロスルフ
ァムロン 

2-043 第二 

777 121552-61-
2 

４－シクロプロピル－６－メチル－Ｎ－フェニルピリミジン－２－アミン シプロジニル 2-044 第二 

778 210631-68-
8 

［３－（４，５－ジヒドロイソオキサゾール－３－イル）－４－メシル－２－メチルフ
ェニル］（５－ヒドロキシ－１－メチルピラゾール－４－イル）メタノン 

  2-054 第二 

779 83164-33-4 ２’，４’－ジフルオロ－２－（３－トリフルオロメチルフェノキシ）ニコチンアニリ
ド 

  2-057 第二 

780 115-95-7 ３，７－ジメチルオクタ－１，６－ジエン－３－イル＝アセタート 酢酸リナリル 2-059 第二 
781 106-24-1 （Ｅ）－３，７－ジメチルオクタ－２，６－ジエン－１－オール ゲラニオール 2-060 第二 
782 97886-45-8 Ｓ，Ｓ’－ジメチル＝２－ジフルオロメチル－４－イソブチル－６－トリフルオロメチ

ルピリジン－３，５－ジカルボチオアート 
ジチオピル 2-061 第二 

783 112-75-4 Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミン   2-062 第二 
784 131475-57-

5 
（ＲＳ）－Ｎ－［２－（３，５－ジメチルフェノキシ）－１－メチルエチル］－６－
（１－フルオロ－１－メチルエチル）－１，３，５－トリアジン－２，４－ジアミン 

トリアジフラ
ム 

2-063 第二 

785 148477-71-
8 

２，２－ジメチルブタン酸＝３－（２，４－ジクロロフェニル）－２－オキソ－１－オ
キサスピロ［４．５］デカ－３－エン－４－イル 

スピロジクロ
フェン 

2-064 第二 

786 91-17-8 デカヒドロナフタレン   2-068 第二 
787 15875-13-5 １，３，５－トリス［３－（ジメチルアミノ）プロピル］ヘキサヒドロ－１，３，５－

トリアジン 
  2-072 第二 

788 118-96-7 ２，４，６－トリニトロトルエン   2-073 第二 
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管理 
番号 
※1 

CAS登録 
番号※2 

2021改正物質名※3 2021改正別名
※4 

2021 
改正 
政令 
番号 
※5 

2021 
改正 
種別 
※6 

789 125-12-2 （１Ｒ，２Ｒ，４Ｒ）－１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２
－イル＝アセタート及び（１Ｓ，２Ｓ，４Ｓ）－１，７，７－トリメチルビシクロ
［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アセタートの混合物 

イソボルニル
＝アセテート 

2-075 第二 

790 79-24-3 ニトロエタン   2-079 第二 
791 111-84-2 ノナン   2-081 第二 
792 3296-90-0 ２，２－ビス（ブロモメチル）プロパン－１，３－ジオール ジブロモネオ

ペンチルグリ
コール 

2-082 第二 

793 7779-90-0 ビス（りん酸）三亜鉛   2-084 第二 
794 94-13-3 ４－ヒドロキシ安息香酸プロピル パラオキシ安

息香酸プロピ
ル 

2-085 第二 

795 65405-77-8 ２－ヒドロキシ安息香酸（Ｚ）－３－ヘキセニル   2-086 第二 
796 103-60-6 ２－フェノキシエチル＝イソブチレート   2-089 第二 
797 92-84-2 フェノチアジン   2-090 第二 
798 110-65-6 ブタ－２－イン－１，４－ジオール   2-091 第二 
799 84-69-5 フタル酸ジイソブチル   2-093 第二 
800 119-06-2 フタル酸ジトリデシル   2-095 第二 
801 1861-40-1 Ｎ－ブチル－Ｎ－エチル－アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，６－ジ

ニトロ－パラ－トルイジン 
ベスロジン又
はベンフルラ
リン 

2-096 第二 

802 55861-78-4 ３－（５－ターシャリ－ブチル－１，２－オキサゾール－３－イル）－１，１－ジメチ
ル尿素 

イソウロン 2-098 第二 

803 55406-53-6 Ｎ－ブチルカルバミド酸＝３－ヨード－２－プロピニル   2-099 第二 
804 5902-51-2 ３－ターシャリ－ブチル－５－クロロ－６－メチルウラシル ターバシル 2-100 第二 
805 39807-15-3 ５－ターシャリ－ブチル－３－［２，４－ジクロロ－５－（プロパ－２－イン－１－イ

ルオキシ）フェニル］－１，３，４－オキサジアゾール－２（３Ｈ）－オン 
オキサジアル
ギル 

2-101 第二 

806 81-14-1 １－（４－ターシャリ－ブチル－２，６－ジメチル－３，５－ジニトロフェニル）エタ
ノン 

  2-102 第二 

807 161050-58-
4 

１－ターシャリ－ブチル－１－（３，５－ジメチルベンゾイル）－２－（３－メトキシ
－２－メチルベンゾイル）ヒドラジン 

メトキシフェ
ノジド 

2-104 第二 

808 142459-58-
3 

４’－フルオロ－Ｎ－イソプロピル－２－（５－トリフルオロメチル－１，３，４－チ
アジアゾール－２－イルオキシ）アセトアニリド 

フルフェナセ
ット 

2-111 第二 

809 51-03-6 ５－プロパン－１－イル－６－（２，５，８－トリオキサドデカン－１－イル）－１，
３－ベンゾジオキソール 

ピペロニルブ
トキシド 

2-112 第二 

810 736994-63-
1 

３－ブロモ－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－Ｎ－［４－シアノ－２－メチル
－６－（メチルカルバモイル）フェニル］－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド 

シアントラニ
リプロール 

2-113 第二 

811 116-15-4 ヘキサフルオロプロペン   2-114 第二 
812 123-66-0 ヘキサン酸エチル カプロン酸エ

チル 
2-115 第二 

813 122-40-7 ２－ベンジリデンヘプタナール   2-116 第二 
814 89-05-4 ベンゼン－１，２，４，５－テトラカルボン酸   2-117 第二 
815 75-12-7 ホルムアミド   2-118 第二 
816 80-26-2 ２－（４－メチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル）プロパン－２－イル＝アセター

ト 
酢酸テルピニ
ル 

2-124 第二 

817 6362-80-7 ４－メチル－２，４－ジフェニルペンタ－１－エン   2-126 第二 
818 13311-84-7 ２－メチル－Ｎ－［４－ニトロ－３－（トリフルオロメチル）フェニル］プロパンアミ

ド 
フルタミド 2-128 第二 

819 123-35-3 ７－メチル－３－メチレンオクタ－１，６－ジエン ミルセン 2-130 第二 
820 60-24-2 ２－メルカプトエタノール   2-131 第二 
821 78-97-7 ラクトニトリル   2-133 第二 
822 64-67-5 硫酸ジエチル   2-134 第二 

 
 
※１ 管理番号は政令番号とは異なるもので、化管法の政令改正により今後指定化学物質が追加・削除され
ても、同じ番号が維持される。PRTR制度においては、令和６年度の届出から現在の政令番号に代わり、本表
に記載されている管理番号が使用される方針である。 
 
※２ CAS登録番号は参考情報として掲載しているが、異性体等の存在もあるため、ＰＲＴＲ制度対象物質
か否かの判断は物質名及び別名で行うこと。該当するCAS登録番号が複数存在する物質は一部のみ掲載した。 
 
※３ 2021年（令和３年）に改正された特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関
する法律施行令（以下「2021(R3)改正」という）別表１（第一種指定化学物質）及び別表２（第二種指定化
学物質）を基にした名称を記載した。 
 
※４ 2021(R3)改正の政令名称に記載されている別名を記載した。 
 
※５ 2021(R3)改正別表１には号番号を算用数字にして３桁表記にしたものの前に「1-」を、同令別表２の
物質には号番号を算用数字にして３桁表記にしたものの前に「2-」を付して表記した。 
 
※６ 2021(R3)改正別表１の物質は「第一」、同令別表２の物質は「第二」、同令第４条で規定している特
定第一種指定化学物質は「特定第一」と記載した。 
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※７ 2008年（平成20年）に改正された特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関
する法律施行令（以下「2008(H20)改正」という）別表１（第一種指定化学物質）及び別表２（第二種指定
化学物質）を基にした名称を記載した。 
 
※８ 2008(H20)改正別表１の物質は「第一」、同令別表２の物質は「第二」、同令第４条で規定している
特定第一種指定化学物質は「特定第一」と記載した。 
 
※2021(R3)改正で削除された化学物質はセルの背景を灰色とした。 
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第９節 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 

（最終改正 平成30年７月４日法律第69号） 

 

１ 法の体系 

 

     国際的に協力して気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、条約及び

議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用

の合理化に関する措置等を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資する。 

 (1)     

  

 

 

             ●ＣＦＣ等の生産量及び消費量の基準制限 

              （長期的削減スケジュール） 

             ●オゾン層保護の意義、知識の普及等 

             ●オゾン層保護のための施策の実施に関する重要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的事項の公表 

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書 

(3) 

(注) ( )内の数字は、法の条文を示す。例えば、(1)は第１条を意味する。 

製造の規制 

外為法による輸入の承認 

指針に基づく指導等 

オゾン層や大気中ＣＦＣ等の監視 

(ＣＦＣ等製造者） 

(ＣＦＣ等を輸出した者)(17)、(18) 

(ＣＦＣ等破壊者)   (11) 

(4)～(16) 

(19) (20) (20) 

(20) 

(22) 

排出抑制・使用合理化の努力義務 

確実な破壊に関する基準 

特定物質に関する届出 輸出量等の経済産業大臣への届出 

製造量に上乗せできる破壊量の確認 

毎 年 度 の 製 造 量 の 許 可 

指針の策定 

所管大臣への意見 

目 的 
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２ モントリオール議定書の対象物質と規制スケジュール 

  

○モントリオール附属書Ａ 規制物質 

グループ 物 質 名 オゾン破壊係数 先進国に対する規制スケジュール 

グループⅠ 特定フロン 

 ＣＦＣ－11,12,114 

     113 

     115 

 

1.0 

0.8 

0.6 

1994年以降 1986年比75％削減 

1996年 全廃 

グループⅡ ハロン 

 ハロン-1211 

     1301 

         2402 

 

3.0 

10.0 

6.0 

1994年以降 全廃 

  

○同附属書Ｂ 規制物質 

グループ 物 質 名 オゾン破壊係数 先進国に対する規制スケジュール 

グループⅠ その他のＣＦＣ 1.0 
1994年以降 1986年比75％削減 

1996年 全廃 

グループⅡ 四塩化炭素 1.1 
1995年以降 1989年比75％削減 

1996年 全廃 

グループⅢ 1･1･1-トリクロロエタン 0.1 
1994年以降 1989年比50％削減 

1996年 全廃 

 

○同附属属書Ｃ 規制物質 

グループ 物 質 名 オゾン破壊係数 先進国に対する規制スケジュール 

グループⅠ ＨＣＦＣ 0.005～0.28 

1996年以降 基準量比100％ 

2004年       35％削減 

2010年       75％削減 

2015年       90％削減 

2020年   全廃 

※基準量＝HCFCの1989年消費量

算定値+CFCの1989年 

      消費算定値×0.028  

グループⅡ ＨＢＦＣ 0.1～14 1996年   全廃 

グループⅢ ブロモクロロメタン 0.12 2002年   全廃 

 

○同付属書Ｅ 規制物質 

グループ 物 質 名 オゾン破壊係数 先進国に対する規制スケジュール 

グループⅠ 臭化メチル 0.6 

1995年以降 1991年比100％ 

1999年       25％削減 

2001年       50％削減 

2003年       70％削減 

2005年   全廃 
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第10節 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

（通称：フロン排出抑制法） 

（平成13年法律第64号） 

（最終改正 令和元年６月５日法律第25号） 

１ フロン類及び特定製品 

 （１）フロン類 

     「フロン類」とは、オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）とハイドロクロ

ロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）、オゾン層破壊物質ではないが温室効果ガスであるハイドロフル

オロカーボン（ＨＦＣ）をいう。 

     フロン類の種類と冷媒番号 

     

 

 

 

 

 

   （２）第一種特定製品 

     次に掲げる機器のうち、業務用の機器（一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をい

う。）であって冷媒としてフロン類が充塡されているもの（第二種特定製品を除く。）をいう。 

① エアコンディショナー 

② 冷蔵機器及び冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。） 

 

 （３）第二種特定製品 

      使用済自動車の再資源化に関する法律（平成14年法律第87号）第２条第８項に規定する特定エ

アコンディショナーをいう。 

 

２ 第一種フロン類充塡回収業者に係る申請・届出・報告事項一覧 

番号 申請・届出・報告を必要とする場合 法令条文 届出様式 

１ 

登録の申請をする場合 法第27条 第一種フロン類充塡回収業者登

録（登録の更新）申請書 

（施行規則様式第１） 

２ 

登録の更新をする場合 法第30条 第一種フロン類充塡回収業者登

録（登録の更新）申請書 

（施行規則様式第１） 

３ 

上記１又は２の登録内容を変更しようとするとき 法第31条 第一種フロン類充塡回収業者登

録変更届出書 

（施行規則様式第２） 

４ 

フロン類の充塡及び回収量、自ら再生した量、フ
ロン類再生業者へ引き渡した量、フロン類破壊業
者に引き渡した量その他主務省令で定める事項を
報告する場合 

法第47条 第一種フロン類充塡回収業者の

フロン類充塡量及び回収量等に

関する報告書 

（施行規則様式第３） 

フロン類 冷    媒    番    号 

ＣＦＣ R11､R12､R113､R114､R115､R13､R500､R501､R502､R503､R505､R506 

ＨＣＦＣ R123､R124､R22､R401A､R402A､R403A､R405A､R406A､R408A､R409A､R411A､ 

R412A､R509A 

ＨＦＣ R23､R32､R125､R134a､R143a､R404A､R407C､R407E､R410A､R507A､R508A 
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３ フロン類の充塡に関する基準（施行規則第14条） 

充塡前 （１）充塡に先立つ確認 

・充塡前、点検等の記録の確認、外観の目視検査等により、冷媒の漏えい・故障等の有無 

やこれらに係る点検・修理の実施の有無を確認 

（２）管理者及び整備者への通知 

・確認の結果、点検・修理の実施を確認できない場合は、状況に応じて、点検の実施や修 

理を行う必要性を管理者及び整備者に説明 

（３）修理等を行うまでの充塡の禁止 

・フロン類の漏えい又は故障等を確認したときは、やむを得ない場合（フロン類の漏えい 

箇所を特定し、又は修理を行うことが著しく困難な場所に当該フロン類の漏えいが生じて 

いる場合）を除き、点検の結果又は修理により、現に漏えいが生じていないことが確認で 

きるまで充塡してはならない※１ 

充塡時 （４）冷媒の確認 

・充塡しようとするフロン類の種類が、法第87条第3号に基づき製品に表示されたもの又は 

当該フロン類よりＧＷＰが低く、使用して安全上支障がないものであるか確認 

・現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを充塡しようとする場合は、 

あらかじめ、当該特定製品の管理者の承諾を得ること 

（５）充塡中及び充塡後の漏えい防止措置 

・充塡中及び過充塡による使用中の漏えいが生じないよう必要な措置を実施 

（６）機器・充塡に係る十分な知見 

・十分な知見を有する者※２が自ら実施又は立会う 

※１ ただし、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために修理を行わ 

ずに応急的にフロン類を充塡することが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から60 日以内に修理 

を行うことが確実なときは、点検修理の前に１回に限り充塡を行うことができる 

※２ 「十分な知見を有する者（充塡時）」の例 

Ａ 冷媒フロン類取扱技術者 

第一種（一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 認定） 

第二種（一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 認定） 

Ｂ 一定の資格等を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習※３を受講した者 

一定の資格等の例 

・ 冷凍空調技士（日本冷凍空調学会） 

・ 高圧ガス製造保安責任者：冷凍機械（高圧ガス保安協会） 

・ 上記保安責任者（冷凍機械以外）であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に５年以上 

従事した者 

・ 冷凍空気調和機器施工技能士（中央職業能力開発協会） 

・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者 

・ 自動車電気装置整備士（対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。）（ただし、平成２０ 

年３月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成２０年３月以前に当該資 

格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。） 

Ｃ 十分な実務経験を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習※３を受講した者 

十分な実務経験の例 

 日常的に冷凍空調機器の冷媒の充塡に３年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法

やフロン回収・破壊法を順守し、違反したことがない技術者 

※３ 環境省及び経済産業省において、講習の内容を確認し、「十分な知見を有する者」を担保するための

講習として、その適正性を確認した講習
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 ４ フロン類の回収に関する基準（施行規則第40条） 

（１）冷媒回収口における圧力の値が、一定時間経過した後、次表に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、

次に掲げる圧力以下になるように吸引すること 

 

  （参考１）圧力の換算 

   単位 施行規則で扱っている圧力値 

SI単位（絶対圧力） ＭＰa 0.1 0.09 0.03 

SI単位（ゲージ圧力） ＭＰa 0 -0.01 -0.07 

工学単位（ゲージ圧力） kgf/㎠ 0 -0.1 -0.7 

真空圧力 mmＨg 0 -100 -500 

 

（参考２）フロン類の圧力区分と該当する主要な冷媒の対比 

 

（２）フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら

行い又はフロン類の回収に立ち会うこと  

   「十分な知見を有する者（回収時）」の例 

・冷媒フロン類取扱技術者 

・冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定

した冷媒回収技術者 

・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) 

・冷凍空気調和機器施工技能士 

・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安

管理者 

・フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者 

・冷凍空調技士（日本冷凍空調学会） 

・技術士（機械部門（冷暖房・冷凍機械）） 

・自動車電気装置整備士 

（ただし、平成20年３月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20 

年３月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会

を受講した者に限る） 

 

フロン類の圧力区分 
圧力 

（絶対圧力SI単位） 

低圧ガス(常用の温度での圧力が0.3ＭＰa未満のもの) 0.03ＭＰa 

高圧ガス（常用の温度での圧力が0.3ＭＰa以上２ＭＰa未満で 

あって、フロン類の充てん量が２kg未満のもの） 

0.1 ＭＰa 

高圧ガス（常用の温度での圧力が0.3ＭＰa以上２ＭＰa未満で 

あって、フロン類の充てん量が２kg以上のもの） 

0.09ＭＰa 

高圧ガス（常用の温度での圧力が２ＭＰa以上のもの） 0.1 ＭＰa 

フロン類の圧力区分 
フロン類の種類 

ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 

低圧ガス R11、R113 R123  

高圧ガス（常用の温度での圧力が

0.3～２ＭＰa未満） 

R12、R114、R115 

R500、R502 

R22 R134a、R32、R407C 

R407E、R410A 

R507A、R404A 

高圧ガス（常用 

の温度での圧力が２ＭＰa以上） 

R13、R503  R23 
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５ 第一種特定製品の所有者等の取り組むべき措置 

（１）「管理者の判断基準」の遵守（法第16条第１項、告示「第一種特定製品の管理者の判断基準となるべき事項」） 

管理者とは、フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者 

  （ア）適切な場所への設置等 

    機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全 

 （イ）機器の点検   

点検対象 頻度 実施者 

①簡易点検 

全ての第一種特定製品 ３ヶ月に１回以上 制限なし 

②定期点検 

圧縮機に用いられる電動機の定格出力が 

7.5kW以上の第一種特定製品 

 専門点検の方法に

ついて十分な知見

を有する者  冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 １年に１回以上 

エアコンディショナー 50kW以上の機器 １年に１回以上 

7.5kW以上50kW未満の機器 ３年に１回以上 

  （ウ）修理しないままの充塡の原則禁止 

   ・ フロン類の漏えい又は故障等を確認した場合は、漏えい又は故障等に係る点検及び修理 

・ 修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止 

   （エ）点検整備の記録・保存 

    ・ 第一種特定製品ごとに、点検及び修理並びに冷媒の充填及び回収等の履歴を記録し、当該管理

第一種特定製品の廃棄等を行い、冷媒の引渡しを完了した日から３年を経過するまで保存 

    ・ 第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者から、当該記録の提示を求められたと

きは、速やかに、これに応じること 

 （２）フロン類算定漏えい量の報告（法第19条） 

  第一種特定製品の管理者は、一年度内に管理する第一種特定製品の使用等に際して排出される

フロン類の量を算定した結果、当該算定量（フロン類算定漏えい量）が1,000 t-CO2以上の場合、

毎年度７月末日までに、前年度のフロン類算定漏えい量等を、第一種特定製品の管理者から事業

所管大臣に対して報告しなければならない 

  （３）整備時におけるフロン類の充塡及び回収の委託 

・第一種特定製品整備時に、フロン類の充塡又は回収が必要な場合、第一種フロン類充塡回収業者

へ、フロン類の充塡・回収を委託しなければならない（法第43条） 

・第一種特定製品の整備を発注する際、フロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担する

（法第74条） 

  （４）解体工事を発注時の第一種特定製品の確認（法第42条） 

・建築物等の解体工事を発注しようとする場合は特定解体工事発注者となり、特定解体工事元請業

者が第一種特定製品の有無を確認する際に協力し、当該確認の結果についての書面を3 年間保存 

  （５）廃棄時等におけるフロン類及び第一種特定製品の引渡し 
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   ・ 第一種特定製品の廃棄等の際には、第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類

が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充

塡回収業者にフロン類を引き渡さなければならない（法第41条） 

・ その際のフロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担する（法第74条） 

・ 第一種特定製品の廃棄等に際して、当該製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際、引

取証明書等の写しを交付する（法第45条の2） 

 （６）行程管理表の交付、保存 

・第一種特定製品の廃棄等の際、第一種フロン類充塡回収業者に直接フロン類を引き渡す場合は回

収依頼書を、第一種フロン類充塡回収業者の登録を持たない設備業者、解体業者、販売業者等

（第一種フロン類引渡受託者）に第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託する

場合は、委託確認書を交付し、その写しを3 年間保存する（法第43条） 

・第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを他の者に再委託する場合には、第一種特定製品

廃棄等実施者は再委託承諾書を交付し、その写しを3 年間保存する（法第43条） 

・フロン類の回収が終了したら、第一種フロン類充塡回収業者から引取証明書の交付又は送付を受

け、当該引取証明書を3 年間保存する（法第45条） 

・回収依頼書又は委託確認書を交付後30日以内（建物解体の場合は90日以内）に引取証明書が第一

種フロン類回収業者から交付又は送付されなかった場合等には、都道府県知事にその旨を報告す

る（法第45条） 
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６ フロン排出抑制法罰則一覧 

１ 登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業として行った者 １年以下の懲役又は 

50万円以下の罰金 

（法第103条） 
２ 

不正の手段によって第一種フロン類充塡回収業者の登録（登録の更新を

含む。）を受けた者 

３ 業務の停止の命令に違反した者（第一種フロン類充塡回収業者） 

４ 許可を受けないでフロン類の再生を業として行った者 

５ 
不正の手段によって第一種フロン類再生業者許可(許可の更新を含む。)

を受けた者 

６ 

許可を受けずに次の事項を変更した者（第一種フロン類再生業者） 

 １ 再生をしようとするフロン類の種類 

 ２ 第一種フロン類再生施設等の種類、数、構造及びその再生の能力 

 ３ 第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法 

７ 業務の停止の命令に違反した者（第一種フロン類再生業者） 

８ 許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者 

９ 
不正の手段によってフロン類破壊業者許可(許可の更新を含む。)を受け

た者 

10 

許可を受けずに次の事項を変更した者（フロン類破壊業者） 

 １ 破壊しようとするフロン類の種類 

 ２ フロン類の破壊の用に供する施設（以下「フロン類破壊施設」と

いう。）の種類、数、構造及びその破壊の能力 

 ３ フロン類破壊施設の使用及び管理の方法 

11 業務の停止の命令に違反した者（フロン類破壊業者） 

12 
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類をみだりに大気中に放出

した者 

13 

第一種特定製品（圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上のも

のに限る）管理者の判断基準となるべき事項に照らして著しく不十分で

あった場合の使用等に関し必要な措置を取るべき旨の勧告に係る措置命

令に違反した者 

50万円以下の罰金 

（法第104条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

第一種特定製品整備者であって、フロン類の充塡又は回収の際に第一種

フロン類充塡回収業者への整備を発注した第一種特定製品管理者の氏名

又は名称等及び情報処理センターの利用の有無等の通知、第一種フロン

類充塡回収業者であって、充塡証明書又は回収証明書の第一種特定製品

管理者への交付に係る規定を遵守するべき旨の勧告に係る措置命令に違

反した者 

15 

第一種フロン類充塡回収業者であって、フロン類の充塡又は回収に係る

情報処理センターへの登録手続に係る規定を遵守するべき旨の勧告に係

る措置命令に違反した者 
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16 

第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者であって、

フロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しに関する書面の交付

又は回付及び保存に係る規程を遵守するべき旨の勧告に係る措置命令に

違反した者 

50万円以下の罰金 

（法第104条） 

17 

第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フ

ロン類充塡回収業者であって、フロン類の引取りを証する書面の交付に

係る規定を遵守するべき旨の勧告に係る措置命令に違反した者 

18 

第一種フロン類回収業者であって、フロン類の充塡又は回収に関する基

準若しくはフロン類の運搬に関する基準を遵守するべき旨の勧告に係る

措置命令に違反した者 

19 

第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン

類充塡回収業者であって、フロン類の回収の委託、引渡し又は引取りを

すべき旨の勧告に係る措置命令に違反した者 

20 

第一種フロン類再生業者であって、フロン類の再生、運搬に関する基準

を遵守するべき旨の勧告又はフロン類破壊業者へ引渡しをすべき旨の勧

告に係る措置命令に違反した者 

21 

第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種フロン

類再生業者であって、再生証明書の交付又は回付及び保存に係る規程を

遵守するべき旨の勧告に係る措置命令に違反した者 

22 

フロン類破壊業者であって、フロン類の破壊に関する基準を遵守するべ

き旨の勧告又はフロン類の引取り若しくは破壊をすべき旨の勧告に係る

措置命令に違反した者 

23 

第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊

業者であって、破壊証明書の交付又は回付及び保存に係る規程を遵守す

るべき旨の勧告に係る措置命令に違反した者 

24 

第一種特定製品廃棄等実施者であって、自ら又は他の者に委託して、第

一種フロン類充填回収業者に対し、冷媒として充填されているフロン類

を引き渡さずに第一種特定製品の廃棄を行った者（第一種フロン類充填

回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充填されていないことを確

認した場合を除く） 

25 

下記以外で、第一種特定製品の引取り等を行った者 

１ 第一種フロン類充填回収業者が第一種特定製品にフロン類が充填

されていないことを確認した場合 

２ 引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当

該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若

しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として

他人に譲渡するときに引取証明書の写しの交付若しくは回付を受

けた場合 

３ その他第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類が大

気中に放出されるおそれがないものとして主務省令で定める場合 

26 

第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者又はフロン類破

壊業者であって、登録又は許可申請書の記載事項に係る変更の届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

30万円以下の罰金 

（法第105条） 
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27 

フロン類充填量及び回収量等の記録、フロン類再生量等の記録又はフロ

ン類破壊量等の記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記

録を保存しなかった者 

20万円以下の罰金 

（法第107条） 

28 
フロン類充填量及び回収量等の報告、フロン類再生量等の報告又はフロ

ン類破壊量等の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

29 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

30 

第一種特定製品廃棄等実施者で、第一種フロン類充填回収業者へ回収依

頼書若しくは第一種特定製品内のフロン類の第一種フロン類充填回収業

者への引渡しを他の者に委託する場合に委託確認書を交付せず、又は法

で規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若し

くは委託確認書を交付した者 

31 
第一種特定製品廃棄等実施者で、回収依頼書の写し又は委託確認書の写

しを交付した日から３年間保存しなかった者 

32 
第一種特定製品廃棄等実施者で、引取証明書を交付又は送付を受けた日

から３年間保存しなかった者 

33 

第一種特定製品廃棄等実施者で、第一種特定製品引取等実施者に第一種

特定製品を引き渡すときに、引取証明書の写しを交付せず、又は回付し

なかった者 

34 
引取証明書の写しの交付又は回付を受けた第一種特定製品引取等実施者

で、引取証明書の写しを３年間保存しなかった者 

35 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、前記（１～34まで）の違法行為をしたと

き、行為者のほか、法人又は人 

各本条の罰金刑 

（法第108条） 

36 フロン類算定漏えい量等の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 10万円以下の過料 

（法第109条） 37 廃業等の届出を怠った者 
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７ フロン類の充填、回収、再生、破壊のフロー 
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律体系図 

 

本法の規則                                         第５章（罰則） 

  第１章（総則） 

     目的(1) 

     定義   フロン類(2-1) 

          第一種特定製品(2-3) 

          第二種特定製品(2-4) 

     指針(3) 

     製造業者、製品管理者、充塡回収業者、国、地方公共団体の責務(4～8) 

 

  第２章（フロン類の使用の合理化に係る措置） 

  第１節（フロン類の製造者が講ずべき措置）(9～11) 

  第２節（指定製品の製造業者等が講ずべき措置）(12～15) 

 

  第３章（特定製品に仕様されるフロン類の管理の適正化に係る措置） 

  第１節（第一種特定製品の管理者が構ずべき措置） 

     第一種特定製品管理者の判断基準となるべき事項(16)   指導及び助言(17)  勧告及び命令(18) 

フロン類算定漏えい量等の報告等(19～26) 

  第２節（第一種特定製品へのフロン類の充填及び第一種特定製品からのフロン類の回収） 

     第一種フロン類充塡回収業者の登録（更新・変更・廃業等）(27～36) 

     第一種特定製品整備者の充塡委託義務及び引渡義務等(37-1,39-1,39-4)      指導及び助言(48) 

     充塡証明書又は回収証明書の交付(37-4,39-6） 

第一種特定製品廃業等実施者の引渡義務(41)  

第一種フロン類回収業者の引取義務及び引渡義務(39-5,44,46)        勧告及び命令(49) 

特定解体工事元請業者の確認及び説明(42)                 指導及び助言(48) 

情報処理センターの使用(37-2,38,39-2,40)                              

第一種特定製品の廃棄等実施者に関する書面の交付等(43,45)          

第一種特定製品の引取り等(45の2)          

     充塡及び回収基準・運搬基準の遵守義務(37-3,39-3,44-2,46-2)             勧告及び命令(49)      

     充塡量及び回収量の記録等(47)                       

  第３節（第一種特定製品から回収されるフロン類の再生） 

第一種フロン類再生業者の義務等（63～73） 

  第４節（フロン類の破壊） 

フロン類破壊業者の義務等（63～73） 

  第５節（費用負担） 

第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者等の費用負担(74,75) 

第６節（情報処理センター） 

情報処理センターの指定、業務内容等(76～85) 

 

  第４章（雑則） 

フロン類の放出の禁止(86) 

報告の徴収(91) 

立入検査(92) 

資料の提出の要求(93) 

フロン類に関する情報の公表(94) 

環境大臣によるフロン類破壊業者に関する調査請求(95) 

罰 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

則 
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第11節 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号） 

（通称：自動車リサイクル法） 

 

１ 使用済自動車等 

(1) 使用済自動車 

「使用済自動車」とは、自動車（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項に規 

定する自動車（法律で定めるものを除く。）をいう。）のうち、その使用（倉庫としての使用そ

の他運行以外の用途への使用を含む。）を終了したもの（保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他

の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有す

る自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの）をいう。 

(2) 解体自動車 

「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なも 

のを分離し、これらを回収した後に残存するものをいう。 

 

２ 関連事業者 

(1) 引取業者 

「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業（自動車の所有者の委

託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を

除く。）をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて、登録を受けた者をいう。 

(2) フロン類回収業者 

「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロ

ン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて、

登録を受けた者をいう。 

(3) 解体業者 

「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、

解体業を行うことについて許可を受けた者をいう。 

(4) 破砕業者 

「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理（圧縮その他の主務省令で定める破砕の前

処理をいう。）を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて許可を受けた者

をいう。 
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  ３ 申請・届出・報告事項一覧 

 事業者区分 申請・届出等を必要とする場合 法令条文 

１ 引取業者 登録の申請・更新をする場合 第43条 

２ 上記１の内容を変更した場合 第46条 

３ 廃業等を行った場合 第48条 

４ フロン類 

回収業者 

登録の申請・更新をする場合 第54条 

５ 上記４の内容を変更した場合 第57条 

６ 廃業等を行った場合 第59条 

７ 解体業者 許可の申請・更新をする場合 第61条 

８ 上記７の内容を変更した場合 第63条 

９ 廃業等を行った場合 第64条 

10 破砕業者 許可の申請・更新をする場合 第68条 

11 上記10の事業範囲を変更する場合 第70条 

12 上記10の内容を変更した場合 第71条 

13 廃業等を行った場合 第72条 

 

  ４ 自動車リサイクル法罰則一覧 

1 

使用済自動車（一般廃棄物であるものに限る。以下、「使

用済自動車一般廃棄物」という。）の収集又は運搬を他人

に委託する場合に、政令で定める基準に従わずに使用済自

動車一般廃棄物の運搬を他人に委託した者 

３年以下の懲役若しくは300万円以下の

罰金に処し、又はこれを併科（第137

条） 

2 登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

（第138条） 
3 

不正の手段により引取業又はフロン類回収業の登録（登録

の更新を含む。）を受けた者 

4 
業務の停止の命令に違反した者（引取業者、フロン類回収

業者、解体業者又は破砕業者） 

5 許可を受けないで解体業又は破砕業を行った者 

6 
不正の手段により解体業又は破砕業の許可（許可の更新を

含む。）を受けた者 

7 許可を受けずに事業の範囲を変更して破砕業を行った者 

8 

情報管理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあ

った者で、情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らした

者 

9 
再資源化実施義務等に違反した者（解体業者又は破砕業

者） 

50万円以下の罰金（第139条） 
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10 

引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者であ

って、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは

引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若

しくは解体自動車の再資源化に必要な行為をすべき旨の勧

告に係る措置命令に違反した者 

11 

自動車製造業者であって、公表した引取基準又は公表した

フロン類回収料金若しくは指定回収料金を変更すべき旨の

勧告、フロン類回収料金若しくは指定回収料金の支払又は

フロン類回収料金若しくは指定回収料金の公表をすべき旨

の勧告に係る措置命令に違反した者 

12 

自動車製造業者等（その委託を受けてフロン類の運搬を行

う者を含む。）であって、フロン類の運搬に関する基準を

遵守すべき旨の勧告に係る措置命令に違反した者 

13 

自動車製造業者等であって、公表した再資源化等に係る料

金が、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能

率的に実施した場合における適正な原価を著しく超えてい

ると認めるとき、又は当該適正な原価に著しく不足してい

ると認められるときの料金を変更すべき旨の勧告に係る措

置命令に違反した者 

14 

自動車製造業者等であって、特定再資源化等物品の引取り

又は再資源化等に必要な行為をすべき旨の勧告に係る措置

命令に違反した者 

15 

引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者であ

って、移動報告に係る規定を遵守すべき旨の勧告に係る措

置命令に違反した者 

16 
自動車製造業者等であって、移動報告に係る規定を遵守す

べき旨の勧告に係る措置命令に違反した者 

17 

自動車製造業者等であって、帳簿を備えず、帳簿に記載

し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せ

ず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保

存しなかった者 

30万円以下の罰金（第140条） 

18 
引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者であ

って、変更の届出をせず、又は虚偽の報告をした者 

19 報告徴収に対して報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

20 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 
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使用済自動車の再資源化等に関する法律の概念図 

（通称：自動車リサイクル法） 
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第12節 地球温暖化対策の推進に関する法律の概要 
 

１ 法律のねらい 

 我が国は、パリ協定に定める目標（世界全体の気温上昇を2℃より十分下回るよう、さらに1.5℃

までに制限する努力を継続）等を踏まえ、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しま

した。また、SDGSも踏まえ、環境、経済、社会の統合的向上が地球温暖化対策を推進する上でも重要

であり、こうした観点を法に位置付けることで、法が2050年までの脱炭素社会の実現を牽引すること

を明確にし、事業者・地方公共団体・国民等のあらゆる主体の取組に予見可能性を与え、その取組と

イノベーションの促進のために、必要な措置を講じようとするものです。 

 

２ 法律の概要 

 

 

(1) 地球温暖化対策計画 

  地球温暖化対策計画においては、 

  ① 計画期間 

② 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向 

  ③ 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の量の削減等の

ための措置に関する基本的事項 

  ④ 温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の削減及び吸収の量に

関する目標、この目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標、この目標を達成するた

めに必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項 

⑤ その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のた

めの措置に関する政府実行計画及び地方公共団体実行計画に関する基本的事項 

  ⑥ 温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の量の削減等のため

の措置（他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。）に関し策定

及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項 

  ⑦ 普及啓発の推進（これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。）に

関する基本的事項 

  ⑧ 地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項 

等について定めています。 

(2) 国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務と取組 

  温室効果ガスは排出源が多様であり、あらゆる主体がそれぞれ自らの活動に伴う排出の量の削減等

を図ることが必要なことから、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれが取組を行う責務を定め

るとともに、国、地方公共団体及び事業者が自ら排出する温室効果ガスの排出削減等に関する措置を

計画的に進めるための枠組みを定めています。 

  ア 国 

    国は環境の監視等を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施す

取組の対象は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカ

ーボン及び六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の排出及び吸収 
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る。温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するとともに、関係のある施策におい

て、排出の量の削減等を行うよう配意する。自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の

量の削減等のための措置を講じ、また、地方公共団体、事業者及び国民が温室効果ガスの排出の

量の削減に関して行う活動の促進を図るため、そのための施策及び活動に関する普及啓発を行う

とともに、必要な資金の確保、技術的な助言、その他の措置を講ずる。さらに、調査研究、国際

協力を行う。 

    政府は自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための計画を策定し、

公表する。また、その実施状況も公表する。 

  イ 地方公共団体 

    地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のた

めの施策を推進する。また、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のた

めの措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関

して行う活動の促進を図るため、これらの施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように

努める。 

    地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき

措置について定める計画（実行計画）を策定し、公表する（都道府県及び指定都市等においては、

その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出削減のための施策についても定める。）。

また、その、実施状況も公表する。 

  ウ 事業者 

    事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置（他の者の温

室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。）を講ずるように努めるとともに、

国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければ

ならない。 

    相当量の温室効果ガスを排出する事業者として政令で定める者（特定排出者）は、毎年度、主

務省令で定めるところにより、事業所ごとに、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算

定排出量に関し、主務省令で定める事項を当該事業所に係る事業を所管する大臣（事業所管大臣）

に報告しなければならない。 

  エ 国民 

    国民は、その日常生活に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるよう努め

るとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協

力しなければならない。 

(3) 国民の取組の支援 

  国民の日常生活において発生する温室効果ガスの排出量の伸びが近年大きいことから、国民の取組

を促進するため、以下の措置を講ずる。 

  ① 都道府県知事及び指定都市等の長（以下「都道府県知事等」という。）は、住民に対しきめ細

やかな啓発活動、助言等を行う地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。 

  ② 地球温暖化対策に関する普及啓発活動を効果的に推進するため、環境大臣及び都道府県知事等
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は、地球温暖化防止活動推進センターを指定し、同センターにおいて啓発・広報、照会・相談、

日常生活における利用に伴って温室効果ガスが排出される製品等に関する情報提供、実例に即し

た排出実態調査等を行う。 

  ③ 日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議す

るため、地球温暖化対策地域協議会を組織することができる。 
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第13節 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の概要 

 

１ 法律のねらい 

 地球温暖化対策の推進に関する法律の規定により、国や地方公共団体は、地球温暖化対策計画に即し

て、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガス排出抑制等のため実行計画を策定・公表することとされ

ており、率先して目標を達成する必要があります。 

 このため、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約（以下「環境配慮契約」とい

う。）の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定める

ことにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が

可能な社会の構築に資することを目的としてこの法律が制定されました。 
 

２ 法律の概要 

(1) 基本方針の策定とそれに基づく契約の実施 

国は、国及び独立行政法人等における環境配慮契約の推進に関する基本方針を閣議決定し、同方針に

基づき契約を推進するように努める。 

(2) ESCO事業に係る国庫債務負担行為の年限の延長 

省エネルギー改修事業（ESCO事業）の実施に当たっては、国庫債務負担行為の年限を従来の５年間か

ら10年間へ延長する。 

(3) 締結実績の概要の公表等と要請 

各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度終了後、環境配慮契約の締結実績の概要を取り

まとめ、公表するとともに、環境大臣に対して通知する。環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効

果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきこ

とを要請することができる。 

(4) 公正な競争の確保等 

国等は、環境配慮契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、公正な競争の確保に留意す

るとともに、温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策等との調和を確保する。 

(5) 電力の購入契約 

国及び独立行政法人等の電気の供給を受ける契約は、当分の間、二酸化炭素の排出係数等の入札参加

資格を定め、その資格を満たす者の価格によって落札者を決定する「裾切り方式」を採用する。 
 

３ 地方公共団体の責務等 

この法の規定により、地方公共団体は下記のとおり取り組む必要があります。 

 (1) 地方公共団体の責務（第４条） 

   その区域の自然的社会的条件に応じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、

環境配慮契約の推進に努める。 

 (2) 環境配慮契約の推進（第11条） 

   環境配慮契約の推進に関する方針を作成するよう努める（方針は、その区域の自然的社会的条件に

応じて、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する契約の種類について定める）。 

   方針を作成したときは、方針に基づき、環境配慮契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう

努める。 

   環境配慮契約の締結の実績の概要を取りまとめ公表するよう努める。 

 (3) 公正な競争の確保（第12条） 

   環境配慮契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならな

いようにする等公正な競争の確保に留意する。 

 (4) 他の施策との調和（第13条） 

  環境配慮契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、他の契約に関する施策、エネルギ

ー基本計画に基づく施策その他の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保す

る。 
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環境配慮契約法の構造 

国等による環境負荷（温室効果ガスの排出等）を削減するため、 

 

国等が契約を結ぶ場合に、競争を促しつつ、価格等を含め総合的に見て 

最善の環境性能を有する物品・役務を供給する者を契約相手とする仕組みを作る 

 

もって、環境への負荷が少ない社会の構築 

目 的 

国及び公益行政法人等 

責務 

○エネルギーの合理的かつ適切な

使用等（需要面） 

○環境配慮契約の推進（供給面） 

「基本方針」の策定 

環境配慮契約の推進に関する基本

的事項等 

各大臣等は、基本方針に従い、環

境配慮契約の推進のために必要な

措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

各大臣等は、環境配慮契約の締結

の実績の概要を取りまとめ、公表 

環境大臣が各大臣等に必要な要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

など 

 

◆各省庁がばらばらに対

策に取り組むのではな

く、基本方針に基づき

政府が一体となって取

り組むこととなる。 

基本方針 

電力購入における二酸化

炭素排出量の考慮 

自動車など耐久財の購入

におけるランニングコス

トの考慮 

ESCO 事業による設備等

の改修 
(注)中長期的な観点からの

契約が締結できる旨を法律

に規定 

庁舎や設備設計等に関す

るプロポーザル・企画競

争 

地方公共団体等 

責務 

○エネルギーの合理的かつ適切

な使用等 

○環境配慮契約の推進 

環境配慮契約の推進 

 方針の作成等 

 

国等における環境配慮契約に関する状況等について、整理、分析

して、提供 

情報の整理等 

公正な競争の確保、エネルギーなど他の施策との調和の確保 

電気の供給を受ける契約における「総合評価落札方式」は今後の

検討課題とし、当分の間は、「裾切り方式」による 
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第14節 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 

 

 
１ 法律の概要 
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２ 主要な用語等 

 

 (1) 事故由来放射性物質（法第１条） 

  福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質 

  

(2) 指定廃棄物（法第17条） 

  法第17条第１項の規定による指定に係る廃棄物 

①法第16条第１項の規定による調査の結果、事故由来放射性物質であるセシウム134

及び137の放射能濃度の合計が“8,000Bq/kg”以下の基準（規則第14条）に適合し

ないもので、地方環境事務所長に指定されたもの 

   ②廃棄物の占有者が調査した結果、規則第14条に適合せず、法第18条第2項の規定に

より地方環境事務所に申請を行い指定されたもの 

     

 (3) 特定廃棄物（法第20条） 

  対策地域内廃棄物及び指定廃棄物 

   ※対策地域内廃棄物は環境省告示106号で指定された福島県内の区域     

  

(4) 特定一般廃棄物、特定産業廃棄物（法第23条(規則第28条、規則第30条)） 

 ①除染廃棄物(除染実施区域内) 

②焼却施設のばいじん、焼却灰その他の燃え殻※(岩手県対象) 

③廃稲わら(岩手県対象) 

④廃堆肥(岩手県対象、汚泥は特定産業廃棄物、他は特定一般廃棄物) 

⑤特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処理物(地域限定なし)  など   

 

 ※焼却施設から生じる「焼却灰その他の燃え殻」は、平成24年1月1日以降に排出された

ことが明らかなもののみ特定一般廃棄物・特定産業廃棄物から除外される。 

 

(5) 特定一般廃棄物処理施設、特定産業廃棄物処理施設(法第24条(規則第32条、第34条) 

  【一般廃棄物】 

   ・一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設 

     ・一般廃棄物の最終処分場※ 

  【産業廃棄物】 

   ・産業廃棄物の汚泥の脱水施設（令第7条第1号） 

   ・産業廃棄物の汚泥の焼却施設（令第7条第3号） 

   ・産業廃棄物の廃油の焼却施設（令第7条第5号） 

   ・産業廃棄物の廃プラスチック類の焼却施設（令第7条第8号） 

   ・産業廃棄物の廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設（令第7条第11号の2） 

   ・産業廃棄物の廃PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設（令第7条第12号） 

   ・産業廃棄物の焼却施設（令第7条第13号の2） 

   ・産業廃棄物の最終処分場※ 

  

 ※最終処分場については、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の埋立処分の用に供され、

又は供されたもの 
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３ 廃棄物処理法第２条第１項の読み替え（法第22条） 

  廃棄物処理法で「放射性物質によって汚染された物」は廃棄物に該当しないこととさ

れていたが、事故由来放射性物質に汚染された物については、対策地域内廃棄物及び指

定廃棄物を除き、廃棄物処理法の適用を受ける。 

ただし、特定一般廃棄物、特定産業廃棄物、特定一般廃棄物処理施設、特定産業廃棄物

処理施設については、特措法に規定される処理基準等が上乗せとなる。 

 

出典 平成23年12月28日環廃企発第111228002号、環水大総発第111228002号 

  「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故によ

り放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の施行について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 
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「環境マネジメントシステム」・「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」 

 
〇 環境マネジメントシステムとは 

企業や団体等の組織が、経営や運営する中で自主的な環境保全等に関する取組を進めるにあたり、環

境方針、目標、計画等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組むための仕組みを「環境マネジメン

トシステム」（ＥＭＳ：Environmental Management System）といいます。 

環境マネジメントシステムは、事業活動を環境にやさしいものに変えていてくために効果的な手法で

あり、今後も幅広い企業や団体等の組織が積極的に取り組んでいくことが期待されています。 

環境マネジメントシステムには、国際規格であるＩＳＯ14001のほか、環境省が策定したエコアクシ

ョン21や地域独自の環境マネジメントシステム認証制度などがあります。 

 
【参考】ＩＳＯ14001について 

ＩＳＯとはInternational Organization for 

Standardizationの略で、国際標準化機構のことで

す。 

ＩＳＯ14001は、環境マネジメントシステムの仕様

を定めた国際規格であり、環境マネジメントシステム

の有効性を継続的に改善するために要求される規格

です。 

ＩＳＯ14001は、ＰＤＣＡサイクル（Plan（計画）、

Do（実行）、Check（評価）、Action（改善））を運用

すること、すなわち「継続的改善」を行っていくこと

が要求事項として定められています。 

○ ＳＤＧｓとは 

「Sustainable Development Goals（持続可能な開  

発目標）」の略称です。2001年に策定されたミレニ

アム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国

連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」に記載された2030年までに持続可

能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴー

ル・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一

人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓

っています。 

SDGsのロゴ及びアイコン        

環境マネジメントシステムの仕組み 
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「融資制度」 
 

(１) 岩手県商工観光振興資金貸付要綱概要 
 

（令和５.４.１現在）  

 

単年度融資枠 180億円 

貸付対象者 県内に事業所を有する中小企業者 

 

貸 付 利 率 

貸付期間に応じ次のとおり 

貸付期間 ３年以内       年1.90％以内 

貸付期間 ３年超10年以内 年2.10％以内 

貸付期間 10年超15年以内 年2.30％以内 

ただし、融資実行後、融資実行金融機関の短期プライムレート変動後、 

その変動幅分、変動 

貸 付 期 間 
設備資金  15年以内（２年以内の据置期間を含む。）   

運転資金  10年以内（１年以内の据置期間を含む。） 

貸 付 限 度 額 

設備資金  １億円以内  

運転資金  5,000万円以内 

設備資金、運転資金併用の場合は１億円以内 

償 還 方 法 取扱金融機関の所定の条件 

保 証 人 ･担 保 
保証人は原則として法人における代表者を除き不要 

担保は取扱金融機関の所定の条件 

信 用 保 証 
岩手県信用保証協会の信用保証を付する 

この場合の信用保証料率は、中小企業の経営状況に応じて年0.45％～1.50％ 

取 扱 金 融 機 関 普通銀行、信用金庫、(株)商工組合中央金庫及び信用組合の県内本支店 

融 資 手 続 等 

 

そ の 他 
その他の条件については取扱金融機関又は岩手県信用保証協会の所定の条件に

よる。 

問 い 合 わ せ 先 

岩手県 商工労働観光部 経営支援課 金融担当 

電話 019-629-5541  FAX 019-629-5549 

Mail AE0002@pref.iwate.jp 

申 

込 

者 

金 

融 

機 

関 

岩
手
県
信
用
保
証
協
会 

①融資申込 ②協 議 

③保証承諾 ④融 資 

取扱金融機関の所定の手続きにより取扱金融機関に申し込む 

貸

付

の

条

件 
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 (２) 公害防止施設対象制度融資一覧 

 

（平成30.１.１現在） 
 

金融機関名 日本政策金融公庫（中小企業事業） 日本政策金融公庫（国民生活事業） 

 

融 資 制 度 名 
環境・エネルギー対策資金 

(特別貸付：環境･エネルギー対策貸付) 

環境・エネルギー対策資金 

(特別貸付：環境･エネルギー対策貸付) 

 

融 資 対 象 者 
 

中小企業 
 

中小企業 

 

融 資 比 率 
 

100％ 
 

100％ 

 

融 資 限 度 額 
直接貸付 7億2,000万円 

代理貸付 1億2,000万円 

 

7,200万円 

 

融資期間（据置期間） 
設備資金 20年以内（２年以内） 

運転資金 ７年以内（２年以内） 

設備資金 20年以内（２年以内） 

運転資金 ５年以内（１年以内） 

 

申 し 込 み 先 
 

支店へ直接 
 

支店へ直接 

 
〔中小企業者の範囲〕 

 

業種 規模 

製造業※１、建設業、運輸業など 資本金３億円以下又は従業員300人以下 

卸売業 資本金１億円以下又は従業員100人以下 

小売業 資本金5,000万円以下又は従業員50人以下 

サービス業※２ 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 

※１ 製造業のうち、ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト 製

造業を除く）は、資本金３億円以下又は従業員900人以下。 

※２ サービス業のうち旅館業は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下、ソフトウェア業及び情報 処

理サービス業は資本金３億円以下又は従業員300人以下。 
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条件等 
 

制 度 

個別 
の別 

共同 

 

対象企業 

 

融資比率 

 

融資限度額 

 
 
 
 

商工観光振興資金 

 
 
 
個 別 

共 同 

 
 
 
 

中小企業 

 
 
 
 

100％ 

 

設備 10,000万円 

運転 5,000万円 

設備、運転併用 

10,000万円 

 
 
 
 

農業近代化資金 

（１号、６号、７号資金） 

 
 
 
個 別 

共 同 

 

農業を営む者、農

業協同組合、農業

協同組合連合会、

その他の法人等 

 
認定農業者 

100％ 

認定農業者以外 

80％ 

 

個人 1,800万円 

法人  20,000万円 

共同 150,000万円 

 
 
 

漁業近代化資金 

（２号資金） 

 
 
 

個 別 

共 同 

漁業を営む者、漁

業生産組合、漁業

協同組合、同連合

会、水産加工業を

営む者、水産加工

協同組合、同連合

会 

 
 
 
 

80％以内 

 
 
 

原則として 

1,800～120,000万円 

 
 
 
地域産業活性化企業設

備貸与制度 

 
 
 

個 別 

 
 
 

中小企業 

 
 
 

100％ 

 
 
 

原則として 

100～10,000万円 
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融 資 利 率 

 
融資期間 

（据置期間） 

 

申 込 先 

 

備 考 

 
 
 
 

1.9～2.3％ 

 
 
 
設備 15年以内（２年） 

運転 10年以内（１年） 

 
 
 
 

取扱金融機関 

 

 
 
 

1.00% 

 
 
 

20年以内 

（７年以内） 

 
 
 
 

取扱金融機関 

 
 
融資利率は利子補給

後の利率である。（令

和５年９月19日現在） 

 

 
 
 

1.00% 

 
 
 

20年以内 

（３年以内） 

 
 
 

取扱金融機関 

 
 
融資利率は利子補給

後の利率である。（令

和５年９月19日現在） 

 
 
 

1.20～1.60％ 

 
 

10年以内（１年） 

※導入設備の法定耐用年

数を上限とする。 

 
 
 
（公財）いわて産業

振興センター 
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「岩手県産業・地域ゼロエミッション推進事業」 

 
１ 補助制度の目的 

「産業・地域ゼロエミッション推進事業は、環境配慮に根ざした事業活動を推進し、環境産業を育成

しながら、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を推進しようとするものであり、また、産業廃棄

物税収等を財源に平成15年度から実施している事業で、本県における資源循環型の地域社会の形成に寄

与することを目的とする。 

 
【事業創設の背景】 

(１)産業廃棄物税条例等に基づき、産業廃棄物税及び環境保全協力金等を財源に産業廃棄物等の発生

抑制等の施策を展開する必要があること。 

(２)産業廃棄物の不法投棄の未然防止、最終処分場の逼迫による処分量の減量化を図るため、産業廃

棄物等の発生抑制、リサイクルを推進する必要があること。 

 
２ 事業区分（メニュー） 

(１) 企業内ゼロエミッション推進事業 

【事業内容】自社内で産業廃棄物等の発生抑制等を促進することによって、産業廃棄物等を減量化

しようとする、先進性のある事業 

【補助率等】補助対象経費の1/2以内、100万円～1,000万円の補助額 

【補助対象経費】産業廃棄物等の発生抑制等を行う場合に要する①建物等施設費、②構築物質、 

③機械装置等費、④技術指導受入費、⑤共同研究費、⑥市場形成調査費、⑦その他、知事

が必要かつ適当と認める経費 

 
(２) 地域・企業間ゼロエミッション推進事業 

【事業内容】複数の事業者が、共同で、産業廃棄物等の発生抑制等を推進しようとするものであっ

て、地域循環共生圏の構築に資する先進性のある事業 

【補助率等】補助対象経費の1/2又は2/3以内、100万円～3,000万円の補助額（協同組合等の団体 

100万円～4,500万円） 

【補助対象経費】産業廃棄物等の発生抑制等を行う場合に要する①建物等施設費、②構築物費、 

③機械装置等費、④技術指導受入費、⑤共同研究費、⑥市場形成調査費、⑦その他、知事

が必要かつ適当と認める経費 

 
(３) 廃棄物発生抑制等技術研究開発推進事業 

【事業内容】産業廃棄物等の発生抑制等に係る技術の研究開発を行う事業 

【補助率等】補助対象経費の1/2、2/3又は10/10以内、100万円～1,000万円の補助額 

【補助対象経費】産業廃棄物等の発生抑制等のための新技術の研究開発を行う場合に要する①原材

料費、②構築物費、③機械装置等費、④外注加工費、⑤技術指導受入費、⑥共同研究

費、⑦分析等費、⑧市場形成調査費、⑨その他、知事が必要かつ適当と認める経費 

 
(４) 廃棄物利用製品開発推進事業 

【事業内容】産業廃棄物等を利用した製品の開発を行う事業 

【補助率等】補助対象経費の1/2以内､100万円～1,000万円の補助額 

【補助対象経費】産業廃棄物等を原材料とした製品の開発を行う場合に要する①原材料費、②構築

物費、③機械装置等費、④外注加工費、⑤技術指導受入費、⑥共同研究費、⑦分析等

費、⑧市場形成調査費、⑨その他、知事が必要かつ適当と認める経費 
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(５) 廃棄物利用製品製造推進事業 

【事業内容】産業廃棄物を利用した製品の製造を行う事業 

【補助率等】補助対象経費の1/2以内、100万円～1,000万円の補助額（協同組合等の団体100万円 

～1,500万円） 

【補助対象経費】産業廃棄物等を原材料とした製品の製造を行う場合に要する①建物等施設費、 

②構築物費、③機械装置等費、④技術指導受入費、⑤共同研究費、⑥市場形成調査費、 

⑦その他、知事が必要かつ適当と認める経費 

 
(６) ゼロエミッション普及促進事業 

【事業内容】自ら排出する産業廃棄物等の３Ｒを推進しようとする事業 

【補助費等】補助対象経費の1/3以内、100万円～500万円の補助額 

【補助対象経費】次の機械装置の購入、据付け及び改良に要する経費及び市場形成調査費 

１ 汚泥脱水機 

２ 木くず破砕機又は木くずボイラー 

３ 業務用生ごみ処理機 

４ 廃プラスチック類溶融機又は廃プラスチック類破砕機 

５ バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）製造装置 

６ その他、知事が必要かつ適当と認める機械装置 

 
(７) 環境産業育成支援事業 

【事業内容】知事が指定する事業者が、自ら製造するリサイクル製品の商品化強化又は販売促進の

取組みを行う事業 

【補助率等】ア 岩手県再生資源利用認定製品に関する取組みの場合…補助対象経費の1/2以内、 

30万円～300万円の補助額 

イ ア以外のリサイクル製品に関する取組みの場合…補助対象経費の1/3以内、20万円～

200万円の補助額 

【補助対象経費】自ら製造するリサイクル製品の商品力強化又は販売促進の取組みを行う場合に要

する①品質向上又はコストダウンのための調査分析委託経費、②マーケティング調査

委託経費、③販売プロモーション委託経費、④広告宣伝費、イベント・展示会等への

出展経費、⑤アドバイザー派遣受入経費 

 
３ 補助対象者 

(１) ２の(１)から(５)までの事業区分 

ア 県内に事業所を置く又は置こうとする事業者（ＮＰＯ法人を含む。） 

イ 複数の事業者から構成される、法人格を有する団体（構成員の半数以上が県内に事業所を置く

事業者であること。） 

(２) ２の(６)の事業区分 

ア エコショップいわて認定店を有する事業者 

イ いわて地球環境にやさしい事業所認定事業者 

ウ ３の(１)のア及びイの事業者等（会社又は個人の場合は、中小企業基本法に基づく中小企業者

であること。） 

(３) ２の(７)の事業区分 

ア 岩手県再生資源利用認定製品認定事業者 

イ ２の(１)から(６)までの事業によって開発された製品等を対象とする事業者（アドバイザー派 

遣受入経費） 
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「環境関係法令における有害物質の許容限度等一覧表」 

 

項 目 
環境基本法 水質汚濁防止法 環境基本法 

水質環境基準 排水基準 土壌環境基準 

カドミウム 0.003 0.03 0.003注１）
 

全シアン 検出されないこと。 1 検出されないこと。 

有機燐  1 検出されないこと。 

鉛 0.01 0.1 0.01 

六価クロム 0.02 0.2 0.05 

砒素 0.01 0.1 0.01注２）
 

総水銀 0.0005 0.005 0.0005 

アルキル水銀 検出されないこと。 検出されないこと。 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 0.003 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02 0.2 0.02 

四塩化炭素 0.002 0.02 0.002 

１，２－ジクロロエタン 0.004 0.04 0.004 

１，１－ジクロロエチレン 0.1 1 0.1 

1,2-ジクロロエチレン シス体 0.04 シス体 0.4  0.04 

1,1,1-トリクロロエタン 1 3 1 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 0.06 0.006 

トリクロロエチレン 0.01 0.1 0.01 

テトラクロロエチレン 0.01 0.1 0.01 

１，３－ジクロロプロペン 0.002 0.02 0.002 

チウラム 0.006 0.06 0.006 

シマジン 0.003 0.03 0.003 

チオベンカルブ 0.02 0.2 0.02 

ベンゼン 0.01 0.1 0.01 

セレン 0.01 0.1 0.01 

銅  3 125mg／土壌1kg注3)
 

ほう素及びその化合物 1 10(230) 1 

ふっ素及びその化合物 0.8 8(15) 0.8 

フェノール類  5  
亜鉛及びその化合物  2  
鉄及びその化合物(溶解性)  10  
マンガン及びその化合物(溶解性)  10  
クロム及びその化合物  2  
1,4-ジオキサン 0.05  0.05 

 クロロエチレン   0.002注4) 

ダイオキシン類 1pg-TEQ/L注１）
 10pg-TEQ/L注１）

 1,000pg-TEQ/g注5)
 

備 考 1 ） ダイオキシン類対策特

別措置法で定めるもの 

ほう素及びその化合物、ふ

っ素及びその化合物に係る

数値は、河川に排出する場

合の基準であり、カッコ内

の数値は、海域に排出する

場合の基準である。 

注1） ダイオキシン類対策

特別措置法で定めるもの 

注１） かつ農用地においては米

1kgにつき0.4mg未満であること 

注２）かつ農用地（田に限る）に

おいては土壌1kgにつき15mg未

満であること 

注３）農用地(田に限る)に限る 

注４）別名塩化ビニル又は塩化

ビニルモノマー 

注５）ダイオキシン類対策特別措

置法で定めるもの 

（注）「検出されないこと」とは、規定の分析方法による検出限界値以下をいう。単位は欄に記載がないものはmg/Ｌである。 
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水 道 法 下水道法 
廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 

水 質 基 準 下水排除基準 埋立処分に係る判定基準 船舶活動に伴う水質基準 埋立場所への排出基準 

0.003 0.03 0.09 0.1 0.1 

0.01 1 1 1 1 

 1 1 1 1 

0.01 0.1 0.3 0.1 1 

0.02 0.2 1.5 0.5 0.5 

0.01 0.1 0.3 0.1 0.5 

0.0005 0.005 0.005 0.005 0.005 

 検出されないこと｡ 検出されないこと。 検出されないこと。 検出されないこと。 

 0.003 0.003 0.003 0.003 

0.02 0.2 0.2 0.2  
0.002 0.02 0.02 0.02  

 0.04 0.04 0.04  

 1 1 0.2 1 
0.04 0.4 シス体 0.4 0.4  

 3 3 3  

 0.06 0.06 0.06  
0.01 0.1 0.1 0.3 0.3 

0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 

 0.02 0.02 0.02  

 0.06 0.06 0.06  

 0.03 0.03 0.03  

 0.2 0.2 0.2  
0.01 0.1 0.1 0.1  
0.01 0.1 0.3 0.1  
1.0 3   3 

1.0 10(230)    
0.8 8(15)    

0.005 5    
1.0 2    
0.3 10    
0.05 10    

 2    
0.05 0.5 0.5  0.5 

     

 10pg-TEQ/L 3ng-TEQ/g注）   

 ほう素及びその化合

物、＿ふっ素及びその

化合物に係る数値は、

河川を放流先とする公

共下水道へ排除する場

合の基準であり、カッ

コ内の数値は、海域を

放流先とする公共下水

道へ排除する場合の基

準である。 

 

 

汚泥に係る基準値であること 

注）特別管理産業廃棄物に限

る。 
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「放射線関係」 
 

〇放射線の種類（原子力基本法第３条第５号） 

〔 〕は、法で除かれている放射線 

アルファ線 

陽電子線（重陽子線） 

ベータ線 

         陽子線 

電子線 

（１メガ電子ボルト以上のエネ 

ルギーを有するもの） 

                               速中性子線 

                               熱中性子線 

                               ガンマ線 

                               特性エックス線 

                               （軌道電子捕獲に伴って発生す 

                                るものに限る） 

                               エックス線 

                               （１メガ電子ボルト以上のエネ 

ルギーを有するもの） 

                               〔紫外線〕 

〔可視光線、赤外線〕 

〔ラジオ波、マイクロウェーブ〕 

 

○放射能・放射線の単位（国際単位系：ＳＩとこれまでの単位の換算表） 

区  分 単  位 定     義 従来の単位 換   算 

放 射 能 
ベクレル 
（Ｂｑ） 

１秒間に１個の原子核が崩壊
するときの放射線を放出する
能力 

キュリー 
（Ｃｉ） 

１Ｃｉ＝3.7×1010Ｂｑ 

放

射

線

の

量 

照射線量 
クーロン毎 
キログラム 
（Ｃ/kg） 

空気の電離に基づいて表され
た放射線の量（Ｘ線又はガン
マ線に適用） 

レントゲン 
（Ｒ） 

１Ｒ＝2.58×10-4Ｃ/kg 

吸収線量 
グレイ 

（Ｇｙ） 

放射線が照射された物質の単
位質量当たりに吸収されたエ
ネルギーの量 

ラ ド 
（rad） 

１rad＝0.01Ｇｙ 

線量当量 
シーベルト 
（Ｓｖ） 

放射線の人体に対する生物学
的影響の度合いを含めた線量 

レ ム 
（rem） 

１rem＝0.01Ｓｖ 

 

○体内、食物中の自然放射性物質 

    体内の放射性物質の量             食物中のカリウム40の放射能量（日本） 

放射性物質 量(ベクレル)  食 物 放射能量(ベクレル/kg) 

カリウム40 4,000 干しこんぶ 2,000 

炭素14 2,500 干ししいたけ  700 

ルビジウム87 500 ポテトチップ  400 

鉛210・ポロニウム210  20 生わかめ  200 

※体重60kgの日本人の場合 ほうれん草  200 

魚  100 

牛肉  100 

牛乳    50 

食パン    30 

米    30 

ビール    10 

 

重荷電 

粒子線 

軽荷電 

粒子線 

荷電粒子線 

非荷電粒子線 

（中性子線） 

粒子線 

電  磁  波 

（電磁放射線） 

放射線 
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○食品中の放射性セシウムの基準 
 

食品群 基準値(ベクレル/kg) 

一般食品 100 

乳児用食品  50 

牛 乳  50 

飲料水  10 

 

 

○放射性物質(核種)と半減期 
 

原子番号 核   種 半 減 期 

１ 水素3（トリチウム） 3H 12.3年 

６ 炭素14 14C 5700年 

11 ナトリウム24 24Na 15.0時間 

19 カリウム40 40K 1.25億年 

27 コバルト60 60Co 5.27年 

38 ストロンチウム90 90Sr 28.8年 

53 ヨウ素131 131I 8.02日 

55 
セシウム134 134Cs 2.06年 

セシウム137 137Cs 30.2年 

86 ラドン222 222Rn 3.82日 

88 ラジウム226 226Ra 1600年 

92 ウラン238 238U 45億年 

94 プルトニウム239 239Pu 2.4万年 

 

 

○人間が受ける放射線の量（単位：ミリシーベルト＝1,000分の１シーベルト） 

 
自然放射線                                                   人工放射線 

                                   

 

                      10,000      がん治療（専門部位のみの線量） 

 

                       1,000      心臓カテーテル（皮膚線量） 

 

                                             100 

                         

10 

 

                               1        

 

                                             0.1 

 

                                             0.01 

 

ブラジル・ガラバリ・イラン・ 

ラムサールでの自然放射線（年間） 

１人あたりの自然放射線 

（年間・世界平均）            

空気から：1.26 大地から：0.48 

宇宙から：0.39 食物から：0.29 

日本の１人あたりの自然放射線 

（年間・全国平均） 

東京～ニューヨーク航空機旅行 

（往復・高度による宇宙船の増加） 

全身ＣＴスキャン（１回） 

胃のＸ線集団検診（間接撮影）（１回） 

胸のＸ線検診（直接撮影）（１回） 

一般公衆の線量限度（年間・医療は除く） 

4～10 

 2.4 

 1.48 

 

0.2 

6.9 

 
1.0 

 0.6 

 

0.05 
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「欧文略語」 

 
ＡＢＳ (alkyl benzene sulfonate)→中性洗剤（※２） 

ＡＳ系 (alkylsulfuric acid系)→中性洗剤（※２） 

Ａｓ (arsenic・砒素)→有害物質（※２） 

ＢＨＣ (benzene hexachloride・ビーエイチシー（殺虫剤）) 

ＢＯＤ (biochemical oxygen demand・生物化学的酸素要求量) 

ＢＷＲ (boiling water reactor・沸騰水型炉（転水炉）)  

Ｃｄ (cadmium・カドミウム) 

ＣＨ４ （methane・メタン） 

Ｃ３Ｈ８   (propane・プロパン)  

Ｃ４Ｈ１０  （butane・ブタン） 

Ｃｌ (chlorine・塩素)→有害物質（※２） 

ＣＯ (carbon monoxide・一酸化炭素） 

ＣＯ2 (carbon dioxide･二酸化炭素） 

ＣＦＣ   （chlorofluorocarbon・クロロフルオロカーボン） 

ＣＯＤ (chemical oxygen demand・化学的酸素要求量) 

ｄＢ (deci-Bell・デシベル)→単位の解説（※１） 

ＤＤＴ （p.p’-dichloro diphenyl trichloroethane・ディー・ディー・ティー（殺虫剤）） 

ＤＯ (dissolved oxygen・溶存酸素) 

ＥＰＮ (o-ethyl-o-p-nitrophenyl phenylphosphonothioate)→有害物質（※２） 

Ｆ (fluorine・フッ素) 

ＧＷＰ  （global warming potential・地球温暖化係数） 

ＨＣ (hydrocarbons・炭化水素)→自動車排出ガス（※２） 

ＨＣｌ (hydrogen chloride・塩化水素)→有害物質（※２） 

ＨＣＦＣ （hydrochlorofluorocarbon・ハイドロクロロフルオロカーボン） 

ＨＦＣ  （hydrofluorocarbon・ハイドロフルオロカーボン） 

ＨＦ (hydrogen fluoride・フッ化水素)→有害物質（※２） 

Ｈｇ (mercury・水銀) 

Ｈｚ (hertz・ヘルツ)→周波数の単位（※２） 

ＩＳＯ （International Organization for Standardization・国際標準化機構） 

ＪＩＳ  (Japanese Industrial Standards・日本産業規格) 

ＬＡＳ （linear-alkyl benzene sulfonate）→中性洗剤（※２） 

ＬＮＧ  (liquefied natural gas ・液化天然ガス) 

ＬＰＧ (liquefied petroleum gas・液化石油ガス) 

ＭＰＮ  (most probable number・最確数)→大腸菌群数（※２） 

ＮＭＨＣ （non-methane hydrocarbons・非メタン炭化水素）  

ＮＯＸ (nitrogen oxides・窒素酸化物） 

ＮＯ    (nitrogen monoxide・一酸化窒素)→窒素酸化物（※２） 
ＮＯ２ (nitrogen dioxide・二酸化窒素)→窒素酸化物（※２） 

Ｏ２ (oxygen・酸素) 

Ｏ３ (ozone・オゾン) 

ＯＸ (oxydants・オキシダント) 

Ｐｂ (lead・鉛) 

ＰＣＢ (polychlorinated biphenyl・ポリ塩化ビフェニル) 

ｐＨ (hydrogen exponent・ピーエッチ又はペーハー)→濃度の単位（※１） 

ＰＭ2.5 (particulate matter2.5・微小粒子状物質) 

ＰＯＰｓ (persistent Organic Pollutants)→残留性有機汚染物質（※２） 

ｐｐｍ，ｐｐｈｍ，ｐｐｂ，ｐｐｍｃ→濃度の単位（※１）  



- 337 -  

 

ＰＰＰ (polluter pays principle・汚染原因者負担の原則) 

ＰＲＴＲ (Pollutant Release and Transfer Register・環境汚染物質排出・移動登録) 

ＰＷＲ (pressure waterreactor・加圧水型炉（転水炉）) 

ＳＤＳ  （Safety Date Sheet・安全データシート）  

ＳｉＯ２  （silicon dioxide・シリカ） 

ＳＯＸ    （sulfur oxides・硫黄酸化物） 

ＳＯ２   （sulfur dioxide・二酸化硫黄）  

ＳＯ３     (sulfur trioxide・三酸化硫黄) 

ＳＰＭ  (suspended particulate matter・浮遊粒子状物質) 

ＳＳ      (suspended solid)・浮遊物質） 

ＴＣＤＤ (tetra chloro dibenzo para dioxine・テトラクロロジベンゾパラジオキシン) 

ＴＤＩ  (Tolerable Daily Intake・耐容一日摂取量)  

ＴＥＦ  (Toxic Equivalemcy Factry・毒性等価係数)  

ＴＥＱ   (Toxic Equivalent・毒性等量) 

ＴＬｍ，ＬＤ５０，ＬＣ５０，ＡＤＩ→毒・薬物の毒性評価量（※１） 

ＴＯＣ  (total organic carbon・全有機炭素) 

ＴＯＤ    (total oxygen demand・全酸素消費量) 

ＶＯＣ    (Volatile Organic Compounds)→揮発性有機化合物（※２） 

ＷＥＣＰＮＬ，ＥＰＮＬ，ＰＮＬ，Ｌｄｅｎ→航空機騒音評価単位（※１） 

ＷＨＯ  (World Health Oraganization・世界保健機構) 

※１ 公害関係単位の解説を参照     ※２ 環境保全関係用語の解説を参照 
 
 

国連の国際的環境保全活動 
 
国連機関 ＵＮＥＰ（国連環境計画：United Nations Environment Programme） 

国連人間環境会議(1972)の合意に基づき第27回国連総会で環境関連活動総合調整機関として 

(1973)設置された。 

 
ＵＮＤＰ（国連開発計画：United Nations Development Programme） 

 

国連専門機関 ＩＡＥＡ（International Atomic Energy Agency）

国際原子力機関 

ＦＡＯ（Food and Agriculture Organization）    

国連食料農業機関 

ＵＮＥＳＣＯ（United Nations Educational,Scientific and Culture Organization）      

国連教育科学文化機関 

ＷＨＯ(World Health Organization) 

世界保健機構 
 

ＩＤＡ（International Deveropment Association） 

国際開発協会、地球環境基金(GEF)を取り扱う 
 

ＩＢＲＤ(International Bank for Reconstruction and Development) 

国際復興開発銀行 
 

ＷＭＯ（World Meteorological Organization） 

世界気象機関、ＵＮＥＰとＩＰＣＣを設置 
 

ＩＭＯ（International Maritime Organization）   

国際海事機関 

 

ＧＥＭＳ（地球モニタリングシステム：Global Environmental Monitaring System） 

各機関個々のモニタリング（継続監視）活動を組合わせ、また新規活動を発足させ、全地球的な環境継続監視システムとして

設立、大気汚染、人体汚染（母乳など）、海洋生物資源、野生生物など30種類もの継続監視が行われている。 
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「公害関係単位の解説」 

○濃度の単位  

(１) ｐｐｍ(parts per million)100万分率、ｍｇ／L 

物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の100万倍（質量100万分率＝mg／kg＝μg／g）又は物

質の含有成分の体積とその物質の体積との比の100万倍（体積100万分率＝cm３／m３＝mL／kL）を 

ｐｐｍという、水溶液では水１Lが物質１mgを含有するとき、その濃度を１mg／Lで表し、１mg／kgと 

１mg／Lを同一とみなして１ｐｐｍで表すことが多い。

１mg／L＝103μｇ／L＝106ng／L＝109ｐｇ／L 

(２) 濃度（分率単位）の倍数比較 

分 率 単位の呼称 単位記号 備 考 

100分率 パーセント ％ １％＝10４ｐｐｍ（１万ピーピーエム） 

1,000分率 パーミル ‰ １‰＝10-１％＝10３ｐｐｍ（千ピーピーエム） 

100万分率 ピーピーエム ｐｐｍ １ｐｐｍ＝10-４％ 

１億分率 ピーピーエッチエム ｐｐｈｍ １ｐｐｈｍ＝0.01ｐｐｍ＝10-６％ 

10億分率 ピーピービー ｐｐｂ １ｐｐｂ＝0.001ｐｐｍ＝10-７％ 

１兆分率 ピーピーティー ｐｐｔ １ｐｐｔ＝0.001ｐｐｂ＝10-１０％ 

(３)ｇ／Ｎｍ３（グラム毎ノルマル立方メートル） 

標準状態（０℃、１気圧）における気体１㎥（立方メートル）中に１ｇ（グラム）を含有する濃度。大気中

のばいじん濃度を表すのに用いている。また、有害物質（窒素酸化物を除く。）についてはｍｇ／Ｎｍ３

で表している。 

(４)ｐＨ 

ＪＩＳ Ｚ 8802（1958制定、1984改正）により、「この規格に規定したｐＨ標準液のｐＨ値を基準とし、

ガラス電極ｐＨ計によって測定される起電力から求められる値。ピーエッチと読む。」と定義される無次元量。 

水溶液の性質の指標で、７のとき中性、７より小さいとき酸性、７より大きいときアルカリ性という。

歴史的には、溶液中の水素イオン濃度〔Ｈ＋〕モル／Lの逆数の常用対数として定義されていた。 

ｐＨ＝log１／〔Ｈ＋〕＝－log〔Ｈ＋〕 

0.1規定塩酸（0.1Ｎ・ＨＣl） →〔Ｈ＋〕10－１ モル／L→ｐＨ１ 

0.1規定水酸化ナトリウム（0.1Ｎ・ＮａＯＨ）→〔Ｈ＋〕10－１３  モル／L→ｐＨ１３  

日常的なもののｐＨ：レモン汁ｐＨ２～2.2、食酢ｐＨ2.5～3.0 

(５) モル濃度（mol又はmol／ｍ３） 

溶液１ｍ３（立方メートル）中に溶質１モルを含有する溶液の濃度 

(６) 規定（Nor又はＮ） 

溶液１ｍ３（立方メートル）中に溶質1,000ｇ（グラム）当量を含有する溶液の濃度 

（７) ppmC（ピーピーエムシー） 

大気中における炭化水素（CnHm）、特に非メタン炭化水素（NMHC）の濃度の単位として用いられる。単

位としての意味はppmと同じで、100万分の１を単位とする体積比率の概念である。 

非メタン炭化水素には炭素（C）の数が異なる種類が多くあるので、非メタン炭化水素全体としての

濃度を表す場合は、個々の炭化水素の濃度をそのまま合計するのではなく、個々の炭化水素の濃度を、そ

の炭化水素に含まれる炭素数（n）で重み付けした量に変換し、メタン（CH4）を除く全ての炭化水素につ

いて合計したものを非メタン炭化水素の濃度とする。 

すなわち、炭素数＝１のメタンが基準となるので、メタン換算値となる。 
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○デシベル（ｄＢ） 

音や振動の大きさなどを表す無次元量。単位記号はｄＢ 

例えば音について、音圧・音の強さ・音響出力の物理量としての単位はパスカル（Ｐａ）・ワット毎

平方メートル（Ｗ／ｍ２）・ワット（Ｗ）であるが、通常の値を表すには位が小さく不便なので、基準

値（20µPa）との比の常用対数を10倍して、デシベル表示する。 

このような表示方法を一般にレベルといっており、音圧レベル、振動レベルなどについては次のよう

に定められている。 

(１)騒音レベル 

ＪＩＳ Ｃ 1509（普通騒音計）で測定した聴感補正済の音圧レベルをいう。 

(２)振動レベル 

ＪＩＳ Ｃ 1510(振動レベル計)で測定された感覚補正済の鉛直方向における振動加速度レベルをいう。 

○航空機騒音の評価単位 

従前より世界各国で評価法の検討がなされて、それぞれ独自の評価単位が使用されており、現在は、

等価騒音レベルを基本とした指標が多く採用されている。 

なお、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）はＥＰＮＬとＷＥＣＰＮＬを評価手法として提唱している。 

(１)ＥＰＮＬ（Effective Perceived Noise Level）実効感覚騒音レベル 

航空機１機ごとのやかましさのレベル（ＰＮＬ：近似的には騒音レベルｄＢ（Ａ）に13を加えた値） に

機種によって異なる特異音の有無や継続時間の補正量を計算して加えた１機ごとの騒音評価の国際単位

である。 

(２)ＷＥＣＰＮＬ（Weighted Equivalent continuous perceived noise level） 

実際の空港周辺では１機ごとの騒音（ＥＰＮＬ）が随時繰り返されるので、運航機数（Ｎ）などから

１日当たりの全騒音量を求め、これを１日の期間（秒）で平均してＥＣＰＮＬ（等価継続感覚騒音レベ

ル）が求められる。しかし、１日の時間帯別で騒音に対する感じ方に差があることを考慮して、ＥＣＰ

ＮＬに時間帯別の重み（夕方は３倍、夜間は10倍）を加えた国際単位がＷＥＣＰＮＬで、次の式で表さ

れる。 

ＷＥＣＰＮＬ＝ ＥＰＮＬ E A＋10logＮｏ－39.4 

A ＥＰＮＬ E A：ＥＰＮＬのパワー平均値 

Ｎｏ：Ｎ１（日中）＋３Ｎ２（夕方）＋10Ｎ３（夜間） 

平成25年３月31日まで我が国の航空機騒音環境基準の指標だった単位ＷＥＣＰＮＬも上記と同様の考

え方で採用されたものであるが、ＥＰＮＬの算出が煩わしいので、近似値にｄＢ（Ａ）で求める次式に

変換されている。 

ＷＥＣＰＮＬ＝ ｄＢ  （Ａ）＋10logＮ－27 

ｄＢ E A（Ａ）：ｄＢ（Ａ）ピーク値のエネルギー平均

Ｎ：Ｎ２＋３Ｎ３＋10（Ｎ１＋Ｎ４） 

Ｎ１：午前０時～午前７時の機数 

Ｎ２：午前７時～午後７時の機数 

Ｎ３：午後７時～午後10時の機数 

Ｎ４：午後10時～午後12時の機数 
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なお、訳語は加重等価持続騒音レベル、加重等価継続感覚騒音レベルあるいは荷重等価平均騒音レベル

などがある。 

(３)Ｌden（時間帯補正等価騒音レベル） 

時間帯補正等価騒音レベルとは、個々の航空機騒音の単発騒音曝露レベルＬAEに昼・夕・夜の時間帯

補正を加えてエネルギー加算し、１日の時間平均を取ってレベル表現したものである。航空機騒音に係

る環境基準の一部改正が平成25年４月１日から施行され、我が国の航空機騒音環境基準の指標となった。 

なお、Ｌdenについては、算式アにより１日ごとのＬdenを算出し、全測定日数のＬdenについて、算式イに

よりエネルギー平均を算出する。ＬAE（単発騒音暴露レベル）については、日本産業規格Ｚ8731により求

める。 

算式ア 

10 log10 �
T0
T
�� 10

ＬAE ,di
10

i

+ � 10
ＬAE ,ej+5

10

j

+ � 10
ＬAE ,nk+10

10

k

�� 

 

（注）ｉ、ｊ、ｋとは、各時間帯で観測標本のｉ番目、ｊ番目、ｋ番目をいい、ＬAE,diは、午前７時から午後

７時までの時間帯におけるi番目のＬAE、ＬAE,ejは、午後７時から午後10時の時間帯おけるj番目のＬAE、

ＬAE,nkは、午後10時から午前７時の時間帯におけるk番目のＬAEをいう。また、Ｔ0は規準化時間（１

秒）をいい、Ｔは観測１日の時間（86400秒）をいう。   

算式イ 

10 log10 �
1
N
� 10

Ｌden，i
10

i

� 

 

（注）Ｎとは、測定日数をいい、Ｌden,iとは、測定日のうちⅰ日目の測定日のＬdenをいう。 

○毒性・薬物の毒性評価 

ある物質が生物体に働いて何らかの作用を及ぼし、その結果として生物体を不利な状態に導く場合、そ

の物質に毒性があるという。一般にある物質を一時的に摂取した場合、数日以内に現れる毒性を急性毒性

といい、ＬＤ５０、ＴＬｍなどその程度を表す。また、ある物質を長期間にわたって連続摂取した場合、そ

の物質の蓄積により現れる毒性を慢性毒性といっており、ＡＤＩなどでその程度を表すことが多い。 

ＬＤ５０(Lethal dose 50value)50％致死量又は半数致死量のことで、体重1kg当たりのmg数で表示する。

物質の投与は経口、経皮及び静脈など、それぞれで比較検討される。 

ＬＣ５０（Lethal concentration 50value）50％致死濃度又は半数致死濃度のことで、ppmなどで表示す

る。気体成分や水生生物に対する水中成分のように体重当たり摂取量を把握し難い場合の急性毒性を表す

のに用いる。 

ＴＬｍ（Median tolerance limit）半数生存限界又は半数生存限界濃度のことで％又はppmで表示する。

水産生物に対する急性毒性を示す値で、一般に工場廃水や農薬の魚毒性を表すのに用いる。 

ＡＤＩ（Acceptable daily intake）１日許容摂取量のこと。最大無作用量に百～数千倍の安全係数を

掛けて求められる値で、体重１kg辺りの㎎数で表示される。 

ＴＤＩ（Torelable Daily Intake）１日耐容摂取量のこと。従来は、ＡＤＩで表現していたが、汚染物

質については、食品添加物などど違って、意図される機能はないことから、ＡＤＩよりＴＤＩを使うほう

がより適切であるとされている。ＡＤＩと同様、体重１kg当たりの数量で表現される。 

 
毒劇物の毒性の目安（ＬＤ５０値） 

 経 口 投 与 皮 下 投 与 静 脈 投 与 備 考 

毒 物 ＜30mg／kg ＜20mg／kg ＜10mg／kg  

おおよその値である 
劇 物 ＜300mg／kg ＜200mg／kg ＜100mg／kg 

 

特定毒物 
 

＜15mg／kg 
 

＜10mg／kg 
 

－ 
その他検出、治療等が

極めて困難なもの 
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○その他の主な単位記号 

 

物 質 量 
量の

記号 

ＳＩ単位 ＳＩ基本単位

による表現 

 

備 考 
名 称 記号 

基 
 

本 

物 
 

質 

量 

長さ l メートル ｍ   

質量 ｍ キログラム kg  １ｔ＝1,000kg 
１ｕ(or amu)=1.66054×10-27kg 

時間 ｔ 秒 ｓ   

電流 Ｉ アンペア Ａ   

熱力学温度 Ｔ ケルビン Ｋ   

物質量 ｎ モル mol   

光度 ＩＶ カンデラ Cd   

周波数、振動数 ν、ｆ ヘルツ Hz ｓ－１  

力 Ｆ ニュートン Ｎ mkg／ｓ２
  

圧力、応力 Ｐ パスカル Pa kg／ms２
 

＝Ｎ／ｍ２
 

１atm＝101325Pa 

エネルギー､仕事､熱量
エンタルピー 

Ｅ 
Ｈ 

 

ジュール 
 

Ｊ 
 

m２kg／s２
 

＝Ｎｍ 
１cal＝4.184Ｊ 

１keＶ＝1.60218×10-19Ｊ 

工率、仕事率 Ｐ ワット Ｗ m２kg／s３
 ＝Ｊ／ｓ 

電荷 Ｑ クーロン Ｃ ｓＡ  

電位、電圧 Ｖ、φ ボルト Ｖ m２kg／s３Ａ ＝Ｗ／Ａ ＝Ｊ／Ｃ 

静電容量 Ｃ ファラド Ｆ ｓ４A２／m２kg ＝Ｃ／Ｖ 

電気抵抗 Ｒ オーム Ω m２kg／s３A２
 ＝１／Ｓ ＝Ｖ／Ａ 

コンダクタンス Ｇ ジーメンス Ｓ ｓ３A２／ｍ２kg ＝１／Ω ＝Ａ／Ｖ 

磁束 Ф ウェーバ Wb m２kg／s３A ＝Ｖｓ ＝Ｊ／Ａ 

磁束密度 Ｂ テスラ Ｔ kg／ｓ２A ＝Ｗｂ／㎡ 

インダクタンス Ｌ ヘンリー Ｈ m２kg／s３A２
 ＝Ωｓ ＝Ｊ／Ａ 

セルシウス温度 ｔ、θ セルシウス度 ℃ Ｋ 273.15Ｋ＝０℃ 

平面角 а ラジアン rad  １度＝π／180rad 

立体角 ω ステラジアン sr   

面積 Ａ   ㎡ １a＝100㎡、1ha＝10,000㎡ 

体積 Ｖ   ㎥ 1,000L＝1㎥ 

速度 ｕ   ｍ／ｓ  

加速度 ａ   ｍ／ｓ２
  

エントロピー Ｓ   m２kg／s３K ＝Ｊ／Ａ 

 

音の大きさのレベル 
 

Ｌ 
   フレッチャーとマンソンによって

与えられた等感覚騒音レベルの単
位はフォン(phon) 
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○単位の接頭辞 

数 詞 倍 数 接頭語 呼び方 記 号 

百 京 倍 1018 ｅｘａ－ エ  ク  サ Ｅ 

千 兆 倍 1015 ｐｅｔａ－ ペ     タ Ｐ 

一 兆 倍 1012 ｔｅｒａ－ テ ラ Ｔ 

十 億 倍 10９
 ｇｉｇａ－ ギ ガ Ｇ 

百 万 倍 10６
 ｍｅｇａ－ メ ガ Ｍ 

千 倍 10３
 ｋｉｌｏ－ キ ロ ｋ 

百 倍 10２
 ｈｅｃｔｏ－ ヘ ク ト ｈ 

十 倍 10１
 ｄｅｃａ－ デ カ ｄａ 

十 分 の 一 倍 10－１ ｄｅｃｉ－ デ シ ｄ 

百 分 の 一 倍 10－２ ｃｅｎｔｉ－ セ ン チ ｃ 

千 分 の 一 倍 10－３ ｍｉｌｌｉ－ ミ リ ｍ 

百 万 分 の 一 倍 10－６ ｍｉｃｒｏ－ マ  イ  ク ロ μ 

十 億 分 の 一 倍 10－９ ｎａｎｏ－ ナ ノ ｎ 

一 兆 分 の 一 倍 10－12 ｐｉｃｏ－ ピ コ ｐ 

 

 
〔例〕 

ＭＷ：メガワット 火力・原子力発電所の発電規模など。（＝10６Ｗ） 

km、kg：キロメートル、キログラム 日常単にキロということが多い。（＝10３ｍ、10３ｇ） 

ｈＰａ、ｈａ：ヘクトパスカル、ヘクタール（ヘクトアールを縮めていう。） 面積や気圧以外の単位で

は、余りヘクトは使われない。（＝10－２ｍ） 

ｃｍ：センチメートル 日常単にセンチということが多い。（＝10－２ｍ） 

ｍｍ、ｍｇ、：ミリメートル、ミリグラムなど。（＝10－３ｍ、10－３ｇ） 

μｓ、μｇ：マイクロ秒、マイクログラムなどは用いられることが多い。（＝10－６ｓ、10－６ｇ） 

 

 

 
○温度に関する表現（ＪＩＳ Ｋ 0050（1964 最近改正2005）化学分析方法通則）              

標準温度・・・・20℃   冷水・・・15℃以下 

常温・・・・15～25℃  温水・・・40～60℃ 

室温・・・・５～35℃  熱水・・・60℃以上 

冷所・・・・１～15℃ （いずれも別に記載する場合を除く。） 

 
 

○標準状態 

０℃、１気圧の下における物質の状態で、主として気体に関して用いられる。 
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「環境保全関係用語の解説」 

 

【日本語索引】 

○赤潮 

海中のプランクトンが異常増殖し、海水が赤褐色を呈する現象。発生のメカニズムが完全には究明 さ

れていないが、閉鎖性の強い湾などで雨後に強い日射と海面の静かな日が続くときに発生しやすい。

海水中の窒素、燐等の栄養塩類濃度、自然条件の諸要因が相互に関連して発生すると考えられている。

魚介類に対する被害の原因として、(1)赤潮プランクトンが魚介類のえらに詰まって窒息する。(2)赤 潮

プランクトンの細胞分裂のため海水中のＤＯが欠乏する。(3)有毒物が赤潮プランクトンにより生産排

出される。(4)細菌が増殖する。などの諸説がある。 

○悪臭物質 

大部分の人が不快に感じるにおいを悪臭という。悪臭の原因物質には、窒素化合物、硫黄化合物、

脂肪酸等が多い。 

悪臭防止法では、主要な原因物質のうち機器分析で測定可能な次の２２種を、特定悪臭物質として

個別に濃度を規制している。アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチ

ル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イ

ソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エ

チル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノ

ルマル吉草酸、イソ吉草酸。 

○アースデー 

毎年４月22日のことで、地球の日とも呼ばれている。 

1970年４月22日に、環境問題を知ってもらうためにアメリカの市民団体が行ったデモがきっかけと

なっており、全世界で地球や環境のことを考える統一行動日としている。 

○アスベスト 

石綿。蛇紋岩や角閃石の繊維状鉱物の総称で、クリソタイル（白石綿）、アモサイト（茶石綿）、

クロシドライト（青石綿）、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの種類がある。 

柔軟性、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性にすぐれ、安価であるため、建材、保温材、耐火材などに広

く使われてきた。しかし、繊維を吸入すると、肺の繊維症を引き起こすことがあり、また、中皮腫や

肺ガンなどの悪性腫瘍発生の危険も増加させるため、ＷＨＯが大気中濃度のガイドラインとして10本

(f)/Ｌを定めている。 

一般大気環境の汚染を防止するため、大気汚染防止法により工場からの排出と特定粉じん排出等作

業が規制されている。工場について規制基準値は敷地境界の大気中濃度10本(f) /L。 

また、石綿障害予防規則により取扱作業が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処理方法が

規制されている。 

なお、平成７年にアモサイト（茶石綿）、クロシドライト（青石綿）の製造等は禁止され、平成16

年には建材などアスベスト含有製品10品目の製造等も禁止されている。 
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○あっせん 

紛争当事者間の自主的解決を援助、促進するため、交渉や話合いが円満にいくよう、三人以内のあ

っせん委員が、その間に入って世話し、仲立ちするものである（公害紛争処理法）。 

○アメニティ（amenity） 

「快適性」、「居住性」、「快適な環境」など、ときには「環境保全」とも訳されているが、「人

間的な 住み良さ」といった感じの言葉である。日本ではこのような思想の伝統が薄かったが、1976年

のＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の東京会議における指摘が契機となって、とくに都市環境整備の面

で取り上げられている。諸外国におけるアメニティ保全施策の主なものは（１）歴史的風土の保存、

（２）広告の規制、（３）樹木の保存、（４）デザインの規制などである。 

○アルキル水銀（Ｒ－Ｈｇ） 

有機水銀化合物の一つで、メチル水銀、エチル水銀などがあり、きわめて毒性が強い。水俣病の原

因物質とされており、慢性中毒症状は、知覚、聴力言語等の障害、視野の狭窄、四肢の麻痺などの中

枢神経障害を起こし、場合によっては死亡することもある。 

○暗騒音 

ある場所において特定の音を対象として考える場合に、対象の音がないときその場所における騒音

を、対象の音に対して暗騒音という。 

例えば、街頭騒音は電車の音、自動車の音、街頭放送など多くの音が同時に存在するが、この中の

どれか一つを測定の対象とする場合それ以外はすべて暗騒音となる。したがって、測定の対象として

いる音のレベルより暗騒音のほうが大きい場合もあり得る。 

○硫黄酸化物（ＳＯｘ ソックス） 

硫黄（Ｓ）の酸化物のことであるが、主として二酸化硫黄（ＳＯ２、亜硫酸ガスともいう。）と三酸

化硫黄（ＳＯ３、無水硫酸ともいう。）が問題となる。硫黄又は硫黄を含有する燃料（重に重油）が燃

えるときに発生するが、一般の燃焼排ガス中にはＳＯ２の方が多く、大気中で酸化されてＳＯ３となり、湿

った大気中では水蒸気と一つになって硫酸ミストとなる。刺激性の強い腐蝕性のある有毒なガスで、

単独でも呼吸器を刺激し、せき、喘息、気管支炎などを起こすほか、動植物に悪影響を与える。ばいじ

んなど他の汚染物質との共存による相乗作用がある。 

○閾値（いきち） 

① 生理学分野で使用され、ある刺激によって反応が引き起こされる場合に、刺激の強さがある値に

達しなければ反応がみられない。この値を閾値と言っている。においの刺激の場合に、何らかのにお

いがやっと感じられる最小濃度を嗅覚閾値、又は単に閾値と言っている。なお、臭気の強度と臭気原

因物質の濃度との関係は“ウェーバー・ヘフナーの法則”が知られ、においの強さを半分にするため

には臭気物質の濃度を１０分の１程度にしなければならない。 

② 汚染物質に曝露された時、ある量以上で健康影響が起きる場合、その曝露量を閾値といい、この

物質は閾値があるという。遺伝子毒性がある発ガン性物質などは、微量であってもがんを発生させる

可能性が否定できず、閾値がないと考えることが適切であるとされる。 

○一日許容摂取量（ＡＤＩ） 

人間が毎日一生涯摂取し続けても健康に何ら影響が出ない量を一日許容摂取量（Acceptable Daily 
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Intake)という。 

ＡＤＩは動物実験での無作用量に安全係数を乗じて得られ、mg／kg／日で表され、安全係数は、通

常の百分の一程度の値が採用されている。 

○一酸化炭素（ＣＯ） 

無色、無臭の気体で空気中で点火すると燃える。炭素の不完全燃焼で発生し、石炭ガス、溶鉱炉ガ

スなどに多量に含まれているが、燃料や鉱石の還元に使用される。大気汚染で主として問題となるの

は、自動車等の内燃機関での不完全燃焼により排出される一酸化炭素である。一酸化炭素の毒性は血

液中の血色素と結合してＣＯ－ヘモグロビンを作り、血色素の酸素運搬力を奪うことによる。 

○上乗せ基準 

ばい煙または排水中の排出の規制に関して総理府令で定める全国一律の排出基準又は排水基準に換

えて適用するものとして、都道府県が条例で定めたより厳しい排出基準又は排水基準を上乗せ基準と

いう。 

○疫学 

地域集団における疾病の発生、分布、消長とそれらに及ぼす自然的、社会的環境の影響を調査・研

究して、その結果得られた知識を基にして疾病を無くしていく学問とされている。公害病、流行病な

どを集団現象として捕らえ、統計的手法によりその原因を解明していくことを疫学的調査といってい

る。例えば大気汚染のひどい地域の住民には慢性気管支炎の症状を持つ人（有症率）が多いというよ

うな結果が明らかにされる。 

○液化石油ガス（ＬＰＧ） 

プロパン（Ｃ３Ｈ８）、ブタン（Ｃ４Ｈ１０）などの混合物は常温常圧の下では気体であるが、加圧に

より極めて容易に液化することから取扱いに便利な耐圧容器に液体で貯蔵され、家庭用、工業用、自

動車燃料等に利用される。油田ガスとしても得られるが、主として石油精製の際に生成する炭素数３

～４の炭素水素の混合物で、その組成等によりＪＩＳでは１号～６号に分けている。 

○液化天然ガス（ＬＮＧ） 

メタン（ＣＨ４）を主成分とする天然ガスを運搬・貯蔵に便利なように低温圧縮して液化したものを

いう。ＬＮＧ専用船によって、我が国にも輸入され、硫黄分を含まないことから大気汚染防止対策上、

火力発電用燃料、都市ガス製造用として大量に消費されている。 

○エコマーク 

（財）日本環境協会が実施する環境保全型商品のシンボルとして図案されたもので「わたしたちの

手で地球を、環境を守ろう」との気持ちを表している。特定フロンを使わないスプレーや、再生紙使

用の雑誌など環境の保護に役立つものとして設定された商品に表示される。 

○エネルギー平均、エネルギー和 

デシベル（ｄＢ）で表される各種の単位は物理量の比の値の対数値を10倍（又は20倍）したもので

あるため、単にデシベル値の算術合計やその平均値を求めても実際の値とは異なる。したがって、デ

シベル値を一旦元の物理量に換算してその和を求め、この和を再びデシベル（ｄＢ）に換算した値が

エネルギー和（ｄＢ和）であり、エネルギー平均も同様にデシベル値を物理量に換算して平均を求め、

その平均値をデシベル（ｄＢ）に換算したものである。logや10ｘなどの関数電卓であれば次式により



- 346 -  

算出する。 

 
 

    L1      L2       L3     Ln 

エネルギー和 Ｌ＝10log{1010 ＋ 1010 ＋ 1010  ･･････＋1010 } 

エネルギー平均値 Ｌ  ＝Ｌ－10logＮ 

また、エネルギー和の略算法としてはデシベル値の差から右表により補正値を求め、これを大きい

ほうのデシベル値に加えて四捨五入する。３個以上のときは２個ずつ大きいものから加える。エネル

ギー平均値はエネルギー和から10logＮを引く。 

Ｌ1～Ｌｎは１からＮ個までの測定値 

（デシベル値） 

Ｎは測定値（デシベル値）の関数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○オキシダント、光化学オキシダント 

オキシダントとは酸化性物質の総称であるが、大気汚染防止法施行規則では「大気中のオゾン、パ

ーオキシアシルナイトレートその他沃化カリウムと反応して沃素を遊離させる酸化性物質」としてお

り、環境基準の光化学オキシダントについては光化学反応により生成され、中性沃化カリウム溶液か

ら沃素を遊離する酸化性物質で、二酸化窒素を除くものと範囲を示している。いわゆる光化学スモッ

グの原因物質として測定され、その値の増減と人や植物の被害とは関連している。オキシダントの生

成の過程は不明な点が多いが、炭化水素と窒素酸化物が含まれた空気が、光（近紫外線）の作用で化

学反応を起こして生ずるとされている。 

○オクタン価 

ガソリンがエンジン内で燃焼する際、異常爆発（ノッキング）を起し難い度合いを表す尺度として

使用されており、レギュラーガソリンはオクタン価が８９以上、ハイオクタンガソリンはオクタン価

が９６以上であり、かつてオクタン価を上げる添加剤として４エチル鉛や４メチル鉛などのアルキル

鉛が使用されていたが、人体への浸透毒性の強いことや大気の鉛汚染の原因などとなるため、1975年

からガソリンの無鉛化が進められ、1987年に世界初の完全無鉛化を達成した。 

 

 

ｄＢ値の差 

ｄＢの増加量  

ｄＢ値の差 

ｄＢの増加量 

 

補正値 
四捨五

入  値 

 

補正値 
四捨五

入  値 

0 3.0 3 10 0.4 0 

1 2.5  11 
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4 

2.1 

1.8 

1.5 

2 

5 1.2 1    

6 1.0     

7 0.8     

8 0.6     

9 0.5     

 
左の４個の測定値のエネルギー和は73ｄB 

エネルギー平均値は73（ｄＢ）－10log４＝67ｄＢ 

 

（計算例） 

70dB 

 

67dB 

 

66dB 

 

62dB 
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73+0.3 

(73) 
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○汚染原因者負担の原則（ＰＰＰ） 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）は、1970年に環境委員会を設置し1971年度から本格的な活動を開始

したが、1972年2月にパリで開かれた第４回環境委員会は「公害防止に必要な費用は一切、企業が負担

すべきで、政府が補助金などの形で、企業援助をしてはならない。」との原則を採択した。これが、

Polluter Pays Principal（汚染原因者負担の原則）略してＰＰＰと呼ばれているものである。 

○オゾン（Ｏ３） 

酸素（Ｏ２）の同素体で、一種の臭気があり、強い酸化力をもつため、消毒、漂白、酸化などの目的

に用いられる。微量でも呼吸器を侵し、長時間吸入すると有害である。 

○オゾン層の破壊 

地球をとりまくオゾン層は、高度25km程度を中心に主として成層圏内に存在し、生物に有害な波長

の紫外線を吸収する働きを持っている。大気中に放出されたフロンが成層圏で分解され塩素原子を出

してオゾンと反応し、オゾン層を破壊する。 

なお、オゾンホールとは、オゾン全量が220ｍatm－cm以下のオゾン層部分を言う。220ｍatm－cmは、

大気の鉛直気柱に含まれるオゾンを０℃１気圧に圧縮したとき、0.22cmの厚みに該当するオゾン量の

ことを言う。 

○汚濁負荷量 

汚濁物質が大気や水の環境に一定期間内に与える影響の総量を表す数値であり、濃度と総量（排出

ガス、排出水など）の積として算定される。 

○汚泥（スラッジ sludge） 

汚泥は一般に下水処理工程で沈殿池に沈積した泥状のものをいう。普通廃水中の有機物を利用（酸

化、分解）して繁殖した好気性微生物と固型有機物との凝集物で95～98％の水分を含み、更に、消化

槽で嫌気性微生物により分解されたメタンと炭酸ガスを発生して容積を減ずる。最終汚泥は脱水して

焼却・埋立又は肥料とする。なお、泥状の懸濁液については粒子の大きさ、濃度の差異、外観等から

スラリー(slurry)、スラッジ(sludge)、スライム(slime)、その他の用語が使い分けられている。 

スラリー：コロイド粒子から１μｍ前後の大きさの粒子を含む稀薄な懸濁液で容易にふるいわけは

できないが、重力沈降により濃縮できるもの。 

スラッジ：濃縮されたスラリーと考えればよく、それ以上は重力沈降によっては濃縮困難な高濃度

の懸濁液として定義される（汚泥、軟泥、泥滓、ぬかるみ）。 

スライム：重力沈降では濃縮困難な微細粒子からなるスラリーの一種で、疎水性物質の場合は一般

に74μｍ以下の粒子が50％（重量）以上のスラリーをいう。 

○温暖化防止月間 

国民・事業者・行政が一体となって地球温暖化防止に取組む月間のこと。 

1997年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）を契機として翌年

12月に指定され、毎年12月は省エネや節電により温暖化防止を普及するイベントが行われている 

○温度勾配 

温度の傾斜。水平方向の温度勾配と鉛直方向の温度勾配とがある。水平方向の温度勾配は気圧配置

に関係することが多い。鉛直方向の温度勾配は大気の安定度と密接な関係にある。→大気安定度。 
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○音波の減衰 

音波は伝播の途中でいろいろな原因のためそのエネルギーが減衰する。 

（1）距離による減衰：球面波として伝播するときは距離の二乗に逆比例して減衰するので音源から

の距離が２倍になるごとに６ｄＢ減衰する。 

（2）空気の吸収による減衰：空気中を伝播する音波は湿度の影響によって減衰する。湿度が小さい

程減衰量が大きく、また周波数が高い程大きくなる。 

（3）障害物による減衰：音波の伝播方向に沿って凸凹やついたてのような障害物又は吸音面がある

と音波は減衰する。 

（4）その他の原因による減衰：音波が地表面に沿って伝播する場合、地表面の気温が上層の気温よ

り低い場合には伝播距離は増大し、逆の場合は小さくなる。 

○拡散 

煙突から排出された煙が風下方向に流れながら稀釈され、次第に目に見えなくなるような現象をい

う。 

○化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

水中の汚濁物質を酸化剤で化学的に酸化するときに消費される酸素量のこと。この数値が大きいほ

ど、汚濁物質が多いことを示す。海域や湖沼の汚染指標として用いられる。なお、河川の指標には、

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）が用いられる。 

○化石燃料 

太古の動植物が地殻の変動等に伴って、地下で熱や圧の影響を受け変性して燃料となったもので、

石炭、石油及び天然ガスのことを総称している。 

○活性汚泥法 

下水又は有機排水を好気性微生物によって生物化学的に処理する方法。汚水に種汚泥を加えて数時

間曝気すると好気性微生物が急速に増殖し、汚水中の有機物が沈澱分離しやすい形態（フロック）と

なる。このフロックを沈澱池で分離して上澄液を放流する。沈澱池で分離された沈澱物を活性汚泥と

呼び、一部を曝気槽に返送して種汚泥とする。余剰汚泥は脱水処理後、焼却等の処分をされたり、醗

酵処理後肥料とされる。 

○カドミウム（Ｃｄ） 

カドミウムはカドミウム精錬所、メッキ工場や電気機器工場などの排水に含まれ、富山県神通川流

域のイタイイタイ病の原因となった物質。慢性中毒になると腎臓障害を起こし、カルシウムの不足か

ら骨軟化症を起こす。 

○環境影響評価（環境アセスメント） 

開発行為が環境に及ぼす影響の程度と範囲、その防止策、代替案の比較検討などを含め、開発行為

が環境に及ぼす影響を事前に調査、予測および評価を行うことをいう。 

○環境管理計画 

地方公共団体が大気、水質、自然環境などを将来にわたって守り、適切に利用していくため策定す

る計画である。 

この計画には、望ましい地域環境のあり方、それを実現するための基本的な方策、その方策を具体
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化する手順などが示されている。 

○環境基準 

環境基本法第16条による定義は、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の

条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望まし

い基準。」 

○環境権 

「自然はすべての人類の共有財産であり、健康で快適な生活をするため良い環境を享受するのは住

民すべての権利である。」とする法理論である。日照権などは判例でも認められているが、自然や生

活環境を包括した環境権訴訟では、権利の範囲や内容があいまいであるとして、この権利を正面から

認めた判例はない。昭和45年９月に日本弁護士連合会の人権擁護大会公害シンポジウムで提唱された。 

○環境教育 

持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と

社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保

全に関する教育及び学習をいう。 

○環境の日、環境月間 

1972年６月５日からストックホルムで環境問題に関する初めての国際会議である「国連人間環境会

議」が開催されたのを記念して、「環境基本法」において、６月５日を「環境の日」と定め、その趣

旨を踏まえて国、地方公共団体において各種の催し等を実施することとされた。また、環境庁の主唱

により、平成３年度からは６月の一ヶ月間を「環境月間」と設定し、これまで以上に拡大して環境保

全に関する国民の認識と行動を促すこととした。 

○環境放射線 

人間の生活空間にある様々な放射線。これらの放射線源には、宇宙線、大地及び食物からの自然放

射線と、エックス線利用、核実験及び原子力発電所などによる人工放射線の二通りがある。 

○環境ホルモン 

外因性内分泌攪乱化学物質のことで、動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生態内で営

まれている正常なホルモン作用に影響を与える物質を意味する。 

○環境容量 

自然界は生物集団を仲立ちとして、大気・水・土壌などの空間の中で物質を循環して、生活環境の

質的な水準を一定に保ち、また資源を再生産する能力を持っている。このような能力を数量的に捕ら

えたものが環境容量である。しかし、一般には一定地域環境内で自然の浄化能力によって浄化し得る

汚染物質の許容限度量を言っており、その対象とする地域環境の生態系の規模あるいは保全しようと

する環境の水準によってそれぞれ異なる。 

○環境リスク 

リスクとは、人間の活動に伴う、望ましくない結果とその起こる確率を示す概念であり、特に環境

の変化や汚染を通じて生じるリスクのことを環境リスクという。この考え方により、不確実性を伴う

環境問題について科学的な知見に基づいて様々な環境への影響を予測、評価して、政策的な判断の根
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拠を明らかにすることや、多数の物質あるいは要因に対する政策の取組の優先順位を客観的に明らか

にすることができる。 

このため、環境リスクの概念は、今日の環境政策にとってきわめて有効であると考えられている。

政府が平成６年12月に定めた環境基本計画でも、「環境リスクをできる限り定量的に評価し、環境リ

スクを総体として低減させることを目指し、各般の施策を実施する。」としているところである。 

リスクへの対応は、科学的な知見によってリスクを客観的に評価・判定するリスク評価（リスク・

アセスメント）、政策決定過程としてリスクの低減を図るリスク管理（リスク・マネージメント）の

２ 段階と、リスクを正しく伝達し、相互理解を促進するリスク・コミュニケーションによって構成さ

れる。 

この環境リスクの考え方を具体的な施策に取り入れたものとして、ＰＲＴＲ法、有害大気汚染物質

対策があげられる。 

○環境リスクコミュニケーション（リスコミ） 

環境リスクなどの化学物質に関する情報を、市民、産業、行政等のすべての者が共有し、意見交換

などを通じて意思疎通と相互理解を図ることを言う。化学物質による環境リスクを減らす取組みを進

める基礎となるもの。 

○揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

常温常圧で空気中に容易に揮発する物質の総称で、主に人工合成されたものを指す。 

比重は水よりも重く、粘性が低くて、難分解性であることが多いため、地層粒子の間に浸透して土

壌・地下水を汚染する。一方、大気中に放出され、光化学反応によってオキシダントやSPM（浮遊粒子

状物質）の発生に関与していると考えられている。炭化水素（系物質）を主とするが、C､H以外の元素

が入っているものも含むため、炭化水素類（HC）より概念的には広い。 

1970年代初頭から農薬や、主に電気工場や半導体工場で洗浄剤などとして大量に使用され、当時規

制する法律がなかったため土壌にそのまま廃棄されていた。これが再開発等に伴って汚染事例が数多

く判明し、社会問題化している。一方、大気中に放出されるVOCは、環境省の試算では国内で年間約185 

万トンと、諸外国と較べて単位面積当たりの排出量が高く、濃度も高い。 

2004年の大気汚染防止法改正により、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントの生成原因となるVOCの

排出が規制されるようになった。 

○客土 

土壌の理化学的性質を改良するため適当な他の土壌を耕地に入れること。 

○逆転層 

上空に行くに従って気温が高くなっている大気層をいう。普通は上空に行くにつれて気温は低下す

る。接地逆転層、沈降性逆転層、前線性逆転層、地形逆転層などの種類がある。 

○嗅覚測定法 

悪臭を人の嗅覚で評価する方法。大気試料を段階的に希釈して、一定の要件を満足する複数のパネ

ラー（被験者）に判定させるもの。悪臭防止法の一部改正により、平成８年４月１日からは、悪臭防

止法でも人間の嗅覚により悪臭を測定して規制する臭気指数規制方式が可能となった。この場合、複

合臭等により特定悪臭物質ごとの排出濃度規制では対応が困難な地域について、その地域を県知事が



- 351 -  

あらかじめ指定しておく必要がある。 

○近隣騒音 

一般家庭から出るピアノやクーラー等の音のほか、学校、広場等から発生する音、飲食店などの営

業に伴う音、ちりがみ交換などの拡声器の音等をいい、都市化の進展、生活様式の多様化に伴って各

地で問題となってきている。 

○クライテリア（criteria） 

判定条件のこと。生活環境における健康影響のクライテリアは、環境基準の設定のための科学的な

基礎資料となるものをいう。つまり汚染物質それぞれについての量と人や動植物等に対する影響を動

植物実験や疫学的調査等により解明した結果の情報を集積したものであり、いろいろな水準の目標値

や基準値の決定根拠とする。 

○クラーク数 

直接に知り得る地球の表面（陸、海、大気）部分に存在する元素の重量百分比を算出したのがクラ

ーク氏であり、その存在比をクラーク比とよんでいる。上位の５つは酸素49.5％、珪素25.8％、アル

ミニウム7.56％、鉄4.70％、カルシウム3.39％である。また有害物質としては36位に鉛15ppm、49位に

砒素5ppm、62位にカドミウム0.5ppm、65位の水銀0.2ppmなどとなっている。 

○クロスチェック 

一般に試験、検査、測定等のための物質（特に微量成分）の分析を行う場合、繰り返し行っても除

き難い、分析者・分析機器の定常“誤差”がある。また、繰り返しの困難なものでは“過誤”により

誤った値を記録してもそれが分からないことがある。このような過誤を無くし、誤差の範囲を小さく

するため、異なった試験室等で、同一物質を同一方法で（同時に）分析することを言っている。 

誤差：真の値（又は標準値）と近似値（又は測定値）との差 

過誤：過ち、誤り、やり損じ 

○クロム 

クロムは空気及び湿気に対して極めて安定した硬い金属で日用品、装飾品などに広く使用されてい

る。３価クロム（Ｃｒ３＋）と６価クロム（Ｃｒ＋６）のうち３価クロムの毒性はほとんど問題にされて

いないが、６価クロムを大量に摂取すると、嘔吐、腹痛、尿量減少、けいれん、昏睡、尿毒症等を起

こし死にいたる。皮膚に触れると皮膚炎、浮腫、潰瘍等を起こす。またクロム酸のミスト、粉じんの

吸入が続いた場合には、鼻に障害があらわれ、さらに進むと鼻中隔穿孔となる。 

○下水道（公共下水道） 

一般家庭及び工場からの汚水を衛生的に処理する施設で、雨水まで一緒に処理する合流式と、汚水

のみを処理する分流式とがある。汚水が流れる管渠、ポンプ場、処理場からなる。→流域下水道 

○ケミカルアセスメント 

化学性物質の新規・既存を問わず、現在なし得る技術によって人や環境に及ぼす悪影響を事前に、

又はできる限り早く調査解析評価して防禦しようとする体系をいう。ＤＤＴ，ＰＣＢなど化学物質に

よる地球規模の環境汚染が明らかになったことから、有害性化学物質による汚染の事前防禦対策を講

じる体系作りが国際的に進められており、我が国としても既に「化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律」を昭和48年に制定し、この法律を柱に各種の行政対策が推進されている。 
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○原単位 

一般的には、鉱工業製品の一定量を生産するに必要な資材、動力、労働力の基準量をいうが、環境

保全関係では工場、事業場その他の発生源から排出される単位当たりの汚濁（染）負荷量のことを言

い、単位としては、工場などでは製品又は中間生産物の出荷額（量）が、し尿、家庭排水などでは人

口が普通使用されている。環境基準や上乗せ基準の設定には環境に排出される汚濁（染）負荷量の算

出が必要で、このときにも原単位がよく使用される。また総量規制の導入に際しても、この原単位を

的確に把握することが重要な課題になってくる。 

○降下ばいじん 

大気中に放出されたばいじんが、地表に降下するもの。不溶性物質と溶解性物質とに分けられる。 

○公 害 

環境基本法第２条により次のように定義されている。公害とは、 

① 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる。 

② 相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の低質が悪化すること

を含む。）土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の採掘のための土地の掘さくによるもの

を除く。）及び悪臭によって 

③ 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること。  

である。 

したがって、しばしば社会的に「公害」と呼ばれる事象であっても、建築物による日照の阻害、道

路照明等の人口光源による農作物の被害、ラジオ、テレビなどの受信を妨げる電波障害などの事象は、

この法律の対象とはされないこととなっている。 

○公害防止協定 

公害防止のもうひとつの手段として地方公共団体又は住民と企業との間で締結される協定をいう。

これらの協定は、法令の規定基準を補完、地域に応じた公害防止の目標値を設定、具体的公害対策の

明示などを内容とし、法律や条令の規定と並ぶ有力な公害防止の手段として広く利用されている。 

○光化学スモッグ 

光による化学変化によりできたスモッグであり、自動車の排出ガス等に含まれる窒素化合物とガス

状の炭化水素が太陽光線の紫外線により化学反応を起し、二次的産物である光化学オキシダントを作

る。このオキシダントはオゾンを主体とし、スモッグを形成する。目を刺激したり、クシャミや涙を

誘発する。この現象は日ざしの強い夏期に発生しやすい。 

○公共用水域 

水質汚濁防止法では「公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水

域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。ただし、下

水道法で定めている公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を有しているもの、又はこの流

域下水道に接続している公共下水道は除く。」と定義している。 

したがって、一般にいわれる水域のほか、終末処理場を設置している下水道以外のすべての溝渠、

水路が公共用水域に包含される。 

 



- 353 -  

○サイクロン（遠心力集じん装置） 

気体中の固体又は液体粒子を除去するため、気体に回転運動を与えて生ずる粒子の遠心力を利用し

て気体から粒子を分離集じんする装置。大別して切線流入式と軸流入式に分けられ、大容量設備では

軸流入式が割安であるが、捕集粒径は切線式が５μｍ以上、軸流式は20μｍ以上が経済的な限界であ

る。一般に処理量を大きくするためにダブルクロン（２本）、テトラクロン（４本）、マルチクロン

（多数）などのように複数セットにしている。 

 

○産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック

類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定める廃棄物をいう。これらは、原則として事

業者自体が処理（又は処理業者に委託）しなければならない。 

○産業廃棄物管理票制度 

排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する際に処理業者に対して定められた事項を記載し交付す

ることによって産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、委託契約内容に基づき適正に処理

されていることを確認するための仕組み。 

産業廃棄物管理票はマニフェストとも言われ、従来の複写式伝票（紙マニフェスト）に加えて、電

子情報を活用する電子マニフェストが導入されている。 

○酸性雨 

酸性雨とは、化石燃料の燃焼に伴い排出されるＳＯＸ、ＮＯＸ等の大気汚染物質が大気中で酸化さ

れ硫酸イオンや硝酸イオンになり、これが雨水に取り込まれて生ずる、ｐＨの低い雨のことを呼んで

いた。しかし、国際的には広義の考え方、すなわち、雨のほか、霧や雪等を含めた湿性沈着及びガス

やエアロゾルの形態で沈着する乾性沈着の両者をあわせたものをいう考え方が中心となっており、学

会などでは酸性化現象という用語を用いて酸性雨問題を論議している。 

酸性雨は、土壌の酸性化などによる樹木の衰退、湖沼や河川の酸性化及びそれに伴う魚類の減少な

ど生態系の破壊、あるいは遺跡等建造物に影響をもたらすことが知られている。 

わが国では、環境庁（現環境省）が全国で第一次（昭和58年度から62年度）から第四次（平成10年

度から12年度）の酸性雨対策調査を実施し、多くの地点で欧米並みのｐＨ４台の酸性雨を観測したが、

生態系への影響は必ずしも明確ではない。 

○三点比較式臭袋法 

嗅覚測定法における臭気濃度の測定法のひとつである。３つの３Lのポリエステルバッグ（臭袋）の

うち一つに一定倍率に希釈された試料、残り２つには無臭空気を入れ、６人以上のパネルがにおいの

有無を判定し算定する方法。本法は、悪臭防止法の公定法である。 

○三点比較式フラスコ法 

水中の臭気の強さを測定する方法のひとつである。３つの 300mLのフラスコのうち一つに一定倍率

に希釈された試料、残り２つには無臭水を入れ、６人以上のパネルがにおいの有無を判定する方法。

算定方法は三点比較式臭袋法と同様であり、悪臭防止法の公定法である。 
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○残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ） 

難分解性で環境中に残留し、食物連鎖を通じて生物に蓄積され、人の健康や生態系に影響を及ぼす

性質を有し、長距離を移動する懸念がある汚染物質で、POPs条約（残留性有機汚染物質に関するスト

ックホルム条約：2001 年５月採択）にて現在30物質が対象となっている。例として、殺虫剤として使

われる DDT（POPs の 1 つ）は、夏暑くなると大気に気散し、冬寒くなると地表に沈着することを繰

り返して長距離を運ばれ、本来 DDT が使われたことのない北極や南極の生物から高濃度で検出され、

その影響が懸念された。 

POPs条約は日本も批准し、すでにこれら物質は既存法により対応済みである。 

○シアン（ＣＮ） 

青酸カリ等で知られる有害物質であり、めっき工場、金属精錬加工場等で使用されている。ガス体

のものはシアン化水素（ＨＣＮ）となる。 

シアンは非常に毒性が強く、通常は数秒ないし数分で中毒症状が現われ、頭痛、めまい、意識障害、

けいれん、体温降下を起こし、数分で死亡する。 

○持続可能な開発（Sustainable Development） 

「環境と開発に関する世界委員会」の報告書の中心的な考え方で｢将来世代のニーズを損なうことな

く現在の世代のニーズを満たすような節度ある開発｣のことを言う。環境と開発を相反するものとして

でなく、互いに依存し、相互に補強しあうものとしてとらえ、環境を保全してこそ将来にわたっての

発展が可能になるとの考え方。 

○重金属 

通常比重４以上（５以上としているもののある。）の金属をいう。公害に関連して、よく問題とな

る重金属としては、水銀、セレン、鉛、カドミウム、クロム、マンガン等がある。 

○自浄作用 

河川などが汚濁された場合、時間の経過に伴って、元の清澄な水域にもどろうとする現象をいう。

微生物による酸化、還元、物理的な作用として沈殿、希釈拡散、化学的酸化作用が自浄作用の因子と

考えられ、これらが統合されていわゆる自然浄化が行われる。 

○自動車排出ガス 

大気汚染防止法第２条による定義は、「自動車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛、

窒素酸化物及び粒子状物質。」 

一酸化炭素と粒子状物質は不完全燃焼により、炭化水素は不燃焼ガソリンの蒸発などにより、窒素

酸化物は高温燃焼により発生する。 

大気汚染防止法第20条により道路及び周辺区域の自動車排出ガスの測定は知事の責務とされている。

一酸化炭素、二酸化窒素及び粒子状物質には、環境基準が定められている。 

○指標生物 

生物はその棲んでいる環境に適応して生育している。したがって、ある地域について特定の生物又

は生物群を取り上げて、その種類、数又はその状態を知ることにより、その地域の環境が標準的なも

のかどうかを総合した形で客観的に判定する尺度とすることができる。このような目的で利用する生

物を指標生物と呼び、環境汚染を対象とした指標生物調査としては、水棲昆虫群による水質汚濁度の
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分類、コケ類を利用した大気汚染の判定、アサガオを指標生物とした光化学オキシダントの発生状況

調査などがある。 

○シミュレーション（模擬実験） 

汚染原因の解明や汚染の予測をする場合に個々のケースについて実施の規模で実験を行うことは不

可能な場合が多い。このような場合に採られる方法として、実物の縮尺模型を用い実際に起こると同

様のいろいろな条件を与えて実験を行う方法をいう。他に実地及び模型実験の結果から数種類の数理

モデルを作成しておき、知ろうとする個々のケースの条件を与えて推測する方法にもこの言葉が用い

られている（コンピュータシミュレーション） 

○臭気指数 

刺激量と人間の感覚量の間には、Weber-Fechner の法則が成り立ち、感覚量は刺激量の対数に比例

することから、臭気濃度を対数で表示したものを臭気指数という。 

臭気指数＝10× log（臭気濃度） 

○臭気濃度 

人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで希釈した場合におけるその希釈の倍数を臭気

濃度という。すなわち、1000 倍に無臭空気で希釈したときににおいが消えた場合、臭気濃度 1000 の

臭気という。 

○臭気排出強度 

悪臭発生施設は一般的に小規模施設が多く、臭気の拡散に対する建物の影響も大きいことから、気

体排出口の高さが 15ｍ以上の場合には建物条件や気体排出口からの臭気の排出量（臭気排出強度）を

求めることとしている。臭気排出強度は、次式により求められる。 

臭気排出強度＝（臭気濃度）×（排出ガス量） 

○周波数 

周期的な現象が毎秒あたり繰り返される回数。単位はヘルツ（Hz）。音響学では10－２～1010Hzの範囲

を対象としており、0.1Hz～20Hzを低周波（音としては感じられないが、窓や建具等の振動や人に対し

て不快感などの生理的な影響を及ぼし、近年発生源が多様化するとともに、訴訟等に至る事例もある

など社会問題化している。）、ほぼ20Hz～２万Hzを可聴周波数（正常な聴力を持つ人が音として感ず

る範囲）、２万Hz以上を高周波又は一般に超音波（人は音として感じないが、コウモリなどは音とし

て利用）とに分けている。 

○集じん装置 

工場、事業場において燃焼、破砕などの工程から発生する粉じんを物理的に除去する装置でサイク

ロン（遠心力集じん装置）、スクラバー（湿式集じん装置）、バグフィルター、電気集じん機などが

ある。 

○周波数分析 

周波数が２倍になると音の高さが１オクターブ高く感じられることから、オクターブ数は２を底と

した対数目盛で決められており、オクターブバンドレベルとは１オクターブの周波数帯域に含まれる

音の音圧レベルをいう。騒音として測定される数値は可聴周波数帯全体の合計された強さのレベル（聴

感補正された音圧レベル）であるが、周波数帯域ごとの音の強さを１オクターブ又は1/3オクターブず
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つ分けて測定（周波数分析）することにより、騒音の性質を詳しく知ることができ、対策の資料とす

ることができる。 

○食物連鎖と生物濃縮 

生物集団の中でＡがＢ以下に、ＢがＣに、ＣがＤに捕食されることを食物連鎖をなすという。食物

連鎖では普通個体の大きさは順に大きくなり、逆に個体数は少なくなる。太陽光と炭酸ガスとの光合

成（緑色植物）で食物連鎖は始まり、最終消費者で終わる。 

複雑な食物連鎖の結果、予想外の場所で一見無関係と思われる生物体に物質の濃縮や蓄積が起こる。 

○植生自然度 

自然は、人口の影響を受ける度合いによって、自然性の高いものも低いものもある。鉱山植物群落

や極相林のように人間の手の加わっていないものを10及び９とし、緑のほとんどない住宅地や造成地

を１、その中間に二次林、植林地、農耕地等をランクし、10段階で表示する。 

○浄化槽 

し尿と併せて台所、風呂、洗濯などの排水を処理するもので、下水道計画等のない地域では生活排

水の処理にもっとも適したものといえる。環境省では補助制度を設けて浄化槽の普及を図っている。 

○水質基準 

一般に水質を保全するための基準としては、公共用水域及び地下水について人の健康の保護並びに

生活環境保全のために維持されることが望ましい基準として定められる「環境基準」と、工場又は事

業場などから公共用水域に排出される水の水質許容限度として定められる「排水基準」の二つがある。

まず水域自体の利用目的等によって環境基準が定められ、この基準を達成するためのものとして排水

基準が定められる。 

○水質自動監視測定装置 

水素イオン濃度や溶存酸素量などを自動的に計測できる装置で、計測結果を自動的に記録する機能

を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているもの。 

○水銀（Ｈｇ） 

常温で唯一の液体の金属で、常温でも、揮発性が強い。水銀の蒸気は有害であり、これを繰返し吸

入していると、食欲減退、栄養障害、貧血等が起こり、最後に頭痛、関節及び四肢の疼痛がおこる。 

○水生生物 

川底や川石の裏などに生息している生き物のことで、肉眼で確認できる程度の大きさをしている。 

○水生生物調査 

29種類の水生生物を指標生物とし、河川及び湖沼の水質を調べる調査のこと。水質階級（きれいな

順にⅠからⅣ）を判断することも目的の一つであるが、小中学生が川遊びを通じて身近な川などの環

境保全に興味を持ってもらうための取組である。 

○スタッドレスタイヤ 

スタッドレスタイヤとは、文字どおりスタッド（スパイク）のないタイヤのことで、スパイクを使

わずに、できるだけ凍結路における走行性能を高めた冬用タイヤである。 
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○スモッグ（smog） 

1903年ロンドン開かれた公衆衛生会議で最初にスモッグという用語が使われた。ロンドン市中の煙

突から出る煙（smoke）とロンドン市の霧（fog）とを結合して新しくスモッグ（smog）という言葉が

作られた。今日ではスモッグを大きく二つのタイプに分けてロンドンタイプとロスアンゼルスタイプ

としている。ロスアンゼルスタイプのスモッグの原因は自動車排出ガスが重要な汚染源であるとされ

ている。我が国のスモッグはロンドンタイプとロスアンゼルスタイプの中間型あるいは混合型と考え

られている。 

○生態系 

ある地域に棲むすべての生物と、そこの環境とが、相互に作用しあい、それらの間でエネルギーの

流れや物質の循環が行われている系をいう。 

例えば、植物が光合成によって有機物を合成し、それを動物が食べ、その動物が死ぬと微生物によ

って分解されて、無機物となって土壌に帰っていくような系のことである。 

○生活雑排水 

人の生活に伴って排出される汚水で、し尿を除いたもの。人が一日に排出するＢＯＤ負荷量は40ｇ

／人・日で、内訳は、し尿13ｇ／人・日、台所、風呂、洗濯などの生活雑排水が27ｇ／人・日となっ

ている。このため生活排水による都市河川の汚濁を防止するためには、生活雑排水の処理が必要とな

る。 

○生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

20℃５日間で微生物が、河川水や排水中の汚染物質（有機物）を分解するときに必要とする酸素量

のこと。この数値が大きいほど、汚染物質が多いことを示す。 

ＣＯＤが海域や湖沼で用いられるのに対し、ＢＯＤは河川の汚濁指標として用いられる。 

○全酸素消費量（ＴＯＤ） 

微生物が水中の炭素化合物（有機物）を酸化するのに20℃で７日～10日が必要といわれているが、

炭素化合物の種類により酸化日数、酸化量が異なる。そこで炭素化合物の全量を短時間に測定しよう

とするのがＴＯＤとＴＯＣである。 

ＴＯＤは水中の全有機物が酸化されるのに必要な酸素の総量を、有機物を含む水を燃焼させること

により求めｐｐｍで表す。 

○全有機炭素（ＴＯＣ） 

ＴＯＤは酸素消費量を求めるのに対し、（前項参照）、ＴＯＣは有機物を含む水中の全有機体炭素

を二酸化炭素（炭素ガス）に酸化させ、このガス量から全有機炭素量を求めｐｐｍで表す。測定の自

動化に向いているといわれる。 

○戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ：Strategic Environmental Assessment） 

従来の環境影響評価（ＥＩＡ）が個別事業の実施段階で行われるのに対し、より上位の計画段階で

環境影響評価を行い、施設の配置場所等について、事業を実施しない場合も含めた複数案を比較、検

討していこうとするもの。 

なお、環境影響評価法が改正され、平成25年4月1日から事業実施段階前の手続きとして、複数案同

志の環境影響を比較検討する計画段階環境配慮書手続が義務化された。 
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○総量規制 

環境基準を達成維持するため、汚染の著しい地域や水域を指定して、対象工場・事業場あたりの排

出許容量を割り当てて規制する方法。 

総量は排水量又は排出ガス量と汚染物質濃度の積なので、濃度規制では許される低濃度でも無制限

に排出することはできない。 

大気汚染防止法では硫黄酸化物（ＳＯＸ）と窒素酸化物（ＮＯＸ）が、水質汚濁防止法では化学的酸

素要求量（ＣＯＤ）が規制対象項目となっている。 

本県は指定地域なし。 

○大気安定度 

大気成層の安定、不安定を度合いを示すもので、汚染物質が大気中に拡散するのに直接影響を及ぼ 

す重要な要素である。一般に用いられている英国式の安定度は、地上で常時観測されている気象要

素から推定する方法が採られており、Ａ（著しい不安定）からＦ（著しい安定）までの６階級に分類

している。大気中の気温の鉛直分布から代表的な状態を挙げると、①気温が上空100ｍについて１℃以

上下がっている場合は不安定、空気中の上下の混合が盛んに行われる。②気温が上空100ｍについてち

ょうど１℃下がっている場合は中立といい、空気の上下の混合は進まず、③気温が上空ほど高温にな

っている場合は逆転層といい、大気成層は安定で、空気中の上下の混合は行われない。 

○ダイオキシン 

一般に、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ）とポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ） 

をまとめてダイオキシン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーＰＣＢ）のようなダ

イオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいる。 

ただし、ダイオキシン類対策特別措置法では、ＰＣＤＤ及びＰＣＤＦにコプラナーＰＣＢを含めて

“ダイオキシン類”と定義された。 

廃棄物燃焼炉などで非意図的に生成される。ＰＣＤＤは75種類、ＰＣＤＦは135種、コプラナーＰＣ

Ｂは十数種の仲間があり、このうち毒性があるとみなされているのは、ＰＣＤＤは７種、ＰＣＤＦは

10種、コプラナーＰＣＢは12種の計29種類である。 

○大腸菌数及び大腸菌群数 

水域に糞便汚染がある場合には、同時に赤痢菌やチフス菌等の病原菌が存在する可能性があるため、

公衆衛生上の問題となる。糞便汚染の指標として、温血動物（鳥類及び哺乳類）の腸管内に常在する

通性嫌気性細菌の内で最も多い大腸菌が選択された。しかし、環境基準設定当時（昭和46年）の培養

技術では、大腸菌のみを検出する技術はなく、菌の同定には高度な細菌学的知識と複雑な培養技術が

要求されていた。そこで、大腸菌が有する生化学性状のうち、①乳糖を分解して酸とガスを生成する、

②好気性または通性嫌気性である、③芽胞を形成しない（無芽胞）、④グラム陰性である、⑤桿菌で

ある、という５つに着目し、その性状を全て備える細菌群をもって大腸菌の代わりとした。この細菌

群が大腸菌群であり、糞便汚染の指標として用いられてきた。 

今日では大腸菌の培養技術は確立されていることから、令和４年度より公共用水域の環境基準に採

用された。大腸菌数は、培養し培地に現れたコロニー（集落）の数により示され、基準値は90%水質値

（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目（nは日間平均値

のデータ数）のデータ値（0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））と

される。 
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排水基準については令和７年度から大腸菌数が採用される予定である。 

○地下水汚染 

地下水は良好、恒温な水資源として高く評価され、現在でも生活用水及び工業用水の約３割は地下

水に依存している。しかし、昭和50年代後半より、トリクロロエチレン等による地下水汚染が顕在化

し、その後の調査によって汚染が各地に広がっていることが明らかになっている。また、六価クロム

等の有害物質による地下水汚染についても、局地的なものであるが発生している。 

 

[参考]最確数による定量法とは、次のものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

試料10mL、1mL、0.1mL、0.01mL･･････のように連続した４段階（試料量が0.1mL以下の場合は1mLに希釈して用

いる。）を５本ずつBGLB醗酵管に移殖し、35〜37℃、48±３時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽

性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100mL中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、

試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したもの

の全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができ

ない時は、冷蔵して数時間以内に試験する。 

○地球温暖化 

地球では、大気中に含まれる水蒸気（Ｈ２Ｏ）、二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、対流圏

オゾン（Ｏ３）、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）などの温室効果ガスによって地球から宇宙空間へ放射される熱

を逃がしにくくしている。地球温暖化は、人間の活動により二酸化炭素、メタン等の濃度が上昇して

温室効果が強まり、その結果気温が上昇し、人類や生態系がその基盤をおいている気候が変動するこ

とをいう。 

なお、地球温暖化対策推進法で、排出が抑制されているのは次の６物質である。 

①二酸化炭素 ②メタン ③一酸化二窒素 ④ＨＦＣ類 ⑤ＰＦＣ類 ⑥ＳＦ６ 

○窒素酸化物（ＮＯｘ ノックス） 

Ｎ２Ｏ、ＮＯ、ＮＯ２、Ｎ２Ｏ５がある。燃焼によって発生するのは大部分がＮＯで、排出後、次第に 

ＮＯ２に変化する。この両者が大気汚染物質として問題になってきた。 

空気中又は燃料中の窒素に由来する。不完全燃焼状態では発生が少ないが、ばいじんや一酸化炭素

が増加するので、低減対策が難しい。 

ＮＯ２は環境基準が定められているが、都市部で達成率が低い。 

東京都特別区などには、固定発生源の総量規制とともに、自動車排出ガスの上乗せ規制が適用され

ている。 

○仲 裁 

裁判所において裁判を受ける権利を放棄して、紛争解決を三人の仲裁委員会の判断（仲裁判断）に

ゆだね、その判断を最終的なものとして、これに従うことを約束（仲裁契約）することによって紛争

解決を図るものである。仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有する。（公害紛争処理法） 

○中性洗剤（合成洗剤） 

石けんが水に溶けてアルカリ性を示すのに対して、水溶液中で中性を示す合成洗剤の総称である。 

ＡＢＳ（アルキルベンゼンスルホン酸塩）やＡＳ系（高級アルコールの硫酸エステル）を主成分と

する陰イオン系洗剤とポリオキシエチレン誘導体のように水中でイオン化しない非イオン系洗剤に分
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けられる。従来のＡＢＳは微生物によって分解され難い（ハード型）ので、微生物に分解され易いソ

フト型といわれるＬＡＳ（リニアアルキルベンゼンスルホン酸塩）に変ってきている。また、繊維用

の洗剤には補助財（ビルダー）としてトリポリ燐酸ナトリウムなどを含有しているが、これらの燐酸

塩は湖水の富栄養化、海の赤潮発生などの原因となるので、51年頃から低燐化が進められてきた。更

に、滋賀県で54年10月制定の琵琶湖富栄養化防止条例の中に含燐合成洗剤の使用禁止を盛り込んだこ

とを契機として無燐洗剤への切り替えが進められた。 

○中皮腫 

胸膜や、時に腹膜・心膜などに発生する悪性腫瘍のこと。中皮とは、これら膜の表面を覆っている

もので、腫瘍の発生する部分である。アスベスト（石綿）の暴露がほぼ唯一の原因とされており、暴

露後おおむね30～50年後に発症する。 

なお、アスベストが原因の健康障害としては、ほかに石綿肺（アスベスト肺）、肺がん、胸膜プラ

ークなどがある。 

○調停 

紛争当事者間の一方又は双方の申請に基づいて、三人の調停委員からなる調停委員会が当事者に出

頭を求めて意見をきき、また、参考人の陳述、鑑定人の鑑定を求めるなどして事実の調査などを行い、

これらの結果に基づく判断を調停案として作成して当事者に提示し、これに沿って紛争の解決を図る

ものである。（公害紛争処理法） 

○着地濃度 

煙突から排出される煙は、ある速度、温度を持っているので、混合、拡散されながら上昇し、風下

方向へ運ばれ、ある時間たつと地表へ到着する。そのときの地表面の濃度を着地濃度という。着地濃

度の最大値と最大濃度が出現する距離が問題となる。 

○低公害車 

電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車などの大

気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない自動車。 

国では、2010年までのできるだけ早い時期に、実用段階にある低公害車（電気自動車、天然ガス自

動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車）の1,000万台以上の

普及、燃料電池自動車等の次世代低公害車の早期実用化を目指すという目標を掲げている。 

○底質 

環境基本法における公害の定義では、水質の汚濁の範囲として水質以外に水底の底質悪化も含まれ

る。底質とは堆積により水底に存在する堆積物、水底泥土そのもの、含有物等を総称して言う。田子

の浦港のヘドロも底質の概念に含まれる。 

○テトラクロロエチレン（パークレン） 

有機塩素系溶剤の一種。平成９年２月に大気環境基準が設定された。 

繊維に対する作用がおだやかなので、ドライクリーニング用の溶剤として使われている。トリクレ

ンと同様、焼却等により簡単に無機系の塩化物に戻すことができず、生物分解も困難であるため、環

境中への蓄積、生物濃縮などが問題となっている。 

ＷＨＯ（世界保健機構）では、発がん性のおそれのある物質としている。 



- 361 -  

○電子マニフェスト制度 

マニフェスト(産業廃棄物管理票）情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が

情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組み。 

○等価騒音レベル（LAeq） 

騒音レベルが時間とともに変化する場合、測定時間内でこれと等しい平均二乗音圧を与える連続定

常音の騒音レベルのことをいう。つまり、一定時間内の騒音の総エネルギー量の時間平均値をレベル

表示（dB）した値。従来用いられてきたＬ50よりも、騒音に対する住民反応ともよく一致することから、

近年、騒音環境基準を設定した諸外国ではLAeqを指標として採用するケースが多い。 

○特定施設 

大気汚染、水質汚濁、騒音等の公害を防止するため、各種の規制法の中で、それぞれ「特定施設」

という概念を設けて規制監督を行っている。例えば、水質汚濁防止法では、カドミウムその他政令で

定める物質を含む汚水又は廃液を流す施設等が特定施設として定められている。 

○特定粉じん排出等作業 

特定建築材料（吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料）が使用されている建築物その他の工

作物を解体、改造又は補修する作業。 

大気汚染防止法により、都道府県知事（政令市）への届出を行うとともに作業基準を遵守すること

が義務付けられている。 

○特定物質 

物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に被害を与

えるおそれがある物質で、大気汚染防止法施行令で定める物質（アンモニアなど28物質）。 

○都市・生活型公害 

都市に人口が集中することに伴っておきる公害。 

近隣騒音、生活排水による中小河川の汚濁、自動車排ガスによる大気汚染等がある。 

○土壌ガス調査 

土壌中に漏洩したテトラクロロエチレンなどの揮発性有機化合物を含む気体を採取して、気体に含

まれる特定有害物質の量を測定する調査手法である。土壌汚染対策法及び岩手県生活環境保全条例に

おいて、土壌汚染を調査する手法として用いられている。 

○土壌溶出量基準･土壌含有量基準 

土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定に係る基準であり、この基準を超える特定有害物質が検出

された場合には指定区域として指定され公示される。 

土壌含有量基準は、有害物質を含む土壌を直接摂取するのを防止する観点から、地表から50cmまで

の土壌に含まれる重金属等（第二種特定有害物質）の量を種類ごとに定めた基準である。 

土壌溶出量基準は、土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水等を飲用することにより、土

壌に含まれる有害物質を体内に取り取り込むのを防止する観点から定めた基準である。土壌に10倍量

の水を加えて十分に振り混ぜた場合に溶出してくる特定有害物質の量を種類ごとに定めた基準で、土

壌環境基準と同じ数値である。 

○トリクロロエチレン（トリクレン） 
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有機塩素系溶剤の一種。平成９年２月に大気環境基準が設定された。 

不燃性で、溶解力（特に脱脂力）が大きく、金属に対する腐食性が小さいことなどから、金属脱脂

洗浄の分野で多量に使用されている。 

ＷＨＯ（世界保健機構）では、発がん性のおそれのある物質としている。 

○ナショナルトラスト運動 

地域住民や国民が寄付を出し合い、すぐれた自然、身近な自然、さらには価値ある歴史的環境を保

全しようとする活動。 

○鉛（Ｐｂ） 

鉛及び鉛化合物は、人体にとって、蓄積性のある毒物であり中毒症状としては貧血、血液変化、神

経障害、胃腸障害等を起こし、強度の中毒で死亡する。 

工場廃棄物、鉱山廃棄物などに含まれている。 

○日本産業規格（ＪＩＳ） 

産業標準化法に基づき、ほとんどすべての鉱工業品（農林物資を除く。）、データ、サービス等の

品質、性能、生産・設計・使用方法、試験・検査・測定方法などを全国的に統一し、単純化するため

に日本産業標準調査会審議を経て (一定の要件を満たす民間機関からのJIS案は調査会の審議を経ず

に) 制定された工業規準を日本産業規格といい、３年毎に確認され、必要に応じ改正又は廃止される。 

（例）ＪＩＳ Ｋ 0102（1964 最近改正2019）工場排水試験方法 

○ノニルフェノール、4-オクチルフェノール 

合成洗剤の界面活性剤やプラスチックの酸化防止剤の原料、塩化ビニルの安定剤等に広く使用され

ている。PRTR法の第一種指定化学物質に指定されており、環境省は平成13年に魚類に対して内分泌か

く乱作用があることを認めている。 

○波 長 

正弦波状の波動が等方性の媒質中で、１周期の間に進む長さを波長といい、波の山と山、又は谷と

谷の間の距離が１波長である。音の波長（ｍ）、周波数（Ｈｚ）、速度（ｍ／ｓ）の間には次の関係

があり、空気中における常温（15℃）での波長は可聴周波数帯では数ｃｍから20ｍ位である。 

波長（ｍ）＝音速（ｍ／ｓ）／周波数（Ｈｚ）の関係があるが、音速は媒質、温度によって異なり、

空気の場合15℃での音速は340ｍ／ｓ、時速に直すと1,224ｋｍ／ｈである。 

○微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μｍの粒子を50％の割合で分離できる分粒装置を

用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

粒径が小さいことから、気管や肺の奥深くまで入りこみやすく呼吸器系や循環器系の疾患を引き起

こすことから、平成21年に環境基準が設定された。 

発生源は、工場・事業場、自動車・航空機・船舶等多様であり、物の燃焼により発生する粒子状物

質は主に微小粒子領域に属する。また発生源における一次生成のほか、SOx・NOx・HCl・VOC等のガス

状の大気汚染物質が大気中での化学反応により凝縮・凝集して二次的に微小粒子が生成する。さらに

我が国では硫酸塩や土壌粒子等の自然由来成分や海外からの移流による影響も示唆されており、総体

的な大気中における組成や挙動、二次生成機構の解明等が課題となっている。 
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○ひ素（Ａｓ） 

金属光沢のある灰色の固体で銅鉱の副産物として得られる。水質汚濁の場合に問題となるのは蓄積

による慢性中毒で、少量ずつ長期にわたって摂取すると、知覚障害、皮膚の青銅色化、浮腫、手のひ

ら等角化、更には腹痛、嘔吐、肝臓肥大、肝硬変、貧血等を起こし、循環障害で死亡すると言われて

いる。 

○費用負担 

広い意味では公害対策として行われる規制、誘導、助成、給付等のすべての公害対策行政に要する

費用の負担をいうが、狭義には事業活動による公害を防止するために国又は地方公共団体等が実施す

る事業に対する費用の負担をいい、公害防止事業費事業者負担法などがある。 

○富栄養化 

湖水中に溶解性栄養塩（窒素や燐等の化合物）が乏しく生物生産の少ない湖を貧栄養湖といい、栄

養塩が多く、生物生産の多い湖を富栄養湖という。貧栄養湖から富栄養湖へ変化していく現象を富栄

養化という。 

富栄養化が進むと藻類など低次生物の異常増殖を招き、酸欠などにより、魚などの高次生物が死滅

し、食物連鎖が断たれるとともに有機汚濁が進行する。 

○複合汚染 

汚染物質による汚染が重複して生ずる環境汚染形態をさし、単一汚染という概念に対応するもので

ある。例えば、古い型の汚染ともいうべき、ばいじんによる大気汚染と、新しい型の汚染ともいうべ

き、硫黄酸化物（ＳＯｘ）や自動車排出ガス（一酸化炭素、鉛）による汚染とが重なり合っているよう

な場合をいう。 

○複合臭 

においを感じさせる化合物は、約40万種あるといわれている。日常用いられるものでも1000種もあ

る。 

１種類の成分で臭気を構成する単一成分臭気として、例えば、ＦＲＰ工場のスチレン臭などがある

が、ほとんどの場合には２種類以上の成分を含むいわゆる複合臭は構成物質間の相乗作用等によりに

おいの強度と性質に変化を及ぼすことが多い。 

○浮遊物質（ＳＳ） 

水中に懸濁している不溶性の物質を総称し、懸濁物質ということもある。水の濁りの原因となるＳ

Ｓには粘土、有機質、プランクトンのほか各種産業、生活排水中の微細な物質がある。測定は一定量

の検水を採り、ろ過し、残留物を蒸発乾燥させて秤量して濃度を算出する。 

○浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

昭和48年に環境基準が設定され、大気中に浮遊する粒子状物質であって粒径が10μｍ以下のものと

して定義されている。浮遊粒子状物質については、工場、事業場からのばいじん、自動車排出ガスだ

けでなく土壌、自動車の巻き上げ等発生源が多様であり、その汚染機構は明らかでない部分が多い。 

SPMは粒径10μｍ以上の粒子を100％除去したものをいい、PM2.5や米国・欧州等で環境基準が設定さ

れているPM10と分粒の定義が異なる。SPMをこれらの定義にあてはめた場合、概ねPM7に相当する。 

○プランクトン 
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水中に浮遊する微小な生物群をプランクトンという。プランクトンは魚のえさとして、また、その

量的、質的変化は水質管理の基準として役立つ。 

○フロン（クロロフルオロカーボン） 

炭化水素の水素を塩素やフッ素で置換した化合物の総称。 

冷蔵庫の冷媒、スチロール樹脂の発泡剤、電子部品の洗浄剤などとして広く使用されてきた。 

大気中に排出されると成層圏のオゾン層を破壊して、地上に降り注ぐ紫外線を増加させ、生態系が

多大な影響を受けるといわれている。また、代替フロンを含むフロンは、強力な温室効果ガスであり、

その温室効果は二酸化炭素の数千倍以上となっている。 

国際的な枠組みとして、オゾン層保護のため、昭和62年に「モントリオール議定書」が制定され、

現在先進国では1996年までにCFCが全廃、HCFCが2020年までに生産中止されることとなっている。また、

地球温暖化防止のため、1997年の京都議定書により規制が行われている。 

国内では昭和63年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」、平成13年に「特定

製 品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」が制定され

た。フロン回収破壊法は、フロン類排出防止強化及び生産量削減のため改正され、「フロン類の使用

の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」として平成27年４月１日から施行さ

れた。 

○粉じん 

広義には空気又はガスなどに含まれる固体の粒子をいう。 

空気中に浮遊している固体粉子を浮遊粉じん（Dust）という。英国のビーバー委員会では粒子直径

１～76μｍのものをDustと分類している。また、日本では粒径10μｍ以下のものを浮遊粒子状物質、

粒径2.5μｍ以下のものを微小粒子状物質として環境基準の対象としている。大気汚染防止法では、粉

じんは、｢物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質｣と定義さ

れている。平成元年に「特定粉じん」と「一般粉じん」に区分され、特定粉じんとしては、石綿（ア

スベスト）が指定されている。 

○フタル酸エステル 

純粋なものは透明、かつ、粘性のある液体で、フタル酸とアルコール類が脱水して化合したものの

総称。可塑剤、溶剤等として、プラスチック食料品包装器、チューインガム、ラッカー、接着剤その

他極めて広範囲のものに添加されている。環境中で広範囲に検出されるため環境汚染物質として問題

になっているが、生体を含めた環境への影響については、明らかでない。 

○ブローバイガス（blow-by gas） 

一般自動車のピストンエンジンは燃焼室とクランクケースとの間の気密が、ピストンリングによっ

て保たれているが、どうしてもシリンダー内ガスの一部がクランクケース内に漏れ、これが更に大気

中に排出されてくる。このガスをブローバイガスといい、大部分が未燃焼ガスであり、ガソリン自動

車での炭化水素排出量の４割を占めるといわれる。最近の自動車ではこのブローバイガスを燃焼室に

送り再燃焼させる方式が採られている。 

○フライアッシュ（fly ash） 

微粉炭ボイラ排煙に含まれている微粉炭である。その主成分はシリカ（ＳｉＯ２）で、このシリカが
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ポルトランドセメントの水和の際に遊離される水酸化カルシウムと結合して、コンクリートの強度と

防水性を増進する。通常、セメント混和材として25％程度フライアッシュを混入使用する。 

○ヘドロ 

本来は、河口、沼、湖などの底に堆積する軟弱な泥のことであったが、最近では、生活排水や産業

排水中の有機物や無機汚泥が水底にたまったものもヘドロといっている。 

○ベンゼン 

平成９年２月に、大気環境基準項目として加えられた。 

炭化水素化合物で、合成ゴム、医薬品、香料などの広範な化学工業製品の原料として使用される。

発がん性が確認されており、白血病の原因となる。 

ガソリン中にも含まれており、現在、１体積％の基準がある。 

○ベントス（底生生物） 

海、湖、沼、川などの水底に生活する移動性の少ない生物の総称で、底生植物としては藻類、水中

蘇類、クロモなど水生高等植物及び菌類、細菌類なども含まれる。底生動物では岩石に固着するイガ

イ、フジツボ、サンゴなど、泥中のゴカイ、二枚貝類及びカレイ、ナマズなどの魚類も含まれる。こ

れら生物は移動性が少ないため有害物質を蓄積し易く、また有機汚染の影響も受け易いので、底生生

物の質と量の移り変りはその場所の汚染の指標とされる。 

○ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 

アメリカで開発され、日本でも戦後生産されていた有機塩素化合物で①熱分解しない、②絶縁性に

優れているなど、安定した性質がある。 

トランスやコンデンサーなど電気製品の絶縁体から熱媒体、ペンキ、インク、プラスチック加工用

とあらゆる分野に使われていた。ＰＣＢ被害が問題となったのは43年、北九州を中心に発生したカネ

ミ・ライスオイル中毒事件で、皮膚の黒色化、肝臓障害などの被害が明るみにでた。 

○ミスト 

“もや”のこと。水平視程が１ｋｍ以上の場合をいう。それ以下は霧（fog）という。 

○面的評価 

騒音に係る環境基準の道路に面する地域における達成状況を評価する方法。 

評価範囲（原則道路端から50ｍ）内の近接空間／非近接空間区分、及び環境基準に係る地域の類型

ごとの騒音レベル別住居等戸数を算定し、道路に面する地域の環境基準を超過する住居等の戸数及び

割合を算出することにより行う。 

騒音規制法第18条の規定に基づく「自動車騒音の状況の常時監視」においても、この方法により、

評価することとされている。 

○有害物質 

環境に放出され、環境を介して化学的反応等の結果として人を含めた環境に不当な被害を生ずる化

学物質を有害物質というが、法令で規制される有害物質はそれぞれ限定されている。ばい煙に含まれ

る有害物質として大気汚染防止法で規制される物質は、①カドミウム（Ｃｄ）及びその化合物、②塩

素（Ｃｌ）及び塩化水素（ＨＣｌ）、③弗素（Ｆ）、弗化水素(ＨＦ)及び弗化珪素、④鉛（Ｐｂ）及

びその化合物、⑤窒素酸化物であり、施設の種類又は規模ごとに全国一律の排出基準が定められてい
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る。また、排出水に含まれる有害物質として水質汚濁防止法で規制される物質は、①Ｃｄ及びその化

合物、②シアン化合物、③有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰ

Ｎに限る。）、④Ｐｂ及びその化合物、⑤六価クロム化合物、⑥砒素（Ａｓ）及びその化合物、⑦水

銀（Ｈｇ）及びアルキル水銀その他の水銀化合物、⑧ＰＣＢ，⑨トリクロロエチレン、⑩テトラクロ

ロエチレン等28物質であり、それぞれ排出水に含まれる量について全国一律の排水基準が定められて

いる。 

○有機塩素化合物 

炭素と塩素とが直接結合した有機化合物の総称。 

自然界では20種類程度が知られているにすぎないが、人工的に合成されたものは、数万種ある。一

般的に、生物分解が困難で、水に不溶、油に溶けやすいため、動植物の生体内に蓄積されやすく、食

物連鎖を通じて生物濃縮することも知られている。 

○有機燐（Ｏｒ－Ｐ） 

有機燐化合物は殺虫剤として、パラチオン、スミチオン、マラソン等の名称で使用されている。排

水基準では有機燐系農薬のうちパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、ＥＰＮの４物質を

規制物質としている。 

○有機スズ化合物 

トリブチルスズ化合物（ＴＢＴ）、トリフェニルスズ化合物（ＴＰＴ）等の有機スズ化合物は、魚

網防汚剤や船底塗料として使用されているが、魚介類に蓄積し、これを人が摂食すると神経障害を起

こすと言われている。トリブチルスズオキシド化合物は平成２年に第一種特定化学物質に指定され使

用禁止、それ以外の有機スズ化合物は、第二種特定化学物質に指定され、製造、輸入等が制限されて

いる。 

○用途地域 

都市計画法第８条１項に規定する用途地域には、次の13種類がある。第一種低層住居専用地域、第

二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は

工業専用地域として定められている。 

それぞれの地域の指定目的は同法第９条に規定されている。 

○溶存酸素（ＤＯ） 

溶存酸素とは一般に液相中（又は水中）に溶解している分子状酸素をいう。溶存酸素の量は水温や

気圧、他の溶質の影響を受け、水温の上昇とともに減少し、大気中の酸素分圧に比例して増加する。 

〔淡水中の飽和溶存酸素量：14.2mg／L（水温0℃）、9.8mg／L（水温15度℃）、8.1mg／L（水温25℃）〕 

河川の上流ではほぼ飽和に近い溶存酸素が含まれているが、下水や工業廃水などにより汚染された

河川の下流では有機腐敗性物質やその他の還元性物質により、生物化学的酸素要求量や化学的酸素要

求量が増大し、溶存酸素は消費される、したがって、ＤＯは試料の汚染の度合いを指示しているとい

える。 

また、魚介類や河川の自然浄化作用に関する好気性微生物などは溶存酸素を呼吸しているため、溶

存酸素が減少すれば魚介類や好気性微生物は死滅する。 
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○横出し規制 

国の公害関係法により規制対象となっている工場若しくは事業場又は項目以外の工場若しくは事業

場又は項目について、地方公共団体が条例により規制を行うことをいう。 

○流域下水道 

市町村の行政区域にとらわれず、河川の流域単位に設置される広域大規模な公共下水道を流域下水

道という。 

 

 
【英語索引】 

○ISO14001 

環境マネジメントシステムを客観的に認証するための国際規格。組織の最高経営層が環境方針を定

め、環境改善の取り組みを、計画（Ｐｌａｎ），実施（Ｄｏ）点検(Ｃｈｅｃｋ)及び見直し(Ａｃｔｉ

ｏｎ)のサイクルにより継続的に推進していくことが要求事項として定められている。ＩＳＯ（国際標

準化機構：International Organization for Standardization）は、工業製品の規格等を設定するた

め1947年に設定されたＮＧＯで、日本を含めて165か国が参加している（2014年12月末現在）。 

○ＰＭ2.5 

微小粒子状物質を参照。 

○ＳＤＧｓ 

｢Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）｣の略称。2001年に策定されたミレニアム

開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・

169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓

っている。 
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「放射能関係用語の解説」 

○アルファ（α）線 

放射線の一種で、ヘリウムの原子核。 

物質を通りぬける力は弱く、線源から数cmの空気層、また薄いゴムでも十分遮断される。 

○ウラン（ウラニウム） 

元素記号Ｕ。原子番号92。 

天然元素の中で質量数が最大であり、天然に存在する同位体は質量数234、235、238のものがある。 

○エックス（Ｘ）線 

電磁波の一種で、健康診断（レントゲン写真撮影）に利用される。 

○外部被ばく 

体の外にある放射性物質から放出された放射線を受けること。放射線源としては、宇宙線、大地（土

壌）の中の放射性物質などがあり、レントゲンによる診断ででも外部被ばくを受ける。 

○確定的影響 

比較的高い放射線量を受けた場合に現れる健康影響で、被ばく後、比較的短期間で影響（脱毛、紅斑、

白内障など）が現れる。 

○確率的影響 

比較的低い放射線量を受けた場合でも現れることがあり、放射線量が高くなるにつれ、現れる確率が

増えると考えられている健康影響で、被ばく後、数年以上を経て影響（がんなど）が現れる。 

○ガンマ（γ）線 

放射性元素から出る電磁波のひとつで、物質透過する力がアルファ（α）線やベータ（β）線に比べ

て強い。 

原子力発電所では、２～４メートルの厚さのコンクリートで原子炉を囲い、外に出さないようにして

いる。 

○空間線量率 

空間における単位時間当たりの放射線の量のことで、グレイ/時（Ｇｙ/ｈ）で表示される。 

○ゲルマニウム半導体検出器 

ゲルマニウムの結晶を検出器として利用したもので、試料中の放射性物質の種類と量を測定できる。 

○航空機モニタリング 

地表面の放射性物質の蓄積状況を確認するため、航空機に大型高感度の検出器を搭載し、地上に沈着

した放射性物質からガンマ（γ）線を広範囲かつ迅速に測定する方法。 

○国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ） 

放射線の人体などへの影響とその防護に関する勧告等を行う国際組織。 

○サーベイメータ 

放射性物質や放射線に関する情報を簡便に得ることを目的にした小型で可搬型の放射線測定器で、一

般環境（低線量）の測定に適したNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータと、表面汚染等に適した
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ＧＭ計数管式サーベイメータ（ガイガーカウンタ）がある。 

○自然放射線 

宇宙線及び自然放射性物質に由来する放射線である。 

自然放射性物質は、地球創世期から主に地殻中に存在するカリウム40、ラドン、ラジウム等及び宇宙

線と大気中の窒素や酸素の原子核と反応して生成するトリチウム、炭素14等がある。 

○走行サーベイ 

乗用車に高精度の放射線測定機器を搭載し、道路を走行しながら、道路周辺からのガンマ（γ）線の

情報とGPSによる位置情報を連続的に収集し、道路上・道路周辺の空間線量率の分布状況をデジタル処

理によりマップ化するもの。 

○追加被ばく線量 

自然から受ける被ばく線量及び医療により受ける被ばく線量を除いた被ばく線量のこと。 

○トリチウム 

水素の同位体で三重水素とも呼ばれ、水素の原子核に中性子が二つ入っているもので、3ＨまたはＴ

と記される。トリチウムは宇宙線と大気との反応により地球上で生成されており、その量は年間約72

ペタ（72,000兆）ベクレルと推計されている。地球環境においては、酸素と結びついたトリチウム水の

形で存在している。 

なお、水素の原子核に中性子が一つ入っているのは重水素（Ｄ）。 

○内部被ばく 

放射性物質を含む気体や飲食物を体内に取り入れたときに、身体の内部から放射線を受けることをい

い、 人は、（カリウム40などの自然の放射性物質を含む）飲食物から、年間0.29ミリシーベルトの内

部被ばくを受けている。 

○半減期 

放射性物質のもつ放射能は、時間とともにだんだん弱くなる性質があり、放射能の強さが元の半分に

なるまでの時間をいう。 

○ベータ（β）線 

ベータ（β）粒子ともいわれ、ｅの電荷をもつ電子線であり、原子核のβ崩壊時に放出される。 

β線の透過力は弱く、通常のエネルギーのものは１cm程度のプラスチック板で十分遮蔽される。β線

の検出にはＧＭ計数管、電離箱等がある。 

○放射線 

物質を透過する力を持った光線に似たもので、アルファ（α）線、ベータ（β）線、ガンマ（γ）線、

エックス（Ｘ）線、中性子線などがある。 

放射線は種類によって物を通り抜ける力が違うため、それぞれ異なる物質で遮ることができる。 

○放射能 

放射線を出す能力をいい、この能力をもった物質のことを放射性物質という。 

放射能の強さは、放射性物質に含まれる放射性核種の原子が単位時間に何個が壊変するかによって決

まり、ベクレル（Ｂｑ）という単位が使用される。 
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○モニタリングポスト 

ヨウ化ナトリウム（NaI）の結晶を検出器として利用し、大気中の放射線量のうち、ガンマ（γ）線

を連続して測定する据え置き型の装置で、極めて低い空間線量率まで精密に測定することができる。 

○預託実行線量 

体内から内部被ばく線量について、成人で50年間、子どもで70歳までの生涯の累積線量を表したもの。 
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岩手県内の濃度等に係る計量証明事業所一覧 
 

（令和６.１.１現在） 

登録業者名 事業の区分※ 

本社等所在地 事業所所在地 

電話番号 
濃 度 音 

圧 
振 
動 大 水 土 

 

特 定 
 

㈲アセス 
〇 〇 〇    

北上市流通センター

６-45 
左に同じ 

0197（68）4100 

(公社)岩手県浄化槽協会 
 〇     

矢巾町流通センター

南３－５－８ 
左に同じ 

019（614）0066 

(一財)岩手県薬剤師会検査センター 
〇 〇 〇    盛岡市上堂３-17-37 左に同じ 

019（641）4401 

㈱ＥＹＳ 
〇 〇 〇    

奥州市水沢字高屋

敷24-１ 

奥州市水沢中上野町

11-41 0197（24）4244 

エヌエス環境㈱ 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 

東京都港区芝公園

１-２-９ 

盛岡市みたけ４-３

-33 019（643）8911 

㈱北日本環境保全 
〇 〇 〇  〇 〇 

北上市常盤台４-11 

-116 
左に同じ 

0197（65）3166 

㈱江東微生物研究所 
 〇 〇    

東京都江戸川区 

西小岩５-18-６ 

矢巾町流通センター

南３-２-17 019（614）0127 

㈲サンヨー研究所 
〇 〇 〇    

宮古市佐原２-１ 

-８ 
左に同じ 

0193（63）0150 

㈱大東環境科学 
〇 〇 〇  〇 〇 

盛岡市津志田西１ 

-２-23 

矢巾町大字広宮沢１

-265 019（635）2465 

地熱エンジニアリング㈱ 
〇 〇 〇    

滝沢市大釜大清水

356-６ 
左に同じ 

019（684）4112 

ニッコー・ファインメック㈱ 
 〇 〇    

一関市千厩町奥玉

字天ケ森75-６ 
左に同じ 

0191（56）2601 

日鉄環境㈱ 
〇 〇 〇  〇 〇 

東京都中央区京橋

１-18-１ 
釜石市鈴子町23-15 

0193（22）2141 

㈱パスク 
 〇 〇    

宮城県仙台市青葉

区八幡１-４-16 
盛岡市高松２-11-１ 

019（663）5515 

東北公営企業㈱ 
 〇     

盛岡市中太田屋敷

田103-３ 

盛岡市下太田沢田73 

-21 019（659）3088 

※ 大：大気、土：土壌、特定：ダイオキシン類、音圧：音圧レベル、振動：振動加速度レベル 
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